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産業振興計画の改定にあたって 
 
 

昨年 3 月、県経済活性化のためのトータルプランとして、各界各層の多くの

皆様のご参画を得て策定した産業振興計画は、実行にあたっても多くの県民の

皆様のお力を賜りながら、着実に歩みを進めております。 

 

 この１年、「本気で実行」の合言葉のもとに官民一体となって取り組むことで、

地域アクションプランの本格的な実践活動や地産外商の機会の大幅な拡大など

具体的な成果も少しずつ表れ始め、地域の活力向上、県内産業の成長と飛躍に

向けての基礎固めができつつあります。 

実行開始から１年を経て、本県は、長く低迷してきた県経済を上昇に転じる

ための確かな一歩を踏み出したという手応えを感じています。 

 

この計画は策定当初から、ＰＤＣＡサイクルを通じて常に検証し、見直しを

行うこととして参りました。 

表れ始めた成果をさらなる大きな成果につなげてまいりますためにも、実行

の段階でいただいた県民の皆様や関係者の皆様からのご意見、ご提言、ご批判

をしっかりと生かしながら、このたび、５つの柱を中心に計画を改定し、さら

なる進化を図ることといたしました。 

 

平成 22 年度は、「挑戦の年」と位置付け、大河ドラマ「龍馬伝」などの追い

風を縦横に活かし切り、県民の皆様とともに県経済活性化に向けて、果敢に挑

戦してまいりたいと考えております。 

県民の皆様が将来にわたって安心して暮らすことができる高知県とするため

に、引き続き皆様のご参画とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

 

平成 22 年３月 

 

              高知県知事  尾﨑 正直
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【地域アクションプラン】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 《別冊》 

Ⅰ 地域区分 

 

Ⅱ 各地域の展望と具体的な取組 

 １ 安芸地域 

 ２ 物部川地域 

 ３ 高知市地域 

 ４ 嶺北地域 

 ５ 仁淀川地域 

 ６ 高幡地域 

 ７ 幡多地域



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 総 論 】 



 



 

  

出典：高知労働局資料
※有効求人倍率は年度平均、H20はH21.1月データ

図１   有効求人倍率と新規高卒者の県外就職率の推移
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Ⅰ はじめに 

１ 計画策定の趣旨 

 

 

 

 

 

■本県経済の構造的課題 

全国的には、最近まで主として、先端分野や輸出産業が牽引する形で景気が

回復していました。しかしながら、公的経済への依存度が高く、産業基盤の少

ない本県の産業構造ではその恩恵を十分に受けることができず、それに加え、

全国に先行する人口減少と高齢化により、県内市場が縮小し続けてきたこと、

さらには、厳しさを増す県内自治体の財政状況の影響による公共投資の減少な

どもあいまって、本県経済は、長らく厳しい状況が続き、全国との間に大きな

格差が生じています。 

 

   一人当たり県民所得 217 万円（全国平均の 70.7％：平成 18 年度） 

   製造品出荷額等  5,955 億円（全国第 46 位。第 45 位の約半分：平成 19 年） 

   人口減少   平成２年から自然減（全国に 15 年先行） 

   高齢化    平成 17 年： 25.9％（全国に 10 年先行） 

 

有効求人倍率を見ても、かつては全国の景気動向に一定連動していたものが、

ここ６年程は連動せず、しかも、その数値は 0.43 と、全国平均とは大きな隔た

りがあります。 

こうしたとこ

ろに全国的な景

気回復の波に乗

ることができな

かった、本県経

済の構造的な問

題があることが

見て取れます。 

・ 本県経済の浮揚を図るためには、景気の動向を超えた抜本的な体質強化が

必要 

・ 生産から流通・販売に至る、産業間の連携を意識したトータルプランを描

く 
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■経済活性化のためのトータルプラン 

下降傾向にある本県経済を上昇に転じ飛躍のチャンスを逃すことなく県勢の

発展につなげていくため、本県経済の根本的な課題に正面から向き合い、抜本

的な体質強化を図らなければなりません。 

そのためには、各産業分野において、生産から加工、流通、販売に至る各段

階における本質的な課題を明らかにしていく必要がありますし、また、実体経

済の姿に即し、産業分野間の連携を意識した総合的な戦略が必要となってきま

す。 

こうした観点から、この計画では、多くの方々が同じ方向に力を合わせて進

む旗印ともなるよう、本県経済の体質強化に向けたトータルプランを明らかに

していきます。 
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２ 計画の策定時の構成 

 

 

 

計画の全体構成は、計画策定にかかる基本的な考え方や方向性などを示した

「総論」と、各産業分野や連携して取り組むテーマについての目指すべき姿や

その方策を示した「産業成長戦略」、さらに、県内７つの地域のアイデアや取組

を成長戦略に沿って行動計画に取りまとめた「地域アクションプラン」で構成

します。 

 

■総論 

計画の必要性を明らかにするとともに、本県の強みや弱みを整理（ＳＷＯＴ

分析）し、大きく、「食」「自然と歴史」「人」の３つのカテゴリーで分類される

強みを活かしきる視点から、 

  ① 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る 

   ② 産業間連携の強化 

③ 足腰を強め、新分野へ挑戦 

の３つの改革のための基本方向を打ち出しています。 

そのうえで、それぞれの強みをさらに伸ばしていく際の目指すべき本県のイ

メージを次のように表しています。 

① 「食」：全国の食卓に安全・安心でおいしい食を提供する 

                   『味わい王国高知』 

② 「自然と歴史」：自然があふれる近代日本の礎 

                   『維新といやしのふるさと高知』 

③ 「人」：土佐人の活力と先見性や創造性を活かして新たな時代を切り拓く 

                    『時代を拓く土佐力
とさぢから

』 

 

■産業成長戦略 

総論で示した３つの改革のための基本方向を具体化する戦略として、農業・

林業・水産業・商工業・観光の５つの産業分野及びこれらの産業分野間を結ぶ

連携テーマについて、目指すべき姿やこれまでの取組の分析を踏まえて、これ

からの対策を、いつ、誰が、どのような形で実施していくのか（５Ｗ１Ｈ）を

記載しています。 

・ 産業別の成長戦略と地域別のアクションプランで構成 

・ 改革のための３つの基本方向を打ち出す 
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■地域アクションプラン 

地域の文化や特色といった地域性や、生活圏域、行政サービス面でのまとま

りを考慮して県内７つの地域を設定し、それぞれの地域で、産業成長戦略に沿

って地域が目指す産業の姿やそこで進める具体的な取組を明らかにしています。 

県全体で約 220 件（計画策定時）にのぼる取組は、大別して２つの種類で構

成されています。一つは地域からの発案で提案されるもの、もう一つは産業成

長戦略を地域で具現化する取組として提案されるものです。 
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図２ 県本庁組織における推進イメージ 
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【役割】

３ 計画の推進体制 

 

 

 

■官民協働による計画の着実な推進 

この計画は、策定の段階から多くの県民の方々や各産業に携わる方々、民間

の有識者の方々などに参画いただき、官民協働で策定作業を進めてきました。

計画の実行段階においても同様に、県民の皆様と県が手を携えて着実に計画を

推進することを目指します。そのために、まず県庁が汗をかく、すなわち、推

進体制を整えて、しっかりと実践していきます。 

産業振興にあたっては、経済活動の主体である民間や地域の活動が何よりも

重要です。多くの方々が県経済の発展に向けて力を合わせて取り組めますよう、

民間や地域の方々の頑張りに対し、県は、公正性を確保しつつ、人的な側面と

財政的な側面の両面で支援を行います。 

併せて、全庁横断的な組織を作り、計画の実現に向けて積極的に施策展開を

図ることとしています。 

 

■県の推進体制 

県庁内に、この計画を推

進する強力なエンジンと

して、計画の専任組織（産

業振興推進部)を新設しま

す。 

また、その上位組織とし

て、知事を本部長とする

「産業振興推進本部｣を設

置し、計画全体の実行をリ

ードするとともに、産業別

の成長戦略と食品加工の

ような関係部が連携した

取組を総合的に推進する

など、県庁を挙げて計画の

推進に取り組みます。 

・ 実行体制と県の支援 

・ ＰＤＣＡサイクルに基づく推進 

関係部局
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図３ 各地域における推進イメージ 
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　・実行支援チームの設置（関係部との調整）　・産業振興計画推進アドバイザーの活用

○支援策の提供

　・市場調査､支援制度等の情報収集と提供

　・展示・商談会への出展等の営業活動支援　等
●地域資源活用共有会議の運営

●地域ＡＰのローリング作業

産業振興推進地域本部
実

行

支

援

現地でのコーディネート役（計画段階からワンストップで支援する窓口）
地
域
産
業
振
興
監

販売担当部署、

産業振興センター、

パッケージデザイン

等の専門家等

生産担当部署、工

業振興課、外部又

は工業技術ｾﾝﾀｰ

等の技術者、加工

企業等

生産担当部署、デザ

イナー等の外部専門

家、工業技術センター

等の技術者等

さらに、県内を７つ

の地域に区分して推進

する地域アクションプ

ランの実践に向けて、

その実行を支援する産

業振興推進地域本部を

設置します。そこには、

各出先機関､地域支援

企画員等を統括する責

任者（地域産業振興監）

を置き、個別のプラン

ごとに関係機関が連携

して取り組むなど、地

域アクションプランの

実行を徹底して支援し

ます。 

 

■計画の目標年次と毎年度の改定 

この計画を状況の変化や地域の新たな動きなどにも対応する、より効果的か

つ実効性あるものとするため、計画全体を毎年ＰＤＣＡサイクル1を通じて改定

することとします。 

目標年次については、中長期的な視点（概ね 10 年）に立ちながらも、検証、

改善を行うため、当面の目標を平成 23 年度末に置くこととします。 

毎年、産業成長戦略の充実とあわせて、さらなる地域のアイデアを掘り起こ

し、地域アクションプランの新たな活動を取り入れていくことで、この計画の

推進に多くの県民が参画し、皆様とともに県経済の成長を支えていくことにつ

なげていきます。 

                                                  
1 Plan（計画）、Do（実行）、Check（検証）、Action（改善）による行動プロセス 

・産業振興推進アドバイザーの活用
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表１  高知県の主要品目の全国における位置付け

品目名 出荷量 全国シェア(%) 全国順位

ナス 39,100ｔ 14.06 1位

キュウリ 22,800ｔ 4.23 7位

ピーマン 13,800ｔ 10.8 3位

シシトウ 4,080ｔ 50.8 1位

ミョウガ 4,509ｔ 77.47 1位

ニラ 13,900ｔ 24.1 1位

オクラ 2,467ｔ 22.97 2位

ショウガ 12,500ｔ 40.19 1位

ユズ 7,239.9ｔ 49.7 1位

ブンタン 7,674ｔ 87.9 1位

日向夏 1,432.5ｔ 32.2 2位

ユリ 19,700千本 11.6 2位

シンビジウム 216千鉢 6.8 4位

農林水産省　野菜生産出荷統計、地域特産野菜の生産状
況、特産果樹生産出荷実績調査、花き生産出荷統計

※シシトウ、ミョウガ、オクラ、ユズ、ブンタン、日向夏、シンビ
ジウムはＨ１８年産数値。他はＨ１９年産数値

Ⅱ 計画策定に際しての政策の基本方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本県の強みと弱み、機会（チャンス）と脅威 

 本県の厳しい経済の状況を抜本的に変えていくためには、まずは本県の強み

とするところを今一度見つめ直し、弱みを洗い直したうえで、強みの持つ潜在

力を活かしてさらに伸ばせるところ、可能性のあるところに資源を集中してい

く必要があります。その際、世界の潮流や本県産業を取り巻く社会情勢の変化

にも着目しながら、成長の方向を見定めることが重要です。 

 

（１） 本県の強み 

 

 

 

 

■おいしい食 

本県は、地元ならではのおいしい食べ物が多いとこ

ろ全国トップクラスという評価を得ています。 

・大手旅行情報誌の宿泊旅行アンケート調査2 

『地元ならではのおいしい食べ物が多かった』 

都道府県 平成 19 年 全国第 1 位（高知県） 

平成 20 年 全国第 2 位（高知県） 

また、気候が温暖で日照時間及び年間降水量がとも

に全国第 1位3であるなど、太平洋に開かれた気候風土

からもたらされる多彩な農畜産物や海産物があります。 

 ・農業産出額１ha 当たり 全国第 5位4 

 ・全国シェアトップクラスの農作物（表１） 

 ・環境保全型農業の先進的取組 

                                                  
2 じゃらん宿泊旅行調査 2007、同 2008 
3 気象庁年報（平成 18 年） 
4 農林水産省 農業産出額、耕地面積（平成 19 年）より 

１．政策の基本方向は以下の３つに整理できる 

 （１）足下を固め、活力ある県外市場に打って出る 

 （２）産業間連携の強化 

 （３）足腰を強め、新分野へ挑戦 

２．この基本方向が導き出される過程を、本県の強み、弱み、機会、脅威の

分析（ＳＷＯＴ分析）により明らかにする（Ｐ18 別表参照） 

・ 安全でおいしい食、多彩な一次産品 

・ 貴重な自然と歴史資源 

・ 優れた人材、技術力 
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■全国の人々を魅了する自然と歴史 

本県は、全国的な知名度を有する自然に恵まれ、環境保全の取組も全国に先

駆けて進めています。 

 ・四万十川 

『もっとも自然が残っていると考える日本の川』12 年連続第 1位5 

『この夏、家族と行きたい日本の観光地ランキング』第 11 位6 

・森林資源 

  森林面積が県土の面積の 83.3 パーセント（全国第 1位） 

 ・低炭素社会・循環型社会のトップ・プランナー 

   全国に先駆けた森林環境税の導入や環境先進企業との協働の森づくり事業など

の取組を通じた森林の整備 

カーボン・オフセットなどＣＯ2削減の仕組みづくり 

また、本県には全国の人々を魅了する歴史もあります。 

・明治維新 

『上司にしたい幕末の有名人ランキング』第 1 位7 坂本龍馬 

『一度で良いから、お酒を飲み交わしたい歴史上の人物』第 1位8 坂本龍馬 

・四国八十八箇所霊場と遍路道 

四国４県と関係市町村が世界文化遺産候補として提案9 

 

■人々の活気と優れた人材・技術力 

本県には、よさこい祭りに代表される人々の活力があります。 

・よさこい鳴子踊り 

全国 100 ヶ所を超える地域に広がる 

  ・おもてなしの心 

大手旅行情報誌の宿泊旅行アンケート調査10 

『地元の人のホスピタリティを感じた』都道府県 全国第 4位（高知県） 

また、多くの著名な漫画家を輩出していることでも知られ、高知のまんが文

化を育む土壌があります。 

・「まんが甲子園」 

毎年８月、全国の高校生を対象に本県で開催 

・まんがやキャラクターをテーマとした施設11 

                                                  
5 ミツカン水の文化センター「水にかかわる生活意識調査」1997 年～2008 年 
6 情報検索サイト「goo」2008 年 6 月調査 
7 情報検索サイト「goo」2008 年 6 月調査 
8 アサヒビールお客様生活文化研究所ウェブアンケート調査(2005 年 8 月 31 日～9 月 6 日) 
9 文化庁への四国４県共同提案（平成 18 年度）、四国４県及び関係 58 市町村共同再提案（平

成 19 年度） 
10 じゃらん宿泊旅行調査 2008 
11 高知市の「横山隆一記念まんが館」、香美市の「やなせたかし記念館・アンパンマンミュ

ージアム」 
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全国

出典：人口動態調査（厚生労働省）、人口移動調査（高知県）

図４   人口自然増減数
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高知県

製造業の分野では、伝統的な技術の応用や先進的な技術の開発などにより独

自の分野を切り拓くなど、先見性のある人材を輩出しています。 

・ニッチな分野12で全国的、世界的シェアを誇るキラリと光る地場企業の技術13 

                        （高知では 18 の日本一） 

 このように、本県にはおいしい食、貴重な自然や歴史資源、優れた人材や技

術力があります。しかしながら、県経済の厳しい現状を見る限り、そうした「食」

「自然と歴史」「人」の強みが経済の活力に十分結びついておらず、その潜在力

を活かし切れていないことがうかがえます。 

 

（２） 本県の弱み 

 

 

 

 

 

■縮小を続ける県内市場 

人口が全国に 15 年先行して自然減となり、高齢化率の上昇でも 10 年先行す

る本県では、消費の旺盛な年齢層の減少、また、全体人口そのものの減少に伴

い、県内市場は継続的に縮小を続けてきました。 

                                                  
12 ニッチとは「隙間」の意味で、大企業がターゲットとしないような小さな市場や、潜在

的にはニーズがあるが、まだビジネスの対象として考えられていないような分野 
13 四国経済産業局「四国が一番 四国が誇る日本一・世界一（平成１６年度版）」生産シェ

ア等が日本一・世界一である製品名 

・ 人口減少、少子化・高齢化、若者の流出 

・ 大消費地から遠距離（地理的ハンディキャップ） 

・ 製造業分野での産業集積度が低く、小規模・零細事業者が多い 

・ 観光スポットが点在 
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老年人口の割合（全国と本県との比較）

0
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（
％

）
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全国 20.2 23.1 26.9 29.2 30.5 31.8

高知県 25.9 28.4 32.3 34.6 35.8 36.7
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(千人) (％)年

2035 年までの県人口の将来推計では、今後も相対的な高齢者の割合はますま

す高くなる一方、若者や働き盛りの世代を中心に全体の約４分の１にあたる、

およそ 20 万人の人口が減少すると見込まれています。 

 

 

 

 

日本の都道府県別将来推計人口（H19.5）（国立社会保障・人口問題研究所） 

図５ 老年人口の割合 

図６ 高知県の将来人口推計 

日本の都道府県別将来推計人口（H19.5）（国立社会保障・人口問題研究所）

１０年先行

12



 

  

漁業就業者数の推移
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資料：平成１９年商業統計調査（確報） 

図７　高知県の年間商品販売額の推移
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 実際に県内の年間商品販売額を見ても、ここ６、７年程の間に大きく減少し、

低落傾向が続いています。将来の人口推計に照らせば、県内市場は、今後もま

すます縮小を続けていくことが予想されます。 

 

■第１次産業の強みが強みでなくなる危機 

本県の強みとなっている食や自然は、

産業面では第１次産業の強みとして表

れています。しかし、この分野では、人

口減少とともに高齢化や若者の流出が

続き、就業者数の急激な減少が続いてい

ます。 

このままでは、担い手不足のため強み

のある分野が足下から衰退し、強みが強

みでなくなってしまうという現実が目

前に迫っています。 

図 10 

図８ 

農林業センサス 

県森林部林業労働力調査 漁業センサス 

林業就業者数の推移
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 資料：産業連関表（平成１２年）

四国４県の移輸出・移輸入額
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第１次産業 食料品製造業

図１１　　四国４県の県際収支（第１次産業、食料品製造業）

■地理的ハンディキャップと乏しい産業集積 

本県は、東京や大阪など人口が集中する大消費地から遠いうえに、山が多く、

また、海に迫っているため、大規模に生産できる平野が少ないという地理的、

地形的なハンディキャップがあります。このため、大消費地への物流コストが

かさむことや生産規模が小さいためにロットがそろいにくいという弱点があり

ます。 

また、第２次産業ではニッチな分野で活躍しているところはあるものの、基

幹的な産業の集積、技術の集積が弱く、特に製造業の層の厚みに乏しいのが現

状です。 

加えて、県内の道路や公共交通網の整備が十分でなく、景勝地や観光施設、

体験スポットなどの有機的な結びつきといった点で課題があります。 

 

■食料品製造業における県際収支のマイナス 

また、本県は、加工産業の集積に乏しく、

その多くは小規模であることから、第１次

産業の強みを活かした食品加工への展開、

食品周辺の産業への波及が十分でなく、さ

らに、一部の工程をわざわざ県外で加工せ

ざるを得ないなど、機会損失も生じていま

す。 

第１次産業に関連が深く、その強みを最

も活かせると考えられる食料品製造の分

野における県際収支が、四国で唯一大幅な

移輸入超過（赤字）となっています。 

 

■県内市場は県外資本に食い込まれてい

る状況 

さらには、県際収支全体を見てみますと、

本県は約6,000億円の移輸入超過となって

おり、四国４県の比較でマイナス幅が最も

大きく、縮小した県内市場において、県外

資本に大きく食い込まれている状況です。 

図 1２ 

 資料：産業連関表（平成１２年）
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（３） 機会（チャンス）とすべき世界の潮流や全国の趨勢 

 

 

 

 

 

 

■環境との共生 

環境への配慮や省エネルギー、省資源への取組が、これまでのような企業の

社会的責任（ＣＳＲ）や社会貢献という視点に加えて、企業自体の競争力を高

める収益動機へと転換することが予想され、経済成長を描くうえで欠くことの

できない視点となりつつあります。 

こうした中、日本有数の日照時間を確保できる本県の気象条件や、森林資源

保全のための森林環境税やカーボン・オフセットなどの先進的な取組の実績、

海洋深層水などの恵まれた海洋資源といった自然条件は、将来に希望の持てる

貴重な財産であり、国内外の長期的な動向なども念頭に置きながら、本県の発

展に結びつけていく必要があります。 

 

■食の安全・安心志向、健康志向、世界的な食料不足 

国内外で頻発する食品偽装問題などの影響により、消費者の食の安全・安心

へのニーズが高まる一方で、高齢者の増加による購買・消費動向の変化や予防

に重点を置いた健康的な食生活への志向が強まっています。 

また、世界的な食料不足への危惧や、国内産の食品への注目度の高まりによ

って、食料自給率をいかに向上させるかが、大きな課題となっています。 

 

■人材確保のチャンス 

全国の人口減少が進む中、ここ数年のいわゆる団塊の世代の大量退職により

技術と経験を有しながら第一線を退いた人材の新たな活用が望まれていますが、

こうした人材は、地方、特に中山間地域の産業や社会を支える担い手として大

いに期待できます。中山間地域の生産資源を活かし、不足する第１次産業の担

い手を確保するためにも、また、地域産業に新たな活力をもたらすためにも、

今が大きなチャンスと言えます。 

 

・ 地球環境問題への世界的危機感 

・ 食の安全・安心志向 

・ 健康志向 

・ 世界的な食料不足 

・ 大都市におけるいわゆる団塊の世代の大量退職 

・ 大学の地域貢献 
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■産学官の連携 

各大学においては、地域や民間との連携を促進する専門の機関を設け、それ

ぞれの得意分野や最先端の研究活動を実用化につなげるとともに、地域におけ

る専門人材の育成に取り組むなど、主体的な取組を進めており、こうした機会

を積極的に活かしていく必要があります。 

 

（４） 脅威となる社会経済の動向 

 

 

 

■集客交流競争・産地間競争の激化 

 インターネットなどのＩＣＴ（情報通信技術）の普及は、人・物・情報の交

流の飛躍的な進展をもたらしましたが、その一方で、近隣地域だけでなく全国

や海外との競合を余儀なくされ、様々な分野で厳しい集客交流競争や産地間競

争にいや応なく巻き込まれています。 

 このため、他地域との競争を常に意識し、外からの視点や他地域の情報など

を踏まえた取組が求められています。 

 

■公共事業の減少 

本県の公共事業は、平成７年度のピーク時の３割にしか満たないほど激減し

ていますが、今後とも厳しい財政運営を迫られることから、事業量の大幅な増

加は見込めない状況にあります。 

公経済に依存する度合いが高い本県にとって、公共事業だけに頼らない産業

への転換をいかに早く図るかが大きな課題となっています。 

 
図 13 高知県の財政規模と性質別内訳の推移 

・ 集客交流競争・産地間競争の激化 

・ 公共事業の減少 

県資料
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２ 改革のための３つの基本方向 

 

 

 

 

各種指標が示すような低迷状況から転じ、県勢浮揚を図っていくためには、

ここまで見てきたような「強み」「弱み」「機会（チャンス）」「脅威」とその組

み合わせを整理し、抜本的な体質強化を図る方向や戦略を導き出すことが重要

です。 

そのうえで、それらの方向や戦略に沿って、本県が目指すべき姿に向けての

これまでの取組を徹底的に検証し、その対策として欠けていた点、手が届いて

いなかった点を明らかにして、所得の向上や雇用の創出につながる思い切った

対策を講じることとします。 

これまでの考察から、今後本県が目指すべき基本方向について、別表のとお

り整理できるものと考えられます。 

 

 別表〈ＳＷＯＴ分析と「改革のための３つの基本方向」〉参照 

（１）足下を固め、活力ある県外市場に打って出る 

（２）産業間連携の強化 

（３）足腰を強め、新分野へ挑戦 
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〈 別 表 〉 

ＳＷＯＴ分析と「改革のための３つの基本方向」

安全でおいしい食/多様な一次産品

食

辺境の地ながら日本を大きく動かした歴史・偉人/
活気（よさこい）、先見性、創造力あふれる優れた
人材/循環型社会に向けた先進的な取組/キラリと
光る独自の技術力を持つ地場企業

人

全国一の日照時間・年間降水量/豊富
な森林など中山間地域の資源/貴重な
自然と歴史資源（四万十川、四国八十
八箇所など）

自然と歴史

強　み
－ＳＷＯＴ分析－

食の安全･安心志向/海外における日本食
ブーム/地球環境問題への世界的な危機感/
環境の経済的価値の高まり/健康志向

安全・安心、環境、健康の時代

情報化の進展（「いつでも、ど
こでも、誰でも」の時代に）/大
学の地域貢献

情報化等

長期的には世界的な食料不足、エネルギー不足/全国
的な高齢化の進行（医療・介護の需要が増大、購買・消
費動向が変化）/世界同時不況により都市部中心に求職
者が増大/大都市における団塊の世代の大量退職

消費と雇用の変化

機　会

強
み

県外製品の流入や県外資本の進出

安全でおいしい食、多様な一次産品

×
脅
威

集客交流競争・産地間競争の強化

安全・安心、環境、健康の時代

機
会

食の安全・安心、健康志向
日本食ブーム

×

×

×
弱
み

人口減少、少子化・高齢化、若者の流出

情報化の進展大消費地から遠距離（地理的ハンディキャップ） ×

強
み

集客交流競争・産地間競争の激化
安全でおいしい食、多様な一次産品
貴重な自然と歴史資源

× 脅
威

安全・安心、環境、健康の時代×

機
会

安全・安心、環境、健康の時代

大消費地から遠距離（地理的ハンディキャップ）

弱
み 製造業分野での産業集積度が低く、

小規模・零細事業者が多い

食料品製造品出荷額等が少ない

×

×

×

安全でおいしい食、多様な一次産品

豊富な森林など中山間地域の資源

優れた人材、技術力

都市部中心に求職者が増大

強
み

脅
威

機
会

弱
み

×

×

×

×

長期的には食料不足

国・地方の財政悪化、公共事業の大幅減少

高齢化が進み、医療・介護の需要が増大

人口が減少、少子化・高齢化が進む
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少子化・高齢化/若者の流出

人口の減少

大消費地から遠距離/中山間地域が多く平野
が少ない、地価が高い

地理的・地形的ハンディキャップ

弱　み

小規模・零細事業者が多く経営基盤が弱い/製
造業分野での産業集積度が低い/食料品製造
品出荷額等が少ない/観光スポットが点在

産業基盤のぜい弱さ

世界同時不況（消費の低迷、製造業
の沈滞、低価格志向）/長期的な石油
価格の高騰

経済状況の悪化

脅　威

県外製品の流入や県外資本の進出/集
客交流競争・産地間競争の激化（首都圏
近県、競合県との競争激化）

地域間競争の激化

国・地方の財政状況の悪化/公共事業
の減少

公的財政の悪化

本県の考えられる方向性、必要性のある取組

地産地消を徹底し、できる限り県内需要には県産品で対応する

本県の食材の良さ、環境保全型農業の先駆的な取組の強みを活かす

県内市場は今後も縮小が続くことが予想されるため、県外・海外を視野に入れた
市場戦略を確立し、外に打って出る

情報化を推進し、本県の地理的ハンディキャップを克服していく

足下を固め、
活力ある県外市場に
打って出る

高付加価値な商品開発により他の地域との差別化を図り、競争に生き残る

優れた魅力を組み合わせた滞在型・体験型観光を推進する

健康、安全・安心志向など時代に対応しつつ、高い物流コストを克服するためには、
単価が高く、高付加価値な商品開発が必要

鮮度を維持するハンディキャップを克服するためには、加工品の開発・販売が必要
生鮮品では鮮度維持の工夫・体制整備が必要

食料品製造業は大幅な移輸入超過であり、食の安全・安心志向等を追い風に、
食や一次産品の強みを活かした食品加工業の集積を進めていく

産業間連携の強化

優れた農水産品を生産できる食料供給県として、消費地からの信頼を得る

建設業から農地や森林など中山間地域の生産資源を活用した新分野へ進出する

健康福祉産業など、新産業への展開を進める

不況による雇用悪化を逆手に、第１次産業の担い手を確保していく

足腰を強め、
新分野へ挑戦

高
知
の
強
み
を
磨
き
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
売
り
出
す
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（１） 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る 

■地産地消の徹底 

第 1の改革の方向は、「足下を固め、県外市場に打って出る」ことです。 

具体的には、まずは「地産地消」を徹底することで、県内産業の力を強めま

す。なかでも、「消費面での地産地消」、すなわち、地域のものをその地域で使

う仕組みの強化や、県内最大の消費地である高知市への流通・販売の展開を図

る取り組みとともに、ものづくりをできる限り県内の事業者どうしで行う「も

のづくりの地産地消」の取り組みを進めます。 

 

■地産外商の推進 

そのうえでなお、県内市場が人口減少等により縮小し続けていることを踏ま

えれば、本県の持つ素材の強みを活かして活力のある県外市場への展開を積極

的に図っていく必要があります。本県の持つ強みを活かして地産外商を進めて

いくため、官民協働で推進する体制を整え、県外・海外の市場を視野に入れた

市場戦略の樹立と経営拡大を進めます。 

 

■海外販路開拓への挑戦 

 県内企業の輸出拡大に向け、商社機能やコーディネーターの活用など、ニー

ズに応じたきめ細やかな海外展開のサポートを進めます。 

 

（２） 産業間連携の強化 

■経済活動の広がりを意識した戦略的な展開 

第２の改革の方向としては、「産業間連携の強化」、特に、１次産品の加工を

通じた２次産業化を積極的に展開し、食品加工業の集積や食品周辺産業への波

及を図ることとあわせて、いわゆる６次産業14といった観光と食や特産物などと

の連携を強める戦略的な展開を進めます。 

こうした産業間の連携を進めるテーマとして、地産地消・地産外商戦略（地

産地消（食育を含む）、地産外商、食品加工）、ニューツーリズムの推進と観光

への地域産物の活用、木質バイオマスの有効活用、中山間地域の産業づくり、

建設業の新分野進出、人材育成・人材確保、といった６つを設定して、連携強

化を図ることとしています。 

                                                  
14 都市農村交流型のツーリズムなど、第１次産業に第２次・第３次的な要素を加えた産業 

20



 

  

■高付加価値化の推進 

大消費地から遠く離れ、地理的なハンディキャップを抱える本県は、高い物

流コストやロットの少なさに見合った付加価値の高い商品を販売していく必要

があります。これまで第１次産業の生産物を中心に、生鮮食品を高値で販売し

てきましたが、激化する産地間競争に打ち勝ち、さらには首都圏や海外まで視

野に入れた戦略を展開していくためには、生鮮食品の競争力向上だけに頼るの

では限界があります。 

このため、食品加工等の加工産業化の推進により、これまで以上に付加価値の

高い商品開発や生産から加工、流通、販売に至る効率的な体制の確立を進めます。 

 

■すそ野の広い観光産業の戦略的展開 

観光は、産業のすそ野が広く、多くの産業に波及効果が及び即効性のある分

野です。このため、安全・安心、環境、健康志向といった時代の変化を追い風

に、都市部から遠い地理的ハンディキャップを逆手に取り、自然や歴史など多

種多様な本県の魅力を組み合わせて、観光で食を楽しんでいただく取組など、

観光分野から他産業への波及効果をさらに高めていきます。 

 

（３） 足腰を強め、新分野へ挑戦 

■生産地の足腰の強化と担い手の育成 

第３の改革の方向は、「足腰を強め、新分野へ挑戦」です。 

まずは第１次産業の生産地のまとまりを促進し、技術の普及や規模拡大によ

る競争力の強化を図るとともに、担い手の育成・確保を一層推し進めます。と

りわけ担い手確保の新たな仕組みとして、研修と住居、生産手段の確保をパッ

ケージにして県外からのＵＪＩターン希望者を円滑に受け入れる体制の強化や、

新規就農希望者の受け皿となるＪＡ出資型法人の設立へのサポート等を積極的

に進めます。 

 

■中山間地域の産業づくり 

また、中山間地域における多角的・複合的なビジネスを展開するため、小さ

なビジネスの育成から、いくつかの事業をまとめて拠点的なビジネスに育て、

さらに多角的・複合的なビジネスへと順次発展させていく仕組みや異業種から

の新分野進出を促進する仕組みなど、新たな活力を導入する仕組みをつくり、
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中山間地域の産業づくりや多様な人材を呼び込んでいく取組を進めます。 

なかでも、第１次産業の担い手対策を拡充する計画的な施策の展開に努める

一方で、昨今の厳しい雇用情勢から、急がれる課題である雇用対策として、中

山間地域での生活を支える新たな福祉サービスの創造や生産資源の有効活用に

よる雇用創出の取組に力を入れていきます。 

 

■新産業の創出 

本県の製造業は、第１次産業の発展に寄り添い、農機具や銃砲などで発展を

遂げるとともに、土木機械や特異な技術を活かした工作機械などの製造企業が

地域に根ざしたものづくりを行っています。 

また、伝統技術から発展し、様々な分野に応用が進む紙産業や、日本で初め

て取水され、全国に先駆けて商業利用が進められてきた海洋深層水の取組、ユ

ズ・竹・炭・ショウガなど、地域の資源を活かした産学官による研究開発も新

たに進みつつあります。 

このような地域の素材を活かした新事業展開をはじめとして、戦略的な企業

誘致による地元企業との連携促進や、今後ますます需要が見込まれる健康福祉

サービスや環境ビジネス、まんが等のコンテンツビジネスといった新たな産業

の創出を支援することで、産業の幅の拡大を図ります。 
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３ 今後の産業振興を支える資源の有効活用 

この計画の実効性をより高め、その効果を着実なものとするためには、改革

のための３つの基本方向に沿って思い切った対策を進めることと併せて、今後

の産業振興を支えるための基礎となる資源の有効活用についても、しっかりと

取り組んでいく必要があります。 

 

（１） 産学官連携による人材と知的財産の活用 

このため、産学官の連携を幅広い分野で一層活発化することにより、これか

らの産業振興を支えるうえで重要な研究者や技術者などの人材と知的財産の積

極的な活用を図ります。 

 

（２） 交流・物流を活発化するインフラの活用 

 将来を見据えた県土づくりや産業振興のためには、投資と効果、産業面と生

活面の必要性を踏まえたバランスの取れたインフラの充実と有効活用が必要で

す。 

このため、人と物の両面から現在の流通実態をとらえ直し、鉄道とバス、フ

ェリーなどの公共交通・物流の総合戦略を検討するとともに、観光振興をにら

んだ二次交通15の整備、県産品の販売促進を図る物流対策などにも取り組みます。 

さらには、産業振興に資する道路や港湾などのインフラの充実と活用を図る

とともに、地理的ハンディキャップを解消し人々の意識に変革をもたらすＩＣ

Ｔ（情報通信技術）を産業振興に活かすため、情報基盤の一層の活用を図るな

ど、この計画の推進を下支えする資源の整備と有効活用を積極的に行うことと

します。 

                                                  
15 旅行先の空港や鉄道の駅等の交通拠点から観光目的地までの交通 
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４ 強みによる県の目指すイメージ 

 本県の強みを活かしきる視点で進める今回の計画では、それぞれのカテゴリ

ーで目指す県のイメージは、次のようになるのではないでしょうか。 

 

（１） 食 

『味わい王国高知』 

近年の健康志向や食の安全性の確保、品質管理の徹底への社会的要請の高ま

り、さらには食料事情の変化などの社会環境も考え合わせると、高知の“食”

の強みを活かして、今後も消費者に信頼され、選ばれる安全・安心の食品づく

りを進めることが期待されます。 

  このため、本県は、全国の食卓に安全・安心でおいしい食を提供する県のイ

メージとして、“味わい王国高知”を掲げます。 

 

（２） 自然と歴史 

『維新といやしのふるさと高知』 

自然や人間らしさを求める人々の意識や行動の変化と、地域の資源や暮らし

が見直されている動きを踏まえると、本県の豊かな自然や近代日本を切り拓い

てきた歴史の強みを余すところなく活かしていくことが、全国の方に来ていた

だき、地域を再生することにもつながります。 

このため、本県は、自然があふれ、近代日本の礎として全国に発信する県の

イメージとして、“維新といやしのふるさと高知”を掲げます。 

 

（３） 人 

『時代を拓く土佐力
とさぢから

』 

土佐人の活力と、先見性や創造力を活かして地場産業の振興につなげるとと

もに、県外からも人の力を取り入れて、多様な人の持ち味を産業に活かすこと

で、地方が光り輝く新たな時代を創造していくことが可能です。 

このため、本県は、土佐人の活力と先見性や創造力を活かして新たな時代を

切り拓き、全国から注目される県のイメージとして、“時代を拓く土佐力
とさぢから

”を掲

げます。 
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Ⅲ 計画の改定（第１次改定：平成 22 年３月） 

１ 改定の趣旨 

この計画は、「Ⅰ はじめに」の「３ 計画の推進体制」でも述べたとおり、

ＰＤＣＡサイクルを通じて、毎年度改定することとしています。 

平成 21 年度は、計画の「実行元年」と位置付けて、「本気で実行」を合言葉

に取り組みを進めてきたところ、一定の成果が表れ、成果につながる兆しも見

え始めてきました。 

その一方で、計画を実行に移す段階で、修正すべき部分や拡充すべき部分、

新たに追加すべき項目などが明らかになってきましたので、さらなる効果を発

揮させるため、実行段階でいただいた県民の皆様の様々なご意見も踏まえなが

ら、必要な改定を加えて計画のバージョンアップを図り、取り組みをさらに加

速させます。 
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２ 改定の５つの柱 

今回の改定は、次の５つの柱を中心に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、産業成長戦略の各分野においても、それぞれの取り組みの進捗状況

を踏まえ、新たな課題等に対応すべく、改定を行います。 

 

（主な追加項目） 

  農 業 分 野：耕作放棄地の解消・担い手とのマッチング 

林 業 分 野：オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度を活用した森林整備 

      の推進 

  水産業分野：養殖生産物の流通・販売の強化、土佐の魚
いお

の消費拡大 

  商工業分野：海洋深層水の利用拡大 

  観 光 分 野：フィルムコミッションによるロケーション撮影の誘致 

 

 

 以下、５つの柱について、それぞれ詳しく述べます。 

 

（１）地産外商戦略の加速化 

（２）「ものづくりの地産地消」の促進 

（３）ポスト「龍馬博」の推進 

（４）地域の取り組みのステップアップ推進 

（５）地域産業を創造・リードする人材の育成・確保 
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（１） 地産外商戦略の加速化 

平成 21 年８月の「一般財団法人 高知県地産外商公社」の設立などによって、

県外や海外への販路開拓・販売拡大の機会が予想を上回るスピードで拡大して

います。 

この機会を十分に生かすためには、商品の魅力の向上や商品を安定的に供給

できる生産、流通の体制づくり、バイヤーなどから求められるもう一段高度な

生産管理への対応などが必要です。 

こうしたことを踏まえ、地産外商の体制をさらに強化し、事業者へのアドバ

イスやフィードバックを充実させるとともに、本県の強みである農産物の外商

戦略の強化などにも取り組みます。 

地区別では、首都圏においては、平成 22 年夏にオープンするアンテナショッ

プを拠点に、巨大な都市部マーケットでの地産外商を本格的に展開します。ま

た、関西と中部地区においては、大阪事務所と名古屋事務所をそれぞれ拠点と

して、外商活動のワンランクアップを目指します。 

併せて、テストマーケティングなど消費者や市場の評価を受けて実施する商

品の磨き上げに対する補助制度の創設や、生産管理の高度化に関する専門家の

個別指導などにより、県内の事業者の方々を強力にバックアップしていきます。 

【改定のポイント】 

・ 首都圏新アンテナショップのオープン 

（巨大マーケットでの地産外商戦略の本格的展開） 

・ 外部人材の登用などによる地産外商公社の体制強化 

・ 地産外商公社と連携して食品の販売事業を行う協同組合の活動を支援 

・ 消費者（市場）の評価を受けて行う商品の磨き上げを支援する補助金の新

設 

・ 高知県が強みを持つ農水産物につき、外商加速化の戦略を策定 

・ 関西・中部地区での地産外商戦略のワンランクアップを目指した展開 

・ 生産管理の高度化に向けた支援体制を強化 
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（２） 「ものづくりの地産地消」の促進 

県内で所得を生み出し、県内産業の力を強めていくためには、機械設備の製

造や食品加工などの付加価値を高める工程そのものを県内で行う「ものづくり

の地産地消」を進める必要がありますが、現時点ではその仕組みが十分ではあ

りません。 

このため、県内での受発注につながる情報を収集し関連団体に提供すること

で、県内の事業者間での自主的な商談活動を支援します。 

併せて、県内のものづくり企業の技術力や製品開発力の向上を図るため、県

内の製品需要に対応する機械や装置の試作品の開発を支援するとともに、外部

アドバイザーによる商品開発から販売展開までの一貫した支援を行います。 

さらに、農産物のうち、産地の維持や供給過剰などで緊急に対応が必要な品

目について、大学や企業との連携により新たな加工需要を創出することや、流

通しにくい下級品などを活用した新たな商品づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改定のポイント】 

ⅰ） 県内での情報の流れをスムーズに 

・ 県内の受発注につながる情報を集約し、関連団体に提供 

・ 県内企業データベースの構築 

ⅱ） 県内産業の技術力・商品開発力などを向上 

・ 県内企業の試作品開発を支援 

・ 外部人材を活用し、商品の開発・販売展開までを一貫して支援 

・ 緊急に対応が必要な品目について、大学や企業との連携により、新たな加

工需要を創出 

・ 全国的な展開力を持つ企業とのタイアップ（商品開発や販売）により、農

水産物の下級品などを用いた新たな加工商品を創出 

・ 適正表示についてワンストップの支援を実施 
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（３） ポスト「龍馬博」の推進 

「土佐・龍馬であい博（龍馬博）」（平成 22 年１月～23 年１月）は開幕以降、

県外から多くの皆様をお迎えしており、本県への観光客誘致に大きな効果をも

たらしています。この成果を一過性のものに終わらせることなく、翌年以降も

定着させるようにしていかなければなりません。 

このため、県と市町村、（財）高知県観光コンベンション協会などの関係者で

構成する「400 万人観光推進チーム」を設置し、観光客の周遊状況や観光施設等

の満足度、問題点等をチェック・分析したうえで、対応策等を協議し、直ちに

現場へフィードバックを行い、継続的に見直し・改善を進めていきます。 

このＰＤＣＡサイクルを生かしながら、東部、中央部、西部の広域ブロック

ごとにそれぞれ１泊以上滞在できる観光地づくり、本県の強みである「歴史」

を中心とするプロモーションの展開、外国人観光客を誘致する対策の推進など、

ポスト「龍馬博」の取り組みにつなげていきます。 

今後、官民あげた組織体制で、「龍馬博」の成功に向けて万全を期するととも

に、「龍馬博」閉幕後を見据えた「ポスト龍馬博」の取り組みを進めることで、

目標とする 400 万人観光の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改定のポイント】 

・ 「400 万人観光推進チーム」を設置し、400 万人観光の実現に向けたＰＤ

ＣＡサイクルによる不断の改善 

・ 広域ブロック（東部、中央部、西部）ごとに、観光資源の磨き上げによる、

１泊以上滞在できる観光地づくり 

・ 「龍馬博」での取り組みを継続しながら、高知の強みを生かす「歴史」を

中心とした“プロモーション”の展開 

・ 高知の強み、魅力を生かした「歴史」や「花」、「まちあるき」をテーマに

したイベントの実施によるオフシーズンの底上げ 

・ 「龍馬伝」の海外での放送やスポーツキャンプなどを活用した外国人観光

客誘致対策の展開 

 

⇒ 官民あげた組織体制で「龍馬博」を成功させ、ポスト「龍馬博」への展開 
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（４） 地域の取り組みのステップアップ推進 

当初の計画に盛り込んだ地域アクションプランの 221 件の取り組みは、それ

ぞれ着実に進展しています。平成 21 年度は、県の総合補助金（産業振興推進総

合支援事業費補助金）を受けた 43 の事業をはじめ、県や国などの支援制度を活

用して 139 件の取り組みが本格的に動き出すとともに、40 件の取り組みで熟度

の高まりが見られ、また、新たに地域アクションプランへの位置付けを目指す

具体的な取り組みも進められています。 

その一方で、地域を活性化するための様々な思いやアイデアがそれぞれの地

域において新たに出始めています。 

地域産業のすそ野を広げ、県全体の産業振興につなげていくためには、そう

したやる気やアイデアを初期段階で後押しすることで取り組みの具体化を図り、

地域アクションプランへとステップアップしていくための支援が必要です。 

このため、地域産業を支える人材の育成と併せて、アドバイザー制度の充実

や総合補助金のメニューの拡大など、アイデアや芽出しの段階も含め、熟度に

応じた段階的な支援を行います。 

 

 

         ＯＦＦ－ＪＴ16 

 

 

 

                                                  
16 知識やスキルを習得させるため、仕事の場を離れて学習させる能力開発手法 

【改定のポイント】 

・ 地域アクションプランの追加・拡充（Ｈ21:221 件 ⇒ Ｈ22：238 件） 

・ 「目指せ！弥太郎 商人（あきんど）塾」の開校 

（実践（ＯＪＴ）に加えて、座学（ＯＦＦ－ＪＴ 

16）を組み合わせた研修） 

・ アイデアや芽出しの段階も含め、取り組みの段階に応じた柔軟な支援の実施 

・ 事業の拡充に向けた人・資金面でのさらなる支援（アドバイザー制度の充実、

補助枠の拡大） 
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（５） 地域産業を創造・リードする人材の育成・確保 

本県の産業全体の底上げを図るためには、地域における産業振興の取り組み

を継続的に実施していくことが必要であり、そのためには、地域の取り組みを

リードしていく中核となる人材の存在が欠かせません。 

こうしたことから、実践と座学を組み合わせた研修や、若手人材が産業関連

施策を学ぶ異業種交流研修などにより、新たな価値を創造できる人材の育成に

取り組みます。 

さらに、農業の振興などに意欲があるグループや団体を対象にした、県内外

の先進事例研究とワークショップを組み合わせた研修などにより、自ら企画立

案し、行動できる人材と組織を育成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改定のポイント】 

・ 「目指せ！弥太郎 商人（あきんど）塾」の開校〈再掲〉 

（実践（ＯＪＴ）に加えて、座学（ＯＦＦ－ＪＴ）を組み合わせた研修） 

・ 農村において、自ら企画・提案（創造）し、行動できるリーダーの育成 

・ 県内若手人材が集うミーティングの場を設置 

  （産業振興への参画や異業種交流の促進） 

・ 第１次産業の新規就業者に対する実践研修段階における人・資金面での支

援の充実 

・ 新規大卒者などの県内企業への就職促進 

  （県内企業の情報発信支援） 
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【 産業成長戦略 】 



 



 
 
 

Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

１ 地産地消・地産外商戦略 

 

（１）地産地消 
 

地産地消（食育） 
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○
「
お
い
し
い
風

土
こ
う
ち
サ

ポ
ー
タ
ー
」
等

と
連

携
し
た
地

産
地

消
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

実
施

○
食
育
に
よ
る
生
産
・
消
費
双
方
の
育
成

○
市

町
村

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
、
産
直
市

の
支
援

○
「
お
い
し
い
風
土
こ
う
ち
ｻ
ﾎ
ﾟｰ
ﾀ
ｰ
」
の
協
力
に
よ
る
販
売
店
舗

の
確
保

○
お
か

み
さ
ん
市

（
県

内
各

地
域

の
産

品
を
紹

介
・
販

売
で
き
る

街
路

市
)の

拡
充

高
齢

化
や

過
疎
化

等
に
よ
り
効
率
的
な
集
出

荷
が
困
難

な
地
域
等
で
、
集
出
荷
の

拠
点
整
備

等
を
支

援
(総

合
補

助
金

)

県
産

農
林

水
産

物

の
応

援
団

づ
く
り

地
産

地
消

の
意
識
を
高
め
る
取
組

○
地

域
工

務
店

と
の

情
報

交
換

や
共

同
Ｐ
Ｒ
、
共

同
納

入
等

を
行

う
た
め
の

体
制

の
検

討

○
県

産
材

を
利

用
し
た
木

造
住
宅
の
建
設
促
進
や
木
製
品
の
需
要
拡
大
へ
の
支
援

県
産

材
の

県
内

消
費

の
拡

大

地
産

外
商

へ
の

展
開

高
知

市
内

食
育

の
推

進

隠
れ

た
資

源
・
伝

統
的

加
工

品

・
子
ど
も

→
将

来
の

応
援

団

・
担
い
手

・
学

校
給

食
と
の

連
動

・
味

を
知

る
、
技

を
知

る
、
人

を
知
る

高
知

の
農
林
水
産
業
(農

山
漁
村
)を

心
に
刻
み
込
む

・
大

人

→
県

民
み

ん
な
高

知

野
菜

・
果

実
応

援
団

・
魅
せ
る
食
育
(食

育
レ
ス
ト
ラ
ン
)の

展
開

・
生
産
・
実
需
（
レ
ス
ト
ラ
ン
）
・消

費
の
交
流
の
場
の
創
出

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
展
開

○
生
産
者
・
団
体
、
直
販
所
と
業
務
筋
（
中
食
・
外
食
）
、
商
店
街
と

の
商
談
会
の
開
催

生
産

者
と
販

売
者

と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
強

化

○
給
食

用
食

材
の

安
定

供
給

体
制

の
構

築
支

援
(ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
実
施
)

学
校

給
食

へ
の

地
場

産
物

の
供

給

デ
ザ

イ
ン
・
ネ
ー
ミ
ン
グ

・
・
・
ｅ
ｔｃ

○
ｱ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ｼ
ｮｯ
ﾌ
ﾟ、
ｅ
ｺ
ﾏ
ｰ
ｽ
に
よ
る
ﾃ
ｽ
ﾄﾏ

ｰ
ｹ
ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ

・
製

造
業
の
受
発
注
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
活
用
し
て
加
工
業
者

の
マ
ッ
チ
ン
グ

・
県

内
加

工
業

者
の

技
術

、
設

備
等

の
情

報
収

集
と
提

供

・
前
処
理
加
工
施
設
等
の
整
備
に
対
す
る
支
援

・
給

食
メ
ニ
ュ
ー
の

開
発

地
産

地
消

で
も
の
づ
く
り
（
付

加
価

値
を
生

み
出

す
プ
ロ

セ
ス
を
県

内
で
行

う
仕

組
み
づ
く
り
）

地
産

地
消
を

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

②
商

品
化

を
目

指
す
生

産
者

、
加

工
業

者
等

の
発

掘

情
報
提
供

取 組 を 総 合 補 助 金 等 に よ り 支 援

ッ プ で 観 光 客 を タ ー ゲ ッ ト に し た 取

者 ・ 団 体 と の マ ッ チ ン グ の 推 進

・
ロ
ッ
ト
が

そ
ろ
わ
な
い
な
ど
の

理
由

で
流

通
に
の

ら
な
か
っ
た
も
の

・
マ
ン
パ

ワ
ー
の

不
足

で
集

出
荷

で

き
な
か

っ
た
も
の

・
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ネ
モ
ノ
」

等

○
食
育
・
食
農
教

育
等
体
験
学
習
の
実
施

食
育

の
推

進

○
公

共
事

業
や

公
共

施
設

で
の
県
産
材
の
率
先
利
用
の
推
進

消
費

の
拡

大
○
給
食

用
食

材
の

安
定

供
給

体
制

の
構

築
支

援
(ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
実
施
)
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連携テーマ【地産地消】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆地産地消については、
県民の約9割が認知して
おり、自ら取り組むｻﾎﾟｰ
ﾀｰ数が558社（人）になる
など、県民生活に定着し
つつあるが、行動には十
分結びついていない

◆「高知の野菜ｿﾑﾘｴが
お勧めする野菜で元気
店」の選定、「おいしい風
土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」の登録
など、地域食材の積極的
な利用を県民に広く呼び
かけ、PR活動を行ってき
た

◆県民の地産地消の意識を高
   める取組を実施
   ◎学校での食育をとおして、
      子どもたちに地域の産品
      を使う大切さを理解させ、
      親に伝えてもらうと共に、
      家庭では親から子へ地
      産地消の意義を伝える
   ◎「高知の野菜ｿﾑﾘｴがお勧
　　　めする『野菜で元気店』」
　　　や「おいしい風土こうちｻ
　　　ﾎﾟｰﾀｰ」らと協力して、地
　　　産地消ｷｬﾝﾍﾟｰﾝなどを実
　　　施
　 ★量販店等と連携したキャン
　　　ペーンの実施、テレビＣＭ
　　　の放映、ＰＲ資材の活用、
　　　ホームページによる情報
　　　発信等により県産水産物
　　　の消費拡大事業を実施

○

１．地産地消に対する意識を高め
る取組を推進

現状 これからの対策
改革の方向

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業

２．地域産品の販路拡大を支援 ◆地域では高齢化と過疎
化が進み、効率的な出荷
が困難

◆業務筋の露地野菜に
対するﾆｰｽﾞに対応できる
食材供給ｼｽﾃﾑがない

◆食関係の業務筋の直
近の傾向は、中国餃子事
件以降、加工品（惣菜）
企業や消費者から、安
心・安全な県産野菜を求
める傾向が高まる

◆高知市は3４万人の消
費人口を有する大きなﾏｰ
ｹｯﾄであり、地域の直販
所が数多く出店している

◆地域の直販所が、大消
費地である高知市内など
地域外での販路を確保
するには、情報が少なく、
業務筋との交渉にも不慣
れなど困難が多い

◆直販所における新たな
ﾏｰｹｯﾄへの展開を行うた
めのﾃﾞｰﾀ分析
・生産から販売までを見
据えた生産・販売計画の
元になるﾃﾞｰﾀを検討
・露地（旬）野菜の業務筋
対応への勉強会

◆業務筋への対応
・産地と加工（惣菜）会社
とのﾏｯﾁﾝｸﾞ支援
・共同配送等の検討（配
送ｺｽﾄの低減）
・旅館やﾎﾃﾙへのﾒﾆｭｰ
提案、研修の協力

◆直販所自らによるキメ
の細かい情報(品揃え等）
発信力が弱く、ﾃﾞｰﾀの活
用等が十分でなかった

◆業務筋の露地野菜に
対するﾆｰｽﾞに対応できる
食材供給ｼｽﾃﾑがない

◆★高齢化、過疎化に対応し
   た集出荷ｼｽﾃﾑの構築のた
   め、地域での集出荷拠点整
   備を支援

◆業務筋(外食、中食、学校給
   食）のﾆｰｽﾞに合わせた生
   産、出荷、情報発信ができ
   る直販所づくりを支援
　 ★業務筋との予約取引を可
      能とするための、作付け
      状況や直販所での生産
      者の販売実績に関する
      情報を提供できる情報
      管理ｼｽﾃﾑの構築を支援
   ★業務筋と直販所との商談
      の場を設定

◆★高知市内でのｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ
   の設置、産直市の開設を支
   援

○

Ｐ ２５１ 農業分野

別図（農１３）参照

　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆県民の地産地消の意識
が高まると共に、取引や売
上が向上する

◆地産地消が進み、県産
品利用率が上がるに従っ
て、生産量や食料自給率も
上がり、産業全体が活性化
する

【農業分野】
◆次世代へ引き継ぐ魅力あ
る農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

高知の野菜ソムリエがお勧めする野菜で元気店を、生産者､料理人､

消費者との交流の場にする仕組みづくり

生産者・農業団体：消費者、実需者との積極的な交流

県地産地消・外商課：消費者、実需者、生産者との交流の機会の創出への支援

消費者､実需者に対して産地が情報発信（出前授業､料理紹介等）

を行う場づくりを支援

生産者・農業団体：食育(出前授業、農業体験等）への積極的な取組、産地

からの情報発信

県産地づくり課：食育の場づくりへの支援、産地からの情報発信の支援

量販店等とタイアップし、消費者、子どもや家庭、観光客を対象とした県内向け消費拡

大対策の実施

県合併・流通支援課：県内消費者等を対象とする量販店や市場関係

者等と連携した県産水産物のＰＲ事業の実施

※改革の方向  　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進 すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

◆車の運転が出来ない人
も直販所への出荷が気軽
にできるようになる

◆直販所販売額
　（H20:70億円
　　　　→H23:76億円）

生産者・農業団体：従来の来店型から情報発信力のある業務筋にも対応できる店

への取組の検討と実践

県地産地消・外商課：情報発信力強化、来店型強化（店舗の魅力アップ）、業務筋

への販路拡大支援及び情報管理システム構築の支援

業務筋と直販所のマッチング(コーディネイト)

直販所の販売形態の充実・強化

地域での集出荷拠点整

備を支援

県地域づくり支援課：中山

間地域産業再生モデル事

業による支援

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

高知市内でのｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟの設置、産直市の開設を支援

生産者、一次産業団体：高知市内など、地域外での販売先を確保、商店街をｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ

として活用することによる、販路の確保と消費者ﾆｰｽﾞの把握による商品力の向上

県経営支援課：こうち商業振興支援事業費補助金制度 空き店舗を活用した出店に対す

る支援

中心商店街活性化モデル事業費補助金にて、新京橋プラザに設置されたアンテナショッ

プを支援

県経営支援課、地産地消・外商課：おかみさん市(県内各地域の産品を紹介・販売できる

街路市)の拡充

Ｐ ４８

別図（地１）参照

Ｐ ３７５ 商工業分野

別図（商工１４）参照

　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【地産地消】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

◆◎「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰ
   ﾀｰ」店のご協力による、意欲
   ある生産者の販路拡大を支
   援

◆多くの直販所が、商品
の出荷・補充を生産者任
せにしている

◆昼の早い時間帯から
品切れになるなど、販売
機会を逃している

２．地域産品の販路拡大を支援

○

◆★販売ﾁｬﾝｽを逃さない商品
   管理の仕組みづくりを支援
   （来店型販売形態の充実・強
   化）
    ・在庫状況を生産者に知ら
      せる情報ｼｽﾃﾑの活用を
      進めることや、ｱﾅﾛｸﾞで管
      理している先進事例の紹
      介も含め、地域に合った
      商品管理の仕組みづくり
      を支援

◆森林県でありながら、
戸建住宅の木造率が全
国平均を下回っている
（全国：85％、高知県：
80％）

◆森林県でありながら、
公共的建築施設の木造
率が全国平均並（全国：
24％、高知県：25％）

◆県産材を活用した木造
住宅への助成

◆高知県産材利用促進
方針を策定し、県有施設
は原則木材化するなど、
県が率先して県産材利用
を促進

◆民間施設では、地産地
消の意識より、ｺｽﾄ面か
ら県外材(外国産も含む）
を利用する傾向がある

◆木造公共施設等の建
設ｺｽﾄをいかに抑えるか

◆◎木造住宅に関する情報発
   信の強化

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○ ○

４．木材に関する地産地消
　
　　　　(１)住宅や施設等への
　　　　　　県産材の利用

○

３．直販所と消費者・量販店など
との交流機会の拡大のための取
組を支援

◆地域の生産者にとっ
て、直販所は重要な販売
拠点としての役割を担っ
ている（H19:年間売上約
70億円）
◆地域の直販所は、地域
外との結節点となってい
るが、集客のために直販
所自らによる商品や観光
など地域の情報を発信す
る力が弱い
◆食の安全・安心の観点
から、国産野菜を求める
動きは、消費者において
も顕著であるが、本県の
園芸農業の取組が県内
ではあまり認知されてお
らず、生産と消費の距離
感が縮まっていない

◆量販店の野菜等食育
情報発信力強化への支
援
・量販店に対する産地の
取組の紹介（産地訪問・
意見交換）

◆生産者、実需者、消費
者が交流する場が少ない

◆消費者、実需者が県内
の一次産品の生産状況
をあまり知らない

◆観光誘客の取組が弱
く、せっかくの資源である
直販所を活かしきれてい
ない

◆消費者、実需者、生産者と
   の交流の機会創出の取組
   を支援
   ◎商品やイベント、地域の
      観光などの情報発信を
      支援
   ★直販所を拠点として地域
      の観光案内、ﾂｱｰ企画の
      実施などの観光客誘客の
      取組を支援

                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆機会損失が解消され、売
上及び来店者数が伸びてく
る

◆来店者の増加により、地
域が活性化する

「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」店のご協力による、意欲ある生産者の販路拡大を支援

「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」店：販路開拓への協力

県地産地消・外商課：生産者や事業者のｻﾎﾟｰﾀｰ店舗への紹介、取次ぎ

県地産地消・外商課：高知

市内量販店（ｻﾎﾟｰﾀｰ店）を

商談相手とした地域産品商

談会の開催

高知市内量販店（サポーター店）：相談会への協力

県地産地消・外商課：商品の発掘・磨き上げのための相

談会の開催、地産外商公社と連携した商談会の開催

生産者・農業団体：従来の来店型から情報発信力のある業務筋にも対応できる店

への取組の検討と実践

県地産地消・外商課：情報発信力強化、来店型強化（店舗の魅力アップ）、業務筋

への販路拡大支援及び情報管理システム構築の支援

業務筋と直販所のマッチング(コーディネイト)

直販所の販売形態の充実・強化

◆観光客をはじめとした、
来店者数が伸び、販売額が
増加する

◆戸建て住宅の木造率が、
全国平均を上回っている
　 県をはじめ、市町村が実
施する公共事業で県産材
が積極的に使われている

◆木材の利用が山を守るこ
とにつながることが理解さ
れ、住宅分野をはじめ、公
共施設での木材利用率が
高まり、学校や保育園など
での木製品導入が進む

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

直販所を活用した観光客誘客の取組を支援

県観光政策課：産業振興推進総合支援事業費補助金により、「道の駅」などで観光や

地域物産の情報を一元的に発信し、旅行者の利便性の向上と観光消費額の増加につ

なげる取組を支援

高知県木材普及推進協

会：関係者との調整、事業

化の検討・決定

県木材産業課：工務店等

住宅関連企業が参画し、

共同して木造住宅をＰＲす

る仕組みの検討

住宅関連業界の参画促進 森林・林業・木材産業・住宅関連産業界が一

体となったＰＲ活動への展開

高知県木材普及推進協会：新たな仕組みによる情報発

信事業の実施

県木材産業課：新たな対策による支援

木や木造住宅のＰＲ

高知県木材普及推進協

会：情報発信事業の実施

県木材産業課：こうちの木

の家普及推進事業による

PR事業への支援

展
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【地産地消】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

◆◎地域工務店との情報交換
   や、共同ＰＲ，共同納入など
   を行うための体制を検討

◆◎県産材を利用した木造住
   宅建設促進のための支援

４．木材に関する地産地消

        (１)住宅や施設等への
　　        県産材の利用

○

◆○公共事業や公共施設での
   県産材の率先利用

(２)学校等への木製品
　　の導入

◆学校等への木製品導
入事業に対する現場の
ﾆｰｽﾞは高いが、半額負
担のため、更新の際に木
製品に切り替える例あり
（事業費推移　H18：8,291
千円、H19：13,909千円、
H20：16,294千円）

◆学校等への県産の木
製机や椅子などの導入を
支援するため、「木づか
い支援事業」による補助
金（補助率１／２）の実施

◆本人（市町村）負担が
あるため、すぐに新しいも
のを購入するのではな
く、切替の時期を待つ傾
向がある

◆○県産材を利用した木製品
   の需要拡大のための支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○

                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

県産材を利用した木造住宅の建設促進のための支援

市町村：モデル住宅建築に

よる木造住宅建設の普及

県木材産業課：地域材ブラ

ンド化推進事業を創設し、

市町村が建築するモデル

住宅に支援

県木材産業課：こうち安心

の木の住まいづくり助成事

業による支援。木造専用団

地の新規開拓

県関係各課：ＣＯ2固定量

の認証制度による木造住

宅の建設の促進

県産材を利用した木造住宅

の建設促進のための支援
県木材産業課：追加経済

対策として新木の住まい助

成制度の創設

県木材産業課：こうち安心

の木の住まいづくり助成事

業と新木の住まい助成事

業を拡充し利用者の利便

性を向上

地域工務店等：地域住宅

のＰＲ・建築促進

県木材産業課：完成した地

域住宅の流通促進、市町

村の再開発計画への働き

かけ

地域ネットワークへの支援

地域工務店等：必要に応じ

て事業を活用し、事業拡大

県木材産業課：必要に応じ

て、国交省事業等の活用

を支援し、地域住宅の推

進を支援

地域ネットワークの形成

地域工務店等：ネットワーク

の運営や地産地消型地域

住宅の企画・検討

県木材産業課：地域ネット

ワークの形成に向けて、情

報交換および助言等の支

援

◆公共施設や教育施設の
内装や家具に積極的に木
材が使われている

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

県民：県産木材の積極的

な利用

県木材産業課：木づかい

促進事業による幼稚園、

保育園、小学校、中学校

への木製品の導入に対し

て支援。木づかい促進事

業による公共的な施設等

への木製品の導入に対し

て支援

県産材を利用した木製品の需要拡大のための支援

県民：県産木材の積極的

な利用

県木材産業課：木づかい

促進事業を拡充し、幼稚

園、保育園、小学校、中学

校への木製品の導入に対

して支援。木づかい促進事

業による公共的な施設等

への木製品の導入に対し

て支援

県産材の率先利用

県木材産業課：「高知県産

材利用推進方針」に基づく、

公共施設等の木造化の推

進や公共工事への積極的

な木材利用の拡大

県木材産業課：県産材利用

のＰＲ。公共土木工事への

新工法の採用

県木材産業課：県産材利

用のＰＲを強化し、県産材

利用の取組を民間へ拡大。

合法木材の利用拡大に向

けて勉強会の実施

県産材利用の拡大

県木材産業課：木づかい

促進事業を拡充した木の

香るまちづくり推進事業に

よる公共的施設での県産

材利用への支援

県木材産業課：市町村の

取り組みを促進 県産材利

用の推進に向けた行動計

画の実行
県木材産業課：県産材利

用推進に向けた次期行動

計画の検討

市町村：公共施設での県

産材の率先利用

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【地産地消（食育）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

１．食材の安定供給体制の構築
を支援

◆地場産物の使用状況
は、軽量野菜を中心とす
る本県の生産状況からみ
ると、米、野菜を中心に
地域食材が積極的に活
用されている状況
※重量ベースでの使用
状況（米97.1%、野菜
49.6%、水産物31.9%）

◆学校給食における地
場産物の活用状況は
37.3％であり、これは
佐賀県（44.2％）、
大分県(42.8％)、
岡山県（40.9％）、
北海道（40.8％）、
熊本県（37.9％）に次ぎ第
6位である。（平成19年度
文部科学省調査　食品数
ﾍﾞｰｽ）

◆地域レベルの食材の
供給体制の構築への支
援

◆生産者の「給食で使っ
て欲しい」との思いと、現
場の「地域の食材を使い
たい」との思いをマッチン
グする場が少ない

◆県産主要野菜や魚の学校給
   食への安定供給体制の仕組
   みづくりによる県産食材使用
   率の向上
   ◎食材の安定供給体制づくり
　　　を支援
   ★生産者による出前授業な
      どの食育の実施を通じた
      生産者や団体など関係者
      のネットワークづくり

２．地場産物の給食への利用促
進を支援

◆学校給食は大量調理
であること、食材は当日
納入、当日調理、決まっ
た時間までに提供しなけ
ればならないことから 納

◆農商工連携事業などを
活用した漁協、加工業
者、給食会などとの連携
促進

◆前処理加工・冷凍保管
のための施設・設備、事
業者が少ないため、大量
に獲れた魚介類を加工・
冷凍できず 学校給食に

○

◆前処理加工・冷凍保管など
   利用しやすい条件の整備
　★前処理加工・冷凍保管施設
     の設置を支援

ればならないことから、納
入には一次処理が必要
だが、その対応ができて
いない

冷凍できず、学校給食に
必要な量を安定供給でき
ない

◆生鮮品の下処理や必
要数量の確保など、給食
の食材として使いやすい
条件が整っていない

　★前処理加工・冷凍保管の事
     業化可能性（事業化モデ
     ル）や適正規模に関する調
     査の実施

◆◎冷凍食品、加工食品の開
   発に対する支援

◆◎地場産物（魚種、野菜ご
   と）や給食の食材価格に見
   合ったメニューの開発

◆★地場産物を学校給食に取
   り入れるための調査研究

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆生鮮品の下処理や必要
数量の確保など、給食の食
材として使いやすい条件が
整い、利用拡大される

◆学校給食の食材として安
定的に供給する体制が構
築されることで、地場産物
の利用拡大につながる

【農業分野】
◆給食に対応している生産
者組織数
　（H20：85組織
　　　→　H23：90組織）

◆学校給食の食材として地
場産物を安定的に供給する
体制が構築されることで、
地場産物の利用拡大が一
層進む

◆給食を通じて本県の農林
水産業や地域特産物への
理解を高めることで、将来
の本県農畜水産物の応援
団が増加する

【農業分野】
◆次世代へ引き継ぐ魅力あ
る農業の実現

◆前処理加工・冷凍保管施
設の事業化、操業開始

環境保全型農業に関する食農教育の実施と給食への供給体制づくり

生産者・農業団体：環境保全型農業に関する食農教育への積極的な取組と、主要野菜

の安定供給体制の構築の検討、実践

県教育委員会、産地づくり課：高知の特産物ジュニア博士育成事業の仕組みの構築

県農振ｾﾝﾀｰ：環境保全型農業に関する食農教育に取り組む産地への技術支援

交流や応援団づくりの検討 取組の実践

県園芸流通課：流通関係

者との交流事業や出前授

業、販売促進事業を通し

た高知県産園芸品の応

援団づくりの検討

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組ＰＲ

県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、産

地へのフィードバック

前処理加工設備や冷凍保管設備等の整備を支援＜設備＞

食材の安定供給体制の構築を支援

県ｽﾎﾟｰﾂ健康教育課：産業振興食育推進事業(地場産物を学校給食に取り入れるための

ネットワーク会議の実施)

Ｐ４８

別図（地１）参照

県合併・流通支援課：前処

理加工・冷凍保管事業の事

業化に役立つ基本調査

（マーケット、投資規模、採

算性等）

事業の早期実現のための働きかけ・事業化支援

事業者：加工施設の整備

市町村・県漁業振興課：施設整備への支援

事業実施主体（候補）：事業実施の計画策定、施設の設置、

事業開始

市町村：必要に応じた支援

県合併・流通支援課：事業化への働きかけ、事業主体の事

業参入への支援

地域の加工施設整備

地域の冷凍保管庫整備

市町村：冷凍保管庫の整備

県水産振興課：財政支援

・事業の適正規模モデル作成

・前処理加工事業等実証試験

地場産物や給食の食材価格に見合ったﾒﾆｭｰの開発

県ｽﾎﾟｰﾂ健康教育課：産業振興食育推進事業(地場産物を学校給食に取り入れるた

めの調査研究、献立レシピの作成)

Ｐ４８

別図（地１）参照

Ｐ３３２ 水産業分野

別図（水７）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【地産地消（食育）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

◆各地域で行われている
食育は米、野菜中心で、
地域特産物の活用が少
ない

◆米・野菜以外の土佐は
ちきん地鶏、文旦、メロン
など（以下、「地域特産
物」）は、価格が最大の
ネックとなり活用が進ん
でいない

◆地域特産物を使ったメ
ニュー提案

◆食べ方（文旦などの剥
き方等）を知らない子ども
たちの増加

◆学校給食の地域特産
物活用は、地域や農業に
対する理解と子供を通じ
た消費宣伝の効果が期
待されるが、価格面で活
用が困難

◆★地域特産物の給食への食
   材供給を支援
    ・給食への安定供給体制
　　　づくりの支援

◆◎地場産物（魚種、野菜ご
   と）や給食の食材価格に見
   合ったメニューの開発(再掲）

○

２．地場産物の給食への利用促
進を支援

３．将来の本県農畜水産物の応
援団づくりを支援

◆各地域の学校で行わ
れている給食に使われる
食材を教材とした食育で
も、米、野菜での取り組
み事例が大部分

◆学校給食と連携した食
育活動の推進
・学校栄養職員に対する
研修
・学校教育と連携した食
育活動への支援（市町村
支援）

◆小学校での出前授業
や調理実習による、魚食
普及活動の実施

◆県内農産物の主要品
目が、学校給食メニュー
に登場する機会が少ない

◆地域特産物の食農教育と給
   食への食材供給の支援によ
   る地域特産物の理解促進
   ◎生産者が行う出前授業や
      現場体験などの食育への
      取組をコーディネート
   ★学校給食と食育との連携
      を通じた、将来の高知の
      農畜水産物応援団づくり
　    ①地域特産物（土佐はち
      きん地鶏、土佐ジロー、
      文旦、メロン等）の生産
      者による食育により、本
　　　県特産物の「ジュニア博
　　　士」を育成
　    ②主要野菜（ナス、ピー
      マン、シシトウ、ニラ、オ
      クラ）の生産者による食

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業

     育と、給食への安定供給
      体制づくりの支援
   ★高知の野菜大好きっ子表
      彰事業による実需者の意
      識醸成
   ★食育・食農教育等体験学
      習の実施

○

　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆地域特産物への理解が
深まり、子どもから親に話を
することで、家庭での消費
も増える

◆給食を通じて本県の農林
水産業や地域特産物への
理解を高めることで、将来
の本県農畜水産物の応援
団が増加する

◆地場産物を使った給食や
食育を通じて、子ども達が
将来の高知県農畜水産物
の応援団となる

県産地づくり課：表彰制度の創設・実施

「高知野菜大好きっ子」の表彰と普及啓発

交流や応援団づくりの検

討

県園芸流通課：流通関係

者との交流事業や出前授

業、販売促進事業を通し

た高知県産園芸品の応

援団づくりの検討

取組の実践

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組ＰＲ

県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、

産地へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

高知ジュニア博士育成のための特産農産物の食農教育の推進

生産者・農業団体：食農教育への積極的な取組

県産地づくり課：高知ジュニア博士育成のための食農教育実施

県農振ｾﾝﾀｰ、畜産試験場、茶業試験場：食農教育に取り組む生産者団体への技術支援

Ｐ２５１ 農業分野

別図（農１３）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進 すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

高知ジュニア博士育成のための特産農産物の食農教育の推進

生産者・農業団体：食農教育への積極的な取組

県産地づくり課：高知ジュニア博士育成のための食農教育実施

県農振ｾﾝﾀｰ、畜産試験場、茶業試験場：食農教育に取り組む生産者団体への技術支

援

学校給食と食育との連携を通じた、将来の高知の農畜水産物応援団づくり

県ｽﾎﾟｰﾂ健康教育課：産業振興食育推進事業(食育、食農教育等体験学習の実施)Ｐ４８

別図（地１）参照

Ｐ２５１ 農業分野

別図（農１３）参照

　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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学校給食の地産地消日本一を目指す

産業振興食育推進事業 別図（地１）

学校給食に地場産物の利用拡大
食育活動による

地産地消・食育の推進

学校給食に地場産物の利用拡大
食育活動による

地場産物への理解促進

 
 内　　容

・体験学習の
　メニューづくり
・実施に向けて

の働きかけ

目的：
  ・自然や文化、産業に関する理解を深める
　・生産等に関わる人々への感謝の心を育てる
　・食文化や伝統食の継承　等
学校教育活動全体で、計画的に継続して取り組む

・安定供給体制の構築

・食育、食農教育
　米づくり、栽培体験
　収穫体験、調理実習　等

連 携 先

連携・協力・活用

ネットワーク会議

　の働きかけ
・地域の生産
　者等の派遣
　依頼、調整
・事業の評価
　次年度に向
　けての企画

体験学習

・課題の共有、取組の推進

・地場産物の活用実態の把握
・実効性のある取組目標の設定
・評価、進行管理

・生産者
・漁業者
・ＪＡ
・漁協
・ＪＡ女性部
・漁協女性部
・ヘルスメイト
・流通関係者
・料理研究家
・調理師

議

・学校給食に活用できる地場産

   調査研究

・調理師
・ボランティア

連携・協力

 レシピ集の作成
・学校給食に活用できる地場産
物を使ったレシピの開発及びレ
シピ集の作成

地産地消担当 計画推進担当 食品加工担当

産業振興推進部
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

１ 地産地消・地産外商戦略 

 

（２）「ものづくりの地産地消」の促進 

    （県内完結型の「ものづくり」の仕組みづくり） 
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“
も

の
づ

く
り

の
地

産
地

消
”

情
報

共
有

フ
ロ

ー

“
も
の

づ
く
り
の

地
産

地
消

”

を
強
く
意
識

（ 機 械 設 備 等 の

産
業
振
興
推
進

地
域
本
部

地
域

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

関
係

県
内

企
業

等

産
業

振
興
推
進
部

☆
地
産
外
商
の
加
速
化

発
注

情
報

の
集

約

食
品

産
業
協
議
会

地
産
外
商

公
社

金
融
機
関

情
報
紹
介

機
能

別
図

（
も
１
）

県 内 ニ ー ズ 、 情 報

受 発 注 情 報 、 商 品 化 に 関 す る 工 程 な ど ）

農
業
振
興
部

水
産
振
興
部

林
業
振
興
・
環
境
部

そ
の

他

企
業
研
究
会

企
業

研
究

会
関

係

農
林

水
産

業
等

機
械

工
業

会
会
員

産
業

振
興
セ
ン
タ
ー

賛
助

会
員

工
業
技
術

セ
ン
タ
ー

☆
食
品
加
工
推
進

商
工

労
働
部

主
管

課

と
り
ま
と
め

産
業
振
興

セ
ン
タ
ー

情 報 共 有

随 時 、 情 報 収 集

随 時 、 情 報 提 供

工
業

会
と
第

１
次

産
業

（
農

業
・
林

業
・

水
産

業
）
の

意
見

交
換

会
の

開
催

情
報

提
供

情
報

提
供

発
注
業
者
に
対
し
個
別
に
営
業

金
融
機
関

・
・
・
ｅ
ｔｃ

＜
企

画
＞

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

＜
加

工
品

製
造

＞

食
料

品
・
飲

料
製

造
業

木
工

品
製

造
業

＜
商

品
化

＞

デ
ザ
イ
ン
会
社

広
告

代
理

店

業
界
団
体

広
告

代
理

店
・
・
・
ｅ
ｔｃ
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「
も
の

づ
く
り
の
地
産
地
消
」
の
進
め
方

<対
象
>

<課
題
>

<施
策

：
各
部
で
共
有
>

も
の

づ
く
り
の

地
産

地
消

企
業
研
究
会

新
た
な

事
業

化
プ
ラ
ン

・
商
品
開
発
力

・
ﾌ
ﾟﾛ
ﾓ
ｰ
ｼ
ｮﾝ

力

生
鮮
価
格
維
持

（
戦
略
）

産
地
維
持

研
究

会
参

加
企

業
に
対

す
る
成

長
支

援
（
ソ
フ
ト
・
ハ

ー
ド
）

（
セ
ミ
ナ
ー
・
マ
ッ
チ
ン
グ
等
を
通
じ
た
事

業
化

プ
ラ
ン
の

策
定

・実
行
）

生 産 管 理 の 高 度 化 支 援 産 業 振 興 総 合 補

商
品

開
発

（
発

想
力

）や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の

不
足

し
て
い
る
食

品
加

工
業

者

に
対

し
、
外

部
人
材

を
投
入

し
、
原
料

の
生

産
か

ら
、
県

内
原

料
を
利
用

し

た
新
た
な
加
工
食
品
の
開
発
、
販
売
展
開
ま
で
の
一
貫
し
た
支
援
を
行
う
。

ま
た
、
適

正
表

示
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
を
行
う
。

供
給
過
剰
な
時
期
や
、
下
級
品
が
出
や
す
い
時
期
等
の
農
水
産
物
等
の
加

工
へ

の
供

給
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
た
め
、
商

品
開

発
力

と
販

売
力

を
併

せ

持
つ
企
業
と
タ
イ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
で
の
価

格
維
持
と
、
新
た
な
県
内

加
工

品
の

創
出

を
行
う
。

①
食
品
加
工
業
支
援
事
業

（
ふ
る
さ
と
雇
用
）

【
高
知
県
食
品
産
業
協
議
会
】

③
企
業
の

開
発
力
・
販
売
力
と

タ
イ
ア
ッ
プ
し
、
県

内
で
加

工

加
工
業
者

一
次
産
業

県

県

（
商
工
・
産
振
）

産
振

セ
ン
タ
ー

県

（
農
・
水
・
産
振
）

産
地

維
持

の
た
め
に
加
工
に
よ
る
新
し
い
需

要
の

創
出

が
必

要
な
特
産

農

産
物

を
利

用
し
た
新

商
品

の
開

発
か

ら
販

売
展

開
プ
ラ
ン
ま
で
を
、
大

学
を

中
心
に
産
地
、
企
業
と
共

同
研

究
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
構
築
へ
の
つ
な

ぐ
。

②
農
水
産
物
加
工
食
品
開
発

【
大
学
】
【
個
別
マ
ッ
チ
ン
グ
】

別
図

（
も
２
）

地
域

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
挑

戦
中

！
地

域
資

源
の

活
用
と
地
域
雇
用
創
出

弱
い
体
力

・
自

ら
商

品
開
発

で
き
る
加

工
業

者

・
適

正
な
商

品
表

示

生
産
・
開
発
・
販
売
展
開
の
一
貫
指
導

適
正

な
表

示
指

導

下 級 品 等

企
業
の
開
発
力

商
品

開
発

ﾏ
ｰ
ｹ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ

県 内 加 工

全 国 流 通

①
食

品
加

工
業

支
援
事

業

②
特

産
農

産
物

加
工
需

要
創

出
共

同
研
究

③
企

業
の

開
発

力
・
販

売
力

と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
、
県
内

で
加
工

地
域
発
展

補 助 金

高
知
県
食
品
産
業
協
議
会

食
産
協
に
外
部
人
材
の
登
用

・
も
の
づ
く
り
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

・
食
品
表
示
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

既
存

の
施

策

県
の
関
与
す
る
事
項

①
協
力
企
業
の
確
保

②
素
材
の
提
案

産
地
調
整

③
加

工
業

者
と
の

ﾏ
ｯ
ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞ

【
柚

子
の

現
状

】

隔
年

結
果

果
汁

過
剰

基
調
へ

た
と
え
ば
。
。
。
新
し
い
需
要
（市

場
）を

創
る
商

品

必
要

な
の
は
・
・・

企
業

研
究

会
県

域
で
の

取
組

み
が

難
し
い

緊
急

度
が

高
い
品
目
に
は
、

間
に
合

わ
な
い

ﾌ
ﾟﾛ
ﾓ
ｰ
ｼ
ｮﾝ

ﾌ
ｨｰ

・
新
需
要
の
創
造

・
大
量
の
商
品
を

一
気
に
売
る

・
高

知
県

産
ユ
ズ
の

新
し
い
価

値
を
創

造

ア
イ
デ
ア

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

成
功

の
鍵

日
本

一
の

産
地

の
維
持

発
展

！

産
地

①
共
同
研
究

＋

代
理
店

②
協
力
者
確
保

企
業

③
提
案

③
提
案

④
ﾏ
ｯ
ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞ

販
売

大
学

・
ア
イ
デ
ア

・
商

品
づ
く
り

・プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン

地
域

県

（
地
域
本
部
）

食
品

加
工

業

者
に
対

す
る

ハ
ン
ズ
オ
ン

支
援

生
鮮

品
の

需
給

バ
ラ
ン

ス
を
調

整
で

き
る
加

工
品

の
創

出

特
定
4品

目

（
例

：
柚

子
、

文
旦

、
土

佐

茶
、
土

佐
和

牛
）
の

加
工

品
開

発
に
よ

る
新

規
需
要

地
域

Ａ
Ｐ

（
成
長
し
て
、
県
域
に
広
が
る

に
は

時
間

が
か

か
る
）

⑤
実
践

発
展

！

結
果
：
産
地

維
持
・
発
展

創
出
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連携テーマ【「ものづくりの地産地消」の促進】（県内完結型の「ものづくり」の仕組みづくり）
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

１．ものづくりに関する情報の共
有化

◆「よさこいＦＡＣＴＯＲＹ」
による情報発信

◆産業振興センターによ
る仲介・斡旋

◆第１次産業での機械等
の開発・改良に関する
ニーズの取りまとめと工
業団体への情報提供

◆地域アクションプラン関
係の機械設備等の導入
に関する情報を工業団体
へ提供

◆受発注情報など、もの
づくりに関する情報が県
内で伝わっていない。情
報経路の確立がされてい
ない
　・機械設備
　・生産（第１次産品）
　・加工工程
　・流通　等

◆付加価値を高める工
程をできるだけ県内で行
おうとする意義が浸透し
ていない

◆情報フローの確立（発注予定
情報等の受注者側への提供）
　・機械設備
　・生産（第１次産品）
　 ・加工工程
　・流通　等

◆農林漁業と製造業とのマッ
チング
　◎タイムリーな情報提供と
　情報フローの確立

◆県内で機械設備等を
導入する場合、大部分が
県外発注となっている。
また、加工品（特に食品
加工）についても、加工
の工程を県外発注する
ケースが多く、付加価値
を高める工程が県内で行
われず、機会損失が大き
くなっている。

◆情報フローが詰まって
おり、県内のニーズ情報
が潜在的な県内の受注
者に対して伝達されてい
ない

◆成長が期待され潜在力のあ
る分野や企業への重点的支
援
　★テーマごと（食品、天然素
　材）の研究会方式による企業
　支援
　★企業との緊密な連携確保と
　迅速なバックアップ

◆コンテンツ開発など、
新サービス展開ニーズへ
の対応

◆★コンテンツ産業（まんが、
デザイン等）の事業化に向けた取
組の推進

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

Ｐ

別図（商工7）参照

Ｐ３６９

別図（商工８）参照
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆県内のニーズ情報が県
内の受注者側に伝達され、
県内企業の受注が拡大

◆県内で完結する「ものづく
り」の仕組みづくりが構築さ
れる

Ｈ２０
目指すべき姿

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

Ｐ５０

別図（も１）参照

ものづくりの地産地消の仕組みづくり

工業団体：

機械装置の発

注案件窓口の

設置

県計画推進課、工業振興課、地産地消・外商課：

・第１次産業者・各地域本部・工業団体・食品加工団体等による情報共有

の体制構築

・タイムリーな情報提供と情報フローの確立

Ｐ３６７

別図（商工６）参照

県計画推進課・工業振興課・工業技術センター等：

ものづくりの地産地消（機械系）に向けた情報収集と

交流機会の拡大、新分野進出や研究開発型企業への

転換を図るための技術的な支援

第１次産業と工業団体との

連携強化

意見交換会の実施

県商工政策課：第１次産

業と工業団体との意見交

換会の実施

県工業振興課：インターネットを活用した企業情報の発信と受注の確保、展示会への参加

インターネットの活用、県主催の商談会の開催

Ｐ３６５

◆クリエイターの収入増加 ◆地域クラスターの形成に
よる新たなコンテンツビジネ
スの創出

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

助成Ｐ３６５

別図（商工４）参照

県工業振興課、新産業推進課：

・テーマ別研究会設置・運営

・研究会発事業化支援補助制度の創設

テーマごとの研究会方式による企業支援

企業との綿密な連携確保と迅速なバックアップ

食品、天然素材、環境、健康福祉

Ｐ３６２

別図（商工１）参照

県新産業推進課：クリエ

イター実態調査の実施

県内クリエイターの実態

把握

まんが・コンテンツ課：県内企業とクリエイターの商談会の

開催など

クリエイター実態調査結果を反映した事業の実施
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連携テーマ【「ものづくりの地産地消」の促進】（県内完結型の「ものづくり」の仕組みづくり）
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆商品開発（発想力）や
プロモーションが不足し
ている
◆不適切な表示がある

◆アドバイザー等による
支援
◆所管課による個別対応

◆マーケットインの食品
加工
◆表示の適正化

◆★外部人材を活用した「商品開
発」、「プロモーション」、「食品表
示」等の一貫支援

○ ○

◆特産物に関する県域で
の加工の取り組みができ
ていない

◆各産地独自での加工
への取組
◆個別のマッチング支援

◆特定品目の県域での
加工
◆第１次産業と加工企業
とのマッチング

◆★産学官の連携による特産品
目の商品開発
◆◎マッチング支援

○ ○ ○

◆供給過剰のため、生鮮
で有利販売できない一次
産品がある

◆既存流通における販
売促進と新需要の開拓

◆商品開発力、販売力を
持つ大手企業とのタイ
アップによる県内食品加
工業の成長

◆★企業の商品開発力と販売力
を活かした県内加工の推進

○ ○ ○

現状 これからの対策
改革の方向

２．県内産業の技術力・商品開発
力の向上
　（１）高知県の“強み”である
　　　第一次産業を伸ばす食品
　　　加工産業の育成

○ ○ ○

◆県外大手量販店など
顧客の要求水準に見合う
施設の衛生管理ができて
いない
　・ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ等の認
　証施設が限定的
　・衛生管理に対応する
　認識不足

◆食品衛生管理認証制
度の推進
　　（8業種、6施設）
◆食品衛生研修会の実
施

◆食品関連施設の衛生
管理能力の向上
◆食品関連経営者・従事
者の意識改革
◆物流方法や所要時間
を考慮した品質・衛生安
全性の確保

○ ○

◆◎試験研究機関の充実・強
化（新商品開発や技術支援
等）、試験研究機関と生産者等
とのマッチングの推進

◆◎産学官連携による新商品
の開発を支援
　（県試験研究機関）

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

＜適正な品質管理支援＞
◆★工場の衛生管理の高度化を
支援
　・衛生管理高度化研修等によ
  り、加工現場に衛生知識・
　技術を蓄積
　・HACCP、ISO等の認証取得
  に対する支援（ﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ）
　・流通・販売業者が求める
　品質管理（衛生管理・表示）
　に対する支援

◆本県の製造品出荷額等（うち食品

製造等）７８８億円（H19年）は２８８社

が支えており、その大半は年間出荷

額が１億円に満たない零細業者

◆過去１０年の推移を見ても８００億

円を超えることはできず、年度毎の

増減はあるものの結果的に１０年前

とほぼ同じ水準

◆大半の食品加工業者は、企業とし

て体力に余裕がなく、新商品の開発

や設備投資など、新たな業務展開が

困難な状況

◆一方で、若手後継者への世代交

替に伴い、意欲的に商品開発に取

組もうとする動きも顕在化
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆企業が食品加工に取り
組む事例が増えている

◆産学官連携による加工
食品の開発が進んでいる

◆第１次産業の拡大生産
が可能となる

◆食品加工業の振興により
雇用の創出、所得の向上
が図られる

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

食品団体：外部人材の雇用による食品加工業者に対する

支援

県地産地消・外商課：上記の取組を委託

産地：大学等と連携した原料提供

加工業者：大学等と連携した商品製造

大学等：広告代理店等と連携した新たな商品開発、プロ

モーションの提案

県地産地消・外商課：産学官の連携による商品開発支援

個別のマッチング支援

企業とのタイアップによる商品開発と販売

外部人材を活用した食品加工への一貫支援

県地産地消・外商課：

アドバイザーによる支援

商品開発支援とマッチング支援

県地産地消・外商課：

個別のマッチング支援

Ｐ５１

別図（も２）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県内加工業者等：原料確保と商品製造

企業：商品開発と自社の販売網による全国展開

県地産地消・外商課：企業等と連携した商品開発と販売支

援

工場の衛生管理の高度化への支援

県工業技術センター：食品加工製品の安全性及び品質管理技術の支援(Ⅰ期)

県食品・衛生課：高知県食品衛生管理認証制度の普及(認証施設５施設、認証基準作成８業種) 認証施設８施設へ

認証基準作成10業種へ

生産管理の高度化等への支援

ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ等の認証の取得への誘導

県福祉保健所：衛生講習会による意識啓発

各事業者： 生産管理高度化研修等への積極的な参加による意識の醸成、

生産管理の高度化の実施

県地産地消・外商課： 生産管理高度化のための個別支援及び研修

適正な表示への支援

県試験研究機関：地域特産物のブランド化技術支援
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連携テーマ【「ものづくりの地産地消」の促進】（県内完結型の「ものづくり」の仕組みづくり）
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆第１次産業の現場で使
用されている機械や設備
の多くは、県外企業が製
造している

◆機械系の地産地消の
意識が弱く、県内企業へ
の技術集積や、新たな事
業展開への機会を逸失し
ている

◆工業団体と、県内の
農業・林業・漁業関係団
体との意見交換会の開
催

◆機械や装置の地域需
要の把握と受注者側へ
のタイムリーな情報提供

◆県内企業の技術力や
生産能力などの情報提
供

◆第１次産業と製造業とのマッ
チング
　◎第１次産業と工業団体との
　連携を推進し、ニーズに基づ
　く研究開発の促進

○ ○ ○

◆県内製造業の約半数
は小規模事業者であり、
地域の牽引役となる大規
模事業者が少ない

＜従業員数＞
4 9人の事業所 47％

◆国の緊急経済対策事
業と連動した試作開発事
業への助成

◆下請受注型の企業が
ほとんどであり、完成品
メーカーが少数

◆企業側では、製品開発
に踏み切るための経営
基盤が脆弱

◆製品開発力の強化
　◎試作機の開発支援

２．県内産業の技術力・商品開発
力の向上
　（２）ものづくり企業の育成

現状 これからの対策
改革の方向

　4～9人の事業所：47％
　100人以上 〃 ：3％

＜製造品出荷額＞
　4～9人の事業所：6％
　100人以上 〃 ：49％

基盤が脆弱

◆試作開発は、全国レベ
ルの高度な研究開発事
業での採択は困難

◆販路の拡大
　○展示会への出展支援、
　　県主催の商談会の開催

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆機械系の地産地消の意
識が高まるとともに、地域
ニーズに対応した製品を県
内で生産する体制の拡大

◆機会損失を解消し、県内
での知恵と技術の集積によ
る研究開発型企業群の形
成

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

第１次産業と工業団体との

連携強化

意見交換会の実施

県商工政策課：第１次産

業と工業団体との意見交

換会の実施

県工業振興課・工業技術センター：

ものづくりの地産地消（機械系）を促進するための助成制度の創設

第１次産業の発展とものづくり企業の製品開発力の強化

県工業振興課：ものづくりの地産地消（機械系）を促進するための助成制

度の創設・展開

ものづくりの地産地消の仕組みづくり

工業団体：

機械装置の

発注案件窓

口の設置

Ｐ３６７

別図（商工６）参照

県計画推進課・工業振興課・工業技術センター等：

ものづくりの地産地消（機械系）に向けた情報収集と交

流機会の拡大、新分野進出や研究開発型企業への転

換を図るための技術的な支援

工業団体等：第１次産業の弱点や問題点を、新しい発想と工業技術に

よって解決する方法の提案

県計画推進課・工業振興課：

・第１次産業者・各地域本部・工業団体等による情報共有の体制構築

・タイムリーな情報提供と情報フローの確立

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

機

製品開発のための分析試験・技術支援

県工業振興課：インターネットを活用した企業情報の発信と受注の確保、展示会への参加

助成

インターネットの活用、県主催の商談会の開催

工業団体等：農林水産品の付加価値を高める設備や、第１次産業の作業

の効率化・省力化、コスト削減を図る機械等の開発・製造

Ｐ３６５

別図（商工４）参照
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

１ 地産地消・地産外商戦略 

 

（３）食品加工の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 概念図は、Ｐ７３を参照 
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連携テーマ【食品加工の推進】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆地域ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの実行を支
   援
   ★各出先機関､地域支援企
      画員及び関係部局が連
      携して取り組む体制をブ
      ロックごとに整備し、個別
      のテーマごとに、その実
      現を徹底して支援

   ★アドバイザーなどの外部
　　　専門家による商品企画
　　　の支援

   ★生産から販売に至るまで
      のハード、ソフトをパッケー
      ジ化した事業による支援

◆少量でも扱える外食産
業等とのマッチングを進
めるため、業務筋（宿泊
施設）等への紹介を行っ
た

◆「おいしい加工食品
マップ」などの冊子の作
成や、ホームページによ
る情報発信を行った

◆補助事業等を活用した
施設整備や商品開発な
ど、製造者グループの
ニーズに応じた支援を
行った

◆加工品に使える食材、
調理法の検討（ＪＡ等へ
の提案）を行った

◆地域活性化的な取組
や活動に対する支援を中
心に実施した（水産関係）

◆年間販売額100万円未
満の製造者が約60％を
占めており、製造者の意
向も現状維持、減産が全
体の３／４に達するなど、
地域における加工の担い
手である農林漁家の生産
意欲が低い

◆消費者視点の売れる
商品づくりができていな
い

◆県内の農協や生産者
グループ等が、自らが生
産した農林水産物を原材
料として加工している農
林水産加工品の約90％
は、ユズの加工品

◆地域加工をさらに発展
させるためのフォローアッ
プ体制がない

◆組織基盤の脆弱性か
ら、設備投資、生産拡大
が困難である事例が多い

改革の方向
現状

１．地域加工への取組

これからの対策

◆ビジネスチャンスを

逃すケースや、後継者

不足により、伝統的な

加工技術そのものが

廃れかけているケース

があるなど、地域での

生産意欲が低くなって

いる

   ★商工業者や生産者等に
      よる地域資源活用共有会
      議の設置により、地域資
      源の発掘や商品化に取り
      組む場づくり

◆◎「おいしい風土こうちサポ
   ーター」店舗の紹介・取次ぎ
   を行い、協力店舗での試験
   販売などの実施

○○

（食品加工の意義）

外食や中食の広まりにより、食品加工へのニーズが

高まっている中、

①巨大マーケットである首都圏をはじめ、県外へ

打って出ることができる。

・生鮮のままでは鮮度の問題などから、遠隔地

での販売に制約を受ける場合がある。

②本県の強みである一次産品にさらに付加価値を

付けて販売できる。

③産業間の連携が促進され、産業全体への波及

効果が期待できる。

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２

◆地域加工の進展により地
域事業者の所得が向上し
ている

◆地域加工の推進により地
域の賑わいの創出、所得の
向上が図られている

県：産業振興推進地域本部の設置(地域ごとに統括責任者(地域産業振興監)

を配置し、出先機関・地域支援企画員等が連携して取り組む体制を整備)

地域アクションプランの実行を支援

県地域づくり支援課：中山

間地域産業再生ｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰによる支援

県産業振興推進部：産業振興推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる商品企画への支援

外部専門家による商品企画の支援

総合補助金の創設、活用支援体制や相談窓口等の

検討

Ｐ１０９

別図（外６）参照

Ｐ１０８

別図（外５）参照

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

浜加工グループが行う商品開発から販売までの取組を総合的に支援

浜加工グループ：衛生管理体制・品質管理体制の確立、営業活動の強化による新たな

販路開拓、売れる商品づくり

県合併・流通支援課：浜加工グループの行なう上記取組への支援

県漁業指導所・工業技術センター：ビジネス転換に必要な新商品開発等に関する技術

指導による支援

県関係課：総合的な補助制

度の創設、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

を提供する窓口の設置を

検討

「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」店の協力により、意欲ある生産者の販路拡大を支援

県地産地消課（Ｈ２１～地産地消・・外商課）：ｻﾎﾟｰﾀｰ店舗の紹介、取次ぎ

地域資源活用共有会議の設置、運営

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場産品

の発掘、商品化を協議（県内各ブロックに設置）

商工会等：事務局を設置、運営

県計画推進課：産業振興推進地域本部が対応

地域のこだわりを活かした加工品の開発や規模拡大の推進

生産者・農業団体：地域固有の技術の継承(後継者の確保)

県関係課：地域加工をさらに成長させるためのフォローアップ体制の整備

伝統的な加工技術者の選定と普及・啓発

Ｐ１１０

別図（外７）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【食品加工の推進】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆栽培技術指導、樹園地
の整備等、産地が取り組
む原材料の安定供給へ
の取組に対する支援

◆全国流通を視野に入
れた加工品の原材料とな
る一次産品の選定と、取
り組むシステムとなって
いない

（畜産物）
◆◎産学官の連携と試験研究機
   関の充実・強化による商品
   開発の支援

（農産物）
◆★生産（産地調整を含む）から
   販売までトータルに相談、指導
   できる体制を整備し、加工用原
   材料の安定的な供給を支援

２．産業化への取組

(１)生産に関する施策 （生産における現状）
◆本県の農産物は、全般
的に他県産に比べて高
水準の市場価格で取引さ
れていることから、生鮮
品での販売が主軸になっ
ており、加工に取り組ん
でいるところは、散見され
る程度（水産物もほとん
どが鮮魚での出荷であ
る）

◆一定のロットを必要と
する原材料の安定的な
供給ができていない

（水産物）
◆★前処理加工設備や冷凍保管
   設備等の整備を支援

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２

◆食品加工業の振興により
雇用の創出、所得の向上
が図られている

◆需給がマッチした加工用
原材料の生産体制が確立
し、安定供給が可能となっ
ている

◆企業が食品加工に取り
組む事例が増えている

◆産学官連携による加工
食品の開発が進んでいる

◆十分なマーケティングと
営業展開により商品の販売
が拡大している

支援体制や相談窓口等の

検討

県関係課：総合的な補助制

度の創設、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

を提供する窓口の設置を

検討

加工向け農産物の安定供給の確保と加工、流通、販売までﾄｰﾀﾙに支援する

体制による取組の推進

生産者・農業団体：食品加工業者との積極的な交流、加工用原材料の安定的な供給

県関係課：加工用原材料の生産(産地調整を含む)から、加工、流通、販売まで、ﾄｰﾀﾙに

支援できる体制の整備、生産から販売に至るまでのﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄをﾊﾟｯｹｰｼﾞ化した事業に

よる支援

戦略の策定と共有 戦略の実践(ＰＤＣＡサイクル)

・産学官の連携による商品開発

県試験研究機関：・生産から商品開発まで支援できるよう体制を充実・強化

高品質 安定 生産技術の開発（原料生産支援）

畜産物の安定生産と商品開発の支援

生産者、農業団体、県農業

振興部：品目別総合戦略の

策定と共有

生産者・農業団体：課題の解決策への主体的取組

県農業振興部：課題解決に向けた支援策の組み立てと支援

・高品質・安定・生産技術の開発（原料生産支援）

県合併・流通支援課：前処

理加工・冷凍保管事業の

事業化に役立つ基本調査

（マーケット、投資規模、採

算性等）

事業者：加工施設の整備

市町村・県漁業振興課：施設整備への支援

事業実施主体（候補）：事業実施の計画策定、施設の設置、事業開始

市町村：必要に応じた支援

県合併・流通支援課：事業化への働きかけ、事業主体の事業参入への支

援

地域の加工施設整備

地域の冷凍保管庫整備

市町村：冷凍保管庫の整備

県水産振興課：財政支援

前処理加工設備や冷凍保管設備等の整備を支援

事業の適正規模モデル作成

前処理加工事業等実証試験

Ｐ３３２ 水産業分野

別図（水７）参照

Ｐ３３２ 水産業分野

別図（水７）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【食品加工の推進】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

＜商品開発・磨き上げ・事業化
　　等に関する個別支援＞

◆試験研究機関の充実・強化
   による商品開発の支援

★食 加 特 技術支援員

２．産業化への取組
        (２)加工等に関する施策

◆加工に関するトータル
な相談、指導、支援シス
テムがない

◆食品加工企業による魅
力的な商品開発ができて
いない

◆食品加工企業への設
備導入支援制度が脆弱
なため発展しなかった（基
本的に経産省関連補助
金は設備導入は不可。そ
のため融資制度等で対
応）

◆組織基盤の脆弱性か
ら、設備投資、生産拡大
が困難である事例が多い

◆優位性を発揮する品位
（素材や技術）の確保

◆情報不足（県内一次産
品の生産状況、県内加工
業者の技術力等）のた
め、生産者と食品加工業
者のマッチングができて
いない

◆マーケティング力（差別
化・ターゲット・価格）の強

◆補助事業等（地域資源
活用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、こうち産業
振興基金等）による商品
開発、マーケティング、販
路開拓、機械開発、施設
整備等への支援

◆地域産品を活用した新
商品の開発支援

◆生産者団体が取り組
む加工施設整備への支
援

◆異業種が交流できる場
の提供や、企業や産地へ
の情報提供を行った
・おいしい風土こうちサ
ポーター交流会の開催
・食に関する企業等が会
員のNPO法人による産地
訪問のコーディネイト

（加工等における現状）
◆食の外部化が進行して
いる現在、加工すること
によって、高付加価値を
つけ、流通させていくこと
の重要性が増加

◆新たな商品開発力が
不足

◆首都圏など大きな市場
の情報を的確に掴んだ商
品づくりができていない

◆小規模な経営体が多
く、大きな取引や加工用
設備の整備が難しい

◆産地側、食品加工企業
側ともに、お互いの情報
（栽培状況、技術力、情
報力）をよく知らないた
め、商品化に向けたマッ
チングができていない

＜総合的な支援＞
◆★食品加工を進めるため、
   産業間で連携した取組を新
   しい組織（産業振興推進部）
   で支援

   ★生産者と食品加工業者の
      マッチングの推進

   ★生産から販売に至る各段
      階を対象に、ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄの
      多様なﾒﾆｭｰをﾊﾟｯｹｰｼﾞ化
      した総合補助金により支援
      （再掲）

  ★食品加工特別技術支援員
      の配置

◆★ﾃｰﾏごとの研究会方式に
   よるﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝのﾌﾞﾗｯｼｭ
   ｱｯﾌﾟなどを支援

　★龍馬伝とﾀｲｱｯﾌﾟした商品
     の開発・販売

◆★首都圏など大消費地の消
   費者の視点での商品開発を
   支援
　  ・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟでの販売・ﾃｽﾄ
    ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
　  ・観光客への販売・ﾃｽﾄﾏｰｹ
    ﾃｨﾝｸﾞ

○

化 タ ゲット 価格）の強
化

◆海外情報の獲得

○

◆農業の生産振興に

つながるような食品加

工は、ユズやショウガ

に限られており、新た

な産業化に至る可能

性を持った食品加工へ

の取組が進んでいな

い状況である

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２

新しい組織による食品加工の推進

県産業振興推進部：商品開発・磨き上げの支援

・アドバイザー派遣等による商品開発支援

・マッチング等個別支援

総合補助金の創設、活用（再掲）

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

試験研究機関の充実・強化による商品開発の支援

県計画推進課：産業振興推進地域本部の設置(地域ごとに統括責任者

(地域産業振興監) を配置し、出先機関・地域支援企画員等が

連携して取り組む体制を整備)

地域アクションプランの実行を支援する体制を地域ごとに整備（再掲）

Ｐ５１、１０９

別図（も２・外６）参照

Ｐ１０８

別図（外５）参照

「土佐・龍馬であい博」のｲ

ﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ・ﾛｺﾞの作成
「土佐・龍馬であい博」関連商品へのｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ・ﾛｺﾞの活用

県工業振興課：・テーマ別研究会設置・運営

・研究会発事業化支援補助制度の創設

食品等テーマごとの研究会方式による企業支援

総合的に情報を発信するアンテナショップの展開等(機能整備)

地産外商公社：アンテナショップの運営、

県内生産者・事業者への首都圏

消費者情報のフィードバック

県地産地消・外商課：公社への支援

地産外商推進協議会：新アンテナショップの

運営方法、販売企画や品揃え等の

基本方針を協議

県地産地消・外商課：地産外商公社の設立と

アンテナショップの設置

県外の消費者視点での商品開発の支援

県県産品ブランド課：地域

が一体となって取り組む

県産品のブランド化構想

の策定やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの実

践に対する支援

専門家：事業者への助言（既

存商品のブラッシュアップ

県地産地消・外商課：専門家

を活用した商品相談会・セミ

ナー開催、土佐のいい物おい

しい物発見コンクール開催

県工業技術センター：食品関係企業・団体への商品開発の支援

食品加工特別技術支援員等の配置による商品開発の推進

試験研究機関の充実 強化による商品開発の支援

県地産地消・外商課：地産外商商品ブラッシュアップ支援事業

費補助金により、地産外商公社が実施するテストマーケティン

グを通じて事業者が行う商品の改良等の取組を支援

Ｐ１０６

別図（外３）参照

Ｐ１０４、１０５

別図（外１・２）参照

Ｐ３６６ 商工業分野

別図（商工５）参照

Ｐ３６２ 商工業分野

別図（商工１）参照

高知県地産外商公社：新アンテナショップの物販・飲食

機能の運営や外商活動を通じて収集した首都圏の消費

者やバイヤー等の情報を県内の生産者・事業者にフィー

ドバックするとともに、県や産業振興センター、金融機関

との連携により、商品の磨き上げを支援

県地産地消・外商課:公社の活動を支援

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【食品加工の推進】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆★第１次産業の生産現場の
   省力化を図るため第１次産
   業と工業団体との連携強化
   を推進

◆★地域資源を活用する食品
   加工企業の誘致

２．産業化への取組
        (２)加工等に関する施策

○ ○

◆県外大手量販店など
顧客の要求水準に見合う
施設の衛生管理ができて
いない
　・ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ等の認
証施設が限定的
　・衛生管理に対応する
認識不足

◆食品衛生管理認証制
度の推進
　　（8業種、6施設）
◆食品衛生研修会の実
施

◆食品関連施設の衛生
管理能力の向上
◆食品関連経営者・従事
者の意識改革
◆物流方法や所要時間
を考慮した品質・衛生安
全性の確保

＜適正な品質管理支援＞
◆★工場の衛生管理の高度化を
   支援
　　・衛生管理高度化研修等によ
      り、加工現場に衛生知識・
　　　技術を蓄積
　　・HACCP、ISO等の認証取得
     に対する支援（ﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ）
　　・流通・販売業者が求める
　　　品質管理（衛生管理・表示）
　　　に対する支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２

第１次産業と工業団体と

の連携強化

意見交換の実施

県商工政策課：第１次産

業と工業団体との意見交

換会の実施

県企業立地課：ユズ関連のこれまで立地した企業の協力により、新たな企業を誘致す

ることで、地域で一貫したユズを中心とする食品工業の集積を推進

地域資源を活用する食品加工企業の誘致

ものづくりの地産地消の仕組みづくり

工業団体：

機械装置の発注

案件窓口の設置

県計画推進課・工業振興課、地産地消・外商課：

・第１次産業者・各地域本部・工業団体・食品加工団体等による情報共有

の体制構築

・タイムリーな情報提供と情報フローの確立

Ｐ５０

別図（も１）参照

県計画推進課・工業振興課・工業技術センター等：

ものづくりの地産地消（機械系）に向けた情報収集と

交流機会の拡大、新分野進出や研究開発型企業へ

の転換を図るための技術的な支援

Ｐ３７１

別図（商工１０）参照

工場の衛生管理の高度化への支援

県工業技術センター：食品加工製品の安全性及び品質管理技術の支援(Ⅰ期)

県食品・衛生課：高知県食品衛生管理認証制度の普及(認証施設５施設、認証基準作成８業種) 認証施設８施設へ

認証基準作成10業種へ

生産管理の高度化等への支援

ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ等の認証の取得への誘導

県福祉保健所：衛生講習会による意識啓発

各事業者： 生産管理高度化研修等への積極的な参加による意識の醸成、

生産管理の高度化の実施

県地産地消・外商課： 生産管理高度化のための個別支援及び研修

適正な表示への支援

Ｐ５１

別図（も２）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【食品加工の推進】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

（人材に関する現状）
①商品開発やﾃﾞｻﾞｲﾅｰな
どの専門家が少ない
②ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞや営業展開
ができる人材が少ない
③専門家を雇用・確保で
きるところが少ない

（人材に関する課題）
◆商品開発に関する専
門家の確保

◆専門家を雇用できる体
制づくり

◆★アドバイザーなど外部人材の
   活用による支援

◆◎担い手や核となる人材や団
   体の育成・確保の推進

　 ・アドバイザーなど外部人材に
よる支援

２．産業化への取組
        (３)人材に関する支援

　よる支援

　 ・試験研究機関による支援

　 ・生産管理に関する支援

　 ・高知大学と市町村が連携し、
   今後の地域における食料産業
   を支える中核人材を養成する
   事業を実施(土佐ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ
   ｸﾘｴｰﾀｰ(ＦＢＣ)人材創出事業)

○○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２

担い手や核となる人材・団体の育成・確保（再掲）

県地域づくり支援課：中山

間地域産業再生ｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰによる支援

県産業振興推進部：産業振興推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる支援

外部専門家による商品企画の支援（再掲）

Ｐ１０９

別図（外６）参照

Ｐ１０９

別図（外６）参照

県産業振興推進部：産業振興推進アドバイザー事業による支援

担い手や核となる人材・団体の育成・確保（再掲）

浜加工グループの意識と行動の経営的視点への誘導

浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノ

ウハウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）

漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進

県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育

成）、経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導

公設試験研究機関が行う技術支援・人材育成の充実

県工業技術センター：専門技術研修等の実施

食品加工特別技術支援員の配置

技術指導アドバイザーの派遣

生産管理の高度化を担う人材の育成

県地産地消・外商課：生産管理高度化に関する研修等の開催及び個別支援

県（工業技術センター）：土佐ＦＢＣ人材創出事業への支援（講師の派遣等）

Ｐ３６６ 商工業分野

別図（商工５）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

１ 地産地消・地産外商戦略 

 

（４）地産外商 

   地産外商（関西地区） 

   地産外商（中部地区） 
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画

推
進

課

公
共

交
通

課

水
産

振
興

部
合
併
・
流
通
支
援
課

農
業

振
興

部
流
通
支
援
課

産
業

振
興

推
進

本
部

農
業
振
興
部

林
業

振
興

・
環

境
部

水
産

振
興

部
商

工
労

働
部

観
光

振
興

部
連

携
法

等
に
よ
る
企
業

向
け
支

援
関

係
部

局
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生 産 拡 大 と
売

○
高

知
県

地
産

外
商

公
社

の
体

制
の

充
実

○
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の

開
設

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
、
外
商
を
活

用
し
た
テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

○
商

品
の

磨
き
上
げ
を
支
援
す
る
た
め
の

補
助

金
の

創
設

見
本

市
、
商

談
会

へ
の

出
展

機

会
の

拡
充

＜
販

売
→

→
商

品
の

開
発

・
改

良
→

販
売
拡

大
→
生

産
拡
大

→
所
得

向
上

＞
の
好

循
環
形

成

○
関

西
・
中
部

地
区
の

ワ
ン
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
戦
略

新

新

消
費

者
情

報
の

収
集

フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク

地
産

外
商

の
加

速
化

原
材

料
調

達
→

加
工

品
の

開
発

・
改

良
→

試
作

品
→

施
設

整
備

→
商

品
→

売
り
込

み

安
定
供
給
支
援

＋
持
続
で
き
る
仕

組
み
構
築
支
援

流
通
企
画
･産

地
調
整

へ
の
県
の
参
画

パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
、
販

売
戦
略
、
P
R
（
商
品
特
性
）

衛
生
管
理
の
高
度
化

＋
研
修

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
飲

食
・
物

販
機

能
の

活
用

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

等
に
よ
る
技
術
支
援

所 得 の 向 上

販
売

原
材

料
調

達
か

ら
加
工
品
の

テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ま
で
、
一
貫

し
た
県
の
相

談
･支

援
体
制
の

整
備

「
龍
馬
伝
」
タ
イ
ア
ッ
プ
商
品
の
開
発
や
物
産
販
売
と
の
一
体
的
な
セ
ー
ル
ス
活
動
な
ど

観
光

と
の

連
携

○
食

品
表

示
の

指
導
、
助

言

体
制

を
整

備

○
自

立
循

環
型

を
目
指
す
生
産

管
理

の
高

度
化

○
衛

生
管

理
の

高
度

化
支

援
体

制
を
強

化

（
高

度
衛

生
管
理

手
法

の
導

入
）

総
合
補
助
金
、
基
金
等
の
活
用

○
も
の

づ
く
り
の

地
産

地
消

・
大

学
や

大
手

企
業
と
連
携
し
た
商

品
開

発
か

ら
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

ま
で
の

実
践

と
一

次
産

業
と
加

工
業

と
の

マ
ッ
チ
ン
グ
強

化

○
一

次
産

業
の

拡
大

再
生

産
を
可

能
に
す
る
「
農

水
産

物
外

商
加

速
化

戦
略

」

の
構

築

・
”
生

鮮
”
、
”
加

工
”
、
”
輸

出
”
の

３
つ
の

視
点

か
ら
品

目
別

の
外

商
加

速
化

の

シ
ナ
リ
オ
を
描

き
、
実

証
、
検

証
を
通

じ
て
実

践
体

制
を
構

築
す
る
。

拡 大 再 生 産 が 可 能 な 一 次 産 業

戦
略

の
実

践

新

新

新

新

業
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地
産

外
商

戦
略

（
海

外
展

開
）
の

推
進

に
向

け
た
枠

組
み

◆
各

企
業

の
ス
テ
ー
ジ
に
応

じ
た
、
き
め
細

や
か

な
海

外
展

開
（
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
）
へ

の
サ

ポ
ー
ト

◆
抜

本
的

な
体

制
強

化
に
よ
る
「
強

力
な
セ

ル
ス
活

動
」
の

推
進

（
コ

デ
ィ
ネ

タ
と
県

庁
貿

易
関

係
部

署
の

連
携

体
制

）

第
１
ス
テ
ッ
プ

掘
り
起
こ
し
段
階

（
貿

易
情

報
提

供
・
相

談
受

付
）

第
２
ス
テ
ッ
プ

国
内
で
の
ﾋ
ﾞｼ
ﾞﾈ
ｽ
ﾏ
ｯ
ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞ段

階
第

３
ス
テ
ッ
プ

海
外
で
の
ﾋ
ﾞｼ
ﾞﾈ
ｽ
ﾏ
ｯ
ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞ段

階

◆
抜
本
的
な
体
制
強
化
に
よ
る
「
強

力
な
セ
ー
ル

ス
活

動
」
の

推
進

（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
県

庁
貿

易
関

係
部

署
の

連
携

体
制

）

海
物

産
海

物
産

企
業

企
業

企
業

分
野

別
勉

強
会

分
野

別
勉

強
会

食
品

農
林

水
産

物
工
業

製
品

Ａ パ タ

国
内

商
談

会
国

内
商

談
会

海
外

海
外

物
産
展
・

海
外

物
産
展
・

展
示

会
展

示
会

伊 勢 丹

上 海 常

上 海 四

シ ン ガ ポ

海 外 で の 販海 外 で の 販

海
外

商
談

会
海

外
商

談
会

国
内

商
社

と
の

マ
ッ
チ
ン
グ

海
外

企
業

・
商

社
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ

そ
の

他

国
別

勉
強

会
国

別
勉

強
会

ｼ
ﾝ
ｶ
ﾞﾎ
ﾟｰ
ﾙ

香
港

中
国

そ
の

他
企
業

企
業

企
業

タ ー ン

海
外

展
開

シ ン ガ ポ ー ル 四 国

設 売 場 の 開 設

国 ア ン テ ナ シ ョ ッ

ポ ー ル 食 品 見 本 市

販 路 の 開 拓販 路 の 開 拓

企
業

企
業

企
業

Ｂ Ｃ Ｄ

国 フ ェ ア

ッ プ
市 な ど

～ 外 貨 の 獲～ 外 貨 の 獲
海
外
商
談
会

海
外
商
談
会
参
加

海
外
物
産
展
・
展
示
会
活
用

商
談
会
参
加
（
国
内
・
海
外
）

海
外
物
産
展
・
展
示
会

活
用

企
業

企
業

Ｅ

獲 得 ～獲 得 ～
国

内
海
外

独
自

ル
ー
ト

参
加

一
貫

し
た
県

の
相

談
・
支

援
体

制
の

構
築

（
県

内
で
の

勉
強

会
段

階
か

ら
国

内
外

で
の

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
ま
で
を
サ

ポ
ー
ト
）

★
貿

易
振

興
の

た
め
の

県
内

企
業

の
掘

り
起

こ
し

★
県

内
企

業
の

海
外

展
開

の
サ

ポ
ー
ト

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
県

庁
貿

易
関

係
部

署
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
県

庁
貿

易
関

係
部

署
海

外
事

務
所

海
外

事
務

所

★
輸
出
市
場
に
向
け
た
商
品
開
発

力
の

強
化

★
物

流
網

の
整

備
、
流

通
ル

ー
ト
の

確
立

★
分

野
別

・
国

別
勉

強
会

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

★
国

内
商

談
会

・
海

外
商

談
会

へ
の

参
加

（
商

社
、
海

外
企

業
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ
）

★
現

地
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
調

査
★

海
外

物
産

展
・
展

示
会

の
活

用
★
海
外
商
談
会
の
企
画

★
分

野
別

・
国

別
の

海
外

マ
ー
ケ
ッ
ト
調

査
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連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆産業分野ごとに販売促
進の支援は行われている
が、産業間の連携による
取組が弱い

◆産業分野ごとに販売促
進のための支援を実施

◆産業間の連携による取
組の推進等、産業振興計
画を強力に推進するため
の全庁横断的な組織が必
要

◆★県産品の販売を促進するた
   め、産業間で連携した取組を新
   しい組織で支援
   ・ﾃｰﾏごとに支援ﾁｰﾑを組織
   し、事業のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄと適用
   する支援事業の検討及び
   実施

◆地域アクションプランの
実行を支援する体制が必
要

◆★地域ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの実行を支
　 援する体制を地域ごとに整備
   ・各出先機関、地域支援企画
   員及び関係部局が連携して取
   り組む体制を県内の地域ご
   とに整備し、それぞれ統括責
   任者を置いて、個別のﾃｰﾏご
   とに、その実行を徹底して支援

◆産業分野ごとに県や国
の補助金等による商品開
発や施設整備等への支援
を実施

◆販売促進に関する支援
が必要な生産者や事業
者、地域資源の状況は
様々であり、柔軟に対応
できる使い勝手の良い補
助金が必要

◆★県産品の販売を促進するた
   め、生産から販売に至る各段階
   を対象に、ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄの多様な
   ﾒﾆｭｰをﾊﾟｯｹｰｼﾞ化した総合補
   助金を適用し、支援
  ・事業者等のﾆｰｽﾞに柔軟に対

○

改革の方向
現状 これからの対策

○

１．総合的な支援

助金 必要 事業者等の 柔軟 対
   応できる使い勝手の良い補助
   金
   ・支援に当たっては、既存事業
   や国の有利な事業も組み合わ
   せて最適な事業を選択して適
   用

◆農産物・水産物とも生
鮮での市場取引が中心

〈園芸農産物〉
◆消費流通構造の変化や
消費者ニーズの多様化に
対応できる販売戦略の不
足

〈園芸農産物〉
◆★支援体制の強化と新たな販
   路拡大への取組
   ・大消費地の量販店との販売
   戦略の共有とパートナーシップ
   づくり
   ・中食外食等への販路拡大
   ・特産野菜販売促進のための
   観光等とのコラボ企画・実践
   ・果実・花卉の販売促進

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

〈園芸農産物〉
◆大消費地から遠隔地で
あっても、一元集出荷体
制を基盤に約１３０品目も
の多品目のセット販売と
品質、ロットの確保による
安定供給により、全国各
地に有利販売

◆関東関西地区における
県産園芸品のイメージアッ
プと消費拡大（CM放映、
試食宣伝活動など）

◆関東関西中京地区での
環境保全型農業のトップ
ランナーへの取組PR(出
前授業や流通関係者との
産地交流など）

○

２．商品の磨き上げを支援

76



【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆商品企画から流通・販売
にいたるまでﾄｰﾀﾙに県産品
の販売を支援する県の体制
が構築され、事業が実施さ
れている

Ｈ２２Ｈ２０
目指すべき姿

Ｈ２１ Ｈ２３

◆地域資源を活かした消費
者ﾆｰｽﾞに基づく商品づくりや
多様な販路の確保が進めら
れている

　

◆県産品の販売が拡大して
いる

◆雇用が創出され、所得が
向上している

新しい組織の設置

県：産業振興推進本部・産業振興推進部の設置

県：産業振興推進地域本部の設置（地域ごとに統括責任者(地域産業振興監)を配置し、そ

の下で、出先機関・地域支援企画員等が連携して取り組む体制の整備）

地域アクションプランの実行支援体制の整備

県地産地消・外商課：高知県地産外商推進協議会を設置し、地産外商に関する各産業分野間の連携

や官民協働による具体的な地産外商の実践に関する協議を実施

民間団体・市町村・県：地産外商を担う官民協働型の新組織（高知県地産外商公

社）の設置

総合補助金創設・活用

支援による計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金県

Ｐ１０８

別図（ 外５）参照

◆魅力ある商品づくりが進
められている
・首都圏をはじめとする県外
市場に目を向け、消費者の
視点に立った魅力ある商品
づくりの推進

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

浜加工グループ：衛生管理体制・品質管理体制の確立、営業活動の強化による新たな販

路開拓、売れる商品づくり

県合併・流通支援課：浜加工グループの行なう上記取組への支援

県漁業指導所・工業技術センター：ビジネス転換に必要な新商品開発等に関する技術指

導による支援

効果的な量販店フェアの開催

パートナー量販店との協働 パートナー量販店との関係継続

（拠点づくり関東、関西各1社）

農業団体：量販店等への高知の農業戦略を含めたフェアの企画提案、量販店との

販売戦略の共有、バイヤーの産地招聘や生産者の量販店等への派遣による交

流、フェア後の総括と量販店・産地との共有

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

支援体制の構築

と事業創設

県関係課：一元的に支

援できる体制の構築

、新需要開拓マーケ

ティング事業の創設

（野菜・果樹・花き）

農業団体：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と県との共有と実践

県関係課：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と農業団体との共有、支援

新体制による新たな販路開拓と有利販売への支援の実践

※県関係課は新

組織や連携に関

わる各部担当課

Ｐ２３９ 農業分野

別図（農２）参照
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連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

２．商品の磨き上げを支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○ ○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

※県関係課は新

組織や連携に関

わる各部担当課

農業団体：業務加工向け商材企画、メニュー提案等業務筋への販売活動、業務

ニーズに基づく荷姿調整等産地との協議、実需者との交流、販売後の総括と実

需者・産地との共有

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

中食・外食等への販路拡大

（顧客開拓 5件） (顧客開拓 10件） (顧客開拓 10件）

特産野菜等コラボ企画・実践

地域産品の掘り起こし→卸と連携したパートナーの選定→東京・大阪の飲食店等で

の地域メニューフェア等開催

（21年度：2地区） (22年度：2地区） （継続展開）

農業団体・市町村等：IPM等の地域の取組を実需者へ紹介、一次産品や観光資源

とのコラボ企画提案、実需者と産地の交流、企画の実践･総括

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

アンテナショップ

設立準備
アンテナショップとの連携

農業団体・生産者組織：品目の選定協議、出荷に向けた産地調整

県関係課：農業団体・生産者組織との協議調整及び取組支援
農業団体：品目の拡大協議、出荷に向けた産地

調整、販売拡大に向けた戦略づくりと生産者・農

業団体・県の共有、実践

県関係課：上記取組の支援

モニタリングを活用した販売促進

ニーズの把握 ニーズや情報に基づく 販売戦略の確立

産地の課題共有化 取組の方向性確立 取組の検証

農業団体：市場等でのモニタリングへの参画、結果を踏まえた産地の生産流通

戦略協議・実践

県関係課：市場等でのモニタリング、生産流通戦略の策定支援及び実施の支援

果実の販売促進

文旦：協議会設立 振興方針の合意 協議会活動の検証

消費宣伝戦略検討 販売戦略の確立 販売戦略の検証

ユズ： 協議会設立

消費拡大の検討・実践 販売戦略の確立

新高梨：各産地でのあり方 販売戦略の確立 販売戦略の検証

検討場づくり

農業団体：生産者・農業団体・県による地域の現状把握や課題の共有、生産流通

販売戦略策定と共有・実践

県関係課：生産販売戦略の共有と取組の支援
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連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆消費者ﾆｰｽﾞに関する情
報の収集、生産者への情
報のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸが不十分
なため、消費者ﾆｰｽﾞに基
づくものづくりが十分にで
きていない

◆★新しいｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟの活用等
   による、ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの機会
   の提供、県産品に関するﾓﾆﾀｰ
   調査やｱﾝｹｰﾄ調査の実施、生
   産者等への情報のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
   の充実・強化

◆県外市場を視野に入れ
た商品づくりが十分できて
いない
・優れた地域資源がありな
がら全国に展開している
商品はごく一部に止まって
いる

◆首都圏の既存のｱﾝﾃﾅ
ｼｮｯﾌﾟは、郊外型の立地の
ため消費者情報の生産者
へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ機能や情
報発信力が十分でない

◆地域資源を活用した新
しい取組が少ない

◆ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用したﾓﾆ
ﾀｰ制度や首都圏の既存
のｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟでの試験販
売等による消費者ﾆｰｽﾞ等
の調査への支援

◆地域産品を活用した商
品の開発支援
・意欲のある事業者の発
掘(定期的な情報交換会
の開催、身近な成功事例
の紹介、意欲がうかがえ
る事業者の情報収集・意
欲の喚起)
・育成への取組(産業振興
ｾﾝﾀｰの専門家や各種助
成制度の紹介、事業者へ
の必要とする情報提供や
ｻﾎﾟｰﾄの実施)
・関係機関との連携(発掘
から育成まで関係機関と
連携したｻﾎﾟｰﾄの実施)

２．商品の磨き上げを支援

地域団体商標登録数

高知県： 4件

全 国：406件

地域団体商標：地域の

名称及び商品（ｻｰﾋﾞｽ）

の名称等から商標につ

いて、一定の範囲で周知

された場合に、事業協同

組合等の団体による登

録を認める制度。「土佐

打刃物」等4件が登録済

み

◆中山間地域産業再生ｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ事業による中山
間地域の拠点ﾋﾞｼﾞﾈｽへの
支援

◆有名小売店（紀ノ国屋
等）の協力による商品の
磨き上げ

◆商品企画から流通・販
売にいたるまで総合的にﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄをする人材が不足
している

◆◎担い手や核となる人材・団体
   の育成・確保

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○ ○

み
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

高知県地産外商公社：新アンテナショップの物販・飲食機能

の運営や外商活動を通じて収集した首都圏の消費者やバ

イヤー等の情報を県内の生産者・事業者にフィードバックす

るとともに、県や産業振興センター、金融機関との連携によ

り、商品の磨き上げを支援

地産外商推進協議会：新アンテナショップの出店地、各機能の配置及び内容、運営方式等

の基本計画、実施設計、アンテナショップ開設後の評価・改善等に関する協議を実施

県地産地消・外商課：高知県地産外商推進協議会の運営

新しいアンテナショップの活用等による商品企画・商品化への支援

新しいアンテナショップの活用等による商品企画・商品化への支援

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金により地域が一体となって取り組む

地域産品のブランド化構想の策定やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの実践に対し支援県県産品ブランド課：地域

が一体となって取り組む県

産品 ブ ド化構想 策

Ｐ１０４、１０５

別図（外１・２）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

担い手や核となる人材・団体の育成・確保

県産業振興推進部：産業振興推進アドバイザー事業による支援

浜加工グループの意識と行動の経営的視点への誘導

浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノウハ

ウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）

漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進

県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育成）、

経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導による支援

産品のブランド化構想の策

定やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの実践に対

する支援
民間団体・市町村・県：地産外商を担う官民協働型の新組織(高知県地産外商公社)の設置

(再掲)

高知県地産外商公社：新アンテナショップの物販・飲食機能

の運営や外商活動を通じて収集した首都圏の消費者やバ

イヤー等の情報を県内の生産者・事業者にフィードバックす

るとともに、県や産業振興センター、金融機関との連携によ

り、商品の磨き上げを支援 （再掲）

県地産地消・外商課：地産外商商品ブラッシュアップ支援事

業費補助金を創設し、地産外商公社が実施するテストマー

ケティングの結果を踏まえて事業者が行う商品の改良等の

取組を支援

Ｐ１０６

別図（外３）参照

Ｐ１０４、１０５

別図（外１・２）参照

Ｐ１０９

別図（外６）参照

県地産地消・外商課：土佐

のいい物おいしい物発見コ

ンクールの開催
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連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆商品企画の弱さ等から
市場ﾆｰｽﾞに合った商品の
提供力が弱い

◆食品製造業は零細企業
が多く企業体力が弱いこ
となどから出荷額が低迷
している

◆★地域で商工業者や生産者等
   が連携して地域資源の発掘・商
   品化に取り組む場づくり(地域
   資源活用共有会議の設置)

◆★ﾃﾞｻﾞｲﾅｰやﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの専門
   家等の外部の人材を活用し、
   商品の磨き上げや効果的な
   ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ活動等の推進を支
   援

２．商品の磨き上げを支援

◆商品企画から流通・販
売までの各段階における
外部の視点の導入が不十
分であるため、魅力ある
商品づくりができていない

(1.5次産品の課題)
◆原材料の安定確保、品
質のﾊﾞﾗﾂｷの是正

◆品揃えやﾛｯﾄの確保が
十分でない

◆優位性を発揮する品位
(素材や技術)の確保

◆物流方法や所要時間を
考慮した品質 衛生安全

◆加工による農林水産物
の商品化・高付加価値化
と流通・販売ﾙｰﾄの開拓
への支援

◆補助事業(県産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
化企画推進事業等）によ
る、県産品の高付加価値
化等によりﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を目
指すﾓﾃﾞﾙ事例へ支援

◆★加工による農林水産物の商
   品化・高付加価値化と流通・販
   売ﾙｰﾄの開拓への支援の充実
   ・強化(新組織・総合補助金を
   中心とした支援)

◆○商品ｶﾃｺﾞﾘｰ別のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化の
   推進を支援

◆○県産品の高付加価値化等に
   よりﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を目指すﾓﾃﾞﾙ事
   例への支援

◆試験研究機関の研究開
発、技術支援による新商
品、新品種、新品目、高品
質生産技術、品質保持技
術の開発

◆◎試験研究機関の充実・強化
   （新商品の開発や技術支援
   等）、試験研究機関と生産者
   等とのﾏｯﾁﾝｸﾞの推進

◆◎産学官連携による新商品の
   開発を支援

◆○ＨＡＣＣＰや森林認証制度な
   どの導入を支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

考慮した品質・衛生安全
性の確保

◆ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ力(商品の差
別化・販売ﾀｰｹﾞｯﾄや価格)
の強化

◆都市部で評価されるﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ形態やﾃﾞｻﾞｲﾝ開発
能力

◆市場競争力を高める低
ｺｽﾄ・高品質生産技術、新
商品、新品目の開発

◆商品開発のための研究
部門をもつ企業がほとん
どない

○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

外部人材を活用した商品の磨き上げ等の推進への支援

県地域づくり支援課：中山間

地域産業再生ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ事

業による支援

県産業振興推進部：産業振興推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる商品の磨き上げ等の支援

外部人材を活用した商品の磨き上げ等の推進への支援

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場産品の

設置）ブロックに各協議（県内を発掘、商品化

商工会等：事務局を設置、運営

県計画推進課：産業振興推進地域本部が対応

地域資源活用共有会議の設置

高知県地産外商公社：新アンテナショップの物販・飲食機能

の運営や外商活動を通じて収集した首都圏の消費者やバ

イヤ 等の情報を県内の生産者 事業者にフ ドバ クす

Ｐ１１０

別図（外７）参照

Ｐ１０９

別図（外６）参照

Ｐ１０４、１０５

別図（外１・２）参照専門家：事業者への助言

（既存商品のブラッシュアッ

プ）

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県県産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ課：県産

品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化企画推進事業

費補助金、県産食材利用

新商品開発連携推進事業

費補助金

県試験研究機関：地域特産物のブランド化技術支援

県試験研究機関：農畜産物の高品質・安定・多収生産技術の開発

ＩＰＭ技術確立支援

イヤー等の情報を県内の生産者・事業者にフィードバックす

るとともに、県や産業振興センター、金融機関との連携によ

り、商品の磨き上げを支援 （再掲）

総合補助金創設・活用（再掲）

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

Ｐ１０８

別図（外５）参照

プ）

県地産地消・外商課：専門

家を活用した商品相談会、

セミナーの開催

83



連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆★高知県を総合的に売り出す
   営業拠点として東京都心に新し
   いｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟを設置（物販だけ
   でなく、生産者団体とも連携し
   た外食や中食、卸・小売業者等
   への県産品の売り込み拠点）、
   事前ﾌｪｱの開催
   （新しいｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟの機能）
   ・販路開拓機能
 　・観光情報発信機能
 　・物販機能　・飲食機能
   ・ふるさと情報の発信機能

◆◎消費者や流通・販売業者と生
   産者の情報交換・交流機会の
   拡大による県産品のＰＲと消費
   者ﾆｰｽﾞの把握への支援(情報
   交換会、交流会、研修会、産地
   体験ﾂｱｰの開催）

◆◎生産者、加工業者、流通・販
   売業者、観光業者等の相互の
   ﾏｯﾁﾝｸﾞを推進することによる販
   路開拓への支援（全国的な展
   示会や見本市への出展支援、
   商談会等の開催）

◆首都圏の既存のｱﾝﾃﾅ
ｼｮｯﾌﾟの情報発信力や県
産品の売り込み機能が十
分でない

◆県外市場に対する関心
が低いこと、また、規模の
小さい企業が多いことか
ら、県外への販売力が弱
く、販路が確保できていな
い

◆販路の開拓・拡大のた
めには卸売業や流通専門
家を活用する必要がある
が（小売業と卸売業では、
ﾋﾞｼﾞﾈｽの性質が違うた
め、BtoBの得意な専門の
人材や協力企業が必
要）、十分できていない
・県産品を扱う卸業者の
確保
・大手流通業者との取引
確保
・事業者等の営業活動力
強化

◆業務筋(外食・中食等)
等への新たな需要の掘り
起こしが十分できていない

◆流通側とﾀｲｱｯﾌﾟした商
談会の開催

◆商品計画機構や企業
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる販路開
拓の支援

◆事業者等の展示会や見
本市等への出展に対する
補助(産業振興ｾﾝﾀｰの補
助金)

◆高知ﾌｪｱ等、量販店主
体の販売促進活動への支
援（園芸品等）

◆消費者や流通・販売業
者と生産者の情報交換・
交流機会の拡大(産地見
学会の開催等)

◆生産者、加工業者、流
通・販売業者、観光業者
等の相互のﾏｯﾁﾝｸﾞの推
進

◆加工等による農林水産
物の商品化・高付加価値
化と流通・販売ﾙｰﾄの開
拓への支援(再掲）

３．県産品の販路の拡大を支援 ◆首都圏をはじめとする
大消費地への県産品や観
光等の情報発信力が弱
く、売込みが十分できてい
ない
(首都圏の既存のｱﾝﾃﾅ
ｼｮｯﾌﾟの現状)
・郊外型の立地で、規模
が小さいため消費者情報
の生産者へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
機能や情報発信力が十分
でない(再掲）
・他の小売業者や飲食業
者へ売り込んでいく卸売
機能がない

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟの来場者数

の県別比較

沖縄県 ２３４万人

北海道 ２０６万人

新潟県 ９１万人

岩手県 ６０万人

鹿児島県 ５０万人

香川県・ ４６万人

愛媛県

※ 高知県 １１万人

都道府県名 来場者数

(H19)

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

既存のｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟは首都圏

に立地している27道県のうち、

利用者数、売上額ともに15位。

他県平均と比べて、利用者数

で39％、売上額で38％と低位

にある
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

◆首都圏をはじめとする県
外への情報発信を強化し、
高知県を丸ごと売り出すこと
で、県産品の販売が拡大さ
れている
・多様な販路を確保

高知県を総合的に売り出す営業拠点として東京都心に新しいｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟを設置

県県産品ブランド課：基本

構想の策定、物件調査
高知県地産外商公社・県地産地消・外

商課：アンテナショップ設置に向けた取

組の実施（物件確定・賃貸借契約締結、

商品計画・イベント計画策定、店舗の実

施設計・内外装工事 等）

↓

新アンテナショップのオープン（22年7月

予定）

高知県地産外商公社：アンテナショップの運営

想定する機能：①仲介・あっせん機能②物販機

能③飲食機能④観光情報発信機能⑤ふるさと

情報発信機能

民間団体・市町村・県：地産外商を担う官民協働型の新組織(高知県地産外商公社)の設置

(再掲)

県産品の外販活動を行う協同組合の運営支援

民間：県及び高知県地産外商公社など関係公的機関と連携

して地産外商活動を展開する高知県食品外販協同組合の

設立・運営

県地産地消・外商課：高知県地産外商公社：高知県食品外

販協同組合の運営支援

Ｐ１０４

別図（外１）参照

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

効果的な量販店フェアの開催【再掲】

パートナー量販店との協働 パートナー量販店との関係継続

（拠点づくり関東、関西各1社）

農業団体：量販店等への高知の農業戦略を含めたフェアの企画提案、量販店との

販売戦略の共有、バイヤーの産地招聘や生産者の量販店等への派遣による交

流、フェア後の総括と量販店・産地との共有

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

農業団体：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と県との共有と実践

県関係課：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と農業団体との共有、支援

新体制による新たな販路開拓と有利販売への支援の実践【再掲】支援体制の構築

と事業創設【再掲】

県関係課：一元的に支

援できる体制の構築

、新需要開拓マーケ

ティング事業の創設

（野菜・果樹・花き）

※県関係課は新

組織や連携に関

わる各部担当課

農業団体：業務加工向け商材企画、メニュー提案等業務筋への販売活動、業務

ニーズに基づく荷姿調整等産地との協議、実需者との交流、販売後の総括と実

需者・産地との共有

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

中食・外食等への販路拡大【再掲】

（顧客開拓 5件） (顧客開拓 10件） (顧客開拓 10件）

特産野菜等コラボ企画・実践【再掲】

地域産品の掘り起こし→卸と連携したパートナーの選定→東京・大阪の飲食店等で

の地域メニューフェア等開催

（21年度：2地区） (22年度：2地区） （継続展開）

農業団体・市町村等：IPM等の地域の取組を実需者へ紹介、一次産品や観光資源

とのコラボ企画提案、実需者と産地の交流、企画の実践･総括

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

Ｐ２３９ 農業分野

別図（農２）参照
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連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

３．県産品の販路の拡大を支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

モニタリングを活用した販売促進【再掲】

ニーズの把握 ニーズや情報に基づく 販売戦略の確立

産地の課題共有化 取組の方向性確立 取組の検証

農業団体：市場等でのモニタリングへの参画、結果を踏まえた産地の生産流通

戦略協議・実践

県関係課：市場等でのモニタリング、生産流通戦略の策定支援及び実施の支援

果実の販売促進【再掲】

文旦：協議会設立 振興方針の合意 協議会活動の検証

消費宣伝戦略検討 販売戦略の確立 販売戦略の検証

ユズ： 協議会設立

消費拡大の検討・実践 販売戦略の確立

新高梨：各産地でのあり方 販売戦略の確立 販売戦略の検証

検討場づくり

農業団体：生産者・農業団体・県による地域の現状把握や課題の共有、生産流通

販売戦略策定と共有・実践

県関係課：生産販売戦略の共有と取組の支援

※県関係課は新

組織や連携に関

わる各部担当課

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県園芸流通課：流通関係者

との交流事業や出前授業、

販売促進事業を通した高知

県産園芸品の応援団づくり

の検討

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組ＰＲ

県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、産地

へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

交流や応援団づくりの検討 取組の実践

アンテナショップ

設立準備【再掲】
アンテナショップとの連携【再掲】

農業団体・生産者組織：品目の選定協議、出荷に向けた産地調整

県関係課：農業団体・生産者組織との協議調整及び取組支援
農業団体：品目の拡大協議、出荷に向けた産地

調整、販売拡大に向けた戦略づくりと生産者・農

業団体・県の共有、実践

県関係課：上記取組の支援

県合併・流通支援課：地産外商公社や首都圏アンテナショップの活用、県

外向け見本市・商談会情報の水産加工業者、流通業者への提供、県外

消費地市場と産地買受人との交流会の実施などによる県産水産物の県

外における消費拡大の推進

首都圏アンテナショップや県外向け見本市・商談会等の活用、県

外消費地市場関係者と産地買受人の交流等による県産水産物

の県外向け消費拡大対策の実施

Ｐ３３０ 水産業分野

別図（水５）参照
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連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

３．県産品の販路の拡大を支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆★県産品等の情報提供による
   県外在住の県出身者（県人会
   等）や本県に縁のある方の高知
   ファン（とさぽーたー）としての
   定着・県産品愛用者の増加

◆★贈答品(歳暮・中元・ｷﾞﾌﾄ)に
   関する県産品愛用運動の展開

◆★海外事務所の活用、民間
   (ｼﾞｪﾄﾛや商社等)との連携によ
   る貿易拡大への支援

○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

商談会の開催等

専門店：バイヤーによる商

品へのアドバイス、商品改

良の実施、売り出しイベン

トの実施

県地産地消・外商課：複数

の専門店のﾊﾞｲﾔｰを招い

た商談会の開催、売り出

しイベントの実施

専門店、高知県地産外商公社：バイヤーによる商品への

アドバイス、商品改良の実施、売り出しイベントの実施

県地産地消・外商課：外食等の団体の産地訪問等、県産

品のＰＲ等の実施

県内事業者：セミナーの受

講、展示会への商品出品、

人員派遣

県地産地消・外商課：スー

パーマーケットトレード

ショーへの出展、出展商品

の募集、出展効果を高め

るためのセミナーの開催

全国的な展示会や見本市への出展支援

県内事業者：セミナーの受講、展示会への商品出品、人

員派遣

高知県地産外商公社：展示・商談会への出展、出展商品

の募集、出展効果を高めるためのセミナーの開催

県地産地消・外商課：高知県地産外商公社の活動への

支援

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県地産地消・外商課：貿易促進コーディネーターの設置による海外展開に向けた 県内企

業の発掘等、貿易セミナー等の開催、海外での販売促進活動等（上海、シンガポール、香

港等）、輸出商談会（県内、海外で開催）、海外市場調査等

食品系を中心に輸出促進を支援

県内事業者：展示会への商

品出品、人員派遣

県地産地消・外商課：「’０９

食博覧会・大阪」への出展、

出展商品の募集

ｺﾝﾍﾞﾝ大阪事務所、観光県

ｼｮﾝ協会：観光情報の発信

県産品愛用運動 高知ﾌｧﾝの定着・増加・県産品の情報提供

高知県地産外商公社、県地産地消・外商課、県外事務所：県外の県人会メンバー等への県

産品広報紙の送付、雑誌等の出版社や大手のポータルサイト運営事業者等とのネットワー

クづくり、首都圏や大阪等での県産品試食会や高知ﾌｪｱの開催による高知のサポーターづ

くり

県企画調整課：県職員への

県産品利用意向ｱﾝｹｰﾄ調

査の実施

高知県地産外商公社：県外在住の県出身者や縁の

ある方、首都圏アンテナショップの顧客を対象に、

各種催し物等の情報を発信することにより、高知

ファン（県産品愛用者）の増加、県産品の販売拡大

につなげる

Ｐ１０７

別図（外４）参照
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連携テーマ【地産外商】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆首都圏等の大消費地か
ら遠距離であるというﾊﾝ
ﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟを抱えている

◆事業者等のｅｺﾏｰｽの拡
大に向けたＩＴ技術講習会
の開催(産業振興ｾﾝﾀｰや
商工会等)

◆ｅｺﾏｰｽ等の無店舗販売
のﾉｳﾊｳを持つ企業が少
ない

◆県産品に関する情報発
信(県産品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽやﾏｽ
ﾒﾃﾞｨｱを活用したＰＲ)
◆県産園芸品のｲﾒｰｼﾞｱｯ
ﾌﾟと消費拡大（ＣＭ放映や
試食宣伝活動への支援）
◆環境保全型農業への取
組のＰＲ(出前授業や産地
交流)
◆物産展での観光ＰＲの
実施

◆◎県産品に関する情報発信機
   能の充実・強化(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの
   充実、ﾏｽﾒﾃﾞｨｱを活用したＰＲ
   (野菜や畜産物))

◆★ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した県産品
   販売への支援（ｅｺﾏｰｽ）
  ・ｅｺﾏｰｽのﾉｳﾊｳ獲得のための
   研修会等の開催
  ・大手ｅｺﾏｰｽｻｲﾄと連携した取
   組の推進の検討
  ・観光の情報発信ｻｲﾄと連携し
   た県産品のｅｺﾏｰｽの拡大に
   対する支援
  ・継続的に購入してもらう顧客
   を確保するための支援

３．県産品の販路の拡大を支援

◆県外への営業活動がで
きる人材を有する企業が
少ない

◆規模の小さい企業が多
いこと等から、県外への営
業活動ができる人材を有
する企業が少ない

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

４．企業の販売力の強化を支援 ◆◎知的財産の保護と活用に向
   けた支援

◆◎全国的な展示会や見本市へ
   の出展支援、商談会等の開催
   (再掲)

◆★新商品の開発や販路の開拓
   に関するｾﾐﾅｰ等による企業の
   育成

〇

◆知的財産の保護と活用
に向けた支援

◆商工会などを通じた経
営指導、企業体質の強化

◆事業者等の展示会や見
本市等への出展に対する
補助(産業振興ｾﾝﾀｰの補
助金)(再掲)

◆新商品の開発や販路の
開拓に関するｾﾐﾅｰ等によ
る企業の育成
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

県企画調整課(H21～地産地消・外商課)：楽天市場「まち楽 高知」の開設等大手ｅコマースサイトとの連携

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した県産品販売への支援(ｅｺﾏｰｽ)

運営・構築しいﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの新するための情報発信ごと丸を外商課：高知・県地産地消

)再掲(運営・構築しいﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの新するための情報発信ごと丸を外商課：高知・県地産地消

県産品に関する情報発信機能の充実・強化

県企画調整課(H21～地産地消・外商課)：楽天市場「まち楽 高知」の開設等大手ｅコマースサイトとの連携(再掲)

ｅｺﾏｰｽのﾉｳﾊｳ獲得のための研修会等の開催

県経営支援課：「ｅ-コマー

スセミナー開催事業」によ

るセミナーの実施

ｅコマースを始めるにあたっ

て、必要な知識や環境など

基礎となる内容のセミナー

の開催

Ｈ２３年度以降は参加する

商業者の知識・技術習得レ

ベルに応じてレベルの高い

内容のものも検討

Ｐ１０７

別図（外４）参照

Ｐ１０７

別図（外４）参照

Ｐ３７３ 商工業分野

別図（商工１２）参照

◆県内企業の販売力が強化さ
れている
・県外へ打って出ることのでき
る企業の育成

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

商談会の開催等

専門店：バイヤーによる商

品へのアドバイス、商品改

良の実施、売り出しイベント

の実施

県地産地消・外商課：複数

の専門店のバイヤーを招い

た商談会の開催、売り出し

イベントの実施

専門店、高知県地産外商公社：バイヤーによる商品への

アドバイス、商品改良の実施、売り出しイベントの実施

県地産地消・外商課：外食等の団体の産地訪問等、県産

品のＰＲ等の実施

知的財産の保護と活用に向けた支援

県新産業推進課：知財活用ﾓﾃﾞﾙ支援事業（（Ｈ２１まで）、Ｈ２２以降は団体向けの知財専門家派遣事業））、知的

所有権ｾﾝﾀｰの機能充実

県内事業者：セミナーの受

講、展示会への商品出品、

人員派遣

県地産地消・外商課：スー

パーマーケットトレード

ショーへの出展、出展商品

の募集、出展効果を高める

ためのセミナーの開催

県内事業者：展示会への商

品出品、人員派遣

県地産地消・外商課：「’０９

食博覧会・大阪」への出展、

出展商品の募集

ｺﾝﾍﾞﾝ大阪事務所、観光県

ｼｮﾝ協会：観光情報の発信

全国的な展示会や見本市への出展支援

県内事業者：セミナーの受講、展示会への商品出品、人

員派遣

高知県地産外商公社：展示・商談会への出展、出展商品

の募集、出展効果を高めるためのセミナーの開催

県地産地消・外商課：高知県地産外商公社の活動への

支援
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連携テーマ【地産外商(関西地区）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆関西地区は本県にとっ
て最も近い大消費地であ
り、近年でも、園芸品の
約２０％、木材の約４０％
は、関西に流通し、高知
県への観光客の３０％は
関西圏からの入り込み客
である

◆大阪事務所では、これ
まで、農産物や木材を始
めとする県産品の販路拡
大、企業誘致やビジネス
マッチングによる商工業
の振興、高知への誘客に
向けた観光ＰＲなどに長
年取り組んできた

◆長期戦略を持っていな
かったため、場当たり的
な取り組みとなっていた

◆★関西ＰＲ戦略会議（仮称）を
   設置し、関西常設のアンテナ
   ショップや関西圏のＰＲ展開に
   あたっての検討を行う

（１）新たな関西ネットワーク
の構築

◆関西経済界や県内進
出企業等による「高知を
語る会」や「関西から高
知を応援する会」から高
知に対する助言・提言を
得てきた

◆関西における本県関
係者の人的ネットワーク
の中心であった県人会は
会員の減少や高齢化な
ど、会の今後の運営が懸
念される状況にある

◆新たな関西ネットワークを構築
   する
   ★関西において県人会、ふるさ
      と会、県内学校の同窓会等
      の「高知ファンネットワーク」
      と流通卸業者・ホテル料理人
      等の「高知よいもの販売ネッ
      トワーク」を構築し、高知県
      産品のＰＲやマッチングを実
      施する

１．関西地区における県産品販路
拡大への支援

   〇高知を語る会
      関西経済界と高知県とのつ
      ながりを強化し、関西と高知
      の産業の連携によるお互い
      の発展を目指すことを目的
      に開催する協力企業：（株）
      ＮＴＴネオメイト、（株）大阪
     ガス、近畿日本鉄道（株）、

改革の方向
現状 これからの対策

（２）関西高知県産品ＰＲ戦
略（農産物、水産物、加工
品）

◆関西バイヤー等と県内
企業のマッチングや情報
提供

◆スーパー等のバイヤー
は産地が明らかな地域
食材を求める傾向にある
が、県内企業は県外への
進出を希望しているもの
の、県外商談会等への出
展に消極的であり、商機
会をつかめていない状況
大阪事務所や産業振興
センターでは高知の企業
へ呼びかけを行い参加を
促している

◆〇有効な各種商談会や展示会
   への参加について、マスコミや
   産業振興センター、地産外商
   公社等を通じた情報提供を行
   うとともに、個別企業に対して
   も積極的に働きかけ商談の機
   会を確保する。また、高知県の
   企業の展示会に関西のバイ
   ヤーを案内しマッチング機会を
   増やす

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○は継続事業

○

      関西電力（株）、サントリー
      ホールディングス（株）、住
      友金属工業（株）、ダイキン
      工業（株）、（株）日本トリム、
      パナソニック（株）、（株）淀川
      製鋼所（５０音順）

   〇進出企業共同研究会
　    関西地域の関係団体との連
      携を深めるとともに、関西の
      県内学校同窓会組織、ふる
      さと会等との新たなネッワー
      クを構築し、交流を拡大し、
      産業・観光振興につなげる

                 　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆関西における高知県及び
高知県産品の認知度を高
め、高知県産品の販路が拡
大されている

◆関西への県内企業の事業
拡大を進め、高知県の産業
振興につなげる

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２０

県大阪事務所：関西ＰＲ戦略会議（平成２１年度から２３年度）を設置

し、ＰＲ展開の進捗状況の把握・対応検討、戦略商品の見直しを実施

メンバー（案）

マーケティングコンサルタント、広告宣伝企業、調理専門学校、高

知県地産外商公社、高知県産業振興センター、県大阪事務所 ほか

県大阪事務所：ＰＲ戦略イベント（土佐の宴など）を通じて関西ネットワークの構築を進める。

・高知ファンネットワーク 県人会、同窓会、ふるさと会、マスコミ関係、観光大使等

・高知よいもの販売ネットワーク 関西圏の流通卸業者、小売業者、ホテル、レストランの

料理人等

県大阪事務所：高知を語る会や担当者会の開催

関西ＰＲ戦略会議（仮称）の設置

新たな関西ネットワークの構築

高知を語る会の開催

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

３ 足腰を強め 新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成 中山間地域の産業づくり 新産業の創出）

県大阪事務所：進出企業、関西地域関係団体、関西に支店をもつ県内企業等との関係強化

県大阪事務所：関西地区における展示・商談会への県内

企業の出展を支援し、販路開拓・販売拡大を推進
県大阪事務所：マスメディア（地元新聞等）を活用

した商談会情報の積極的な提供

進出企業共同研究会の構築

展示・商談会への出展支援

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【地産外商(関西地区）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

（２）関西高知県産品ＰＲ戦
略（農産物、水産物、加工
品）

◆高知県の生鮮品を用
いたホテル、レストラン等
での高知フェアの開催支
援・提案

◆高知フェアの開催支
援・提案の際、ＰＲのため
の材料が不足し、満足さ
せられる提案ができない

〇

１．関西地区における県産品販路
拡大への支援

◆都市中心部にアンテ
ナョップが無く、消費者へ
の継続的なＰＲ活動が不
十分な状態である

◆産地直販店との連携
や大阪事務所内での「土
佐の木曜市」、他県との
合同による特産品販売を
通じて、県産品や観光の
ＰＲを行ってきた

◆〇関西の産地直販店との連携
   や支援により、定期的な物産販
   売とイベント参加を継続し、アン
   テナショップ的なＰＲの場を確
   保する

◆〇ホテル、レストラン等での高
   知フェア等の開催に向けた支
   援・提案を行う

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２０

県大阪事務所：営業用食材パンフレット等を作成し、高知フェアの拡大

県大阪事務所：司厨士協会等の料理人が集う会合への本県の食材提供

県大阪事務所：産地直販店との連携の推進や支援の実施（とさ千里、産直やよさこい等）

産地直販店との連携や支援による県産品の販売拡大

ホテル、レストラン等での高知フェアの開催への支援

著名な料理人との関係の構築

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県大阪事務所：平成２３年度の開催に向けた準備作業の

実施（ぱしふぃっくびいなす・にっぽん丸を想定）

関西から高知へ向かうクルーズ客船内で高知フェアを

開催し、乗客へのＰＲを行う（観光との連携）

県大阪事務所：有名レストランシェフとのタイアップによる旬の本県食材を

使った料理の試食会を開催し、招待したマスコミ各社編集者等を通じて本

県食材の情報発信を図る

雑誌等マスコミやインターネットを活用した高知県産品の情報

県大阪事務所：総合イベント「土佐の宴」を開催し、産業振興計

画の取組のアピール、生産者や仕入れ担当者、ホテル・レスト

ランの調理人等等の交流・マッチング、高知応援団の交流等を

行う

関西ＰＲ戦略総合イベントの開催
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連携テーマ【地産外商(関西地区）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

（４）地産外商に向けた企業
誘致の推進

◆〇１．５次的な産業を推進する
   ため、高知県内の第１次産業

との連携可能な企業の誘致活

１．関西地区における県産品販路
拡大への支援

（３）林業・木材産業販路拡
大

◆関西における高知県
産木材の販路拡大のた
め、工務店への邸別出荷
への支援、れいほくスケ
ルトンの普及支援、商談
会の開催

◆製材業者も受注を伸ば
すため、新規開拓に取組
む必要性を感じている
が、経済不況から新規工
務店の開拓に慎重になっ
ている状況

◆〇新規取引先の開拓と既存の
   取引企業との取引拡大、れい
   ほくスケルトン住宅の販路拡大

○

  との連携可能な企業の誘致活
   動を行う

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                 　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２０

県大阪事務所：大阪プレカット・建材問屋との連携による取引量拡大への取組、

消費者への説明会、構造見学会への支援によるれいほくスケルトンの普及支

援、既存の取引企業向けバスツアー提案や完成見学会でのＰＲ

県産材の販路開拓・販売拡大を支援

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県内の第１次産業と連携ができる企業の誘致活動の実

県大阪事務所：県内への企業の誘致活動の展開

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野 挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業 くり、新産業の創出）
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連携テーマ【地産外商(関西地区）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆本県への県外観光客
は約３００万人であり、そ
の約３割は関西圏からの
旅行者である。そのうち
約８割が自動車・バスで
の入り込みである。
◆旅行雑誌のアンケート
調査で、高知県は「地元
ならではのおいしい食べ
物が多かった」県の上位
に入っている

◆〇龍馬伝・土佐・龍馬であい博
   をきっかけとした積極的なPR活
   動を実施
　    特に、県内で育ってきている
   体験型・滞在型観光や、特色あ
   る「食」を関西の消費者ニーズ
   に対応しながら的確に情報発
   信していく

○

（１）マスメディアを使った情
報発信

◆マスメディアへの訪問
活動などによる人的な繋
がりにより、各メディアへ
の露出を図っている

◆人的な繋がりのある一
部のメディアや一部の一
般の方への情報提供に
限られており、ターゲット
に対して有効的な観光情
報の露出が図れていな
い

◆〇関西の地域特性を考慮した
   うえで、各種マスメディアを活
   用して情報を発信していく
   〇高知の売りである「食」情報
   も併せて露出するためのモニ
   ターツアーを実施する

◆紙面媒体の旅行編集
担当者を対象としてモニ
ターツアーを実施し、露
出を図っている

◆高知県の旅の魅力で
ある「現地の食」の情報
提供が十分でない

２．関西地区における効果的な観光
ＰＲ，プロモーション活動の展開

○

（２）観光展やイベントなど
での情報発信

◆四国観光立県推進協
議会や、在阪府県協議会
などが主催するイベント
などでＰＲを実施してきた

◆ポスター・パンフレット
展示に留まることも多く、
目新しさ・注目度が低い

◆〇立地の良い大阪事務所でイ
   ベントを実施するなど、事務所
   で高知情報を発信する
   〇「龍馬伝」をきっかけに、龍馬
   をテーマにした他県との合同・
   連携PRを実施し、話題性・注目
   度を高める

○

（３）関西ネットワーク ◆県人会会員など人的な
ネットワークに対して情報
提供を行ってきた
◆メールマガジンによる
定期的な情報提供を実
施

◆新たな高知ファンを、
情報ネットワークとして活
用できていない

◆★関西ネットワークの構築
   関西において県人会、ふるさと
   会、県内学校の同窓会等の
   「高知ファンネットワーク」と流
   通卸業者・ホテル料理人等の
   「高知よいもの販売ネットワー
   ク」を構築し、高知県産品のＰ
   Ｒやマッチングを実施する。
   【再掲】

○

（４）誘客活動の実施 ◆観光コンベンション協
会と連携し、旅行エー
ジェントに対する商品造
成のため、情報提供など
の働きかけを実施
◆教育旅行、スポーツ旅
行誘致のための訪問活
動や、実績団体へのフォ
ローなどを実施

◆中小旅行社への情報
提供不足
◆教育旅行、スポーツ旅
行に関して、直接団体
（学校）へのアプローチが
できていない

◆〇中小旅行社への情報提供活
   動を強化するとともに、関西の
   旅行客のニーズと、高知県の
   売りをマッチングさせながら旅
   行商品の造成につなげていく
   〇観光コンベンション協会と連
   携し、各種団体への訪問活動
   を強化する

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２０

◆関西において高知県の魅
力ある観光情報・物産情報が
広がっている
◆近畿圏からの観光客入込
数84万人→120万人

◆高知県のイメージアップと、
観光客の増加につながって
いる

県大阪事務所：「土佐・龍馬であい博」をきっかけとして新聞・雑誌・フリーペーパーなどで効果

的な露出を図り、であい博終了後も体験・食の魅力など継続的に露出を続ける

マスメディアを活用した観光情報の発信

本県の食と連携した情報の発信

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県大阪事務所：食を含めた地域特産物を体験するメニューの情報提供を強化し、旅行商品造成につなげて

いく

県大阪事務所：紙面媒体の編集担当者をモニターツアーの対象とし、ファンになってもらうことで、食の魅力など

を効果的に露出する

県大阪事務所：大阪事務所でイベントを実施するとともに、「龍馬伝」をきっかけに、龍馬をテーマに

した他県との合同・連携PRを図り、話題性・注目度を高める

龍馬をテーマにした他県との合同・直接ＰＲの実施

新たな関西ネットワークの構築（再掲）

中小旅行社への情報提供活動の強化等による旅行商品造成の推進

県大阪事務所：ＰＲ戦略イベント（土佐の宴など）を通じて関西ネットワークの構築を進める。

・高知ファンネットワーク 県人会、同窓会、ふるさと会、マスコミ関係、観光大使等

・高知よいもの販売ネットワーク 関西圏の流通卸業者、小売業者、ホテル、レストランの

料理人等（再掲）
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連携テーマ【地産外商(中部地区）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

（１）高知県産品のPRによ
る販路開拓・販売拡大の
支援

◆高知に行ったことのある
人は高知の食べ物が美味
しかったと感じている
◆名古屋事務所のアン
ケートデータでは、土佐料
理を食べたことがある人
は再度土佐料理を食べた
い（８４％）、食べたことが
ない人で食べてみたい（５
０％）、となっている

（１）企業誘致の推進 ◆自動車産業以外にも優
資

◆既立地企業に対する細やかな
び

◆全国センター合同物産
観光展で食品の販売を行
い、毎回売上げ記録を更
新している
◆大手デパートの物産展
への参加
　毎年１回１週間、四国・
瀬戸内の物産観光展に参
加し、不況の中、高知県
は大きく売上を伸ばしてい
る
◆大手スーパーマーケット
での高知フェアをＨ２１に
初めて開催
◆平成１１年まで本県の
土佐料理店で高知の食が
提供されていた

※中部３県は年間所得や
貯蓄が多く、大きなマー
ケットである
　・年間所得
　　　愛知県　　２位
　　　三重県　　８位
　　　岐阜県　２２位
　・貯蓄高
　　　三重県　　２位
　　　愛知県　　５位
　　　岐阜県　１０位

現状 これからの対策
改革の方向

２．中部地区における企業誘致の
推進

１．中部地区における県産品の販
路開拓・販売拡大

◆企業誘致を中心に活動
を展開しており、県産品の
売り込み機能が十分でな
かった
◆中部地域は高知に馴染
みが薄く、高知県単体で
の発信力が弱くデパート
での合同物産展（四国・瀬
戸内など）に留まり、充分
な販促ができていない状
況にある
◆名古屋地域に本格的な
土佐料理専門店がない

◆「龍馬伝」を機にデパートの他、
   量販店などで高知の最大の武
   器”食”を大いにPRし、販促を
   行うと共に、高知への観光の動
   機付けを行う

   〇百貨店や量販店、飲食店等
      での高知フェアの提案及び
      開催等

   ★名古屋市中心部への土佐料
      理専門店開設の支援

○

れた技術と資金力を持つ
企業が多数ある

  アフターケアの実施及び成長
   が見込まれる中小企業の発掘
   及び誘致

 

(1)遍路や龍馬伝を活用し
た高知県への誘客

◆航空機の便が少なくか
つ小さい。また、車・JRで
も時間がかかることから、
５０歳くらいまでに四国へ
行ったことがない人が多
い。

◆４県合同の遍路PR

◆照会が多いのは遍路で
ある。

◆エージェントへの商品化の要請

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

３．中部地区における効果的な観
光PR、プロモーション活動の展開

○

○

100



【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２１

◆中部地区への県内企業の
事業拡大を進め、高知県の産
業振興につなげる
　本物の土佐料理を本場高知
へ行ってもらい味わってもらう

目指すべき姿

◆高知県の最大の武器である
食を活かし、中部地区におけ
る高知県及び高知県産品の認
知度を高め、高知県産品の販
路を拡大する

県名古屋事務所：高知フェアの提案・開催

・全国センター合同物産観光展での県産品販売

・龍馬伝にあわせたデパートでの物産観光展開催

・量販店での高知フェア開催

・飲食店等への高知フェアの提案及び高知フェアの開催支援

・名古屋市中心部への土佐料理専門店開設の支援(店舗の設置・運営は

民間企業）

高知フェアの開催等による県産品の販路開拓・販売拡大の支援

◆高知県のイメージアップと、
観光客の増加につながってい
る。

◆中部地区において高知県の
魅力ある観光情報・物産情報
が広がっている。

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県名古屋事務所：歩き遍路・車遍路などの詳細なガイドブック作成の提案及び実施

４県合同の遍路ＰＲ

県名古屋事務所：既立地企業に対する細やかなアフターケアの実施
による増設や新規誘致企業の発掘、立地フェア等の開催

県名古屋事務所：アンケートにより、成長が見込まれる中小企業の発掘及

び誘致、立地フェアの開催

既立地企業に対するアフターケアの実施

成長が見込まれる中小企業の発掘及び誘致

エージェントでの商品化の実現

県名古屋事務所：エージェントへの商品化の要請
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連携テーマ【地産外商(中部地区）】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

(1)遍路や龍馬伝を活用し
た高知県への誘客

◆エージェントへのイベント情報提
   供による「龍馬伝」ツアーの商
   品化促進

３．中部地区における効果的な観
光PR、プロモーション活動の展開

◆龍馬伝等による高知のPR

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２１

目指すべき姿

県名古屋事務所：にっぽんど真ん中祭りへのよさこいチームのエキシビジョン参加、全国

龍馬伝等による高知のＰＲ

エージェントへのイベント情報提供による「龍馬伝」ツアーの商品化促進

県名古屋事務所：エージェントへのイベント情報の提供

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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小
規

模
な

事
業

者
が

多
い

た
め
、

県
外
で

の
営
業

に
力
を

注
ぐ
こ

と
が

難
し
く

、
商
品
開

発
力

も
相
対

的
に

弱
い

県
内

事
業

者
を

支
援

す
る

こ
と

で
、
本

県
産
業

を
底
上

げ

フ
ロ
ア

機
能

イ
メ
ー
ジ

２
階

飲
⾷
機
能
（
飲
⾷
・
イ
ベ
ン
ト
・
情
報
発
信
ス
ペ
ー
ス
）

○
著
名
な
シ
ェ
フ
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
試
⾷
会
や
フ
ェ
ア
等
を
開
催

○
美
容
と
健
康
を
ア
ピ
ー
ル

○
本
県
の
⾷
の
豊
か
さ
、
魅
⼒
を
五
感
に
訴
え
る
創
作
料
理

１
階

物
販
機
能
（
農
産
物
、
加
⼯
品
等
の
⾷
品
）

○
⾷
品
を
中
⼼
に
幅
広
い
年
齢
層
に
訴
求

○
各
種
催
事
を
実
施
し
、
⾼
知
の
商
品
と
地
域
を
ア
ピ
ー
ル

○
⿓
⾺
を
活
か
し
た
店
づ
く
り
で
幅
広
い
層
の
集
客
を
狙
う

地
下
１
階

物
販
機
能
（
酒
、
⼯
芸
品
、
そ
の
他
）

観
光
・
ふ
る
さ
と
情
報
発
信
機
能

商
談
コ
ー
ナ
ー
、
事
務
所

○
⾷
品
以
外
の
⾼
知
の
産
品
を
中
⼼
に
展
開

○
県
産
材
な
ど
事
業
者
向
け
商
品
も
展
⽰

○
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
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１

別
図

（
外
２
）

外
商
活
動
…
展
示
商
談
会
・
小
売
店
・
飲
食
店

外
商
商
品

ア
ン

テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
店
頭
（
物
販
・
飲
食
）
で
の
販
売

1
)P
O
S
ﾚ
ｼ
ﾞﾃ
ﾞｰ
ﾀ

2
)ﾊ

ﾞｲ
ﾔ
ｰ
等

の
意

見
3
)消

費
者

の
意

見
店
頭
商
品

１ ２

商
品
公

募
年
4
回
…
5
･
8
･
1
1
･
2
月

新
商
品
・
改
良
商
品

・
等

審
査

(公
社
)

テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

1
サ
イ
ク
ル
1
ヶ
月

公
募
･
審
5
～
6
月
⇒
実
施
7
/
8
/
9
月

公
募
･
審
査
8
～
9
月
⇒
実
施
1
0
/
1
1
/
1
2
月

公
募
･
審

査
1
1
～

1
2
月

⇒
実

施
1
/
2
/
3
月

1
)総

評
・

公
社
の

意
見

店
頭
で
の

ﾃ
ｽ
ﾄﾏ

ｰ
ｹ
ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ

商
品

３

地
域

ｱ
ｸ
ｼ
ｮﾝ

ﾌ
ﾟﾗ
ﾝ
等

事
業

者
等

に
よ

る
対

面
販

売
消

費
者
へ
の

ア
ン

ケ
ー
ト

公
募
･
審

査
1
1
～

1
2
月

⇒
実

施
1
/
2
/
3
月

公
募
・
審
査
2
～
3
月
⇒
実
施
4
/
5
/
6
月

公
社
の

意
見

・
商

品
改

良
の

提
案

2
)ﾊ

ﾞｲ
ﾔ
ｰ
の

意
見

3
)消

費
者
ｱ
ﾝ
ｹ
ｰ
ﾄ結

果
4
)P
O
S
ﾚ
ｼ
ﾞﾃ
ﾞｰ
ﾀ

フ ィ ー ド

商
品

再

産
振

セ
ン

タ
ー

産
業
振

興

財
政
的
支
援

人
的
支
援

産
振
セ
ン
タ
ー

基
金
事
業

県
総

合
補

助
金

フ ィ ー ド

県 ・ 関

ド バ ッ ク

再 チ ャ レ ン
金

融
機

関
専

門
家

マ
ッ

チ
ン
グ

専
門

家
興

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

金
融
機
関

制
度
融
資

基
金
事
業

そ
の
他
事
業

総
合

補
助

金
地

産
外

商
商

品
ﾌ
ﾞﾗ
ｯｼ

ｭ
ｱ
ｯﾌ

ﾟ支
援

事
業

費
補

助
金

既
存

事
業

バ ッ ク

係 機 関

ン ジ
新

商
品
の
磨
き
上
げ

自
立

食
品

産
業

協
議
会

・食
品

表
示

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

県
内
事
業
者
等
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別
図

（
外
３
）

地
産
外
商
公
社
が
公
募
す
る
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
の
テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
商
品
へ
の
応
募

★
商

品
の

選
定

は
、
地

産
外

商
公
社
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き

★
商

品
の

選
定

は
、
地

産
外

商
公
社
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き

テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
商
品
の
選
定

フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

1
)総

評
（

・
公

社
の

意
見

・
商

品
改

良
の

提
案

）
、

２
)ﾊ

ﾞｲ
ﾔ
ｰ

の
意
見
、
3
)消

費
者
の
意
見
、

4
)P
O
S
ﾚ
ｼ
ﾞﾃ
ﾞｰ
ﾀ

実
施

（
こ
の

時
点

で
対

象
と
な
る

事
業

が
選

定
さ
れ

る
。
）

実
施

（
こ
の

時
点

で
対

象
と
な
る

事
業

が
選

定
さ
れ

る
。
）

県
内
事
業
者
（
商
品
の
磨
き

上
げ
）

再
チ

ャ
レ

ン
ジ

自
立

補
助

金
★
補
助
金
の
申
請
に
当
た
っ
て
は

外
商
公

★
補
助
金
の
申
請
に
当
た
っ
て
は

外
商
公

【
補

助
金

の
概

要
】

補
助

金
交

付

補
助

申
請

★
補
助
金
の
申
請
に
当
た
っ
て
は

、
外
商
公

社
の
意
見
を
求
め
る
。

★
補
助
金
の
申
請
に
当
た
っ
て
は

、
外
商
公

社
の
意
見
を
求
め
る
。

①
補

助
率

：
１
／

２
以

内
、
②

補
助

限
度

額
：
１
，
０
０
０
千

円
、
③

補
助

対
象

経
費

：
ソ
フ
ト
事

業
（
補

助
対

象
経

費
の

例
：
商

品
を
磨

き
上

げ
る
た
め
の

経
費

（
パ

ッ
ケ
ー
ジ
の

改
良

、
商

品
コ
ン
セ
プ
ト
づ
く
り
、
市

場
調

査
等

）
、
試

作
品

を
作

成
す
る
た
め
の

経
費

）
、
④

補
助

先
：
事

業
実

施
主

体
へ

の
直

接
補

助
も
可

※
自

力
で
は

商
品

の
磨

き
上

げ
が

困
難

な
事

業
者

に
、
磨

き
上

げ
に
関

す
る
意

識
を
高

め
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
事

業
と
合

わ
せ

て
支

援
を
行

う
こ
と
で
、
磨

き
上

げ
の

ノ
ウ
ハ

ウ
を
身

に
付

け
て
も
ら
う
こ
と
等

を
目

的
と
し
て
お
り
、
１
事

業
者

あ
た
り
１
回

の
み

の
補

助
。
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『
高
知
サ
ポ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
推

進
』
及
び
『
県
産
品
の
情
報
発

信
』
に
関
す
る
取
組

●
高

知
サ

ポ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

の
推

進

県
産

品
等

の
情

報
を
掲

載
し
た
広

報
紙

「
ち
ゃ
お
高

知
」
の

発
行

、
高

知
県

に
縁

の
あ
る
首

都
圏

等
の

飲
食

店
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
県

産
品

の
試

食
会

、
高

知

フ
ェ
ア
の

実
施

な
ど
に
よ
っ
て
、
高

知
の

サ
ポ
ー
タ
ー
づ
く
り
を
推

進
し
、
県

産
品

の
販

路
拡

大
を
図

る
。

高
知

県
や

県
産

品
の

県
産

品
広

報
紙

作
成

事
業

高
知

に
縁
の
あ
る
首

都
圏

や
大

阪
・
名
古
屋
の
飲
食
店

マ
ス
コ
ミ
関

係
者

等

県
産

食
材

の
継

続
的

な
取
引

拡
大

ﾏ
ｽ
ｺ
ﾐ、

口
ｺ
ﾐに

よ
る
情

報
発
信

[関
係

課
・
団

体
]

☆
高

知
の

食
材

・
野

菜
、
果

実

・
肉

、
魚

・
・
・
ｅ
ｔｃ

県
産

品
Ｐ
Ｒ
等

推
進

事
業

首
都

圏
等

の
消

費
者

マ
ス
コ
ミ
関

係
者

等
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

県
産

品

高
知

提
供

参
加

開
催

来
店

県
外

事
務

所

産
地

訪
問

等

タ イ ア ッ プ

ﾌ
ｨｰ

ﾄﾞ
ﾊ
ﾞｯ
ｸ

別
図

（
外

４
）

首
都

圏
等

の
大

消
費

地

の
消

費
者

◆
県

産
品

の
販

売
拡

大

◆
観

光
客

の
増

加

◆
ふ

る
さ
と
寄

付
金

・
・
・
・
・
e
tc

サ
ポ
ー
タ
ー
、
リ
ピ
ー

タ
ー
づ
く
り

・
情

報
発

信

・
県

産
品

の

販
売

拡
大

県
外

在
住

の
高

知
県

関
係

者

県
内

を
訪

れ
る
旅

行
者

等

郵
送

・
Ｈ
Ｐ
掲
載

・
メ
ル
マ
ガ
配

信
等

県
産

品
等

の
情

報
提

供
[広

報
紙

ち
ゃ
お
高

知
の

内
容
】

県
産
品

情
報
、
高

知
の

食
と
か

ら
め
た
地

域
の

観
光

情
報

、

と
さ
ぽ

ー
た
ー
(高

知
フ
ァ
ン
)づ

く
り
に
つ
な
が

る
情

報
発

信

県
産

品
広

報
紙

作
成

事
業

・
県

産
品

や
観
光

、
移

住
・
定

住
等

の
高

知
の

情

報
を
丸

ご
と
発

信

・
県

内
の

ｅ
コ
マ
ー
ス
事

業
者

が
運

営
す
る
ｅ
コ

マ
ー
ス
サ

イ
ト
へ

の
リ
ン
ク
ペ
ー
ジ
を
構

築
し
、
事

業
者

の
サ

イ
ト
へ

の
新

た
な
入

口
を
提

供

大
手

ｅ
コ
マ
ー
ス
サ

イ
ト

大
手

ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト

連
携

県
内

事
業

者
の

ｅ
コ
マ
ー
ス
サ

イ
ト

リ
ン
ク

出
店

県
産

品
の

情
報

発
信

[県
産

品
情

報
発

信
の
充

実
・
強

化
の

内
容

】

県
産

品
や

観
光

な
ど
の

情
報

を
満

載
し
た
ﾎ
ﾟｰ
ﾀ
ﾙ
ｻ
ｲ
ﾄ『
高

知
ま
る
ご
と
ネ
ッ
ト
』
を
Ｈ
２
１
に
開

設
し
、
全

国
に
向

け
た
情

報

発
信

を
開

始
。
高

知
県

や
県

産
品

の
認

知
度
の

向
上

や
、
ｻ

ﾎ
ﾟｰ
ﾀ
ｰ
づ
く
り
を
図

る
た
め
、
充

実
・
強

化
を
す
す
め
て
い
く

カ
ツ
オ
の

た
た
き

坂
本

龍
馬

ﾒ
ﾙ
ﾏ
ｶ
ﾞ

等

土
佐

文
旦
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「
地

域
の

基
幹
産

業
」

地
域
の
雇
用
の
創
出
、

所
得
の
向
上
等

《
補
助
金
の
仕

組
み

》
○

市
町

村
の

間
接

補
助

、
地

域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の

位
置

づ
け

市
町

村
の

産
業

政
策

と
の

整
合

を
と
っ
て
事

業
を
進

め
る
た
め
に
は

市
町

村
の

コ
ン
セ
ン
サ

ス

が
必

要
。

○
外

部
審

査
会

事
業

の
意

義
、
効

果
、
継

続
性

、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
チ
ェ
ッ
ク
。
事

業
を
成

功
に
導

く
た
め
に

必
要

な
助

言
。

事
業

を
成

功
さ
せ
、
成
果

に
結

び
つ
け
て
い
く
た
め
に

必
要

な
仕

組
み
だ
が
、

ハ
ー
ド
ル

が
高

い
、
使

い

に
く
い

と
い
う
声

も
・
・
・
・

都
市
圏

・
全
国
・
海
外
で

ハ
ー

ド
整

備
で

地
域

産
業

人
材

の
育

成
（
ス
テ
ッ
プ
１
）

集
合

研
修

Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｊ
Ｔ

新

地
域

の
取

り
組

み
の

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ
プ

推
進

・
地
域
資
源
を
活
用
し
た
い

・
商
品
を
企
画
し
た
い

・
新
た
に
商
品
を
作
り
た
い

・
他
の
産
業
と
連
携
し
た
い

・
新
分
野
へ
進
出
し
た
い

支 援

《
産

業
振

興
推
進

総
合
支

援
事
業
費

補
助
金

》
事

業
の
各

段
階

で
、
事

業
者
の
ニ
ー
ズ
や
課
題
に
応
じ
て
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
面

か
ら
総

合
的

に
引

き
続

き
支

援

・
地
域
の
農
産
物
を
使
っ
て
加
工
品
を
つ
く

り
た
い

・
既

存
商

品
に
付

加
価

値
を
つ
け
た
い

・
デ
ザ
イ
ン
を
工
夫
し
た
い

・
商
品
力
を
つ
け
た
い

・
地
産
地
消
を
徹
底
し
た
い

・
販
売
拠
点
を
作
り
た
い

・
地
域
外
へ
打
っ
て
出

た
い

・
販
売
方
法
を
工
夫
し
た
い

・
取
引
相
手
を
見
つ
け
た
い

支 援

支 援

生
産

（
商

品
化

）

加
工

（
高
付
加
価
値
化
）

販
売

（
市

場
化

）

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

産
振

補
助

金
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
等

事
業

拡
大

に

向
け
た
挑

戦

本
格

的
な
実

施

Ｈ
２
１

産
振

補
助

金
の
採
択
４
３
件

目
標

（
成

果
）

別
図

（
外

５
）

地
産

外
商

の
加

速
化

地
域
本
部
・
地
産
外
商
公
社
・

地
域
資
源
活
用
共
有
会
議

等

事
業

実
施

主
体

都
市
圏

・
全
国
・
海
外
で

流
通

す
る
商
品

○
首
都
圏
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
の
テ
ス

ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
［地

産
外

商
公

社
］

県
内
で
流
通
す
る
商
品

ハ
ド

整
備

で

市
場

を
拡

大
し

た
い

商
品

の
磨

き
上

げ

地
産
外
商

戦
略

集
合

研
修

Ｏ
Ｆ
Ｆ
‐Ｊ
Ｔ

（
ス
テ
ッ
プ
２
）

集
合

研
修

＋
個

別
実

践
研

修
Ｏ
Ｊ
Ｔ

【
事

業
区

分
：
一

般
事

業
（
通

常
分

、
特

別
分

）
・
特

別
承

認
事

業
】

◆
補

助
率

：原
則
と
し
て
、
１
／
２

以
内

（
た
だ
し
、
地
域
へ
の
経
済
波
及
効
果
が
高
い
と
認
め
ら
れ
た
取
組
は
、
２

／
３
以
内
）

□
他

の
事

業
（国

・県
）へ

の
継

ぎ
足
し
補
助
の
実
施

→
最
大
２
／
３
ま
で
嵩
上
げ

□
企

業
の
ハ
ー
ド
整
備
事
業
も
対
象

（１
／
２
以
内
）

◆
補

助
対

象
事
業

地
域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
な
ど
県

産
業

振
興

計
画

に
位

置
づ
け
ら

れ
た
取
組
で
、
本
県
の
産
業
振

興
に
資
す
る
取
組

◆
対

象
事

業
者

市
町
村
等
、
地
域
団
体
、
企
業

等
（
含
む
個
人
事
業
者
）

任
意

＋

Ｈ
２
１

新
た
な
素

材
、
事

業
の

発
掘

・
芽
出
し

地
域
の
取
り
組
み
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

産
業

振
興

計
画

を
さ
ら
に
加

速
＝

成
年
度

初
算

億

計
画

改
定
の
５
本
柱
の
一
つ

地
域

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

【
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
事

業
（
案

）
】

○
地

域
産

業
人

材
の

育
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受

講
し
、
ス
キ
ル

を
身

に
つ
け
た
事

業
者

の
取

組
を

支
援

⇒
研

修
指

導
者

の
評

価
＜
実
践
者
の
広
が
り
＞

○
地

域
Ａ
Ｐ
の

立
ち
上

が
り
段

階
の

取
組

を
柔

軟
に
支

援
＜

取
組

の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
＞

◆
補

助
率

：
１
／

２
以

内

事
業

の
性

格
、
段

階
に
応

じ
た
柔

軟
な
支

援
H
2
2
か
ら

拡
充

追
加

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

産
振

補
助

金
【
一

般
事
業
・
特
別
承
認
事
業
】

事
業
化
の
ア
イ
デ
ア
・や

る
気

ア
イ
デ
ア
の
具

体
化

（ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
）

ア
ド
バ

イ
ザ

派
遣

等

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

ス
キ
ル

の
向

上

ビ
ジ
ネ
ス

の
実

践

商
品

の
磨

き
あ
げ
を
支

援
す
る
た
め
の

地
産

外
商

商
品

ﾌ
ﾞﾗ
ｯ
ｼ
ｭ
ｱ
ｯﾌ

ﾟ支
援

事
業

費
補

助
金

の
創

設
【
新
規
補
助
事
業
（
案
）
】

◆
補

助
率

：
１
／

２
以

内

◆
補

助
限

度
額

：
1,
00
0千

円
（
ソ
フ
ト
事
業
）

◆
補

助
先

：
事
業
者
（直

接
補
助
）

新

◆
補

助
限

度
額
：
１
事
業
あ
た
り

５
０
，
０
０
０
千
円
（
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
事
業

）

◆
補

助
先

：
原

則
と
し
て
､市

町
村

等
（間

接
補
助
）

◆
要

件
：

地
域

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
へ

の
位

置
付

け
な
ど

等
（
含
む
個
人
事
業
者
）
、
任
意

団
体

平
成
２
１
年
度
当
初
予
算
：
１
０
億
円

↓
平
成
２
２
年
度
当
初
予
算
：
１
２
億
５
千
万
円

◆
補

助
限

度
額

：
1,
00
0千

円
（
ソ
フ
ト
事
業
）

◆
補

助
先

：
事
業
実
施
主
体
へ
の
直
接
補
助
も
可
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高
知

県
産

業
振

興
推

進
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
制

度
の

概
要

【
ね
ら
い
】

別
図

（
外

６
）

【
ね
ら
い
】

◆
産

業
振

興
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
「
地

域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
や

「
産

業
成

長
戦

略
」
が

抱
え
る
個

別
の

課
題

や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
様
々
な
角
度
か
ら
専
門
家
に
指
導
、
助
言
等
を
頂
き
な
が
ら
、
産
業
振
興
計
画
を
着
実
に
推
進
し
そ
の

実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
支
援
す
る
。

◆
産
業
振
興
ス

パ
バ
イ
ザ

全
国

的
な
著

名
人

有
名

人
な
ど
に
委

嘱
し

本
県

の
持

つ
「
食

」
「
自

然
」

◆
産
業
振
興
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ

ー
・
・
・
・
・
全

国
的

な
著

名
人

、
有

名
人

な
ど
に
委

嘱
し
、
本
県
の
持
つ
「
食
」
、
「
自
然
」
、

「
人
」
な
ど
の
強
み
を
全
国
に
情
報
発
信
し
て
い
た
だ
く
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
産
業
振
興
計
画
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
と
と

も
に
県
産
品
の
販
路
拡
大
等
に
つ
な
げ
る
。

「
地

域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」

「
産

業
成

長
戦

略
」

活
動

内
容

概
要

産
業

振
興

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
指

導
・
助

言
等

人

人
材

「
地

域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
、
「
産

業
成

長
戦

略
」

の
実
現
に
向
け
、
ニ
ー
ズ
や
課
題
に
応
じ
て
、
組

織
づ
く
り
か

ら
、
生

産
、
商

品
企

画
、
流

通
、
販

売
に
至

る
ま
で
、
き
め
細

か
く
総

合
的

に
支

援
す
る

た
め

地
域

（
関

係
各

部
）
か

ら
の

申
請

に
基

づ

○
現
地
で
の
実
地
指
導

○
課
題
解
決
へ
の
ｱ
ﾄﾞ
ﾊ
ﾞｲ
ｽ
、
助
言

○
事

業
計

画
の

作
成

指
導

○
地

域
ｱ
ｸ
ｼ
ｮﾝ

ﾌ
ﾟﾗ
ﾝ
の
ﾌ
ｫ
ﾛ
ｰ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ

【
分

野
】
経

営
管

理
、
商

品
企

画
・
開

発
流

通
、
観

光
振

興
、

デ
ザ

イ
ン
、
地

域
活

性
化

、
IC

T
な
ど

【
業

種
】

大
学

教
授

、
コ
ン
サ

た
め
、
地
域
（
関
係
各
部
）
か
ら
の
申

請
に
基

づ
き
、
各

分
野

の
専

門
家

を
派

遣
す
る
。

○
地

域
ｱ
ｸ
ｼ
ｮﾝ

ﾌ
ﾗ
ﾝ
の

ﾌ
ｫ

ｱ
ｯ
ﾌ ｅ
ｔｃ

ル
タ
ン
ト
、
ＩＴ
事

業
者

、
量

販
店

バ
イ
ヤ
ー
、
商

品
デ
ザ

イ
ナ
ー

な
ど

産
業

振
興

ス
ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー

産
業

成
長

戦
略

を
着

実
に
推

進
す
る
た
め
、
専

門
的

見
地

か
ら
指

導
・
助

言
な
ど
を
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
本
県
な
ら
で
は
の
自
然
や
食
文
化
、
県
産

品
等

を
全

国
に
情

報
発

信
し
て
い
た
だ
く
こ
と
な

産
振

興

○
県

産
品

な
ど
の

情
報

発
信

○
PR

、
ｲ
ﾍ
ﾞﾝ
ﾄや

講
演
等
へ
の
協
力

○
産

業
振

興
に
関

す
る
指
導
、
助
言

情
報

発
信

・
提

供
等

全
国

的
に
有

名
な
人

物
で
、
情

報
発
信
力
が
あ
る
方
。

〔
例
〕

フ
ー
ド
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
有

名
シ

フ
ラ
イ
タ

ブ
ロ

人
材

品
等

を
全

国
に
情

報
発

信
し
て
い
た
だ
く
こ
と
な

ど
を
目
的
に
、
全
国
的
な
著
名
人

・
有

名
人

を
「
ス
ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
」
と
し
て
委

嘱
す
る
。

○
産

業
振

興
に
関

す
る
指
導
、
助
言

○
人

的
ﾈ
ｯ
ﾄﾜ

ｰ
ｸ
の

活
用

に
よ
る
販

路
拡

大
等

へ
の

協
力

名
シ
ェ
フ
、
ラ
イ
タ
ー
、
ブ
ロ

ガ
ー
、
観

光
関

係
者

な
ど
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地域別

研究会

方式

全体会

方式

テーマ

別研究

会方式

◇地域性のある資源に

ついての具体的な活

用方法の検討 など

◇生産者および商工

業者等により、テ

ーマ別に具体的な

組を検討

◇市町村やテーマの区

切りなく、地域全体

で広域的に検討

◇既存地域アクシ

地域資源活用共有会議
【事務局：商工会又は商工会議所等】（県内７ブロック：ブロックごとに１箇所）

【参加者：民間事業者、行政等】（Ｈ２１年度からの継続、公募など）

＜地域の実情に合ったスタイル＞

＜必要に応じ参加者の追加＞

地域の資源や地場産品の情報共有、商品化のための協議会を地域の商工業者

や生産者等を中心とする民間組織により開催し、地域資源の商品化を目指す

生産者、加工業者、商工業者を見出す。

地域資源活用共有会議

事業の目的

別図（外７）

【地域例】

・市町村

・隣接市町村

・山間部

・沿岸部 など

取組を検討

◇少人数で専門的な

取組を検討 など
【テーマ例】

・土産物づくり

・観光ﾒﾆｭｰづくり

・食品加工

・木工品製造 など

◇既存地域アクション

プランの磨き上げを

地域全体で検討する

など

・会議運営費の補助

・産業振興推進アドバイザーによるアドバイス

・産業振興推進地域本部との連携 等

相談

提案

産業振興推進地域本部

【地域ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝへの掲載】

実践

民間事業者等、独自の

取組の展開

地
域
の
取
組
の
ス
テ

ア
ッ
プ
を
支
援

サポート

・産業振興推進アドバイザーの派遣

・地域産業人材の育成

【ステップ１】集合研修

【ステップ２】集合研修＋個別実践研修

・産業振興推進総合支援事業費補助金
テ
ッ
プ

援 （ステップアップ事業）
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

２ ニューツーリズムの推進と 

 観光への地域産物の活用 
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連携テーマ【　ニューツーリズムの推進と観光への地域産物の活用　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆受入態勢づくりの充実

　◎体験ツーリズムの拠点とな
　　 る農林漁家民宿等の充実

　◎アクセス道路や生活環境、
　　 交流施設の改善など環境
　　 整備を推進

　◎外部アドバイザーの活用や
　　 インストラクターの育成

　★地域コーディネート組織を
　　 強化・新設し、広域的なワ
　　 ンストップ態勢を確立

○ ○

◆農林漁家民宿等はＨ１
８：２９軒 → Ｈ２０：４１軒
と増加傾向

◆教育旅行の受入（幡多
広域観光協議会）年間平
均約2,300人

◆単発的、個人的な取組
は実施されているが連携
が十分進んでいない

◆情報を一元的に管理し
提供していくための情報
共有の場がない

◆「花・人・土佐であい
博」を契機に、漁業体験
やウオーキングツアー等
の取組が拡大してきてい
る

◆農家レストランや農林
漁家民宿等の開業を支
援している

◆新たな体験プログラム
づくりやモニターツアーの
実施、安全管理の徹底な
ど、体験メニューの質の
向上を支援している

◆集落環境や交流施設
整備への支援、森林セラ
ピーロードの整備などを
促進している

◆「花・人・土佐であい
博」により、地域資源の
掘り起こしや受入態勢づ
くりを支援している

◆(財)高知県観光コンベ
ンション協会が旅行業登
録を行い、市町村等の要
請に基づいてモニターツ
アーを主催している

これからの対策

◆体験型メニューの受入
れ容量が小さく、期間限
定などの制約があるため
観光商品になりにくい

◆テーマ性を持ったツ
アーの造成など、旅行者
ニーズに沿った受入態勢
づくりまで取組が進んで
いない

◆ノウハウやマーケティ
ングが不足しており観光
商品としての魅力に欠け
ている

◆地域や産業間、同業
者、民間組織との連携が
不十分で、効果的な情報
発信ができていない

◆顧客の満足度を高め
る意識や”業”として取り
組む意識が低い

◆旅行商品化するために
は安全性の確保や補償
問題などの解決が必要

◆中山間や漁村地域ま
での二次交通の整備が
進んでいない

１．産業間連携による新たな可能
性への挑戦

　　　　　（１）ニューツーリズムの
　　　　　推進

改革の方向
現状

◆情報発信の展開

　◎「よさこいネット」からグリー
　　 ンツーリズムや物産情報へ
　　 導く仕組みの構築

○ ○

○ ○

進 で な

◆体験メニューの充実

　◎「花・人・土佐であい博」で
　　 芽出しした地域資源の継
　　 続的育成と新たな資源発
　　 掘の支援

　★子ども農山漁村交流プロ
　 　ジェクトの推進
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿

◆地域資源を活かした体験
メニューや農林漁家民宿等
が拡大している

◆体験メニューや交通アク
セスなど、ニューツーリズム
に関する情報を一元的に、
かつ、タイムリーに提供して
いる

Ｈ２０ Ｈ２１

◆地域資源を活かした体験
メニュー等が旅行商品とし
て定着し、滞在型の観光客
を通年で受け入れしている

◆年間を通じて安定した誘
客により、収入の確保につ
ながっている

Ｈ２３Ｈ２２

アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など環境整備を推進

体験ツーリズムの拠点となる農林漁家民宿等の充実

県関係課：農林漁家民宿等の開業支援など

外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成

県関係課：アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など

市町村、観光団体等：外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成

県観光政策課、計画推進課：観光圏整備事業費補助金や産業振興推進総合支援

事業費補助金でアドバイザー活用等の取組を支援

地域コ ディネ ト組織を強化 新設し 広域的なワンストップ態勢を確立

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で体験型観光

の受入態勢づくりの取

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

地域コーディネート組織を強化・新設し、広域的なワンストップ態勢を確立

市町村、観光団体等：地域コーディネート組織に結集して広域観光の取組を推進

県観光政策課：観光振興総合補助金で広域観光の推進を支援

市町村、観光団体等：グリーンツーリズムや物産情報の発信を強化

(財)高知県観光コンベンション協会：「よさこいネット」とのリンクなど情報の一元化

の推進

「よさこいネット」からグリーンツーリズムや物産情報へ導く仕組みの構築
県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で体験型観光

の受入態勢づくりの取

組を支援

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で体験型観光

の受入態勢づくりの取

組を支援

市町村、観光団体等：地域イベントの実施と観光商品化に向けた取組

県観光振興部：地域イベントや継続できる観光商品化への取組等を支援

「花・人・土佐であい博」で芽出しした地域資源の継続的育成と新たな資源発掘の

支援

子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

幡多広域観光協議会：プロジェクトのモデル地区として子どもの受入教育旅行商品の開

発

県関係課：プロジェクト推進の支援と教育旅行誘致のための取組を支援，受け皿となる

地域の拡大の促進

県関係課：受け皿となる

地域の拡大の促進
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連携テーマ【　ニューツーリズムの推進と観光への地域産物の活用　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

１．産業間連携による新たな可能
性への挑戦

　　　　　（２）観光への地域産物
　　　　　の活用

◆旅行情報誌によるアン
ケートで本県は”食”の魅
力が全国トップクラス

◆宿泊施設や飲食店、道
の駅などでの地産地消の
取り組みにバラツキがあ
る

◆首都圏などにおいて情
報発信の場が少ない

◆地場産品を活用した土
産物のバリエーションが
少ない

◆スーパーよさこいなど
首都圏をはじめとする地
域で観光ＰＲと物産展を
組み合わせて実施してき
た

◆「花・人・土佐であい
博」で”食”を組み合わせ
た体験メニューづくりを推
進した

◆有名な料理人によるレ
シピの開発と情報発信を
行ってきた

◆「土佐の料理伝承人」
などで食によるもてなしを
担う組織を育成・支援し
てきた

◆生産者と実需者(宿泊
施設など)のマッチング支
援を行ってきた

◆各市町村等の県外で
の観光物産ＰＲや地場産
品の販売促進を県外事
務所が支援してきた

◆観光プロモーション等
において地場産品を使用
した料理や宇宙酒などを

◆観光部門の取組と物
産販売・ＰＲの取組とが
積極的に連携するという
視点が弱い

◆地域食材の安定的、適
正価格での提供態勢が
十分整っていない

◆地域産品を使用した魅
力ある土産品やレシピの
開発などが少ない

◆販売者側に地場産品
を積極的に売ろうとする
意識が薄い

◆地域産物の商品化を促進

　◎地域産物を活かした土産
　　 品づくり、統一メニューづく
　　 り

　◎地域産物を体験メニューに
　　 組み入れる取組を支援

◆地域産物の観光施設等での
　 販売促進

　★生産者と実需者とのマッチ
　　 ングをさらに進めシステム

　 として構築

○ ○

した料理や宇宙酒な を
提供してのＰＲを実施した

構築

　◎観光地で地場産品販売所
　　 や土産品店、レストランな
　　 どへ誘導する観光ルート
　　 の設定を促進

○

◆地域産物の情報発信を促進

　★アンテナショップの役割を
　　 見直し、観光物産情報の
　　 発信とともに都会におけ
　　 るニーズ調査機能を強化

　◎観光と物産の一元的な情
　　 報発信を促進

○ ○

○

116



【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿

◆地域の特色ある”食”を
活かした旅行商品が本県
観光の魅力となり、観光客
の増加につながっている

◆観光客による地場産品
の購入が促進され、高知県
のイメージアップと地域経
済の活性化につながってい
る

◆宿泊施設や道の駅など
での地場産品の使用が拡
大し、観光客へ魅力ある”
地場産品”や”食”の提供が
広がっている

◆観光と物産の一元的な
情報発信がなされている

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で地域産物を

使用したメニューの開

発などを支援

事業者:地域産物を活かした土産品の開発、宿泊施設等での統一メニューづくり

県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

地域産物を活かした土産品づくり、統一メニューづくり

地域産物を体験メニューに組み入れる取組を支援

事業者:一次産業資源などを積極的に活用した体験メニューの開発

県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

生産者と実需者とのマッチングをさらに進めシステムとして構築

県関係課：生産者と実需者とのマッチングシステムの構築による地産地消の推進
県観光振興課：地産地

消 など 連携

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

県関係課：生産者と実需者とのマッチングシステムの構築による地産地消の推進

地場産品販売所や土産品店、レストランに誘導する観光ルート設定の促進

事業者：地場産品販売所や土産品店、レストラン等の品揃えや販売手法の改善に

よる魅力アップ

県関係課：地場産品販売所等を含む観光周遊ルートの作成や情報発信を支援

首都圏アンテナショップの活用

県観光政策課、東京事務所：アンテナショップを核

にした情報発信

観光と物産の一元的な情報発信を促進

事業者：道の駅などで観光と物産の情報を一元的に発信

県観光政策課、計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金で情報の一元

化の取組を支援

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で地域産物を

使用したメニューの開

発などを支援

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で地域産物を

使用したメニューの開

発などを支援
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

３ 木質バイオマスの有効活用 
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連携テーマ【木質バイオマス利用の拡大】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆原油価格の大幅な変
   動や地球温暖化対策
   への対応として、バイ
   オマス燃料の需要が
　 増加している

◆製材工場の残材は利
   用されているが、林地
   残材の利用は進んで
   いない

（１）原料収集システム整
     備

現状 これからの対策
改革の方向

１．未利用森林資源の有効活用

◆生産・供給コストが高
   く、木屑や木質ペレット
   を安定的に利用できる
   体制ができていない

◆製材工場の端材として
   発生する木質バイオマ
　 スの利用拡大

◆林地残材については
   採算が合わないため、
   利用の対象と考えら
   れていない

◆低コスト化に必要な機
   械類が普及していない
　　（収集・運搬車両）

◆生産～収集～配送のシステ
   ム化の検討
   ★県庁内に推進体制を構築
   ★先行地域を参考にシステ
      ム化の検討
   ★効率的な収集運搬の実証
      事業への支援

○ ○

木質バイオマス年間利

用量（Ｈ１９)

９万７千トン

◆★県工業会や一次産業（林
   業等）との連携による機器開
   発（効率的な生産・積み込
   み・搬送を可能にする機械
   器具の開発）

○ ○

◆コスト差を埋める支援の仕
   組みの検討
   ◎企業ＣＳＲ、排出量取引制
      度、公的資金等の活用

○ ○

◆○地球温暖化対策と一体と
   なったＰＲ活動

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆林地残材、製材端材等
   を木質バイオマスエネル
   ギー源として有効利用さ
   れている

◆森林からの収集量
　 ３万４千トン

◆製材工場等からの
   収集量
　 ９万８千トン

◆林地残材、製材端材等
   を木質バイオマスエネル
   ギー源として有効利用さ
   れている

◆森林からの収集量
　 １６万トン

◆製材工場等からの
   収集量
　 １２万トン推進体制の整備

県木材産業課：木質バイオ

マス活用推進協議会の設

置

県森林技術センター：木質

バイオマス収集運搬システ

ムの検討

システム化の検討

収集運搬への支援

木質バイオマス年間利

用量

１３万２千トン

木質バイオマス年間

利用量

２８万トン

県関係課：木質バイオマス

活用推進協議会の開催

県森林技術センター：木質

バイオマス収集運搬システ

ム化に向けた現地調査

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

低コスト化に向けた機器

の開発・改良

県木材産業課：木質バイ

オマスニュービジネス創出

事業（林野庁）を活用した

取組

県林業改革課：素材生産

に伴い派生する低質材の

搬出に支援

県新産業推進課：県工業

会や一次産業（林業等）と

の連携による機器の開

発・改良に対する外部資

金獲得等の支援

県関係課：市町村や民間

事業体と連携したＰＲ活動

の促進

温暖化対策と一体となっ

たＰＲ活動

収集運搬への支援

県林業改革課：森の工場か

らの搬出支援策の改善及

び、自伐林家による低質材

の搬出への支援

県木材産業課：高知県森林

整備加速化・林業再生基金

の活用

県環境共生課：排出量取引地域モデル事業

木質バイオマスを活用したＣＯ2削減プロジェクトの推進

県環境共生課：木質バイオマス地域循環モデル事業

県環境共生課：排出量取引(CO2排出削減)プロジェクト

事業を拡充して林地残材の活用を支援

市町村：本格実施

木材産業課：グリーン熱証書発行事業
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連携テーマ【木質バイオマス利用の拡大】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

○ ○

１．未利用森林資源の有効活用
　　　　（２）利用の普及

◆セメント会社や発電
   所、施設園芸などで
   化石燃料代替品とし
   ての需要が高まって
   いる

◆木屑や木質ペレット
　 を燃料とする設備・
　 機器が高価
　 また、まだ実証段階
 　であり、長期間利用
　 されたものがなく耐
 　久性、安定性等が
　 確認されていないた
 　め普及していない

◆スイス製チップボイ
   ラーによる園芸ハウ
   スの加温実証試験

◆木質バイオマスの利
　 用拡大に向けた地域
   推進会議の開催

◆木質バイオマス燃料
　 の園芸用ボイラーの
   開発普及

◆木質バイオマスより有
   利な、材料や燃料が
   あったため需要が少な
   かった

◆県内では燃料の木質
   ペレットを一定価格で
   安定供給できるシステ
   ムが整っていない

◆暖房効率、作業性、安
   全性、コスト、収益性な
   ど優位性が検討できて
   いない

◆燃料特性上取扱が不
   便（嵩張る・煤煙・燃焼
   灰等）

◆イニシャルコストが高
   い

◆木屑焚き、ペレット焚きの設
   備・機器の開発と普及への
   支援
   ○ボイラーの実証と改良
　 ◎機器導入の補助事業の
      メニュー化

◆★公共施設における木質バ
   イオマス利用施設の整備

○ ○

◆★地球温暖化対策の一環
   としての、グリーンエネル
   ギー利用の促進

○ ○

◆残灰回収のシステム化と再
   利用の検討
   ◎農業団体、市町村、県等
      による検討会の設置

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度
末）

中長期的な視点（概ね１０年
先）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆発電施設における化石
   燃料との混焼施設や、
   ビニールハウスの加温
   用設備、事業所や家庭
   用の冷暖房機の普及
   と、その燃料として、木
   屑や木質ペレットが広
   く利用されている

◆発電施設における化石
   燃料との混焼施設や、
   ビニールハウスの加温
   用設備、事業所や家庭
   用の冷暖房機の普及
   と、その燃料として、木
   屑や木質ペレットが広く
   利用されている

◆木質バイオマス起源の
   グリーン電力が幅広く
   利用されている安価で信頼性の高い木

質バイオマス利用施設

や機器の開発・改良

県木材産業課：木質バイ

オマス普及事業（利用機

器導入への支援）の創設

高知県森林整備加速化・

林業再生基金、高知県グ

リーンニューディール基金

の活用

県新産業推進課：機器の開

発・改良に対する外部資金

獲得等の支援

農業用ボイラー等の利用

施設の整備

農業用ボイラーの性能把

握と改良

県環境農業推進課、研究

開発課：各種木質ボイラー

の実証試験及び検証（コス

ト、安全性等）

県産地づくり課：現地実証

試験への支援

農業用ボイラーの実

証への支援

農業用ボイラー等の利用施

設の整備

農業者等：農業用等木質

ペレットボイラーの導入

県木材産業課：高知県森

林整備加速化・林業再生

基金、高知県グリーン

ニューディール基金 の活

用

Ｐ２９５ 林業分野

別図（林６）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）

公共施設での利用施設

の整備

の活用

県関係課：森林・林業・木

材産業づくり交付金（林野

庁）の活用 地域バイオマ

ス利活用交付金（農水省）

の活用

県環境農業推進課：燃焼灰

の有効活用に向けた検討

燃焼灰処理システムの

検討

県関係課：木質バイオマス

起源によるグリーンエネル

ギー利用について、市町村

や民間事業体と連携した、

ＰＲ活動の展開

積極的なＰＲ活動

用

木質ペレット生産施設の

整備

県木材産業課：高知県森林

整備加速化・林業再生基金

の活用

県関係課：地域単位で焼灰

の活用システムを検討

改革 方向 足 を固 、活力ある県外市場 打 出る（ 産 消 徹底、 産外商 推進、海外販路開拓 挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

４ 中山間地域の産業づくり 
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地
域

住
民

が
主

体
）

小
さ

な
ビ

ジ
ネ

ス

拠
点

ビ
ジ

ネ
ス

○
拠

点
ビ

ジ
ネ

ス
の

中
核

と
し

て
の

役
割

を
担

う
、

三
セ

ク
や

農
協

等
の

拠
点

組
織

で
は

、
こ

れ
ま

で
、

地
域

で
の

物
品

販
売

な
ど

、
限

定
さ

れ
た

範
囲

で

の
地

域
貢

献
を

主
眼

と
し

た
公

益
的

な
ビ

ジ
ネ

ス
が

ほ
と

ん
ど

で
、

企
業

的

な
ビ

ジ
ネ

ス
経

験
が

不
足

し
て

い
る

。

そ
の

た
め

、
今

後
、

雇
用

創
出

に
向

け
た

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
と

し
て

、
さ

ら

に
発

展
さ

せ
て

い
く
た

め
に

は
、

①
民

間
企

業
と

し
て

の
ビ

ジ
ネ

ス
感

覚
の

醸
成

②
組

織
の

経
営

基
盤

の
強

化
と

経
営

力
の

向
上

③
地

域
全

体
を

ま
と

め
上

げ
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
で

き
る

人
材

の
確

保
、

育

成
な

ど
が

大
き

な
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

○
拠

点
ビ

ジ
ネ

ス
の

取
組

は
、

各
市

町
村

へ
徐

々
に

浸
透

し
て

き
て

お
り

、

現
在

、
６

つ
の

市
町

村
で

実
施

に
向

け
た

具
体

的
な

体
制

づ
く
り

や
事

業
計

画
を

進
め

て
い

る
。

ま
た

、
そ

の
他

の
市

町
村

で
も

、
導

入
に

向
け

検
討

を

行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

現
在

の
モ

デ
ル

事
業

の
形

態
で

は
、

市
町

村

の
ニ

ー
ズ

に
は

、
十

分
対

応
で

き
な

い
。

課
題

○
拠

点
組

織
の

経
営

力
ア

ッ
プ

と
人

材
育

成
の

た
め

の
支

援
策

の
充

実

・
拠

点
組

織
の

ビ
ジ

ネ
ス

意
識

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
啓

発
セ

ミ
ナ

ー

等
の

開
催

・
専

門
家

や
有

識
者

等
に

よ
る

実
施

指
導

に
よ

る
、

ビ
ジ

ネ
ス

プ
ラ

ン
、

商
品

企
画

、
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

、
販

売
促

進
、

営
業

、
ＩＣ

Ｔ
活

用
等

の
ノ

ウ
ハ

ウ
の

習
得

（
産

業
再

生
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
事

業
の

強
化

、
拡

充
）

・
地

域
支

援
企

画
員

を
通

じ
た

情
報

提
供

、
橋

渡
し

等
の

機
能

の
充

実

○
す

べ
て

の
市

町
村

で
拠

点
ビ

ジ
ネ

ス
の

取
組

が
可

能
に

な
る

よ
う

に

来
年

度
か

ら
、

モ
デ

ル
事

業
で

は
な

く
、

一
般

対
策

事
業

（
支

援
事

業
）

と
し

て
の

位
置

づ
け

を
行

い
、

政
策

の
更

な
る

市
町

村
へ

の
普

及
を

図

る
。

こ
れ

か
ら

の
対

策

●
農

産
物

や
特

用
林

産
物

、
海

産
物

等
、

一
次

産
品

の
地

産
地

消
ビ

ジ
ネ

ス

（
町

内
の

野
菜

等
の

集
出

荷
シ

ス
テ

ム
の

確
立

な
ど

）

●
一

次
加

工
品

の
総

合
販

売
ビ

ジ
ネ

ス

（
加

工
品

の
開

発
・
生

産
・
販

売
シ

ス
テ

ム
の

確
立

な
ど

）

●
観

光
交

流
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
ビ

ジ
ネ

ス

（
観

光
交

流
の

総
合

案
内

・
窓

口
シ

ス
テ

ム
の

確
立

な
ど

）

●
地

域
課

題
型

ビ
ジ

ネ
ス

（
休

耕
地

の
受

委
託

、
移

動
販

売
、

介
護

福
祉

な
ど

地
域

の
ニ

ー
ズ

、
課

題
に

応
じ

た
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

）

＜
平

成
２

０
年

度
モ

デ
ル

市
町

村
の

事
業

展
開

＞

津
野

町
・
・
野

菜
等

の
集

出
荷

シ
ス

テ
ム

等
の

地
産

地
消

、
森

林
セ

ラ
ピ

ー
等

の
観

光
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
、

地
域

の
素

材
を

活
か

し
た

加
工

品
の

総
合

販
売

等
の

多
角

的
な

ビ
ジ

ネ
ス

大
豊

町
・
・
農

作
業

の
受

委
託

シ
ス

テ
ム

、
『
大

豊
の

碁
石

茶
』
や

ユ
ズ

製
品

等
の

ブ
ラ

ン
ド

化
､

販
売

体
制

の
確

立
、

町
内

の
野

菜
等

の
集

約
、

出
荷

シ
ス

テ
ム

の
構

築
等

の
ビ

ジ
ネ

ス

大
月

町
・
・
大

月
の

フ
ァ

ン
づ

く
り

と
大

月
ブ

ラ
ン

ド
を

確
立

し
た

地
場

産
品

の
総

合
販

売
、

柏

島
を

核
と

し
た

観
光

資
源

活
用

交
流

な
ど

の
ビ

ジ
ネ

ス

考
え

ら
れ

る
ビ

ジ
ネ

ス
事

例

考
え

ら
れ

る
ビ

ジ
ネ

ス
の

事
例

資
源

・
産

品

の
集

約
化

人
的

ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク

中
山

間
地

域
に

お
け

る
「
小

さ
な

ビ
ジ

ネ
ス

の
育

成
」
か

ら
「
新

た
な

ビ
ジ

ネ
ス

づ
く
り

」
に

向
け

て
の

戦
略

地
域

へ
課

題
解

決
に

向
け

た
対

策

県
の

課
題

解
決

に
向

け
た

対
策

地
域

の
課

題

意
識

ノ
ウ

ハ
ウ

販
売

力

体
制

づ
く
り

「
点

」
の

ビ
ジ

ネ
ス

か
ら

「
面

」
の

ビ
ジ

ネ
ス

へ
の

展
開

複
合

型
の

ビ
ジ

ネ
ス

県
と

し
て

の
課

題

人
材

､ﾉ
ｳ

ﾊ
ｳ

事
業

拡
充

人
材

､ﾉ
ｳ

ﾊ
ｳ

事
業

拡
充

取 組

販
売

拠
点

づ
く

り

地
域

の
生

産
資

源
を

活
用

し
た

事
業

者
等

の
新

事
業

展
開

、
新

分
野

進
出

ビ

ジ
ネ

ス

（
私

企
業

、
個

人
事

業
者

が
主

体
)

新
事

業
展

開
・
新

分
野

進
出

ビ
ジ

ネ
ス

ど
）

●
地

域
の

資
源

を
活

か
し

た
一

次
加

工
品

（
特

産
品

）
づ

く
り

（
田

舎
寿

司
、

惣
菜

、
菓

子
、

パ
ン

、
み

そ
、

漬
物

、
ジ

ュ
ー

ス
、

木
工

品

な
ど

）

●
体

験
交

流
施

設
や

イ
ベ

ン
ト

な
ど

を
核

と
し

た
体

験
型

の
交

流

（
農

家
・
漁

家
民

宿
等

の
施

設
運

営
、

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

、
農

・
林

・
漁

業
体

験
な

ど
）

●
祭

や
歴

史
、

文
化

施
設

等
を

活
か

し
た

交
流

（
お

遍
路

さ
ん

、
神

祭
、

神
楽

・
歌

舞
伎

、
町

並
み

保
存

活
動

な
ど

）

●
生

活
物

資
の

確
保

な
ど

の
地

域
の

課
題

解
決

型
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供

（
移

動
販

売
、

移
動

サ
ー

ビ
ス

、
集

落
生

協
な

ど
）

●
小

規
模

多
機

能
型

拠
点

に
よ

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
や

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
一

体
的

な
提

供

援
す

る
体

制
整

て
な

た
。

○
販

売
促

進
の

た
め

の
マ

ー
ケ

ッ
ト

の
場

の
確

保

・
お

い
し

い
風

土
こ

う
ち

サ
ポ

ー
タ

ー
の

活
用

を
促

進
す

る
。

・
道

の
駅

な
ど

、
直

販
所

相
互

の
連

携
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
拡

大
を

図
る

｡

･商
品

を
売

る
場

を
確

保
す

る
。

○
小

さ
な

ビ
ジ

ネ
ス

の
実

践
者

の
ビ

ジ
ネ

ス
意

識
の

向
上

と
経

営
の

知
識

、
ノ

ウ

ハ
ウ

の
習

得
に

向
け

た
取

組
を

推
進

す
る

。

・
ビ

ジ
ネ

ス
意

識
の

醸
成

の
た

め
、

ビ
ジ

ネ
ス

の
成

功
者

等
に

よ
る

講
演

会

の
開

催

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
や

情
報

交
換

を
進

め
る

た
め

の
「
小

さ
な

ビ
ジ

ネ
ス

実
践

者
」

の
交

流
会

の
実

施

・
ビ

ジ
ネ

ス
の

専
門

家
に

よ
る

、
記

帳
、

収
益

計
算

等
の

手
法

を
身

に
つ

け
る

た
め

の
基

礎
講

座
の

開
設

○
小

さ
な

ビ
ジ

ネ
ス

の
実

践
者

の
ニ

ー
ズ

や
課

題
に

向
け

、
こ

れ
ま

で
、

産
業

再

生
モ

デ
ル

事
業

の
モ

デ
ル

市
町

村
を

中
心

に
派

遣
し

て
い

る
ア

ド
バ

イ
ザ

ー

の
対

象
範

囲
を

広
げ

、
き

め
細

か
や

に
ケ

ー
ス

ワ
ー

ク
を

行
う

な
ど

、
人

的
支

援
体

制
を

整
え

る
。

○
小

さ
な

ビ
ジ

ネ
ス

を
育

成
す

る
た

め
の

庁
内

の
一

体
的

な
支

援
体

制
の

確
立

・
庁

内
全

体
で

「
地

域
づ

く
り

」
の

視
点

か
ら

「
産

業
づ

く
り

」
の

視
点

へ
と

意
識

転
換

を
図

る
。

・
小

さ
な

ビ
ジ

ネ
ス

を
実

践
し

て
い

る
県

内
の

活
動

団
体

、
グ

ル
ー

プ
等

の
把

握
と

、
一

体
的

に
支

援
で

き
る

組
織

体
制

づ
く
り

･小
さ

な
ビ

ジ
ネ

ス
の

実
践

者
が

活
用

で
き

る
国

や
県

の
支

援
制

度
等

の
情

報
の

一
元

化
と

共
有

を
図

る
。

こ
れ

か
ら

の
対

策

○
平

場
の

地
域

に
比

べ
、

輸
送

コ
ス

ト
や

道
路

事
情

な
ど

、
ビ

ジ
ネ

ス
条

件
が

悪
い

中
山

間
地

域
で

新
た

に
事

業
展

開
す

る
に

は
、

事
業

者
に

と
っ

て
リ

ス
ク

が
高

く
、

こ
れ

ま
で

は
あ

ま
り

積
極

的
な

取
組

が
み

ら
れ

な
い

。

○
新

た
に

事
業

を
展

開
す

る
に

は
、

設
備

投
資

な
ど

に
多

額
の

資
金

が
必

要
と

な

り
、

経
営

基
盤

が
脆

弱
な

地
域

企
業

や
新

た
に

創
業

す
る

事
業

者
は

、
二

の
足

を
踏

ん
で

い
る

状
況

で
あ

る
。

○
建

設
業

へ
の

一
部

の
支

援
を

除
き

、
従

来
、

県
と

し
て

は
、

企
業

等
が

地
域

の

生
産

資
源

を
活

用
し

、
新

た
に

ビ
ジ

ネ
ス

展
開

す
る

場
合

に
、

資
金

面
や

人
的

な
支

援
を

行
う

た
め

の
仕

組
み

や
制

度
が

な
か

っ
た

。

課
題

こ
れ

か
ら

の
対

策

●
建

設
業

等
の

農
地

等
を

活
用

し
た

農
業

経
営

●
建

設
業

等
の

森
林

等
を

活
用

し
た

森
林

生
産

活
動

●
農

業
者

と
連

携
し

た
加

工
品

づ
く
り

（
農

商
工

連
携

）

●
農

地
や

山
林

を
活

用
し

、
企

業
等

と
の

連
携

に
よ

る
原

材
料

の
供

給
ビ

ジ
ネ

ス

●
農

地
等

を
生

か
し

た
観

光
農

園
の

経
営

●
森

林
資

源
や

海
洋

資
源

等
の

自
然

を
活

用
し

た
体

験
交

流
型

の
施

設
の

運
営

●
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
を

活
用

し
た

ブ
ラ

ン
ド

の
農

産
物

や
海

産
物

の
生

産
販

売

●
地

域
の

産
物

を
活

か
し

た
移

動
販

売
ビ

ジ
ネ

ス

考
え

ら
れ

る
ビ

ジ
ネ

ス
事

例

地
域

経
営

（
地

域
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

）

個
人

・
企

業
経

営

広
域

化

（
地

域
→

市
町

村
全

体
）

規
模

拡
大

●
中

山
間

地
域

で
、

地
域

の
資

源
を

活
用

し
､新

事
業

展
開

や

新
分

野
展

開
を

め
ざ

す
企

業
や

個
人

事
業

者

企
業

・
個

人
事

業
者

新
事

業
展

開

水
産

業

ビ
ジ

ネ
ス

の
視

点
で

地
域

の
資

源
や

手
法

を
考

え
る

育
成

新
分

野
進

出

建
設

業
の

新
分

野
進

出
農

商
工

連
携

○
地

域
企

業
等

が
、

中
山

間
地

域
の

農
地

や
山

林
等

の
生

産
資

源
を

活
用

し
、

新
た

な
ビ

ジ
ネ

ス
展

開
に

乗
り

出
す

場
合

の
支

援
事

業

（
助

成
事

業
）
を

新
た

に
創

設
す

る
。

・
事

業
の

立
ち

上
げ

に
必

要
な

経
費

（
ハ

ー
ド

面
、

ソ
フ

ト
面

の
両

面
か

ら
支

援
）

※
農

地
、

森
林

整
備

、
施

設
整

備
な

ど
の

初
期

段
階

で
の

ハ
ー

ド
整

備
等

の
整

備
投

資
を

含
め

て
検

討
す

る
。

・
雇

用
環

境
を

整
備

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

（
雇

用
助

成
金

等
の

検
討

）

（
条

件
）

①
農

地
、

山
林

等
の

資
源

の
活

用

②
地

域
住

民
の

雇
用

③
市

町
村

の
同

意
（
協

力
、

連
携

）

○
県

の
試

験
研

究
機

関
や

専
門

機
関

等
を

連
携

を
密

に
し

た
技

術
指

導
、

情
報

提
供

を
行

う
。

○
事

業
者

の
必

要
に

応
じ

、
経

営
、

生
産

技
術

、
販

売
促

進
な

ど
、

そ

れ
ぞ

れ
の

分
野

の
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
が

派
遣

で
き

る
体

制
を

整
え

る
。

○
新

事
業

展
開

や
新

分
野

進
出

を
行

う
段

階
に

お
い

て
支

援
制

度
、

成
功

事
例

等
の

情
報

提
供

や
、

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

へ
の

橋
渡

し
支

援

な
ど

、
現

場
で

､き
め

細
や

か
に

対
応

で
き

る
県

職
員

の
配

置

成
長

段
階

中
山

間
地

域
で

の
事

業
化

、
起

業
化

地
域

の
課

題

県
と

し
て

の
課

題

地
域

の
課

題
の

解
決

に
向

け
た

対
応

意
識

・
ノ

ウ
ハ

ウ

販
売

力

県
の

課
題

解
決

に
向

け
た

対
策

体
制

づ
く
り

地
域

の
課

題
解

決
に

向
け

た
対

策

県
の

課
題

解
決

に
向

け
た

対
策

立
地

条
件

資
金

体
制

づ
く
り

資
金

体
制

づ
く
り

取
組

取 組

移
住

・
定

住

取
組

の
推

進

林
業

観
光

文
化

福
祉

農
業
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連携テーマ【中山間地域の産業づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

（地域としての課題）
◆小さなビジネスの多く
の事例は、仲間内の趣
味、生きがい、ボランティ
アなどの意識が強い反
面、ビジネスとしての意
識が薄い

◆ビジネスに関するノウ
ハウや知識を身につける
機会に恵まれず、十分な
収益をあげることができ
ないため､活動が長続き
することが困難である

◆組織が小さく、経営基
盤が弱いため、人手が足
りず、満足のいく販売促
進、情報発信、ＰＲ活動
等ができない

◆売れるものを作って
も、販売段階において、
地理的な条件が悪いた
め、それを売るための
「場」の確保が自力では
困難

（県としての課題）
◆小さなビジネスに対す
る県の認識が、「地域づく
り」としての支援にとどま

◆小さなビジネスの活動
に対して、県では、地域
支援企画員などを通じ、
地域の元気づくりや集落
の維持、活性化など、
「地域づくり」 の視点で、
助成や情報提供、橋渡し
などの支援を行ってきた

[支援事業]
①集落維持活動支援事
業、元気のでる市町村総
合補助金等の県の支援
事業
②国の集落等にかかる
支援制度

◆ しかしながら、これま
での県の支援は、「地域
づくり」にとどまり「産業づ
くり」や「ビジネス」といっ
た 一歩踏み込んだ形で
の支援には至っていな
かった

これからの対策

◆中山間地域では、集落
単位や地域のＮＰＯ、任
意団体・グループなど、
比較的小さな事業体が主
体となって、「生きがいづ
くり」や｢元気づくり｣､ 「地
域貢献」などを目的に、
限られたエリアで事業展
開 している「小さなビジ
ネス」の事例が数多くみ
られる

＜小さなビジネスの例示
＞
・小規模の農産品、海産
物、特用林産品の生産販
売（野菜、米、青果、山
菜、シイタケ、シキビ、サ
カキ、魚貝類等）

･地域の資源を活かした
一次加工品（特産品）づく
り（田舎寿司、惣菜、菓
子、パン、みそ、漬物、
ジュース、木工品等）

･体験交流施設やイベン
トなどを核とした体験型
の交流（農家・漁家民宿
等の施設、ウォーキン
グ、農・林・漁業体験等）

◆人的支援体制の強化

　◎アドバイザー制度の支援範
　　 囲の拡大
　◎工業技術センター等、試験

究機 連携強

１．中山間地域の産業づくり
　
　　　（１）小さなビジネスの育成
　       （小さなビジネスの発掘
          から育成へ）

改革の方向
現状

◆ビジネス意識の向上と経営
   の知識、ノウハウの習得に
   向けた取組の推進

　◎地域でのネットワークや情
　 　報交流会の実施
  ★ビジネスの基礎知識の習
     得のための講座等の開設
　◎商品づくりを通じた産業人
　　 材の育成
　◎地域産業の将来を担う若手
　　 事業者の育成

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○は継続事業

○

り」 しての支援 ま
り、ビジネスづくりとして
の十分な支援ができな
かった

◆農・林・水産、観光、地
域づくりなどの関連部局
が、それぞれ個別に支援
を行っており、県内の活
動全体をを掌握し、一体
的、統一的に支援する体
制が整っていなかった

○

･生活物資の確保など、
地域の課題解決型の
サービスの提供（移動販
売、移動サービス、集落
生協等）

･小規模多機能型拠点に
よる介護サービスや障害
福祉サービスの一体的な
提供

   研究機関との連携強化
　◎地元大学等の知的資源の
　　 活用と産学官の連携強化

◆マーケットの場の確保
 
 　◎おいしい風土こうちサポー
　　　ターの活用促進
　 ◎道の駅など、直販所の相
　　　互連携、ネットワークの拡
　　　大
   ◎大規模消費地での商品を
　　　売る場の確保

○

○

                 　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２０

◆ビジネスに関する専門的
な知識や技術習得すること
で、生産性の向上や販売促
進などの効果につながり、
それぞれの事業者等に利
益 プ 得向 をも

目指すべき姿

◆小さなビジネスの取組
が、中山間地域のビジネス
モデルとして確立され、高
齢者の所得の向上や、ＵＩ
ターン等の雇用の受け皿と
なる

◆小さなビジネスの実践者
の意識が前向きに変化し、
意欲的になるとともに、地
域内で波及効果を及ぼし、
各地域でビジネスの芽が芽
生える

市町村、関係団体を対象

とした基礎講座、セミナー

の創設

(アドバイザー等の派遣）

県地域づくり支援課 アド

アドバイザー事業の実施

県産業振興推進部 ：新

商工会議所等： 講座への

協力（講座の企画、運営

実施など）

県産業振興推進部 ： 実

施体制づくり

県地域づくり支援課：ネッ

トワーク組織やブロックご

との情報共有、交流会の

開催

アドバイス体制の拡充検討

地域ネットワークの構築、

情報交流

段階ごとに集団研修、個別実施研修を組み合

わせた産業人材育成事業の実施

産業振興計画の啓発と参画意識の向上に

向けたシンポジウムの開催 （７ブロック）

事業者等：講座、セミナー等への参画

産業振興推進地域本部：事業の周知、地域との調整

県計画推進課：カリキュラム作成、講座等の運営、管理

地域資源を活用した地域産業づくりを支援する

行政、団体等の若手人材を育成する研修講座

の実施

地域住民：取り組みへの参画

産業振興推進地域本部：事業周知、地域との調整

県計画推進課：事業企画、全体調整、

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

３ 足腰を強め 新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成 中山間地域の産業づくり 新産業の創出）

◆販路の確保により、これ
まで地域で埋没していた商
品が認知され、地域から
ヒット商品が生まれる

益アップや所得向上をもた
らしている

県地域づくり支援課：アド

バイザー制度の拡充、支

援体制の検討 （３種類の

アドバイザー配置）

県公設試験研究機関：食

品加工等の支援体制の

強化

県産業振興推進部 ：新

アドバイザー制度の実

施、事業者への周知、

現場の支援体制のづくり

県公設試験研究機関：

支援体制の強化

事業者：講座への参加、

ノウハウ習得

県地域づくり支援課：拠

点づくりのための総合

補助金等の内容検討、

連携体制づくり

県企画調整課：サポータ

ーとの連携方法の検討

販売のサポート体制の確立

県アンテナショップの検討

支援方法の検討

県商工労働部（H21～県地産地消・外商課）：設置に向け

た検討

事業者：補助金の活用、

施設、設備等の整備

県産業振興推進部：販売

促進のための人、資金、

情報支援の体制づくり（総

合補助金等）

Ｐ１０９

別図（外６）参照
高知工科大学起業家

コースによる産業人材

の育成

公開講座、リカレント講

座の実施

地域企業、事業者：講座等への参加

高知工科大学、高知女子大学等：カリキュラム運営

県産業振興推進部：事業、カリキュラムの周知、PR

県外大学との連携による

遠インターネットを活用た

隔授業の実施

首都圏でのアンテナショップの開設、運営

企業・事業者：商品づくり、出店

地産外商公社：：施設の経営

県地産地消・外商課：全体調整

高知市中心商店街アンテナショップの検討 中心商店街アンテナショップの開設、運営

地域の事業者：出店にむけた商品、試作品づくり

中心商店街：施設の運営

県経営支援課：市町村との調整

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

131



連携テーマ【中山間地域の産業づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
これからの対策

◆庁内の一体的な支援体
　制の確立
 
　★地域づくりから産業づ
　　くりへと意識転換
  ◎一体的に支援できる
　　組織体制の確立
　◎国等の支援制度のと
　　りまとめと情報の一元化

○ ○

１．中山間地域の産業づくり
　
　　　（１）小さなビジネスの育成
　   　  （小さなビジネスの発掘
    　    から育成へ）

改革の方向
現状

◆小さなビジネスの活動
に対して、県では、地域
支援企画員などを通じ、
地域の元気づくりや集落
の維持、活性化など、
「地域づくり」 の視点で、
助成や情報提供、橋渡し
などの支援を行ってきた

[支援事業]
①集落維持活動支援事
業、元気のでる市町村総
合補助金等の県の支援
事業
②国の集落等にかかる
支援制度

◆ しかしながら、これま
での県の支援は、「地域
づくり」にとどまり「産業づ
くり」や「ビジネス」といっ
た 一歩踏み込んだ形で
の支援には至っていな
かった

◆中山間地域では、集落
単位や地域のＮＰＯ、任
意団体・グループなど、
比較的小さな事業体が主
体となって、「生きがいづ
くり」や｢元気づくり｣､ 「地
域貢献」などを目的に、
限られたエリアで事業展
開 している「小さなビジ
ネス」の事例が数多くみ
られる

＜小さなビジネスの例示
＞
・小規模の農産品、海産
物、特用林産品の生産販
売（野菜、米、青果、山
菜、シイタケ、シキビ、サ
カキ、魚貝類等）

･地域の資源を活かした
一次加工品（特産品）づく
り（田舎寿司、惣菜、菓
子、パン、みそ、漬物、
ジュース、木工品等）

･体験交流施設やイベン
トなどを核とした体験型
の交流（農家・漁家民宿
等の施設、ウォーキン
グ、農・林・漁業体験等）

（地域としての課題）
◆小さなビジネスの多く
の事例は、仲間内の趣
味、生きがい、ボランティ
アなどの意識が強い反
面、ビジネスとしての意
識が薄い

◆ビジネスに関するノウ
ハウや知識を身につける
機会に恵まれず、十分な
収益をあげることができ
ないため､活動が長続き
することが困難である

◆組織が小さく、経営基
盤が弱いため、人手が足
りず、満足のいく販売促
進、情報発信、ＰＲ活動
等ができない

◆売れるものを作って
も、販売段階において、
地理的な条件が悪いた
め、それを売るための
「場」の確保が自力では
困難

（県としての課題）
◆小さなビジネスに対す
る県の認識が、「地域づく
り」としての支援にとどま

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

･生活物資の確保など、
地域の課題解決型の
サービスの提供（移動販
売、移動サービス、集落
生協等）

･小規模多機能型拠点に
よる介護サービスや障害
福祉サービスの一体的な
提供

り」 しての支援 ま
り、ビジネスづくりとして
の十分な支援ができな
かった

◆農・林・水産、観光、地
域づくりなどの関連部局
が、それぞれ個別に支援
を行っており、県内の活
動全体をを掌握し、一体
的、統一的に支援する体
制が整っていなかった
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２２Ｈ２１ Ｈ２３

◆小さなビジネスの取組
が、中山間地域のビジネス
モデルとして確立され、高
齢者の所得の向上や、ＵＩ
ターン等の雇用の受け皿と
なる

◆国の支援事業の採択を
受ける事業者が増加する

◆国や県の事業を活用した
ビジネスの成功例が生まれ
る

庁内の支援体制づくり 庁内の支援体制の確立

（産業振興推進部、産業

振興推進地域本部の立

ち上げ、地域産業振興

アドバイザーの配置）

県地域づくり支援課：

産業づくりに向けた

政策の地域への浸透

（地域支援企画員等

への意識づ くり等）、

現場の支援体制の拡

充に向けた検討

県企画調整課：国等

の支援事業等の一元

化の仕組み、連携体

制の構築

市町村：地域アクション

プランの推進に向けた

支援体制の構築

県産業振興推進部：

実施体制の充実、（国、

庁内、市町村との連携

体制の構築）

地域での支援体制の強化

（産業振興推進地域本部の人的な体制強化、

地域支援企画員の配置見直し）

県計画推進課、地域

づくり支援課：

本課体制の強化、地

域との連携強化

庁内の支援体制づくり庁内の支援体制づくり

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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連携テーマ【中山間地域の産業づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆本県の中山間地域で
は、全国に先行して、過
疎化、高齢化が進行して
おり、集落機能の低下
や、農地、山林の荒廃な
どの課題に直面。若年層
の地域への定着を進め
るための政策を進めるこ
とが不可欠になっている

◆雇用の受け皿となって
いた一次産業や建設業
が衰退しており、これに
変わる中山間地域での
新たな雇用の受け皿づく
りが急務となっている

◆そのため、中山間地域
には、地域の資源を活か
した加工品づくりなどに
取り組む「ビジネスの芽」
を育てあげ、「小さなのビ
ジネス」として確立させ、
そのうえで、雇用の創出
や所得の向上にさらに繋
げていくためには、産品
の集約化や人的なネット
ワーク化などにより、 「大
きなビジネス｣として成長
させていくことが必要であ
る

◆拠点ビジネスの支援制度の
   充実、強化
　
   ◎モデル事業から一般対
　　　策事業への拡充

（地域としての課題）
◆拠点ビジネスの中核と
しての役割を担う、三セク
や農協等の拠点組織で
は、これまで、地域での
物品販売など、限定され
た範囲での地域貢献を主
眼とした公益的なビジネ
スがほとんどで、本格的
な民間ビジネスの経験が
不足している。そのため、
今後、雇用創出に向けた
ビジネスモデルとして、さ
らに発展させていくため
には、①民間企業として
のビジネス感覚の醸成②
組織の経営基盤の強化
と経営力の向上 ③地域
全体をまとめ上げ、コー
ディネートできる人材の
確保、育成などが大きな
課題となっている

（県としての課題）
◆拠点ビジネスの取組
は、各市町村へ徐々に浸
透してきており、現在、６
つの市町村で実施に向
けた具体的な体制づくり
や事業計画を進めてい
る。また、その他の市町
村でも、導入に向け検討

◆県では、市町村や地域
住民のニーズを踏まえ、
中山間地域での「雇用の
創出」と「所得の向上」を
目指した、新たなビジネ
スモデルの検討を昨年度
から進めてきた

◆こうした検討を踏まえ、
本年度から、地域の中核
となる事業体を中心に、
「小さなビジネス」などを
集約しながら、多角的な
ビジネスを展開する｢拠
点ビジネス｣といった取組
を、中山間地域の新たな
産業政策として打ち出し
た（点としてのビジネス→
面としてのビジネス）
　
◆中山間地域産業再生
モデル事業を新設し、こう
した拠点ビジネスに取り
組む市町村を、モデル地
域として選定し、人（アド
バイザー派遣）、資金（助
成金）、情報（地域支援
企画員によるケースワー
ク）の面から、総合的に
支援している
・H２０年度モデル市町村
→津野町、大豊町、大月

１．中山間地域の産業づくり
　
　　　（２）拠点ビジネスの推進
　        (小さなビジネスから
           拠点ビジネスへ）

改革の方向
現状 これからの対策

◆拠点組織の経営力アップと
　 人材育成
　
　 ★セミナー、研修会の開催
　 ◎専門家や有識者等のよ
　　　る実践指導（産業再生
　　　アドバイザー制度の拡
　　　充）
　 ◎地域支援企画員を通じ
　　　た情報提供、橋渡し機
　　　能の充実

○ ○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

村でも、導入 向け検討
を行っているところであ
り、現在のモデル事業の
形態では市町村のニー
ズに十分対応できない

津野町、大豊町、大月
町
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度
末）

中長期的な視点（概ね１０年
先）

Ｈ２１ Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２２Ｈ２０

◆34市町村すべてで、拠
点ビジネスの仕組みが構
築され、本県の中山間地
域のビジネスモデルとし
て確立し、全国的に認知
される

◆拠点ビジネスの組織相
互の連携や協働体制の
確立などによって、取組
が一段階進歩し、より広
いエリアでの「大きなビジ
ネス」として成長する

経営セミナーの創設

産業振興アドバイザーの

派遣

地域産業振興アドバイ

ザーの設置

市町村：拠点組織へのバッ

クアップ体制の充実

拠点ビジネス組織：講座へ

の参加、経営革新、経営力

の向上

県産業振興推進部：アドバ

イザー制度の周知、現場

の支援体制の整備

補助事業の強化、充実に

向けた検討

総合補助金の創設・事業

内容の充実、強化

段階ごとに集団研修、個別実施

研修を組み合わせた産業人材

育成事業の実施

事業者：事業への参加

産業振興推進地域本部：事業の周知

県計画推進課：カリキュラム作成、事業の運営、管理

拠点ビジネス等の普及

に向けたシンポジウム

の開催

県計画推進課：事業企画、

全体調整

産業振興推進地域本部：

事業周知、地域との調整

総合補助金の支援範囲

の拡大

（ステ プア プ事業の新

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

市町村：拠点ビジネス

に向けた地域での仕

組みづくり検討

県地域づくり支援課：

総合補助金としての

助成制度の見直し、

市町村への事業周知、

関係市町村との調整、

実施要領の作成

市町村：実施に向けた

事業計画の作成、地

域内の組織体制づくり

県産業振興推進部：

現場での実施体制の

充実、拠点ビジネス

への政策誘導

（ステップアップ事業の新

設）

県計画推進課：全体の制

度設計、補助金要綱の見

直し
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連携テーマ【中山間地域の産業づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
これからの対策

◆新事業展開や新分野進出を
   後押しするための支援制度
   の充実
　
　★資金面から支援できる助
     成制度の創設
　★個別相談会等の開催
　

○

１．中山間地域の産業づくり
　
　（３）中山間地域の資源を
　   　活用した新事業展開、
　　   新分野進出の推進
     （小さなビジネスから新
     　事業展開、新分野進出
　     ビジネスへ）

改革の方向
現状

◆これまで、建設業の新
分野進出支援について
は、商工労働部（雇用労
働政策課雇用対策チー
ム）が、「建設業新分野進
出支援グループ」の 活動
等を通じて、支援事業説
明会の開催や訪問調査
を実施するなど､建設業
者に対する相談、情報提
供などの支援を行ってき
た

◆本県の産業構造は、公
共事業依存の色彩が強
く、特に、中山間地域で
は、その比重は高く、こう
した産業が雇用の大きな
受け皿になっている。 し
かしながら、公共事業の
削減に伴い、地域の建設
業や製造業の経営状況
は厳しく、こうした業種を
中心に地域企業の新た
なビジネス展開が必要に
なっている

◆一方、中山間地域で
は、有効に活用されてい
ない農地や山林などの貴
重なビジネス資源、生産
資源が多く存在しており、
こうした資源をいかに活
用するかが、産業づくり
の大きな鍵を握っている

◆県の試験研究機関や専門機
   関等との連携
　
　◎技術指導の実施
　◎情報提供の充実
　　（新分野進出の手引きの
　　　配布、研修、セミナー、
　　　研修会の開催）

（地域としての課題）
◆平場の地域に比べ、輸
送コストや道路事情な
ど、ビジネス条件が悪い
中山間地域で､新たに事
業展開するには、リスク
が高く、これまではあまり
積極的には行われなかっ
た
 
◆新たに事業を展開する
には、設備投資などに多
額の資金が必要となり、
経営基盤が脆弱な地域
企業や新たなに創業する
事業者にとって、二の足
を踏んでいる状況である

（県としての課題）
◆建設業への一部の支
援を除き、従来、県として
は、企業等が地域の生産
資源を活用し、新たにビ
ジネス展開する場合に、
資金面や人的な支援を
行うための十分な仕組み
や制度がなかった

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆事業者の必要に応じたアド
   バイザーの派遣
　
　◎産業振興推進アドバイザ
　　ー制度の支援範囲の拡大
　　（再掲）
　★経営専門家派遣事業の
　　実施

○

○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度
末）

中長期的な視点（概ね１０年
先）

◆県の試験研究機関や
専門機関の支援ノウハウ
やシステムが確立され、
事業者のニーズに応えら
れるようになる

Ｈ２０
目指すべき姿

Ｈ２２Ｈ２１ H２３

◆それぞれの中山間地域
で、雇用の創出、所得の
向上が図られ、引き続き地
域で住み続けられるような
「雇用の受け皿」となる

◆中山間地域の耕作放棄
地等の増加に歯止めがか
かる

◆中山間地域で農地や
山林を活用しながら、新
事業を展開したり、新分
野に進出する事業体が増
加し、ビジネスモデルとな
る事業者が現出する

総合補助金の内容検討

県企画調整課・地域づく

り支援課：総合補助金の

メニューとして助成事業

の創設、関係者への周知

総合補助金の創設

事業者：補助金の活用、

施設、設備等の整備

市町村：新事業展開、

新分野進出へのバック

アップ体制の充実

県産業振興推進部：

新事業展開現場での実

施体制の充実

連携体制の構築

県地域づくり支援課：工業

技術センター等の公設試

験研究機関との調整、商

工労働部との協働体制の

構築（建設業支援等）

農業、林業分野等の専門

技術指導等の実施

県産業振興推進部：ア ド

バイザー制度の周知、現

場の支援体制の整備

県公設試験研究機関：

新分野進出事業者への

支援体制の強化

県地域づくり支援課 橋

総合補助金の支援範囲の拡大、ステップアップ

（ステップアップ事業の新設）

県計画推進課：全体の制

度設計、補助金要綱の見

直し

◆新分野の技術やノウハ
ウを習得することで、事業
が軌道に乗り、利益と雇
用を生む成功事例が生ま
れる

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

組織との協力体制の構築
県地域づくり支援課：橋

渡し、情報提供等の支援

アドバイス体制の確立 アドバイザー事業の実施

県地域づくり支援課：アド

バイザー制度の拡充、支

援体制の検討（３種類の

アドバイザー配置）

県公設試験研究機関：食

品加工等の支援体制の

強化

事業者：進出する分野の

知識、技術、ノウハウ習得

県産業振興推進部：新ア

ドバイザー制度の 実施、

事業者への周知、現場の

支援体制のづくり

県公設試験研究機関：支

援体制の構築

Ｐ１０９

別図（外６）参照
経営の専門家等の派遣

産業振興センター、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会：

国の専門家派遣事業等の活用による専門家派遣

県商工政策課：手引きの作成、配布、各種セミナー、研修会、説明会等を通じ

た成功事例等の情報提供

新分野進出に向けた情報提供の充実
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連携テーマ【中山間地域の産業づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆本県の産業構造は、公
共事業依存の色彩が強
く、特に、中山間地域で
は、その比重は高く、こう
した産業が雇用の大きな
受け皿になっている。 し
かしながら、公共事業の
削減に伴い、地域の建設
業や製造業の経営状況
は厳しく、こうした業種を
中心に地域企業の新た
なビジネス展開が必要に
なっている

◆一方、中山間地域で
は、有効に活用されてい
ない農地や山林などの貴
重なビジネス資源、生産
資源が多く存在しており、
こうした資源をいかに活
用するかが、産業づくり
の大きな鍵を握っている

（地域としての課題）
◆平場の地域に比べ、輸
送コストや道路事情な
ど、ビジネス条件が悪い
中山間地域で､新たに事
業展開するには、リスク
が高く、これまではあまり
積極的には行われなかっ
た
 
◆新たに事業を展開する
には、設備投資などに多
額の資金が必要となり、
経営基盤が脆弱な地域
企業や新たなに創業する
事業者にとって、二の足
を踏んでいる状況である

（県としての課題）
◆建設業への一部の支
援を除き、従来、県として
は、企業等が地域の生産
資源を活用し、新たにビ
ジネス展開する場合に、
資金面や人的な支援を
行うための十分な仕組み
や制度がなかった

◆これまで、建設業の新
分野進出支援について
は、商工労働部（雇用労
働政策課雇用対策チー
ム）が、「建設業新分野進
出支援グループ」の 活動
等を通じて、支援事業説
明会の開催や訪問調査
を実施するなど､建設業
者に対する相談、情報提
供などの支援を行ってき
た

１．中山間地域の産業づくり
　
　　　（３）中山間地域の資源を
　　　　　 活用した新事業展開、
　      　新分野進出の推進
        （小さなビジネスから新
　        事業展開、新分野進
          出ビジネスへ）

改革の方向
現状 これからの対策

◆現場の支援体制の確立
　
　◎地域への支援人材の配置

　★建設業支援協議会の設置

　

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿
Ｈ２２Ｈ２０

◆県の現場における支援
体制が確立され、事業者か
ら満足される状態になる

現場体制の強化、充実 現場での人的体制の確立

県地域づくり支援課：産

業づくりに向けた政策の

地域への浸透（地域支

援企画員等への意識づ

くり等）、現場の支援体

制の拡充に向けた検討

市町村：支援体制の充実

県産業振興推進部：支援体制の拡充（支援人材の配置）、

県、市町村､地域の関係機関との連携体制の構築

県雇用労働政策課：建設業の支援のための地域での組織体制づくり

（協議会等の立ち上げ）

地域ごとの建設業支援協議会の設置

市町村等の関係機関：建設業支援協議会を準備設置し、地域内でのマッチング等の

支援

地域でのハンズオンでの支援活動の展開

県の関係機関：現場におけるハンズオン支援

県商工政策課：建設業新分野進出アドバイザーの設置

産業振興推進地域本部：地域の相談窓口として位の置づけ

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

５ 建設業の新分野進出 
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別図（建１）○建設業の新分野進出 　概念図

所得の向上と働く場の確保

新分野進出の実現

建設業支援協議会 (県内14ｸﾞﾙｰﾌﾟ）への補助

進出しようとする

分野での様々な課題

建設業者

－ 新分野進出 －

建設業新分野進出アドバイザーの配置

個別の建設事業者をきめ細かく支援

新分野進出に向けた協議会の活動を支援（補助金)

・新分野進出事例の視察

・協議会を開催し地域でのマッチング等を検討する経費

・経営多角化などのセミナーの実施 等

具体的な活動を支援

情報共有

<既存施策> 情報提供など

・新分野支援説明会・個別相談会

(主に支援制度の説明)
県商工労働部ほか関係各課等（Ｈ16～）)

・新分野進出の手引きの作成、配布

手続

ノウハウ

資格

情報

初期投資

経営力

地域毎での

具体の相談

地域の実態に応じた

アドバイス ・ 支援

・多様な技能・技術・能力が活かされていない

・進出分野の選択、マーケティング等のノウ

ハウや情報が不足

・中小零細企業では資金面での余力がない

新分野進出への躊躇

等

■新分野進出に関するニーズ

○建設業の新分野進出に関するアン

ケート結果（１６２８社対象 ５４０社回答・

平成２０年１０－１１月実施）

・新分野への進出希望 ９％（ ４８社）

・決めかねている ２７％（１４５社）

→３６％（１９３社）が新分野進出

を希望か、検討中

課題

農業

林業

水産業

福祉介護

・不足情報

の提供

・課題情報
建設業団体

建設事業者

検討

・市町村

・農林水産土木等の県出先機関

・地域支援企画員

各業界団体

新分野進出

への検討

相談窓口

県内７ブロックの地域産業振興監オフィ

スを地域の相談窓口として位置付け

・相談があった場合に地域の支援企画員や関係

部署にナビゲート。

・必要に応じて支援体制を立ち上げ。

・新分野進出意向のある建設業者を訪問しﾆｰｽﾞを把握

・建設事業者への新分野進出の情報提供、相談対応

・関係機関に情報共有し支援 等
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連携テーマ【建設業の新分野進出】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

（１）　新分野進出の促進 ◆地域毎の新分野進出支援
　 体制の構築

　★現場において、ハンズ
　　 オンでの支援活動を強
　　 化するための県の人的
　　 支援体制を整備

現状 これからの対策
改革の方向

◆新分野進出等に関する調
　 査、訪問相談の実施

　★新分野進出に関するア
　　 ンケート

　◎個別訪問による相談支援
○ ○

○ ○

１．地域での活力と雇用の確保・
    創出

◆市町村の産業別総
　 生産に占める高い
　 建設業の割合
　 （H17年度）建設業
    が上位5位までに入
    る市町村
　　15市町村（42.9％）

◆公共事業費の減少
　 とともに就業者も大
　 きく減少

◆多い企業倒産
　　（H18年度）104件
  　(うち建設業41件
　　（39.4％）)
　　（H19年度） 84件
 　（うち建設業36件
　　（42.9％））

◆建設業者は、近年
　　の公共事業費の急

◆新分野進出説明会
　 の実施
　 ・Ｈ16年度から県内
    ブロック毎に実施
　 ・延べ参加企業490
    社、相談企業67社
　　（Ｈ19年度）
   　 97社参加（うち個
      別相談12社）
　　（Ｈ20年度）
    　63社参加（うち個
      別相談16社）

◆新分野進出の支援
   H16から新たな事業
　 展開に挑む企業を支
   援
　 ・頑張る企業総合
    支援事業 12社
　　（H17～H19認定）
　 ・ファンド事業（建設
    業経営革新支援事
    業）3社　（H19～）
　 ・H19年度から県に
    相談窓口設置

◆建設業者
　・様々な経験や技能
   、技術を持つ職員、
   工程管理能力、重
   機等建設機械を使
   った計画的な作業
   能力など、その持つ
   能力を十分活かしき
   れていない
　・依然として根強い災
    害等公共事業への
    期待
　・地域の中小零細企
    業では、資金面で
    の余力がない
　・建設業が受注型産
    業であったため進
    出分野の選択や地
    域連携、マーケティ
    ング等のノウハウ
    や情報が不足

◆進出が期待される
　 分野
　・農業、林業、福祉・
   介護などの多くの分
   野で参入が期待され
   ているが、分野特有
   の課題も多く、企業
   単独では円滑な進
   出や事業拡大は容

 易ではなく、支援者

（H12年度）

1,700億円

47,313人

（H17年度）

978億円

38,073人

（H17-H12)

▲722億円

P１４３

別図（建１）参照

　★市町村や地域で「建設業
　　 支援協議会」を設置

◆個別経営指導の充実

　★経営専門家派遣事業の
　　 実施

　★ビジネスプラン作成アド
　　 バイザーの派遣　等

○ ○

◆進出支援措置の充実

　★職員資格取得促進（受
　　 講料、検定受検料の負
　　 担軽減）

　★初期投資の負担軽減　等
○ ○

◆情報提供の充実

　◎新分野進出の手引きの
　　 作成・配布

　★研修、セミナー、見学会
　　 等

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

の公共事業費の急
　　激な減少で厳しい経
　　営環境

◆新分野進出の検討、
   実施に踏み出せな
   い建設業者が多数
   存在

易ではなく、支援者
   、協力者が不足

◆県の支援策
　・説明会での制度説
   明に留まり、経営者
   の経営革新の意識
   改革や進出を促す
   支援まで至っていな
   い
　・身近な進出事例が
   進出拡大に活かしき
   れていない
　・個別相談や支援決
    定企業のフォローに
    課題

◆地域支援体制
　・地域で円滑な事業
    展開を図るために
    は、これまでの関
    係機関による支援
    だけでなく、市町村
    を巻き込んだ総合
　　的支援が欠かせ
    ない
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

◆支援体制の構築と進出
   を促進する環境づくりに
   よる新分野進出事例の
   拡大

 ◆建設業の新分野進出数
　 H20：  75社（累計）
　    　　　↓
　 H23： 108社（累計）

◆建設業の新分野進出拡
   大による地域産業の活
   性化と働く場の確保

◆建設業の新分野進出数
　 H29：253社（累計）

目指すべき姿

県雇用労働政策課：建

設業者の新分野進出に

関するアンケート

雇用対策チーム（建設

業の新分野進出グルー

プ、林業担い手確保グ

ループ）：個別訪問によ

る相談支援

アンケート調査、個別訪問

県職員の現場におけるハンズオンでの支援活動の実施

県職員等によるハンズオンでの支援活動

建設業新分野進出アドバイザーの配置

地域産業振興監オフィスを地域の相談窓口として位置づ

け

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

市町村等の関係機関：「建

設業支援協議会（仮称）」

を順次設置し、地域内で

のマッチング等の支援

県雇用労働政策課：建設

業支援協議会（仮称）の設

置に向けて、市町村との

協議

市町村との調整

職員資格取得の促進

産業振興センター：経営革新支援事業の人材育成事業で対応する

初期投資の負担軽減

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

市町村等の関係機関：「建設業支援協議会」を順次設置し、地域内でのマッチング等の

支援

建設業支援協議会の設置

県雇用労働政策課：建設

業支援協議会の設置に向

けて、市町村との協議

市町村との調整

手引きの配布や進出事例の紹介等、情報提供の充実

経営専門家、ビジネスプランアドバイザーの派遣

産業振興センター、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会：国の地域力連携拠点事業の活用により、専

門家等の派遣（5回まで無料）

県商工政策課：手引きの作成・配布、研修・セミナー・見学会等の開催を通じた身近な進

出事例の紹介等

産業振興センター：こうち産業振興基金の経営革新支援事業・建設業経営革新事業で

の支援
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連携テーマ【建設業の新分野進出】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆研修の拡充

　◎農業技術を持った労働者
　　 の確保

　★雇用を活用した規模拡大
　　 の推進

◆初期投資の軽減支援

　◎園芸用ハウス確保支援

○

◆農業者の高齢化の
　 進行や後継者の減
　 少に加え、農家の
　 経営環境の悪化に
　 より、農業生産を担
　 う人的基盤の脆弱
　 化が進行

◆年齢や経営規模に
　 関わりなく、｢意欲と
　 能力のある者｣を｢担
　 い手｣と位置づけ、そ
　 の育成確保を進めて
　 いるところ

◆後継者対策として、
　 新規就農や農業以
　 外の分野からの新
　 規参入に重点をお
　 いた取組を推進

◆異業種からの農業
　 参入を平成15年度
   から支援
　
　・19年度末までの相
    談件数　103件
　・うち14件が法人経
    営開始(経営面積
　　のべ約20.5ｈａ)
　・建設業から参入し
　　た8法人（のべ約
　　14ｈａ）のうち、1法
　　人は園芸産地を牽
　　引する経営実績を
　　上げ、4法人は一
　　定規模での農業生
　　産や耕作放棄地の
　　解消等により、地
　　域農業に貢献
　〔うち畜産部門〕
　・19年度末までの相
    談件数　3件
　・うち1件は、農家育
　　成プロジェクトチー
　　ム（振興協議会・
　　県）で経営収支等
　　を説明
　・飼養管理技術、経
　　営、畜産環境への
　　対応などの人的支
　　援
◆ハウス等の整備
　 支援
　・（Ｈ16）新規参入農

◆担い手のすそ野を
　 広げるための取組
　・参入希望者
　　事前の地元調整、
    主体性・計画性、技
    術習得への真摯な
    対応などが十分で
    なかった
　　※必要条件
　　　事前の地元調整
　　　農地情報の収集・
      確保
　　　技術の習得
　　　販路の確保
　　　資本力（初期投資
　　　が必要）
　　　労働力の確保
　・県の支援策
　　コーディネート機能
　　（相談から参入まで
　　　）、フォロー体制（
　　相談から営農開始
　　、経営安定まで）の
　　充実が課題

○

改革の方向
現状

１．地域での活力と雇用の確保・
　　創出
　　　　（１）新分野進出の促進
　　　　　　（農業分野）

これからの対策

P２４８ 農業分野

別図（農１０）参照

　　（林業分野） ◆新分野進出等に関する
　 調査、訪問相談の実施
　○林業事業体と建設業と
　　 のジョイントに関する意
　　 向調査

○ ○

◆★建設業者向け森林技術
　　　研修会の充実

○ ○

◆◎建設業からの参入に向
　　　け、森林技術研修体制
　　　の充実

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

（ ）新規参入農
　　業生産法人支援モ
　　デル事業<県単>
　・（Ｈ17～18）強い農
　　業づくり交付金のア
　　グリチャレンジャー
　　支援<国>
　・（現行）レンタルハ
　　ウス整備事業<県
　　単>、強い農業づく
　　り交付金の経営構
　　造対策<国>
◆制度資金
　 認定農業者は低利
　 な農業制度資金利
　 用可能

○

◆高齢化等により就
　 業者が減少し、健
　 全な森林整備が進
　 まなくなっている

◆森林組合と建設業
　 者等とのジョイント
　 による森林整備

◆県営林を活用した
　 雇用の場づくり

◆建設業界に対して
　 新分野進出への働
　 きかけ

◆建設業者には森林の
　情報がなく、仕事の実
　績もないため森林所有
　者の信頼を得られない
　場合が多く、計画の取
　りまとめ等が進まない
　 また、土木工事にない
　特殊技術が必要であ
　り、準備期間を要する
　とともに、建設業に比
　べ林業の収益性の低
　さも課題となっている
◆建設業者から見た課
　題
　・山の情報がない
　・初期投資が必要
　・収益性が低い
◆森林所有者から見た
　課題
　・実績がないため信頼
　　関係がない
　・技術がない

Ｐ２４８ 農業分野

別図（農１０）参照
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆農業分野への進出が
　 拡大していること

◆参入した企業が、地
　 域農業を牽引できる
　 経営感覚に優れた担
　 い手として成長するこ
　 と

目指すべき姿
Ｈ２３Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

研修の拡充

初期投資のさらなる軽減

県産地づくり課：レンタルハ 大規模経営の場合には、支援対象となる事業主

体があ た時点で予算措置を提案

初期投資の軽減

県園芸流通課 新規就農

技術研修の実施

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：企業的経営育成への支援策を

拡充（企業的経営体育成支援事業H22～）

拡充の手対策課）：新規就農総合対策事業い担・～農地22H(県農業農村支援課

（農家体験研修）

県農業大学校：休日に受講できる働きながら学ぶ農業技術研修を開講

県農業大学校：ネット研修

や長期研修等を実施

◆林業事業体と建設業
　 とのジョイントを中心
　 に、地域にあった協働
　 の環境づくりを進め、
　 林業分野への進出が
　 拡大していること

◆参入した企業が優れ
　 た担い手として成長し、
　 計画的･効率的な森
　 林整備ができている
   こと

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

ウス整備事業の見直し 体があった時点で予算措置を提案

県森づくり推進課：建設

業者とのジョイントに関

する林業事業体の意向

ジョイントに関する意向調査

林業参入にあたり、必要な技術研修を建設業からの参入に対応して、研修

の回数や定員を拡大

作業路開設技術や間伐、搬出技術の向上のため、講師を派遣し現地研

修を実施

県森づくり推進課：林業技術出前講座開催事業の創設

県森づくり推進課

参入を希望する建設会社等に対し、不安や問題点等を解消するために、訪

問相談を継続的に実施

県林業改革課・森づくり推

進課：建設業者とのジョイン

トモデル事業体で実施

技術研修の実施

県園芸流通課：新規就農

者等に対するレンタル用

の新設ハウス整備を支援

県協同組合指導課：参入

する際に利用できる資金

への利子助成

Ｐ２９１ 林業分野

別図（林２）参照

県森づくり推進課：人づくり推進事業の拡充
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連携テーマ【建設業の新分野進出】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆○森林整備事業実施のた
　　　めのセミナー等の実施、
　　　指導

○ ○

◆◎林業事業体と建設業と
　　　のジョイントの支援強
　　　化
　　（公有林の活用促進、
　　　ソフト対策、作業道開
　　　設、間伐の実施）

◆★林業用機械初期投資
　　　への財政支援

○ ○

○ ○

１．地域での活力と雇用の確保・
　　創出
　　　　（１）新分野進出の促進
　　　　　　（林業分野）

現状 これからの対策
改革の方向

　　(福祉・介護分野) ◆増大する福祉･介護
　ニーズに対応するた
　め、他分野からの人
　材参入・確保が必要。

◆土木・建設業を含め
　介護保険事業への異
　業種からの参入は見
　られるが､別会社の
　設立によるものが多
　く､実態の把握はでき
　ていない

◆資格取得講習会の案
　 内等、情報提供の充実

◆問い合わせへの対
　 応のみ

◆経営者の介護保険
   制度に関する理解
   不足

◆専門的人材の不足

◆資格取得講習会の案
　 内等、情報提供の充実

◆福祉・介護分野への就
　 業促進事業の実施

　★福祉・介護人材確保
　　 緊急支援事業の実施

○ ○

　

　

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

施業地集約化等のソフト対策の強化（合意形成のための

県林業改革課：森の工場活性化対策事業による支援

モデル事業体への支援

ジョイントを促進するために、県営林を活用した取り組みを市町村有林などを含めた取り

県林業改革課：森林整備

推進事業・森の腕たち育成

事業

林業用機械導入への支援

補助事業や森林施業計画づくりなど、森林整備事業に必要な事務手続きな

どについて、個別訪問指導やセミナーを開催

県森づくり推進課

施業地集約化等のソフト対策の強化（合意形成のための協議や資源調査等）

県林業改革課・森づくり推

進課：ジョイントモデル事

業体間の調整や問題点の

把握

作業道開設、間伐への新規参入の促進（林業事業体による技術指導等）

ジョイントを促進するために、県営林を活用した取り組みを市町村有林などを含めた取り組みに拡大

県林業改革課：森の工場

活性化対策事業及び路網

整備地域連携モデル事業

による支援

林業分野
Ｐ２９０ 林業分野

別図（林１）参照

県森づくり推進課：県営林

プロポーザル事業の推進
市町村：県と趣旨を同じくした事業への取組による支援

◆福祉･介護分野への
　 進出が拡大している
　 こと

◆参入した企業が優れ
　 た担い手として成長
　 すること

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

事業

情報提供の充実・研修実施

県高齢者福祉課：県商工労働部が実施する新分野支援説明会、研修、セミナー等を通

じて情報提供を実施

福祉・介護分野で就業したことがない者の参入を促進するための就業前研修の実施
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Ⅰ 産業間の連携戦略 

 
 

６ 人材育成・人材確保 
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地域産業を創造、リードする人材の育成　イメージ一覧（主な新規・拡充施策）

事業名

①

産業振興計画に関する研修
や異業種交流を実施し 地

地域資源を活用した地域産
業づくりを支援する関係機

★地域産業リーダー
育成事業費

（※若手人材による
異業種交流）

★地域産業リーダー
育成事業費

（人材育成塾の開設）

★地域産業人材育成事業費
～目指せ！弥太郎

　　　　商人（あきんど）塾～

地域アクションプランや、またプランへの位置づけを目
指す取り組みの実行に向けて 自ら考え 行動できる

② ③

何か事業を始め

たいけど、何を

すれば・・・

地域の事業者を支援

する立場からも、産業

振興を学ぶ機会があ

れば・・・

他分野の人と一緒

に県産業全体を考

える機会があれ

ば・・・

未来の弥太郎さ

ん！

まずは、この研修か

らスタートね。

まずは、産業振興計画を

ベースに、異業種交流をし

ながら考えてみよう。

いろんな視点で学びながら、

地域の産業を振興していく

ネットワークを築きませんか。

自分たちの商品を

売り込んでいきた

いけどスキルがま

だまだ・・・

目に見えるビジネス

にしていきましょう。

地元の素材○○を

使いたいけれど、ど

んな商品をつくれば

いいかな・・・

例
示

ご
案
内

目的

対象

形態

期間
／締切

お問
合せ

★新規事業、◎拡充事業

や異業種交流を実施し、地
域活性・産業振興に向けた
共通認識の醸成と計画への
参画意識を促す

業づくりを支援する関係機
関の若手人材を育成する

指す取り組みの実行に向けて、自ら考え、行動できる
地域産業の担い手（事業者）を育成する

ステップ１（基礎編）：集合
研修（全３回）

集合研修、先進地視察

計画推進課

ステップ２（応用・実践編）：
集合研修（全５回）／個別
実践研修

計画推進課

ステップ２（応用・実践編）：
８～３月／６～７月（募集
期間）

６月～１１月／５月

計画推進課

集合研修
（講義、ワークショップ）

ステップ１（基礎編）：
５月～７月・１２月～１月
／前期４、５月・後期８～
1２月（募集期間）

地域アクションプランへの位置づけの有無に関わら
ず、ビジネスや地域振興などに取り組もうとする方
ステップ１：県内３ヵ所（東部・中央部・西部）
　　　　　　　計300名程度×２回（前期・後期）
ステップ２：２０事業者程度

産業団体、金融機関、企
業、行政、事業者など若手
人材
10名×10組　計100名程度

※印の事業は、「年齢・段階に応じた
産業の基礎人材づくり」に位置付け

産業団体、金融機関、企
業、行政、事業者など若手
人材

　　　　　　　　１５名程度

１０月～３月／９月

研
修
概
要
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★地域産業リーダー
育成事業費

（地域起業家養成
事業負担金）

◎産業振興推進
アドバイザー事業費

地域アクションプランに位置
付けられた事業等を対象に

⑧

★人材育成研修

必要とする人材を育成・確
保するため企業が実施する

食品企業等で行う研修を通じ
て 食品製造を担う人材を育

★食品加工業
人材育成支援事業費

④ ⑤ ⑥ ⑦

★農業創造人材
育成事業費

地域の食や環境などの地域
資源を生かし 農業・農村の

多数のビジネス実践事例を
基にした経営力を培う講座

自営業や会社内で、

新たなビジネスに挑

戦するのは、経験が

なくて不安・・・

自社の課題に合った

社員研修をしたいが、

そこまで手が回らな

い・・・

地域の素材を使っ

た商品をもっと磨

き上げていきたい

な・・・

農業者として、生産活

動だけでなく、加工や

直販など新たな事業に

挑戦してみたい・・・

事業計画をしっかり立

てましょう！

農業者にお勧めなのは、

コレ。

消費者ニーズに合致した商

品の企画はどうすればよい

か、販売戦略は十分か・・・

マーケティングなどのアドバ

イスを受けてみては。

企業が企画する研修に、講師

を派遣することができます。

慶応義塾大学ビジネススクール

が収集した全国の具体事例から、

起業などで生じる悩みへの対処

法を学べます（テレビ会議）

消費者の安全・安心

ニーズが高まっている。

特に食品加工は、しっか

り対策をとっておきたい

が・・・

食品衛生管理の高度化や

食品表示の適正化は、専門

の視点でアドバイスがあると

安心ですね。

付けられた事業等を対象に
各事業の課題に応じた専門
家等を派遣し、具体的な課
題解決や事業計画の検討な
どを行う

民間企業、団体など（従業
員、職員）

通年／随時

雇用労働政策課

集合研修・講師派遣

保するため企業が実施する
従業員研修等を支援する

環境農業推進課

集合研修（ワークショップ形
式）、先進地視察

て、食品製造を担う人材を育
成する

各地域の農業者を含むグ
ループ

　　　　３０～４０名程度

資源を生かし、農業・農村の
活性化に向けた地域振興に
関する研修会の実施と、企
画書や計画書の作成によ
り、自ら企画・提案（創造）
し、行動できる農業者等を育
成する

通年／６月

県内食品会社３社

６月～３月／５月

地産地消・外商課

インターネットを活用したテ
レビ会議等による遠隔講座

新たに雇用した製造スタッフに
対する県外企業への出向研修
（ＯＪＴ）及び県内での食品加
工研修（OFF－ＪＴ）

派遣、指導・助言、講演会

６月～９月／４月

計画推進課

地域アクションプランに位置
付けられた事業等の事業実
施主体

基にした経営力を培う講座
を受講する仕組みづくりによ
り、中山間地域等での起業
家等を養成する

地域の事業者、起業を目指
す個人やグループなど
（本山町・土佐市）
　　　　　　　計３０名程度

通年／随時

計画推進課
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆公立中学校における
   職場体験学習の実施
   率
   （Ｈ２０）
  　本県９１．５％
　  全国９６．５％

◆実施校の中で、５日間
   以上実施している割合
  　（Ｈ２０）
　　本県２３．１％
　　全国２０．７％

◆中学校における一定
　期間（５日間）以上の
　職場体験活動の実施
　について普及・促進

◆「キャリア教育実践プ
　ロジェクト事業（国費）」
　を活用し、６地域で職場
  体験学習の指定研究
　を実施（馬路村、北川
　村、大豊町、土佐清水
　市、黒潮町、仁淀川町）

◆職場体験活動の受け
　入れ事業所の確保

◆効果的な職場体験学
　習とするための事前・
　事後指導

◆地場産業の教育の充実【学
校教育】

　○職場体験学習の必要性
　や目的について、受け入れ
　側への理解の促進

　○学校における職場体験学
　習の事前・事後指導の
　充実

○

◆地場産業の教育の充実【農
業】

　★地域の特産物の食農教
　育と給食への食材供給の支
　援による特産物の理解促
　進（将来の高知の農畜水産
　物応援団づくり）

○

現状 これからの対策
改革の方向

◆学校給食と連携した食
育活動の推進
・地域特産物を使ったメ
ニュー提案
・地域レベルの食材の供
給体制の構築への支援
・学校栄養職員に対する
研修
・学校教育と連携した食
育活動への支援（市町村
支援）

◆各地域で行われている
食育は米、野菜中心で、
地域特産物の活用が少
ない

◆食べ方（文旦などの剥
き方等）を知らない子ども
たちの増加

◆学校給食の地域特産
物活用は、地域や農業に
対する理解と子供を通じ
た消費宣伝の効果が期
待されるが、価格面で活
用が困難

◆県内農産物の主要品
目が、学校給食メニュー
に登場する機会が少ない

１．人材を県内で育てる
　　　　（１）年齢・段階に応じた
　　　　　産業の基礎人材づく
　　　　　り

◆高知県の、重量ベース
での地域食材使用状況
は、軽量野菜を中心とす
る本県の生産状況からみ
ると、米、野菜を中心に
地域食材が積極的に活
用されている状況

◆米・野菜以外の土佐は
ちきん地鶏、文旦、メロン
など（以下、「地域特産
物」）については、価格が
最大のネックとなって活
用が進まず、各地域の学
校で行われている給食に
使われる食材を教材とし
た食育でも、米、野菜で
の取組事例が大部分

◆新規学卒就職者の早
   期離職率が高い

◆高校生スキルアップ講
　 習会

◆社会人としての心構え
など社会で生きぬくため
の力の育成

◆社会人としてのスキルアップ
研修の実施

　○高校生スキルアップ講習
     会の実施

　○生徒へのキャリア教育充実

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

Ｐ１８６

別図（人１）参照
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆中学校における職場体
　験学習の実施率の向上
　　Ｈ２０年度　９１．５％
　　　　↓
　　Ｈ２３年度　１００％

◆食農教育実施市町村
　　H23：３４市町村

◆地域の実態に合った県
　 内産食材使用率目標の
　 設定（教育委員会）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２１ Ｈ２２

○高知ジュニア博士育成のための特産農産物の食農教育の推進

生産者・農業団体：食農教育の推進に向けた出前授業などへの積極的な取組

県産地づくり課：高知ジュニア博士育成のための食農教育の実施

県農振センター、畜産試験場、茶業試験場：食農教育に取組む生産者団体等への

支援

Ｐ１８６

別図（人１）参照

公立中学校：望ましい勤労観、職業観、人生観を育むため、生徒が事業所等

において職場体験をすることにより、職業や仕事の厳しさややりがい等につ

いての学習を行う

職場体験学習の推進

◆望ましい勤労観･職業観
　･人生観を持った生徒の
　育成

◆企業が求める多様な人
　材の供給

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

高校生スキルアップ講習会

高等学校課：高校生がビジネスマナーや社会人としての心構え

を習得し、社会人にスムーズな移行ができるように支援する

生徒へのキャリア教育充実

高等学校課：生徒を対象とした実践的なキャリア教育の実施
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆職業教育の一環として
企業等でのインタ－ン
シップの実施
21年度の実施率
工科大　79.4%
女子大　60.1%

◆工科大は、２年時か
ら、女子大は３年時から
選択科目として実施

◆実施率の引き上げ ◆インターンシップの取り組み
の強化、拡大【大学】

　○県立大学等インタ－ン
　　シップの強化拡大
　○キャリア形成支援の強化

現状 これからの対策
改革の方向

１．人材を県内で育てる
　　　　（１）年齢・段階に応じた
　　　　　産業の基礎人材づく
　　　　　り

◆新規高卒の就職希望
   者のうち県内希望者は
   ６割以上いるが、県内
   就職者の割合が減少

◆県内に専門高校で学
   んだ知識・技術などを
   活かす求人の不足

◆新規学卒就職者の早
   期離職率が高い

◆農業高校卒業後の農
   業自営者が激減

◆インターンシップ推進
   事業

◆農林業体験インターン
   シップ事業

◆地元企業との連携が
   やや希薄
　・県内企業等に対する
　 認識の向上

◆若年者の一次産業離
   れ
　・担い手の減少

◆インターンシップの取り組み
の強化、拡大【生徒・学生】

　○インターンシップの推進
　○農林業体験インターン
     シップの推進
　・これまで取り組んできた事
     業を｢地元企業や他の教育
     機関との連携強化｣をキー
     として再構築

　○専門性の基礎･基本の確
      実な定着に重点を置いた
      教育活動の充実とともに
      スペシャリストの育成強化

○ ○

◆民間企業の取り組みに
より、大学生と地域との
マッチングが図られてい
る

◆他地域や他大学への
拡大

　○ふるさとインターンシップ
　（若者の地域への派遣）の
　実施

◆若年者の県外流出が
増加
　
　新規高卒者の就職率は
向上するなかで、県外就
職者は増加し、20年3月
には52％と半数を超過
　　 15年3月：24.8％
　→20年3月：52.0％

◆新規高卒者の就職促
進（就職率の向上）

　　13年度：69.9%
　　→19年度：88.0%

◆新規高卒者の県外流
　出の増加

　産業界、行政、学校の
連携した県内就職への取
組が十分でない

◆本県産業や事業者に対する
再認識に向けた保護者等の意
識啓発
　○地域産業担い手人材育成
    事業
　○ふるさと雇用再生キャリア
    教育推進事業

　　　企業実習や企業研修等を
　　通じた学校と産業界、企業
　　との連携強化

〇

◆新規高卒の就職希望
   者のうち県内希望者は
   ６割以上いるが、県内
   就職者の割合が減少

◆早期離職率が高い

◆保護者対象進路講話 ◆単なる卒業後の出口
   指導に止まる場合が
   あった

　○保護者対象の啓発事業
　 ・現在の就職の状況を分析･
　　 把握し、学校と家庭が連携
 　　した就職支援を強化

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆望ましい勤労観、職業観
を持った人材の輩出

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２
目指すべき姿

産業関係学科の学科改編
開始

◆即戦力の担い手育成
◆先端技術等の指導の充
   実

◆産業関係学科の学科改
　 編開始
　・生徒の学習意欲の高揚

◆産業界、行政、教育界の
   連携のしくみ、人材供給
   体制の確立により、企業
   が求める多様な人材を
   確保

Ｈ２３

インターンシップの推進

スペシャリストの育成充実

県高等学校課：社会や産業構造の変化に対応した学科へ

の改編を検討、施設・設備の充実

県高等学校課：地域企業等へのインターンシップで、生徒自身のキャリアプランが築け、目標達成ができる生徒の

育成。農林業を体験することにより、一次産業の魅力や厳しさを知る

インタ－ンシップの実施

高知 科大学 高知女子大学 学生に職業教

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆高校生の県内就職割合
　　H２０：４８．０％
　　　　　↓
　　H２３：６０．０％

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業が求
める多様な人材を確保

◆高校生の県内就職割合
　　H２９：７５．０％

◆企業等に対する認識の
   向上と家庭･学校の連
   携強化

◆産業界、行政、教育界
   の連携のしくみ、人材
   供給体制の確立により
   企業が求める多様な人
   材を確保

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県高等学校課：社会や産業構造の変化に対応した家庭・学校の連携のとれた進路支援

保護者対象進路啓発

Ｐ１８６

別図（人１）参照

高知工科大学、高知女子大学：学生に職業教

育を行うため、学生を県内企業等に派遣して

研修を行う

受入地域や大学生などの

若者のマッチングの仕組み

づくり

県地域づくり支援課：ふる

さとインターンシップの仕

組みづくり

県地域づくり支援課：ふるさとインターンシップの本

格的な実施

ふるさとインターンシップの本格実施

地域産業担い手人材育成

事業の創設

産業界：指導者の派遣、

実習受入れ等

県雇用労働政策課（高

等学校課）：地域産業担

い手人材育成事業の実

施（10校）

県雇用労働政策課（高等

学校課）：対象校の拡大

と事業の充実(10校→23

校）

地域産業担い手人材育成

事業の充実

Ｐ ３７６ 商工業分野

別図（商工１５）参照

地域産業担い手人材育成

事業の充実

県雇用労働政策課：事

例集の作成や企業情報

等を発信するポータルサ

イト「まなともネット」の拡

充等により実施校の拡

大を図る

159



連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆ジョブカフェこうちを中
心とする若年者の就業促
進

　利用促進、相談機能充
実と就職支援
　19年度：来所10,561人
　　　　　　 相談4,072人
　　　　　　 就職385人

◆若年離職者の就業支
　援の強化

　ジョブカフェの認知度
が不足
　国、県、市町村や各支
援機関の連携が弱い

◆若年者への県内企業への就
職促進

　◎就職支援相談センター事業
　　　ジョブカフェの機能強化と
　　自立支援機関や国との連
    携による就職促進

　★平成２２年３月新規高等学
　　校卒業者の未就職者対策

◆市町村が行う地域密
着型の人材育成の取組
の支援

　○新パッケージ事業
　　国の制度（新パッケージ事
　　業）を活用し地域で行う人材
　　育成の取組を支援すること
　　で地域の雇用創造を図る

現状 これからの対策
改革の方向

１．人材を県内で育てる
　　　　（１）年齢・段階に応じた
　　　　　産業の基礎人材づく
　　　　　り

◆就業者は減少し失業
率も高い(国勢調査7年→
17年）
・人口816千人→796千人
（▲20千人）
・就業者410千人→370千
人（▲40千人）
・失業率(17年)県7.9％、
全国6.0％
・若年者の失業率(17年)
県11.7％、全国8.5％

◆有効求人倍率は低く雇
用情勢は厳しい
　19年度平均
　　県0.50倍　全国1.02倍

◆ニート、フリーターが多
く存在
　ニート　3,230人
　　（17年国勢調査）
　ﾌﾘｰﾀｰ12,400人（14年
就業構造基本調査）

◆雇用情勢が厳しい中、
せっかく求人があっても
就職に結びついていない
雇用のミスマッチも生じて
いる

　20年4月
　有効求人数8,521人

〇

◆ボランティア観光ガイド
の育成を行ってきた

◆平成１９年度末の県内
観光ガイド団体数は１５
団体である

◆観光ガイドの育成、ス
キルアップをめざした研
修会を開催してきた

◆体験をサポートする観
光ガイドやインストラク
ターなどが不足している

◆高度な内容のガイドに
は有料化へ移行すること
も念頭におき、新しい雇
用の場づくりを推進する
必要がある

〈観光振興に必要な人材の育
成〉

◆観光ガイドの育成、充実
　○観光ガイドの育成、充実

○ ○

◆産業振興につながる取
り組みへの若年層の参
画が少ない

◆意欲はあるが参画方
法が分からないとの若手
事業者の声がある

◆若年層の情報収集力、
人的ネットワークが未発
達

◆産業団体や行政等に
おいても若年層まで情報
が浸透していない

◆県内産業人材（若手人材）に
よる異業種交流

　★県内若手人材による異業
　種交流研修

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆計画には、産業団体や
行政、地域住民など、策
定段階から1,500人以上
の方々が参画

◆住民説明会や団体へ
の説明会など地域ごと分
野ごとに実施

◆新たな取り組みを検討
する民間組織（地域資源
活用共有会議）の立ち上
げや運営に助成

有効求人数 , 人
　→就職件数1,371人
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業の求
める多様な人材を確保

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

ジョブカフェの機能強化

県雇用労働政策課（生

涯学習課）：ジョブカフェ

と若者サポートステー

ションとの連携

県雇用労働政策課：幡多

地域へジョブカフェこうち

のサテライト設置

若者自立支援機関との

連携

Ｐ３７７ 商工業分野

別図（商工１６）参照

ジョブカフェの機能強化

県雇用労働政策課：しご

と体験枠の拡充やキャリ

アカウンセラーの増員等

県雇用労働政策課（高等

学校課）：職業訓練から

職場体験や直接雇用な

ど就職までの一貫した支

援の実施

未就職者対策

市町村の人材育成の

支援

県全域への普及

Ｐ３７８ 商工業分野

別図（商工１７）参照

◆ボランティアガイドをはじ
めとする「おもてなし」の組
織が育成され、官民がそれ
ぞれの役割を果たす

◆観光ガイド組織が、全市
町村に設立される

◆地域活性化につながる
人材の輩出（１００人／年）

◆地域産業の振興を担う人
材の持続的な創出

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県観光振興課：観光ビ

ジョン実践支援事業費補

助金で観光ガイドのスキ

ルアップなどを支援

県おもてなし課：観光ガイ

ド研修の実施によるスキ

ルアップと交流の促進

観光ガイドの育成、充実

ガイド組織：研修会等の開催、有料ガイドへの移行

県観光政策課、計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金で観光ガイド育成

の取組を支援

県おもてなし課：観光ガイド研修の実施によるスキルアップとネットワークの推進

異業種交流研修の実施

産業団体、金融機関、企業、行政、事業者など：若手人材

の参加

県計画推進課：研修講座の開催

各産業部局：研修講師

市町村：新パッケージ事

業による人材育成、就

業促進

県雇用労働政策課：市

町村の人材育成の支援

県雇用労働政策課：国の制度を活用した

取組の県全域への普及
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆県内産業の振興につな
がる取り組みの多くを担う
のは５０歳代以上の経営
者層が主流

◆多くの地域産業は事業
者が個々に取り組んでお
り、新しい産業に取り組む
若手人材が少ない

◆人材育成の取り組み
は、様々な機関で個別の
目的ごとに実施されてい
る

◆地域産業の振興に必要
なノウハウが体系的に整
理できていない
◆ノウハウを習得した人
材が極めて少なく、地域産
業振興のコーディネートが
できていない

◆地域産業の将来を担う若手事
業者の養成

　★地域産業振興人材育成塾
　の開設

○

◆経営体の多くは零細
で、いわゆるドンブリ勘定

◆延滞債務の増加が漁業
経営を圧迫

◆漁協に経営指導の意識
が欠如

◆一部の漁業者を対象と
した漁業経営指導協会等
による経営指導

◆漁業者の希薄な経営意
識

◆経営指導を担う漁協職
員が不在

◆従来の経営指導は対象
や効果が限定的

<ビジネスの基礎知識、ノウハウ
の習得【水産業】>

◆組合員に対する経営指導
　 体制を整備
　◎経営指導を担う相談員
　　 の配置
　◎相談員のレベルアップ
     を支援

○

現状 これからの対策
改革の方向

　１．人材を県内で育てる
　　　　（２）地域産業を創造、
　　　　　リードする人材育成
　　　　　【地域支援】

◆★鮮度保持・衛生管理・規
    格選別に対する意識・行
    動の改革

◆鮮度保持、衛生管理に
関する意識や技術に、漁
業者間での濃淡がある
（特に一部の網漁業では
改善が必要）

◆市場搬入後から搬出ま
での鮮度保持、衛生管理

◆一部のブランド魚種（キ
ンメダイ、清水サバ）や漁
業種類（定置網漁業）につ
いては鮮度保持に関する
取組を実践

◆品質保持への努力量と
魚価反映への金銭的因果
関係がわかりづらい

◆一部のブランド魚種を
除き、意識の統一が未実
施

◆◎県漁協の流通販売事業
     に関する取組強化

○ ○

○

での鮮度保持、衛生管理
は市場による格差が大き
い

◆規格選別は、市場によ
りバラバラである

◆漁業者や漁協職員の意
識が低い

◆魚種ごとの規格は、産
地任せ

◆多くの漁協は受託販売
業務にとどまり、市場への
参入実績なし

◆一部、小規模な消費者
への直接販売、業務筋と
の直接取引、消費地市場
出荷がなされている

◆営業力、交渉力を持っ
た人材が少ない

◆有利販売のノウハウが
ない
（あらゆる有利販売チャネ
ルでの販売実績の積み重
ねが必要）

◆県漁協の財務基盤は弱
く、リスクの引き受けや必
要人員確保の余裕がない

○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆将来、地域産業の振興を
コーディネートできる人材の
輩出（１５人／年）

◆地域産業の持続的な創出

◆記帳を行うモデル経営体
の選定と実践

◆記帳を行うモデル経営体
の拡大

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆漁業者による、より質の高
い鮮度保持の実施

◆特別な鮮度保持ニーズ
（沖〆など）へ対応できる技
術習得

◆市場における鮮度保持

◆市場からの高い評価と信
頼を得ての浜値の向上

経営指導を担う相談員の配置

県漁協：組合員の指導を担

う相談員5名を配置
県漁協：相談員を27名に増

員し、指導体制を強化

相談員のレベルアップを支援

県海洋政策課（H21～合併・流通支援課）：相談員の研修等を通じたレベルアップを支援

漁業者・漁協：鮮度保持 衛生管理 規格選別に対する意識・行動改革と販売実践（ク

鮮度保持・衛生管理・規格選別に対する意識・行動の改革

地域産業振興人材の育成

産業団体、金融機関、企業、行政、事業者など：若手人材の

参加

県計画推進課：研修講座の開催

◆市場における鮮度保持、
衛生管理の統一実施

◆規格選別の普及

◆上記取組による適正な価
格の確保

◆取引先に応じた集出荷体
制整備と販売ノウハウの獲
得

◆営業担当職員（プロ）の養
成

◆有利販売先の見極め(３年
間の総括・評価）と以後の販
売戦略の構築

◆有利販売のできる取引先
の選択と拡大

◆市場信用力の獲得と産地
としての認知度向上、ブラン
ド化の実現

◆漁業者への収益還元（手
数料の引き下げ等）の実施

◆多くの漁業者が実感でき
る浜値向上への寄与（実現）

漁業者・漁協：鮮度保持、衛生管理、規格選別に対する意識・行動改革と販売実践（ク

レーム対応）等を通じた技術の高度化とその継続

県水産振興部、工業技術センター：

・鮮度保持、衛生管理に関する意識・行動改革の取組支援

・価格バランスを踏まえた規格選別の理解促進（学習会の開催など）

・鮮度保持、衛生管理に関する技術的支援（普及・定着）

県水産試験場・漁業指導所・工業技術センター：鮮度保持技術に関する日常的支援

県漁協の流通販売事業に関する取組強化

アンテナショップ

のオープン

総括・評価

県漁協：

・集出荷体制や販売事業のノウハウ確立 ・多様な有利販売チャネルの開拓

・販売体制と財務基盤の強化 ・販売に関する人材の効果的な育成（プロの育成）

・外部アドバイザーの意見の活用や民間販売会社との連携による漁業者､漁協職員の育成

・浜への情報のフィードバックによる一層の高品質化

・３年後の総括と販売戦略の構築

市町村：県と連携した県漁協への取組支援、地域での独自の取組

県合併・流通支援課：

・県漁協の流通販売事業に対する支援 ・本県水産物のＰＲ、ブランド化

・地産地消など消費拡大の取組 ・健全経営早期実現への支援

直販店を中心とした販売

事業の展開

県内量販店との直接取引

の展開

県内外業務筋・消費地市

場への展開
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆地域アクションプランに
掲載されているものの、
具体化していない取組に
関わる事業者や、これか
ら地域アクションプランへ
の掲載を目指す事業者
等のモチベーションやビ
ジネス基礎力が不足

◆左記の事業者等を対
象とした体系的な研修は
未実施

◆地域アクションプランに
掲載されたプロジェクトの
うち、一定熟度が高まっ
たもののみを、産業振興
総合補助金や産業振興
アドバイザー派遣の対象
としていたため

◆商品づくりを通じた産業人材
の育成

　★地域産業人材育成事業
　～目指せ！弥太郎商人
　（あきんど）塾（仮称）～

○ ○ ○

◆県において、意欲を
持った漁業者などの把握
ができていない

◆地域活性化的な取組
や活動に対する支援を中
心に実施

◆試験研究機関による製
品開発試験等による支援

◆意欲のあるリーダーな
どの人材が不足

◆グループ育成のコンセ
プトに経営的視点までが
視野になかった

◆製造設備等生産資源
の不足

<商品づくりを通じた産業人材
の育成【水産業】>

◆★零細な加工事業者の
　意識と行動の経営的視点
　　への誘導
　
◆★零細な加工事業者へ
　の商品開発から販売まで
　の取組を総合的に支援

○ ○ ○

◆農業・農村の活性化や
「食」を生かす六次産業
化など、地産地消の推
進、都市と農村住民との
交流、農産物加工等に対
する強い期待感

◆農業生産や農業経営
の安定対策、農村地域の
活性化などを目的に、農
村女性リーダーや青年農
業士等の育成

◆地域資源の活用
・地域のヒト、食、環境な
どの価値の再認識
・地域の有効資源の高付
加価値化
・食や環境の情報発信

◆農林水産業従事者のリー
ダー研修【農業】

　★農業や農村の活性化に向
　け自ら企画・提案し、行動でき

る人材の育成
○

現状 これからの対策
改革の方向

　１．人材を県内で育てる
　　　　（２）地域産業を創造、
　　　　　リードする人材育成
　　　　　【地域支援】

○

◆森林資源は成熟しつ
　 つある
◆森林の所有規模が小
   さく、効率的計画的な
　 生産活動が停滞

◆森の工場に取り組む
　 事業体の掘り起こし
◆作業道整備や機械
   化、ＯＪＴの実施など
   生産システムの改善
   への支援
◆専従チームによる労
   働生産性や工程改
   善への支援

◆「森の工場」の理念
   が十分浸透していな
   い
◆森林に関心の希薄な
   所有者が増加し、集
   約化が難しくなってき
   た
◆生産システムを使い
   こなすノウハウが浸
   透していない

<農林水産業従事者のリーダー
研修【林業】>

◆森林所有者の「森の工場」
　 への理解の促進

　○提案型集約化施業を実践
　できる森林施業プランナー
  の育成

○

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆世界のトップランナーと日本
　のトップランナーの友好園芸
　農業協定を活かした仕組み
　づくり

　★人材育成
　★技術交流
　★県内外へのＰＲ

◆オランダ国の施設園芸
は輸出産業として発展、
天敵利用や環境制御に
よる病害虫対策、肥料成
分等をハウス外に一切排
出しないクローズドシステ
ム等、農薬や化学肥料等
の環境への負荷を極力
抑える多くの技術で世界
のトップランナーを走る国
として認知

◆生産者や関係者の自
主的なレベルでの訪問や
交流が主体

◆環境条件や生産規模
等が全く違うオランダの
技術や仕組みをそのまま
導入するのではなく、高
知に応じた形へ進化

◆交配昆虫利用技術、天
敵利用技術の先進地とし
て情報収集・交換

◆高知方式の養液栽培
技術の開発と普及

◆花き類、特にオリエンタ
ルユリ等の高品質切り花
生産
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

人材育成研修の実施

◆自ら考え行動できる（商
品企画書が自分で作れる、
商品を自分で売れる）事業
者の育成

◆左記事業者を地域産業
の担い手へと育成、事業者
の自立

◆他の地区のモデルとなる
起業グループを複数育成

◆高付加価値化起業の条
件を備えた漁村地域には、
少なくとも各１グループを育
成

◆農業・農村の活性化に向
けた企画提案　２８本

◆住民力の発揮による農
村地域の活性化、新たな生
産方式の導入等による高
付加価値型農業の展開

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

浜加工グル－プの意識と行動の経営的視点への誘導

浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノ

ウハウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）

漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進

県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育

成）、経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導による支援

事業者：ステップ１（基礎編）、ステップ２（応用・実践編）を

受講し、ビジネスの基礎力から応用力まで習得

関係団体、市町村、地域支援企画員等：ステップ１（基礎

編）を事業者とともに受講し、ビジネスの基礎力を習得

県計画推進課：上記研修を主催

農業者等：農業創造人材育成研修への参加

人材育成ワークショップの実施

Ｐ１８７

別図（人２）参照

◆全森林組合に２名ずつ
　の森林施業プランナー
　が育成されている。
◆施業林地を集約化し、
　効率的な作業システム
　による、計画的な木材
　生産を行うことの出来
　る「森の工場」が整備さ
　れている
◆整備済「森の工場」
   面積　４３，０００ha

◆森林施業プランナーの
　活動が定着している。
◆施業林地を集約化し、
　効率的な作業システム
　による、計画的な木材
　生産を行うことの出来
　る「森の工場」が整備さ
　れている
◆整備済「森の工場」
   面積　９０，０００ha

◆学校間の交流に向けた
　関係づくり
　　H21年度：０組
　　　　↓
　　H23年度：１組

◆技術交流研修参加者
　　10名/年

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

農業者等：農業創造人材育成研修 の参加

農業振興センター・地域支援企画員：

地域課題の掘り起こし、企画提案実現への支援

環境農業推進課：農業創造人材育成研修の実施

友好園芸農業協定締結

に向けた準備と締結

人材育成

技術交流

県内外へのＰＲ

生産者：技術交流等への参画と実践

農業団体：締結を活かす活動への協力及び人材育成や技術交流等への参画と実践、協定締結記念イベントやフェア

への協力、県内外へのPR

ウェストラント市と県内の関連企業：民間レベルでの交流やビジネスの可能性を相互に模索

県関係課：ウェストラント市、オランダ大使館、両国の関係機関や関連企業との合意形成や調整、情報提供、交流等

への参画と支援、協定締結記念イベントやフェアの開催、交流ブースの設置、県内外へのPR

農業大学校、農業振興センター、農業技術センター：締結を活かす活動の実践、人材育成及び技術交流

Ｐ１８８

別図（人３）参照

事業体：実務者等の派遣協

力 研修課題取組への協力

体制の整備

森林組合連合会：研修への

参加の指導 研修サポート

県森づくり推進課：研修開

催

事業体：研修生の派遣 自

らの経営実態の把握

森林組合連合会：研修の

実施

県森づくり推進課ほか：研

修会の実施支援

森林施業プランナーの育

成

165



連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆県内では、地域の集落
単位や任意団体・グルー
プ、NPOなど、比較的小
さな事業体が主体となっ
て、「地域活性化」を目的
に事業展開 している「小
さなビジネス」が数多くみ
られる

◆小さなビジネスの活動
に対して、県では、地域
支援企画員などを通じ、
地域の元気づくりや集落
の維持、活性化など、
「地域づくり」 の視点で、
助成や情報提供、橋渡し
などの支援を行ってきた

◆多くの事例で、趣味、
生きがい、ボランティアな
どの意識が強い反面、ビ
ジネスとしての意識が薄
い
◆ビジネスのノウハウや
知識を身につける機会に
恵まれず、満足のいく販
売促進、情報発信、ＰＲ
活動等が出来ないため、
販路拡大につなげること
が難しい

◆課題とニーズに対応したアド
バイザーの派遣

　◎産業振興推進アドバイザー

○ ○ ○

◆中山間地域など地域で
の産業創出につながる人
材が少なく、持続的な産
業の創出に至っていない

◆都市部以外での地域
産業に関する人材育成
の取り組みは、第一次産
業分野を中心に散発的
に実施

◆中山間地域などの遠
隔地で産業創出につなが
る体系的なノウハウの取
得の機会が少ない

◆ビジネス専門研修講座等の
開催（ICT活用研修等）

　★地域産業リーダー育成事業
　費（地域起業家養成事業負担
　金）

○

◆工科大の大学院では、
主に社会人を対象に起
業家コ－スを設置
H21 学生数　修士13名
博士　17名

◆工科大では、土日開講
の大学院起業家コ－スに
より人材を育成

経営的視点を有する事業
者の拡大

◆大学院起業家コースによる
人材育成

　○高知工科大大学院の起業
　家コースにおける経営者の

育成
○

現状 これからの対策
改革の方向

　１．人材を県内で育てる
　　　　（２）地域産業を創造、
　　　　　リードする人材育成
　　　　　【地域支援】

育成
○

◆年間複数回公開講座
や県民向けの講演会を
実施するなど、県が関与
する大学では、地域に開
かれた大学として専門職
の方々の知識、技術の向
上、県民の生涯学習意欲
に対応

◆大学の社会貢献活動
の一環として、県民向け
の講座を実施

◆社会人教育の充実 ◆公開講座・リカレント教育の
実施

　○公開講座、リカレント教育
　の実施

　○県民向けの講座や職業人
　の再教育の実施

○

◆企業内での訓練が質
的・量的に十分できてい
ない

◆在職者訓練の支援 ◆企業在職者の技術、技
能の向上
中小零細企業では施設
や資金面での制約があ
る
◆人材の確保
県内では専門的なスキル
を持ち、企業の即戦力と
なる人材が不足してい
る。

◆工業技術センター等との連
携による技術研修

　○人材育成事業（工業技術
　センター）

○

　★人材育成事業（紙産業技術
　　センター）

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆ビジネスに関する専門的
な知識や技術習得すること
で、生産性の向上や販売促
進などの効果があらわれる

◆県内の各地域の事業者
等に利益アップや所得向上
をもたらす
◆担い手が確保され、第一
次産業の強みが維持される
とともに、これらの強みを活
かした加工産業等の第二
次産業が新たに育っている
（若者の県内定着、就業者
における生産年齢人口の
増加、就業者数の維持）

◆中山間地域での起業家
の育成

◆中山間地域等での持続
的な産業創出

◆経営的視点を有する事
業経営者の育成

◆地域再生に取り組む経
営能力の高い人材が多数
育成され、産業の振興につ
ながる

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

アドバイス体制の拡充検

討

県地域づくり支援課：アド

バイザー制度の拡充、支

援体制の検討（アドバイ

ザー３種類）

アドバイザー事業の実施

事業者：課題やニーズに

対応した、ノウハウの習

得

県産業振興推進部：アド

バイザー制度の実施、周

知、地域本部の支援

大学の遠隔授業によるビ

ジネス講座の時受講機会

の創出

地域の事業者：研修参加、会場運営

市町村：講座開設

慶應義塾大学大学院（経営管理研究科）

：講義システム運営及び教材提供

県計画推進課：県教材作成負担

大学院起業家コ－スによる人材育成

高知工科大学：事業経営に必要な知識、方法、戦略を

Ｐ１０９

別図（外６）参照

◆県が関与する大学が連
携して社会人教育を実施す
ることにより、地域産業をリ
－ドする人材が育成される

◆技術研修受講者数
 H20：
　　9コース 75人(年間)
        ↓
 H21～H23：
 14コース 400人(年間)

◆技術、技能の向上や資
格取得率アップ

◆企業の求める多様な人
材を確保

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

公開講座、リカレント教育の実施

高知工科大学：事業経営に必要な知識、方法、戦略を

多くの経営実践の事例に基づき教育研究し、経営者を

育成

高知工科大学：県民向けの講座の実施

高知女子大学：県民向けの講座や職業人の再教

育を実施

機械・金属、紙産業、食品加工企業等に対する技術人材の育成

県工業技術センター：

・専門的技術研修の実

施

県工業技術センター：

・専門的技術研修の実施

・食品加工特別技術支援員の配置

・技術指導アドバイザーの派遣

県工業技術センター：

・機械金属加工特別技術支援員の配置

県紙産業技術センター：

・技術指導アドバイザーの派遣

Ｐ３６６ 商工業分野

別図（商工５）参照
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆企業内での訓練が質
的・量的に十分できてい
ない

◆在職者訓練の支援
　
　認定職業訓練校への助
成や高等技術学校での
在職者訓練

◆企業在職者の技術、
　技能の向上

　中小零細企業では施設
や資金面での制約があ
り、質的・量的に訓練が
十分できていない

◆在職者訓練の充実

　○認定職業訓練
     利用者拡大のための事業
　　 主団体への助成充実

　◎在職者訓練（高等技術学
　　校）高等技術学校を活用
　　した計画的な在職者訓練
　　の実施

○

　★人材育成研修事業費
　　 企業が行う人材育成のた
　　 めの研修事業を支援

◆県外大手量販店など
顧客の要求水準に見合う
生産管理ができていない

◆食品衛生研修会の実
施

◆生産管理能力の向上 ◆食品加工施設の生産管理高度
化の支援

　★食品加工施設の生産管理の
　高度化対応への人材育成支援

○

現状 これからの対策
改革の方向

　１．人材を県内で育てる
　　　　（２）地域産業を創造、
　　　　　リードする人材育成
　　　　　【企業支援】

○

◆小規模・零細な食品加
工業が多く、新たな人材
育成の機会が少ない

◆企業等による社内人材
育成
◆企業等による商品開発
等に対する個別支援

◆食品製造を担う人材の
育成

◆商品づくりを通じた産業人材の
育成

　★食品企業等での研修を通じ
　た人材育成

○

◆工科大の大学院では、
主に社会人を対象に起
業家コ－スを設置
H21 学生数　修士13名
博士　17名

◆工科大では、土日開講
の大学院起業家コ－スに
よる人材育成

経営的視点を有する事業
者の拡大

◆大学院起業家コースによる
人材育成【再掲】

　○高知工科大大学院の起業
　家コースにおける経営者の育
　成

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業の求
める多様な人材を確保

◆研修受講者数
　　Ｈ22：360人（年間）
　　　　↓
　　Ｈ23：500人（年間）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

在職者訓練の実施

高等技術学校：在職者訓

練の実施

在職者訓練の充実

事業主団体への助成充実

事業主団体：在職者訓練の

充実

県雇用労働政策課：認定職

業訓練費補助金の拡充

事業主団体への助成

事業主団体：在職者訓練の

実施

県雇用労働政策課：認定職

業訓練費補助金

在職者訓練の拡大

高等技術学校：計画的な

在職者訓練の実施による

受講者の拡大

企業の人材育成の支援

雇用労働政策課：

・研修会の実施

・企業が行う研修会への

講師の派遣

高等技術学校：在職者訓練

の充実

事業主団体：高等技術学校

と連携した在職者訓練の推

進

事業主団体：在職者訓練の

実施

県雇用労働政策課：認定職

業訓練費補助金

事業主団体への助成継続

生産管理の高度化を担う人材の育成

◆新たな人材の育成（３名
／２２年度）

◆中核となる人材に成長

◆経営的視点を有する事
業経営者の育成

◆地域再生に取り組む経
営能力の高い人材が多数
育成され、産業の振興につ
ながる

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

食品製造を担う人材の育成

食品企業：研修生の受け入れ

県地産地消・外商課：食品加工地域人

材育成支援事業の実施

大学院起業家コ－スによる人材育成

高知工科大学：事業経営に必要な知識、方法、戦略を

多くの経営実践の事例に基づき教育研究し、経営者を

育成

県地産地消・外商課：生産管理高度化に関する研修等の開催及び個別支援

169



連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆都市圏での高知県の
認知度がまだまだ不足

◆移住の地として高知県
を選んでいただけるよう
に都市圏での移住相談
会へ参加

◆ピンポイントに伝える
情報発信

◆都市部での移住・新規就業
希望者相談会等の実施

　○移住プロモーション実施事
　業

○

◆後継者対策等として、
新規就農や農業以外の
分野からの新規参入に
重点をおいた取組を推進

◆新規就農者は、世代交
代による主業農家数の維
持に必要な数(年間150
人)を目標とした確保対策

◆新規就農の経営環境
悪化等による伸び悩み

◆都市部での移住・新規就業
希望者相談会等の実施【農業】

　★首都圏、近畿圏の就農希
　望者に対する農業技術研修
　の実施

○

◆行政が主体となり移住
を促進

◆移住協働パートナー市
町村と連携して受け入れ
体制を整備

◆官民協働による移住促
進事業の推進

◆移住・ＵＩＪターン、就業相談
の機能、体制の強化

　○ふるさと雇用再生移住ビジ
　ネス創出事業

○

現状 これからの対策
改革の方向

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（１）産業の担い手の確保
　　　　　に向けた仕組みづく
　　　　　り

○

◆林業の担い手が高齢
   化・減少している

◆無料職業紹介や就業
   面談会の実施
◆林業体験教室の実施

◆就労条件などの職場
   改善が進んでいない
◆就業希望者へ就業条
   件などの提示が不明
   瞭であった

<移住・ＵＩＪターン、就業相談の
機能、体制の強化【林業】>

◆○就業希望者向けの林業
　　体験の実施
◆◎就業希望者へのＰＲ方法
　　の改善

○

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆漁業就業者数はH5か
らの10年間で約30％減
少

◆新規漁業参入者はH15
年19名、H16年23名、
H17年22名、H18年25
名、H19年41名

◆過去３年間の新規就業
者の前職は、サラリーマ
ンからの転職なども多い
（40歳以上49名、30歳台
19名、30歳未満20名）

◆支援事業で確保した漁
業者12名（平均年齢34
歳）は中堅漁業者として
定着

◆若齢者の確保に重点

◆漁業就業支援事業の
実施（生活費と技術指導
への支援）

◆新規就業時の支援（制
度資金による支援）

◆漁業の魅力が大きく低
下（魚価安、資源減少、
3Kイメージ）

◆新規就業時のハードル
（漁労技術、初期投資、
漁村環境）の高さ

◆一部の地域を除き、市
町村、漁協の受入体制の
不備

<移住・ＵＩＪターン、就業相談の
機能、体制の強化【水産業】>

◆漁業の担い手の確保
　★幅広い世代からの漁業就
     業者の確保
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆新規就農者数
　　Ｈ２１：年間１５０人
　　Ｈ２２以降：年間１７０人

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２２

研修の拡充

県環境農業推進課：東京や大阪で受講できる都会で 学ぶこうち農業技術研修の

開講（Ｈ２２～）

情報発信の実施

県地域づくり支援課：県外

への移住相談会への参

加、ＨＰでの情報発信

県地域づくり支援課：県外への移住相談会の実施、ＨＰでの情報発信、フォロー

アップデータベースを活用した移住希望者の囲い込み

情報発信の強化

官民協働のワンストップ

窓口体制の整備、移住

ビジネスの検討

徹底したフォローアップの実施、

移住ビジネスの検討と実践

Ｐ１８９

別図（人４）参照

◆効率的な林業生産活動
   を行うことが出来る優れ
   た担い手が育成されて
　 いる
◆年間を通じた安定的な
   仕事量の確保に取り組
   んでいる
◆担い手　　１，５６０人

◆効率的な林業生産活動
   を行うことが出来る優れ
   た担い手が育成されて
   いる
◆年間を通じた安定的な
   仕事量が確保されて
   いる
◆担い手　　１，７００人
◆林業雇用労働者（原木
   生産）の年収　４００万円

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆年間22名以上の新規就
業者を確保

◆幅広い世代から就業者を
確保
　（後継者確保から担い手
の確保へ）

◆「年間22名程度（H15～
H18平均）の新規就業者を
確保

県地域づくり支援課：官民

協働の移住促進の取組を

推進

県地域づくり支援課：官民協働の継続的な移住促

進体制の整備、フォローアップデータベースを活

用した徹底したフォローアップの実施

幅広い世代からの漁業就業者の確保

漁業者、漁協：地域内での働きかけや地域外からの勧誘の積極的な実施

市町村：漁協と一体となった担い手確保活動の実施やＵＩターン者情報の収集

県漁業振興課：就業意欲を高めるための情報提供やＰＲ

新規漁業就業者の確保

若者を対象とした漁業研

修や生活支援

Ｐ３２８ 水産業分野

別図（水３）参照

労働力確保支援センター：

就業者アドバイザーによる

雇用情報の収集強化

ホームページの充実等に

よる広報の強化 就業希

望者向けの林業体験研修

林業就業相談の実施

県森づくり推進課：労働力

確保支援センターと協力し、

雇用情報の収集 適時の

学校訪問等広報の強化

就業希望者への支援充実

労働力確保支援センター：

雇用情報の収集 ホーム

ページによる広報 就業希

望者向けの林業体験研修

及び林業就業相談会の実

施

県森づくり推進課：労働力

確保支援センターと協力し、

雇用情報の収集、広報活

動

就業希望者への支援

労働力確保支援センター：

雇用改善計画の実行管理

を強化し、ハローワークへ

の求人票提出を指導する

県森づくり推進課：労働力

確保支援センターと協力し、

認定事業体の指導を実施

する
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆県内の就職等に関す
る情報提供の推進

◆Ｕ・Ｉターン就職情報の
提供と無料職業紹介の
実施
　
　求職者と求人企業双方
への情報提供と無料職
業紹介（Ｈ20～）

◆人材の確保

　県内では専門的なスキ
ルを持ち、企業の即戦力
となる人材が不足してい
る

◆移住・ＵＩＪターン、就業相談
の機能、体制の強化【商工業】

　◎Ｕ・Ｉターン企業就職等支援
　事業

　　　県のＵ・Ｉターン無料職業紹
　　介機能の強化

 ◆就職支援情報

　国、県、民間等が支援
情報をそれぞれ発信して
いるが、県民には、窓口
が多く情報が十分活用さ
れていない

　○「高知しごとネット」
　　専用ポータルサイトを設置し
　　て関係機関とのリンク強化
　　による情報の円滑な提供
　　により求人求職情報の利
　　便性の向上を図る

◆後継者対策等として、
新規就農や農業以外の
分野からの新規参入に
重点をおいた取組を推進

◆新規就農の経営環境
悪化等による伸び悩み

◆事前の地元調整や農
地、技術、労働力、資金
等の確保

◆ＩＣＴを活用した移住・就業関
連情報の一元化、情報共有

　★遊休ハウス等の活用に対
　　する支援

○

現状 これからの対策
改革の方向

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（１）産業の担い手の確保
　　　　　に向けた仕組みづく
　　　　　り

◆新規就農者は、世代交
代による主業農家数の維
持に必要な数(年間150
人)を目標とした確保対策

◆営農定着に至る各段
階で 資金 技術 情報面

〇

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

階で、資金・技術・情報面
での総合的な支援

◆異業種からの農業参
入支援
・支援制度等の情報発信
や相談対応
・地元調整や各課題への
対応支援
・栽培技術等の向上や資
金等の確保に向けた支
援
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業等が
求める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業等の
求める多様な人材を確保

◆新規就農者数
　　Ｈ２１：年間１５０人
　　Ｈ２２以降：年間１７０人

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

遊休ハウスの活用

農業団体（県農業公社）：遊休ハウス等の情報を収集し、就農希望者に情報提供（H21年度から新たに職員を配置）

農地や遊休ハウス等の情報収集・提供

無料職業紹介の開始

県雇用労働政策課：ＵＩ

ターン無料職業紹介の

開始、相談会の実施

無料職業紹介の機能強化

県外事務所：ＵＩターン

無料職業紹介の開始、

相談会の実施、登録企

業・人材の拡充

「Ｕ・Ｉターン人材情報シス

テム」の機能強化

県雇用労働政策課：

「Ｕ・Ｉターン人材情報シ

ステム」と「移住・就農

支援ネット」のデータ

ベースの統合化

就職情報の利便性の向上

県雇用労働政策課：

「高知しごとネット」

の開設

Ｐ３７９ 商工業分野

別図（商工１８）参照

アクセス件数の増加対策

・就職面接会や県職員採用情報などの新着情

報の充実

・県広報誌等による広報

・サイト掲載機関等との相互リンクの増加

・高等学校課及び私学大学支援課と連携して

高等学校や専修学校へ広報

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県農業農村支援課：遊休ハウス等の情報収集活動への支援（H21年度から県農業公社に委託）
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆後継者対策等として、
新規就農や農業以外の
分野からの新規参入に
重点をおいた取組を推進

◆新規就農の経営環境
悪化等による伸び悩み

<新規就業者の就業段階の
　資金、人的な支援の充実
　【農業】>

◆◎市町村での実践研修や遊
休ハウスの活用等に対する支
援）
　◎新規就農者に対する初期
　投資軽減支援

◆◎異業種からの農業参入支
援
　◎異業種からの農業参入企
　業等への初期投資軽減支援

◆特用林産業の担い手
が高齢化・減少している。

◆キノコや木炭など特用
   林産物の生産活動へ
   の支援

◆地域資源に目を向け
   たきめ細やかな取組
   が不十分であった
◆安価な輸入品との競
   合により淘汰されてき

た とに加え 生産者

<新規就業者の就業段階の
　資金、人的な支援の充実
　【林業】>

◆地域の特用林産物の生産活

現状 これからの対策
改革の方向

○

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（１）産業の担い手の確保
　　　　　に向けた仕組みづく
　　　　　り

◆新規就農者は、世代交
代による主業農家数の維
持に必要な数(年間150
人)を目標とした確保対策

◆営農定着に至る各段
階で、資金・技術・情報面
での総合的な支援

◆異業種からの農業参
入支援
・支援制度等の情報発信
や相談対応
・地元調整や各課題への
対応支援
・栽培技術等の向上や資
金等の確保に向けた支
援

  たことに加え、生産者
   の高齢化や、産地の
   過疎化などで担い手
   が減少した

◆ 域 特用林産物 産活
動の支援とPR
   ○市町村と連携した特用林
　　　産業の総合的な支援
   ★特用林産業の新規就業
      者支援

○

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

<新規就業者の就業段階の
　資金、人的な支援の充実
　【水産業】>

◆漁業の担い手の確保
　◎新規参入を促進する仕組
     みの充実

◆漁業就業者数はH5か
らの10年間で約30％減
少

◆新規漁業参入者はH15
年19名、H16年23名、
H17年22名、H18年25
名、H19年41名

◆過去３年間の新規就業
者の前職は、サラリーマ
ンからの転職なども多い
（40歳以上49名、30歳台
19名、30歳未満20名）

◆支援事業で確保した漁
業者12名（平均年齢34
歳）は中堅漁業者として
定着

◆若齢者の確保に重点

◆漁業就業支援事業の
実施（生活費と技術指導
への支援）

◆新規就業時の支援（制
度資金による支援）

◆漁業の魅力が大きく低
下（魚価安、資源減少、
3Kイメージ）

◆新規就業時のハードル
（漁労技術、初期投資、
漁村環境）の高さ

◆一部の地域を除き、市
町村、漁協の受入体制の
不備
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆新規就農者数
　　Ｈ２１：年間１５０人
　　Ｈ２２以降：年間１７０人

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆地域のあらゆる資源を
   多彩に組み合わせるこ
   とで付加価値を高め、
   中山間地域での所得の
  向上に取り組んでいる

◆地域のあらゆる資源を
   多彩に組み合わせるこ
   とで付加価値を高め、
   中山間地域での所得が
   向上している

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

初期投資の軽減
初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就農

者等に対するレンタル

用の新設ハウス整備を

支援

県協同組合指導課：就農

する際に利用できる無

利子の資金の貸付

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：新規就農者が機械等を導入する

際の経費への支援を実施（Ｈ２２～）

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就

農者等に対するレンタ

ル用の新設ハウス整

備を支援

県協同組合指導課：

参入する際に利用でき

る資金への利子助成

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：大規模経営の場合には、支援対象

となる事業主体があった時点で予算措置を提案

特用林産物の生産活動の支援

特用林産業新規就業者の育成支援県関係課：後継者育成研修

窯 基を産業振 推進総

地域林業者等：施設整備

など 産 削減等
向 取り組 る

　  また、若い後継者が育
　 ち始めている

向 る
　　また、伝統的な生産技
　 術が継承されている

◆幅広い世代から就業者を
確保
　（後継者確保から担い手
の確保へ）

◆「年間22名程度（H15～
H18平均）の新規就業者を
確保

◆年間22名以上の新規就
業者を確保

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

新規参入を促進する仕組みの充実

新規漁業就業者の確保

若者を対象とした漁業研

修や生活支援
漁協：指導者の確保、中古船取得制度の仕組みへの関与、准組合員制度の活用

市町村：中古船取得制度の仕組みへの関与と財政支援

県水産政策課：制度資金の拡充

県漁業振興課：研修制度の充実・生活支援・技術指導、中古船取得支援

Ｐ３２８ 水産業分野

別図（水３）参照

産 新規 援

Ｐ２９６ 林業分野

別図（林７）参照

窯4基を産業振興推進総合

支援事業により支援

など生産コストの削減等

による積極的な生産活動

県木材産業課：市町村と

の連携強化や地域林業総

合支援事業による支援

地域林業者等：生産技術の習得

市町村：新規就業者を認定し、実践研修経費を助成

県木材産業課、森づくり推進課：市町村が負担する実践

研修経費への支援
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆後継者対策等として、
新規就農や農業以外の
分野からの新規参入に
重点をおいた取組を推進

◆新規就農者は、世代交
代による主業農家数の維
持に必要な数(年間150
人)を目標とした確保対策

◆営農定着に至る各段
階で、資金・技術・情報面
での総合的な支援

◆新規就農の経営環境
悪化等による伸び悩み

◆研修支援等の強化

<養成・研修事業の充実、強化
【農業】>

◆◎市町村での実践研修や遊
休ハウスの活用等に対する支
援
　○就農希望者への研修支援

◆◎異業種からの農業参入支
援
　◎異業種からの農業参入希
　　望企業等への研修支援

◆全国的な有機農産物
に対する消費者の関心
の高まり

◆有機農業実践者の育
成と就農支援を実施（有
機のがっこうの支援）

◆生産技術面、流通販売
面共に不安定

◆有機実践農家の情報
やネットワーク不足

○ ○

現状 これからの対策
改革の方向

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（１）産業の担い手の確保
　　　　　に向けた仕組みづく
　　　　　り

◆高知県有機農業推進
基本計画（平成20年5月）
を策定

◆栽培技術のマニュアル
化のため実証ほを設置

◆有機農業実践農家の

◆計画的な有機農業の普及・
推進、研修受け入れ農家へ
の支援
　◎有機農業就農希望者に
　　対する研修及び就農支
　　援、就農後の技術及び経

　営指導

○

○ ○

◆林業の担い手が高齢
化・減少している。

◆基幹林業技術者の養
　成研修

◆生産システムを使い
   こなすノウハウが浸
   透していない

<養成・研修事業の充実、強化
【林業】>

　◆技術者養成手法の改善、
　　強化
   ◎技術者のＯＪＴの推進

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆有機農業実践農家の
実態調査及び消費者の
意識調査を実施

◆有機のがっこう研修生
の就農支援と卒業生の
組織化

◆ＮＰＯ団体等への組織
活動支援

◆有機農業推進年次別
推進計画（平成19～25
年）の策定

営指導

　◎有機農業実践農家間の
　　交流促進、消費者や実需
　　者との情報交換や交流の
　　場づくり
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆新規就農者数
　　Ｈ２１：年間１５０人
　　Ｈ２２以降：年間１７０人

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆有機農業就農者：
　　H19：9名　→　５名/年

◆支援体制設置市町村：
　　H20：６市町村(18%)
　　　　↓

　H23：17市町村(50%)

実践研修の支援 研修の拡充

生産者：研修生の受け入

れ

県農業農村支援課：就農

予定地の市町村で実践研

修を行う研修生を支援

実践研修の支援 研修の拡充

生産者：研修生の受け入

れ

県農業農村支援課：就農

予定地の市町村で実践研

修を行う研修生を支援

研修の拡充技術研修の支援

県農業大学校：ネット

研修や長期研修等

を実施

生産者：研修生の受け入れ（受入先の拡充）

県農業大学校：長期研修の中に農家体験研修を追加

休日に受講できる働きながら学ぶ農業技術研修を開講

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：研修生への支援の充実と研修

受入農家等への支援の創設

充実の支援策への農家れ入け手対策課）：研修生受い担・～農地22H(県農業農村支援課

企業的経営育成への支援策の充実

県農業大学校：休日に受講できる働きながら学ぶ農業技術研修を開講

有機農業就農希望者に対する研修及び就農支援、就農後の技術及び経営指導

生産者：遊休農地・施設等の情報提供、有機農業の技術指導及び研修の受け入れ、就農希望者の視察等

への協力

農業団体：遊休農地・施設等の情報提供、レンタルハウス整備事業等の活用、新規就農者に対する技術及

び経営指導

◆効率的な林業生産活動
   を行うことが出来る優れ
   た担い手が育成されて
　 いる
◆担い手　　１，５６０人

◆効率的な林業生産活動
   を行うことが出来る優れ
   た担い手が育成されて
   いる
◆担い手　　１，７００人

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

市町村( )

◆有機ＪＡＳ認証農家戸数：
　　H19：　８４戸
　　　　↓
　　H23：１００戸

◆県内消費者の認知度：
　　H20：５１％
　　　　↓
　　H23：７５％

び経営指導

市町村：遊休農地・施設等のリスト化、窓口の設置

県環境農業推進課：研修受け入れ農家の把握、新規就農希望者等への研修や就農支援、研修受け入れ

農家への支援

県農振センター：技術及び経営指導体制の充実

有機農業実践農家間の交流促進、消費者や実需者との情報交換や交流の

場づくり

消費者：援農活動への参加、有機農産物の購入

生産者：組織活動への参加、有機ＪＡＳ認証の取得

農業団体：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、有機

農産物の販路拡大

県環境農業推進課：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推

進、勉強会や研修の実施

県農振センター：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、

勉強会や研修の実施 産地化に向けた支援

県森づくり推進課：人づくり

推進事業により、林業技術

者の養成を実施

技術者養成研修の充実技術者養成研修の実施

林業事業体：県の研修と併せて緑の雇用担い手育成事業等を活用した担い手の育成

森林組合連合会等：事業体の指導

県森づくり推進課：林業技術者養成研修の拡充（研修回数、定員の見直し）地域の要

望に対応出来る現地研修制度（林業技術出前講座）の創設
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆林業の担い手が高齢
　化・減少している

現状 これからの対策
改革の方向

◆森の工場に取り組む事
業体の掘り起こし

◆作業道整備や機械化、
ＯＪＴの実施など生産シス
テムの改善への支援

◆専従チームによる労働

◆生産システムを使いこ
なすノウハウが浸透して
いない

◆森林資源は成熟しつつ
ある

◆国際的な木材需給の状
況や、地球温暖化の防止
などに対する森林への関
心の高さなどから、国産材
が見直されてきている

<養成・研修事業の充実、強化
【林業】>

◆自伐林家等による生産を促進
   ★小規模な生産活動を支援
　　　する仕組みの創設
　 ★副業型林家の育成

◆地形や資源状態など、個々
　 の森林にマッチする効率的
   な作業システムの導入を促
   進

　 ○作業道開設や機械導入
　　　への支援

○技術指導

○

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（１）産業の担い手の確保
　　　　　に向けた仕組みづく
　　　　　り

◆県単独事業による森林
　所有者への間伐等の支
　援

◆小規模な生産活動や
　副業的に林業に取り
　組む者に対する支援
　制度がなかった

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

<養成・研修事業の充実、強化
【水産業】>

◆漁業の担い手の確保
　◎新規参入を促進する仕組
     みの充実（再掲）

◆専従チ ムによる労働
生産性や工程改善への支
援

が見直されてきている

◆県産材の生産（資源の
活用）は依然として低調

◆森林の所有規模が小さ
く、効率的計画的な生産
活動が停滞

◆林業の担い手が高齢
化・減少している

◆漁業就業者数はH5から
の10年間で約30％減少

◆新規漁業参入者はH15
年19名、H16年23名、H17
年22名、H18年25名、H19
年41名

◆過去３年間の新規就業
者の前職は、サラリーマン
からの転職なども多い（40
歳以上49名、30歳台19
名、30歳未満20名）

◆支援事業で確保した漁
業者12名（平均年齢34
歳）は中堅漁業者として定
着

◆若齢者の確保に重点

◆漁業就業支援事業の実
施（生活費と技術指導へ
の支援）

◆新規就業時の支援（制
度資金による支援）

◆漁業の魅力が大きく低
下（魚価安、資源減少、3K
イメージ）

◆新規就業時のハードル
（漁労技術、初期投資、漁
村環境）の高さ

◆一部の地域を除き、市
町村、漁協の受入体制の
不備

 ○技術指導
　 ○先導的、模範的な取組事
      例のＰＲ

○
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

地形に応じた生産システム
の取り組みが出来つつある

優良な事業体が育ち、森の
工場を中心に多様な生産シ
ステムのノウハウを取得し、
使いこなしている

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆自伐林家と森林組合
　による小規模な生産
　活動の連携が、地域
　毎に出来ている
◆副業型林家育成研修
　の終了者が３０名

◆小規模な生産体制の
　連携が、地域に定着し
　自伐林家の生産活動
　が活発になっている
◆副業的に林業から収入
　を得る者が、地域に定着
　している

事業体：現地に合う生産シ

ステムの導入 積極的な

設備投資 効率的な生産

作業道への支援

事業体：積極的に異業種か

らの参入を支援

小規模な生産活動の支援

自伐林家：生産活動への積

極的な取組

森林組合：管轄内の自伐林

家支援に積極的に参画

県林業改革課：森林組合を

介した収集、仕分け、販売へ

の支援

副業型林業への技術支援

自伐林家等：制度の積極的

な活用による森林整備の促

進

森林組合：技術指導での協

力

県森づくり推進課：地域の要

望に対応出来る現地研修制

度（林業技術出前研修）の実

施

県森づくり推進課：前年度に

OJTを終了した研修生の活

動状況を把握し、成果や課

題を23年度事業に反映する
Ｐ２９１ 林業分野

別図（林２）参照

事業体：採材技術指導

県林業改革課：作業道の開

設強化 既設作業道の機能

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆幅広い世代から就業者を
確保（後継者確保から担い
手の確保へ）

◆「年間22名程度（H15～
H18平均）の新規就業者を
確保

◆年間22名以上の新規就
業者を確保

新規参入を促進する仕組みの充実

新規漁業就業者の確保

若者を対象とした漁業研

修や生活支援
漁協：指導者の確保、中古船取得制度の仕組みへの関与、准組合員制度の活用

市町村：中古船取得制度の仕組みへの関与と財政支援

県水産政策課：制度資金の拡充

県漁業振興課：研修制度の充実・生活支援・技術指導、中古船取得支援

Ｐ３２８ 水産業分野

別図（水３）参照

システムの習熟

県林業改革課：作業道開

設

への支援

県林業改革課：普及指導員

による優良事例の紹介や

技術指導

技術指導・先導的な取組

のＰＲ

Ｐ２９０ 林業分野

別図（林１）参照

設強 既設 業 機能

強化及び復旧・補修への支

援 架線集材システムへの

支援
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

<地域や企業等との連携強化
　【農業】>

◆○新規認定者の確保と併
　せ、認定期間の中間年や
　満了を迎える農業者に対
　し､進捗状況の確認と達成
　への支援

◆経営規模拡大による企業
　　的経営体の育成と優良な労
　　働力の確保
　★経営規模拡大による企業
　的経営体の育成

　◎優良な労働力の確保
○

現状 これからの対策
改革の方向

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（１）産業の担い手の確保
　　　　　に向けた仕組みづくり

◆農業者の高齢化の進
行や後継者の減少に加
え、農家の経営環境の悪
化により、農業生産を担
う人的基盤の脆弱化が
進行

◆年齢や経営規模にか
かわりなく「意欲と能力の
ある者」を「担い手」と位
置づけ、その育成・確保
を進めているところ

◆国の施策の担い手へ
の集中化・重点化方針に
対応し、認定農業者につ
いては、主業農家に占め
る認定農業者割合を全
国平均レベルに引き上げ
ることを目標とした育成・
確保対策
・地域の候補者を認定農
業者に早期に誘導する
仕組みづくり
・認定期間の中間年や満
了を迎える農業者に対
し、進捗状況の確認と達
成への支援強化

◆高齢化や経営環境悪
化等による候補者の減少

◆規模拡大支援の充実

◆後継者対策等として、
新規就農や農業以外の
分野からの新規参入に
重点をおいた取組を推進

◆資金・技術・情報面で
の総合的な支援

◆新規就農の経営環境
悪化等による伸び悩み

◆ＪＡによる農業経営へ
の参画

◆★ＪＡ出資型法人の設立
　を強力にサポート

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

Ｐ２４９ 農業分野

別図（農１１）参照
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆認定農業者数
　　H20：3,666経営体
　　　　↓
　　H23：4,340経営体

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

目指すべき姿
Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２０ Ｈ２１

認定農業者の育成・確保とフォローアップ

生産者：経営改善計画の作成と着実な実行

農業団体（担い手育成総合支援協議会）：計画の進捗状況把握と達成への支援

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：計画達成への総合的な支援策の充実

県農振センター：計画達成のための指導、助言

企業的経営体の育成

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：研修生受け入れ農家への支援策の充実

県農業大学校：休日に受講できる働きながら学ぶ農業技術研修を開講

優良な労働力の確保

生産者：企業的経営計画の作成と実践

農業団体（担い手育成総合支援協議会）：企業的経営実現のための研修会開催、地域への専門家の派遣等

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：企業的経営育成への支援策を拡充（企業的経営体育成

支援事業（H22～）するとともに、「重点分野雇用創造事業」を活用し、人材育成と規模拡大の両面で支援

（H22～）

県環境農業推進課：企業的経営育成のための個別指導等支援

県農振センター：規模拡大志向農家等リストアップ（Ｈ21～Ｈ22）、先進事例調査(H21～22)、規模拡大に

意欲ある農家への個別指導（Ｈ21～Ｈ23）

◆ＪＡ出資型法人数
　　Ｈ23：５法人

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

支援の準備 設立に向けた支援

農業団体、県農業振

興部：設立マニュア

ルの作成

農業団体：先進事例調査、組合員等関係者の合意形成

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：法人設立へのＪＡの取組の支援

県農振センター：経営計画の作成支援、技術指導

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就

農者等に対するレンタ

ル用の新設ハウス整

備を支援

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：ＪＡ出資型法人が経営確立に向け

実施する機械・施設整備への支援を新設（Ｈ２２～）、大規模経営の場合には、支援

対象となる事業主体があった時点で予算措置を提案

企業的経営体と優良な労働力のマッチング

農業団体（農業会議）：

求人を希望する法人を

農業会議に登録し、新

規就農者等をあっせん

農業団体（農業会議）：求人を希望する法人に加え規模拡大志向農家を登録

農業技術をもった雇用希望者も登録し、求人と雇用のマッチングを図る

農業団体（ＪＡ）：無料職業紹介所におけるマッチング

県農業農村支援課（H22～

農地・担い手対策課）：

農業技術をもった者を確

保できる仕組みづくり

県農業農村支援課（H22～農地・担い手対策課）：労働

力確保・あっせんのシステム稼動への支援
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆高収量・高品質を目的
とした栽培講習会や個別
指導による部会への支援
を農業団体や農業振興セ
ンターが実施

◆篤農家の優れた生産技
術を他の生産者に伝える
県下的な仕組みがなかっ
た

<新規就業の技術向上等に向け
た支援の充実>

◆★学び教えあう場の仕組みづ
くり

◆県内の就職等に関する
情報提供の推進

◆Ｕ・Ｉターン就職情報の
提供と無料職業紹介

　求職者と求人企業双方
への情報提供と無料職業
紹介（H20～）

◆人材の確保

　県内では専門的なスキ
ルを持ち、企業の即戦力
となる人材が不足している

◆本県出身の県外大学生等へ
の県内企業の情報の提供

　★新規大卒者等県内就職支
　援事業
　　新規大卒者等に対して高知

就職関連情報等を発信す
〇

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（１）産業の担い手の確保
　　　　　に向けた仕組みづく
　　　　　り

◆これまで120品目を超え
る園芸作物により、高い品
質とロットの確保、安定的
かつ計画的な供給によ
り、消費地の信頼を確保
し、「高知ブランド」として
の地位を築いてきたが、
近年は系統率の低下など
産地のまとまりが弱まって
いる

◆各品目の生産部会への
参加率が低下傾向

◆園芸品目において、生
産者間、産地間による技
術差がある

○○

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ２４１、２４２ 農業分野

別図（農４・５）参照

の就職関連情報等を発信す
　ることにより、県内への就職
　促進を図る

〇

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業の求
める多様な人材を確保

◆高い品質と収量を確保
　 する生産者のまとまり
　 づくりにより、生産戦略、
　 流通戦略を共有し、消
　 費地に信頼される産地
　 を形成

◆園芸品の系統率
　　　H19園芸年度　64%
　　　　　　↓
　　　H23園芸年度　70%

◆「学び教えあう場」の設
　 置数：170ヶ所程度

　　ナス（Ａ地区）
　　参加率：100％
　　10a当たり収量
　　H20園芸年度：15.6ｔ
　　　　　　　　↓
　　H23園芸年度:18t

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

大学、企業との連携強化

県雇用労働政策課 イ

大学、企業との連携

県雇用労働政策課：イン 県雇用労働政策課：高

「学び教えあう場」の設置と取組の実践

生産者：「学び教え合う場」への参加と実践

農業団体：「学び教えあう場」の仕組みづくりや産地間交流への主体的な関わり

県園芸流通課（H21～産地づくり課）・環境農業推進課・農振センター：篤農家のほ場に「学び教えあう場」を設置、「学び教え

あう場」の仕組みづくりや産地間交流の運営のコーディネートなどによる生産コストに耐えうる産地の再構築を支援

９月から1２３ヶ所設置（重

油高騰の影響が懸念され

る産地主要品目中心）

露地、果樹を含む産地の主

要品目約50ヶ所追加

篤農家のほ場に「学び教えあう場」を1７0ヶ所程度で継続

「学び教えあう仕組みづくり」推進会の設置と運営

生産者・農業団体・県：篤農家、農業団体、県による「学び教えあう仕組みづくり」推進会の開催（産地単位）

生産者交流推進大会・品目別推進会議の開催

〈生産者交流推進大会〉生産者・農業団体・県：各産地の優良事例発表や流通関係者の講演

会等による品目をまたがる産地の交流を促進（県域、品目横断）

〈品目別推進会議〉各品目別に県下での課題を協議し、産地のまとまりにつなげる

産地ごとの生産出荷計画の実現

生産者・農業団体・県：農家ごとの収量ｱｯﾌﾟを産地全体の強化に繋げる

ため、生産出荷計画を共同策定し産地目標の達成を目指す

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県雇用労働政策課：イン

ターンシップの促進
ターンシップの促進と大

学と企業の交流促進の

支援

県雇用労働政策課：高

校生対象のポータルサ

イト「まなともネット」の対

象を大学生に等に拡大

し、学生と企業とを繋ぐ

取組を促進

県雇用労働政策課：民間

が実施する就職ガイダン

スへの県の直接参加等

による情報発信の実施

県外大学生のＵＩターン就

職の促進
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆県内の就職等に関する
情報提供の推進

◆Ｕ・Ｉターン就職情報の
提供と無料職業紹介の実
施
　
　求職者と求人企業双方
への情報提供と無料職業
紹介（Ｈ20～）

◆人材の確保

　県内では専門的なスキ
ルを持ち、企業の即戦力
となる人材が不足している

◆移住・ＵＩＪターン、就業相談の
機能、体制の強化【再掲】

　◎Ｕ・Ｉターン企業就職等支援
　事業

　　　県のＵ・Ｉターン無料職業紹
　　介機能の強化

〇

現状 これからの対策
改革の方向

２．人材を外から持ってくる・人材
を引き留める
　　　　（2）専門的なノウハウ、
　　　　　技術を持った中核人
　　　　　材の県外からの確保

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　連携テーマ　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業等が
求める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業等の
求める多様な人材を確保

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

無料職業紹介の開始

県雇用労働政策課：ＵＩ

ターン無料職業紹介の

開始、相談会の実施

無料職業紹介の機能強化

県外事務所：ＵＩターン無

料職業紹介の開始、相

談会の実施、登録企業・

人材の拡充

「Ｕ・Ｉターン人材情報シス

テム」の機能強化

県雇用労働政策課：「Ｕ・

Ｉターン人材情報システ

ム」と「移住・就農支援

ネット」のデータベース

の統合化

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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～人材育成・人材確保～ 

望ましい勤労間観、職業観、人生観を育むため、

生徒が事業所等において職場体験をすることに

より、職業や仕事の厳しさや、やりがい等につ

いての学習を行う。 

社会人として必要な知識等を身に付けるため、

ビジネスマナー等の講演や実習等を実施。 

就職未内定の生徒を対象に、ビジネスマナー等 
の個別指導等を実施。 

保護者の就職等に対する意識啓発を図るため、 
保護者対象の進路講演会を実施。 

生徒が自らの学習内容や将来の進路等に関係し

た地元の産業現場等において就業体験を行う。

年齢･段階に応じた産業の基礎人材づくり 

農林業体験インターンシップ事業 

農業コースや農業専門学科高校の生徒が先進農

家等で実習等を行うとともに、普通科高校の生

徒が農林業に触れる機会を設ける。 

保護者対象の啓発事業 

高校生スキルアップ講習会 

高校生就職フォローアップ講習会 

［教育委員会］ 

      

人材を県内で育てる 

インターンシップ推進事業      

中学校における職場体験学習の推進 

別図（人１）
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ー
ク

化

意
識

付
け

・
ビ
ジ
ネ
ス
の
基
礎

・
コ
ン
セ
プ
ト
づ
く
り

・
・
・
・
・
・・
・

O
FF
‐J
T

全
３
回
程
度

シ
リ
ー
ズ
で

県
内
３
ヵ
所
開
催

中
間
報
告
会

交
流
会

成
果
報
告
会

検
証

全
５
回
程
度

シ
リ
ー
ズ
で
開

催
目

標
：

１
１
～

１
２
月

頃
３
月

） ス テ ッ プ

や
る
気
の
あ
る

事
業

者
等

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

自
ら
考

え

行
動
で
き
る

集
合
研
修

・
パ

ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ

イ
ン

・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

交
流
会

検
証

◎
SW

O
T分

析
等

を
用

い
て
事

業
の

企
画

を
行

い
、
実

現
体
制
を
築
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に

◎
そ
の

企
画

内
容

プ ２ （ 応 用 ・ 実

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

関
係

者
も

含
む
）

１
チ
ー
ム
：

１
０
事
業
者

度

行
動
で
き
る

事
業
者
へ

個
別
実
践
研
修

・
販

売
実

習

・
Ｓ
Ｗ
Ｏ
Ｔ
分

析
・
決

算
書

の
見

方
・
・
・
・
・

個
別
の
宿
題
等
に
加
え
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も
実
施

◎
そ
の

企
画

内
容

を
商

品
企

画
書

と
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に

◎
商

品
が

自
分

で
売
れ
る
よ
う
に

実 践 編 ）

程
度

計
２
０
事
業
者

程
度

O
JT
＋
O
FF
‐J
T

販
売

実
習

・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

・
・
・
・
・
・

ア
ド
バ
イ
ス
チ
ー
ム

（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

人
材
育
成

チ
ー
ム

個
別
の

事
業
展
開

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 得

＋
数
名
の
専
門
家
）

※
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作

成
、

専
門

家
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

※
専

門
家

：
講

師
地
域
本
部

連
携

個
別
の

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
ま
た
は

ア
ド
バ
イ
ス
チ
ー
ム

の
ノ
ウ
ハ
ウ
習

得

187



�
�
�
�

�
�
�
	


�
	
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
	


$
%

&
'
(
#
)

�
*

+
,
-
.
/
0
1
�
�
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
:
.
/
0
1
�
,
.
/
0
1
:
;
<
=
>

?
@
)

A
?
B
4
5
6
7
C
D
�
	


E
F
G
H
I
0
�
)

�
J
K
2
L

M
N
O
,
P
�
Q
R
S
T
B
U
0
7
V
W
6
1
X
P
�
R
Y
�
�
�
Z
�
[
'
:
P
�
'
\
]
^
O
�
,
P
�
�

B
_
`
a
b
c
d
e

�
f

g
h
i
a
b
c
d
j

k
l
m
n
o
�
p
q
r
s
t
u
v
w
e
x
�
�
z
{

�
�

�
�

�
�

�
	


�
�

�

��
�
�
�
�
�
�

�
�

�
R
Y
�
|

#
}
~
�

�
�
�
�

R
Y
}

~

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� � �

�
�

�
�

`
�
�
>
<
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�


�


�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�


�
�

�
f

g
h
i
a
b
c
d
j
0

k
l
m
n
o
�
p
q
r
s
t
u
0
v
w
e
x
�
y
�
z
{

�
�
�
�
�
��
�
��
�
��
$
�
�
�
R
Y
�
�
�
a
b
c
d
j
0

U
0
7
V
W
6
1
M
�
�
R
�
�
o
�
�
�
�
b
�
�
�
�
�
�
�
�
�
q
�
�
�
�
�
 


E
F
a
b
c
d
j
0
�

¡
¢
£
¤
o
�
��
¥
¦
�
§
¨
�
�
�
�
�
R
Y
>
©
ª
6
x
�

«
¬
'
n
o
�
�

�
V
®
V
®
¯
^
�
°
�
R
Y
±
 
²
�
d
e
I
0
�

³

 
	!

 

�

�!
 
	�
!

�

´
0
�

�
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
�

µ
¶
S
T

·
¥
¦
�
�
¸
¹
º

)
*

�

U
0
7
V
W
6
1

�
»
d
H
�
´
d
7
�

 
¼
½
�

µ
¶
R
S
T
�
»
d
H
�
¾
¿
�

�
�
�
�
�
�
�
�
 
Z
�
�

[
'
�
»
a
À
x
1
6
x
�

)
*
�
1
2
3

.
�
-
.

�
�
�
�

4
5
�
�

6
7
8

�

�

�
�
�
9

�
�
�
�

½
�
Á
�
Â

�
Ã
0
e
Ä

Å
�
)

�
R
Y
}
~

�
�
�
�

1
5
t
Æ
7
x


�
ª
t
Ç

H
x
!
"
#

>
©
Ä
Â

�
�
�

�
ª
t

Ç
H
x
�

�
�
�

 
!
"

#
>
©

�
&
'

� � : � � � ; < � � 	
 
=
!

 
>
!

 
?
!

 
@
!

� � � � � � � 	 
 � �  � �

µ
¶
S
T

·
¥
¦
�
�
¸
¹
º

M
�
¡
¢
£
¤
�
��
§
¨
�
�

U
0
7
V
W
6
1

È
²
J
]
�
É
Ê
Ë
Ì
�
Í
Î
Ï
Ð

R
Y
Ñ
ÒÓ
Ô
ÕÒ
Ë
Ì

´
0
�

A
:
�
;
<
B
C
'
D
E
F
G
H
+
I
J
�

µ
¶
S
T

·
q
�
�
�
¸
¹
º

M
�
�
R
�
�
B
Ö
×
q
�
Ø
Ù

�
�Ú

��
�
�
b
�
�
q
�
�
�
Û
Ü
Ý
Þ
�
�
ß
§

U
0
7
V
W
6
1
R
Y
}
~
�
à
�
Ö
×
�
�
à

R
Y
�
ª
0
t
Ç
H
x
�
	
 
á
â
ã

´
0
�
�
�
K
:
B
C
'
L
M
N
�
�
0
K
)
�
)
O
�

µ
¶
S
T

·
µ
¶
�
�
¸
¹
º

°
å

)
*

P
Q
0

�
�
R

S
�

T
U
V
W
X

Y

T
Z
[
�
�

�
\
]

T
^
_
`

� a I b c � ) * P Q 0

d
e

	
�
�

f
�
g

-
.
1

�

�

>
©
Ä
�
Â

�
)

�
R
Y
}
~


4
�
6

V
®
a
6
1

(
#
ê
À
ë

À
ì
ª
6
x

U
0
7
Ä
í

î
�
Á
�
#
)

R
Y
a

7
V
W

H
1
�

H
�
ï

ð
�

ñ
�
1

5
t
Æ

7
x

	 
 � � � � � � � � �
h
(

 
i
!

 
j
!

� �
�
�
°
�
�
�
ä
�
å
æ
ç
0
¿
è
é
è
é

ò
ó
ô
�
õ
ö
|
�
Þ
�

�
÷
ø
�
ù
�
Þ
ú
&
z
û
O

�
ü
ý
Þ
þ
É
�
4
b
À
�

U
0
7
V
W
6
1
	
 
á
â
ã
�
þ
É
V
e
´
¿
�
	
�
�
�
�
�

�
	
	


�
¸
�
�
p
�
�
�

^ �
k
g
l

+
m
�

0 n o c

î
�

#
)

� 	 
 �

�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
$
�
�
�
�

%
�
&&


�
�
�
�
�
�
!

�

�
q
�
�
�
ì
�
V
®
V
®
�
!
¸
�
�
�
�
�
)

�


�
�
�
'
(�
)
*
'
+
,

�
�
#
-
�
.
/
0
-
*
1

2
#
�
3
4
5
6


�
�
�
�
�
�
!

�

þ
É
�

q
¸
�
�
p

�


�
(7
(8
!
9
:
4
�

�
#
-
;
<
=
>
?
@
�

A
B
C
�
�
�
�
4
$

5
&&


�
�
�
�
�
!

�
�
R
�
�
�
«
�

p
q
�
r
s

�
�
�
�
`
+
P

Q
0

q
�
�
�
ì
V
V
�
!
¸
�
�
�
�
�
)

�
Ð
�
�
�
�
�
�
H
ì
e
d
0
�
�

t
®
0
e
�
â
ã
�
³
�
r
s
ì

 
!
Â
"
�
�
À
w
�
#
$
%
�
�
�
�
)

þ
É
�
�
�
q
�
¸
�
�
p

â
ã
�
	
ú
&
�
�
q
#

¸
�
�
(
)

c
d
'
H
.
(
e
x
�
H
�
â
ã
t
®
0
e
�
e
d
0
�
!
Â
"

R
Y
�
p
©

�
�
�
�
�
�
�

â
ã
ì
	
[


�
	
%
!
)
*
$

q
�
õ
ö
|
�
ì
+
�
��


�
�
�
�
�
�
!
�

Å
ø
�
�
>
q
È
²

J
]
�
Á
�
"
�
�
�
�
)

�
�
�
R
�
�
�
�
�«
�
�

'
ê
,
�
-
H
.
Â
"
�

G
6
x
�
�
�
È
²
J
]

188



� �

� �

�
�

�
�
�
	



�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
 
!
"
�
#
�
�
$

�
�

%
�
&
'
(
"
)
*
+
,-
.
/,
01
 
"
�
�
$
2

�
	


3
4
�
5
6
3
1
7
8
6
3
2

�
9

:
�
 
;
(
<
=
>
?
@
(
A
B
C
D
@
E

F
G
H�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
C
�
�

I
 
J
K

�
�
L
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
M
�
�
�
N
O
9
P
Q

�
�
�
�
�
M
�
�


�
�
�
 
!
"
#
�
�
�
$


�
%
&

�
'
(
)
*
+
,
-
.
/0
1
2


3

�
4
�
�
�
M
"
#
�
�
5
6
7
8
�
�
 
!
7
8
�

�
9
�
Q

�
'
(
:
;
�

-

�
<
�
�
�
M
"
#
�
�
=
>
!
?
@
7
8
�
�
 
!
7
8
�

�
9
�
Q

�
'
(
:
;
�

-

�
�
�
�
�
M
A
B
C
D
E
F
9
G
#
H
Q

�
'
:
;
�

-

I J K � L

�
�
�

�

�
	



�

�


� � � � � � � � � � � �

� � 	 
 � �  � � �

� � � � � � � � �

R
S
�
T

I
 
U
V
W

M


3
�
�

M
N
D
�
�

O
P
Q
R
S
T
U

O
V
W
X
�

�
�
N
D

O
Y
N
�
Z
[
�
�

A
\
]
^
U

� � � 	 


� X ( Y Z X [ \ ]

�
9

:
�
 
;
(
<
=
>
?
@
(
A
B
C
D
@
E

�
�
�
^
�
_
`
a
b
c
d

1
�
�
^
b`
ec
cd
f
+,
-
./
,
0g
`
bb
cd
2

� � � � � � 	 
 �
�
'
(
:
;
�

-

�
_
�
�
�
M
`
a
C
D
E
F
9
G
#
H
Q

�
'
(
:
;
�

-

�
b
�
�
�
M
c
d
�
e
f
!
g
h
C
D
E
F
9
G
#
H
Q

�
'
(
:
;
�

-
.


�
�

i
2
0
1

�
j
�
�
�
M
d
k
�
g
h
C
D
E
F
9
G
#
H
Q

�
'
(
:
;
�

-

�
l
�
�
�
M


�
m
n
C
D
E
F
9
G
#
H
Q

�
'
(
:
;
�

-

�
o
�
�
�
M
"
#
�
Z
p
q
r
s
t
u
v
w
x


�
Q

�
'
(
t
u


�
y
z
{
.
)
*
+
,
-

�
|
}
�
�
�
M
"
#
�
�
$


~
�
�
�
!
$


�
�
Q

�
'
(


3
.


�
O
I
J
K
�
�
{
.


�
�
�
.


�
�
�

�
�

�

�
�
�
�
	



3
�
�

�
2
0
�
�
�
�

v O � � � � � �

�
�
�

�
�
�

�
�
�

� � � � 	 
 �

� 	 
 � �  � � �  � � � �

� 
 � � � � � � � � � 	 
 � �  � � �


 � � �

�
�
�

h L i j k l

�
�
�
�

� �  � � � � � � �


�
�

�
�

�
�
�
��

�
�

� � � � � �

�
�
�

�
��

��
�3

�
��

��
3

�
��

��
3

�
� �
	
	



�
� 
	
	



�
�

�
�
�

 
!
"
#

�
�
�
�
�
�
�
�

	


�
�

�
�



�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

 
!
C
D
�
m
1
�
�
�
�
T
�
2
L
�
�
1
U
V
W
2

�
�
�
�
�
(


�
�
�
�
�
�
{
�
�
�
�
W
�

/O
�
0
1
2


3
�
�
S
T
�
�

�
�
�
�
 
(
	¡


�
�¡

�
 

¢
(
�£

�¤
�
¥
¦A
¦¤
�

�
�
�
§
¨
(


�
N
©
�
�



ª
�
S
T
�
�

/O
�
0
1
2


3
«
¬


� � � � � �

189



 



 

 
 

Ⅱ 専門分野の成長戦略 
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売
れ

る
米

づ
く

り
　

【
品

目
別

総
合

戦
略

】
　

・
高

品
質

・
安

定
生

産
と

コ
ス

ト
低

減
の

取
組

　
　

　
　

　
　

　
　

・
県

内
地

域
ブ

ラ
ン

ド
米

の
育

成

・
県

産
米

の
県

外
お

よ
び

県
内

販
売

、
消

費
拡

大
の

強
化

・
南

国
そ

だ
ち

等
の

早
期

米
の

販
売

促
進

活
動

土
佐

茶
産

地
の

再
構

築
　

【
品

目
別

総
合

戦
略

】
　

・
「
土

佐
茶

」
の

販
売

推
進

体
制

の
構

築
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〔
土

佐
茶

販
売

対
策

協
議

会
へ

の
支

援
〕

・
茶

園
を

維
持

し
生

産
を

継
続

で
き

る
体

制
づ

く
り

　
　

　
　

〔
生

産
か

ら
流

通
・
販

売
ま

で
の

対
策

へ
の

支
援

の
強

化
〕

畜
産

の
振

興
　

【
品

目
別

総
合

戦
略

】

・
酪

農
　

〔
効

果
的

な
乳

量
・
乳

質
改

善
の

取
組

〕
　

　
　

　
　

・
土

佐
ジ

ロ
ー

　
〔
飼

養
羽

数
５

万
羽

生
産

流
通

体
制

へ
の

支
援

〕

・
肉

用
牛

　
〔
土

佐
和

牛
ブ

ラ
ン

ド
の

再
構

築
〕
　

　
　

　
　

　
  

・
土

佐
は

ち
き

ん
地

鶏
　

〔
２

０
万

羽
（
Ｈ

2
5
）
生

産
体

制
へ

の
支

援
〕

・
養

豚
　

〔
飼

料
米

給
与

に
よ

る
畜

産
物

の
ブ

ラ
ン

ド
化

〕
 　

・
畜

産
に

お
け

る
生

産
コ

ス
ト

の
低

減
対

策
〔
飼

料
自

給
率

の
向

上
、

家
畜

衛
生

対
策

の
強

化
〕

産
業

成
長

戦
略

（
農

業
分

野
）

の
概

要

茶 畜 産米園 芸
ＩＰ

Ｍ
技

術
の

開
発

と
県

内
全

域
へ

の
普

及
土

着
天

敵
の

活
用

、
品

目
ご

と
の

技
術

確
立

ＩＰ
Ｍ

映
像

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
、

指
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

改
正

等

土
づ

く
り

と
施

肥
の

改
善

家
畜

ふ
ん

た
い

肥
利

用
に

よ
る

肥
料

高
騰

対
策

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

保
温

対
策

の
徹

底
、

重
油

代
替

暖
房

機
の

実
証

と
普

及
推

進

有
機

農
業

の
推

進
計

画
的

な
有

機
農

業
の

普
及

推
進

、
研

修
や

就
農

支
援

認
証

制
度

等
の

整
理

と
活

用
エ

コ
シ

ス
テ

ム
栽

培
認

証
等

の
推

進
と

環
境

保
全

に
貢

献
で

き
る

仕
組

み
づ

く
り

農
業

環
境

規
範

や
Ｇ

Ａ
Ｐ

の
取

組
地

域
や

品
目

に
応

じ
た

高
知

県
版

Ｇ
Ａ

Ｐ
の

普
及

生
産

履
歴

記
帳

・
農

薬
の

適
正

使
用

の
徹

底
農

薬
を

売
る

・
使

う
、

農
産

物
を

出
荷

す
る

と
き

の
対

応
徹

底

生
産

工
程

管
理

ウ
ォ

ッ
チ

ャ
ー

シ
ス

テ
ム

の
構

築

生
産

か
ら

流
通

・
販

売
に

至
る

ま
で

ト
ー

タ
ル

に
支

援

す
る

体
制

を
構

築
し

、
販

路
開

拓
と

有
利

販
売

を
行

う

・
新

た
な

販
路

開
拓

と
有

利
販

売
の

た
め

の
流

通
支

援
体

制
の

整
備

・
生

産
・
流

通
販

売
、

研
究

開
発

の
一

体
的

な
取

組
に

よ
る

消
費

者
ニ

ー
ズ

へ
の

迅
速

な
対

応

農
業

者
の

意
識

啓
発

安
全

･安
心

の
確

保

環
境

保
全

型

農
業

技
術

の

開
発

と
普

及

有
機

農
業

へ
の

支
援

中
山

間
地

域
に

お
い

て
農

業
で

生
活

で
き

る
所

得
を

確

保
す

る
仕

組
み

づ
く
り

を
推

進

・
集

落
内

の
合

意
形

成
に

よ
り

、
園

芸
品

目
等

を
導

入

し
、

農
業

で
所

得
の

確
保

を
目

指
す

・
モ

デ
ル

集
落

へ
の

重
点

支
援

を
実

施

（
Ｈ

2
0
：
１

０
集

落
、

Ｈ
21

：
６

集
落

、
計

１
６

集
落

）

共
通

課
題

ま
と

ま
り

の
あ

る
産

地
づ

く
り

中
山

間
地

域
の

活
性

化

・
農

業
振

興
に

あ
た

っ
て
の

県
と

農
業

団
体

と
の

連
携

・
連

携
を

支
え

る
組

織
機
能

の
強

化

農
産

物
輸

出
の

推
進

品
目

の
取

組

進
度

に
応

じ

た
輸

出
の

拡

大

各 市 町 村 に 拡 大

モ
デ

ル
集

落
の

成
功

事
例

を
一

般
対

策
に

移
行

消
費

地
に

信
頼

さ
れ

選
ば

れ
る

産
地

の
実

現
生

活
で

き
る

所
得

の
確

保

ま
と

ま
り

の
形

成

競 合 に 打 ち 勝 つ 高 知 ブ ラ ン ド を 再 構 築

現
地

実
証

試
験

に
よ

る
栽

培
実

証
や

販
路

開
拓

活
動

の
支

援

・
先

行
品

目
の

定
着

と
産

地
化

産
地

化
に

向
け

た
作

付
面

積
の

拡
大

栽
培

技
術

の
確

立
と

改
善

販
売

促
進

活
動

の
充

実

・
新

た
な

品
目

の
掘

り
起

こ
し

情
報

収
集

･分
析

・
評

価
の

継
続

有
望

品
目

の
導

入
と

定
着

複 合 経 営 に よ る 所 得 の 確 保

生
産

か
ら

流
通

・
販

売
ま

で
の

一
元

的
支

援
体

制
の

構
築

高
知

県
産

園
芸

品
の

販
売

促
進

と
消

費
拡

大

・
園

芸
こ

う
ち

販
売

促
進

事
業

に
よ

る
メ

デ
ィ

ア
を

活
用

し
た

総
合

的
な

Ｐ
Ｒ

環
境

を
軸

と
し

た
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

と
販

売
戦

略
の

展
開

・
出

前
授

業
の

実
施

や
流

通
関

係
者

と
産

地
の

交
流

、
見

本
市

へ
の

出
展

・
高

知
の

エ
コ

農
産

物
を

活
用

し
た

新
メ

ニ
ュ

ー
等

の
提

案
・
開

発

消
費

流
通

構
造

の
変

化
に

対
応

し
た

新
た

な
販

路
開

拓
と

有
利

販
売

・
中

食
・
外

食
等

業
務

需
要

へ
の

販
路

拡
大

・
流

通
関

係
者

と
の

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

づ
く
り

と
効

果
的

な
量

販
店

フ
ェ

ア
の

開
催

・
食

-
農

-
観

光
の

産
業

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

等
に

よ
る

新
し

い
需

要
や

販
路

の
開

拓

・
果

実
と

花
き

の
販

売
促

進

・
ア

ン
テ

ナ
シ

ョ
ッ

プ
と

の
連

携

・
一

元
集

出
荷

体
制

の
強

化

流
通

･販
売

戦
略

認
定

農
業

者
の

育
成

・
確

保

・
新

規
認

定
者

の
確

保
と

認
定

農
業

者
へ

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

・
経

営
規

模
拡

大
に

よ
る

企
業

的
経

営
体

の
育

成
と

優
良

な
労

働
力

の
確

保

新
規

就
農

者
の

確
保

・
育

成
・
市

町
村

で
の

実
践

研
修

や
遊

休
ハ

ウ
ス

の
活

用

等
に

対
す

る
支

援

・
異

業
種

か
ら

の
農

業
参

入
支

援

・
Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

設
立

を
強

力
に

サ
ポ

ー
ト

経
営

不
振

農
家

へ
の

支
援

・
Ｊ
Ａ

グ
ル

ー
プ

と
県

の
協

働
の

取
組

強
化

・
個

別
農

家
へ

の
経

営
改

善
支

援

耕
作

放
棄

地
の

解
消

・
担

い
手

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
・
耕

作
放

棄
地

の
再

生
利

用
の

推
進

・
耕

作
放

棄
地

と
担

い
手

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

支
援

・
農

産
物

輸
出

促

進
事

業
に

よ
る

支
援

強
化

・
信

頼
で

き
る

パ

ー
ト

ナ
ー

と
の

関
係

強
化

・
連

携
に

よ
る

輸
出

の
拡

大

生
産

か
ら

流
通

・
販

売
ま

で
を

見
通

し
た

総
合

戦
略

の
共

有

と
実

践

・
園

芸
２

８
、

米
、

茶
、

畜
産

５
の

計
３

５
品

目
を

策
定

・
今

後
も

、
必

要
に

応
じ

て
地

域
の

戦
略

品
目

等
を

追
加

・
品

目
ご

と
に

生
産

か
ら

流
通

ま
で

の
総

合
戦

略
に

基
づ

く
対

策
の

実
施

・
生

産
者

、
農

協
等

農
業

団
体

、
行

政
が

戦
略

を
共

有
し

、
課

題
の

解
決

に
向

け
た

実
践

、
評

価
、

改
善

策
の

策
定

を
継

続
（
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
）

品
目

別
総

合
戦

略
の

実
践

ま
と

ま
り

の
あ

る
園

芸
産

地
の

再
構

築

生
活

で
き

る
所

得
を

確
保

す
る

こ
う

ち
型

集
落

営
農

の
実

現

ス テ ッ プ ア ッ プ の 促 進

生
産

戦
略

担
い

手
の

育
成

と
生

産
資

源
の

保
全

農
業

農
村

整
備

の
推

進
・
高

知
県

農
業

農
村

整
備

推
進

基
本

方
針

に
基

づ
く

事
業

の
計

画
的

な
実

施

・
基

幹
水

利
施

設
の

適
正

な
更

新
と

予
防

保
全

・
農

地
・
水

・
環

境
保

全
向

上
対

策
の

推
進

農
業

団
体

と
の

連
携

園
芸

戦
略

推
進

会
議

に
お

け
る

戦
略

の
共

有
と

実
践

・
県

域
・
地

域
に

お
け

る
農

業
者

と
農

協
が

信
頼

関
係

で
結

ば
れ

る
産

地
の

ま
と

ま
り

の
再

構
築

・
生

産
流

通
販

売
戦

略
に

基
づ

く
取

組
の

実
践

と
進

捗
管

理

ま
と

ま
り

の
あ

る
園

芸
産

地
の

育
成

〔
学

び
教

え
あ

う
場

の
仕

組
み

づ
く
り

と
取

組
の

実
践

〕

・
篤

農
家

の
ほ

場
に

「
学

び
教

え
あ

う
場

」を
設

置
、

所
得

の
確

保
に

つ
な

が
る

高
品

質
・
高

収
量

を
目

指
し

て
取

組
を

実
践

有
望

品
目

の
導

入
・
定

着

・
有

望
品

目
の

選
定

と
産

地
づ

く
り

の
支

援
〔
水

稲
後

作
へ

の
有

望
品

目
導

入
〕

足
腰

の
強

い
花

き
産

地
づ

く
り

の
支

援

・
花

き
新

品
目

の
導

入
・
普

及

園
芸

用
ハ

ウ
ス

面
積

の
確

保
〔
レ

ン
タ

ル
ハ

ウ
ス

整
備

事
業

の
充

実
〕

・
資

材
高

騰
に

対
応

し
た

補
助

限
度

額
等

の
見

直
し

や
中

古
ハ

ウ
ス

の
有

効
活

用
、

国
庫

事
業

に
よ

る
ハ

ウ
ス

整
備

オ
ラ

ン
ダ

ウ
ェ

ス
ト

ラ
ン

ト
市

－
高

知
友

好
園

芸
農

業
協

定
の

締
結

世
界

の
ト

ッ
プ

ラ
ン

ナ
ー

と
の

技
術

・
文

化
交

流
等

環 境 保 全 型 農 業 の ト ッ プ ラ ン ナ ｜ の 地 位 を 確 立

全
国

へ
展

開

集
落

ぐ
る

み
の

共
同

活
動

の
促

進
【
農

業
生

産
体

制
の

整

備
と

農
地

の
保

全
】

農
地

・
水

・
環

境
保

全

向
上

対
策

の
推

進

・
農

地
や

水
路

等
を

維

持
・
保

全
す

る
共

同

活
動

の
推

進

・
環

境
負

荷
低

減
へ

の

営
農

活
動

の
推

進

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

制
度

の
活

用

・
集

落
の

合
意

形
成

・
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

・
作

業
の

受
委

託
や

機
械

の
共

同
利

用
の

促
進

地
産

地
消

の
持

続
的

発
展

・
来

店
型

販
売

形
態

の
充

実
・
強

化
と

業
務

筋
の

ニ
ー

ズ

に
合

わ
せ

た
生

産
、

出
荷

、
情

報
発

信
が

で
き

る
直

販

所
づ

く
り

・
県

民
み

ん
な

高
知

農
産

物
応

援
団

づ
く
り

・
集

落
が

ひ
と

ま
と

ま
り

と
な
っ

て
生

産
､
加

工
､
体

験
､
販

売
ま

で
を

手
が

け
、

集
落
を

丸
ご
と

情
報

発
信

・
グ

リ
ー

ン
・

ツ
ー

リ
ズ

ム
が
楽

し
め

る
高

知
県

と
し
て

、
農
林

漁
家

民
宿

を
拠

点
と
し

て
売
り

込
む

滞
在

型
の

ニ
ュ
ー

ツ
ー
リ

ズ
ム

の
推

進

「
高

知
の

食
」
を

活
用

し
た

取
組

の
拡

大

産
業

化
へ

の
取

組
・
原

材
料

の
生

産
か

ら
加

工
、

流
通

、
販

売
ま

で
、

ト
ー

タ
ル

に
支

援
を

行
う

体

制
の

構
築

と
事

業
の

パ
ッ

ケ
ー

ジ
化

・
工

場
の

衛
生

管
理

の
高

度
化

地
域

加
工

の
推

進
・
高

知
県

産
に

こ
だ

わ
り

を
持

っ
た

加
工

品
や

地
域

固
有

の
加

工
技

術
を

活
か

し
た

加
工

品
が

、
地

域
で

開
発

で
き

る

よ
う

、
企

画
か

ら
加

工
の

規
模

拡
大

ま

で
の

総
合

的
な

支
援

体
制

づ
く
り

と
事

業
の

パ
ッ

ケ
ー

ジ
化

１
.５

次
産

業
の

推
進

食
育

(学
校

給
食

)に
よ

る
地

産
地

消
の

拡
大

・
地

域
の

特
産

物
の

食
農

教
育

と
給

食
へ

の
食

材
供

給

の
支

援
に

よ
る

特
産

物
の

理
解

促
進

・
県

産
主

要
野

菜
や

魚
の

学
校

給
食

へ
の

安
定

供
給

体

制
づ

く
り

に
よ

る
県

産
食

材
使

用
率

の
向

上

グ
リ

ー
ン

・
ツ

ー

リ
ズ

ム
の

推
進

関
係

機
関

・
団

体
等

の
一

体
的

な
取

組

商
工

業
分

野

・
食

品
産

業
・
機

械
工

業

大
学

・
研

究
所

等

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

民
間

団
体

行
政

･市
町

村
、

県

健
康

福
祉

分
野

教
育

分
野

農
業

分
野

観
光

分
野

・
旅

行
業

、
外

食
産

業

・
ホ

テ
ル

、
旅

館
等

連
携

新
た

な
取

組
に

よ
る

農
業

・
農

村
の

発
展

地
域

資
源

の
活

用

集
落

営
農

の
推

進

193



戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

１．生産から流通・販売までの
　　一元的支援体制の構築
　　　　（１）生産から流通・販売
　　　　　　にいたるまでトータル
　　　　　　に支援

◆★消費流通構造の変化に
　対応でき消費地に評価され
　るよう生産から流通・販売
　までの一元的支援体制の
　構築

①量販店とのパートナーシップ
の構築
・関東、関西地区において、高
知の取組を理解してもらい、信
頼できるパートナーとして関係
を構築し、他産地との差別化や
継続した取引に繋げる
･卸売市場の産地と実需者との
調整機能の活用

②中食・外食等への販路拡大
・既存規格品の業務加工仕向
け取引のニーズ対応強化
・規格外品の加工仕向け販路
開拓

③地域野菜等の販売戦略とし
て、飲食店等での効果的なフェ
ア等の展開を行い、販売拡大
や生産拡大につなげる地域の

◆量販店の価格支配力
の増大、家庭消費の減
少、業務需要の拡大、輸
入の増大など消費流通
構造の変化

◆全国でも高いシェアの
ある品目の産地化や環
境保全型農業の先進的
な取組などの多くの実績
を上げているが、産地づ
くりと流通販売の情報交
換が十分に行われている
とはいえない

◆これまでに無いほど生
産資材が高騰し、農家所
得が大幅に減少するなど
園芸農業は非常に厳しい
状況

◆園芸の産出額は、
1,021億円から737億円
（H5→H18△284億円）
園芸連の取扱額は,
935億円から630億円
（H4→H20△305億円）

◆県内80以上の集出荷
場から園芸連に一元集
出荷し、全国の市場へ輸
送販売

◆園芸戦略推進会議に
おいて消費地に信頼され
る産地づくりを目指して、
品質・数量の確保、安定
供給、安全安心志向への
対応など農家の所得向
上につながる戦略を県域
で決定、共有、実践

◆鮮度保持対策とコスト
削減
園芸連から全国の市場
へコールドチェーン化
100%
集出荷場から園芸連へ
のコールドチェーン化
85％
▲約5億円のコスト削減
（H12園芸年度対比）

◆園芸こうち販売促進事
業により、メディアを活用
した県産野菜のＰＲや、
佐藤弘道氏による｢高知
やさい体操」やなせたか
し氏による｢高知野菜１１
人きょうだい」キャラク
ターを活用したイメージ
アップと消費拡大を図る
園芸連・県が連携した消
費地情報の収集と提供
（東京・大阪）

◆消費流通構造の変化
に対応でき、高知県の優
れた取組が評価されるな
ど有利販売に向けた流通
販売体制の強化

◆消費地ニーズに迅速
に対応できる、またＩＰＭ
を全域へ普及拡大するな
ど、有利販売を見通した
産地のまとまりの強化

◆産地側（生産者から園
芸連まで）でのきめ細や
かな集出荷の仕組みづく
り

◆生産者手取りを確保す
る農業経営の強化

Ｐ２３８

別図（農１）参照

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

や生産拡大につなげる地域の
活動を支援する

④特産果樹(土佐文旦、ユズ、
新高梨)の生産販売のあり方を
検討する場づくり及び系統共販
に向けた産地体制の整備、アン
テナショップ等を視野に入れた
県外への販路開拓

⑤モニタリングによる実践的な
花店への営業活動を通じ、花き
に対する実需者ニーズを把握
することにより、販売流通、生
産出荷体制について産地ビジョ
ンと販売戦略を確立

○

送販売 （東京・大阪）
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

・事業を効果的に実施して
いく上で農業団体との協働
の姿を構築
・卸売市場の機能を活用し
た産地と実需者の関係づく
り
・市場流通の変化に対応し
た取引形態の確立

◆パートナーシップ量販店
の消費者の高知県取組認
知度（現状：認知されていな
い→１５％）
◆パートナーシップ量販店
の拠点店舗での高知野菜
販売額２０％増

◆業務加工需要の顧客開
拓数　（計２５件）

◆フェアの開催（関係づく
り、認知度向上）　パート
ナーとの継続取り引き（販
売拡大へ）→販売額のアッ

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

支援体制の構築

と事業創設

県関係課：一元的に支

援できる体制の構築

、新需要開拓マーケ

ティング事業の創設

（野菜・果樹・花き）

農業団体：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と県との共有と実践

県関係課：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と農業団体との共有、支援

新体制による新たな販路開拓と有利販売への支援の実践

※県関係課は新

組織や連携に関

わる各部担当課

農業団体：業務加工向け商材企画、メニュー提案等業務筋への販売活動、業務

ニーズに基づく荷姿調整等産地との協議、実需者との交流、販売後の総括と実

需者・産地との共有

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

中食・外食等への販路拡大

（顧客開拓 5件） (顧客開拓 10件） (顧客開拓 10件）

効果的な量販店フェアの開催

パートナー量販店との協働 パートナー量販店との関係継続

（拠点づくり関東、関西各1社）

特産野菜等コラボ企画・実践

地域産品の掘り起こし→卸と連携したパートナーの選定→東京・大阪の飲食店等

での地域メニューフェア等開催

農業団体：量販店等への高知の農業戦略を含めたフェアの企画提案、量販店との

販売戦略の共有、バイヤーの産地招聘や生産者の量販店等への派遣による交

流、フェア後の総括と量販店・産地との共有

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

Ｐ２３９

別図（農２）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓の挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

売拡大へ）→販売額のアッ
プ（現販売額の１０％増）

◆園芸連の県外販売量
土佐文旦
　（H20：1,500ｔ
　　　　　→H23：2,500ｔ）
ユズ酢（農協の在庫）
　（H21：600t
→H23：200ｔ)(適正在庫)
新高梨
　（H20:30ｔ
　　　　　　→H23:60ｔ）

◆産地と消費地及び、県域
での交流の場づくり（品目
毎）を行う
生産量・出荷額の維持、
総合的な県産花きの販売
戦略構築

での地域 フ ア等開催

（21年度：2地区） (22年度：2地区） （継続展開）

果実の販売促進

文旦：協議会設立 振興方針の合意 協議会活動の検証

消費宣伝戦略検討 販売戦略の確立 販売戦略の検証

ユズ ： 協議会設立

消費拡大の検討・実践 販売戦略の確立

新高梨：各産地でのあり方 販売戦略の確立 販売戦略の検証

検討場づくり

農業団体・市町村等：IPM等の地域の取組を実需者へ紹介、一次産品や観光資源

とのコラボ企画提案、実需者と産地の交流、企画の実践･総括

県関係課：上記取組の企画・実践を支援

農業団体：生産者・農業団体・県による地域の現状把握や課題の共有、生産流通

販売戦略策定と共有・実践

県関係課：生産販売戦略の共有と取組の支援

モニタリングを活用した販売促進

ニーズの把握 ニーズや情報に基づく 販売戦略の確立

産地の課題共有化 取組の方向性確立 取組の検証

農業団体：市場等でのモニタリングへの参画、結果を踏まえた産地の生産流通

戦略協議・実践

県関係課：市場等でのモニタリング、生産流通戦略の策定支援及び実施の支援

アンテナショップ

設立準備

アンテナショップとの連携

農業団体・生産者組織：品目の選定協議、

出荷に向けた産地調整

県関係課：農業団体・生産者組織との協

議調整及び取組支援

農業団体：品目の拡大協議、出荷に向けた産地調整、販売

拡大に向けた戦略づくりと生産者・農業団体・県の共有、実践

県関係課：上記取組の支援
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○

（２）農産物輸出の推進

○

◆品目の取組進度に応じ
　た輸出の拡大
　◎農産物輸出促進事業によ
　　る支援強化

１．生産から流通販売までの一
　　元的支援体制の構築
　　　　（１）生産から流通・販売
　　　　　　にいたるまでトータル
　　　　　　に支援

◆農産物の輸出につい
ては、世界情勢の変化に
よる富裕層の台頭や、世
界的な日本食ブームによ
り、輸出の可能性が広
がっている

本県農産物でも 市場

◆高知県農産物輸出促
進事業による支援（Ｈ１７
～）
・輸出に専門的なノウハ
ウを持った信頼できる
パートナーづくり（事例：
グロリオサ 大田花き）

◆相手国と商慣習が大き
く異なり、国内とは比較に
ならないほど高いリスク
がある
・商慣習：クレーム発生時
の対応・処理、代金回収
貿易制度 外国為替の

改革の方向

◆一元集出荷体制の強化
　★産地側、実需者側の多様
　　なニーズに対応できる販売
　　の検討
　★集出荷の仕組みづくりの
　　検討

◆★県産園芸品の総合的なＰ
Ｒを行い、関東、関西など大消
費地におけるイメージアップ
や、消費拡大に繋げる

現状 これからの対策

Ｐ２３８

別図（農１）参照

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

　本県農産物でも、市場
経由したものが仲卸等に
より輸出されている実態
はあった

◆平成１７年からの事業
化により、アジアを中心と
した青果物・花き・ゆず加
工品等の販路開拓に取り
組む各産地があるが、
パートナーとの連携や販
売促進活動の実施、情報
収集など十分ではなく、
継続的な販売とはなって
いない

グロリオサ→大田花き）
・国内外での商談会や展
示会への出展（グロリオ
サ、土佐文旦、水晶文
旦、フルーツトマト、メロ
ン、ニラ、シシトウ、ゆず
加工品等）
・テスト輸出を通じた課題
の抽出とノウハウの蓄積
・鮮度保持技術の研究開
発に取組中
・「高知県農産物輸出促
進協議会」を設置し勉強
会の開催や流通セミナー
を実施

・貿易制度：外国為替の
変動に伴う為替リスク、
検疫条件、各種証明手続
・信頼できるパートナーの
確保と継続した販売展開
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆県産園芸品の認知向上
　　関東：７位→５位
　　関西：３位→１位

◆農産物（野菜、果実、
　 花き）の輸出の拡大

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２２Ｈ２１ Ｈ２３

輸出の拡大の実践輸出の拡大に

向けた検討

高知県青果物のイメージアップと消費拡大

園芸こうち販売促進事業実行委員会（園芸連、ＪＡ中央会、県で組織）：

園芸こうち販売促進事業により、メディアを活用した県産野菜のＰＲ等を実施

協議（課題と対策） 対策の実施

プロジェクトチームでの検討

（モデル地区の選定）
実施・検証

対策の実施

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県園芸流通課：重点品

目と重点国の検討

生産者・農業団体：テスト輸出を通した課題の抽出とノウハウの蓄積、商談会への

参画や継続的な輸出への取組

県流通支援課：農産物輸出促進事業による支援強化（補助の拡大）、信頼できる

輸出の専門パートナーとの関係強化、パートナーと連携した輸出の拡大、検証と

改善
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆◎県域・地域における農業
　者と農協が信頼関係で結ば
　れる産地のまとまりの再構
　築

○

（２）まとまりのある園芸
　　産地の育成

◆★学び教えあう場の仕組み
　　づくり

○ ○

改革の方向
現状 これからの対策

２．まとまりのある園芸産地の
　　再構築
　　　　（１）園芸戦略推進会議
　　　　　　における戦略の共有
　　　　　　と実践

◆高収量・高品質を目的
とした栽培講習会や個別
指導による部会への支援
を農業団体や農業振興
センターが実施

◆篤農家の優れた生産
技術を他の生産者に伝え
る県下的な仕組みがな
かった

◆国内外の産地間競争
の激化や、量販店の価格
支配力の増大等、園芸農
業を取り巻く厳しい環境
に対応するため、課題解
決に向けて具体的実践
活動を実施するため、県
域と13地域の園芸戦略
推進会議を設置し取り組
み始めた
◆消費流通構造の変化
はその後も進み、販売価
格は低迷し、加えて近年
の重油や資材の高騰に
より農業経営は危機的な
状況
◆一部地域では、生産者
の農協離れにより、価格
安定制度の加入要件に
定められた系統出荷率を
下回るなど深刻な状況

◆系統共販、共同計算で
は農協等農業団体と農
家のコミュニケーションを
強化し系統出荷の意義
の徹底等を図り、輸送で
は価格決定方式に競争
性を導入し、運賃の低減
を図る他、安全安心、資
材コスト等の各課題につ
いて取組を進めた

◆平成20年度には生産
者同士が学びあい教えあ
う仕組みづくりへの取組
を開始し、品目別の生産
から流通までの一元的な
総合戦略を策定

◆量販店の価格支配力
の増大、消費流通構造の
変化、産地間競争の激
化、資材高騰等に対応で
きる産地のまとまりの形
成

◆これまで120品目を超
える園芸作物により、高
い品質とロットの確保、安
定的かつ計画的な供給
により、消費地の信頼を
確保し、「高知ブランド」と
しての地位を築いてきた

Ｐ２４０

別図（農３）参照

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

（３）有望品目の導入・
　　定着

しての地位を築いてきた
が、近年は系統率の低下
など産地のまとまりが弱
まっている

◆各品目の生産部会へ
の参加率が低下傾向

◆園芸品目において、生
産者間、産地間による技
術差がある

◆プロジェクトチーム（Ｐ
Ｔ）会を立ち上げ、有望品
目の導入・定着を支援

◆有望品目の定着に向
け、現地実証試験による
栽培実証や販路開拓活
動の支援
（有望な12品目の定着）

◆栽培面積の拡大が進
んでいない品目、栽培技
術の改善が必要な品目、
商品知名度が低い品目
がある。

◆水稲収穫後に優良農
地が有効利用されていな
い。

◆実証栽培による栽培技術の
確立や販路開拓活動の支援

◆水稲後作への有望品目の導
入

○

Ｐ２４１、２４２

別図（農４・５）参照
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２２Ｈ２１ Ｈ２３
目指すべき姿

◆高い品質と収量を確保
　 する生産者のまとまり
　 づくりにより、生産戦略、
　 流通戦略を共有し、消
　 費地に信頼される産地
　 を形成

◆園芸品の系統率
　　　H19園芸年度　64%
　　　　　　↓
　　　H23園芸年度　70%

◆「学び教えあう場」の設
　 置数：170ヶ所程度

　　ナス（Ａ地区）
　　参加率：100％
　　10a当たり収量
　　H20園芸年度：15.6ｔ
　　　　　　　　↓
　　H23園芸年度:18t

これまでの総括と産

業振興計画の共有
生産流通販売戦略に基づく取組の実践と進捗管理

生産者・農業団体・県農業

振興部：園芸戦略推進

会議の総括、産業振興

計画の共有と実践に向

けての協議

生産者・農業団体： 県育成品種の活用や業務需要開拓など生産流通販売戦略の

立案と産地との共有、実践に向けて生産者と合意形成、販路拡大や品質の向上と

ロットの確保、安定的な供給体制の強化、産地への情報のフィードバックと改善

県農業振興部：産業振興計画を基軸とした新たな戦略の推進、各プロジェクトや地

域園芸戦略会議による進捗管理、生産流通販売戦略の企画立案支援と生産者・

農業団体との共有、実践への支援、産地への情報のフィードバックと改善支援

「学び教えあう場」の設置と取組の実践

生産者：「学び教えあう場」への参加と実践

農業団体：「学び教えあう場」の仕組みづくりや産地間交流への主体的な関わり

県園芸流通課（H21～産地づくり課）・環境農業推進課・農振センター：篤農家のほ場に「学び教えあう場」を設置、「学び

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆生産額５千万円以上
　 の品目数
　　　H23：５品目

教えあう場」の仕組みづくりや産地間交流の運営のコーディネートなどによる生産コストに耐えうる産地の再構築を支援

９月から1２３ヶ所設置（重

油高騰の影響が懸念され

る産地主要品目中心）

露地、果樹を含む産地の

主要品目約50ヶ所追加

篤農家のほ場に「学び教えあう場」を1７0ヶ所程度で継続

「学び教えあう仕組みづくり」推進会の設置と運営

生産者・農業団体・県：篤農家、農業団体、県による「学び教えあう仕組みづくり」推進会の開催（産地単位）

生産者交流推進大会・品目別推進会議の開催

〈生産者交流推進大会〉生産者・農業団体・県：各産地の優良事例発表や流通関係者の講演

会等による品目をまたがる産地の交流を促進（県域、品目横断）

〈品目別推進会議〉各品目別に県下での課題を協議し、産地のまとまりにつなげる

産地ごとの生産出荷計画の実現

生産者・農業団体・県：農家ごとの収量ｱｯﾌﾟを産地全体の強化に繋げるため、

生産出荷計画を共同策定し産地目標の達成を目指す

有望品目の導入・定着

生産者・農業団体・市町村：実証栽培への協力、有望品目の面積拡大と生産者組織の設立

産地づくり課、農振センター：導入品目の有望性の検証と地域への提示→実証ほの設置→経済性評価（ＰＤＣＡ）

栽培講習会の開催、生産者組織の設立支援、産地化支援

生産者・農業団体・市町村：有望品目の選定、モデル栽

培・出荷・販売、有望品目の面積拡大

産地づくり課、農振センター：有望品目の選定、生産者グ

ループの募集、栽培講習会の開催、栽培・出荷支援、産

地化支援

水稲後作有望品目の導入・定着
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆県産花きの栽培面積、
販売額は減少傾向であ
り、このままでは花き産
地の弱体化がさらに進む
ことが予測される

◆主要品目の多くは10年
前との比較で単価が低下
している

◆主要品目では消費地
のモニタリング調査によ
りマーケティング情報を
基にした生産流通戦略の
策定・実践を支援

◆価格低下が著しい品
目を生産する産地につい
ては新品目の導入等に
より経営の安定化を図る
必要がある

◆花き新品目の試験栽培、
　モデル栽培、実証販売に
　より花き産地強化を支援

○ ○

（５）園芸用ハウス面積
　　の確保

◆ハウス面積の減少及
び老朽化ハウスの増加
等に歯止めがかからない

◆レンタルハウス整備事業の
　充実
　◎資材高騰に対応した補助
　　限度額等の見直し

★中古ハウスの有効活用

２．まとまりのある園芸産地の
　　再構築
　　　　（４）足腰の強い花き産地
　　　　　　づくりの支援

◆平成２年度からレンタ
ルハウス整備事業を実施

◆施設園芸農業を振興
するためハウス面積の確

◆園芸品の価格低迷や
資材などの高騰による投
資意欲の低下

◆高齢化や後継者不足

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ２４０

別図（農３）参照

★中古ハウスの有効活用

　○国庫事業の有効活用

○

◆消費者に安全・安心と信
　頼を！
◆農業者に誇りとやりがい
　を！
◆後継者に夢と未来を！
　◎産地自らが、環境保全型
　　農業の取組のファンに
　◎全国のトップランナーの
　　地位を構築（消費者から
　　選ばれる産地へ）

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○は継続事業

保が必要であり、新規就
農や規模拡大、高度化な
どに対応したハウス整備
を実施

◆平成１４年度から、低コ
スト耐候性ハウスの整備
を実施（国庫事業）

による園芸品の生産力が
低下

◆レンタルハウス整備事
業は新設ハウスのみを対
象としている

３．環境保全型農業のトップ
　　ランナーの地位を確立
　　　　（１）環境保全型農業の
　　　　　　目指す姿

◆消費者の食に対する
信頼と安全・安心、さらに
は環境に対するニーズは
増加

◆高知県は、平成６年か
ら環境保全型農業に取り
組み、技術の確立と普及
に加えて、廃棄物の適正
処理、残留農薬の検査体
制、環境ISO14001等の
実践等様々な取組等で
環境保全型農業の先進
県

◆高知県環境保全型農
業総合推進プラン（平成
19年4月）の実行によるブ
ランド力の強化
（「環境保全型農業のトッ
プランナーの地位を確
立」の項共通）

◆生産から流通まで、環
境保全型農業を高知県
農業全体のスタンダード
にしていく必要

◆販売流通面での付加
価値の創出

Ｐ２４３、２４４

別図（農６・７）参照
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆導入品目数
　　　H23：６品目

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆園芸用ハウス面積
　　H19：1,594ha
　　　↓
　　H23：1,520haを確保

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

生産者代表・農業団体・市町村：モデル栽培、実証販売

の実施、試験栽培実証ほへの協力、地区プロジェクト

チーム会への参画

農振センター、産地づくり課：試験栽培実証ほの設置、新

品目の評価と地域への提示、モデル栽培の経済性評価、

栽培講習会の開催、地区プロジェクトチーム会の設置

花き新品目の導入・普及

制度の拡充検討 新規・規模拡大・建替え（高度化）等のさらなる推進

県園芸流通課： 生産者・農業団体：事業導入によるハウス整備

◆環境保全型農業を県内
　 全域・全品目に普及

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

産地自らが、環境保全型農業の取組のファンに（環境保全型農業の実践に

向けた生産者および農業関係者の意識高揚）

全国のトップランナーの地位を構築（消費者から選ばれる産地へ）

生産者：環境保全型農業の実践、自らの取組に誇りとやりがいを持つ、取組を点検し毎年見直し改善、

取組を記帳し情報発信

農業団体：環境保全型農業の積極的推進、生産対策、流通対策両面からの普及体制づくりと実践、

産地の取組を点検し毎年見直し改善、産地の取組を情報発信

県環境農業推進課：環境保全型農業の積極的推進、生産対策、流通対策両面からの普及体制づくりと実践、

県内全体の取組を点検し毎年見直し改善、県内全体の取組を整理し情報発信

県園芸流通課：

補助限度額等

の見直し

生産者 農業団体：事業導入によるハウス整備

県産地づくり課：補助限度額等の改正や中古ハウスレンタル区分の新設により拡充

した事業の実施

国庫事業によるハウス整備の実施
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆IPM技術について全品目、
　県内全域への技術確立と
　普及
　◎土着天敵の活用
　◎品目ごとの技術確立
　○実証ほの設置
　○IPM映像マニュアル作成
　◎指導マニュアルの追加・
　　改正

○

（３）土づくりと施肥の改
　　善

◆家畜ふんたい肥利用によ
　る肥料高騰対策
　○家畜ふんたい肥の製造の
　　改善
　◎家畜ふんたい肥の利活用

　の促進
○

現状 これからの対策
改革の方向

◆市販のIPM技術資材で
は防除困難な、海外から
の侵入害虫の発生

◆天敵を利用する必要の
ない品目でのＩＰＭ技術の
必要性の認識が関係者、
生産者共に低い

３．環境保全型農業のトップ
　　ランナーの地位を確立
　　　　（２）ＩＰＭ技術の開発と
　　　　　　県内全域への普及

◆環境にやさしい農業を
行うため、良質なたい肥
による土づくり、化学合成
肥料の適正使用を推進

◆家畜ふんたい肥の余
剰が7 469 /年 肥料が

◆施肥基準の策定、県内
たい肥マップの作成
施肥基準に基づき、各地
域で品目毎の具体的な
施肥改善

◆家畜ふんたい肥の成
分のばらつきや発酵不足

◆栽培期間の長期化、中
長期展張フィルムの普及
等により、太陽熱消毒や
湛水処理等による連作障

◆高知の園芸は、天敵等
を利用した減農薬の取組
（IPM技術：総合的病害
虫・雑草管理技術）が日
本一

◆ＩＰＭ技術体系の品目
拡大と県内全域への普
及

Ｐ２４３、２４４

別図（農６・７）参照

の促進
　○野菜（２７品目）の施肥基
　　準の策定
　◎果樹・花きの施肥基準の
　　策定

○

（４）有機農業の推進

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆全国的な有機農産物
に対する消費者の関心
の高まり
◆有機農業実践者の育
成と就農支援を実施（有
機のがっこうの支援）

◆計画的な有機農業の普及・
　推進、研修受け入れ農家へ
　の支援
　◎有機農業就農希望者に
　　対する研修及び就農支
　　援、就農後の技術及び経
　　営指導

　◎有機農業実践農家間の
　　交流促進、消費者や実需
　　者との情報交換や交流の
　　場づくり

剰が7,469t/年、肥料が
高騰

湛水処理等による連作障
害対策が不十分

◆高知県有機農業推進
基本計画（平成20年5月）
を策定
◆栽培技術のマニュアル
化のため実証ほを設置
◆有機農業実践農家の
実態調査及び消費者の
意識調査を実施
◆有機のがっこう研修生
の就農支援と卒業生の
組織化
◆ＮＰＯ団体等への組織
活動支援
◆有機農業推進年次別
推進計画（平成19～25
年）の策定

◆生産技術面、流通販売
面共に不安定

◆有機実践農家の情報
やネットワーク不足
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆家畜ふんたい肥の余剰
　　H19：7,469ｔ
　　　　↓
　　H23：　　０ ｔ

◆土壌診断処方箋点数

◆IPM技術体系数
　　H19：　５品目
　　　↓
　　H23：１０品目

◆品目別普及率（戸数）
　　　　　　    H19→H23
　 ナス類     ：26→65％
　 ピーマン類：48→80％
   ミョウガ    ：51→90％

◆土着天敵リレーの体制
　 温存ハウス活用市町村
   数
　　H20：　３市町村( 9%)
　　　　↓
　　H23：１７市町村(50%)

家畜ふんたい肥の

製造の改善
家畜ふんたい肥の利活用の促進

野菜（２７品目）の施肥基準の策定

COP10関連イベントへの出展

土着天敵を活用したＩＰＭ技術体系の再構築

品目ごとの新たな天敵利用技術の確立

実証ほの設置によるＩＰＭ技術の検討

IPM映像マニュアル

の作成

指導マニュアルの改正（新たな品目の追加等）

生産者：実証ほの設置協力、生産部会による研究活動の促進（情報の共有）

農業団体：天敵利用研究会等の組織化

県環境農業推進課：新たな品目へのＩＰＭ技術の検証・普及、土着天敵の利用普及のための支援、

県内全域へのＩＰＭ技術普及

県環境農業推進課：生物多様性（土着天敵類）の

持続的活用のPR

県農技センター：生物多様性（土着天敵類）の持続

的活用への支援

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆ 壌診断処方箋点数
　（野菜）
　　H19：7,879点
　　　　↓
　　H23：9,200点

◆施肥基準の策定
　　野菜：27品目
　　花き：10品目
　　果樹：10品目

◆有機農業就農者
　　H19：9名　→　５名/年

◆支援体制設置市町村
　　H20：６市町村(18%)
　　　　↓
　　H23：17市町村(50%)

◆有機ＪＡＳ認証農家戸数
　　H19：　８４戸
　　　　↓
　　H23：１００戸

◆県内消費者の認知度
　　H20：５１％
　　　　↓
　　H23：７５％

野菜（ 品目） 施肥基準 策定

果樹・花きの施肥基準の策定

生産者：作物別の利用事例の収集のための情報提供、生産部会による研究活動の促進

農業団体：地域内循環の仕組み作り（耕種農家と畜産農家との連携促進）、土壌診断・処方箋に基づく施肥

設計の推進

県環境農業推進課：家畜たい肥を活用した土づくり資材・施肥低減方法の普及

有機農業実践農家間の交流促進、消費者や実需者との情報交換や交流の場づくり

有機農業就農希望者に対する研修及び就農支援、就農後の技術及び経営指導

生産者：遊休農地・施設等の情報提供、有機農業の技術指導及び研修の受け入れ、就農希望者の視察等への協力

農業団体：遊休農地・施設等の情報提供、レンタルハウス整備事業等の活用、新規就農者に対する技術及

び経営指導

市町村：遊休農地・施設等のリスト化、窓口の設置

県環境農業推進課：研修受け入れ農家の把握、新規就農希望者等への研修や就農支援、研修受け入れ

農家への支援

県農振センター：技術及び経営指導体制の充実

消費者：援農活動への参加、有機農産物の購入

生産者：組織活動への参加、有機ＪＡＳ認証の取得

農業団体：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、有機

農産物の販路拡大

県環境農業推進課：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推

進、勉強会や研修の実施

県農振センター：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、

勉強会や研修の実施 産地化に向けた支援
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○

（６）農業環境規範や
　　ＧＡＰの取組

○ ○

現状 これからの対策
改革の方向

◆高知県版GAPをそれぞれ
　の地域や、品目に応じた形
　で発展普及
　○県版ＧＡＰ作成と実践
　◎地域別・品目別ＧＡＰ作

　成と実践

３．環境保全型農業のトップ
　　ランナーの地位を確立
　　　　（５）省エネルギー対策

◆施設園芸においては
施設内温度を一定に保
つために、化石燃料によ
る暖房用加温機の使用
が一般的

◆重油価格の高騰を背
景に、生産コストは上昇

◆ハウス内張被覆の多
層化などの徹底指導

◆耐低温性品種の育成

◆産業技術部を中心に
木質バイオマスボイラー
の開発の取組

◆木質バイオマスボイ
ラーの実証への支援

◆化石燃料からのシフト
の模索（木質バイオマ
ス、ヒートポンプ等）

◆市場での異物混入や
腐敗事故が毎年発生
（H19園芸年度　1,098件）

◆園芸産地として、農業
環境規範及び食品安全
ＧＡＰなどの導入が必要

◆高知県版ＧＡＰ（農産
物の安全性を確保するた
め農業者等の生産・出荷
段階において取り組む工
程管理）の策定及び映像
マニュアル制作中

◆省エネ対策の徹底
　○保温対策の徹底

　○耐低温性品種の開発・
　　導入

◆重油代替暖房機実証への
　支援と普及（木質バイオマ
　ス、ヒートポンプ等）
　◎重油代替暖房機の実証
　◎重油代替暖房機の普及
　　推進

◆地域や品目の特性に
応じた生産工程管理の取
組不足、PDCAの理念の
浸透不足

◆第三者も含めた工程
管理をチ クする仕組

Ｐ２４３、２４４

別図（農６・７）参照

○ ○

　（７）生産履歴記帳・農
　　　薬の適正使用の徹
　　　底

◆農薬を売るときの生産者へ
　の対応徹底
　○営農と購買の情報交換と
　　連携強化
　◎第三者等による定期的な
　　実践チェック

○

◆農薬を使うときの対応徹底
　（記帳・回収・点検）
　○生産履歴記帳・回収
　　１００％の達成
　○適正使用の指導の継続
　◎ＩＰＭ型防除暦の検討・
　　作成・活用 ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

実

　◎県版ＧＡＰ見直しと実践

ＧＡＰなどの導入が必要

◆残留農薬基準がポジ
ティブリスト制に移行し、
中国産等の輸入農産物
（特に生鮮品）で基準値
オーバーが相次ぎ、国産
志向が高まるなか、県産
農産物においても農薬事
故が発生

◆ＪＡグループでは平成
13年度から生産履歴記
帳運動を展開（現在の記
帳率:85％）、平成21年度
末までに、記帳・回収を
100％達成するよう目標
を設定

◆あるJAでは『生産履歴
のない農産物はJAとして
取り扱わない』姿勢で、
生産履歴記帳・回収１０
０％を達成

◆県や高知市では市場
や直販所に出荷された農
産物の残留検査を実施
（300検体）、また、ＪＡグ
ループでは年間約2,000
検体の残留農薬の自主
分析を実施

◆危機意識の希薄化と
取組のマンネリ化

◆購買、営農、販売の情
報共有と連携

◆農薬事故発生再発防
止の仕組みが未整備

◆県内全域で、生産履歴
記帳・回収・点検を徹底

◆安全安心への取組全
体を消費者を含む第三者
も交えて点検していく仕
組みが未整備

管理をチェックする仕組
みが未整備
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆県内の園芸用年間重油
　 使用量
　　Ｈ18：89,000kl
　　　　↓
　　Ｈ23：70,000kl

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆高知県版ＧＡＰの普及
　 点検シート
　　・生産者版（その１）
　　　H19：  8％
　　　　　↓

　　H23：100％

県版ＧＡＰ作成

県環境農業推進課：県版

ＧＡＰの作成と啓発

地域別・品目別ＧＡＰ作成

生産者：ＧＡＰへの取組、地域別・品目別ＧＡＰの作成協力と実践

農業団体：全集出荷場でのＧＡＰへの取組実践、各地域・各品目に応じた

重油代替暖房機の普及推進

重油代替暖房機の実証

生産者、農業団体：実証試

験ほの設置、調査協力

県環境農業推進課・農振セ

ンター：実証試験ほの調査、

経済性評価、省エネ対策

プロジェクトチームの設置

生産者、農業団体：脱化石燃料加温機の導入推進

県産地づくり課・農振センター：脱化石燃料加温機の導入推進、省エネ

対策プロジェクトチームによる情報収集と提供

保温対策の徹底指導

生産者、農業団体：省エネチェックリストによる点検

県環境農業推進課・農振センター：チェックリストの作成と点検支援、

省エネ対策プロジェクトチームの設置運営

耐低温性品種の開発・導入

生産者、農業団体：実証試験ほの設置、調査協力

県環境農業推進課・農振センター：実証試験ほの調査、経済性評価

県農業技術センター：耐低温性品種の開発

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

　　・集荷場版（その２）
　　　H19： 3JA
　　　　　↓
　　　H23：16JA

◆異物混入事故の発生
　　H20園芸年度：５７件
　　　　↓
　　H23園芸年度：　０件

◆農薬事故の発生
　　H19：８件
　　　　↓
　　H23：０件

◆生産履歴記帳率
　　H20：　85％
　　　　↓
　　H21：100％

◆直販所の安心係設置率
　　H20： 67％
　　　　↓
　　H23：100％

県版ＧＡＰ見直し

ＧＡＰの作成と啓発

県農振センター：取組

体制の確立

県環境農業推進課：地域別・品目別ＧＡＰを参考に

県版ＧＡＰの見直し

農業団体：全集出荷場でのＧＡＰ の取組実践、各地域 各品目に応じた

特色ある取組への発展

地域協議会（生産者、農業団体、行政等で構成）：地域別・品目別ＧＡＰ作成

県環境農業推進課：地域別・品目別ＧＡＰ作成支援と普及

営農と購買の情報交換と連携強化 第三者等による定期的な実践チェック

生産者：登録内容と履歴の確認

農業団体・全肥商連：登録内容の説明責任を徹底、農薬販売職員の意識と資質の向上、窓口対応の徹底、電算

システムの活用、土日・休日の対応を含めた販売履歴チェック体制の確立

県環境農業推進課・農振センター：研修会の充実、農薬管理指導士の育成

生産履歴記帳・回収１００％の達成

適正使用の指導の継続

ＩＰＭ型防除暦の検討・作成・活用

生産者：登録内容、履歴確認、記帳の徹底

農業団体：研究会、生産部会、巡回指導の充実、購買、販売、集荷場との連携強化

県環境農業推進課・農振センター：ＩＰＭマニュアルの作成、研修会、生産部会等の充実
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○ ○

◆県産農産物の生産工程管
　理ウオッチャーシステムの
　構築
　★第三者を含めた農産物の
　　生産工程管理ウオッチャー

　システムの検討
○ ○

現状 これからの対策
改革の方向

３．環境保全型農業のトップ
　　ランナーの地位を確立
　　　　（７）生産履歴記帳・農
　　　　　　薬の適正使用の徹
　　　　　　底

◆農産物を出荷する（預か
　る）ときの対応徹底（記帳・
　回収・点検）
　◎農産物（商品）と生産履歴
　　はセットである意識徹底

 

 

　○自主残留農薬検査の継続
　○生産履歴記帳システムの
　　活用推進

Ｐ２４３、２４４

別図（農６・７）参照

　◎生産履歴記帳、高知県版
　　ＧＡＰ実践等のチェック

○ ○

（８）認証制度等の整理
　　と活用

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆エコシステム栽培認証等の
　推進と環境保全に貢献でき
　る仕組みづくり
　○品目数及び登録農家数
　　の拡大に向けたエコシス
　　テム栽培認証の要件の見
　　直し改善
　◎エコシステム栽培認証へ
　　の集約と推進体制の強化
　★消費者のエコシステム栽
　　培認証農産物の購入が環
　　境保全に貢献できる仕組
　　みづくり

◆県認証、特栽ガイドラ
イン、エコファーマー、
ISO１４００１、エコシステ
ム栽培、有機JAS認証な
ど各種制度を推進

◆JAグループによる系統
出荷はエコシステム栽培
認証に集約して登録品目
数、農家数を拡大推進し
ていく方針を決定し、登
録拡大に向けた要件の
見直し実施

◆エコシステム栽培認証
の要件の見直しとエコシ
ステム栽培認証への集
約

◆ナス、ピーマン、シシト
ウ、ミョウガ以外の品目で
の登録農家数が少ない

◆消費地や市場に、認証
の取組内容や基準がわ
かりにくい

◆認証農産物の有利販
売
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆農薬事故の発生
　　H19：８件
　　　　↓
　　H23：０件

◆生産履歴記帳率
　　H20：　85％
　　　　↓
　　H21：100％

◆直販所の安心係設置率
　　H20： 67％
　　　　↓
　　H23：100％

第三者を含めた農産物の生産工程

管理ウオッチャーシステムの検討

生産履歴記帳、高知県版ＧＡＰ実践等のチェック

自主残留農薬検査の継続

生産履歴記帳システムの活用推進

農産物（商品）と生産履歴はセットであるという意識徹底

（県外出荷品、県内流通品、直販品含めて『履歴のない農産物は取り扱いできない・しない』理念を徹底）

生産者：記帳の徹底と提出

直販組織：安心係の設置と活動強化

農業団体：全戸記帳運動の徹底、購買、営農、販売、集荷場の連携強化、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強化

県環境農業推進課・園芸流通課(H21～産地づくり課）・農振センター：ＪＡ毎、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強

化、戦略会議安全安心ＰＴとの連携強化

生産者：自主検査への協力、記帳の徹底

農業団体：検査センターによる定期的な自主検査実施、記帳システム活用品目の拡大、生産者が取組やすい

様式への工夫

県環境農業推進課：地方市場、直販所等での検査の実施

県農振センター：生産者が取組やすい様式への工夫協力

◆エコシステム栽培認証取
   得率
　 系統出荷農産物
　　H20園芸年度：24％
　　　　↓
　　H23園芸年度：80％

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

生産者：記帳、ＧＡＰの実践徹底と提出、ＰＤＣＡの実践

農業団体：購買、営農、販売、集荷場の連携強化、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強化、ＰＤＣＡ

チェック体制の確立と実践

県環境農業推進課・農振センター：ＪＡ毎、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強化支援、ＰＤＣＡ

チェック体制の確立と実践支援

品目数及び登録農家数の拡大に向けた

エコシステム栽培認証の要件の見直し改善
エコシステム栽培認証への集約と推進体制の強化

消費者のエコシステム栽培認証農産物の購入が「協働の森」、「四万十川の清流保全」、

「ＣＯ２削減」等の環境保全に貢献できる仕組みづくり

消費者：エコ農産物の購入と環境保全に貢献できる仕組みへの参画

生産者：環境保全型農業の実践と情報発信、地域内でできる環境保全活動の実践と情報発信、環境保全に

貢献できる仕組みづくりへの参画

農業団体：環境保全型農業の推進、地域内でできる環境保全活動の協力と実践、環境保全に貢献できる仕組み

づくりへの協力と実践、生産者への意識啓発と情報発信、消費者への情報発信

県環境農業推進課・園芸流通課(H21～産地づくり課）・農振センター：環境保全型農業の推進、環境保全活動の

協力と実践、環境保全に貢献できる仕組みづくりと実践、生産者への意識啓発と情報発信、消費者への情報

発信

仕組みの実現と運用仕組みづくりの検討
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆全国的な野菜消費の
減少のなか、「流通関係
者と産地との交流」や、
関東や関西など大消費
地における小学校等へ
の「出前授業」、佐藤弘
道氏による「高知やさい
体操」制作など本県の環
境保全型農業の取組をＰ
Ｒ

◆エコ農産物の認知度
の向上と消費地との連携
強化
・販促活動や消費地との
交流に積極的に参加す
る体制強化

◆出前授業の実施や流通関
　係者と産地の交流
　◎交流や応援団づくりと実践

○

◆いくつかの市場や量販
店等で高知の環境に優し
い農業の取組への認知
度が高まり、取引が拡大

◆エコ農産物を軸とした
新需要の創出と取引の
拡大

◆高知のエコ農産物を活用し
　た新メニュー等の提案・開発
　★新需要創出組織の検討と
　　立ち上げ
　★外食・中食での新たな需
　　要の創出

○

◆新しい食ー農ー観光の産業
　コラボレーション等による新
　しい需要や販路の開拓
　★新需要創出組織の検討と
　　立ち上げ

★農－食－観光連携による
○

現状 これからの対策
改革の方向

◆「安全安心な高知野
菜」のPRのため、主に小
学生を対象にした出前授
業の実施や流通関係者
と産地の交流事業の開
催

３．環境保全型農業のトップ
　　ランナーの地位を確立
　　　　（９）環境を軸としたイメ
　　　　　　ージアップと販売戦
　　　　　　略の展開

Ｐ２４３、２４４

別図（農６・７）参照

農 食 観 携
　　新たな需要の創出

○

（１０）オランダウェスト
　　ラント市－高知友好
　　園芸農業協定の締結

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆世界のトップランナーと日本
　のトップランナーの友好園芸
　農業協定を活かした仕組み
　づくり
　★人材育成
　★技術交流
　★県内外へのＰＲ

◆オランダ国の施設園芸
は輸出産業として発展、
天敵利用や環境制御に
よる病害虫対策、肥料成
分等をハウス外に一切排
出しないクローズドシステ
ム等、農薬や化学肥料等
の環境への負荷を極力
抑える多くの技術で世界
のトップランナーを走る国
として認知

◆交配昆虫利用技術、天
敵利用技術の先進地とし
て情報収集・交換

◆高知方式の養液栽培
技術の開発と普及

◆花き類、特にオリエンタ
ルユリ等の高品質切り花
生産

◆生産者や関係者の自
主的なレベルでの訪問や
交流が主体

◆環境条件や生産規模
等が全く違うオランダの
技術や仕組みをそのまま
導入するのではなく、高
知に応じた形へ進化
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆出前授業受講者数
　　H19年度：1,596人/年
　　　　↓
　　H23年度：2,000人/年

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

交流や応援団づくり

の検討
効果的な企画立案

パートナーづくり

産地の意識啓発
県園芸流通課：流通関

係者との交流事業や

出前授業、販売促進

事業を通した県産園

芸品の応援団づくりの

検討

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組のＰＲ

県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、

産地へのフィードバック

産地の意識改革

出荷体制づくりと実践

契約販売体制づくりと実践

外食・中食実需者へ新マーケットづくりを企画提案

新需要創出組織

づくりの検討と立

ち上げ

※県関係課は

新組織や連携

に関わる各部

担当課

生産者：意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産、契約販売等への対応

農業団体：産地の意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産指導、出荷販売体制の確立、産地と実需

者のコーディネート、ＰＲと販売促進

県関係課：産地の意識改革、情報収集と企画提案、産地と実需者のコーディネート、ＰＲと販売促進支援

産地の情報収集

農－食－観光コラボレーションを企画提案

消費地の情報収集と連携・コラボレーション

新需要創出組織づく

りの検討と立ち上げ

◆学校間の交流に向けた
　関係づくり
　　H21年度：０組
　　　　↓
　　H23年度：１組

◆技術交流研修参加者
　　10名/年

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

生産者：意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産、契約販売等への対応、農－食－観光等での新たな連携

農業団体：産地の意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産指導、出荷販売体制の確立、農－食－観光等の

連携づくり、産地と実需者のコーディネート、ＰＲと販売促進

県関係課：産地の意識改革、情報収集と企画提案、農－食－観光等の連携づくり、産地と実需者のコーディネー

ト、ＰＲと販売促進支援

友好園芸農業協定締結

に向けた準備と締結

人材育成

技術交流

県内外へのＰＲ

生産者：技術交流等への参画と実践

農業団体：締結を活かす活動への協力及び人材育成や技術交流等への参画と実践、協定締結記念イベントやフェア

への協力、県内外へのPR

ウェストラント市と県内の関連企業：民間レベルでの交流やビジネスの可能性を相互に模索

県関係課：ウェストラント市、オランダ大使館、両国の関係機関や関連企業との合意形成や調整、情報提供、交流等

への参画と支援、協定締結記念イベントやフェアの開催、交流ブースの設置、県内外へのPR

農業大学校、農業振興センター、農業技術センター：締結を活かす活動の実践、人材育成及び技術交流
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆こうち型集落営農の推進
　◎こうち型集落営農への到
　　達
　◎モデル集落の成功事例
　　を一般対策に移行して各
　　市町村に拡大

○

（２）集落営農の推進 ◆集落営農組織の活動促進
　◎集落営農を進めるための
　　話し合いの場づくりと実践
　　活動や品目選定への支援
　◎地域が主体となって開催

　する研修会や先進地視察

◆本県では、これまで個
人経営による園芸農業が
中心であったことから、集
落営農の組織化があまり
進んでいない状況

◆県の人口が、現在の
80万人から30年後は60
万人に減少するとの推計
からも、さらに、中山間地
域は過疎化・高齢化が急
速に進み、集落機能の衰
退を予測

◆中山間地域で農業で
生活できる所得を確保す
る仕組みづくりとして、集
落内の合意形成により、
園芸品目等を導入し、農
業で所得確保を目指す
「こうち型集落営農」を実
現するため、平成20年度
に県内で10集落をモデル
集落として選定

◆中山間地域等直接支
払制度を活用して、合意
形成を進める「きっかけ」
とするとともに、集落の
リーダーを育成

◆集落営農組織が取り
組む農業用機械・施設等
の整備に対する支援

◆モデル集落の重点支
援
・ソフト面では仕組みづく
り、ハード面では基盤づく
り
・組織の設立から運営に
対して、関係機関と連携
して総合的に支援

◆集落の合意形成など、
時間と手間のかかる困難
な課題を解決し、集落の
まとまりへとステップアッ
プしていくこと

◆集落営農支援に向け
た市町村・農協等との連
携強化のための体制づく
り

４．生活できる所得を確保する
　　こうち型集落営農の実現
　　　　（１）こうち型集落営農の
　　　　　　実現

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ２４５

別図（農８）参照

する研修会や先進地視察
　　等への支援 ○

（３）有望品目の導入・
　　定着

◆プロジェクトチーム会
（ＰＴ会）を立ち上げ、有
望品目の導入、定着を推
進

◆有望品目の定着に向
け、現地実証試験による
栽培実証や販路開拓活
動の支援

◆栽培面積の拡大が進
んでいない品目、栽培技
術の改善が必要な品目、
商品知名度が低い品目
がある

◆◎現地実証試験による栽
　　培実証や販路開拓活動
　　の支援(再掲）

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆モデル集落数
　　H20：10集落
　　　　↓
　　H23：16集落

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

こうち型集落営農の推進

生産者：こうち型集落営農の実現に向けた集落の合意形成と取組

市町村・農業団体：こうち型集落営農への誘導と取組集落への支援

県環境農業推進課(H21～産地づくり課）：こうち型集落営農モデル育成事業

(H20モデル集落を10集落選定)

県農業農村支援課(H22～農業政策課）：中山間地域集落営農等支援事業（モデル

集落育成タイプ）による支援

県園芸流通課(H21～産地づくり課）：レンタルハウス整備事業（モデル集落支援区分）

による支援

県環境農業推進課(H21～産地づくり課）・農振センター：こうち型集落営農の取組支援

（幅広いコーディネート）

モデル集落の成功事例を

もとに一般対策に移行し

て、各市町村に拡大

モデル集落の追加選定

県産地づくり課：こうち型

集落営農の実現を目指す

モデル集落を６集落、追

加選定（計１６集落）

こうち型集落営農とは

過疎化・高齢化が進行

する中山間地域を中心に、

集落内の合意形成により、

有望な園芸品目等を導入

し､農業で生活できる所得

を確保する仕組み

集落営農による持続的な営農活動を推進

生産者：集落営農ビジョンの検討・共有と、実践活動への取組

市町村・農業団体：集落営農への事業導入及び販路確保支援

県農業農村支援課(H22～農業政策課）：中山間地域集落営農等支援事業（一般タイプ）による支援

◆生産額５千万円以上
　 の品目数
　　　H23：５品目

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県農業農村支援課(H22 農業政策課）：中山間地域集落営農等支援事業（ 般タイプ）による支援

県農業農村支援課(H22～農業政策課）・環境農業推進課(H21～産地づくり課）・農振センター：集落営農を進める

ための話し合いの場づくりと実践活動や品目選定への支援

市町村・農業団体：集落営農組織等の育成及び発展支援

県農業農村支援課(H22～農業政策課）：中山間地域集落営農等支援事業（ソフト

事業）によって、研修会の開催など各市町村の意識醸成に向けた取組を支援

再掲）(定着・導入の有望品目

生産者・農業団体・市町村：現地実証試験への協力、有望品目の面積拡大と生産者組織の設立、有望品目戦略

会議への参画

県環境農業推進課(H21～産地づくり課）・農振センター：

導入品目の有望性の検証と新たな品目の地域への提示⇒現地実証ほの設置⇒経済性評価（ＰＤＣＡ）

栽培講習会の開催、生産者組織の設立支援、品目毎の産地化と目標の共有のための有望品目戦略会議の設置
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆品目別に生産対策、流
通対策などをそれぞれ展
開し、総合戦略化がされ
ていない

◆生産戦略としては収量
や品質の向上のための
技術対策、生産を振興す
るための施設整備支援
対策など、流通対策とし
ては鮮度保持対策、消費
拡大対策など、さまざま
な課題に対して取組を推
進

◆業務需要の拡大や消
費の減少傾向などの消
費流通構造の変化、コス
ト増大や高齢化等の生産
構造の変化に総合的に
対応する、生産から流通
までを一元的に捉えた総
合戦略とそれに基づく展
開が不十分

◆★品目ごとに生産から流
　　通までの総合戦略に基づ
　　く対策を実施

○ ○

（２）園芸の振興
【ミョウガ】

【ミョウガ】
　★価格安定制度の創設と
　　実施

　★需要期を踏まえた作型
　　の検討

○ ○

　★業務需要の拡大など、
　　まとまりを活かした販売
　　戦略への対応

◆全国１位の生産量
(H18:3,438ｔ）、シェア
64.9％である

◆需要期前の４～６月出
荷増が単価安の一因と
なっている

◆需給のバランスの崩れ
により再生産価格を下回
ることがある

◆近年、惣菜会社でのメ
ニュー化等バラ需要が増
える傾向にある

◆ミョウガにおける養液
栽培導入状況は県内全
域で59%

◆高いレベルの生産技
術開発により産地化が図
られた

◆期間値決め等による価
格の下落防止

◆業務需要向けバラ出
荷等への取組
・個人農家レベルでのバ
ラ出荷対応
・パック包装品をバラして
の出荷対応

◆排液処理については
農業技術センタ－等にお
いて、処理装置の現地実
証に取組、平成20年度に
はモデル事業(県単事業)

５．品目別総合戦略の実践
　　　　（１）生産から流通･販売
　　　　　　までを見通した総合
　　　　　　戦略の共有と実践

◆収量の高い作型に偏
ることで、出荷ピークと需
要期がかい離

◆排液処理能力の改良
（ハウス外設置）を踏まえ
た、装置の本格普及に向
けた国庫補助事業の導
入への支援

現状 これからの対策
改革の方向

園芸２８、米、茶、畜産５の計

３５品目を策定

今後も、必要に応じて地域の

戦略品目等を追加する

※以下に抜粋して示す品目

以外は、資料を別途整理

Ｐ２４６、２４７

別図（農９）参照

　★排液処理装置の開発・
　　導入

【ナス】 【ナス】
　★JAを中心としたまとまりの
　　ある産地づくり

○ ○

　◎IPM技術の確立・普及

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆生産部会の活性化等
を通じた産地のまとまり
再構築への取組

◆品質･収量性に優れ
る、新品種「土佐鷹」の導
入

◆ＩＰＭ技術の導入による
安全･安心への取組

◆JAを中心としたまとま
りのある産地づくりを通じ
た安定供給体制の確立

◆ＩＰＭ技術を踏まえた所
得の確保･向上のための
高品質･多収化技術の普
及

により実用型機の導入と
改良に取り組む

◆全国１位の生産量
（H18:39,100ｔ）、シェア
10.5％である

◆価格安定制度の要件
（系統出荷率）を割った産
地があり、産地のまとまり
にほころびが見られる

◆販売単価は低下傾向
にあり、農業用資材の高
騰等も重なり農家所得は
低下

212



【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆需給動向を見据えた
　 業務需要の拡大

Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２１
目指すべき姿

Ｈ２０

戦略の策定と共有 戦略の実践（ＰＤＣＡサイクル）

生産者、農業団体、県農

業振興部：品目別総合戦

略の策定と共有

生産者・農業団体：課題の解決策への主体的取組

県農業振興部：課題解決に向けた支援策の組立と支援

価格安定制度の創設検討

県園芸流通課：制度の

創設検討

価格安定制度の実施

生産者・農業団体：制度への参加

市町村・県産地づくり課：制度の支援

県域での生産出荷実績の検証・作型

の検討
産地の作付け調整と計画出荷に向けた取組

農業団体：産地の作付け調整と計画出荷

に向けた仕組みづくり

県農業振興部：農業団体の取組支援

生産者：取組の共有と実践

農業団体：取組の共有と作型変更への支援

県農業振興部：作型変更への支援と効果の検証

販売戦略を立案・実践する仕組みづくり

業務需要への取引拡大の検討
販売戦略の実践

業務需要への取引拡大

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆１８ｔどり達成農家率
　(１８ｔどりを目指す農家
　に占める割合)
　　H20：  48％
　　　↓
　　H23：100％

◆系統出荷率
　　ナス（Ａ地区）
　　H19園芸年度：52％
　　　↓
　　H23園芸年度：60％

農業団体・県園芸流通課(H21～産地づくり

課・流通支援課）：販売戦略の提案と共有

生産者・農業団体：取組の共有と実践

県産地づくり課・流通支援課：取組の共有と実践支援

生産者・農業団体：実証・改良への協力

県農技センター：排液処理装置の現地実証・改良版の開発

排液処理技術開発・改良と実証

排液処理装置の導入推進

生産者・農業団体：県単モデル事業の導入

須崎市・県環境農業推進課：導入支援
生産者：排液処理装置の整備

農業団体：補助事業の本格導入

市町村・県環境農業推進課：国庫補助事業の導入支援

篤農家技術の普及を通じた産地のまとまりの形成

生産者：篤農家技術(18ｔどり技術）の提供・導入

農業団体・県農振センター：篤農家技術の体系化、研究会等の開催

県園芸流通課(H21～産地づくり課）・環境農業推進課：篤農家技術の体系化・研究会開催支援

系統率向上対策

の取組検証
改善策の提示・実践(PDCA)

農業団体・県園芸流通課

(H21～産地づくり課）：

課題の明確化

農業団体：改善策の実践

県産地づくり課：関係団体との協議、改善策の提示

ＩＰＭ技術の確立・普及

生産者：ＩＰＭ技術の導入・習得

農業団体・県農振センター：IPM技術の実証・高度化、農家への普及

県農業技術センター：ＩＰＭ技術の開発
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○ ○

現状 これからの対策
改革の方向

５．品目別総合戦略の実践
　　　（２）園芸の振興
　　　　【ユズ】

【ユズ】
　◎将来にわたってユズ園を
　　維持管理する仕組みづく
　　り

　◎出荷予測システムの検証
　　と精度向上

　★種苗供給体制の整備
　◎優良系統による新改植の
　　推進
 

　◎加工原料用ユズ果汁の安
　　定供給と販路・需要の拡大

◆全国１位の生産量
（H18：8,880ｔ）、シェア
44％である

◆生産者の高齢化や隔
年結果等で生産量が不
安定

◆主要産地の青果出荷
量は約1,500ｔ（23％）、う
ち冬至用は50％以上を
占める

◆近年、加工原料用ユズ
酢の需要が多く、不足気
味

◆栽培技術主体での産
地育成

◆有利販売のため、ユズ
振興対策協議会で現地
調査等を通じて出荷予測

◆果樹試験場による優良
系統の選抜

◆優良系統の現地検証

◆各産地への搾汁施設
等の設置（8ヶ所）

◆生産者が高齢化し、園
地の維持管理が困難化

◆出荷予測システムの検
証や情報の共有化が不
十分

◆果樹試験場における
原母樹維持及び穂木の
供給、新たな系統作出が
困難
◆優良系統の産地内で
の増殖配付体制が未確
立

◆需要動向に応じた計画
的な搾汁

Ｐ２４６、２４７

別図（農９）参照

【ブンタン】

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

【ブンタン】
　★ブンタン振興に向けた
　　組織のあり方検討の場
　　づくり

　★効果的な消費宣伝戦略
　　の県域での検討と県内
　　及び全国レベルでの展開

　◎収量・品質向上技術の
　　普及（マルチ栽培等）
　◎主要産地への光センサー
　　選果機の導入

◆全国１位の生産量（約
8,750ｔ）、シェア87％であ
る
　
◆県内需要量を大きく上
回る潜在生産能力

◆県内市場の飽和化、贈
答需要の低迷による単価
安

◆産地、グループ毎の販
売展開

◆産地、園地、年次間に
より収量品質にバラつき
がある

◆栽培技術を主体とした
産地振興策を実施
　
◆果樹試験場で高品質
化技術を確立（マルチ栽
培等）
　
◆１産地で光センサー選
果機を導入し、品質の一
定化に取り組む

◆県内需要に余力があ
り、県全体の販売戦略を
今まで必要としなかった
　
◆全国展開には、効果的
な消費宣伝と内容品質の
バラつきを平準化するた
めの光センサーやマルチ
の導入による高品質化が
必要
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆ユズの生産量
　　H18～H19：8,911ｔ
         ↓
　　H22～H23：8,440ｔ

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

園地の維持管理の仕組みづくり

生産者・農業団体：農作業受委託組織等への積極的参加

県産地づくり課・農振センター：農作業受委託組織、作業班体制等による管理作業請負の仕組みづくり

出荷予測の精度向上と計画的販売強化

生産者：出荷予測システム、共同販売への協力、予約出荷量の厳守

農業団体：出荷予測システムの検証に基づく精度向上と販売総合対策会議の実施、系統率向上対策の実践

県産地づくり課・流通支援課：出荷予測システム、販売総合対策会議 への支援と情報の共有化

優良系統の維持及び優良種苗の供給と新改植の推進

生産者：優良系統による新改植の実施

農業団体等：優良系統の母樹園設置、健全種苗の生産・提供、新改植への支援（補助事業の導入）

県果樹試験場：優良系統（５系統）の穂木の提供・原母樹の維持・管理

県産地づくり課：原母樹園の改修、国庫補助事業導入への支援

ユズ果汁の安定供給

生産者：搾汁施設等への原料ユズの安定供給、産地間連携の強化

農業団体等：計画的な搾汁施設等の導入、需要動向に基づいた安定供給

県産地づくり課、流通支援課：需要動向調査、国庫補助事業導入への支援

ユズ果汁等の販路・需要の開拓

◆光センサー選果機導入
　　H20年度：１ヶ所
　　　　↓
　　H23年度：２ヶ所

◆光センサー選果機導入
　 に伴う高品質化と園芸
　 連取扱量の拡大

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

農業団体：県域協議会が行う青果ユズや果汁等のPRによる需要開拓

及び海外向けの販路開拓

県産地づくり課・流通支援課：農業団体が行うユズ果汁の需要拡大・

販路開拓への支援、県産ユズ果汁の標準規格設定への支援

検討の場づくりと振興策の検討 協議会の運営と県域の振興策の実践

産地の振興策の実践
生産者：検討の場への参画、振興策の検討

農業団体：協議会設立に向けた支援、振興策の検討

県園芸流通課(H21～産地づくり課・流通支援課）：

検討の場の設定、協議会設立に向けた支援、振興

策の検討

生産者：取組の共有と実践、協議会運営への参画

農業団体：取組の共有と実践、協議会の運営

県産地づくり課・流通支援課：取組の共有と実践支援

販売戦略を立案・実践する仕組みづくり

販売戦略の検討・策定
販売戦略の実践

生産者：産地の取組合意（協議会）、光センサー選果機

導入の検討

農業団体：販売戦略の提案、県との共有による実践体

制の整備、光センサー選果機導入の検討

県園芸流通課(H21～産地づくり課・流通支援課）：販売

戦略の提案、農業団体との共有による実践体制の整備

生産者・農業団体：取組の共有と実践、光センサー

選果機導入

県産地づくり課・流通支援課：取組の共有と実践支

援、補助事業による光センサー選果機導入支援

高品質生産技術の普及

生産者：マルチ栽培等の導入

農業団体：光センサー選果データ等の活用による園地マップの作成、マルチ栽培等

の普及拡大支援（補助事業の導入）

県産地づくり課：マルチ等の導入を補助事業等で支援
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○ ○

（３）売れる米づくり

○ ○

現状 これからの対策
改革の方向

５．品目別総合戦略の実践
　　　（２）園芸の振興
　　　　【ユリ】

【ユリ】
　★経営管理能力向上の
　　ためのコンサルタント
　　活動
　

　★高知県産花きの総合
　　的な情報発信

　★情報共有の場づくり

　
◆生産振興対策
　○高品質安定生産とコスト低
　　減の取組への支援

◆粗収益に対する生産コ
ストが非常に高い

◆県域での消費拡大へ
の取組はない

◆各産地と各市場ごとの
結びつきが強い

◆生産部会の活動にば
らつきがある

◆課題解決への取組が
産地ごとに異なる

◆栽培技術の普及を中
心とした振興策の実施

◆生産部会が主体となっ
た販売拡大の取組

◆個別の生産者に対す
る技術支援

◆作型ごとの収支が明確
化されておらず、生産者
ごとの経営計画の策定が
不十分であった

◆各産地と各市場との
日々の連携が強く、自己
完結となり、高知県の総
合的な情報発信となって
いなかった

◆直接消費者にＰＲする
手段が少ない

◆県域で課題を共有し、
解決する場がない

◆近年の温暖化等により
品質低下が著しく、県産
米の評価が低下

◆米の生産過剰等により
米価は下落傾向、加えて
集落営農や受委託組織

◆基本技術の徹底による
高温と日照不足に対応し
た高品質米の生産振興

◆需要に即した売れる米
づくりに取組む産地、及
び生産 スト低減に向け

◆気象変動等への対応
が不十分

◆品種開発が進んでい
ない

◆集落営農や農作業受

Ｐ２４６、２４７

別図（農９）参照

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

 
 

◆販売対策
　◎県産米の販売強化

 
　

　○南国そだち等の早期米の
　　販売促進活動への支援

　◎県内地域ブランド米の育成

　
◆新たな国の制度への対応
　★新制度活用への取組支援

集落営農や受委託組織
の育成が遅れており、生
産コスト低減が進みにく
い

び生産コスト低減に向け
た地域の担い手育成へ
の支援

◆集落営農や農作業受
委託による生産コスト低
減

◆早期米のリレー出荷体
制の確立

◆県産米の販売戦略・Ｐ
Ｒ

◆新たな国の制度への
対応
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆栽培面積の現状維持
　　H20年度：９１ｈａ

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆南国そだちの栽培面積
　　Ｈ20：100ha
　　　　↓
　　Ｈ23：500ha

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

高品質安定生産とコスト低減の取組

生産者：生産コスト低減と販売戦略に基づく売れる米づくりの実践、省力化技術の導入

農業団体：販売戦略に基づく売れる米づくりの実践への支援

作型ごとの収支の実態把握

生産者：作型ごとの収支の把握と目標設定、計画の実践

農業団体：生産者ごとの目標設定と経営計画の策定及び実践の支援

県園芸流通課(H21～産地づくり課）・環境農業推進課・振興センター：作型ごとの収支の実態把握、経営計

画策定及び実践支援

情報の共有と県域での課題解決への取組

生産者：情報共有の場への積極的な参画

農業団体：情報共有の場への積極的な参画、他産地の情報収集

県園芸流通課(H21～産地づくり課・流通支援課）・環境農業推進課・振興センター：情報交換の場

づくり、共通課題の選定と解決策の検討

高知県の花きの総合PR、マーケティングを基にした生産流通戦略の検討・実践

生産者・農業団体：ＰＲ事業への積極的参画、マーケティング情報を基にした生産流通戦略策定と実践

県流通支援課・環境農業推進課・農振センター：市場における品目別モニタリングとＰＲ、全国規

模の展示会におけるＰＲ、各産地の生産流通戦略策定及び実践の支援

生産者ごとの目標の明確化及び経営計画の作成支援

◆新たな特色ある地域
　ブランド米の育成
　　H21：0
　　　　↓
　　H23：3

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県農技センター：高品質安定生産（高温対策技術の実証）、特用米（香り米等）の開発

県環境農業推進課・農振センター：高品質安定生産、作業受委託、集落営農の推進、若手稲作研究会による新技術

導入への支援

県産米の県外および県内販売、消費拡大の強化

全農こうち：県産米の販売促進活動の実践（ＣＭキャンペーン）

農業団体：地域特性を活かした売れる米づくりの販売促進活動の実践、販路拡大、消費拡大への取組

県環境農業推進課・農振センター：県産米の販売促進活動、ブランド化推進への支援（高知県産農産物のセット販売）

生産者：試食宣伝販売、リレー出荷

全農こうち：早期米の販売促進活動の強化（県内イベント、ＣＭ）

県環境農業推進課：早期米の販売促進活動への支援

南国そだち等の早期米の販売促進活動

販売推進体制の整備（販売対策プロジェクトチームの設置）

販売戦略の検討（米の商品化：パッケージ、少量販売）

県内地域ブランド米の育成

新たな国の制度への対応

生産者：高品質化への取組、販売活動の実践

県農技センター：品種の育成、適応性の検討

県環境農業推進課・農振センター：ブランド化、販売促進活動への支援、地域適応性の

検討

県農技センター：品種育成・選定、低コスト新技術

県農業農村支援課・県環境農業推進課・農振センター：事

業の情報提供、周知、新規需要米の取組(実証ほ設置、

技術指導)、新規需要米の取組、水稲後作有望品目の検

討
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆ペットボトル茶の大幅
な増加に伴い、茶葉の消
費が減少し、本県産荒茶
価格が、大きく低下

◆販売価格の低下と合
わせ、生産者の高齢化に
より、栽培意欲が低下
し、放棄茶園が増加

◆生産履歴記帳の徹底
など安全・安心への取組
に対する指導

◆生産者団体の主体的
な消費拡大活動

◆茶園を維持し、生産を
継続できる体制づくり

◆「土佐茶」の販売推進体制の
構築
　★土佐茶販売対策協議会
　　への支援
　◎生産から流通販売までの
　　対策への支援の強化

○ ○

（５）畜産の振興
【酪農】

【酪農】
　◎効果的な乳量・乳質改
　　善の取組への支援

○

５．品目別総合戦略の実践
　　　　（４）土佐茶産地の再構
　　　　　　築

◆減産型生産から増産
へ

◆飼料高騰による所得の
減少

◆牛群検定情報を活用し
た乳量・乳質改善への取
組や牛群検定の加入促
進

◆価格・経営安定対策や
制度資金による経営支援

◆学校給食等消費拡大
への取組

◆飼料高騰に対する生
産性向上とコスト低減

◆乳量・乳質改善への取
組強化

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ２４６、２４７

別図（農９）参照

【肉用牛】 ◆肉用牛
　◎生産性向上への支援

　★土佐和牛ブランドの再
　　構築への支援

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆肉用牛農家戸数や頭
数の減少

◆飼料高騰や子牛・枝肉
市場価格の低下による所
得の減少

◆土佐和牛の中で、土佐
褐毛牛は、黒毛和牛を中
心とした脂肪交雑重視の
和牛肉流通体系では、販
売価格の上積みが期待
できない状況

◆質量兼備の種雄牛早
期造成による土佐褐毛牛
改良のスピードアップ

◆優良繁殖雌牛の保留・
導入の推進による生産基
盤の強化

◆価格・経営安定対策や
制度資金による経営支援

◆飼料高騰に対する生
産性向上

◆消費の拡大

◆土佐和牛ブランドの再
構築による新たな販売流
通戦略の展開が必要
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆県内緑茶消費量の
　県内産シェア
　　H19：48％
　　　　↓
　　H23：60％

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆１頭当たり県平均乳量
　　H19年度：7,500ｋｇ
　　　　↓
　　H23年度：8,000ｋｇ

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

茶園を維持し、生産を継続できる体制づくり

生産者・農業団体：生産対策への取組及び流通・販売対策の実施

県環境農業推進課：生産から流通・販売までの対策への支援の強化

土佐茶販売対策協議

会への支援

生産者・農業団体：

協議会の設置

市町村・県農業農村

支援課：

協議会への参画

荒茶加工施設の老朽化対策（３カ所）

仕上茶加工施設の老朽化対策（１カ所）

土佐茶推進拠点整備（１カ所）

乳用牛舎快適性改善モデルの実証･調査

牛群検定の加入促進と指導強化

県畜産振興課・家畜保健衛生所：牛群検定情報の活用及び加入促進

全農こうち：乳用牛舎

快適性改善モデル

の実証への補助

県畜産振興課・家畜

保健衛生所・畜産試

験場：乳用牛舎快適

性改善モデルの実

態調査

県畜産振興課・家畜

保健衛生所・畜産試

験場：乳用牛舎快適

性改善モデル農家

の実証調査

県畜産振興課・家畜

保健衛生所・畜産試

験場：乳用牛舎快適

性改善モデルの事

例集作成や普及啓

発

マニュアルによる普及

　肉用牛飼養頭数
　（２月現在）
　　H19年度:6,300頭
　　　　↓
　　H23年度:7,000頭

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

篤農家の技術を生かした育成・肥育成績向上への取組拡充強化

畜産会：篤農家による研修や繁殖・肥育農家合同研修会の実施、育成・肥育技術の

検証

県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：子牛育成マニュアルの普及、篤農家

の技術を生かした子牛育成や肥育技術改善の取組への支援

土佐和牛としての土佐褐毛牛及び黒毛和牛の生産流通戦略の策定

畜産会：子牛の適正発

育への奨励

県畜産振興課・家畜保

健衛生所・畜産試験場：

子牛育成マニュアル

の作成・普及

子牛育成技術改善

全農こうち・生産者団体・畜産会・流通業者・消費者団体：

土佐和牛ブランド推進協議会設立、土佐和牛の生産・販売

流通戦略の明確化

県畜産振興課：土佐和牛ブランド推進協議会設立支援

協議会：県内外のPR戦術や販売流通戦略の展開による表示店舗や販路の拡大

県畜産振興課・家畜保

健衛生所・畜産試験場：

県内外のPRや販路拡

大への支援、土佐褐

毛牛の美味しさの分

析評価

県畜産振興課、家畜保健衛生所、畜産試験場：県内

外のPRや販路拡大への支援

土佐褐毛牛の地産外商を視野においた生産流通戦略の展開

黒毛和牛の地産地消を視野においた生産流通戦略の展開

JA・全農こうち：地産地消の焼肉店を整備し、土佐和

牛を中心に、豚、地鶏、米、野菜等県内産農畜産

物の消費を拡大

県畜産振興課：地産地消の焼肉店の整備を支援し、

県内産畜産物の消費拡大を推進

地産地消の焼肉店整備による消費拡大の強化
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

【養豚】
　★飼料用米給与による畜
　　産物のブランド化に向け
　　た実証への支援

○ ○

　◎肉豚地域保証価格へ
　　の支援

現状 これからの対策
改革の方向

５．品目別総合戦略の実践
　　　　（５）畜産の振興
　　　　　【養豚】

◆飼料高騰や環境対策
に対応しながら、堅調な
肉豚価格の推移により生
産規模を維持するが、平
成20年から価格が低落

◆慢性疾病対策等の生
産性向上対策の推進

◆肉豚価格安定基金の
生産者積立金造成への
支援

◆飼料高騰に対する生
産性向上

◆肉豚価格安定基金の
生産者分積立金積み増
しの軽減

Ｐ２４６，２４７

別図（農９）参照

【土佐ジロー】 【土佐ジロー】
　★飼養羽数５万羽生産
　　流通体制への支援
　（平成23年度達成）

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆県が開発した卵肉兼用
鶏として昭和61年から普
及を開始、平成８年７月
に商標登録

◆土佐ジロー協会は県
から種卵供給を受け、雛
の孵化を県外業者に委
託、しかし、経営が悪化
し、平成20年６月末から
県が孵卵業務を緊急避
難的に実施

◆種卵及び雛の安定供
給への支援

◆飼養管理マニュアルに
基づく技術指導

◆ブランド力の向上

◆生産体制の確立による
生産量の確保

◆特定ＪＡＳ認証取得に
よる品質の確保

◆生産体制に見合う販路
の確保

◆消費者へのＰＲ
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆仁井田米豚（仮称）
　 給与頭数
　　H20年度：  320頭
　　　　↓
　　H23年度：3,200頭

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

地域の取組体制の確立（四万十町）

ＪＡ四万十飼料米活用研究会

畜産農家（豚、牛、鶏）、ＪＡ四万十、（有）営農支援センター、くみあい飼料、県畜産振興課、家畜保健衛生所、

農振センター、畜産試験場、四万十町

飼料用米の配合飼料化、給与

方法の確立、豚肉の評価

豚実証のまとめ、今後の取組方針の決定と実行

肉豚地域保証価格の生産者積立金造成肉豚地域保証価格の生産者積立金の積み増し

生産者：肉豚地域保 県畜産振興課：肉豚地

飼料用米の生産実証 飼料用米の生産拡大

（有）営農支援センター：飼料米の生産、低コスト生産に向けた取組

県環境農業推進課・農振センター：飼料用米生産の技術支援

JA四万十：飼料用米の需給調整、助成事業の実施

耕種農家：農地の提供

四万十町：農地集積への協力

養豚農家：飼料用米の給与実証

ＪＡ四万十：飼料用米の給与に関する技術

支援、豚肉の評価

くみあい飼料：飼料用米を配合飼料に加工

県畜産振興課・家畜保健衛生所：飼料用米

の給与技術の提供、豚肉の評価の支援

養豚農家：飼料用米を給与した畜産物の生産拡大

ＪＡ四万十：飼料用米の給与に関する技術支援、豚

肉の品質チェック

くみあい飼料：飼料用米を配合飼料に加工

県畜産振興課・家畜保健衛生所：飼料用米の給与

技術の提供、豚肉の品質チェックの支援、PR活

動の支援

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆土佐ジロー飼養羽数
　（２月現在）
　　H19年度：2.85万羽
　　　　↓
　　H23年度：5万羽

 ◆採卵鶏飼養羽数
　　H19年度：2.15万羽
　　　　↓
　　H23年度：3.5万羽

 ◆肉用鶏飼養羽数
　　H19年度：0.7万羽
　　　　↓
　　H23年度：1.5万羽

生産者：肉豚地域保

証価格の生産者積

立金の積み増し

配合飼料基金：肉豚

地域保証価格の改

定

県畜産振興課：肉豚地

域保証価格の生産者

積立金の積み増しへ

の支援

生産者・県畜産振興課：肉豚地域保証価格の生産者

積立金造成

配合飼料基金：肉豚地域保証価格の生産者積立金

造成事業実施

加工処理販売体制の確立（生産・処理・販売に至る会社組織の設立）

生産基盤の維持

県畜産振興課・家畜保健

衛生所・畜産試験場：

雛安定供給への支援

生産基盤の拡大

協会：県内孵卵施設整

備、中山間地域の農家

育成や品質の確保

県畜産振興課・家畜保

健衛生所・畜産試験場：生

産拡大への支援

協会：中山間地域の農家育成や品質の確保

県畜産振興課：生産拡大への支援

協会：加工処理体制の整備や生産・処理・販売会社組織

設立の検討・準備

県畜産振興課：加工処理販売体制の構築への支援

協会：会社組織の設立・

運営

ブランド力の向上や販路の拡大

協会：地鶏肉特定JAS認定取得検討、

県内外のPRや販路拡大

県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試

験場：地鶏肉特定JAS認定取得検討、

県内外のPRや販路拡大への支援

協会：地鶏肉特定JAS認定取得・維持、県内外の

PRや販路拡大

県畜産振興課：県内外のPRや販路拡大への支援
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆土佐はちきん地鶏生産
　流通戦略
　◎１4万羽(平成23年度)生
　　産体制への支援
　　（平成25年度達成20万
　　羽）

○ ○

　★販路の拡大への支援

５．品目別総合戦略の実践
　　　　（５）畜産の振興
　　　　　【土佐はちきん地鶏】

現状 これからの対策
改革の方向

◆産業規模で飼育可能
な高品質肉用鶏として県
が開発、平成１８年８月に
商標登録

◆平成１９年度は１万
羽、平成２０年度は約４
万羽の生産計画

◆ブランドの確立

◆種鶏孵卵センターの円
滑な運営と生産農家の育
成による生産量の確保

◆特定ＪＡＳ認証取得に
よる品質の確保

◆生産体制に見合う販路
の確保

◆消費者へのＰＲ

◆平成１８年３月土佐は
ちきん地鶏振興協議会を
設立

◆平成１９～２０年度に
大川村で種鶏孵卵セン
ター及び生産農場の整
備を支援

◆平成１９年度からＰＲや
販路拡大を支援

◆飼養管理マニュアルに
基づく技術指導

Ｐ２４６，２４７

別図（農９）参照

【畜産共通】 ◆畜産における生産コスト
　の低減対策
　★飼料自給率向上への支援

○

　◎家畜衛生対策の強化に
　　よる生産性向上への支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆穀物の高騰等を反映し
て配合飼料価格は上昇、
経営収支は悪化

◆配合飼料価格安定制
度による経営への影響緩
和及び経営安定対策に
よる経営の安定化を図り
ながら、自給飼料の生産
拡大、慢性疾病対策等の
生産性向上対策を実施

◆畜産経営体自らが自
己所有地等を利用する自
給飼料生産を支援

◆稲発酵粗飼料、再生稲
の飼料化に取り組む地域
の飼料作物の作付拡大

◆簡易放牧及び公共牧
場を利用した低コスト生
産の推進

◆慢性疾病対策等の生
産性向上対策の推進

◆飼料自給率の向上

◆地域一体となった取組

◆労働力不足

◆生産性向上

222



【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆土佐はちきん地鶏
　 生産羽数
　　H19年度：  1万羽
　　　　↓
　　H23年度：14万羽

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

生産基盤の拡大

生産者・協議会：既存農

場の規模拡大、プロ

ジェクトチームによる新

規農家現地説明会の

開催

県畜産振興課・家畜保

健衛生所・畜産試験場：

第1次種鶏孵卵センタ

ー整備や技術支援

生産者・協議会：新規農

家の研修制度や生産

資材レンタル制度の

創設、第2次種鶏孵卵

センター整備の検討

県畜産振興課・家畜保

健衛生所・畜産試験場：

生産農家の育成への

支援

生産者・協議会：第2次種鶏孵卵センターの整備・運営

県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：第2次

種鶏孵卵センター整備や生産農家の育成への支援

加工処理販売体制の強化（生産・処理・販売に至る会社組織の設立）

協議会：会社組織の設

立・運営

生産基盤の整備（雛安定供給や生産農家の育成）

協議会：加工処理体制の整備や生産・処理・販売会社組織設立

の検討・準備

県畜産振興課：加工処理販売体制の構築への支援

ブランドの確立 販路の拡大

協議会：県内外のPR戦

術や販売流通戦略の

展開、販路開拓

県畜産振興課・家畜保

健衛生所・畜産試験場：

県内外のPRや販路開

拓 支援

協議会：地鶏肉特定JAS

認定取得、県内外の

PRや販路開拓

県畜産振興課・家畜保

健衛生所・畜産試験場：

地鶏肉特定JAS認定

協議会・会員企業：地鶏肉特定JAS認定維持、

県内外のPRや販路拡大

県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：

販路拡大への協働

◆再生稲発酵粗飼料の
　 生産面積
　　H20年度：16ｈａ
　　　　↓
　　H23年度：52ｈａ

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

拓への支援
地鶏肉特定JAS認定

取得、県内外のPR

や販路開拓への支

援拡充強化

PDCAサイクルによる家畜衛生の向上

自給飼料（牧草、飼料作物）の生産拡大

生産者：生産実証、面積拡大

ＪＡ：関連事業の実施、生産・給与に係る技術支援

県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：給与技術の支援、飼料分析

県環境農業推進課・農振センター：生産技術の支援

市町村：農地集積への協力

生産者：生産実証、面積拡大

ＪＡ：地域内需給調整、関連事業の実施、生産・給与に係る支援、取組事例の紹介

県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：検討会の開催、給与技術の支援、飼料分析

県環境農業推進課・農振センター：生産技術の支援

市町村：農地集積への協力

耕畜連携による再生稲発酵粗飼料の活用

生産実証（～H20）

生産者：衛生対策のスケジュール策定、実践

ＪＡ：実践への支援

県畜産振興課・家畜保健衛生所：衛生状況の把握と対策への技術支援、対策効果の検証

面積拡大（H21～）
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆○新規認定者の確保と併
　せ、認定期間の中間年や
　満了を迎える農業者に対
　し､進捗状況の確認と達成
　への支援

○

◆経営規模拡大による企業
　的経営体の育成と優良な
　労働力の確保
　★経営規模拡大による企業
　　的経営体の育成

○

　◎優良な労働力の確保

◆国の施策の担い手へ
の集中化・重点化方針に
対応し、認定農業者につ
いては、主業農家に占め
る認定農業者割合を全
国平均レベルに引き上げ
ることを目標とした育成・
確保対策
・地域の候補者を認定農
業者に早期に誘導する
仕組みづくり
・認定期間の中間年や満
了を迎える農業者に対
し、進捗状況の確認と達
成への支援強化

◆高齢化や経営環境悪
化等による候補者の減少

◆規模拡大支援の充実

６．担い手の育成と生産資源の
　　保全
　　　　（１）認定農業者の育成･
　　　　　　確保

◆農業者の高齢化の進
行や後継者の減少に加
え、農家の経営環境の悪
化により、農業生産を担
う人的基盤の脆弱化が
進行

◆年齢や経営規模にか
かわりなく「意欲と能力の
ある者」を「担い手」と位
置づけ、その育成・確保
を進めているところ

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ２４８

別図（農１０）参照

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆認定農業者数
　　H20：3,666経営体
　　　　↓
　　H23：4,340経営体

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

認定農業者の育成・確保とフォローアップ

生産者：経営改善計画の作成と着実な実行

農業団体（担い手育成総合支援協議会）：計画の進捗状況把握と達成への支援

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：計画達成への総合的な支援策の充実

県農振センター：計画達成のための指導、助言

企業的経営体の育成

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：研修生受け入れ農家へ

優良な労働力の確保

生産者：企業的経営計画の作成と実践

農業団体（担い手育成総合支援協議会）：企業的経営実現のための研修会開催、

地域への専門家の派遣等

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：企業的経営育成への支援策を

拡充（企業的経営体育成支援事業H22～）するとともに、「重点分野雇用創造事

業」を活用し、人材育成と規模拡大の両面で支援（H22～）

県環境農業推進課：企業的経営育成のための個別指導等支援

県農振センター：規模拡大志向農家等リストアップ（Ｈ21～Ｈ22）、先進事例調査(H21

～H22)、規模拡大に意欲ある農家への個別指導（Ｈ21～Ｈ23）

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

企業的経営体と優良な労働力のマッチング

農業団体（農業会議）：

求人を希望する法人を

農業会議に登録し、新

規就農者等をあっせん

農業団体（農業会議）：求人を希望する法人に加え規模拡大志向農家を登録

農業技術をもった雇用希望者も登録し、求人と雇用のマッチングを図る

農業団体（ＪＡ）：無料職業紹介所におけるマッチング

県農業農村支援課：

農業技術をもった者

を確保できる仕組み

づくり

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：労働力

確保・あっせんのシステム稼動への支援

県農業農村支援課(H22 農地 担い手対策課）：研修生受け入れ農家へ

の支援策の充実

県農業大学校：休日に受講できる働きながら学ぶ農業技術研修を開講
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆◎市町村での実践研修や
　　遊休ハウスの活用等に対
　　する支援

○

◆◎異業種からの農業参入
　　支援

６．担い手の育成と生産資源の
　　保全
　　　　（２）新規就農者の確保
　　　　　　・育成

◆後継者対策等として、
新規就農や農業以外の
分野からの新規参入に
重点をおいた取組を推進

◆新規就農者は、世代交
代による主業農家数の維
持に必要な数(年間150
人)を目標とした確保対策

◆営農定着に至る各段
階で、資金・技術・情報面
での総合的な支援

◆異業種からの農業参
入支援
・支援制度等の情報発信
や相談対応
・地元調整や各課題への
対応支援
・栽培技術等の向上や資
金等の確保に向けた支
援

◆新規就農の経営環境
悪化等による伸び悩み

◆研修支援等の強化

◆事前の地元調整や農
地、技術、労働力、資金
等の確保

◆ＪＡによる農業経営へ
の参画

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ２４８

別図（農１０）参照

○

◆★ＪＡ出資型法人の設立を
　　強力にサポート

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

Ｐ２４９

別図（農１１）参照
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆新規就農者数
　　Ｈ２１：年間150人
　　Ｈ２２以降：年間170人

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

円滑な参入に向けた支援

農業団体（担い手育成総合支援協議会）：経営計画の作成支援、企業が主体となり計画を進めていくように意識

づ な参 ため 地 整支援

農地や遊休ハウス等の情報収集・提供

実践研修の支援 研修の拡充

生産者：研修生の受け入

れ

県農業農村支援課：就農

予定地の市町村で実践研

修を行う研修生を支援

生産者：研修生の受け入れ（受入先の拡充）

県農業大学校：長期研修の中に農家体験研修を追加、

休日に受講できる働きながら学ぶ農業技術研修を開講

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：研修生への支援の充実と研修

受入農家等への支援の創設

県環境農業推進課：東京や大阪で受講できる都会で学ぶこうち農業技術研修の

開講（Ｈ２２～）

遊休ハウスの活用

農業団体（県農業公社）：遊休ハウス等の情報を収集し、就農希望者に情報提供（H21年度から新たに職員を配置）

県農業農村支援課：遊休ハウス等の情報収集活動への支援（H21年度から県農業公社に委託）

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就農

者等に対するレンタル用

の新設ハウス整備を支援

県協同組合指導課：就農

する際に利用できる無利

子の資金の貸付

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：新規就農者が機械等を導入する際

の経費への支援を実施（Ｈ２２～）

◆ＪＡ出資型法人数
　　Ｈ23：５法人

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

支援の準備

づけ、円滑な参入のための地元調整支援

研修の拡充

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：研修生受け入れ農家への支援策の充実

企業的経営育成への支援策の充実

県農業大学校：休日に受講できる働きながら学ぶ農業技術研修を開講

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就

農者等に対するレンタ

ル用の新設ハウス整

備を支援

県協同組合指導課：

参入する際に利用で

きる資金への利子助成

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：大規模経営の場合には、支援対象

となる事業主体があった時点で予算措置を提案

技術研修の支援

県農業大学校：ネット

研修や長期研修等

を実施

設立に向けた支援

農業団体、県農業振

興部：設立マニュア

ルの作成

農業団体：先進事例調査、組合員等関係者の合意形成

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：法人設立へのＪＡの取組の支援

県農振センター：経営計画の作成支援、技術指導

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就

農者等に対するレンタ

ル用の新設ハウス整

備を支援

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

県農業農村支援課(H22～農地・担い手対策課）：ＪＡ出資型法人が経営確立に向け

実施する機械・施設整備への支援を新設し（Ｈ２２～）、大規模経営の場合には、

支援対象となる事業主体があった時点で予算措置を提案
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○

（４）耕作放棄地の解消
　・担い手とのマッチング

◆高齢化による労働力不
足、農地の受け手がいな
い、農産物価格の低迷等
により農地が耕作放棄地
となっている

◆平成20年度に実施した

◆各農業委員会におい
て農地パトロール等を実
施し、耕作放棄地の所有
者に対して農地の保全・
管理を指導

◆国の施策である中山

◆耕作放棄地の再生利用の推
　進と新たな担い手とのマッチ
　ング支援

★耕作放棄地再生利用緊急

◆経営不振農家に対す
る経営改善支援手法が
未定着

◆農家の経営実態を把
握する仕組みが不十分

◆生産資材の高騰による
生産コストの上昇、運転
資金の確保

６．担い手の育成と生産資源の
　　保全
　　　　（３）経営不振農家への
　　　　　　支援

◆経営不振農家に対するＪＡ
　グループと県の協働の取組
　強化
　◎個別農家に対する経営
　　改善支援活動の強化

　★ＪＡの主体的な取組を
　　サポート

　★支援農家の営農資金に
　　対する支援

◆高齢化や労働力不足
解消に向けた新たな担い
手の確保

◆土地条件（農作業用機
械等の利便性）や土地所
有者の意向把握

現状 これからの対策
改革の方向

◆農家の経営改善に取り
組む意欲があるＪＡと経
営改善支援チームを結
成し、農家のニーズや課
題に応じた取組を支援

◆平成19年度は、ＪＡか
ら支援要請のあった121
戸への支援を開始
・成果として１年の取組
で、12戸の経営が好転し
て支援対象外へ

◆経営改善支援チーム
の対応等
・経営実績の分析診断結
果に基づき、生産と生活
の調和がとれた中長期的
な経営改善目標の策定と
その実行を支援
・成果の検証と手法（改
善策、支援手法）の見直
し
・実務担当者会や優良事
例発表、研修によるＪＡグ
ループの主体的な取組
の促進

Ｐ２４８

別図（農１０）参照

　★耕作放棄地と担い手との
　　マッチング支援（ふるさと雇
　　用再生担い手支援総合情
　　報提供事業などを活用）

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆平成20年度に実施した
耕作放棄地全体調査で
は、本県の耕作放棄地の
面積は１,３７８ha、うち容
易に再生可能で農用地
区域内の耕作放棄地は
307ha

◆国の施策である中山
間地域等直接支払制度、
農地・水・環境保全向上
対策を活用し、耕作放棄
地の発生を防止

○

耕 放
　　対策交付金（国）、耕作放棄
　　地解消推進事業費補助金
　　（県）を活用した耕作放棄地
　　の再生利用の推進

有者の意向把握

◆耕作放棄地再生後の
作物作付けと関係機関と
の連携

Ｐ２５０

別図（農１２）参照
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆経営改善農家割合：
　　H19：10％
　　　　↓
　　H23：20％以上

 ◆経営再建を支援する
　  農家のうち、経済余
　  剰が生まれる農家の
　  割合

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

◆解消面積３００ha
（平成21年度～23年度計）

目指すべき姿
Ｈ２３Ｈ２０ Ｈ２２Ｈ２１

耕作放棄地全体調査

・解消計画の策定

経営改善の取組支援

農業団体・県環境農業推進課・農振センター：農業団体毎の経営改善支援チームによるコンサルテーション活

動の実施、農業団体の主体的な取組への支援、経営改善支援チームの取組成果の検証と手法の見直し

経営資金に対する支援の創設（効果を検証して継続）

農業団体：必要な営農資金の供給

県協同組合指導課：支援農家に対し、営農資金

保証枠の拡大、営農資金への利子助成

経営診断システムの構築 経営診断システムの運用

農業団体：経営診断システムの構築

県環境農業推進課：経営診断システム構築への

支援、経営指標の作成と提供

農業団体：経営診断システムの運用

県環境農業推進課：経営診断システムの効率運用支援

分析診断書の作成と活用

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

新たな担い手とのマッチングの取り組み

農業委員会：

全体調査実施

市町村：

解消計画策定

県：地域協議

会の設立や円

滑な運営に向

けた取り組み

の支援

地域耕作放棄

地対策協議会

の体制整備

耕作放棄地の解消の推進

地域協議会：支援制度の広報、放棄地詳細調査、土地所有

者・近隣耕作者の意向把握、マップの作成、営農支援

県協議会：地域協議会の取組支援（広報を含む。）、国庫補

助金の管理・執行

県農業公社：地域協議会の取り組み支援（補助金等の活用）

取組主体：耕作放棄地の再生利用活動の実施

耕作放棄地、空きハウス等の情報収集・ストック・提供

県農業公社：ふるさと雇用再生担い手支援総合情報提供事業

による情報の収集・提供

地域協議会：放棄地の詳細調査や相談等を通じた情報の収集

・ストック

※ 相互に情報を共有

県農業公社：ふるさと雇用再生担い手支援総合情報提供

事業によるマッチングの実施

地域協議会：農業委員会を中心に実施
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戦略の柱【１．競合に打ち勝つ高知ブランドを再構築〔まとまりのある産地づくり〕】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆基幹的農業水利施設の
　適正な更新と予防保全
　◎適切な機能保全計画の策
　　定と予防保全対策の実施

　◎低コストで効率的に機能診
　　断を行うための「機能診断
　　マニュアル」の策定

○

６．担い手の育成と生産資源の
　　保全
　　　　（５）農業農村整備の推進

◆県では昭和30年代以
降、農業の生産性向上や
農業構造の改善により、
農業振興を図る上で不可
欠な農業農村の基盤整
備を継続的に実施

その結果、平成19年度末
時点で9,830haの水田を
ほ場整備するとともに、
農業用用排水路や取水
堰、排水機場等の整備に
より、安定した農業生産
に寄与

併せて、55箇所の地すべ
り指定地において一期対
策を完了するなど、安心
して暮らせる農村の環境
整備の実施

◆高知県農業農村整備
推進基本方針（H19～
H23）に基づく事業の計画
的な実施
・ほ場整備は、数値にと
らわれることなく、園芸農
業の振興に効果の高い
地区は引き続き実施
・老朽化した土地改良施
設のうち、広範囲に大き
な影響を及ぼすかんがい
排水施設（幹線用・排水
路、取水堰、排水機場）
は早急な対策に向け検
討
・長工期化農道は、国、
県・市町村道等の整備状
況や地域農業の変化も
見極めつつ、必要に応じ
計画変更等の見直しを実
施
・地すべり指定地や危険
ため池は、専門家の診断
によりカルテを作成し、地
域住民への情報提供と、
計画的な対策工事を実
施

◆機能保全計画の策定
（推進）
・本県農業を支える基幹
水利施設の老朽化状況
の把握や余寿命予測手
法か確立していないた
め、計画的な保全管理が
困難

現状 これからの対策
改革の方向

◆農地・水・環境保全向上
　対策の推進
　○活動組織との意見交換や
　　アンケート等施策評価を踏
　　まえ、事業継続と制度改正
　　を要望

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆昭和一桁世代のリタイ
アにより、「田役」組織が
ぜい弱化。また県、市町
村とも財政状況が急激に
悪化し、公共予算規模が
縮小

◆「田役」組織の再構築
に、国の「農地・水・環境
保全向上対策」を導入

◆事業継続と制度改正
の要望
・平成23までの時限事業
であり、共同活動と減農
薬・減化学肥料栽培の定
着を図るため、必要に応
じ平成24年度以降の事
業継続と農家の取り組み
やすい制度改正が必要
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆機能診断・機能保全
　 計画の策定施設数
　　　H23：22／27施設
　(策定施設数／対象施設数）

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

マニュアルに基づく機能診断の推進と診断結果に基

づく保全対策の実施及び保全計画に基づく適切な維

持管理

機能診断マニュアル

検討会の立ち上げ
国作成の「機能保全策定

マニュアル（案）」が示され、

本県マニュアルとして使用

を決定

市町村・土地改良区：検

討会への参画

県農業基盤課：施設機

械に関する機能診断

マニュアル策定検討

会の立ち上げ

県農振センター：対象市

町村・土地改良区との

調整

市町村・土地改良区：マ

ニュアル案の検討

県農業基盤課：機能診

断マニュアルの策定

県農振センター：マニュ

アル案の検討

市町村・土地改良区：機能保全計画に基づく適切な維

持管理

県農業基盤課・農振センター：マニュアルに基づく機能

診断の実施と機能保全計画の策定及び保全対策の

実施

耐用年数を経過した施設の機能診断と機能保全計画の策定

市町村・土地改良区：劣化状況や維持管理に関する情報

提供、機能保全計画案の検討

県農業基盤課・農振センター：機能診断の実施と機能保全

計画の策定

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

意見交換会の実施 施策評価（県段階：中間） 中間評価の報告 事業継続・制度改正要望

市町村・活動組織：制

度上の課題・要望事

項等の提案

県農業基盤課・環境農

業推進課・農振センタ

ー：県下７ブロックで活

動組織代表者との意

見交換会を実施

市町村・活動組織：ア

ンケート等施策評価

への協力

県農業基盤課・環境農

業推進課・農振センタ

ー：施策に関するアン

ケートの実施

市町村・活動組織：事

業継続制度改正に

係る要望

県農業基盤課・環境農

業推進課・農振センタ

ー：国へ中間評価の

報告、制度改正等要

望の取りまとめ

県農業基盤課・環境農

業推進課：事業の継続

と農家の取り組みやす

い制度改正を国に要望
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戦略の柱【２．新たな取組による農業・農村の発展】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆★原材料の生産から、加
　工、流通、販売まで、トータ
　ルに支援を行う体制の構
　築と、事業のパッケージ化

○

◆★工場の衛生管理の高度化

○

（２）地域加工の推進 ◆★高知県産にこだわりを持
　った加工品や地域固有の加
　工技術を活かした加工品
　が、地域で開発できるよう、
　企画から加工の規模拡大ま

での総合的な支援体制づく
○

１． １．５次産業の推進
　　　　（１）産業化への取組

現状 これからの対策
改革の方向

◆産地側、食品加工企業
側ともに、お互いの情報
（栽培状況、技術力、情
報力）をよく知らない

◆食の外部化が進行して
いる現在、加工すること
によって、高付加価値を
つけ、流通させていくこと
の重要性が増加

◆本県の農産物は、全般
的に他県産に比べて高
水準の市場価格で取引さ
れていることから、生鮮
品での販売が主軸になっ
ており、加工に取り組ん
でいるところは、散見され
る程度

◆生産者団体が取り組
む加工施設整備への支
援

◆栽培技術指導、樹園地
の造成等、産地が取り組
む原材料の安定供給へ
の取組に対する支援

◆加工に関するトータル
な支援システムとなって
いない

◆工場の衛生管理の高
度化が進んでいない
食品加工企業への設備
導入支援制度が脆弱

◆全国流通を視野に入
れた加工品の原材料とな
る一次産品の選定と、取
り組むシステムがない

◆県内の農協や生産者
グループ等が、自らが生
産した農林水産物を原材
料として加工している農
林水産加工品の約90％
は、ユズの加工品

◆少量でも扱える外食産
業等とのマッチング

◆加工品に使える食材、
調理法の検討

◆製造者グル プの

◆地域加工をさらに発展
させるためのフォローアッ
プ体制がない

◆組織基盤の脆弱性か
ら、設備投資、生産拡大
が困難である事例が多い

Ｐ２５１

別図（農１３）参照

総合 な支援体制 く
　りと、事業のパッケージ化

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆年間販売額100万円未
満の製造者が約60％を
占めており、製造者の意
向も現状維持、減産が全
体の３／４に達するなど、
地域における加工の担い
手である農林漁家の生
産意欲が後退

◆製造者グループのニー
ズに応じた支援

◆冊子、ホームページに
よる情報発信

が困難である事例が多い
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆新商品開発
　　　Ｈ２３：１品以上

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

支援体制や相談

窓口等の検討

県関係課：総合的な補

助制度の創設、ワン

ストップサービスを提

供する窓口の設置を

検討

加工向け農産物の安定供給の確保と加工、流通、販売までトータルに

支援する体制による取組の推進

生産者・農業団体：食品加工業者との積極的な交流、加工用原材料の安定的な

供給

県関係課：加工用原材料の生産(産地調整を含む)から、加工、流通、販売まで、

トータルに支援できる体制の整備、生産から販売に至るまでのハード、ソフトを

パッケージ化した事業による支援

衛生管理の高度化に向けた研修や認証取得への支援

生産者・農業団体：衛生管理高度化研修等への積極的な参加による意識の醸成

県関係課：HACCP、ISO等の認証の取得への誘導（意識啓発、ステップアップを

目的とした研修の実施)

HACCP、ISO等の認証取得に対する支援（ハード、ソフト）

※県関係課は新

組織や連携に関

わる各部担当課

地域のこだわりを活かした加工品の開発や規模拡大の推進

生産者・農業団体：地域固有の技術の継承(後継者の確保)

プ

支援体制や相談

窓口等の検討

県関係課：総合的な補

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県関係課：地域加工をさらに成長させるためのフォローアップ体制の整備

伝統的な加工技術者の選定と普及・啓発
助制度の創設、ワン

ストップサービスを提

供する窓口の設置を

検討
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戦略の柱【２．新たな取組による農業・農村の発展】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆★来店型販売形態の充実
　・強化と業務筋(外食、中
　食、学校給食）のニーズに
　合わせた生産、出荷、情報
　発信ができる直販所づくり

○

◆★県民みんな高知農産物
　応援団づくり

○

◆地産地消については、
県民の約９割が認知して
おり、自ら取組むサポー
ター数が558社（人）にな
るなど、県民生活に定着

◆直販所（量販店のイン
ショップを含む）は、店舗
への来店者に対する販
売形態としては、ほぼ、
飽和状態

◆食関係の業務筋の直
近の傾向は、中国餃子事
件以降、加工品（惣菜）
企業から、県産野菜の調
達を求めるケースが増加

◆こうした志向の変化
は、消費者においても顕
著であるが、本県の園芸
農業の取組が県内では
あまり認知されておらず、
生産と消費の距離感が
縮まっていない状況

◆直販所における新たな
マーケットへの展開を行
うためのデータ分析
・生産から販売までを見
据えた生産・販売計画の
元になるデータを検討
・露地（旬）野菜の業務筋
対応への勉強会

◆業務筋への対応
・産地と加工（惣菜）会社
とのマッチング支援
・共同配送等の検討（配
送コストの低減）
・旅館ホテルへのメ
ニュー提案、研修の協力

◆量販店の野菜等食育
情報発信力強化への支
援
・量販店に対する産地の
取組紹介（産地訪問・意
見交換）

◆直販所自らによる決め
の細かい情報(品揃え等）
発信力が弱く、データの
活用等が十分でなかった

◆業務筋の露地野菜に
対するニーズに対応する
食材供給システムがない

◆生産者、実需者、消費
者が交流する場が多くな
い

◆消費者、実需者が県内
の一次産品の生産状況
をあまり知らない

２．「高知の食」を活用した取組
　　の拡大
　　　　（１）地産地消の持続的
　　　　　　発展

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ２５２

別図（農１４）参照

Ｐ２５１

別図（農１３）参照

（２）食育（学校給食）に
　　よる地産地消の拡大

◆★地域の特産物の食農教
　育と給食への食材供給の支
　援による特産物の理解促
　進（将来の高知の農畜水産
　物応援団づくり）

○

◆★県産主要野菜や魚の学
　校給食への安定供給体制
　づくりによる県産食材使用
　率の向上（将来の高知の農
　畜水産物応援団づくり）

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆高知県の、重量ベース
での地域食材使用状況
は、軽量野菜を中心とす
る本県の生産状況からみ
ると、米、野菜を中心に
地域食材が積極的に活
用されている状況

◆米・野菜以外の土佐は
ちきん地鶏、文旦、メロン
など（以下、「地域特産
物」）については、価格が
最大のネックとなって活
用が進まず、各地域の学
校で行われている給食に
使われる食材を教材とし
た食育でも、米、野菜で
の取組事例が大部分

◆学校給食と連携した食
育活動の推進
・地域特産物を使ったメ
ニュー提案
・地域レベルの食材の供
給体制の構築への支援
・学校栄養職員に対する
研修
・学校教育と連携した食
育活動への支援（市町村
支援）

◆各地域で行われている
食育は米、野菜中心で、
地域特産物の活用が少
ない

◆食べ方（文旦などの剥
き方等）を知らない子ども
たちの増加

◆学校給食の地域特産
物活用は、地域や農業に
対する理解と子供を通じ
た消費宣伝の効果が期
待されるが、価格面で活
用が困難

◆県内農産物の主要品
目が、学校給食メニュー
に登場する機会が少ない
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆直販所販売額
　　　H20：70億円
　　　　　↓
　　　H23：76億円

◆給食に対応している
　 生産者組織数
　　　H20：85組織
　　　　　↓
　　　H23：90組織

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

目指すべき姿
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

直販所の販売形態の充実・強化

生産者・農業団体：従来の来店型から情報発信力のある業務筋にも対応できる

店への取組の検討と実践

県地産地消・外商課：情報発信力強化、来店型強化(店舗の魅力アップ）、業務筋

への販路拡大支援及び情報管理システム構築の支援、業務筋と直販所のマッチ

ング(コーディネイト)

高知の野菜ソムリエがお勧めする野菜で元気店を、生産者､料理人､

消費者との交流の場にする仕組みづくり

生産者・農業団体：消費者、実需者との積極的な交流

県地産地消・外商課：消費者、実需者、生産者との交流の機会の創出への支援

消費者､実需者に対して産地が情報発信（出前授業､料理紹介等）

を行う場づくりを支援

生産者・農業団体：食育(出前授業、農業体験等）への積極的な取組、

産地からの情報発信

県産地づくり課：食育の場づくりへの支援、産地からの情報発信の支援

◆食農教育実施市町村
　　H23：34市町村

◆地域の実態に合った県
　 内産食材使用率目標の
　 設定（教育委員会）

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

○高知ジュニア博士育成のための特産農産物の食農教育の推進

生産者・農業団体：食農教育の推進に向けた出前授業などへの積極的な取組

県産地づくり課：高知ジュニア博士育成のための食農教育の実施

県農振センター、畜産試験場、茶業試験場：食農教育に取組む生産者団体等への

支援

「高知野菜大好きっ子」表彰と普及啓発

県産地づくり課：表彰制度の創設と実施

環境保全型農業に関する食農教育の実施と給食への供給体制の仕組みづくり

生産者・農業団体：環境保全型農業に関する食農教育への積極的な取組と、

主要野菜の安定供給体制の仕組みづくりの検討、実践

県教育委員会、産地づくり課：環境保全型農業に関する食農教育の実施と給食への

農産物供給の仕組みづくりを支援

県農振センター：環境保全型農業に関する食農教育に取り組む産地への技術支援
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戦略の柱【２．新たな取組による農業・農村の発展】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆★集落がひとまとまりとなっ
　て生産、加工、体験、販売ま
　でを手がけ、集落を丸ごと情
　報発信

○ ○

◆◎グリーン・ツーリズムが
　楽しめる高知県として、農林
　漁家民宿を拠点として売り
　込む滞在型のニューツーリ
　ズムの推進

○

現状 これからの対策
改革の方向

◆都市の農村に対する
関心は高く、両者間で交
流を進めることを必要と
考える都市住民が約８割
を占める等、農村への強
い期待感

◆一方、県内中山間の高
齢化は顕著で、集落機能
が衰退してきており、あら
ゆる方面から活性化を図
ることが急務

◆農村資源の活用
・集落の価値の再構築手
段としてのグリーン・ツー
リズムの活用方策の検
討・実践
・農村資源の活用を行う
地域コーディネイト組織
への支援

３．グリーン・ツーリズムの
　　推進
　　　　（１）グリーン・ツーリ
　　　　　　ズムの推進

◆農村資源の活用
・農村（農業）の価値の再
認識と付加価値化
・高齢者が生産活動を行
う体制づくりと出荷方法
の確立
・高齢者が取組んでいた
農産加工の復活と技術
の伝承方法、売る仕組み
づくり

◆農村の魅力の情報発
信
・農業（農産物）を軸にし
た情報発信
・個々の資源を面としてと
らえた（集落）情報の発信

◆県内では農林漁家民
宿、農林漁家レストラン
の開業件数は右肩上が
りであり、特に農林漁家
民宿では、「農林漁家民
宿おかあさん100選」に選
ばれるなど 全国レベル

◆アクセシビリティの向
上
・カーナビによるグリー
ン・ツーリズム施設の案
内ソフト（システム）の構
築

◆地域をコーディネイトす
る組織の強化（商品造成
に向けて）
・実践者のネットワークの
充実・強化

◆情報発信の強化

Ｐ２５１

別図（農１３）参照

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

ばれるなど、全国レベル
に達するところも存在 ◆地域でまとまりのある

グリーン・ツーリズムの商
品化
・企業の福利厚生、観光
業等、民間活力との連携
・子ども農山漁村体験交
流プロジェクトの取組支
援

◆効果的な情報発信の
検討・研究
・農村・農業・人の歴史探
訪等による情報収集と、
効果的な情報発信への
支援

◆情報発信の強化
・農林漁家民宿・農林漁
家レストランの情報整備
（誘客）
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【　農業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆集落丸ごとグリーン・
　 ツーリズムに取り組む
　 モデル集落
　　　Ｈ２３：３集落

◆次世代へ引き継ぐ魅力
　 ある農業の実現

Ｈ２０ Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２１ Ｈ２２

計画実践の支援

【モデル集落の選定：３集落】

資源の洗い出し､柱とする品目の決定､展開方法の検討等

集落の合意形成（計画の策定）への支援

集落営農組織(モ

デル)の検討

県地産地消課(H21

～産地づくり課）：モ

デル集落支援体制

の検討・設置

集落・農業団体・市町村：計画に基づくグリーン・ツーリズ

ムの活用方策の実践、集落を情報発信するための体制

づくり

県産地づくり課：集落丸ごと資源活用・交流促進事業の

創設とモデル集落の取組を支援、モデル事例の普及・啓

発

集落・農業団体・市町村：集落の農林産物活用と価値の再構築に向け

てグリーン・ツーリズムの活用方策の検討

県産地づくり課：集落を丸ごと売り込むグリーン・ツーリズムに取組む

モデル集落の計画策定を支援

カーナビでの誘導環境（マップコード）整備

まちむら交流機構：県内のグリーン・ツーリズム施設の位置情報を作成・公開

県地産地消課（H21～地産地消・外商課）：まちむら交流機構との連携

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

子ども農山漁村交流プロジェクト事業受入地域支援による集落が受け入

れるグリーン・ツーリズムの体制整備

子ども農山漁村交流プロジェクト事業モデル地域として実施

企業の福利厚生、観光業者との連携による福利厚生ツアー等の事業化

観光部との連携強化によるニューツーリズムとしての情報発信強化

県地産地消課（H21 地産地消 外商課）：まちむら交流機構との連携

生産者（実践者）：自らによる積極的な情報発信、 市町村、県等が行う情報発信

への協力

県地産地消・外商課：実践者に対する効果的な情報発信支援、関係機関との連携

による有機的な情報発信の仕組みづくり

県観光コンベンション協会：HPでの積極的な情報発信

生産者（実践者）：企業の福利厚生、観光業等、民間活力との有機的な連携への積極的な参加

県地産地消課（H21～地産地消・外商課）：福利厚生企業等と市町村等の連携窓口、企業の福利

厚生、観光業等、民間活力と連携する有機的な情報発信

県地産地消課：受入地域の支援窓口

集落・市町村：受入体制の整備

県地産地消課（H21～地産地消・外商課）：自立できるツーリズムビジネスの育成と

地域ぐるみの取組を支援
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生
産

か
ら
流

通
・
販

売
ま
で
の

一
元

的
支

援
体

制
の

構
築

別
図

（
農

１
）

生
産
の
取
組

流
通
販
売
の
取
組

計
画
的
な
出

荷

新
た
な
販

路
開

拓
と
有

利
販

売

◆
ま
と
ま
り
の
あ
る
園

芸
産
地

の
再
構

築
・
学

び
教

え
合

う
場

の
仕

組
み

づ
く
り
を
行

い
、
高
品
質
・
高
収
量
を
確
保
し
ま
す
。

◆
園
芸
こ
う
ち
販
売
促
進
事
業

・
関
東
関
西
で
の
Ｃ
Ｍ
放
映
な
ど
効
果
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
活
用

・
佐
藤
弘
道
さ
ん
に
よ
る
「
高
知
や
さ
い
体
操
」
等
に
よ
り
、
安
全
安
心
な
県
産

園
芸
品
を
総
合
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
す
。

◆
新
需
要
開
拓
マ

ケ
テ
ィ
ン
グ
事
業

ま
と
ま
り
の

あ
る
産

地
づ
く
り

イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

顧
客

づ
く
り

◆
環
境
保
全
型
農
業
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

の
地

位
を
確

立
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
、
生

産
履

歴
記

帳
、
ＩＰ
Ｍ

技
術

、
Ｇ
Ａ
Ｐ
へ

の
取

組
を
推
進

し
、
消

費
地
の
信
頼
を
確
保
し
ま
す
。

◆
新
需
要
開
拓
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
事
業

・
全
国
で
の
効
果
的
な
量
販
店
フ
ェ
ア
（
高
知
野
菜
の
良
さ
が
伝
わ
る
棚
づ
く

り
）
支

援
・
中
食
外
食
等
業
務
需
要
へ
の
販
売
強
化
、
地
域
を
丸
ご
と
売
り
込
む
フ
ェ
ア

等
に
よ
り
、
販
売
に
直
結
す
る
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

◆
農
産
物
輸
出
促
進
事
業

顧
客

づ
く
り

輸
出

に
も
・
・

◆
農
産
物
輸
出
促
進
事
業

・
信
頼
で
き
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関
係
づ
く
り
、
テ
ス
ト
輸
出
・
商
談
会
へ
の
出
展

支
援
等
に
よ
り
、
強
い
意
欲
と
熱
意
の
あ
る
産
地
を
応
援
し
ま
す
。

県

産
地

と
の

協
議

流
通

開
拓

販
売
企
画
と
情
報
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

消
費
者
ニ
ー
ズ
と
販
売

情
報

を
試

験
研

究
、

生
産
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

し
て
、
売

れ
る
も
の

づ
く
り
へ

産
地

と
の

協
議

企
画

・
戦
略
化

販
売

結
果

に
基

づ
く
企

画
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

販
売

環
境

の
変

化
に
対

応
で
き
る
産

地
へ

◆
新
需
要
開
拓
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
事
業
（
再
掲
）

・
安
全
安
心
志
向
の
高
ま
り
や
多
様
化
す
る
消
費
地
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、

品
質
、
安
定
供
給
、
安
全
安
心
な
ど
、
消
費
地
に
と
っ
て
魅
力
あ
る

産
地
と
し
て
の
生
産
流
通
販
売
戦
略
を
提
案
し
ま
す
。
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ま
と
ま
り
の

あ
る
園

芸
産

地
を
再

構
築

し
ま
す

活
発

な
産
地
活
動
で
、

産
地

ブ
ラ
ン
ド
を
磨

き
ま
す

産
地

を
支
え
る
生
産
者

篤
農
家

（
認
定
農
家
等
）

高

高
品
質

高
収
量

も
っ
と
高
い
レ
ベ
ル
へ
！

安
心
し
て
生
産
で

産
地

全
体

の
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ

○
担

い
手

経
営

発
展
支
援

事
業

担
い
手
の
規
模
拡
大
に
よ
る
企
業
的
経
営
体
へ

の
発
展
を
支
援
し
ま
す
。

○
ま
と
ま
り
の

あ
る
園

芸
産

地
育

成
事

業

「
学

び
教

え
あ
う
場
」
の

仕
組

み
づ
く
り

篤
農
家
が
さ
ら
に
資
質
を
高
め
、
産

地
の

リ
ー

ダ
ー
と
し
て
他
の
農
家
を
引
っ
張
れ
る
よ
う
、
生

産

か
ら
流
通
に
至
る
研
修
を
行
い
ま
す
。

○
競

争
力

強
化

生
産

総
合
対
策
事

業

産
地

の
体

制
強

化
の

た
め
の

施
設
整

備
や
原

油
高
騰
対
策
を
行
い
ま
す
。

・
生

産
施

設

（
低
コ
ス
ト
耐
候
性
ハ
ウ
ス
等
）

・
流

通
加

工
施

設

（
自

動
選

果
ラ
イ
ン
等

）

・
原

油
高

騰
対

策

(省
エ
ネ
用
の
装
置
・
資
材
等
）

安
心

し
て
取
り
組

め
る
生

産
条

件
の

整
備

産
地

ブ
ラ
ン
ド
向

上
の

支
援

生
産

性
向

上
経

営
の

発
展

産
地

の
リ
ー

ダ
ー
育

成

別
図

（
農

３
）

低

よ
り
高
い
レ
ベ
ル
へ

底
上
げ

+
安
心
し
て
生
産
で

き
る
こ
と
で
・
・
・

○
ま
と
ま
り
の

あ
る
園

芸
産

地
育

成
事

業

「
学

び
教

え
あ
う
場
」
の

仕
組

み
づ
く
り

一
部
の
篤
農
家
が
今
ま
で
に
蓄
積
し
て
き
た
優
れ
た
生
産

技
術

を
、
産

地
の

生
産

者
に
速
や

か
に
移

転
で
き
る
よ
う
、

相
互
に
学
び
教
え
あ
う
仕
組
み
づ
く
り
を
行
い
ま
す
。

○
戦

略
品

目
等

技
術

実
証

事
業

新
技
術
や
新
品
種
の
産
地
で
の
実
用
化
に
よ
り
、
供
給
力

を
強
化
し
ま
す
。

○
特

産
果

樹
振

興
事

業
高

品
質

果
実

の
生

産
販

売
を
行

う
た
め
に
必
要

な
資
材

費
等

に
対

し
、
補

助
を
行

う
こ
と
で
、
高

品
質

果
実
の

生
産

を
支
援
し
ま
す
。

○
有

望
品
目
産
地
づ
く
り
支
援
事
業

有
望
品
目
の
導
入
か
ら
産
地
づ
く
り
に
至
る
ま
で
の
取
組

を
支
援
し
ま
す
。

○
元

気
な
花

き
産

地
づ
く
り
支
援
事
業

地
域
特
性
を
生
か
し
た
花
き
新
品
目
の
導
入
や
産
地
で

新
品
種
の
育
種
が
行
え
る
人
材
づ
く
り
を
推
進
し
、
足
腰
の

強
い
花
き
産
地
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す

○
レ
ン
タ
ル

ハ
ウ
ス
整

備
事

業

（
中

古
ハ

ウ
ス
区
分
含
む
）

新
規

就
農

者
等

を
確

保
と
施

設
の

増
設

や
高
度

化
に
よ
る
経

営
改

善
を
目

指
す
園

芸
農

家
育
成

の

た
め
、
レ
ン
タ
ル
ハ
ウ
ス
の
整
備
を
支
援
し
ま
す
。

ま
た
、
園
芸
農
家
の
負
担
感
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

中
古
ハ
ウ
ス
の
有
効
活
用
に
対
す
る
支
援
を
行
い

ま
す
。

○
野

菜
価

格
安

定
対

策
事

業

生
産

者
の

経
営

安
定

と
野

菜
の

安
定
供

給
を
確

保
す
る
た
め
、
計
画
的
に
生
産
出
荷
さ
れ
る
対
象

野
菜
に
対
し
価
格
補
填
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
県
単
独
品
目
へ
新
た
に
ミ
ョ
ウ
ガ
を
追
加

し
ま
す
。

・
指
定
・
特
定
野
菜
な
ど

（
国

、
県

、
生

産
者

の
負

担
）

・
県

単
独

品
目

（
県

、
市

町
村

、
農

協
、
生

産
者

の
負

担
）

優
れ

た
技

術
を
活

か
す
た
め
に
は
・
・
・

安
定
供
給
力

高

経
営

安
定

ハ
ウ
ス
面
積

の
確

保

産
地

が
ま
と

ま
る
仕

組
み

づ
く
り

生
産

技
術

の
向

上

※
産

地
ブ
ラ
ン
ド
：
高

品
質

、
高

収
量
、
安

定
供

給

強
い
花
き
産
地
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。
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ま
と

ま
り

の
あ

る
園

芸
産

地
育

成
事
業

（
取
組
イ
メ
ー
ジ
）

県
段

階
(２
１
年

度
～

）

県
内
ナ
ス
産
地

安
芸

産
地

安
芸

地
区

芸
西
地
区

篤
農

家
(コ

ー
チ
)

学
び
教

え

合
う
ほ

場

農
家

農
家

農
家 農
家 農
家

学
び
あ
い

教
え
あ
う

香
南

・
幡

多
産

地

品
目
別
推
進
会
議

(品
目
別
) （
年
1
回
程
度
）

・
県
(専

門
普
及
指
導
員
)

・
Ｊ
Ａ

（
品
目
横
断
）
(年

1
回
)

○
優

良
事
例
発

表
○
流
通
関
係
者
講
演

○
意
見
交
換

技
術
習
得

活
動

県
内

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
農

家

(テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
)

学
び

教
え
あ
う
ほ
場

産
地

間
交
流

学
び
あ
い

技 術 習

技
術
習
得
活
動

学
び
と
教
え

推
進

会
議

ﾌ
ｨｰ

ﾄﾞ
ﾊ
ﾞｯ
ｸ

地
域

段
階

（
２
０
年

９
月

～
）

別
図

（
農

４
）

生
産
者
交
流
推
進
大
会

実
現

の
生
産
出

荷
計

画
ご
と
の

産
地

強
の

産
地

全
体

ア
ッ
プ
を

収
量

の
生

産
者

・

コ
ス
ト
高

な
ど
へ

の
対

応
だ
け
で
な
く

★
農

家
所
得

の
確
保

★
消

費
地

に
高

く
評

価
さ
れ

る
産

地

★
競

争
力
の

あ
る
産
地

目
指

す
姿

篤
農

家
(コ

ー
チ
)

学
び
教
え
あ
う

ほ
場

篤
農
家

(コ
ー
チ
)

学
び
教
え
あ
う
ほ
場

・
Ｊ
Ａ

・
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

・コ
ー
チ

他

教
え
あ
う

習 得 活 動

注
：
地
区
は

旧
J
A
、
旧
出

荷
場
の
範
囲

を
想

定

推
進

会
議

・
篤

農
家

・
Ｊ
Ａ
、
普

及
○
流
通

関
係
者

仕
組

み

優
良
取
組
事
例
集
作
成
・
配
布

学
び
教

え
あ
う
ほ

場
１
７
０
ヶ
所

設
置

（
野

菜
、
花

卉
、
果

樹
）

平
成
22

年
度

室
戸
地
区

中
芸

地
区

げ
る

繋
に

化
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産
地

ご
と
の

生
産

出
荷

の
実

現
に
向

け
た
戦

略
の

策
定

・
共

有
に
つ
い
て

県
域
段
階
で
の
取
り
組
み

目
指
す
姿
：
園
芸
連
販
売
額
65
0億

円
の
達
成

県
域
段
階

次
世
代
に
つ
な
が
る

農
家
所
得
の
確
保

別
図

（
農

５
）

目
標

：
生

産
出

荷
計

画
の

達
成

（
生

産
面

積
・
出

荷
量

等
）

園
芸
連
目
標

販
売
単
価

○
戦
略
の
共
有

→
園
芸
戦
略
推
進
会
議
の
運
営

○
農

家
の

負
担

軽
減

に
よ
る
ハ

ウ
ス
面

積
の

維
持

→
レ
ン
タ
ル

ハ
ウ
ス
整

備
事

業
生

産
出

荷
計

画
の

策
定

（
9月

発
表
）

協
議
の
枠
組
み

→
レ
ン
タ
ル

ハ
ウ
ス
整

備
事

業

○
施
設
等
の
整
備
で
産
地
の
体
質
強
化

→
競
争
力
強
化
生
産
総
合
対
策
事
業

○
価
格
低
落
時
へ
の
対
応

生
産

出
荷

計
画

の
策

定
（
9月

発
表
）

園
芸
連
臨
時
総
会
で
の
承
認

農
業

団
体

（
園

芸
連

）
、
県

（
農

業
振

興
部

）

生
産
出
荷
指
標
の
策

定
（
5月

～
準
備
）

生
産
出
荷
計
画
の
提
出

→
野
菜
価
格
安
定
対
策
事
業

生
産
出
荷
指
標

提

産
地
段
階

県
（
農
振
C）

農
業
団
体

地
域
園
芸
戦
略
推
進
会
議
（
単

協
な
ど
）

産
地
段
階
で
の
取
り
組
み

○
ま
と
ま
り
の

あ
る
園

芸
産

地
の

育
成

目
標
収
量
の
達
成
、
産
地
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
向
け
た
支
援

生
産
出
荷
指
標
の
提

示

生
産
出
荷
計
画
の
共

有
・
達

成
へ

の
協

議

（
農
振
C）

（
園

芸
連

・
農

協
）

生
産
者
の
ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟを

反
映

○
環
境
保
全
型
農
業
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
地
位
確
立

エ
コ
シ
ス
テ
ム
栽

培
８
０
％

の
達

成

○
有
望
品
目
産
地
づ
く
り
へ
の
支
援

有
望
品
目
の
産
地
化

生
産
者
の
ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟを

反
映

学
び
教

え
合

う
場

高
収
量

高
品
質

ま
と
ま
り
の

あ
る

園
芸
産
地
育
成
事
業

目
標
収
量

達
成

有
望
品
目
の
産
地
化

○
こ
う
ち
型
集
落
営
農
の
推
進

16
集
落
の
こ
う
ち
型
集
落
営
農
の
し
く
み
完
成

○
担
い
手
の
確
保
育
成

篤
農
家

事
業

の
対

象
を
拡

大

○
担
い
手
の
確
保
育
成

規
模
拡
大
農
家
へ
の
支
援
、
新
規
就
農
者
の
受
入
体
制
整
備

○
経
営
不
振
農
家
対
応

取
り
組

み
Ｊ
Ａ
へ

の
協

力
・
支

援
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環
境

保
全

型
農

業
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
の

地
位

を
確

立

オ
ラ
ン
ダ
ウ
ェ
ス
ト
ラ
ン
ト
市
－

高
知
友

好
園
芸
農
業
交

流
促
進
事

業
夢

・
未

来
へ

（
啓

発
・
Ｐ
Ｒ
）

・
・
・～

生
産

か
ら
流

通
販

売
に
至

る
ま
で
の

安
全

・
安

心
を
支

援
す
る
事

業
体

系
～

別
図

（
農

６
）

消
費
者
へラ

ウ
ラ

市
高

友
園
芸

農
業
交

流
促

事
業

環
境

保
全

型
農

業
普

及
推

進
事
業

（
啓

発
・
Ｐ
Ｒ
）

○
新
し
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
農
家
グ
ル
ー
プ
等
へ
の
支
援

○
温
存
ハ
ウ
ス
整
備

○
環
境
保
全
型
農
業
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
！

総
合

支
援

（
リ
ス
ク
、
負

担
軽
減

）

・
・
・

流

生 産

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
の

地
位

を
築

く
！

新
需
要
開
拓
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
事
業

・
・
・
『
菜
援
隊
』
高
知
野
菜
で
日
本
を
救
え
！
・
・
・

Ｊ
Ａ
（
集
出
荷

場
）
・
出
荷
団
体

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

と
販

売
促

進
・
Ｐ
Ｒ

☆
環
境
保
全
に
貢
献
で
き
る
し
く
み
づ
く
り

○
新
し
い
食
－
農
－
観
光
の
産
業
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
新
需
要
創
出

○
出
前
授
業
の
実
施
、
流
通

関
係
者

や
消
費

者
と
産

地
の

交
流

○
エ
コ
農
産
物
を
活
用
し
た
新

メ
ニ
ュ
ー
等

の
提

案
・
開
発

な
ど
新

し
い

需
要
や
販
路
の
開
拓

販
売

戦
略

部
会

で
支

援
流

通
対

策
と

販
路

開
拓

（
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と

販
売

促
進

・
Ｐ
Ｒ
）

・
・
・

流 通 段
場

商
品

づ
く
り

工
程
管
理

○
高
知
県
版

G
A

Pを
地
域
や
品
目
に
応
じ
た
形
で
進
化
さ
せ
て
普
及

☆
県

産
農

産
物

の
生

産
工

程
管

理
ウ
オ
ッ
チ
ャ
ー
シ
ス
テ
ム
の
構
築

○
エ
コ
シ
ス
テ
ム
栽
培
等
認
証
制
度
の
推
進

認
証
・
Ｇ
Ａ
Ｐ

部
会

で
推

進

こ
う
ち
環
境
・
安
全
・
安
心

点
検

シ
ス
テ
ム
推

進
事
業

農
産

物
の

安
全

・
安

心
確

保
（
品

質
衛
生
管
理
向
上
）

段 階

経
営

生
産
者

☆
園
芸
農
業
の
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
に
関
す
る
調
査
・
対
策

☆
県
産
農
産
物
の
生
産
工
程
管
理
ウ
オ
ッ
チ
ャ

シ
ス
テ
ム
の
構
築

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

部
会

で
検

討

部
会

で
推

進
（
品

質
・
衛
生
管
理
向
上
）

省
エ
ネ
ル

ギ
ー
対

策
生

環
境
保
全
型
農
業
普
及

推
進
事

業

○
エ
コ
シ
ス
テ
ム
栽
培
認
証
等
の
推
進

経
営

ＩＰ
Ｍ

○
IP

M
技

術
に
つ
い
て
全
品

目
、
県

内
全
域

へ
の
技

術
確
立

と
普

及

☆
園
芸
農
業
の
省

ネ
ル
ギ

等
に
関
す
る
調
査

対
策

部
会

で
検

討

総
合
的
病
害
虫
管
理
技

術
実
証

事
業

ＩＰ
Ｍ
部

会
で
推

進

生
産

対
策

（
ＩＰ
Ｍ
技

術
確

立
と
定

着
）

産 段
○
分
か
ち
あ
い
・
高
め
あ
う
場
づ
く
り

栽
培

○
計

画
的

な
有

機
農

業
の

普
及
・
推
進

、
研

修
受
け
入

れ
農

家
へ

の
支
援

学
び
教
え
あ
う
場
の
仕
組
み
づ
く
り

有
機
農
業
支
援
事
業

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
土

づ
く
り
事

業

有
機

部
会

で
推

進

確
立

と
定

着
）

有
機

農
業

支
援

階

土
づ
く
り
・
有

機
○
家
畜
ふ
ん
堆
肥
利
用
に
よ
る
肥
料
高
騰
対
策

○
適
正
施
肥

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
土

づ
く
り
事

業

環
境
保
全
型
農
業
普
及

推
進
事

業

土
づ
く
り
部

会
で
推

進
土

づ
く
り
対

策

☆
養

液
ミ
ョ
ウ
ガ
の

排
液

処
理
対

策
支
援

廃
棄
物
の
適
正
処
理
シ
ス
テ
ム
の
維
持

○
：
Ｈ

21
年

度
に
事

業
化

☆
：
部

会
等

で
検

討

243



(H
22

年
度

)県
勢

浮
揚
へ
の

Se
co

nd
  S

ta
ge

環
境

保
全

型
農

業
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
の

地
位

を
確

立

10
0
％

５
年
目
の
到
達
目
標
：

環
保
農
業

:1
00

%

高
知

の
野

菜
は

い
つ
で
も

安
全

安
心

で
お
い
し
い
ね
！

別
図

（
農

７
）

環
境

負
荷

を
軽

減
H

19
H

20
H

21
H

22
H

23
基

本

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
の

地
位

を
築

く
！

H
19

に
総
合
推
進

プ
ラ
ン
を
７
つ
の

基
本
方
針
で

ス
タ
ー
ト
！

農
業

者
に
対

す
る

意
識

啓
発

農
産

物
の

安
全

・
安
心
確
保

有
機

質
資
源
の

循
環

利
用
の
推
進

環
境

負
荷

を
軽

減
し
た
生

産
技
術
の

開
発

と
普
及

有
機

農
業

へ
の

支
援

・
環

境
IS

O
14

00
1の

普
及

・
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾗ
ﾑ
や
農
産

物
ﾌ
ｪｱ

・
県

版
G

A
P

生
産

者
用

点
検

ｼ
ｰ
ﾄ

映
像

ﾏ
ﾆ

ｱ
ﾙ
作

成

・
認

証
制

度
の

活
用

・
生

産
履

歴
記

帳
・
残

留
農

薬
検

査
と
危

機
管

理
・
県

版
G

A
P

集
荷

場
用

点
検

ｼ
ﾄ

・
耕

畜
連

携
に
よ
る
土

づ
く
り

・
た
い
肥

の
品

質
向

上
・
肥

料
高

騰
へ

の
対

策

・
施

肥
基

準
の

作
成

（
野

菜
、
果

樹
、
花

き
）

・
IP

M
ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱ
ﾙ
作

成
と
実

証
映
像
資
料
作
成

重
油
高
騰
対
策

・
県

推
進

計
画

策
定

・
有

機
農

業
研

修
施

設
へ

の
支

援
と
就

農
支

援
・
栽

培
実

証
実

態
調

査

・
廃

ﾌ
ﾟﾗ
等

の
適

正
処

理
・
養

液
栽

培
の

排
液

処
理

装
置

の
実

証

・
農

（
産

地
）
と
食
（
消
費

地
）

交
流

促
進

・
出

前
授

業
・
高

知
野

菜
ソ
ム
リ
エ
育

成
直

販
所

安
心

係
設

置

基
本

方
針

今
ま
で

の
取

組

使
用

済
生

産
資
材

等
の

適
正

処
理

農
産

物
の

流
通

対
策

映
像

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱ
ﾙ
作

成
集

荷
場

用
点

検
ｼ
ｰ
ﾄ

・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の

要
件

改
善

・
重
油
高
騰
対
策

・
省

エ
ネ
技

術
の

普
及

・
実

態
調

査
・
直

販
所

安
心

係
設

置

成
果

・
県

版
G

A
Pに

取
り
組

む
生
産

者
数

(G
A

Pに
取

組
む
農

家
戸

数
/

園
芸
連

登
録

農
家

戸
数

）
(H

19
)8

%
→

(H
20

)4
2%

・
オ
ラ
ン
ダ
王

国
ウ
ェ
ス
ト
ラ
ン
ト
市

と
の
協
定

(H
21

.1
1.

18
）

・
農

薬
事

故
の

発
生

件
数

（
H

19
）
８
件
→
（
H

20
）
３
件

・
生

産
履

歴
記

帳
率

(H
20

.3
)8

4%
→

（
H

21
.3

)8
9%

・
集

荷
場

版
G

A
Pに

取
組
む

JA
数

（
H

19
)3

JA
→

（
H

20
)5

JA

・
家

畜
ふ

ん
堆

肥
(H

19
)(

H
21

)
余
剰
量

：
7.

5→
7.

3千
t

・
野

菜
の

施
肥

基
準

：
0→

27
品
目

・
花

き
・
果

樹
の
〃

：
0→

各
10

品
目

(年
度
中
）

・
土

壌
診

断
処

方
箋

数
：7

,8
79
→

8,
72

8
(H

20
)

・
IP

M
技
術
の
普
及

(H
19

)(
H

20
)

技
術
体
系
数

：
5 
→

  8
ナ
ス
類

の
戸

数
(面

積
)：

26
(4

1)
→

28
(4

7)
%

ﾋ
ﾟｰ
ﾏ
ﾝ
類

の
戸

数
(面

積
)：

48
(5

9)
→

55
(6

9)
%

・
土

着
天

敵
ﾘ
ﾚ
ｰ
体

制
（
市

町
村

数
）

温
存
ﾊ
ｳ
ｽ
の
設
置
：

3
→

10

・
有

機
農

業
就

農
者

数
(目

標
5名

/年
)

（
H

19
）

9名
→

(H
20

)5
+2

名
・
有

機
推

進
支

援
体

制
設
置

市
町
村

数
(H

20
) 6

→
(H

21
.1

0)
 1

0
・
有

機
JA

S認
証

取
得

農
家
数

(H
19

)8
4戸

→
(H

20
)8

2戸

・
廃

プ
ラ
公

社
の

塩
化
ビ
ニ
ー
ル
の
処
理
実
績

(H
18

)2
,1

20
t
（

H
19

)1
,9

53
ｔ

・
ミ
ョ
ウ
ガ
の

排
液

処
理
装

置
導

入
戸

数
（

H
19

) 2
戸

（
H

20
)5
戸

エ
コ
シ
ス
テ
ム
栽

培
認

証
(H

20
園

芸
年

度
)(

H
21

園
芸

年
度

)
・
登

録
農

家
数

：
1,

28
5→

1,
46

5戸
(前

年
対

比
11

3%
)

・
登

録
面

積
：

24
4→

27
7h

a
(前

年
対

比
11

4%
)

・
販

売
金

額
：
ｴ
ｺ

/野
菜
全

体
(園

芸
連

)

・
産

地
全
体

の
意

識
向

上

・
記

帳
運
動

の
支
援

強
化

（
生

産
履
歴

と
リ
ン
ク
し
た

県
版

G
A

Pの
普

及
）

・
た
い
肥

ﾏ
ｯﾌ

ﾟ
の

活
用

・
土

着
天

敵
の

利
用

拡
大

・
地

域
や
品
目

に
応
じ

・
有

機
実
践

農
家

組
織

活
動

へ
の

支
援

強
化

・
ﾊ
ｳ
ｽ
、
ほ
場
周
辺

環
境

整
備

推
進

・
園

連
（J

A
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ）

ｴ
ｺ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
認

証
へ

の
取

り
組

み
農

家
数

H
22

年
度

に
向

け
た
重

点
実

施
計

画

の
協
定

(H
21

.1
1.

18
）

)
)

(H
20

)
(H

19
)8

4戸
→

(H
20

)8
2戸

販
売

金
額

：
ｴ
ｺ

/野
菜
全

体
(園

芸
連

)
(2

3.
7%

→
25

.3
%

)

PD
C

A
を
産

地
に
定

着
技

術
を
さ
ら
に
磨
く

消
費

者
に
し
っ
か
り
伝
え
る

の
意

識
向

上

・
農

産
物

事
故

ゼ
ロ

ｷ
ｬ
ﾝ
ﾍ
ﾟｰ
ﾝ

・
品

目
版
、
地

域
版

G
A

Pの
普

及

県
版

G
A

Pの
普

及
）

・
農

薬
販
売

時
対
応

強
化

・
園

連
（

JA
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ）

ｴ
ｺ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
認
証
へ
の

登
録

品
目

数
拡

大

・
各

種
認

証
の

整
理

・
地

域
内

循
環

利
用
促
進

・
土

づ
く
り
ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱ
ﾙ

・
直

販
農

家
等

で
の
利
用
促
進

域
品
目

た
普

及
へ
の
支
援

・
ｵ
ﾗ
ﾝ
ﾀ
ﾞｳ
ｪｽ

ﾄﾗ
ﾝ
ﾄ市

と
の

協
定

を
生
か

し
た

産
地

ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ

・
施

肥
量
の
低
減

支
援

強
化

・
研

修
受

け
入

れ
農

家
へ

の
支

援

・
販

路
拡

大
の

支
援

・
有

機
JA

S認
証

取
得

支
援

・
排

液
処

理
普

及
へ

の
支
援

（
農

技
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
と
の

連
携

、
補

助
事

業
活

用
促

進
）

の
取

り
組

み
農

家
数

拡
大

へ
の

支
援

・
県

内
外

の
消

費
者

へ
の

認
知

度
の

向
上

・
戦

略
的

ﾏ
ｰ
ｹ
ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ

と
新

需
要

創
出

対
策

●
こ
う
ち
環
境

・
安
全
・
安
心
点
検
シ
ス
テ
ム
推
進
事
業

★
こ
う
ち
ま
る
ご
と

農
業
で
あ
い
事
業
（
新
規
）

☆
高
知
県
環
境
保
全
型
農
業
推
進
事
業
費
補
助
金
（
拡
充
）

事
業

と
新

た
な

提
案

●
こ
う
ち
環
境

安
全

安
心
点
検
シ
ス
テ
ム
推
進
事
業

★
こ
う
ち
ま
る
ご
と
エ
コ
農
業
で
あ
い
事
業
（
新
規
）

☆
高
知
県
環
境
保
全
型
農
業
推
進
事
業
費
補
助
金
（
拡
充
）

●
総
合
的
病
害
虫
管
理
技
術
実
証
事
業

・
生

産
工

程
管

理
ウ

オ
ッ
チ
ャ
ー

（
こ
う
ち
園

芸
産

地
見

回
り
隊

）
で

PD
C

A
を
さ
ら
に
活

性
化

全
国
一
の
取
組
を
よ
り
効
果
的
に
県
民
に

PR
→

県
内
小
学
生
親
子
対
象
に
環
境
保
全
型
農
業
の
応
援
団
づ
く
り

・
こ
う
ち
ま
る
ご
と
エ
コ
農

業
で
あ
い

D
V

D
製

作
(学

校
教

材
)

・
エ
コ
農

業
感

動
バ

ス
ツ
ア
ー
実

施
(小

学
生

親
子

）
高
知
県
の
技
術
を
全
国
的
・
国
際
的
に

PR
・
生

物
多

様
性

条
約

締
約

国
会

議
で
土

着
天
敵

の
出
展

・
実

践
農

家
・
市

町
村
か

ら
の
要

望
（
実

需
）
に
対

応
・
難

防
除

病
害

虫
へ

の
IP

M
技
術
の
組
み
立
て

・
新

品
目

へ
の

IP
M
技
術
の
拡
大
加
速
化

・
IP

M
技
術
に
取
り
組
む
生
産
者
や
産
地
の
拡
大
加
速
化

●
：
継

続

●
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
土
づ
く
り
事
業

●
有
機
農
業
支
援
事
業

●
ｵ
ﾗ
ﾝ
ﾀ
ﾞｳ
ｪｽ

ﾄﾗ
ﾝ
ﾄ市

－
高

知
友

好
園

芸
農

業
交

流
促

進
事

業

・
協

定
締

結
一

周
年

セ
レ
モ
ニ
ー

・
オ
ラ
ン
ダ
へ

の
農

産
物

輸
出
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

・
最

先
端

園
芸

農
業

技
術
研

修
や
講

演
会
実

施
・
交

流
に
よ
る
新

事
業

チ
ャ
レ
ン
ジ
支

援
・
実

践
農

家
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

・
実

需
者

と
の

商
談

会
等
の

開
催

・
堆

肥
品

評
会

の
開

催
と
品

目
、
作
型

に
応

じ
た
利

用
拡

大

生
物

多
様

性
条

約
締

約
国

会
議
で
土

着
天
敵

の
出
展

●
：
継

続
★

：
新

規
☆

：
拡

充

エ
コ
農

業
維

新
PR

！
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生
活
で
き
る
所
得
を
確
保
す
る
こ
う
ち
型
集
落
営
農
の
実
現

現
状

ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ
集

落
の

取
り
組

み

ま
で
の
成

果
こ
う
ち
型
集
落
営
農
の
ｲ
ﾒ
ｰ
ｼ
ﾞ

別
図

（
農

８
）

担
い
手

の
高

齢
化

現
状

農
業

就
業

人
口

40
,1
34

人
(2
00

5)
→
30

,6
52

人
(2
01

5)
○

ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ
集

落
を
１
６
集

落
選

定
○
集
落
営
農
組
織
の
設
立
：
１
６
集
落
（
計
画
）

H
21

ま
で
の
成

果

○
お
米

の
ブ
ラ
ン
ド
化

に
よ
る
有

利
販

売
「
土

佐
天

空
の

郷
」

（
吉

延
集

落
：
本

山
町

）

こ
う
ち
型
集
落
営
農
の
ｲ
ﾒ

ｼ

担
い
手

の
高

齢
化

５
４
％
(2
00

5)
→
６
６
％
(2
01

5)
（
吉

延
集

落
：
本

山
町

）
○
露
地
野
菜
等
の
栽
培
推
進

・
ユ
ズ
９
０
ａ
（
久

府
付

集
落

：
北

川
村

）
・
ﾌ
ﾞﾛ
ｯ
ｺ
ﾘ
ｰ
７
０
ａ
（
西

後
入

集
落

：
香

美
市

）
・
ｻ
ﾄｲ

ﾓ
４
０
ａ
（
影

野
集

落
：
四

万
十

町
）

・
ﾌ
ﾞﾛ
ｯ
ｺ
ﾘ
ｰ
７
０
ａ
（
下

川
口

郷
：
土

佐
清

水
市

）
な
ど

○
農
業
用
施
設

・
機
械
整
備

集
落

で
生

産
性

の
高

い
営

農
が

維
持
で
き
る
仕

組
み
づ
く
り

○
農
業
用
施
設

機
械
整
備

・
ｺ
ﾝ
ﾊ
ﾞｲ
ﾝ
、
乾

燥
機

等
（
谷

相
集

落
：
香

美
市

）
・
倉

庫
、
乾

燥
機

等
（
上

東
地

区
：
い
の

町
）

・
ﾎ
ﾞｲ
ﾗ
ｰ
、
ﾁ
ｯ
ﾊ
ﾟｰ
（
七

ツ
渕

集
落

：
高

知
市

）
・
ﾊ
ｳ
ｽ
､ｺ
ﾝ
ﾊ
ﾞｲ
ﾝ
等

（
荷

稲
集

落
：
黒

潮
町

）
な
ど

・
園

芸
品

目
等

の
栽

培
技

術
向
上

や
農
作

業
受
委

託
の
面

積
拡
大

中
山

間
地
域
等
直
接
支
払
制
度

地
域

内
2
02

5集
落

直
接

支
払

要
件
適

合
1
02

9集
落

集
落

の
維
持
・
発
展

H
22

目
標

こ
う
ち
型
集
落
営
農
を

県
下
へ
波
及

市
町

村
・
Ｊ
Ａ
の

ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞｨ
ﾈ
ｰ

ﾄ力
を
高

め
る
た
め
、
県
が

ソ
フ
ト
事

業
で
強

力
に

園
芸

品
目

等
の

栽
培

技
術

向
上

や
農
作

業
受
委

託
の
面

積
拡
大

・
組

織
運

営
に
必

要
な
施

設
、
機

械
の

整
備

・
関

係
機

関
の

連
携

に
よ
る
担
い
手
の

確
保
と
リ
ー
ダ
ー
育

成
・
農

産
物

の
販

路
拡

大
と
有

利
販

売

課 題

地
域

内
2,
02

5集
落

直
接

支
払

要
件
適

合
1,
02

9集
落

集
落

協
定

７
９
０
協

定
計

画
的

な
事

業
導

入
で
営

農
の

基
盤

が
で
き
る

１
０
集

落
で
こ
う
ち
型
集
落
営
農
の
仕
組
み
が
で
き
る

H
22

目
標

話
し
合

い

話
し
合

い
・
組

織
化

取
り
組

み
の

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

○
園

芸
品
目
等
の
栽
培
促
進

ソ
フ
ト
事

業
で
強

力
に

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

・
地

域
農
業
の
維
持

・
生
産
コ
ス
ト
の
低
減

・
農

作
業
の
効
率
化

・
農

地
の

維
持

・
管

理
と
有

効
利

用

集
落

営
農

組
織 ・

農
地

の
利

用
調

整
・
集

積
・
農

作
業

受
委

託
等

の
拡

大

課
題

取
り
組

み
の
発
展
段
階
に
応

じ
た
県

の
支
援

・
露

地
野

菜
、
施

設
野

菜
、
果
樹
な
ど

○
農

作
業
受
委
託
の
面
積
拡
大

・
稲

作
の

耕
耘

か
ら
収

穫
・
乾

燥
調

整
ま
で
、
一

連
の

農
作

業
受

委
託

の
実

施
と
拡

大

○
農

業
用
施
設

機
械
整
備

２
０
０
組
織

（
Ｈ
２
３
）

１
２
５
組
織

・
多
様
な
担
い
手
の
確
保
な
ど

共
同

作
業
・
共
同
利
用
、
農
作
業
受
委
託
な
ど

○
中

山
間

地
域

集
落

営
農

等
支

援
事

業
ソ
フ
ト
：
先

進
地

視
察

・
研

修
会

な
ど

ハ
ー
ド
：
施

設
・
機

械
整

備
な
ど

集
落

営
農

が
集

落
の

農
業

を
支

え
る

仕
組

み
が

で
き
る

○
農

業
用
施
設

・
機
械
整
備

・
ﾊ
ｳ
ｽ
､倉

庫
、
農

業
用

機
械

等
の

計
画

的
な
導

入
○
こ
う
ち
型
集
落
営
農
ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ
育
成
事
業

ソ
フ
ト
：
組

織
育

成
、
園

芸
品
目

等
の
実
証
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花き花き花き花き果樹果樹果樹果樹野菜野菜野菜野菜

ハウスミカン

生　産生　産生　産生　産

　　レンタルハウス整備事業　　レンタルハウス整備事業　　レンタルハウス整備事業　　レンタルハウス整備事業

ミョウガ、ナス、キュウリ、ニラ、
シシトウ、ピーマン、ショウガ、
メロン、小ネギ、オクラ、米ナス、
小ナス、トマト、オオバ、イチゴ、
ナバナ、ブロッコリー、ラッキョウ

ユリ、グロリオサ、
トルコギキョウ、
シュッコンカスミソウ

まとまりのある園芸産地育成事業まとまりのある園芸産地育成事業まとまりのある園芸産地育成事業まとまりのある園芸産地育成事業

ユズ、ブンタン、ミカン、
ナシ、小夏、ポンカン

　品目別施策品目別施策品目別施策品目別施策

野菜価格安定事業（県単）野菜価格安定事業（県単）野菜価格安定事業（県単）野菜価格安定事業（県単）

・遮光ネットでミツ症を予防（ナシ）
・マルチ栽培で品質向上
  （ブンタン、ミカン）
・非破壊糖度センサーで低品質品
出荷防止（ナシ）
・あり方検討の場づくり（ナシ、ブン
タン）

特産果樹振興事業特産果樹振興事業特産果樹振興事業特産果樹振興事業

ユズ優良種苗供給体制整備支ユズ優良種苗供給体制整備支ユズ優良種苗供給体制整備支ユズ優良種苗供給体制整備支
援事業援事業援事業援事業

・ユズの健全な原母樹の確保

園芸こうち販売促進事業園芸こうち販売促進事業園芸こうち販売促進事業園芸こうち販売促進事業

新需要開拓マーケティング事業新需要開拓マーケティング事業新需要開拓マーケティング事業新需要開拓マーケティング事業

（こうち野菜果実販路開拓事業）
・販路拡大、消費宣伝活動の支援
・生産地での生産・出荷調整への支援

(高知の花き総合PR事業)
・ＪＦＦ（ジャパンフラワーフェ
スティバル）への出展
(～H21)
・市場におけるモニタリング
とＰＲ

・園芸こうち販売促進実行委員
会等による「園芸高知」のPR

　戦略品目等技術実証事業　戦略品目等技術実証事業　戦略品目等技術実証事業　戦略品目等技術実証事業

（青果物流通支援対策事業）

品目別総合戦略策定品目品目別総合戦略策定品目品目別総合戦略策定品目品目別総合戦略策定品目【【【【園芸園芸園芸園芸】】】】

・ミョウガの価格安定事業の創設

園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業

園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業

                                                       新需要開拓マーケティング支援対策                                                       新需要開拓マーケティング支援対策                                                       新需要開拓マーケティング支援対策                                                       新需要開拓マーケティング支援対策
流通・販売流通・販売流通・販売流通・販売

品目別総合戦略の実践

有望品目産地づくり支援事業有望品目産地づくり支援事業有望品目産地づくり支援事業有望品目産地づくり支援事業

・有望品目の導入から産地づく
りに至るまでの取り組み支援
・水稲後作有望品目の産地化
支援

元気な花き産地づくり支元気な花き産地づくり支元気な花き産地づくり支元気な花き産地づくり支
援事業援事業援事業援事業

・地域特性を生かせる花
き新品目の導入
・産地で新品目の育種が
行える人材づくりを推進

（特産果樹販売促進事業）

ユズ需要拡大緊急対策事業ユズ需要拡大緊急対策事業ユズ需要拡大緊急対策事業ユズ需要拡大緊急対策事業
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畜産畜産畜産畜産水稲水稲水稲水稲

　

農産振興対策事業農産振興対策事業農産振興対策事業農産振興対策事業

・売れる米づくりに向けた特
色ある米の生産拡大支援
・新規需要米（米粉、飼料用
など）の生産への支援

・本県産米のトップバッターとし
て「南国そだち」や消費者ニー
ズにあった地域ブランド米の販
売促進活動への支援

茶茶茶茶

　

・生産維持に不可欠な加工施
設の整備

土佐茶振興対策事業土佐茶振興対策事業土佐茶振興対策事業土佐茶振興対策事業

・土佐茶ＰＲのための拠点整
備と販売対策の強化

・畜産特別資金等利子補給事業

畜　種　共　通畜　種　共　通畜　種　共　通畜　種　共　通

酪　　　　　　農酪　　　　　　農酪　　　　　　農酪　　　　　　農

・乳用牛舎快適性向上モデル事業
・稲発酵粗飼料利用促進事業

肉　　用　　牛肉　　用　　牛肉　　用　　牛肉　　用　　牛

・肉用牛生産技術向上緊急対策事業

・飼料用米利活用緊急対策事業
・地域肉豚価格安定対策事業
　

養　　　　　　豚養　　　　　　豚養　　　　　　豚養　　　　　　豚

養　　　　　　鶏養　　　　　　鶏養　　　　　　鶏養　　　　　　鶏

・土佐ジロー生産体制整備強化事業
・土佐はちきん地鶏普及対策事業

・特産畜産物生産流通拡大支援事業
　（一体的な流通・消費拡大への取組強化）

別図（農９）
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・
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援
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を
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中

古
ハ

ウ
ス

の
活

用
　

　
　

　
　

　
　

補
助

限
度

額
　

4
2
0
万

円
/
1
0
ａ

 　
　

　
　

　
　

 機
械

等
の

確
保

支
援

　
　

　
・
地

域
農

業
の

担
い

手
や

雇
用

、
研

修
　

　
　

  
希

望
者

の
受

け
入

れ
先

と
し

て
期

待
　

　
　

  
さ

れ
る

J
A

出
資

型
法

人
へ

の
支

援
　 　

　
　

　
　

　
　

組
合

員
等

関
係

者
の

合
意

を
　

　
　

　
　

　
　

形
成

す
る

た
め

の
ソ

フ
ト

事
業

　
　

　
　

　
　

　
Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

設
立

に
向

　
　

　
　

　
　

　
け

、
専

門
的

な
知

識
を

持
っ

た
　

　
　

　
　

　
　

人
材

の
雇

用
と

育
成

を
支

援

　
○

農
業

公
社

　
　

　
　

・
農

地
、

遊
休

ハ
ウ

ス
等

の
情

報
　

　
　

　
 を

一
元

的
に

収
集

、
ス

ト
ッ

ク
、

提
供

　
　

　
　

 す
る

取
り

組
み

を
開

始
（
H

2
1
.9

月
～

）
　

　
　

　
・
収

集
状

況
（
H

2
2
.2

月
末

現
在

）
　

　
　

　
　

　
農

地
：
4
8
件

、
遊

休
ハ

ウ
ス

：
6
件

　
○

県
　

　
　

　
・
都

会
で

学
ぶ

基
礎

的
な

研
修

を
実

施

○
農

業
大

学
校

　
　

　
　

・
基

礎
的

な
研

修
の

実
施

　 　 　
○

有
機

の
が

っ
こ

う
　

　
　

　
・
基

礎
的

な
研

修
の

実
施

　 ○
市

町
村

　
　

　
　

・
就

農
予

定
市

町
村

で
の

実
践

的
な

研
修

　
　

　
　

 の
実

施

　 　 ○
国

　
　

　
　

・
農

業
法

人
等

に
雇

用
さ

れ
た

就
業

　
　

 　
　

者
の

研
修

に
要

す
る

経
費

を
支

援
　

　
　

　
　

（
「
農

」
の

雇
用

事
業

）

　
○

新
規

就
農

相
談

セ
ン

タ
ー

　
　

　
　

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

、
電

話
、

面
談

に
よ

る
　

　
　

　
　

個
別

相
談

　 　
　

  
  
 ・

県
外

で
の

就
農

相
談

会
の

実
施

　 　
○

県
　

　
　

　
・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

、
電

話
、

面
談

に
よ

る
　

　
　

　
　

個
別

相
談

　 　 　 　
　

　
　

・
建

設
業

者
を

対
象

と
し

た
説

明
会

へ
の

　
　

　
　

　
参

加
　

　
　

　
　

　
支

援
制

度
の

説
明

・
事

例
の

紹
介

　 　

　
○

県
　

　
　

　
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
　

　
　

　
・
啓

発
チ

ラ
シ

「
高

知
で

始
め

よ
う

。
農

業
　

　
　

　
 で

の
新

生
活

！
」
の

配
布

　 　
　

　
・
都

会
で

学
ぶ

「
こ

う
ち

ア
グ

リ
ス

ク
ー

ル
」

　
　

　
　

の
開

講
で

、
都

市
部

在
住

の
本

県
出

　
　

　
　

身
者

等
に

本
県

就
農

を
意

識
づ

け

　
○

新
規

就
農

相
談

セ
ン

タ
ー

　
　

　
　

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
　

　
　

　
　

　
就

農
相

談
窓

口
の

案
内

　
　

　
　

　
　

支
援

制
度

・
就

農
事

例
の

紹
介

な
ど

　 　
○

県
農

業
会

議
　

　
　

　
・
農

業
高

校
や

農
大

の
学

生
に

 対
す

る
　

　
　

 　
就

農
 へ

の
意

識
づ

け
　

　
　

　
　

　
農

業
法

人
に

よ
る

出
前

授
業

、
ほ

場
　

　
　

　
　

　
見

学

担
い
手
の
育
成
・
確
保
対
策
（
新
規
就
農
者
の
確
保
・
育
成
）

Ｐ
Ｒ

段
階

（
広

報
活

動
）

相
談

段
階

（
窓

口
の

設
置

）
技

術
習

得
段

階
（
基
礎
・
実
践
研
修
）

営
農

準
備

段
階

（
資
金
・
施
設
準
備
）

営
農

開
始

後
(経

営
・

技
術

指
導

）

経
営

発
展

の
支

援
規
模
拡
大
、
経
営
支
援

資
金
・
施
設
準
備

【
目

標
】

　
○

　
新

規
就

農
者

数
　

H
2
2
～

2
3
年

　
年

間
目

標
：
1
7
0
名

　
○

　
認

定
農

業
者

数
　

Ｈ
2
3
年

度
末

目
標

：
4
,3

4
0
経

営
体

　
○

　
Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

設
立

　
Ｈ

2
3
年

度
末

目
標

：
５

法
人

【
直

近
の

実
績

】
　

○
　

新
規

就
農

者
数

　
Ｈ

2
1
実

績
：
1
6
1
名

　
○

　
認

定
農

業
者

数
　

Ｈ
2
1
年

1
2
月

末
実

績
：
3
,7

8
9
経

営
体

　
○

　
Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
　

Ｈ
2
1
年

1
2
月

実
績

：
設

立
Ｐ

Ｔ
設

置
済

２
Ｊ
Ａ

　
県

人
会

（
7
ヵ

所
）

　
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
（
6
ヵ

所
）

　
県

外
の

就
農

説
明

会
で

の
配

布
依

頼
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
な

ど
　

　
配

布
実

績
　

4
,4

8
0
枚

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
(H

2
1
.1

2
月

末
現

在
)

　
H

2
1
.8

.6
　

農
大

生
を

対
象

に
実

施
　

　
　

　
（
参

加
　

法
人

5
・
学

生
6
4
名

）

　
H

2
2
.1

月
末

実
績

　
1
8
4
件

　
　

（
就

農
相

談
会

で
の

相
談

件
数

　
　

　
を

含
む

）
　

　
※

　
前

年
同

期
　

1
0
4
件

　
H

2
2
.1

月
末

実
績

　
　

6
0
件

　
（
農

業
振

興
セ

ン
タ

ー
分

含
ま

ず
）

　
　

※
　

前
年

同
期

　
1
9
件

　
H

2
1

　
　

東
京

（
5
/
1
6
）
　

相
談

 　
2
3
件

  
  

  
 〃

 （
9
/
2
6
）
　

　
　

　
　

 　
9
件

　
　

　
〃

 （
1
/
2
3
）
　

 　
　

　
　

1
7
件

　
　

大
阪

（
7
/
4
）
　

　
　

 　
　

  
1
5
件

　
　

　
〃

 （
1
0
/
2
4
）
　

　
　

　
　

 6
件

　
　

　
〃

 （
1
0
/
3
1
）
　

　
　

  
　

1
2
件

　
H

2
1
　

県
内

6
ヵ

所
で

開
催

　
　

　
　

　
　

参
加

企
業

　
5
5
社

　
H

2
1
年

度
　

　
教

育
課

　
1
年

生
：
4
0
名

　
　

　
　

　
　

　
　

（
う

ち
社

会
人

枠
4
名

）
　

　
　

　
　

　
　

　
2
年

生
：
2
4
名

　
働

き
な

が
ら

学
ぶ

農
業

技
術

研
修

　
　

　
1
3
名

参
加

  
（
H

2
2
.1

.1
2
現

在
）

　
研

修
課

「
ア

グ
リ

体
験

塾
」

　
　

　
　

　
長

期
研

修
生

延
べ

2
2
名

　
　

  
※

　
Ｈ

2
0
年

度
　

延
べ

1
7
名

　
H

2
1
年

度
　

　
「
土

佐
自

然
塾

」
　

研
修

生
1
3
名

　
　

　
　

　
 　

※
　

Ｈ
2
0
年

度
　

1
1
名

　
H

2
1
年

度
　

　
実

施
状

況
（
H

2
2
.3

.1
現

在
）

　
　

　
　

　
1
4
市

町
村

、
研

修
生

2
2
名

　
　

　
※

　
Ｈ

2
0
年

度
　

6
市

町
村

、
1
1
名

　
　

指
導

農
業

士
の

確
保

　
　

　
　

　
2
0
市

町
村

、
3
8
名

　
　

※
　

Ｈ
2
0
年

度
　

1
6
市

町
村

、
2
9
名

　
H

2
1
年

度
県

内
実

績
　

　
2
4
法

人
等

の
3
4
名

　
H

2
1
　

１
Ｊ
Ａ

（
J
A

土
佐

れ
い

ほ
く
）

県
下

1
0
Ｊ
Ａ

に
開

設
済

み
　

　
あ

っ
せ

ん
実

績
　

8
6
名

(6
1
農

家
)

　
　

　
　

　
　

　
（
H

2
2
.2

月
末

現
在

）

就
　

農
　

希
　

望
　

者
新

　
規

　
就

　
農

　
者

就
農

定
着

・
認

定
農

業
者

へ
の

育
成

企
業

的
経

営
体

へ
の

育
成

人 　 材 　 確 　 保

規
模

拡
大

農
家

農
業

法
人

農
業

技
術

を
持

っ
た

労
働

力

【
H

2
2
拡

充
】
経

営
体

育
成

事
業

費
の

う
ち

 Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
機

械
・
施

設
整

備
事

業
　

法
人

設
立

後
の

農
業

用
機

械
・
施

設
整

備
を

支
援

　
　

　
＞

補
助

率
１

／
２

（
国

庫
補

助
活

用
）

【
継

続
】
Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
設

立
促

進
事

業
費

　
Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

設
立

準
備

を
支

援

【
H

2
2
新

規
】
重

点
分

野
雇

用
創

造
農

業
担

い
手

育
成

事
業

費
　

規
模

拡
大

に
よ

り
企

業
的

経
営

を
目

指
す

農
業

者
（
市

町
村

単
位

の
企

業
的

経
営

体
育

成
検

討
会

で
リ

ス
ト

ア
ッ

プ
）
を

受
入

先
と

し
て

、
本

委
託

事
業

を
行

い
、

人
材

育
成

と
規

模
拡

大
の

両
立

を
図

る
　

＞
雇

用
労

賃
及

び
研

修
経

費
等

を
支

援
（
1
年

以
内

）

就
農

希
望

者
へ

の
呼

び
か

け
相

　
談

　
活

　
動

応
用

技
術

の
習

得
支

援

基
礎

技
術

の
習

得
支

援
営

農
開

始
の

準
備

営
農

開
始

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ

【
Ｈ

2
2
拡

充
】
新

規
就

農
総

合
対

策
事

業
費

の
う

ち
新

規
就

農
研

修
支

援
事

業
費

補
助

金
（
市

町
村

が
行

う
実

践
研

修
を

県
が

支
援

）
　

集
落

営
農

組
織

の
将

来
の

担
い

手
と

し
て

、
新

規
就

農
希

望
者

を
受

け
入

れ
、

研
修

・
定

着
を

目
指

す
メ

ニ
ュ

ー
を

追
加

　
＞

手
当

（
上

限
）
1
5
万

/
月

　
　

 謝
金

5
万

/
月

【
H

2
2
新

規
】
経

営
体

育
成

事
業

費
（
国

：
経

営
体

育
成

交
付

金
）

　
新

規
就

農
者

及
び

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
が

、
早

期
経

営
安

定
に

向
け

、
機

械
・
施

設
等

を
整

備
す

る
際

に
必

要
な

経
費

に
補

助

【
Ｈ

2
2
新

規
】
都

会
で

学
ぶ

こ
う

ち
農

業
技

術
研

修
事

業
費

　
本

県
で

の
就

農
希

望
者

等
を

対
象

に
、

園
芸

農
業

の
基

礎
講

座
を

実
施

　
＞

東
京

・
大

阪
で

各
1
0
回

【
Ｈ

2
2
新

規
】
（
再

掲
）

　
本

県
で

の
就

農
希

望
者

等
を

対
象

に
、

園
芸

農
業

の
基

礎
講

座
を

実
施

認 　 　 定 　 　 農 　 　 業 　 　 者

【
Ｈ

2
2
新

規
】
ふ

る
さ

と
雇

用
再

生
認

定
就

農
者

経
営

改
善

支
援

事
業

　
就

農
し

て
概

ね
5
年

以
内

の
認

定
就

農
者

や
、

認
定

就
農

計
画

が
達

成
で

き
ず

、
資

金
償

還
が

滞
っ

て
い

る
者

へ
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
と

し
て

、
経

営
状

況
を

把
握

し
、

適
宜

、
農

業
振

興
セ

ン
タ

ー
等

と
連

携
し

、
営

農
面

や
経

営
・
資

金
面

の
助

言
な

ど
を

行
う

職
員

を
県

農
業

公
社

に
設

置

　
H

2
1
年

度
実

績
（
H

2
2
.1

.2
1
現

在
）

　
　

新
規

就
農

促
進

区
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

2
4
件

　
3
0
6
ａ

　
　

中
古

ハ
ウ

ス
　

　
 　

1
件

　
　

 7
a

別
図
(
農
1
0
)
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Ｈ

２
１

～
実

施
　

　
　

Ｈ
２

１
～

実
施

　
　

　
Ｈ

２
１

～
実

施
　

　
　

Ｈ
２

１
～

実
施

　
　

　
 　

　

　
　

　
 

　
　

　
 

　
　

　
 

　
　

　
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 

　
　

　
 

　
　

　
 

　
　

　
 

　 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

農
業

就
業

人
口

の
減

少
農

業
就

業
人

口
の

減
少

農
業

就
業

人
口

の
減

少
農

業
就

業
人

口
の

減
少

高
齢

化
の

進
行

高
齢

化
の

進
行

高
齢

化
の

進
行

高
齢

化
の

進
行

園
芸

用
ハ

ウ
ス

面
積

の
減

少
園

芸
用

ハ
ウ

ス
面

積
の

減
少

園
芸

用
ハ

ウ
ス

面
積

の
減

少
園

芸
用

ハ
ウ

ス
面

積
の

減
少

農
業

生
産

額
の

減
少

農
業

生
産

額
の

減
少

農
業

生
産

額
の

減
少

農
業

生
産

額
の

減
少

耕
作

放
棄

地
の

増
加

耕
作

放
棄

地
の

増
加

耕
作

放
棄

地
の

増
加

耕
作

放
棄

地
の

増
加

高
齢

者
、

小
規

模
・
兼

業
農

家
の

高
齢

者
、

小
規

模
・
兼

業
農

家
の

高
齢

者
、

小
規

模
・
兼

業
農

家
の

高
齢

者
、

小
規

模
・
兼

業
農

家
の

リ
タ

イ
ア

リ
タ

イ
ア

リ
タ

イ
ア

リ
タ

イ
ア

集
落

営
農

の
構

成
員

の
高

齢
化

集
落

営
農

の
構

成
員

の
高

齢
化

集
落

営
農

の
構

成
員

の
高

齢
化

集
落

営
農

の
構

成
員

の
高

齢
化

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

の
確

保
が

困
難

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

の
確

保
が

困
難

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

の
確

保
が

困
難

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

の
確

保
が

困
難

生
産

力
維

持
、

Ｊ
Ａ

の
運

営
困

難

新 規 就 農 者 の 育 成  ・ 支 援

認 定 農 業 者 の 育 成  ・ 確 保

集 落 営 農 の 推 進

Ｊ
Ａ

出
資

型
農

業
生

産
法

人
の

設
立

と
経

営
確

立

Ｊ
Ａ

出
資

型
の

農
業

生
産

法
人

を
設

立

Ｊ
Ａ

の
地

域
農

業
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

機
能

の
発

揮
Ｊ

Ａ
の

地
域

農
業

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
機

能
の

発
揮

Ｊ
Ａ

の
地

域
農

業
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

機
能

の
発

揮
Ｊ

Ａ
の

地
域

農
業

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
機

能
の

発
揮

農
業

経
営

の
継

続
性

の
確

保
農

業
経

営
の

継
続

性
の

確
保

農
業

経
営

の
継

続
性

の
確

保
農

業
経

営
の

継
続

性
の

確
保

担
い

手
の

育
成

担
い

手
の

育
成

担
い

手
の

育
成

担
い

手
の

育
成

地
域

雇
用

の
創

出
地

域
雇

用
の

創
出

地
域

雇
用

の
創

出
地

域
雇

用
の

創
出

○
主

業
農

家
の

農
産

物
は

も
と

よ
り

、
高

齢
者

、
集

落
　

 営
農

組
織

が
生

産
す

る
少

量
・
多

品
目

の
農

産
物

を
　

 　
 営

農
指

導
～

集
荷

～
販

売
（
加

工
）
ま

で
　

　
　

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
○

Ｊ
Ａ

事
業

の
総

合
支

援
体

制
の

強
化

地
域

の
担

い
手

と
共

生
す

る
「
新

た
な

担
い

手
」
対

策
地

域
の

担
い

手
と

共
生

す
る

「
新

た
な

担
い

手
」
対

策
地

域
の

担
い

手
と

共
生

す
る

「
新

た
な

担
い

手
」
対

策
地

域
の

担
い

手
と

共
生

す
る

「
新

た
な

担
い

手
」
対

策

　
　

○
 園

芸
品

目
等

の
生

産
直

営
　

　
○

 園
芸

品
目

等
の

生
産

直
営

　
　

○
 園

芸
品

目
等

の
生

産
直

営
　

　
○

 園
芸

品
目

等
の

生
産

直
営

　
　

○
 農

作
業

支
援

　
　

○
 農

作
業

支
援

　
　

○
 農

作
業

支
援

　
　

○
 農

作
業

支
援

　
　

○
 新

規
就

農
者

の
育

成
　

　
○

 新
規

就
農

者
の

育
成

　
　

○
 新

規
就

農
者

の
育

成
　

　
○

 新
規

就
農

者
の

育
成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

研
修

生
の

受
け

入
れ

→
自

立
支

援
　

　
○

 耕
作

放
棄

地
の

解
消

等
　

　
○

 耕
作

放
棄

地
の

解
消

等
　

　
○

 耕
作

放
棄

地
の

解
消

等
　

　
○

 耕
作

放
棄

地
の

解
消

等
　

　
○

 農
業

活
用

　
　

○
 農

業
活

用
　

　
○

 農
業

活
用

　
　

○
 農

業
活

用
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
加

工
事

業
　

　
　

　
　

農
家

レ
ス

ト
ラ

ン
　

　
　

　
　

ふ
れ

あ
い

農
園

等

農
業

に
精

通
し

て
い

る
Ｊ

Ａ
が

担
い

手
の

一
端

を
！

！
農

業
に

精
通

し
て

い
る

Ｊ
Ａ

が
担

い
手

の
一

端
を

！
！

農
業

に
精

通
し

て
い

る
Ｊ

Ａ
が

担
い

手
の

一
端

を
！

！
農

業
に

精
通

し
て

い
る

Ｊ
Ａ

が
担

い
手

の
一

端
を

！
！

活
用

Ｊ Ａ 出 資 型 法 人 設 立 促 進 事 業

ふ る さ と 雇 用 再 生 Ｊ Ａ 出 資 型 法 人 設 立 支 援 事 業

「 「「「
経
営
体
育
成
事
業

経
営
体
育
成
事
業

経
営
体
育
成
事
業

経
営
体
育
成
事
業
」 」」」
と
し
て

と
し
て

と
し
て

と
し
て
拡
充

拡
充
拡
充

拡
充

将 将将将 来 来来来 的 的的的 に ににに １ １１１ Ｊ ＪＪＪ Ａ ＡＡＡ １ １１１ 法 法法法 人 人人人 の ののの 設 設設設 立 立立立 を ををを 促 促促促 進 進進進

期
待

期
待
期
待

期
待
さ
れ
る

さ
れ
る

さ
れ
る

さ
れ
る
効
果

効
果
効
果

効
果

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
ハ

ー
ド

支
援

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
ハ

ー
ド

支
援

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
ハ

ー
ド

支
援

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
ハ

ー
ド

支
援

①
新

た
に

設
立

す
る

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

初
期

①
新

た
に

設
立

す
る

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

初
期

①
新

た
に

設
立

す
る

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

初
期

①
新

た
に

設
立

す
る

Ｊ
Ａ

出
資

型
法

人
の

初
期

　
投

資
の

軽
減

を
図

る
。

　
投

資
の

軽
減

を
図

る
。

　
投

資
の

軽
減

を
図

る
。

　
投

資
の

軽
減

を
図

る
。

②
既

設
の

法
人

が
地

域
の

活
性

化
目

標
を

達
②

既
設

の
法

人
が

地
域

の
活

性
化

目
標

を
達

②
既

設
の

法
人

が
地

域
の

活
性

化
目

標
を

達
②

既
設

の
法

人
が

地
域

の
活

性
化

目
標

を
達

　
成

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

新
た

な
投

資
に

　
成

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

新
た

な
投

資
に

　
成

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

新
た

な
投

資
に

　
成

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

新
た

な
投

資
に

　
対

し
て

補
助

す
る

こ
と

で
経

営
の

確
立

に
つ

　
対

し
て

補
助

す
る

こ
と

で
経

営
の

確
立

に
つ

　
対

し
て

補
助

す
る

こ
と

で
経

営
の

確
立

に
つ

　
対

し
て

補
助

す
る

こ
と

で
経

営
の

確
立

に
つ

　
な

げ
る

。
　

な
げ

る
。

　
な

げ
る

。
　

な
げ

る
。

  
　

対
象

事
業

) 
 園

芸
用

ハ
ウ

ス
の

整
備

  
　

対
象

事
業

) 
 園

芸
用

ハ
ウ

ス
の

整
備

  
　

対
象

事
業

) 
 園

芸
用

ハ
ウ

ス
の

整
備

  
　

対
象

事
業

) 
 園

芸
用

ハ
ウ

ス
の

整
備

  
 　

　
　

　
　

　
　

　
農

業
用

機
械

・
施

設
整

備
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

農
業

用
機

械
・
施

設
整

備
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

農
業

用
機

械
・
施

設
整

備
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

農
業

用
機

械
・
施

設
整

備
　

　
　

　
（
国

庫
補

助
を

活
用

し
、

1
/
2
補

助
）

　
　

　
　

（
国

庫
補

助
を

活
用

し
、

1
/
2
補

助
）

　
　

　
　

（
国

庫
補

助
を

活
用

し
、

1
/
2
補

助
）

　
　

　
　

（
国

庫
補

助
を

活
用

し
、

1
/
2
補

助
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
農

業
研

修
事

業
の

実
施

を
要

件
※

農
業

研
修

事
業

の
実

施
を

要
件

※
農

業
研

修
事

業
の

実
施

を
要

件
※

農
業

研
修

事
業

の
実

施
を

要
件

拡
充

別
図

（
農

1
1
）
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新
た
な
取
組
に
よ
る
農
業
・
農
村
の
発
展 食

農
教

育

教
育

ム

高
知

の
「
食

」
を
活
用

し
た
取

組

直
販

所
を
地

域
の

活
性

化
（
交

流
、
ビ
ジ
ネ
ス
）
の

拠
点

と
し
た
仕

組
み

づ
く
り
や

民
間

活
動

の
さ
ら
な
る
促

進

・
農

産
物

直
販

所
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
事

業

環
境
保
全

型
農
業

も
っ
と
み
ん
な
に
知
っ

て
も
ら
お
う
！

１
．
５
次

産
業

の
推

進

地
域

の
資

源
を
強

み
の

あ
る
商

品
に
育

観
光
へ
の
広
が
り

直
販

所

新
た
な
販

売
形

態

商
工
業
へ
の
広
が
り

健
康

づ
く
り
と
の

コ
ラ
ボ

特
産
物

別
図
（
農
1
3
）

体
験

農
園

教
育

フ
ァ
ー
ム

学
校

給
食

地
産

地
消

を

通
じ
た
人

と

経
済

の

健
康

づ
く
り

伝
統

的
加

郷
土

食
育

食
育

と
学

校
給

食
と
の

連
携

強
化

に
よ
る
高

知

の
農

畜
産

物
応

援
団

づ
く
り

・
高

知
の

特
産

物
ジ
ュ
ニ
ア
博

士
育

成
事

業
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム

（
こ
う
ち
体

験
ツ
ー
リ
ズ
ム
）

グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

手
法

を
取

り
入

れ
た
集

落
丸

ご
と
活
性

化

・
こ
う
ち
体

験
ツ
ー
リ
ズ
ム
推

進
事

業

・
集

落
丸

ご
と
資

源
活

用
・
交

流
促
進

事
業

（
再

掲
）

域
資

源
を
強

あ
る
商

品
育

て
る
仕

組
み

づ
く
り

・
集

落
丸

ご
と
資

源
活

用
・
交

流
促
進

事
業

観
光

と
の

連

携
強
化

教
育
へ
の
広
が
り

農
林

漁
家

ﾚ
ｽ
ﾄﾗ

ﾝ

農
林

漁

家
民

宿

地
域
の
資
源
を
強
み

に
活
か
す
！

事
業

（
再

掲
）
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農
産

物
直

販
所

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
事

業
の

全
体

イ
メ

ー
ジ

ス
テ

ッ
プ

４
ス

テ
ッ

プ
４

ス
テ

ッ
プ

４
ス

テ
ッ

プ
４

　
業

務
筋

へ
の

販
業

務
筋

へ
の

販
業

務
筋

へ
の

販
業

務
筋

へ
の

販
路

拡
大

路
拡

大
路

拡
大

路
拡

大

う
ち

、
６

店
舗

ス
テ

ッ
プ

１
ス

テ
ッ

プ
１

ス
テ

ッ
プ

１
ス

テ
ッ

プ
１

　
農

産
物

の
安

全
安

心
確

保
農

産
物

の
安

全
安

心
確

保
農

産
物

の
安

全
安

心
確

保
農

産
物

の
安

全
安

心
確

保

ス
テ

ッ
プ

２
ス

テ
ッ

プ
２

ス
テ

ッ
プ

２
ス

テ
ッ

プ
２

　
情

報
発

信
力

強
化

情
報

発
信

力
強

化
情

報
発

信
力

強
化

情
報

発
信

力
強

化

品
揃

え
情

報
を

、
H

P
(携

帯
電

話
) 
へ

掲
載

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

【
２

３
店

舗
）
】

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

生
産

・
販

売
戦

略
検

討
会

（
生

産
者

）

直
販

所

生
産

者

消
費

者
（
実

需
者

）

①
仕

入
れ

情
報

配
信

（
H

P
）

②
業

務
筋

と
の

契
約

取
引

③
配

送
の

仕
組

み
づ

く
り

直
販

所
の

新
た

な
直

販
所

の
新

た
な

直
販

所
の

新
た

な
直

販
所

の
新

た
な

展
開

展
開

展
開

展
開

　
地

域
の

経
済

・
交

流
の

活
性

化
の

拠
点

と
し

て
、

更
な

る
発

展

県
に

よ
る

技
術

支
援

・
リ

タ
イ

ア
層

な
ど

、
新

規
就

農
者

等
へ

の
栽

培
技

術
等

県
に

よ
る

支
援

・
シ

ス
テ

ム
構

築
県

に
よ

る
支

援
・
直

販
所

で
の

人
的

体
制

確
保

を
支

援
・
業

務
筋

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

直
販

所
に

対
す

る
外

か
ら

の
支

援
（
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
の

構
築

、
技

術
支

援
）
と

、
内

か
ら

の
取

組
（
直

販
所

の
人

材
確

保
＝

ふ
る

さ
と

雇
用

再
生

特
別

基
金

事
業

）
の

支
援

と
を

併
せ

て
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
直

販
所

の
新

た
な

分
野

（
業

務
筋

へ
の

展
開

、
来

店
型

情
報

発
信

強
化

）
へ

の
挑

戦
を

強
力

に
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

直
販

所
「
安

心
係

」
配

置

　
　

　
　

　
　

　
【
全

店
舗

配
置

】

来
店

型
店

舗
の

強
化

来
店

型
店

舗
の

強
化

来
店

型
店

舗
の

強
化

来
店

型
店

舗
の

強
化

野
菜

ブ
ー

ム
鎮

静
化

　
・
野

菜
に

興
味

の
あ

る
人

の
伸

び
が

鈍
化

　
・
ガ

ソ
リ

ン
値

上
が

り
感

か
ら

遠
出

控
え

る
傾

向

直
販

店
の

来
客

数
減

少
傾

向

し
か

し
、

噂
の

店
噂

の
店

噂
の

店
噂

の
店

に
は

行
き

た
い

来
店

型
店

舗
強

化
売

れ
る

よ
う

に
(買

い
た

く
な

る
よ

う
に

）
魅

せ
る

店
(棚

）
づ

く
り

魅
せ

る
店

(棚
）
づ

く
り

魅
せ

る
店

(棚
）
づ

く
り

魅
せ

る
店

(棚
）
づ

く
り

同
じ

商
品

で
も

見
え

方
が

違
う

こ
と

を
、

店
舗

担
当

者
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
通

じ
て

、
生

産
者

の
意

識
の

向
上

へ
と

つ
な

ぐ
　

⇒
　

品
質

の
向

上
へ

　
①

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

(売
り

場
の

プ
ロ

）
派

遣
に

よ
る

店
舗

担
当

者
を

実
践

研
修

　
②

棚
(見

せ
方

＝
並

べ
方

）
の

変
革

に
よ

り
、

｢買
い

た
く
な

る
店

」
へ

　
③

機
会

損
失

(ミ
ス

マ
ッ

チ
、

棚
の

補
充

等
)の

解
消

に
よ

り
、

よ
り

、
｢寄

り
た

い
店

」
へ

　
③

店
舗

担
当

者
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

に
よ

り
、

｢良
い

も
の

が
よ

り
よ

く
見

え
る

売
り

場
」
に

　
　

な
り

、
良

い
も

の
を

生
産

す
る

農
家

を
見

習
お

う
と

す
る

農
家

が
増

加
　

④
全

体
と

し
て

商
品

の
質

が
上

が
り

、
｢い

い
も

の
が

あ
る

噂
の

店
」
へ

さ さささ ら ららら に ににに 、 、、、 業 業業業 務 務務務 筋 筋筋筋 ニ ニニニ ー ーーー ズ ズズズ に ににに 対 対対対 応 応応応 す すすす る るるる

店 店店店 舗 舗舗舗 へ へへへ 挑 挑挑挑 戦 戦戦戦

ス
テ

ッ
プ

３
ス

テ
ッ

プ
３

ス
テ

ッ
プ

３
ス

テ
ッ

プ
３

来
店

型
強

化
(店

舗
店

舗
店

舗
店

舗
の

魅
力

ア
ッ

プ
の

魅
力

ア
ッ

プ
の

魅
力

ア
ッ

プ
の

魅
力

ア
ッ

プ
）

魅
せ

る
店

づ
く
り

　
　

【
１

３
店

舗
】

業
務

筋
へ

の
販

路
拡

大
　

　
　

【
６

店
舗

】

業
務

筋
へ

の
販

路
拡

大
業

務
筋

へ
の

販
路

拡
大

業
務

筋
へ

の
販

路
拡

大
業

務
筋

へ
の

販
路

拡
大う

ち
、

1
3
店

舗

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
う

ち
、

２
３

店
舗

全
店

舗
(1

4
2
店

舗
)

年
間

販
売

額
1
億

円
以

上
(2

3
店

舗
)

H HHH 2
3

2
32
3

2
3 目 目目目 標 標標標 値 値値値

魅
せ

る
店

づ
く
り

県
に

よ
る

支
援

・
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣

そ
の

他
そ

の
他

そ
の

他
そ

の
他

(調
査

、
情

報
発

信
(冊

子
)）

別
図

（
農

1
4
）
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⑥
木
材
価
格
が
低
迷
す
る
中
で
、
原
木
価
格
に
占
め
る
流
通

コ
ス
ト
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

⑦
大
消
費
地
か
ら
遠
隔
地
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
取

引
単
位
が

小
さ
く
、
小
口
輸
送
の
た
め
、
輸
送
コ
ス
ト
が
ハ
ン
デ
ィ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

⑥
原

木
の
流
通
体
制
の
整
備

伐
採

現
場

か
ら
製
材
工
場
へ
と
原
木
の
流
通
を
短
絡
化

す
る

と
と

も

に
安

定
供

給
を
図
り
ま
す
。

⑦
製

品
の
流
通
体
制
の
整
備

産
地

・
消

費
地
間
の
大
ロ
ッ
ト
輸
送
と
、
消
費
地
で
の

効
率

的
に

配

送
で

き
る

体
制
を
つ
く
り
ま
す
。

流
通

目
標

④
県
内
の
加
工
事
業
体
の
多
く
は
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し

き
れ
て
い
ま
せ
ん
。

⑤
消
費
者
の
求
め
る
、
高
品
質
な
製
品
を
大
量
に
供
給
で
き
る

事
業
体
が
少
な
い
状
況
で
す
。

④
製

材
工
場
等
の
体
制
の
整
備

協
同

化
や
大
型
加
工
施
設
の
設
置
に
よ
り
、
生
産
量
の

拡
大

を
図

り
ま

す
。

⑤
製

品
の
品
質
の
向
上

乾
燥

機
な
ど
の
導
入
の
促
進
に
よ
り
高
品
質
化
を
図
り

ま
す

。

④ ◎
製

材
工

場
に
お
け
る
共

同
・
協

業
化

の
促

進

（
推

進
チ

ー
ム

に
よ

る
サ

ポ
ー

ト
な

ど
）

★
大

型
加

工
場

の
誘

致

⑤ ★
Ｊ
Ａ
Ｓ
な
ど
性

能
表

示
木

材
の

流
通

促
進

及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
認

定
工

場

の
拡

大

◎
乾

燥
機

や
グ
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
機

器
の

導
入

の
促

進

中
長

期
目

標

●
製

材
品
の
生
産
量

３
１
万

１
千
m
3
→
３
５
万
５
千
m
3

中
長

期
目

標

●
乾

燥
材

の
生

産
量

５
万

４
千

m
3
→

１
１
万

９
千

m
3

加
工

豊
か

な
森

林
資

源
を
活

用
し
た
所

得
の

向
上

と
雇

用
の

創
出

⑥ ○
直

送
体

制
や

協
定

取
引

の
推

進

○
原

木
市

場
の

コ
ス
ト
改

善

⑦

検
討

の
共

同
輸

送
方

式
の

★
製

材
品

★
量
産
化
工
場
な
ど
で
の
安
定
取
引
先
と
の
提
携
の
促
進

★
大
消
費
地
に
流
通
拠
点
を
設
置

（
コ

ス
ト

削
減

の
た

め
、

首
都

圏
等

に
流

通
拠

点
を

設
置

）

主
な

施
策

現
状

① ◎
集
約
化
な
ど
ソ
フ
ト
対
策
の
強
化

○
地
形
や
資
源
状
態
な
ど
、
個
々
の
森
林
に
に
マ
ッ
チ
す
る
効
率

的
な
作

業
シ
ス
テ
ム
の

導
入

を
促

進

（
作

業
道

の
開

設
、

高
性

能
林

業
機

械
等

の
導

入
に

加
え

、
既

設
作

業
道

の
機

能
強

化
・

復
旧

や
架

線
集

材
シ

ス
テ

ム
へ

の
支

援
を

追
加

）

② ○
高
い
生
産
性
を
実
現
し
て
い
る
先
進
的
な
事
業
体
の
取
組
事

例

の
普

及

◎
林

業
事

業
体

に
お
け
る
経

営
ビ
ジ
ョ
ン
の

作
成

や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

能
力

の
向

上
へ

の
支

援

（
ビ

ジ
ョ

ン
の

作
成

・
既

計
画

の
着

実
な

実
行

と
見

直
し

、
取

組
へ

の
フ

ォ
ロ

ー

ア
ッ

プ
や

外
部

専
門

家
に

よ
る

ア
ド

バ
イ

ス
）

◎
森

林
組

合
と
建

設
業

者
等

と
の

ジ
ョ
イ
ン
ト
に
よ
り
林
業

へ
の

参

入
を
促
進

①
森

林
の
所
有
規
模
が
小
さ
く
、
ま
と
ま
り
の

あ
る
施
業
地

を
確

保
し
に
く
い
こ
と
に
加
え
、
林
業
の
採

算
性
の
悪
化

か
ら

素
材
生
産
は
停
滞
し
て
い
ま
す
。

②
高

い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
や
効
率
的
な
生
産

（
伐
採
・
搬

出
）

シ
ス
テ
ム
を
備
え
た
林
業
事
業
体
が
少

な
い
状
況
で

す
。

③
林

業
の
担
い
手
が
高
齢
化
・
減
少
し
て
い
ま

す
。

①
森

の
工
場
の
整
備

施
業

地
を

集
約
化
し
効
率
的
な
生
産
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

、
計

画
的

に
木

材
を

生
産
す
る
「
森
の
工
場
」
を
整
備
し
ま
す
。

②
事

業
体
の
育
成

低
価

格
で

も
収
益
を
確
保
で
き
る
、
競
争
力
を
持
っ
た

林
業

事
業

中
長

期
目

標

●
原

木
生

産
量

４
４
万

６
千
m
3
→
６
５
万
m
3

国
際
的
な
木
材
需
給
の
状
況
や
、
地
球
温
暖

化
の
防
止
な

ど
に
対
す
る
森
林
へ
の
関
心
の
高
ま
り
な
ど
か
ら
、
国
産
材
が

見
直
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
製
材
品
の
工
業
製
品
化
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
木

材
と
い
う
自

然
素

材
に
対

し
て
、
安

全
・
安

心
と
い
っ
た
面
で
の

関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

③
担

い
手
の
育
成

効
率

的
な

生
産
シ
ス
テ
ム
に
対
応
で
き
る
担
い
手
を

育
成

・
確

保
し

ま
す
。

自
伐

林
家
等
に
よ
る
生
産
活
動
を
促
進
し
、
所
得
の

向
上

を
目

指
し

ま
す
。

中
長

期
目

標

●
担

い
手

●
年

収

１
，
５
０
８
人

（
林

業
雇

用
労
働
者
(原

木
生
産
)）

→
１
，
７
０
０
人

４
０
０
万

円

③ ○
所
得
の
向
上
な
ど
事
業
体
に
お
け
る
就
労
条
件
の
改
善
に
よ
る

新
規

就
業

の
促

進

◎
新
規
就
業
者
等
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
支
援

（
林

業
体

験
や

Ｏ
Ｊ

Ｔ
に

加
え

前
年

度
研

修
終

了
者

へ
の

フ
ォ

ロ
ー

な
ど

）

★
自
伐
林
家
等
の
生
産
活
動
を
支
援

（
小

口
の

素
材
や
バ

イ
オ

マ
ス

を
引

き
取

る
仕

組
み

づ
く

り
な

ど
）

戦
略

の
柱
【１

．
林
業
・木

材
産
業
の
再
生

】

原
木

生
産

集
約

化
・
効
率
化

共
同

化
・
効
率
化
・
高
付
加
価
値
化
・
統
合
化
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⑧
個
々
の
事
業
体
で
は
営
業
力
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
製
品
市

場
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
出
荷
量
と
出
荷
額
は
年
々
減

少
し
て
い
ま
す
。

森
林
県
で
あ
り
な
が
ら
、
戸
建
て
住
宅
の
木
造
率
が
全
国
平

均
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。

⑧
販

売
力
の
強
化

安
全

・
安

心
で
環
境
に
配
慮
し
た
産
地
と
し
て
消
費
地

に
ア

ピ
ー

ル
し

て
い

き
ま
す
。

地
産

地
消
を
推
進
し
、
木
造
住
宅
は
も
と
よ
り
、
県
産

材
を

あ
ら

ゆ
る

と
こ

ろ
で
積
極
的
に
使
用
し
て
い
き
ま
す
。

⑧ ◎
企

業
と
行

政
が

連
携

し
消

費
地

で
の

県
産

材
の

販
路

拡
大

（
土

佐
材

展
示

会
や

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催
）

◎
商

品
力

の
向

上
へ

の
支

援
（

C
O
2
固

定
認

定
、

ト
レ

ー
サ

ビ
リ

テ
ィ

ー
製

品
材

の
流

通
、

地
域

材
の

ブ
ラ

ン

ド
化

）

◎
木

造
住

宅
に
関

す
る
情

報
発

信
の

強
化

（
情

報
発

信
拠

点
に

よ
る

活
動

、
消

費
者

向
け

イ
ベ

ン
ト

、
モ

デ
ル

ハ
ウ

ス
を

活
用

し
た

情
報

の
発
信
）

◎
公

共
事

業
や

公
共

施
設

へ
の

県
産

材
の

率
先

使
用

（
県

産
材
利

用
推

進
へ

向
け

た
行

動
計

画
へ

の
取

組
を

拡
充

）

◎
県

産
材

を
利

用
し
た
木

造
住

宅
の

建
築

促
進

（
耐

震
・

耐
久

基
準

に
優

れ
た

住
宅

の
普

及
と

乾
燥

材
利

用
住

宅
の

拡
大

）

◎
多

様
な
木

材
・
木

製
品

の
利

用
促

進
（

建
築

物
の

内
装

木
造

化
、

外
構

、
什

器
、

家
具

、
備

品
類

な
ど

へ
の

広
範

な
木

材

の
利

用
）

販
売

①
適

正
に
管
理
さ
れ
ず
荒
廃
が
懸
念
さ
れ
る
森
林
が
増
加
し

て
い

ま
す

。

①
製

品
の
生
産
・
供
給
コ
ス
ト
が
高
く
、
木
屑
や
木
質
ペ

レ
ッ

ト
を
安
定
的
に
利
用
で
き
る
体
制
が
で
き
て
い
ま

せ
ん

。

①
特

用
林
産
物
（
き
の
こ
や
木
炭
な
ど
）
を
は

じ
め
、
森

の
資

源
が
活
か
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
。

②
都

市
部
で
の
自
然
指
向
は
高
ま
っ
て
い
る
が

、
中
山
間

地
域

と
の
交
流
人
口
は
増
え
て
い
ま
せ
ん
。

① ◎
間

伐
の

積
極

的
な
推

進

★
管

理
代

行
な
ど
新

た
な
森

林
管

理
の

仕
組

み
の

検
討

と
、
森

林

所
有

者
へ

の
理

解
の

促
進

（
森

林
管

理
代

行
の

仕
組

み
づ

く
り

の
た

め
、

条
件

の
異

な
る

地
域

で
の

管
理

代
行

の
試

行
と

多
様

な
検

証
）

★
オ
フ
セ
ッ
ト
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
Ｊ
－
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）制

度
を
活
用
し
た
森
林
整

① ★
林
地
残
材
の
有
効
利
用
を
支
援

（
協

定
に

よ
る

安
定

取
引

な
ど

）

★
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
利

用
設

備
の

整
備

へ
の

支
援

（
利

用
施

設
へ

の
設

備
拡

大
、

地
域

単
位

で
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
循

環
利

用
の

シ

ス

テ
ム

化
を

検
討
）

◎
排
出
量
取
引
制
度
な
ど
の
社
会
的
な
支
援
の
仕
組
み
づ
く
り

①
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
利
用
の
拡
大

森
林

資
源

の
新
た
な
用
途
と
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用

の
拡

大
に

取
り

中
長

期
目

標

●
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
利

用
量

９
万

７
千

ト
ン
→

２
８
万

ト
ン

①
森

林
の
適
正
な
管
理

森
林

所
有

者
の
管
理
意
識
の
醸
成
と
森
林
情
報
の
把

握
に

努
め

、

間
伐

な
ど

必
要
な
施
業
の
実
施
と
、
新
た
に
オ
フ
セ

ッ
ト

・
ク

レ

ジ
ッ

ト
の
創
出
を
積
極
的
に
推
進
し
、
適
正
に
管
理

が
で

き
る

仕

組
み

づ
く

り
に
取
り
組
み
ま
す
。

中
長

期
目

標

●
間

伐
面

積
（

Ｈ
２
０
～

Ｈ
２
４
）

７
５
，
０
０
０
ｈ
ａ

森
の

も
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス

森
林

管
理

①
森

の
資
源
の
活
用

地
域

の
あ

ら
ゆ
る
資
源
を
多
彩
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
付

加
価

値

を
高

め
、

中
山
間
地
域
で
の
所
得
の
向
上
を
図
り
ま
す

。

②
都

市
と
の
交
流
の
促
進

森
林

資
源

を
活
用
し
、
森
林
・
林
業
体
験
や
森
林
セ
ラ

ピ
ー

な
ど

エ

コ
ツ

ー
リ

ズ
ム
を
推
進
し
、
都
市
と
の
交
流
人
口
を
拡

大
し

ま
す

。

① ◎
地
域
の
特
用
林
産
物
生
産
活
動
の
支
援
と
Ｐ
Ｒ

（
市

町
村

が
取

り
組

む
後

継
者

育
成

の
た

め
の

実
践

研
修

の
支

援
な

ど
）

★
特
用
林
産
物
の
共
同
集
荷
や
多
様
な
販
売
の
仕
組
み
づ
く
り

（
直

販
所

や
首

都
圏

ア
ン

テ
ナ

シ
ョ

ッ
プ

を
利

用
し

た
販

売
ル

ー
ト

づ
く

り
な

ど
）

② ★
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
や
林
業
体
験
、
森
林
セ
ラ
ピ
ー
な
ど
、
他

分
野
と
連
携
し
た
魅
力
あ
る
メ
ニ
ュ
ー
づ
く
り
へ
の
支
援

（
地

域
の

ア
イ

デ
ア

を
ハ

ン
ズ

オ
ン

サ
ポ

ー
ト

な
ど

）

◎
森

林
環

境
教

育
や

森
林

保
全

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

リ
ー
ダ
ー
育

成
（

学
校

林
等

の
整

備
を

通
し

た
教

育
の

実
践

及
び

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
活

動
フ

ィ
ー

戦
略

の
柱

【
２
．
木
質

バ
イ
オ
マ
ス
利

用
の

拡
大

】

現
状

目
標

主
な

施
策

戦
略

の
柱

【
３
．
森
の

も
の

の
活

用
】

戦
略

の
柱

【
４
．
健
全

な
森
づ
く
り
】

食
の
安
全
・
安
心
や
、
自
然
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

水
源
か
ん
養
や
災
害
防
止
な
ど
、
森
林
の
も
つ
公
益
的
機
能

が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
特
に
近
年
C
O
2
吸
収
源
対

策
と
し
て
の
森

林
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

原
油
価
格
の
変
動
や
地
球
温
暖
化
対
策
へ
の

対
応
と
し
て
、

木
質

バ
イ
オ
マ
ス
燃

料
へ

の
ニ
ー
ズ
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
。

未
利

用
資
源
の
有
効
活
用

販
売

力
の
強
化

中
山

間
地
域
で
の
所
得
向
上

健
全

な
森
づ
く
り
と
新
た
な
森
林
管
理
ビ
ジ
ネ
ス

へ
の

展
開
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

 （１）森の工場の整備 ◆「森の工場」の拡大、推進
　◎間口の拡大と運用の簡素
     化
　◎ソフト対策等支援の強化

○

１．原木の生産の集約化・効率
    化
 

 

◆森林資源は成熟しつ
　 つある
◆国際的な木材需給の
   状況や、地球温暖化
   の防止などに対する
   森林への関心の高さ
   などから、国産材が
   見直されてきている
◆県産材の生産（資源
   の活用）は依然とし
   て低調

◆森林の所有規模が小
   さく、効率的計画的な
　 生産活動が停滞

◆森の工場に取り組む
　 事業体の掘り起こし

◆作業道整備や機械
   化、ＯＪＴの実施など
   生産システムの改善
   への支援

◆専従チームによる労
   働生産性や工程改
   善への支援

◆「森の工場」の理念
   が十分浸透していな
   い

◆「森の工場」の制度
   が難解で手続きが煩
   雑であった

◆森林に関心の希薄な
   所有者が増加し、集
   約化が難しくなってき
   た

◆間伐だけでは素材生
   産量が充分でない

◆効率の高い生産シス
  テムを稼働させるた

現状 これからの対策
改革の方向

原木生産量（Ｈ１８）

４４万６千m3

◆森林所有者の「森の工場」
　 への理解の促進
　○提案型集約化施業を実践
　　できる森林施業プランナー
    の育成

○

◆「森の工場」における小面積
   皆伐の実施と確実な更新
　 ○確実な更新へ向けた課題
      の検討と実践 ○

◆森林の管理代行などの仕組
   みづくりの検討
　 ★森林部内にワーキンググ
　　  ループを設置
◆森林境界の明確化に関す
   る事業の促進
  ★事業促進のためのＰＲと

支援

○

◆地形や資源状態など、個々
　 の森林にマッチする効率的
   な作業システムの導入を促
   進
　 ○作業道開設や機械導入
      への支援
　 ○技術指導
　 ○先導的、模範的な取組事
      例のＰＲ

○

テ を稼働さ るた
   めの路網や機械装
   備が不足している

◆生産システムを使い
   こなすノウハウが浸
   透していない

◆森林の境界などの森
   林情報の把握に対す
   る取組が不十分であ
   った

     支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆施業林地を集約化し、
　 効率的な作業システム
   による、計画的な木材
   生産を行うことの出来
   る「森の工場」が整備
   されている

◆整備済「森の工場」
   面積　９０，０００ha

◆施業林地を集約化し、
　 効率的な作業システム
   による、計画的な木材
   生産を行うことの出来
   る「森の工場」が整備
   されている

◆整備済「森の工場」
   面積　４３，０００ha

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

原木生産量

５０万m3

原木生産量

６５万m3

森の工場づくりの推進

事業体：森林所有者への呼

びかけ

県林業改革課：合意形成や

計画づくりへ向けた資源調

査への支援 小規模団地

の試行的な形成

県林業改革課：合意形成

や計画づくりへ向けた資源

調査への支援を強化 工

場認定基準を緩和 森の

腕たち育成事業と統合

ソフト対策の強化 ～

間口の拡大と運用の簡

素化

国有林や市町村有林との

連携

県林業振興・環境部関係各

課 実施に向けた調整 事

県林業改革課：異業種事

業体に対する新規参入の

はたらきかけの強化

Ｐ２９０

別図（林１）参照

「健全な森づくり」に記載

事業体：実務者等の派遣協

力 研修課題取組への協

力体制の整備

森林組合連合会：研修への

参加の指導 研修サポート

県森づくり推進課：研修開

催

事業体：研修生の派遣 自

らの経営実態の把握

森林組合連合会：研修の

実施

県森づくり推進課ほか：研

修会の実施支援

森林施業プランナーの育

成

県林業改革課：内部検討会による影響と効果、更新方法について検討

小面積皆伐についての検討

事業体：積極的に異業種

からの参入を支援

県林業改革課：建設機械

から林業機械に改良への

支援

事業体：現地に合う生産シ

ステムの導入 積極的な

設備投資 効率的な生産

システムの習熟

県林業改革課：作業道開

設、高性能林業機械の導

入への支援

作業道や機械導入への

支援

県林業改革課：普及指導

員による優良事例の紹介

や技術指導

技術指導・先導的な取組

のＰＲ

課：実施に向けた調整、事

業の実施

事業体：採材技術指導

県林業改革課：作業道の

開設強化 既設作業道の

機能強化及び復旧・補修

への支援 架線集材システ

ムへの支援

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆○先導的・模範的な事業体
   の取組事例を参考とする普
   及、指導

○

１．原木の生産の集約化・効率
    化
　　　　（２）事業体の育成

◆優良事例の情報が十
   分に活用さ れていな
   い

◆経営者のマネジメント
   能力が十分でなかった

◆事業体の中に核とな
   る人材が十分に育っ
   ていない

改革の方向
現状 これからの対策

◆高いマネジメント能力
   や効率的な生産（伐
   採・搬出）システムを
   駆使できるノウハウを
   備えた林業事業体が
   少ない

◆事業体に対するコスト
   管理の勉強会などの
   専従チームによる経
   営指導

◆森林組合と建設業者
   等とのジョイントに向
   けた研修会や勉強会
   の開催 ◆経営者を対象としたマネジメ

   ント研修の実施
   ○中長期ビジョン、経営方針
      の策定指導
   ○外部有識者（アシストマネ
      ージャー）の派遣による経
      営の支援

○

◆○経営力強化のための森林
   組合の合併促進の支援

○

◆○森林整備支援策の改善

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

◆ジョイント化など異業種から
   の参入の促進
　　★技術研修などソフト対策
       の強化
　　◎ハード支援の実施

○

                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿
Ｈ２２Ｈ２０

◆低価格でも収益を確保
   し、森林所有者への還
   元も行える競争力を持
   った経営能力の高い林
   業事業体が効率的な生
   産活動を展開している

◆県下の森林組合数　２１

◆低価格でも収益を確保
   し、森林所有者への還
   元も行える競争力を持
   った経営能力の高い林
   業事業体が効率的な生
   産活動を展開している

◆県下の森林組合数　１７

先導的な取組を参考とす

る指導

県林業改革課：普及指導

員による指導

各森林組合：森林組合長

等幹部職員の研修への参

加

森林組合連合会：研修会

の開催 森林組合の指導

県森づくり推進課：経営ビ

ジョンの策定方法に関す

る研修の開催支援

経営者を対象とした研修

の実施
各森林組合：森林組合長

等幹部職員の研修への参

加

森林組合連合会：研修会

の開催 森林組合の指導

県森づくり推進課：レビュー

システムの構築手法に関

する研修の開催支援

（毎年６森林組合×３年）

森林組合：中期経営ビジョ

ンの策定

森林組合連合会：経営コン

サルの実施とサポート

県森づくり推進課：セミナー

形式による経営コンサルの

中期ビジョン策定の支援

各森林組合：森林組合長等

幹部職員の研修への参加

森林組合連合会：研修会の

開催．森林組合の指導．個

別経営指導の実施．

県森づくり推進課：アクショ

ンプラン策定に関する研修

の開催支援

フォローアップ研修の実施

森林組合連合会：前年度に

策定した中期経営ビジョン

の実行や見直し手法の指導

を実施

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

森林整備事業への積極

的な参入の促進

事業体：ジョイントへの協

力

参入事業体：積極的なチャ

レンジ 林業事業体との協

調 技術習得 林業事業体

への協力要請

県森づくり推進課：県営林

を活用した参入者の森林

整備試行

県林業改革課：作業システ

ム試行への支援 ジョイン

トによる小規模モデル団地

形成へのソフト支援

林業事業体：新規参入者

への技術指導

県林業改革課：林業事業

体による異業種参入者へ

の技術指導（作業道・間

伐） 建設機械から林業機

械への改良を支援

県林業改革課：搬出間伐

支援策の中に搬出材積の

多いタイプを追加 基幹作

業道整備、路網グレード

アップ対策を強化

森林整備支援策の改善

事業体：現場の実態から、

制度改善に向けた積極的

な提案

県林業改革課：造林補助

申請システムの変更 各

施業の歩掛りの点検 標

準単価の随時改正

搬出間伐支援策の拡充

県林業改革課：架線集材シ

ステムへの支援 作業道の

開設強化

実施への支援

森林組合：合併に必要な

業務を推進

森林組合連合会：安芸地

区３森林組合を指導し、合

併に向け支援

県森づくり推進課：安芸地

区の３森林組合の合併指

導

森林組合の合併支援

森林組合：合併に必要な業

務を推進

森林組合連合会：嶺北地

区の４森林組合を指導し、

合併に向け支援

県森づくり推進課：嶺北地

区の４森林組合の合併指

導

森林組合：合併に必要な業

務を推進

森林組合連合会：幡多西

部地区の３森林組合を指

導し、合併に向け支援

県森づくり推進課：幡多西

部地区の３森林組合の合

併指導他、各森林組合へ

の指導継続

森林組合：合併に必要な業

務を推進

森林組合連合会：高幡地区

の３森林組合を指導し、合

併に向け支援

県森づくり推進課：幡多西

部地区３森林組合の支援を

継続するとともに、高幡地

区の３森林組合の合併指導

他、各森林組合の指導

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆★経営者を対象としたマネジ
   メント研修などによる職場改
   善の促進支援

○

◆技術者養成手法の改善、強
   化
   ◎技術者のＯＪＴの推進

○

改革の方向
現状

１．原木の生産の集約化・効率
    化
　　　　（３）担い手の育成

◆林業の担い手が高齢
   化・減少している

◆基幹林業技術者の養
   成研修

◆県営林を活用した新規
   就業者の確保

◆林業体験教室の実施

◆無料職業紹介や就業
   面談会の実施

◆建設業者に対する補
   助制度等の勉強会や
   個別指導の実施

◆県単独事業による森
   林所有者への間伐等
   の支援

◆就労条件などの職場
   改善が進んでいない

◆就業希望者へ就業条
   件などの提示が不明
   瞭であった

これからの対策

◆○就業希望者向けの林業体
   験の実施
◆◎就業希望者へのＰＲ方法
   の改善

○

◆自伐林家等による生産を促
   進
   ★小規模な生産活動を支援
　　　する仕組みの創設
　 ★副業型林家の育成

◆○所得の確保など事業体に
   おける就労条件の改善

○

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿

◆効率的な林業生産活動
   を行うことが出来る優れ
   た担い手が育成されて
　 いる

◆年間を通じた安定的な
   仕事量の確保に取り組
   んでいる

◆担い手　　１，５６０人

◆効率的な林業生産活動
   を行うことが出来る優れ
   た担い手が育成されて
   いる

◆年間を通じた安定的な
   仕事量が確保されて
   いる

◆担い手　　１，７００人

◆林業雇用労働者（原木
   生産）の年収　４００万円

Ｈ２２Ｈ２０

職場改善の促進
森林組合：職場改善の実

施

森林組合連合会：森林組

合の指導

県森づくり推進課：マネジメ

ント研修等を通した職場改

善指導

県森づくり推進課：人づくり

推進事業により、林業技術

者の養成を実施

技術者養成研修の充実

労働力確保支援センター：

就業者アドバイザーによる

雇用情報の収集強化

ホームページの充実等に

よる広報の強化 就業希

望者向けの林業体験研修

林業就業相談の実施

県森づくり推進課：労働力

確保支援センターと協力し、

雇用情報の収集 適時の

学校訪問等広報の強化

技術者養成研修の実施

就業希望者への支援充実

林業事業体：県の研修と併せて緑の雇用担い手育成事業等を活用した担い手の育成

森林組合連合会等：事業体の指導

県森づくり推進課：林業技術者養成研修の拡充（研修回数、定員の見直し）地域の要

労働力確保支援センター：

雇用情報の収集 ホーム

ページによる広報 就業

希望者向けの林業体験研

修及び林業就業相談会の

実施

県森づくり推進課：労働力

確保支援センターと協力し、

雇用情報の収集、広報活

動

就業希望者への支援

労働力確保支援センター：

雇用改善計画の実行管理を

強化し、ハローワークへの

求人票提出を指導する

県森づくり推進課：労働力確

保支援センターと協力し、認

定事業体の指導を実施する

県森づくり推進課：森林施

業プランナーへのフォロー

アップと、施業集約化、提

案型施業による事業体の

安定的な事業量確保の支

援 林業就労環境改善事

業により、雇用環境や労働

安全衛生の向上の促進

望に対応出来る現地研修制度（林業技術出前講座）の創設

県森づくり推進課：林業就

労環境改善事業による、

雇用環境や労働安全衛生

の向上への指導、支援

事業体の就労環境の充実

小規模な生産活動の支援

自伐林家：生産活動への

積極的な取組

森林組合：管轄内の自伐

林家支援に積極的に参画

県林業改革課：森林組合を

介した収集、仕分け、販売

への支援

副業型林業への技術支援

自伐林家等：制度の積極

的な活用による森林整備

の促進

森林組合：技術指導での

協力

県森づくり推進課：地域の

要望に対応出来る現地研

修制度（林業技術出前研

修）の実施

四国森林管理局：国有林

の活用

市町村：市町村有林の活

用

関係各課：四国森林管理

局等や市町村との協議な

ど連携を強化する

国有林等との連携強化に

よる通年就労の促進

Ｐ２９１

別図（林２）参照

県森づくり推進課：林業就労

環境改善事業の充実により、

林業事業体の雇用環境の

改善を支援する

県森づくり推進課：前年度に

OJTを終了した研修生の活

動状況を把握し、成果や課

題を23年度事業に反映する

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

修）の実施
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

（１）製材工場等の体制の
     整備

◆中小零細な事業者が
   多く、乾燥設備等への
   設備投資が困難

２．大型工場の整備や中小加工
    事業体の共同・協業化

◆森林資源は成熟しつ
   つある
◆国際的な木材需給の
   状況や、地球温暖化
   の防止などに対する
   森林への関心の高さ
   などから、国産材が見
   直されてきている
◆製材品の工業製品化
   が求められる一方で、
   木材という自然素材に
   対して、安全・安心とい
   った面での関心が高ま
   っている
◆県内の加工事業体の
   多くは、消費者ニーズ
   に対応しきれず、生産
   量が年々減少している

◆大型製材工場の誘致
   に向けた関係者との協
   議

◆品質を確保し、量産化
   する製材工場を目指す
   べきところ
 　・個々の企業は資金不
     足
 　・協同化に対する意識
     は希薄
　 ・従来の役物製材の魅

力からの意識転換が

◆大型製材工場の誘致
   ◎必要な原木供給量の確保
　 ★事業実施主体の設立支援
   ◎工場用地確保に向けた支
      援

現状 これからの対策
改革の方向

製材品の生産量

（Ｈ１８）

３１万１千m3

◆★単板工場（合板材料）など
   の設置の検討

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業

◆◎地元製材業の協同化への
   支援
◆加工分野での共同､協業化
   の促進
   ◎設備投資計画の検討と支
      援

○

    力からの意識転換が
     できなかった ○

　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿

◆大規模加工施設が設置
   されると共に、既存企業
   の共同･協業化が促進さ
   れている

◆既存の加工事業体は、
   協同の乾燥、仕上げ施
   設を持ち、高品質化を図
   っている

◆一方、増産された素材
   に対応する大規模加工
   施設が設置され、高付
   加価値化を図っている

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

大型製材工場の誘致

県木材産業課：誘致企業

への継続的な進出要請、

関係団体及び関係町村と

の調整

必要な原木量と工場用地

事業体：施設整備

県木材産業課：農産漁村

活性化プロジェクト支援交

製材工場整備

製材品の生産量

３１万５千m3

製材品の生産量

３５万５千m3

事業体：県主催の連絡協

議会への参加

市町村：進出要請、工場用

地の一部の取得を検討

県林業（振興）事務所：連

絡協議会への参加

県木材産業課：進出要請 事業体の設立支援

市町村：用地（一部）の先行

取得

県木材産業課：企業、県森

連と工場立地に向けた勉強

会を開催

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進 すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

市町村：工場用地の確保

への取組

県林業改革課、木材産業

課：供給計画（集荷体制含

む）案の作成 工場用地確

保に対する支援

地元製材業の協同化への

支援

県木材産業課：必要な情報

の収集

必要な原木量と工場用地

の確保

単板（合板材料）工場など

の設置の検討

県林業（振興）事務所：既

存中核企業の意識改革、

協同化に向けたグループ

化の働きかけ

加工分野での共同、協業

化の促進

付金による支援（農水省）

県企業立地課：企業立地

促進事業補助金による支

援

事業体：流通拠点の組織

化

県木材産業課：新たな流通

拠点の設立支援

事業体：設備投資の検討、

設備投資

県木材産業課（推進チー

ム）：製品市場統合による

販売力を強化（共同受注

＋共同仕上げ＋共同輸配

送）できる体制整備への支

援 人工乾燥・性能表示施

設の共同化・拠点化支援

設備投資計画の検討支援

県木材産業課：進出要請

及び企業、県森連と工場

立地に向けた勉強会の立

上げ

事業体の設立支援

事業体：事業協同組合の設

立

県林業（振興）事務所：事業

計画作成及び事業化へ向け

た支援

県木材産業課：誘致企業と県

内関係企業との調整、申請機

関等(経営支援課)との調整、

進出先(町）との調整

県木材産業課：進出条件

等（場所、資源状況、集荷

体制等）の調査・検討、

パートナー（進出）企業の

調査、大手商社との意見

交換実施

県木材産業課：合（単）板

企業や商社との情報パイ

プを維持して、調査及び情

報収集

事業体：乾燥及び共同輸

配送について共同可能な

分野での共同化を検討

県木材産業課：製品市場

や製材所の事業連携を図

り、コストダウンや販売力

の強化を支援

　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆乾燥機やグレーディング機
   器の導入の促進
   ◎共同、協業化の体制づく
      りへの支援
   ◎施設導入に対する支援

○

２．大型工場の整備や中小加工
    事業体の共同・協業化
　　　　（２）製品の品質の向上

◆消費者の求める、高品
   質な製品を大量に供
   給できる事業体が少な
   い

◆木材乾燥機の導入 ◆消費者（工務店等）の
   ニーズが、強度等の性
   能重視に変化している
   中で、乾燥などの品質
   の向上に対する意識
   が不十分であった

◆機器の導入に対する
   中小の個別事業体の
   資金不足

◆ＪＡＳ制度の普及と認定工場
   の拡大
   ★供給体制づくりへの支援
   ★品質表示された県産材の
      ＰＲ

現状 これからの対策
改革の方向

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆ＪＡＳ認定工場が２０以上
   となり、県下で、強度な
   ど、性能表示に取り組ん
　 でいる

◆乾燥材（国産材）の年間
　 生産量
　　６万９千ｍ３

◆森林認証や品質の確
   保、キット化された建築
   部材の販売などを通じ
   て、産地と消費者の顔の
   見える関係を構築し、安
   全・安心な産地として消
   費地にアピールできてい
   る

◆乾燥材（国産材）の年間
　 生産量
　 １１万９千m3

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

ＪＡＳ認定工場等：品質・性

能表示された県産材の供

給、品質の確保

（社）高知県木材協会：認

定申請の支援、認定工場

の指導

県木材産業課：性能表示

木材流通促進事業等によ

る支援

事業体：品質確保の必要性

の再認識 共同 協同化体

共同、協業化の体制づく

りへの支援

ＪＡＳ制度の普及

（社）高知県木材協会：普及

活動の実施

県木材産業課：普及活動の

実施

ＪＡＳ認定工場拡大への

支援

（社）高知県木材協会：認定

申請の支援、認定工場の指

導

JAS認定工場等：顧客等へ

PRを実施

県木材産業課：企業や県

外出先機関と連携したＰＲ

活動の実施

ＪＡＳ認定工場の拡大と支

援

官民一体でのＰＲ活動

施設導入に対する支援

Ｐ２９２

別図（林３）参照

事業体 施設導入検討

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

の再認識 共同、協同化体

制の確立

県木材産業課：共同、協業

化の推進、組織化づくりへ

の支援 乾燥の技術指導、

研修会の開催 地域ニーズ

の掘り起こし

事業体：施設導入検討

県木材産業課：企業間の

連携をサポート 補助事業

による簡易グレーディング

マシンの導入に対する支

援。共同乾燥等共同事業

の検討支援
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

（１）原木の流通体制の整
     備

◆素材生産の現場と製材工場
   の間での直送体制や協定取
   引の推進
   ○仕組みの検討・調整と支
      援

○

改革の方向
現状 これからの対策

３．流通の統合・効率化

◆新たな流通システムが
   生まれつつあるが、既
   存システムとの調整が
   取れていない

◆県内には、木材を大量
にかつ安定的に取り扱

◆新生産システム等にお
   いて、関係者と直送の
   仕組みの検討

◆原木供給協定など協
   定販売等の実施

◆流通ルートの多様化
   や、ニーズの変化に現
   在対応中

◆森林資源は成熟しつ
   つある

◆国際的な木材需給の
   状況や、地球温暖化
   の防止などに対する
   森林への関心の高さ
   などから、国産材が見
   直されてきている

◆県産材の生産（資源の
   活用）は依然として低
   調

◆製材品の工業製品化
   が求められる一方で、
   木材という自然素材に
   対して、安全・安心とい
   った面での関心が高ま
   っている

○

◆山元土場（ストックヤード）の
   増設への支援
   ★仕組みの検討・調整と支
      援

○

◆原木市場における掽立（は
   えたて）の見直しなど、コス
   ト改善の促進
   ○仕組みの検討・調整と支
      援

○

◆★原木市場の在庫情報や入
   荷予想等を、ＩＴ等を活用して
   随時公表することで、購入者
   の利便性の向上を図る取組
   を支援

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

   にかつ安定的に取り扱
   う供給先が少ない
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿

◆山元土場などが整備さ
   れ原木の協定取引が
　 進んでいる

◆原木市場等のコスト改善
   が促進されている

◆山から工場への直送
   や、原木市場を活用し
   た効率的な流通体制が
   整備されている

◆工場の大型化や協定に
   よる年間取引などが進
   み、安定した供給先が確
   保され、木材加工の県内
   需要が高まっている

効率的な原木直送システ

ムの実証試験

事業体：素材流通コーディ

ネ ト事業による協定取引 事業体 新生産システム

協定取引の推進

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

ネート事業による協定取引

の推進

県木材産業課：林業生産

流通革新的取組支援事業

の取組を支援

事業体：新生産システム

参加事業体の協定取引の

実践

県木材産業課：協定取引

の推進支援

山元土場の増設

原木共販所機能の見直

し

事業体：素材流通コーディ

ネート事業と連携して、必

要な山元土場の計画策定

事業体：山元土場の整備

等

県木材産業課：山元土場

整備への支援

山元土場の整備計画

事業体：コスト改善に向け

た実証試験の実施

県木材産業課：林業生産

流通革新的取組支援事業

の取組を支援

事業体：作業手順の改善

やコスト削減策の実施

原木共販所機能の改善

実施

事業体：開示情報や手法

の検討

県木材産業課：入荷及び

販売・在庫情報のシステ

ム化に向けた取組を支援

原木市場に関する情報の

リアルタイム開示の検討

事業体：ＩＴを活用した情報

等の発信､サービスの提供

県木材産業課：情報活用

への支援

原木市場の情報開示によ

る利用者の利便性向上
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆★小規模製材の輸送コスト
   削減のための共同輸送方式
   の研究

○

◆★量産化工場の安定取引先
   との提携促進

○

◆製品市場等の統合による販
   売力の強化（共同受注＋共
   同仕上げ＋共同輸配送）の
   出来る体制への支援
   ★運営体制等の調整
　 ★体制の整備等に必要な支
       援 ○

３．流通の統合・効率化
　　　　（２）製品の流通体制の整
             備

◆大消費地から遠隔地
   にあるとともに、取引
   単位が小さいことか
   ら、輸送コストがハン
   ディとなっている

◆個々の事業体では営
   業力に限界があるた
   め、市場に頼らざるを
   得ないが、年々売り上
   げは減少している

◆共同輸配送や定時輸
   送体制の検討

◆関西の既存流通拠点
   と連携した工務店等へ
   の営業活動の実施

◆原木市場と県内製材
   工場との年間取引へ
   の支援

◆製材品の量産工場
   は、独自の流通を構
   築し、その他の多く
   は、製品市場に依拠
   していたため、共
   同・協業化に対する
   意識が不十分であ
   った

現状 これからの対策
改革の方向

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆大消費地に流通拠点の設置
   を検討
   ★中核企業の選定

○
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆既存企業の製品は流通
   を一元化することで、効
   率的な流通体制が確立
   されている

◆量産加工場は、大手プレ
   カット等と直送体制をとり
   効率的な輸送が確立さ
   れている

◆製品市場等の機能を改
   善・活用することで、営業
   力を強化し、消費者の求
   める製材品の質・量を確
   保、供給できている

◆製品市場の統合が進
   み、集荷拠点として機能
   し始め、共同受注や配
   送が始まっている

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

効率的な流通体制の検討

事業体+県木材産業課：物

流コスト削減に向けた共同

配送システムの構築に向

けた研究

事業体：共同輸配送の実

施

県木材産業課：共同輸送

体制整備への支援

製品市場（新流通拠点）

の整備 共同事業に向けた取組

事業体+県木材産業課：県

の信用力を活用した安定

取引先の開拓

事業体：経営体質強化に

向けた共同意識の醸成等

県木材産業課 新しい木材

効率的な流通体制の整

備

安定取引先との提携促進

事業体：共同事業の実施

に向けた取組

市場統合と共同事業の

検討

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県木材産業課：新しい木材

流通拠点整備事業による

経営の安定化に向けた支

援

に向けた取組

県木材産業課：共同事業

の実施に向けた計画策定

への支援

中核企業の選定

流通ルートの構築

事業体：業界内の連携した

体制の構築を検討

県木材産業課：中核となる

県内企業の選定

事業体：県産材の安定供

給

県木材産業課：県外出先

機関と連携し流通拠点を

活用し販路開拓活動を支

援

販路開拓と供給体制構

築

事業体：共同事業の運営

と製材品市場統合の検討

県木材産業課：林業・木材

産業構造改革事業による

施設整備の支援の検討

事業体：流通ルートの検討、

流通拠点（県外協力企業）

との連携体制の検討、業

界内の体制構築の推進

県木材産業課：流通ルート

の検討、県外出先機関、

業界と連携し流通拠点（県

外協力企業）の連携体制

検討を支援

事業体：消費地の流通拠

点の設置

県木材産業課：消費地の

流通拠点の設置支援
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

４．販売力の強化
　　　　（１）販売力の強化

◆顔の見える取引や産
   地ブランドの確立に向
   けた取引が始まってい
   る

◆森林県でありながら、
   戸建て住宅の木造率
   が全国平均を下回っ
   ている

◆企業間の連携と県の
   信用力を活かした県内
   製材品の販路の拡大

◆市場調査（アンケート）
   による販路開拓に向け
   た方法の検討

◆産地へのバスツアーな
   ど森林認証材の差別
   化の支援

◆木造住宅指定団地の
   指定による木造住宅
   の促進

◆「木と人出会い館」等
   による、木造住宅の安
   全、安心のPR

◆梁桁ネットワークの整
   備

◆県施設の木造化と市
   町村施設への要請に
   よる公共施設木造化
   の推進

◆県産材での木造住宅
   建設への支援

◆公共土木工事におけ

◆多くの製材は、プロダ
   クトアウトからの脱却
   が出来なかった

◆プレカットの台頭で、
   乾燥材等の性能重
   視、大ロット化を求め
   られたが、役物製材
   から脱却できず、ま
   た、協同化の意識も
   希薄であった

◆企業と連携し県の信用力を
   活かした販売促進活動の
   推進
   ◎県外出先機関と連携した
      活動の強化

○

◆「れいほくスケルトン」のよう
   なブランド戦略を構築し、顔
   の見える取引を支援
   ◎地域の取組を商品化する
      体制への支援

◆◎観光や地域の産業と連携
   し、産地見学会を都市との交
   流の場に発展させるための
   受け皿体制への支援

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆公共 木 事 おけ
   る木製品や木製型枠
   の使用の推進

◆○森林認証取得への支援と
   ＰＲ

○

○
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆県職員（県外事務所含
   む）が企業と連携して、
   消費地での営業を展開
   している
   地域のブランドづくりが
   始まりＰＲが強化され、
   地産外商に積極的に取
   り組んでいる

◆戸建て住宅の木造率
   が、全国平均を上回っ
   ている
   県をはじめ、市町村が実
   施する公共事業で県産
   材が積極的に使われて
   いる

◆公共施設や教育施設の
   内装や家具に積極的に
   木材が使われている

◆森林認証や品質が確保
   され、キット化された建築
   部材の販売などを通じ
   て、産地と消費者の顔の
   見える関係が構築され、
   安全・安心な産地として
   消費地にアピール出来
　 ている

◆木材においても地産地
   消の意識が定着し、木
   造住宅はもとより、県産
   材をあらゆるところで積
   極的に使用されている

県外出先機関との連携

県木材産業課：県外出先

機関参加によるメーリング

リストの活用 事業体：パンフレットを活

用した販売促進活動の実

施

県木材産業課：パンフレッ

トの作成・ＰＲ

地域ニーズの掘り起こし

と推進体制への支援

事業体：消費者向けセミ

ナー等販路開拓活動の

実施

ＰＲツールの強化

販路開拓への支援

事業体：商談会の開催等

による販売促進活動の実

施

県木材産業課：地域林業

総合支援事業による商談

会開催の支援 企業や県

外出先機関と連携して販

売促進活動を支援

官民一体で行う販売促進

活動

県東京事務所との連携

強化

業界団体：消費地での土

佐材展示会やセミナーの

開催

県木材産業課：土佐の木

販売促進強化事業により

取組を支援

消費地での販売促進活動

の強化

Ｐ２９３

別図（林４）参照

県木材産業課：県東京事

務所と連携し、関東方面

の工務店との連携構築を

開始

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県産材の知名度向上

実施

県木材産業課：地域林業

総合支援事業 県外出

先機関等との連携による

販路開拓を支援

事業体：性能・品質表示木

材・梁桁材の安定供給

県木材産業課：性能表示

木材流通促進事業、土佐

の木の住まい普及推進事

業（土佐の梁桁材普及推

進事業）による取組を支援

事業体：バスツアーの開催

県木材産業課：地域林業

総合支援事業による支援

バスツアーの開催

事例や地域資源等の情報整理・受け皿体制の検討

事業体：森林認証の取得・

拡大、認証材のPR

県木材産業課：地域林業

総合支援事業による支援

森林認証取得への支援

とＰＲ 地域ニーズの掘り起こしと新たな森林認証取得への

支援

事業体：パンフレットの活

用による認証材のPR

県木材産業課：パンフレッ

トを作成・ＰＲ

ＰＲの強化

Ｐ２９４

別図（林５）参照

Ｐ２９２

別図（林３）参照

県木材産業課：林業（振興）事務所等と連携した地域

ニーズの把握、新たな認証取得への取組を支援

事業体：連携体制の検討・構築、事業の実施

市町村：地域関係者との調整

県木材産業課：地域関係者より情報収集・整理・提供 地域ニーズに応じ、観光や地

域産業との連携体制の構築を支援

県木材産業課・環境共生

課：高知県木づかいＣＯ２

固定量認証制度やトレー

サビリティー製材品販売事

業等によるブランド化支援

地域関係者：推進体制の構築、新商品づくり・ブランド化

県木材産業課：木材販売促進チームによる地域ニーズの掘り起こし

地域ニーズに応じて、関係者による推進体制構築の構築、事業導入を支援
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆◎消費地工務店とのネット
   ワークづくりの促進支援

○

◆◎IＴの積極的な活用によ
   る情報発信と消費者ニー
   ズの把握

○

現状 これからの対策
改革の方向

◆○梁桁ネットワークのシステ
   ム整備と利用拡大への支援

４．販売力の強化
　　　　（１）販売力の強化

◆顔の見える取引や産
   地ブランドの確立に向
   けた取引が始まってい
   る

◆森林県でありながら、
   戸建て住宅の木造率
   が全国平均を下回って
   いる

◆企業間の連携と県の
   信用力を活かした県内
   製材品の販路の拡大

◆市場調査（アンケート）
   による販路開拓に向け
   た方法の検討

◆産地へのバスツアーな
   ど森林認証材の差別
   化の支援

◆木造住宅指定団地の
   指定による木造住宅
   の促進

◆「木と人出会い館」等
   による、木造住宅の
   安全、安心のPR

◆梁桁ネットワークの整
   備

◆県施設の木造化と市
   町村施設への要請に
   よる公共施設木造化
   の推進

◆県産材での木造住宅
   建設への支援

◆公共土木工事におけ

◆多くの製材は、プロダ
   クトアウトからの脱却
   が出来なかった

◆プレカットの台頭で、
   乾燥材等の性能重
   視、大ロット化を求め
   られたが、役物製材
   から脱却できず、ま
   た、協同化の意識も
   希薄であった

◆◎木造住宅に関する情報発
   信の強化

○

◆◎地域工務店との情報交換
   や、共同ＰＲ，共同納入など
   を行うための体制を検討

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

◆公共 木 事 おけ
   る木製品や木製型枠
   の使用の推進
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆森林認証や品質が確保
   され、キット化された建築
   部材の販売などを通じ
   て、産地と消費者の顔の
   見える関係が構築され、
   安全・安心な産地として
   消費地にアピール出来
　 ている

◆木材においても地産地
   消の意識が定着し、木
   造住宅はもとより、県産
   材をあらゆるところで積
   極的に使用されている

◆県職員（県外事務所含
   む）が企業と連携して、
   消費地での営業を展開
   している
   地域のブランドづくりが
   始まりＰＲが強化され、
   地産外商に積極的に取
   り組んでいる

◆戸建て住宅の木造率
   が、全国平均を上回って
   いる
　 県をはじめ、市町村が実
   施する公共事業で県産
   材が積極的に使われて
   いる

◆公共施設や教育施設の
   内装や家具に積極的に
   木材が使われている

事業体：新たな県内企業の

参画を呼びかけ

県木材産業課：県外出先

機関と連携し既存ネット

ワークとの連携強化を支援

「高知県木材情報センター」の充実

ネットワークシステムの

整備

（社）高知県木材協会：

ホームページの管理運営

県木材産業課：ホーム

ページの運営を支援

企業と一体となったネット

ワーク強化の活動

「高知県木材情報セン

ター」でのPR

事業体：リアルタイムの情

報提供

（社）高知県木材協会：必

要に応じホームページのリ

ニューアルを実施

県木材産業課：必要に応じ

中小企業庁等の事業導入

によるリニューアルを支援

業界団体：消費地工務店

と連携しセミナーを開催

県木材産業課：土佐の木

強化事業により取組を支

援

Ｐ２９３

別図（林４）参照

（社）高知県木材協会：

ホームページの運営

県木材産業課：ふるさと雇

用再生県産材需要拡大サ

ポート事業による体制強化

事業体：新たなネットワー

ク構築、事業展開

県木材産業課：企業と連

携し新たな連携先選定と

ネットワークづくりを支援

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

（社）高知県木材協会：シ

ステムの管理運営

県木材産業課：在庫情報

やシステム管理を支援

県木材産業課：強度性能

等の情報を収集・整理・提

供

梁桁材の情報収集と発信

高知県木材普及推進協会：関係者との

調整、事業化の検討・決定

県木材産業課：工務店等住宅関連企業

が参画し、共同して木造住宅をＰＲする

仕組の検討

住宅関連業界の参画促進
森林・林業・木材産業・住宅関連産業界

が一体となったＰＲ活動への展開

高知県木材普及推進協会：新たな仕組によ

る情報発信事業の実施

県木材産業課：新たな対策による支援

木や木造住宅のＰＲ

高知県木材普及推進協

会：情報発信事業の実施

県木材産業課：こうちの木

の家普及推進事業による

PR事業への支援

県木材産業課、県森林技

術センター：梁桁材生産実

態調査の実施

品質向上のための技術

指導

地域工務店等：地域住宅

のＰＲ・建築促進

県木材産業課：完成した地

域住宅の流通促進、市町

村の再開発計画への働き

かけ

地域ネットワークへの支援

地域工務店等：必要に応じ

て事業を活用し、事業拡大

県木材産業課：必要に応じ

て、国交省事業等の活用

を支援し、地域住宅の推

進を支援

地域ネットワークの形成

地域工務店等：ネットワー

クの運営や地産地消型地

域住宅の企画・検討

県木材産業課：地域ネット

ワークの形成に向けて、情

報交換および助言等の支

援

（社）高知県木材協会：梁

桁材を利用した木造住宅

の紹介ページの作成、事

例紹介

県木材産業課：梁桁材を

利用した住宅の事例紹介

を支援
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戦略の柱【１．林業・木材産業の再生】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆◎県産材を利用した木造住
   宅建設促進のための支援

○

４．販売力の強化
　　　　（１）販売力の強化

◆顔の見える取引や産
   地ブランドの確立に向
   けた取引が始まって
   いる

◆森林県でありながら、
   戸建て住宅の木造率
   が全国平均を下回っ
   ている

◆企業間の連携と県の
   信用力を活かした県
   内製材品の販路の拡
   大

◆市場調査（アンケート）
   による販路開拓に向け
   た方法の検討

◆産地へのバスツアーな
   ど森林認証材の差別
   化の支援

◆木造住宅指定団地の
   指定による木造住宅の
   促進

◆「木と人出会い館」等
   による、木造住宅の安
   全、安心のPR

◆梁桁ネットワークの整
   備

◆県施設の木造化と市
   町村施設への要請に
   よる公共施設木造化
   の推進

◆県産材での木造住宅
   建設への支援

◆多くの製材は、プロダ
   クトアウトからの脱却
   が出来なかった

◆プレカットの台頭で、
   乾燥材等の性能重
   視、大ロット化を求め
   られたが、役物製材
   から脱却できず、ま
   た、協同化の意識も
   希薄であった

◆◎公共事業や公共施設での
   県産材の率先利用

現状 これからの対策
改革の方向

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆◎県産材を利用した木製品
   の需要拡大のための支援

○

○

◆公共土木工事におけ
   る木製品や木製型枠
   の使用の推進
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆森林認証や品質が確保
   され、キット化された建築
   部材の販売などを通じ
   て、産地と消費者の顔の
   見える関係が構築され、
   安全・安心な産地として
   消費地にアピール出来
　 ている

◆木材においても地産地
   消の意識が定着し、木
   造住宅はもとより、県産
   材をあらゆるところで積
   極的に使用されている

◆県職員（県外事務所含
   む）が企業と連携して、
   消費地での営業を展開
   している
   地域のブランドづくりが
   始まりＰＲが強化され、
   地産外商に積極的に取
   り組んでいる

◆戸建て住宅の木造率
   が、全国平均を上回って
   いる
　 県をはじめ、市町村が実
   施する公共事業で県産
   材が積極的に使われて
   いる

◆公共施設や教育施設の
   内装や家具に積極的に
   木材が使われている

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

県産材の率先利用

県木材産業課：「高知県産

材利用推進方針」に基づく、

公共施設等の木造化の推

進や公共工事への積極的

な木材利用の拡大

県木材産業課：県産材利

用推進に向けた次期行動

計画の検討

県木材産業課：県産材利

用のＰＲ 公共土木工事へ

の新工法の採用

県木材産業課：県産材利

用のＰＲを強化し、県産材

利用の取組を民間へ拡

大 合法木材の利用拡大

に向けて勉強会の実施

県産材利用の拡大

県産材を利用した木造住

宅の建設促進のための

支援

県木材産業課：市町村の

取組を促進 県産材利用

推進に向けた行動計画の

実行

市町村：公共施設での県

産材の率先利用

県木材産業課：木づかい

促進事業を拡充した木の

香るまちづくり推進事業に

よる公共的施設での県産

材利用への支援

県木材産業課：こうち安心

の木の住まいづくり助成事

業と新木の住まい助成事

業を拡充し利用者の利便

県木材産業課：追加経済

対策として新木の住まい助

成制度の創設

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県産材を利用した木造住

宅の建設促進のための

支援

市町村：モデル住宅建築

による木造住宅建設の普

及

県木材産業課：地域材ブラ

ンド化推進事業を創設し、

市町村が建設するモデル

住宅に支援

県民：県産木材の積極的

な利用

県木材産業課：木づかい

促進事業による幼稚園、

保育園、小学校、中学校

への木製品の導入に対し

て支援 木づかい促進事

業による公共的な施設等

への木製品の導入に対し

て支援

県産材を利用した木製

品の需要拡大のための

支援

県民：県産木材の積極的

な利用

県木材産業課：木づかい

促進事業を拡充し、幼稚園、

保育園、小学校、中学校

への木製品の導入に対し

て支援 木づかい促進事

業による公共的な施設等

への木製品の導入に対し

て支援、木製品カタログの

作成支援

県木材産業課：こうち安心

の木の住まいづくり助成

事業による支援 木造専

用団地の新規開拓

県関係各課：CO2固定量

の認証制度による木造住

宅の建設の促進

性を向上

県民：県産木材の積極的

な利用

県木材産業課：木づかい

促進事業を拡充した木の

香るまちづくり推進事業に

よる幼稚園、保育園、小学

校、中学校や民間施設へ

の木製品の導入に対して

支援 、木製品カタログを

活用した県外へのＰＲの強

化
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戦略の柱【２．木質バイオマス利用の拡大】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆原油価格の大幅な変
   動や地球温暖化対策
   への対応として、バイ
   オマス燃料の需要が
　 増加している

◆製材工場の残材は利
   用されているが、林地
   残材の利用は進んで
   いない

（１）原料収集システム整
     備

現状 これからの対策
改革の方向

１．未利用森林資源の有効活用

◆生産・供給コストが高
   く、木屑や木質ペレット
   を安定的に利用できる
   体制ができていない

◆製材工場の端材として
   発生する木質バイオマ
　 スの利用拡大

◆林地残材については
   採算が合わないため、
   利用の対象と考えら
   れていない

◆低コスト化に必要な機
   械類が普及していない
　　（収集・運搬車両）

◆生産～収集～配送のシステ
   ム化の検討
   ★県庁内に推進体制を構築
   ★先行地域を参考にシステ
      ム化の検討
   ★効率的な収集運搬の実証
      事業への支援

○ ○

木質バイオマス年間利

用量（Ｈ１９)

９万７千トン

◆★県工業会や一次産業（林
   業等）との連携による機器開
   発（効率的な生産・積み込
   み・搬送を可能にする機械
   器具の開発）

○ ○

◆コスト差を埋める支援の仕
   組みの検討
   ◎企業ＣＳＲ、排出量取引制
      度、公的資金等の活用

○ ○

◆○地球温暖化対策と一体と
   なったＰＲ活動

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆林地残材、製材端材等
   を木質バイオマスエネル
   ギー源として有効利用さ
   れている

◆森林からの収集量
　 ３万４千トン

◆製材工場等からの
   収集量
　 ９万８千トン

◆林地残材、製材端材等
   を木質バイオマスエネル
   ギー源として有効利用さ
   れている

◆森林からの収集量
　 １６万トン

◆製材工場等からの
   収集量
　 １２万トン推進体制の整備

県木材産業課：木質バイオ

マス活用推進協議会の設

置

県森林技術センター：木質

バイオマス収集運搬システ

ムの検討

システム化の検討

収集運搬への支援

木質バイオマス年間利

用量

１３万２千トン

木質バイオマス年間

利用量

２８万トン

県関係課：木質バイオマス

活用推進協議会の開催

県森林技術センター：木質

バイオマス収集運搬システ

ム化に向けた現地調査

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

低コスト化に向けた機器

の開発・改良

県木材産業課：木質バイ

オマスニュービジネス創出

事業（林野庁）を活用した

取組

県林業改革課：素材生産

に伴い派生する低質材の

搬出に支援

県新産業推進課：県工業

会や一次産業（林業等）と

の連携による機器の開

発・改良に対する外部資

金獲得等の支援

県関係課：市町村や民間

事業体と連携したＰＲ活動

の促進

温暖化対策と一体となっ

たＰＲ活動

収集運搬への支援

県林業改革課：森の工場か

らの搬出支援策の改善及

び、自伐林家による低質材

の搬出への支援

県木材産業課：高知県森林

整備加速化・林業再生基金

の活用

県環境共生課：排出量取引地域モデル事業

木質バイオマスを活用したＣＯ2削減プロジェクトの推進

県環境共生課：木質バイオマス地域循環モデル事業

県環境共生課：排出量取引(CO2排出削減)プロジェクト

(J-VER)を拡充して林地残材の活用を支援

市町村：本格実施

木材産業課：グリーン熱証書発行事業
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戦略の柱【２．木質バイオマス利用の拡大】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○ ○

１．未利用森林資源の有効活用
　　　　（２）利用の普及

◆セメント会社や発電
   所、施設園芸などで
   化石燃料代替品とし
   ての需要が高まって
   いる

◆木屑や木質ペレット
　 を燃料とする設備・
　 機器が高価
　 また、まだ実証段階
 　であり、長期間利用
　 されたものがなく耐
 　久性、安定性等が
　 確認されていないた
 　め普及していない

◆スイス製チップボイ
   ラーによる園芸ハウ
   スの加温実証試験

◆木質バイオマスの利
　 用拡大に向けた地域
   推進会議の開催

◆木質バイオマス燃料
　 の園芸用ボイラーの
   開発普及

◆木質バイオマスより有
   利な、材料や燃料が
   あったため需要が少な
   かった

◆県内では燃料の木質
   ペレットを一定価格で
   安定供給できるシステ
   ムが整っていない

◆暖房効率、作業性、安
   全性、コスト、収益性な
   ど優位性が検討できて
   いない

◆燃料特性上取扱が不
   便（嵩張る・煤煙・燃焼
   灰等）

◆イニシャルコストが高
   い

◆木屑焚き、ペレット焚きの設
   備・機器の開発と普及への
   支援
   ○ボイラーの実証と改良
　 ◎機器導入の補助事業の
      メニュー化

現状 これからの対策
改革の方向

◆★公共施設における木質バ
   イオマス利用施設の整備

○ ○

◆★地球温暖化対策の一環
   としての、グリーンエネル
   ギー利用の促進

○ ○

◆残灰回収のシステム化と再
   利用の検討
   ◎農業団体、市町村、県等
      による検討会の設置

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度
末）

中長期的な視点（概ね１０年
先）

◆発電施設における化石
   燃料との混焼施設や、
   ビニールハウスの加温
   用設備、事業所や家庭
   用の冷暖房機の普及
   と、その燃料として、木
   屑や木質ペレットが広
   く利用されている

◆発電施設における化石
   燃料との混焼施設や、
   ビニールハウスの加温
   用設備、事業所や家庭
   用の冷暖房機の普及
   と、その燃料として、木
   屑や木質ペレットが広く
   利用されている

◆木質バイオマス起源の
   グリーン電力が幅広く
   利用されている

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

安価で信頼性の高い木

質バイオマス利用施設

や機器の開発・改良

県木材産業課：木質バイ

オマス普及事業（利用機

器導入への支援）の創設

高知県森林整備加速化・

林業再生基金、高知県グ

リーンニューディール基金

の活用

県新産業推進課：機器の開

発・改良に対する外部資金

獲得等の支援

農業用ボイラー等の利用

施設の整備

農業用ボイラーの性能把

握と改良

県環境農業推進課、研究

開発課：各種木質ボイラー

の実証試験及び検証（コス

ト、安全性等）

県産地づくり課：現地実証

試験への支援

農業用ボイラーの実

証への支援

農業用ボイラー等の利用施

設の整備

農業者等：農業用等木質

ペレットボイラーの導入

県木材産業課：高知県森

林整備加速化・林業再生

基金、高知県グリーン

ニューディール基金 の活

用

Ｐ２９５

別図（林６）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）

公共施設での利用施設

の整備

の活用

県関係課：森林・林業・木

材産業づくり交付金（林野

庁）の活用 地域バイオマ

ス利活用交付金（農水省）

の活用

県環境農業推進課：燃焼灰

の有効活用に向けた検討

燃焼灰処理システムの

検討

県関係課：木質バイオマス

起源によるグリーンエネル

ギー利用について、市町村

や民間事業体と連携した、

ＰＲ活動の展開

積極的なＰＲ活動

用

木質ペレット生産施設の

整備

県木材産業課：高知県森林

整備加速化・林業再生基金

の活用

県関係課：地域単位で焼灰

の活用システムを検討

改 足 、 あ 県 市場 産 徹 、 産 商 推 、海 販路開 挑戦
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【３．森のものの活用】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆中山間地域は高齢化・
   人口減少が続いている

◆食の安全・安心や、自
   然への関心が高まっ
   ている

（１）生産体制の整備 ◆○普及指導員による生産技
　 術の普及

○

◆地域の特用林産物の生産活
   動の支援とＰＲ
   ○市町村と連携した総合的
      な支援

○

現状 これからの対策
改革の方向

１．森の恵みを余すことなく活用
　  する

◆特用林産物をはじめ、
   森の資源が活かしきれ
   ていない

◆キノコや木炭など特用
   林産物の生産活動へ
   の支援

◆小学校などでの県産
   材の机や遊具など、
   木製品の購入への支
   援

◆地域資源に目を向け
   たきめ細やかな取組
   が不十分であった

◆安価な輸入品との競
   合により淘汰されてき
   たことに加え、生産者
   の高齢化や、産地の
   過疎化などで担い手
   が減少した

◆情報発信が不十分で
   あった

○

○

◆販売体制への支援
   ★道の駅など販売チャネル
      の確保や、インターネット
      を活用した販売支援
   ★市町村と連携した情報発
      信
   ★他分野と連携した取組を
　    指導

○

◆★多品目少量生産に対応す
   る、共同集荷システムの仕
　 組みづくりを支援

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆地域のあらゆる資源を
   多彩に組み合わせるこ
   とで付加価値を高め、
   中山間地域での所得の
   向上に取り組んでいる
   また、高齢の方でも収入
   が得られる機会が創出
   されている

◆地域のあらゆる資源を
   多彩に組み合わせるこ
   とで付加価値を高め、
   中山間地域での所得が
   向上している
   また、高齢の方でも収入
   が得られる機会を創出
   されている

地域に適した特用林産

物の生産の促進

県木材産業課、森づくり推

進課：普及指導員による

生産者への情報提供や、

消費者ニーズに応えられ

る、生産技術の普及

地域林業者等：施設整備

など生産コストの削減等に

特用林産物の生産活動

の支援

県木材産業課、森づくり

推進課：生産技術の普及

に向けた検討会の開催及

び研修会の実施

地域林業者等：生産技術の習得

市町村 新規就業者を認定し 実践研修経費を助成

特用林産業新規就業者の育成支援

県木材産業課：消費者

ニーズに応えられる生産

技術の向上に向けた情報

提供や販売戦略への支

援

県関係課：後継者育成研

修窯4基を産業振興推進

地域林業者等：道の駅な

ど販売チャネルの確保や

インターネットを活用した

販売

県木材産業課：地域林業

総合支援事業を活用した

顔の見える安全・安心な

特用林産物の販売への支

援

産地特有の個性ある情報

を消費者に情報発信する

取組への支援

特用林産物を安定的に

供給できる体制整備の

支援

など生産コストの削減等に

よる積極的な生産活動

県木材産業課：市町村と

の連携強化や地域林業総

合支援事業による支援

特用林産物の販売体制

への支援

地域林業者等：共同集荷

施設整備等による生産コ

ストの削減 施設の共同

利用や安定供給に向けた

ネットワークの確立

県木材産業課：地域林業

総合支援事業による支援

市町村：新規就業者を認定し、実践研修経費を助成

県木材産業課、森づくり推進課：市町村が負担する実

践研修経費への支援

地域林業者等：道の駅な

ど販売チャネルの確保や

インターネットを活用した

販売

県木材産業課：首都圏ア

ンテナショップなどを活用

した特用林産物の情報発

信や販売の強化への支援

修窯4基を産業振興推進

総合支援事業により支援

県・地域林業者等：生産

者との共同出荷に向けた

検討会の実施

Ｐ２９６

別図（林７）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【３．森のものの活用】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆都市部での自然指向
   は高まっているが、中
   山間地域との交流人
   口は増えていない

◆教育委員会や地域等
   との連携による、林業
   の役割や森林の楽しさ
   などを伝える取組の推
   進

◆企業等による森林整
   備へのフィールドづく
   りやＰＲ

◆市町村と連携した森
   林セラピーやグリーン
   ツーリズムなどのプロ
   グラムづくりとＰＲ

◆地場産品や山間の宿
   泊施設等を掲載したガ
   イドブックなどの作成
   による交流の促進

◆各分野が連携した取
   り組みが弱かった

◆地域のリーダー的人
   材が不足していた

◆情報発信が不十分で
   あった

１．森の恵みを余すことなく活用
    する
　　　（２）都市との交流の促進

○

◆◎森林環境教育や森林保全
   ボランティアリーダーの育成

○

◆交流促進の支援
   ○農山村体験等の推進

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆地域の自主的な取組の支援
   ◎森川海の連携など県民主
      体の取組を推進

○

○

◆地域資源の組み合わせなど
   魅力あるメニューづくりの支
   援
   ★他分野との連携の促進
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２３

目指すべき姿

◆中山間地域の森林資源
   や文化などを融合させ、
   体験型の観光などを推
   進し都市との交流人口
   を拡大している

◆中山間地域の森林資源
   や文化などを融合させ、
   体験型の観光などを推
   進し都市との交流人口
   を拡大している

Ｈ２１

森林環境教育の推進

林業環境政策課：学校現

場での年間を通した山の

学習の取組や出前方式で

の森林環境学習や、林業

体験などを支援

県林業環境政策課：都市と

山村の交流の促進や森の

案内人の養成 紹介などを

交流の促進や導入の整

備

林業環境政策課：情報誌

の作成、配布による森の

情報の提供

ＰＲ等の強化

林業環境政策課：森林保全

ボランティア団体の設立や

間伐等の森林整備活動を

支援

ボランティア団体や人材

の育成支援

県林業環境政策課：ホー

ムぺージなどによる森の

案内人、林業体験メニュー

の都市住民や観光客など

への情報提供、利用促進

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県林業環境政策課：森の

案内人の養成や紹介を

通して体験型観光の担い

手づくりを支援

地域の主体的な活動の

促進

案内人の養成、紹介などを

魅力あるメニューづくり

の支援

林業環境政策課：県民が

企画、実施する森川海の

連携した都市と山村の継

続的な交流促進活動等を

支援 森林保全ボランティ

ア団体等による間伐や、

近な里山林、水辺林、竹

林等の森林整備活動を支

援

林業環境政策課：情報誌

の作成・配布やホーム

ページにより森を活用し

た体験型観光商品の情

報提供を支援

県林業環境政策課：森川

海をテーマとした都市と山

村の継続的な交流拡大支

援の強化
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戦略の柱【４．健全な森づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○

◆森林の管理代行などの仕組
   みづくりの検討
　 ★林業振興・環境部内にワ
　　 ーキンググループを設置
   ★モデル実証事業の創設

１．荒廃森林の解消・鳥獣被害
    防止の推進（森林整備の推
    進）
　　　　（１）荒廃森林の解消に向
             けた森林整備の推進

◆水源かん養や災害防
   止など森林のもつ公
   益的機能が注目され
   ており、特に近年森林
   吸収源対策としての
   森林整備が求められ
   ている

◆適正に管理されず荒
　 廃が懸念される森林
　 が増加している

◆林業の採算性が悪化
   し、森林所有者の経
   営意欲が減退してい
   る

◆小規模な森林所有者
   が多く、森林所有者の
   高齢化や世代交代に
   より、森林の所在地や
   境界が不明になるな
   ど、森林の情報が失わ
   れつつある

◆森林環境税を活用した
   間伐の推進

◆森林ボランティア団体
   の設立と活動への支
　 援

◆地域の森林ボランティ
   ア団体と連携した県民
   参加の森林保全活動
   の実施

◆協働の森による企業
   参加の森林整備の推
   進

◆森林に関心の希薄な
   所有者が増加してきた

◆森林の境界などの森
   林情報の把握に対す
   る取組が整っていな
   かった

◆ 管理だけでは収益性
   が確保できないため、
   事業として成り立たな
   い

◆荒廃森林解消のための間伐
   推進
   ◎間伐等促進法及び緊急
      間伐推進条例に基づく間
      伐の推進
　 ○森林環境税等を活用した
      間伐の推進
　 ○不在村地主等への森林
      整備の働きかけ

現状 これからの対策
改革の方向

◆森林所有者に対する普及啓
   発活動の強化
   ○公報等によるＰＲ

○

◆森林境界の明確化に関す
   る事業の促進
  ★事業促進のためのＰＲと
      支援

○

◆○県民参加や企業支援によ
   る森林管理の促進
◆○森林保全ボランティアの
   支援 ○

※ れからの対策の ★は新規事業

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆間伐の必要性が周知さ
   れるとともに、適正な森
   林管理が行われている

◆間伐面積（Ｈ２１～Ｈ２３）
　　４５，０００ha

◆間伐の必要性が周知さ
   れるとともに、森林保全
　 管理が新たな環境ビジ
   ネスとして展開されてい
　 る

◆間伐面積（Ｈ２１～Ｈ２４）
　　６１，０００ha

Ｈ２３Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２
目指すべき姿

森林環境税による若齢林

の保育間伐への支援

県林業改革課：ＣＯ２吸収機

能の高い若齢林（Ⅲ～Ⅶ齢

級）を対象に、他事業との併

用による保育間伐の実施を

支援

森林所有者：自己所有林

の管理責任を果たす

事業体：森林所有者への

呼びかけ 間伐実施技能

の向上

市町村：間伐推進に向け

た県民へのＰＲ

県林業改革課：造林事業、

緊急間伐総合支援事業な

どによる間伐への支援

緊急間伐推進条例に基

づく間伐の推進

県林業改革課：条件不利

森林への間伐支援策の強

化 間伐推進員による森林

整備に対して意識の薄い

森林所有者への働きかけ

の実施

間伐等促進法に基づく間

伐の推進

森林組合：森林情報を明確

にし、所有者への働きかけ

市町村：森林所有者情報

のデータ提供

県森づくり推進課：森林組

合の活動を支援

不在村地主等への森林

整備の働きかけ

県林業改革課：森林整備

加速化事業を活用した効

率的な間伐、作業道への

支援 森林組合等との連

携の強化

森林管理代行ワーキング

グループの設置

県森づくり推進課：森林部

内にワーキンググループ

を設置し、他県や類似事

業の情報収集と今後の取

森林管理手法の検討

市町村、森林組合：手法検

討への協力 モデル事業

の実施

県森づくり推進課：検討委

員会の開催 管理代行手

法の検討 デル事業の

県森づくり推進課（委員

会）：前年度のモデル事業

の検証とフォローアップ モ

デル事業の改良・実施。国

の森林管理方針の情報収

集

県森づくり推進課：モデル

事業のフォローアップと改

良・実施、収集した課題等

の整理、管理代行に向け

た可能性、課題の解決など、

※改革の方向 １ 足下を固め 活力ある県外市場に打 て出る（地産地消の徹底 地産外商の推進 海外販路開拓への挑戦）

森林境界明確化への取組

県森づくり推進課：森林管理手法検討委員会における検討内容の進捗にあ

わせ、ホームページ等を通じて、森林所有者への広報の実施

県森づくり推進課、林業環

境政策課、林業改革課、用

地対策課（土木部）による

森林情報保全の取組指針

検討チームで、課題の整

理と対策の検討・地籍調査

の概要と情報共有化など

の連携内容の調整

県庁内ワーキンググルー

プで検討

事業体：森林境界明確化

への積極的な取組

市町村：取組への協力

県森づくり推進課：森林境

界明確化への取組を支援

森林境界明確化への取

組

Ｐ２９７

別図（林８）参照

モデル実証事業の実施

業の情報収集と今後の取

組方法を協議
法の検討 モデル事業の

設計（ｱﾝｹｰﾄ分析 中間報

告書作成 モデル事業実

施森林組合の選定）

集 報告書の取りまとめと管理

システムの提案

森林所有者：自ら管理でき

ない森林は管理代行へ任せ

る

森林組合：Ｈ２１とは実施条

件の違う箇所での管理代行

契約の試行及び、問題点や

改善点等をまとめ、検討委

員会へ提出

県森づくり推進課：事業の整

理及びＨ２１の課題の整理と

管理代行の実証を行う森林

組合を支援

森林所有者：自ら管理でき

ない森林は管理代行へ任

せる

森林組合：管理代行契約

の試行及び、問題点や改

善点等をまとめ、検討委員

会へ提出

県森づくり推進課：管理代

行の実証を行う森林組合

を支援

地域の主体的な活動の

促進

県林業環境政策課：森林

保全ボランティア団体等に

よる間伐等の森林整備活

動を支援

県林業環境政策課：学校

林の活用やレンタル機械

器具の導入を支援し、森林

整備活動の活発化を図る

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【４．健全な森づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

　

１．荒廃森林の解消・鳥獣被害
    防止の推進（森林整備の推
    進）
　　　　（１）荒廃森林の解消に向
             けた森林整備の推進

◆森林環境税を活用した
   間伐の推進

◆森林ボランティア団体
   の設立と活動への支
　 援

◆地域の森林ボランティ
   ア団体と連携した県民
   参加の森林保全活動
   の実施

◆協働の森による企業
   参加の森林整備の推
   進

◆森林を活用した排出量
   取引のスキームづくり

◆オフセット・クレジット（J-
   VER）制度を活用した森林
   整備の推進
   ◎CO2排出削減プロジェクト
      の推進

　★CO2吸収プロジェクトの推
     進

◆水源かん養や災害防
   止など森林のもつ公
   益的機能が注目され
   ており、特に近年森林
   吸収源対策としての
   森林整備が求められ
   ている

◆適正に管理されず荒
　 廃が懸念される森林
　 が増加している

◆林業の採算性が悪化
   し、森林所有者の経
   営意欲が減退してい
   る

◆小規模な森林所有者
   が多く、森林所有者の
   高齢化や世代交代に
   より、森林の所在地や
   境界が不明になるな
   ど、森林の情報が失わ
   れつつある

◆森林に関心の希薄な
   所有者が増加してきた

◆森林の境界などの森
   林情報の把握に対す
   る取組が整っていな
   かった

◆管理だけでは収益性
   が確保できないため、
   事業として成り立たな
   い

◆オフセット・クレジット制
   度が確立されていなか
   った

現状 これからの対策
改革の方向

　★プログラム認証機関の取得

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆間伐の必要性が周知さ
   れるとともに、森林保全
　 管理が新たな環境ビジ
   ネスとして展開されてい
　 る

◆オフセット・クレジット
　 (J-VER)制度はH24年
  度終了
　第２約束期間への制度
  が確定するまで保留

◆間伐の必要性が周知さ
   れるとともに、適正な森
   林管理が行われている

◆J-VER削減クレジット
   ４，５００t-co2

◆J-VER吸収クレジット
　 （H18～H23）
　 ６０，０００t-co2

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

事業体（住友大阪セメント

(株)高知工場）：木質バイ

オマスの混焼による石炭

の削減

事業体（須崎地区森林組

合）：木質バイオマスの供

給

市町村（須崎市）：木質バ

イオマスの運搬支援

県環境共生課：H19‐H21
モデル事業の実施

排出量取引地域モデル事

業の実施

事業体：プロジェクト事業

者として県と連携参加

市町村:森林施業計画の認

森林吸収量取引モデル事

業（県営林）

排出量取引(CO2排出削

減)プロジェクト事業の

継続及び拡大

事業体:住友大阪セメント

(株)高知工場における木

質バイオマスの混焼 須崎

地区森林組合等、関係林

業事業体からの木質バイ

オマスの供給

市町村:県と連携した新規

事業の掘り起こしや支援

環境共生課：CO2排出削

減プロジェクト事業の継続

木質バイオマス 5,700t契

約予定

市町村:バイオマス運搬支

援

事業体:須崎地区森林組合

供給

県環境共生課：H21
モデル(J‐VERプロジェクト)
事業の継続

木質バイオマス 3,300t契
約

森林吸収量取引(CO2吸

収)プロジェクト事業の推進

林業事業体：私有林(（協

働の森、森の工場等)でのＰ２９８

プログラム認証制度

オフセット・クレジット推進

チームの設置

市町村:推進チームとの

連携による研修会への参

加

県環境共生課・森づくり推

進課・林業改革課等：林

業振興・環境部内にオフ

セット・クレジット推進チー

ムプを設置し、プログラム

認証を取得

高知県オフセット・クレジッ

ト(高知県J-VER)制度の

開始

市町村・事業体：高知県オ

フセット・クレジット認証セン

ター（仮称）への森林管理プ

ロジェクトの申請・登録・クレ

ジットの発行

高知県オフセット・クレジット

認証センター（仮称）:高知

県J‐VER制度の認証等の運

営事務を行い、登録・認証

サービスを提供

高知県オフセット・クレジット

推進チーム：チーム内に外

部専門家を加えた森林管

理プロジェクトのバリデー

ションチームを編成し（有効

化）審査を行う

市町村:森林施業計画の認

定への連携

県環境共生課：モデル事

業として、オフセット・クレ

ジット(J-VER)制度の森林

管理プロジェクト(間伐促進

型)を申請・登録

)
取組の拡大

市町村：市町村有林での

取組の拡大

林業振興・環境部の各課：

県営林を活用した取組の

拡大 私有林(協働の森、

森の工場等)での取組への

支援

別図（林９）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【４．健全な森づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆計画的にニホンジカの個体
   数調整を行う
   ○捕獲対策の確実な実施

○

改革の方向
現状 これからの対策

１．荒廃森林の解消・鳥獣被害
    防止の推進
   （森林整備の推進）
　　　　（２）鳥獣被害防止の推進

◆シカの生息密度が大
   幅に増大しており、森
   林環境への悪影響が
   深刻化している

◆シカの被害防除対策
   の実施

◆抜本的な捕獲対策
   が取れていなかった

◆森林に対する食害等への防
   除対策の促進
   ◎被害実態の把握と有効な
      対策の検討
   ○鳥獣被害対策への支援

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                 　　　    ○は継続事業
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【　林業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿

◆シカの適正な個体数管
   理と防除対策により、森
   林環境への悪影響を軽
   減する

◆シカの適正な個体数管
   理と防除対策により、森
   林環境への悪影響を軽
   減する

計画的なニホンジカの個

体数調整

県鳥獣対策課：特定鳥獣

保護管理計画に基づく個

体数調整の実施（駆除）

森林所有者等：被害防除

対策の実施

シカ被害実態の調査事業体、市町村：調査へ

の協力（情報提供等）

県林業改革課：被害実態

の概略調査及び被害対策

の検討

シカ被害対策の推進

シカ森林被害対策の検

討と被害実態の把握

事業体、市町村：調査への

協力

県林業改革課：森林被害

の実態調査、モニタリング

調査のためのマニュアル

づくり

事業体、市町村：調査への

協力

県林業改革課：森林被害

モニタリング調査の実施

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

対策の実施

県林業改革課：シカ被害

防除施設の整備に支援
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ポ
イ
ン
ト

収
益

性
の

向
上

、
林

業
就

業
者

の
確

保
と

育
成

を
進

め
る

た
め

、
施

業
の

集
約

化
や

森
林

整
備

（
間

伐
実

施
、

作
業

道
開

設
な

ど
）

、
生

産
活

動
（

機
械

整
備

、
作

業
シ

ス
テ

ム
の

確
立

、
間
伐

材
の

搬
出

・
販

売
）

を
支

援
し

ま
す

。

 

必
要

な
生

産
基

盤
（

路
網

・
林

業
機

械
）

優
れ

た
林

業
事

業
体

（
経

営
者

・
技

術
者

）

森
の

工
場

Ｈ
２
３
末
目
標

４
３
，
０
０
０
ｈ
ａ

素
材

の
安

定
供

給

作
業

道
８

，
０

０
０

ｍ

間
伐

５
０

ｈ
ａ

架
線

集
材

シ
ス

テ
ム

支
援

・
路

網
に

よ
る

作
業

シ
ス

テ
ム

が
困

難
な

地
域

に
お

け
る

、

架
線

集
材

施
設

の
設

置

７
，

０
０

０
ｍ

６

間
伐

材
搬

出
支

援
・

一
般

材
・

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
利

用

７
７

，
３

０
０

ｍ
３

１
０

，
０

０
０

ｔ

７

２
６

台

林
内

路
網

ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド

（
き
め

細
か
な
林

内
路

網
整

備
事

業
）

・
既

設
作

業
道

の
機

能
強

化
、

復
旧

。

２
３

事
業

体

８

新
規

・
普

及
指

導
員

に
よ
る
技

術
・
経

営
指

導

・
森

林
組

合
経

営
力

向
上

支
援

・
森

林
施

業
プ
ラ
ン
ナ

ー
育

成

・
技

術
研

修

新
規

［
森

の
工

場
］
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森林組合・林業会社等
<森林組合育成強化>

森林組合の意識改革

・森林組合経営改善事業

集約化施業・提案力強化

・森林施業プランナー養成事業

現場の生産力向上

・林業技術者養成研修

・基幹林業労働者養成研修 等

<建設業新規参入支援>

中山間の副業型林業者を育てる事業

地域の特色・要望に沿った研修の実施を支援することにより、林業の知識・技術を修得したり、

新たな人脈・ネットワークを得る機会をつくるとともに、森林作業から副収入を得ることにより、中

山間地域への関心を高め、交流人口の増加や定住化を推進する。

対策のポイント

別図（林２）

副業型林業者を

目指す人たち

林産事業組合等

一人親方

林業分野

へ参入し

た建設

業の

方々

自伐林家

林業参入支援

・会社訪問等の個別支援

林業・建設業のジョイント支援

・森の工場づくり支援事業

<一人親方、自伐林家やこれから副業

型林業者を目指す人たちへの支援>

◆林業技術出前講座開催事業

地域の課題解決を図るため、現地での研

修会を開催する。

◆副業型林家育成支援事業

ＮＰＯ等団体が、これから副業型林業者

を目指す人たちを対象に実施するＯＪＴ

研修を支援する。

<森林、林業を知る>

・高校生等研修《資格免許取得》

将来の担い手

大学生、高校生、中学生、小学生

小規模・副業型林業者

育成支援事業

出前講座
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別
図
（
林
３
）

性
能
表
示
木
材
流
通
促
進
事
業

含
水
率
・
強
度
の
表
示
や
Ｊ
Ａ
Ｓ
制
度
の
活
用
を
促
し
、
性
能
や
品
質
が
目
に
見
え
る
木
材
の
安
定
的
な
供
給
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
市
場
で
の
信
頼
性
を
高
め
、
県

産

材
の
販
路
開
拓
に
繋
げ
ま
す
。

対
策
の
ポ
イ
ン
ト

場
市 ■

改
正

建
築

基
準

法
等
の
動
き
を
反
映

し
、
性

能
が
確

か
で
信
頼
性

の
高
い
製
品

が
求

め
ら
れ

て
い
る
。

■
外

材
、
国

産
材

を
含

む
、
全

国
の
建

築
用

材

出
荷

量
の
う
ち
、
JA

S
格
付
割

合
は
1
0
％

で
あ
り
、

県
内

製
材
業

■
JA

S
制

度
の
普

及
状

況

H
2
1
は
3
工
場
が
新
規
認
定
予
定
、
県
下
の
認

定
工
場
は
1
5
工
場
と
な
る
見
込
み
で
、
取
得
を
検

討
す
る
工
場
も
増
え
て
い
る
。

■
性

能
測

定
に
よ
る
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
付

加

「
れ
い
ほ
く
ス
ケ
ル
ト
ン
」
で
は
、
構
造
上
強
度
が

産
業
成
長

戦
略

で
の

林
業

分
野

■
加

工
【
製

品
の
品

質
の
向

上
】

・
JA

S
制
度
の
普
及
に
取
り
組
み
、
認
定
工
場
の

拡
大

目
指
す
べ
き
姿
（短

期
的
な
視
点
（平

成
２
３
年
度
末
）)

◆
ＪＡ

Ｓ
認
定
工
場
が
2
0
以
上
に
な
り
、
県
下
で
強

度
な
ど
性
能
表
示
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

〈
木

材
供
給
先
〉

・
工
務
店

・
設
計
事
務
所

・
木
材
流
通
業

・
プ
レ
カ
ッ
ト
工
場

な
ど

〈
高

知
県
〉

〈
事

業
主

体
：

県
内

の
ＪＡ

Ｓ
認

定
製

材
工

場
、
製

材
業

等
で

組
織

す
る
団

体
、
製

材
品

市
場

〉

・
J
A
S
格

付
や

測
定

し
た
含

水
率
・
強
度

を
表
示

し
た
性

能
表

示
木

材
を
供

給

性
能
表
示

・
製
材
品
の
性
能
測
定
や
表
示

に
係
る
経
費
に
対
し
て
助
成

性
能

表
示

木
材

流
通

促
進

事
業

こ
の
う
ち
の
国

産
材
の
割
合
は
3
.5
％

（
推
定

値
）

求
め
ら
れ
る
横
架
材
等
に
は
、
製
品
の
強
度
を
測

定
し
、
求

め
ら
れ
る
強

度
を
満

た
し
た
部

材
を
提

供
し
て
い
る
。

■
販

売
【
販

売
力

の
強

化
】

・
企

業
と
県

が
連

携
し
た
販

売
促

進
活

動
の
推

進

・
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
を
構
築
し
、
顔
の
見
え
る
取
引
を
推
進

が
性

能
は

高
知

県
産

木
材

【
に

市
場

、
む

こ
と

に
よ

り
組

り
取

に
流

通
促

進
の

性
能

表
示

製
品

を
あ

げ
て

、
県

下
け

て
先

駆
に

全
国

。
る

図
を

需
要

拡
大

と
知

名
度

向
上

の
、

県
産

木
材

し
定

着
を

い
う

イ
メ

ー
ジ

が
】

木
材

で
き

る
、

信
頼

さ
れ

て
お

り
表

示

な
ど

し
た
性

能
表

示
木

材
を
供

給
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対
策

の
ポ
イ
ン
ト

消
費
地
で
土
佐
材
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
や
展
示
会
を
開
催

し
、
「
土
佐
の
木
」
の
知
名
度
向
上
と
需
要
拡
大
を
図
る
。

土
佐

の
木

販
売

促
進

強
化

事
業

消
費

者

〈
需

要
者

〉

土
佐

材
を
P
R

①
土
佐
材
セ
ミ
ナ
ー

開 催

〈
県

内
の
製
材
業
で
組
織

す
る
団

体
〉

・
土

佐
材

に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
や

展
示

会
を
開

催

事
業

の
し
く
み

新
規

別
紙
（
林
４
）

消
費

者

工
務

店
な
ど

木
材

流
通
業

者
な
ど

土
佐

材
を
P
R

土
佐

材
を
P
R

消
費
地
で
土
佐
材
に
関

す
る
セ
ミ
ナ
ー

を
開

催
し
、

消
費

者
や

工
務

店
等
へ
土

佐
材
を
P
R
す
る
。

②
土

佐
材

展
示

会

業
界
と
県
が
共
催
で
土

佐
材

展
示

会
を
開

催
し
、

多
く
の
需
要
者
へ
土
佐
材

を
P
R
す

る
。

開 催

〈
高

知
県

〉

①
土
佐
材
セ
ミ
ナ
ー

開
催

経
費

に
対

し
て

助
成

②
土
佐
材
展
示
会

の
開
催
経
費
の
一

部
を
負
担

経
費

助
成

共
催

・

経
費

負
担
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○
「
顔

の
見

え
る

家
づ

く
り

」
を

進
め

る
企

業
を

中
心

に
人

工
乾

燥
材

の
供

給
力

が
高

ま
っ

て
い

る
１

社
あ

た
り

乾
燥

室
数

：
2
.8

室

県
下

平
均

：
2
.1

室

○
梁

桁
材

を
含

む
構

造
材

を
パ

ッ
ケ

ー
ジ

し
た

「
れ

い
ほ

く
ス

ケ
ル

ト
ン

」
や

「
接

着
重

梁
」
と

い
っ

た

○
高

知
県

の
民

有
林

は
戦

後
造

林
木

が

成
熟

し
つ

つ
あ

る

８
齢

級
（
３

６
年

生
）
以

上
の

割
合

が
７

５
％

梁
桁

材
の

よ
う

な
断

面
の

大
き

い
製

材

品
用

丸
太

の
供

給
能

力
が

増
し

て
い

る

製
材

・
加

工
工

務
店

等

○
国

産
梁

桁
材

の
利

用
率

は
柱

類
に

比
べ

低
位

で
あ

り
市

場
開

拓
の

余
地

が
高

い

梁
桁

材
(横

架
材

) 
: 
2
0
.6

%

柱
: 
7
5
.2

%
 、

土
台

: 
6
2
.1

%

※
年

間
着

工
数

5
0
棟

以
下

の
ビ

ル
ダ

ー

森
林

資
源

別
図

（
林

５
）

土
佐

の
木

の
住

ま
い

普
及

推
進

事
業

（
「
土

佐
の

梁
桁

材
普

及
推

進
事

業
」
か

ら
名

称
変

更
）

県
外

で
建

築
さ

れ
る

住
宅

等
に

お
い

て
、

県
産

材
の

利
用

と
住

宅
見

学
会

や
建

築
事

例
紹

介
な

ど
の

普
及

・
Ｐ

Ｒ
を

一
体

的
に

推
進

し
、

そ
の

販
路

拡
大

に
繋

げ
ま

す
。

対
策

の
ポ

イ
ン

ト

【
土

佐
の

木
の

住
ま

い
普

及
推

進
事

業
】

ほ
く
ス

ケ
ル

ト
ン

」
や

接
着

重
梁

」
と

っ
た

梁
桁

材
に

係
わ

る
新

商
品

が
生

ま
れ

て
い

る

優
良

な
県

産
梁

桁
の

流
通

と
普

及
促

進
を

行
う

こ
と

で

販
路

の
拡

大
と

市
場

に
お

け
る

優
良

知
名

度
を

高
め

る
チ

ャ
ン

ス

高
知

県

県
産

材
（
梁

桁
材

含
む

）
を

邸
別

供
給

（
乾

燥
材

、

10
m

3以
上

）

住
宅

等
見

学
会

を

開
催

し
、

チ
ラ

シ
等

で
県

産
材

を
Ｐ

Ｒ

建
築

主

住
宅

等
の

写
真

提
供

Ｐ
Ｒ

活
動

に
協

力

梁
桁

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
建

築
事

例

を
掲

載
し

Ｐ
Ｒ

Ｐ
Ｒ

活
動

の
実

施
を

条
件

に
１

０
万

円

以
内

の
助

成

協
力

へ
の

謝
礼

と
し

て
３

万
円

相
当

の
県

産
品

贈
呈

流
通

促
進

県
下

製
材

業

木
材

流
通

業

Ｐ
Ｒ

産
業

成
長

戦
略

：

①
「
れ

い
ほ

く
ス

ケ
ル

ト
ン

」
の

よ
う

な
ブ

ラ
ン

ド
戦

略
を

構
築

し
、

顔
の

見
え

る
取

組
を

推
進

②
ＩＴ

の
積

極
的

な
活

用
に

よ
り

、
情

報
発

信
と

消
費

者
ニ

ー
ズ

の
把

握

③
梁

桁
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
整

備
と

利
用

拡
大

【
事

業
主

体
】

・
工

務
店

、
設

計
事

務
所

・
住

宅
関

連
企

業
で

組
織

す
る

団
体

・
ｸ
ﾞﾙ

ｰ
ﾌ
ﾟ

・
ほ

か

県
産

材
（
乾

燥

材
）
を

使
用

し
た

県
外

の

住
宅

等

Ｐ
Ｒ
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別
図

（
林

６
）

木
質

ﾊ
ﾞｲ

ｵ
ﾏ
ｽ

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞｰ
利

用
促

進
事

業
・
木

材
加

工
流

通
施

設
整

備
事

業
・
ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
熱

証
書

発
行

事
業

供
給

源
（
利

用
間

伐
地

）
県
の

支
援

（
Ａ

）
（
Ｂ

）

エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用

（
Ａ

）
木

質
ﾊ

ﾞｲ
ｵ

ﾏ
ｽ

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞｰ
利

用

促
進

事
業

（
B

）
木

材
加

工
流

通
施

設
整

備
事

業

（
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

利
用

施
設

等
整

備
）

利
用

機
器

導
入

支
援

H
2
2

ボ
イ

ラ
ー

5
7
台

製
材

工
場

端
材

加
工

・
製

品
化

（
ペ

レ
ッ

ト
等

）

資
金
拠
出

ｸ
ﾞ
ﾘ
ｰ
ﾝ
熱
証
書

排
出

事
業

者

周
辺

需
要

先

県
内
の
森
林
資
源
を
、
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
安
定
的
に
供
給
・
利
用
す
る
た
め
に
、
掛
増
し
に
な
る
経
費
に
直
接
支
援
、
ま
た
は
仕
組
み
づ
く
り
を
支

援
し
ま
す
。

対
策
の
ポ
イ
ン
ト

新
規

（
C

）
ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
熱

証
書

発
行

支
援

事
業

（
C

）

（
ペ

レ
ッ

ト
工

場
・
チ

ッ
プ

工
場

・
製

紙
工

場
）

（
D

）
森

の
工

場
活

性
化

対
策

事
業

造
材

歩
留

り
を

上
げ

カ
ス

ケ
ー

ド
利

用
を

進
め

る
た

め
に

、
C

材
の

搬
出

経
費

に
対

し
て

支
援

対
象

：
森

の
工

場
H

2
2

1
0
,0

0
0
t

県
内

外
の

需
要

先

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用

マ
テ

リ
ア

ル
利

用

(住
友

大
阪

セ
メ

ン
ト

等
)

供
給

バ
イ

オ
マ

ス
安

定
供

給

Ｄ
・
Ｅ

・
Ｆ

事
業

収
集

運
搬

コ
ス

ト
削

減

A
・
B

事
業

需
要

拡
大

将
来
目
標

「
補
助
金
無
し
で

流
通
が
成
立
す
る
こ

と
を
め
ざ
す

（
F
)4

,0
0
0
～

6
,0

0
0
円

/
m

3

ﾊ
ﾞｲ

ｵ
ﾏ
ｽ

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞｰ
利

用
の

コ
ス

ト
差

を

埋
め

る
し

く
み

づ
く
り

を
支

援

C
事

業
コ

ス
ト

差

を

埋
め

る

（
F
）
自

伐
林

家
等

支
援

事
業

小
口

の
素

材
搬

入
経

費
に

対
し

て
補

助
を

行

い
、

森
林

所
有

者
の

収
入

補
填

（
土

場
回

収
費

・
取

扱
事

務
費

・
運

送
費

）

対
象

：
森

林
組

合
（
自

伐
林

家
）

H
2
2

1
6
7
0

3

（
E
）
木

材
加

工
流

通
施

設
整

備
事

業

（
間

伐
材

安
定

供
給

コ
ス

ト
支

援
）

燃
料

用
チ

ッ
プ

、
ペ

レ
ッ

ト
用

材
の

運
搬

経
費

等
に

支
援

H
2
2

9
,1

0
5
m

3
（
E
)1

年
目

3
,0

0
0
円

/
m

3
 2

年
目

1
,5

0
0
円

/
m

3

（
D

)3
,0

0
0
円

/
ｔ

利
用

収
集

運
搬

ス
ト

削
減

需
要

拡
大

と
を
め
ざ
す
」

H
2
2

1
,6

7
0
m

3
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別
図
（
林
７
）

◆
生

産
者

数
５

０
名

（
室

戸
市

、
東
洋
町

、
大
月

町
）

◆
生

産
量

４
５

０
ｔ

◆
成

果

◆
生

産
者

数
３

５
名

（
室

戸
市

、
東

洋
町

）

◆
生

産
量

４
１

６
ｔ

和
歌

山
(
1
,
7
5
1
t
)
宮

崎
(
6
02

t
)に

次
い

で
、

全
国

第
3
位

。

現
状

特
用

林
産

業
の

就
業
者
確
保
・
定
着
に
は
、
実
践
研
修

が
不
可

欠
で
あ
る
た
め
、
実

践
研

修
期
間

中
の
研
修
生
及
び
指
導
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
規
就
業
者
の
確
保

に
繋

げ
る
。

対
策
の
ポ
イ
ン
ト

育 成 研 修

特
用

林
産

業
新

規
就

業
者

支
援

事
業

◆
特
用
林
産
物
の
共
同
出
荷
と

市
町
村
と
連
携
し
た
情
報
発
信

◆
多
様
な
販
売
の
仕
組
み
づ
く
り

販
売

対
策

地 産 外 商

新
規

２
３

年
度

◆
成

果

・
若

い
後

継
者

の
確

保

・
生

産
技

術
の

継
承

・
定

住
の

促
進

次
で

、
全

国
第

位
。

◆
課

題

・
高

齢
化

・
後

継
者

不
足

修

県
の

支
援

◆
市
町
村
が
認
定
し
た
就
業
者
に
対
し
、
市
町
村
が

支
援
す

る
場

合
に
、
経

費
の

一
部

を
補

助
す
る
。

補
助

率
研

修
経

費
：
定

額
（
月

額
１
０
万

円
以

内
）

指
導

者
謝

金
：
定

額
（
月

額
５
万

円
以

内
）

研
修

経
費

の
１
／

３
以

内

◆
２
ヵ
年
間
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

・
製
炭
技
術
、
実
技
講
習

・
原
木
の
調
達
方
法

・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

等

◆
研

修
期

間
は

就
業

か
ら
２
年

間

◆
月

２
０
日

以
上

の
Ｏ
Ｊ
Ｔ

◆
研

修
経

費
と
し
て
月

額
１
５
万

円
を
上

限
に
助

成

市
町
村
支
援

◆
炭
窯
の
整
備

＋
◆
原
木
の
調
達

他

○
産
業
振
興
推
進
総
合
支
援
事
業

○
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
づ
く
り
交
付
金

○
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

○
地
域
林
業
総
合
支
援
事
業

設
備

投
資
等

「
こ
う
ち
山
の
さ
ち

名
産
地

形
成
事
業
」

（
地
域
林
業
総
合
支
援
事
業
）

・
市
場
調
査
、
販
売
店
と
の
企
画

・
サ
ン
プ
ル
提
供
、
試
作
等

・
流
通
関
係
者
、
消
費
者
の
招
聘

・
製
品
の
広
告
、
Ｐ
Ｒ
資
材
作
成 等

商 の 促 進
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２
１
年
度

２
２
年
度

２
３
年
度

２
０
年
度
の

の
取
組

◆
森

林
管

理
代
行
検

討
会
を

設
置

・
森

林
政

策
課

・
林

業
改

革
課

・
森

づ
く

り
推

進
課

◆
検

討
状

況

◆
森

林
管

理
手
法
検

討
委
員

会

・
外

部
委

員
か

ら
な

る
委

員
会

年
4
回

開
催

・
H
2
1
手

法
の

検
討

と
実

証
の

取

組
検

討

・
ｱ
ﾝ
ｹ
ｰ
ﾄ
分

析

◆
森

林
管

理
手
法
検

討
委

員
会

・
年

4
回

開
催

・
初

年
度

の
取

組
を

課
題

に
検

討

・
H
2
0
年

度
分

実
施

状
況

検
討

・
ｱ
ﾝ
ｹ
ｰ
ﾄ
分

析

・
中

間
手

法
報

告
作

成

◆
森

林
管

理
手

法
検

討
委

員
会

・
年

4
回

開
催

・
2
年

間
の

実
証

を
取

り
ま

と
め

・
森

林
管

理
代

行
シ

ス
テ

ム
ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ

ﾚ
ｯ
ﾄ
作

成

・
最

終
報

告
書

作
成

（
H
2
4年

度

降
普

進

森
林
管
理
適
正
化
支
援
事
業

森
林
所
有
者
の
不
在
村
化
や
管
理
意
欲
の
低
下
な
ど
に
よ
り
、
適
正
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
に
つ
い
て
管
理
手
法
を
検
討
し
、
普
及
に
つ
な
げ
る
。

対
策
の
ポ
イ
ン
ト

別
図
（
林
８
）

新
し
い
森
林
管
理

の
手
法
の
確
立
に

向
け
て

◆
検

討
状

況

１
島

根
県

の
「

雲
南
市

森
林

管
理

(
信

託
契

約
)
」
の

調
査

２
山

口
県

の
森

林
管
理

シ
ス

テ
ム

の
検

討
資

料
の
調

査

３
部

内
で

の
勉

強
会
の

開
催

２
回

４
H
2
1
年

度
新

規
事

業
「
森

林
適

正
化

支
援

事
業
」

の
細

部
検

討
◆

森
林

の
集

団
管
理

モ
デ
ル

事
業

森
林

管
理

に
取

り
組

む
森

林
組

合

・
対

象
森

林
調

査
面

積
2
0
0
h
a

・
委

員
会

検
討

手
法

の
実

証
取

組

・
中

間
手

法
報

告
書

作
成

◆
森

林
の

集
団

管
理

モ
デ

ル
事

業

森
林

管
理

に
取

り
組

む
森

林
組

合

・
対

象
森

林
調

査
面

積
2
0
0
h
a

・
手

法
パ

タ
ー

ン
の

実
証

取
組

・
既

存
調

査
地

の
検

証
4
0
0
h
a

・
取

組
の

課
題

を
検

討

◆
森

林
の

集
団
管

理
モ

デ
ル

事
業

森
林

管
理

に
取

り
組

む
森

林
組

合

・
対

象
森

林
調

査
面

積
2
0
0
h
a

・
手

法
パ

タ
ー

ン
の

実
証

取
組

・
既

存
調

査
地

の
検

証
2
0
0
h
a

・
取

組
の

課
題

を
検

討

以
降

の
普

及
促

進
に

向
け

た

提
言

な
ど

）

情
報

共
有

情
報

共
有

情
報

共
有

・
森
林
資
源
、
地
形
条
件
・
経

済
林
・

保
全
林

な
ど
森

林
資
源

パ
タ
ー

ン
に
よ

る
管
理

方
法
を

制
度
化

す
る
。

・
森
林
境
界
確
定
の
事
業
成
果

と
リ
ン

ク
し
な

が
ら
、

間
伐
事

業
量
の

確
保
と

雇
用
の

創
出
の

視
点
で

管
理
手

法
を
確

立
す
る

。

・
管
理
代
行
シ
ス
テ
ム
の
信
頼

度
の
向

上
及
び

管
理
契

約
費
用

の
メ
ニ

ュ
ー
化

確
立

・
吸
収
源
対
策
の

加
速
化
・
放

置
森
林

や
荒
廃

森
林

の
解
消
と

健
全
な

森
づ
く

り
の

推
進

向
け
て

吸
収
源
対
策
の

加
速
化

放
置
森
林

や
荒
廃

森
林

の
解
消
と

健
全
な

森
づ
く

り
の

推
進

・
森
林
放
棄
所
有
者
の
森
林
対

策
の
検

討
(
公

共
団
体

へ
の
寄

附
に
よ

る
公
的

管
理
な

ど
)
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適
正

に
管

理
さ
れ

た
森

林
の

拡
大

オ
フ

セ
ッ

ト
・
ク
レ

ジ
ッ
ト

を
活
用

し
た
森

林
整
備

の
推
進

別
図
（
林
９
）

◆
整

備
し
た
森

林
の

オ
フ
セ
ッ
ト
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
の

創
出

オ
フ
セ
ッ
ト
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
J‐
VE

R)
制
度

を
活
用

す
る
仕

組
み
を
つ
く
り
、
今

後
の

森
林

整
備
の

推
進
を
図

る
。

対
策
の
ポ
イ
ン
ト

排
出

量
取

引
（
CO

2削
減

）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事

業

・
木

質
資

源
エ
ネ
ル

ギ
ー
活

用
事

業
委

託
料

５
，
７
０
０
ｔの

利
用
で
４
、
５
０
０
t‐
CO

2排
出

削
減

予
定

◇
県
民
等

の
CO

2削
減

行
動

の

促
進

★
オ
フ
セ
ッ
ト
商
品
の
購
入

★
地

域
と
の

交
流

な
ど

◆
オ
フ
セ
ッ
ト
ク
レ
ジ
ッ
ト
購

入
を
希

望

す
る
環

境
先

進
企

業
の
開
拓

3
0
0
g

C
O
2
排

出
削

減

◆
プ
ロ
グ
ラ
ム
認

証
の

取
得

◆
整

備
し
た
森

林
の

オ
ッ
ト

ク
ジ
ッ
ト
の

創
出

◆
CO

2排
出

削
減

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

推
進

・
発
電
施
設
で
の
木
質
燃
料
の
活
用
拡
大

・
木
質
ペ
レ
ッ
ト
ボ
イ
ラ
ー
の
普
及

◆
CO

2吸
収

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

推
進

・
県
営
林
及
び
市
町
村
有
林
の
活
用

・
協
働
の
森
や
森
の
工
場
を
中
心
に
私
有
林
と
の
連
携

排
出

量
取

引
（
CO

2吸
収

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
認

証
等

事
業

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
認

証
セ
ン
タ
ー
運

営
等

委
託

料

（
高

知
県
J‐
VE

R制
度

の
運

営
事

務
）

・
ふ

る
さ
と
雇

用
再

生
地

方
検

証
人

育
成

事
業

委
託

料

（
高

知
県
J‐
VE

R 
制

度
に
係

る
検

証
人

育
成

）
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Ⅱ 専門分野の成長戦略 

 
 

３ 水産業分野 
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漁
家

族
の

・
雇

用
の

場
を
確

保

漁
業

者
の

所
得

向
上

【
今
後
も
持
続
す
る
漁
業
・
漁
村
の
構
築
に
向
け
た
戦
略
】

－

＋

産
地

価
格

の
向

上
に
よ
る
直

接
収

益
県

漁
協

の
付

加
価

値
向
上
販

売
に
よ
る
間

接
収

益

漁
業

収
入

の
増

加
（
魚

価
の

向
上

）

経
営
の
合
理
化

燃
油
・
資
材
等
の
使
用
量
や

労
働
力
の
低
減

燃
油
・
資
材
等
の

供
給
価
格
の
低
減漁
業
費
用
の
削

減

＝

①
生

産
物

（
鮮

魚
）

の
売

上
高

を
伸

ば
す

た
め
の

戦
略

有
利

販
売

の
で
き
る
取
引

先
の

選
択

と
拡

大

３
年
間
の
総
括
・
評
価

販
売
戦
略

県
漁

協
の

ス
ケ
ー
ル

メ
リ
ッ
ト
を
活

か

し
た
鮮
魚
販
売
へ
の
様
々
な
取

組

３
年
間
の
取
組

入
札

価
格

（
魚
価
）
の

向
上

生
産
量
、
品
揃
え
の
確
保

漁
獲

物
の
安
定
確
保

高
品
質
な
生
産
物
の
確
保

漁
業
者
、
漁
協
に
よ
る
鮮
度
保
持
、

衛
生
管
理

規
格
選
別
の

徹
底

②
漁

業
費

用
を
削

減
す
る
た
め
の

戦
略

県
漁
連
の
購
買
事
業
を
順
次
承
継

県
漁
連
マ
ー
ジ
ン
の
圧
縮

事
業
コ
ス
ト
の
削
減

需
要
（
漁
協
利
用
）
の
拡
大

サ
ー
ビ
ス
機

能
の

強
化

県
漁

協
の

経
営

基
盤

の
強

○
供

給
価

格
引
下

げ
の
仕

組
改

善
○

個
別

経
営

体
へ

の
指

導

経
営
リ
ス
ク
の
管
理

県
漁
協
の
指
導
体
制
の
充
実
（
経
営
指
導
を
担
う
職

員
の
育

成
・
配
置
）

省
力
化
・
省
エ
ネ
化
へ
の
取
組

養
殖
技
術
の
向
上
へ
の
動
き

２
段
階
制
へ
の
移
行

全
漁

連
又

は
民

間
か

ら

直
接

仕
入

個
別
経
営
体
へ
の
指
導
（
記
帳
、
資

金
繰
り
等
）

生
産

性
の

向
上

経
営

の
近

代
化

販
売

○
県
漁
協
の
ブ
ラ
ン
ド
力
や
販
路
の
活
用

③
水

産
加

工
の

産
業

化
（
１
．
５
次

産
業

化
）
に
向

け
た
戦

略
養

殖
生

産
物

の
流

通
・
販

売
の

強
化

水
産
加
工

経
営
と
し
て
の
規
模
拡
大

（
産
業
化
）

滞
在
型
・
体
験
型
観
光
へ
の
転
換

新
た
な
産

業
興

し

海
洋

資
源

を
活

用
し
た
産

業

雇
用
の

場
を
確

保

・
所

得
の

向
上

漁
業
者
と
そ
の

家
族

の
所

得
を
向

上
さ
せ

、
と
も
に
地

域
内

で
生

活
す
る
こ
と
を
目

指
す

後
継
者
の
確
保

目
標

産
地
市
場
で
の
競
争
性
の
向
上

衛
生
管
理
、
規
格
選
別
の

徹
底

高
品
質
化
を
支
援
す
る
施
設
整
備

分
散
化
し
た
市
場
の
集
約
（
拠
点
化
）

産
地
市
場
の
オ
ー
プ
ン
化
（
新
規
参
入
）

漁
協

自
ら
も
入

札
に
参

加

④
滞

在
型

・
体

験
型

観
光

の
誘

客
に
向

け
た
戦

略

観
光
や
他
の
一
次
産
業
と
の
連
携

外
部

評
価

自
己

評
価

滞
在

型
・
体

験
型

観
光

機
能

づ
く
り

Ｐ
：
計

画
Ｄ
：
行

動
Ｃ
：
評

価
Ａ
：
改

善

Ｄ
Ｃ

Ａ 他
地

域
と
の

交
流

・
連

携
に
よ
る
誘

客
確

保

Ｐ

Ｐ

外
部

へ
の

情
報

発
信

戦
略

的
・
計

画
的

施
設

整
備

新
た
な
誘

客
事

業
・
資

源
の

発
掘

・
開

発

漁
村

内
で
の

話
し
合

い

地
域
支
援
企
画
員
、
市
町
村
、

漁
協

の
支

援
・
連

携
地

域
で
の

話
し
合

い

地
域

で
の

受
入

体
制

の
整

備

（
例
）

・
藁

焼
き
タ
タ
キ

・
メ
ジ
カ
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド

な
ど

既
存

の
調

味
加

工

給
食
、
外
食
等
業
務
筋
へ

県
内

外
の

量
販

店
へ

○
県

漁
協

に
よ
る
産

地
証

明
や

品
質

保
証

○
県

外
へ

の
宣

伝
・
Ｐ
Ｒ

○
農

産
加

工
品

と
連

携
し
た
販

売

新
し
い
取

組

既
存

の
加

工

他
と
差

別
化

し
た

特
徴
を
逆
に

活
か
す
取
組

原
魚

の
安

定
供

給
新

商
品

開
発

販
路

開
拓

運
転

資
金

課
題

独
自

の
商

品
開

発

前
処

理
加

工
・
冷

凍
保

管

販
路

地
域

水
産

物
の

活
用

零
細

規
模

で
の

加
工

に
よ
る
高

付

加
価

値
化

産
業

間
連

携
に
よ
る

対
応

・
大

量
に
漁

獲
さ
れ

る
一

部
の

魚
種

例
）
シ
イ
ラ
、
サ
バ
、
メ
ジ
カ
、

イ
ワ
シ
類

、
キ
ビ
ナ
ゴ

・
釣
り
漁
業
に
よ
る

少
量

多
品

種

高
品

質
魚

鮮
魚

流
通

中
心

・
全
国
ブ
ラ
ン
ド
「
土
佐
の
カ
ツ
オ
」

・
タ
イ
、
ブ
リ
類

中
心

の
養

殖
魚

本
県
産
魚
の
特
徴

漁
場
環
境
・
赤
潮
調
査
、
魚
病
対
策

の
継
続
と
情
報
提
供

既
存
養
殖
グ
ル
ー
プ
の
育
成
・
強
化

県
内
民
間
企
業
と
の
連
携

生
産
物
の
販
売
促
進

養
殖
生
産
者
の
販
路
開
拓
支
援

養
殖

産
物

流
通

販
売

強
化

生
産
・
経
営
の
安
定

経
費
の
削
減
・
販
売
価
格
の
向
上

商
品
力
の
向
上

土
佐

の
魚

の
消

費
拡

大

量 販 店 、 卸 売 市 場 、

漁 協 、 学 校 等 と の 連

携

量
販
店
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
消
費
拡
大
事
業
の
実
施

食
育
授
業
（
体
験
学
習
）
等
の
実
施

県
産

魚
に
こ
だ
わ

っ
た
飲

食
店

等
の

情
報

提
供

等

県
産
魚
の
旬
や
料
理
レ
シ
ピ
の
紹
介
等

一
般
消
費
者
を
対
象
と
し
た
消
費
拡
大

対
策

子
ど
も
や
家
庭
を
対
象
と
し
た
消
費
拡
大
対

策

観
光
客
を
対
象
と
し
た
消
費
拡
大
対
策

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
発
信

商
談
会
等
情
報
の
水
産
加
工
業
者
等
へ
の

提
供

消
費
地
市
場
関
係
者
と
産
地
買
受
人
等
と
の

交
流

促
進
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戦略の柱【１．生産物（鮮魚）の売上高を伸ばすための戦略　　（１）生産物の量の確保、             
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

（沿岸カツオ一本釣船用
の活餌供給基地）

◆佐賀、土佐清水（H19
～休止中）、須崎の３ヶ所
で実施体制が整っている

◆加領郷は、現在、実施
されていない

◆カツオ一本釣り漁業の
生産性向上のためには
活餌供給基地が不足

◆◎実施に向けた技術の習
　　　得と施設の整備

◆◎活餌供給基地の増加

○

◆漁獲の増加に貢献する黒
   潮牧場の整備
  ★１２基体制のもとでの最
     大漁獲に向けた最適化
     再配置
  ★整備の低コスト化

改革の方向
現状

１．生産量、品揃えの確保
　　漁獲物の安定確保

　　　　（１）既存の漁港・漁場等
             の設備資源の活用

（黒潮牧場の整備）

◆12基体制を維持

◆１基年平均５千万円の
水揚げがあるが、設置場
所により漁獲効果に大き
な差異

◆原材料の高騰により整
備コストが増加

◆更新時には同じ場所
に、同じ鋼製ケーブル仕
様で再設置

◆効率的配置について
は漁業者間の調整が困
難

◆浮魚礁ごとの漁獲効果
データの蓄積が不十分

○

これからの対策

◆施設整備等を支援 ◆飼育技術が不十分、事
業全般のノウハウの不足

◆土佐沖へのカツオの来
遊が不安定

◆活餌に適したイワシ類
の来遊が不安定（宿毛
湾）

Ｐ３２７

別図（水２）参照

○

◆沈設型魚礁の再整備に向
　 けた取組
　★調査船による現況調査
　◎漁獲効果把握の仕組み
　　 づくり
　★調査結果の情報提供に
     よる利用促進と新たな
　　 漁具漁法の導入
　★沈設型魚礁の整備方針
     の検討（整備再開の可
　　 否、整備手法等）

（２）燃油高騰、就業者の
　　 高齢化を考慮した漁
     場の整備、漁港の活
     用

（磯焼け対策）

◆県内の藻場面積は減
少傾向　(S50の1,035ha
→H12には700ha、現在
はさらに減少)

◆ウニ除去により一部の
地域では藻場が回復した
が、回復の見られない地
域も見られる

◆水産庁に要望を行い、
H21年度からの事業の制
度化を図った

◆県が実施した実証試験
で「ウニ除去」が藻場回
復に有効であることが判
明

◆国の従来の支援策は
ハードとソフトのセット
や、費用対効果の立証な
どを求められるなど事業
導入のハードルが高かっ
た

◆本県の海域特性に応
じた回復手法が明らかで
なかった

◆利用状況報告書による
効果の把握

◆市町村を通じた漁獲量
調査の実施

◆漁獲効果把握のため
の漁業者等の協力が得
られにくい

◆調査機材等の性能不
足

○

（沈設型魚礁）

◆効果が明らかでないこ
となどから整備を休止中

◆★国の新たな制度(環境生
　　　態系保全活動支援事業)
　　　の導入による磯焼け対
　　　策の実施
◆★藻場の有効利用方法の
　　　検討

・佐賀、土佐清水漁港では漁協の求めにより県外活餌

者が盛漁期のみ活餌を供給

・須崎では県内業者が恒常的に活餌供給を行っている

が漁模様に左右され安定した供給ができない

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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        質の向上及び市場競争性の導入を通じた産地入札価格の向上　】 【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２

目指すべき姿

◆黒潮牧場の最適配置に
向けた漁業者の調整、コス
ト縮減のための情報収集に
基づく設置の着手

◆12基体制堅持の下で、最
適位置への設置（最大漁獲
量の確保）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

◆県内６ヶ所に漁港を活用
した活餌供給を整備（加領
郷、宇佐への事業拡大）

◆現行の佐賀、土佐清水
の供給基地としての充実
（取扱量の増）

12基体制のもとでの最大漁獲に向けた最適化再配置

整備の低コスト化

県水産振興課（H21～漁業振興課）、漁港漁場課：低コスト

化に向けた情報収集と設計者との協議、低コスト仕様採用

の方針決定

県漁港漁場課：低コスト仕様による整備実施

実施に向けた技術の習得と施設の整備 ・活餌供給基地の増加

計画的更新整備

漁業者：最適化再配置に向けた

漁業者間の調整（黒牧委員会

で協議検討）、漁獲状況の報告

県漁業振興課：利用者への聞

き取り調査（利用状況、依存度

等）と漁業者間調整への支援

県漁港漁場課：既存計画に基

づく整備

県漁港漁場課：最適化再配置計画に基づく整備実施

【県外業者による活餌供給（佐賀、土佐清水)】

県漁協：取組体制整備

佐賀、土佐清水の活餌供給量増加に向けた県外業者との協議

県漁協：土佐沖でのカツオ漁場形成時の活餌供給の実

施

Ｐ３２６

別図（水１）参照

県漁協：大型船等への活餌供給の実施

◆ウニ除去による藻場の回
復（H21は県内5ヶ所着手、
H22以降は数ヶ所追加）

◆藻場回復を受けた漁業
生産活動の実施

◆ウニ除去実施地域の拡
大

◆県内の沈設型魚礁につ
いてほぼ網羅的に状況を
把握

◆費用対効果を踏まえた整
備方針に基づく、沈設型魚
礁の新規設置

◆新たな漁具漁法の導入
による利用価値の向上

◆水産試験場調査船によ
る現況調査を実施（タイプご
とのサンプル調査）

◆調査結果を踏まえた沈設
型魚礁の整備方針の検討

県水産試験場：現況調査の実施（まず３年間で県設置魚礁を中心に調査）

調査船による現況調査

漁獲効果把握の仕組みづくり

調査結果の情報提供による利用促進と新たな漁具漁法の導入

県漁業振興課：漁業者、漁

協の意見を踏まえた合理的

な漁獲効果把握の仕組み

づくり

漁業者：漁獲情報の提供

県漁業振興課：漁獲情報の取りまとめ

沈設型魚礁の整備方針の検討

漁業者：活動組織の設立と活動の実践

市町村：財政支援と地元活動組織への円滑な運営支援

県漁業振興課：技術支援、追跡調査の支援及び取組への気運醸成（「磯焼け指針」の

普及）

県水産試験場：追跡調査の実施

国の新たな制度(環境生態系保全活動支援事業)の導入による磯焼け対策の実

施

県漁業振興課：現況調査結果及び漁獲効果調査結果に

基づく沈設型魚礁の整備方針の検討

本県独自の磯焼け対策

実証試験と指針の作成

【地元採捕による活餌供給（宿毛、須崎）】

漁業者、漁協：活餌の採捕・蓄養技術の習熟と事業の実施

県漁業振興課、漁業指導所：技術の定着に向けた支援と設備投資への支援

県漁業振興課・漁港漁場課：施設整備支援等

漁業者：魚礁漁場の積極的活用と、新たな漁具漁法導入への合意形成

県漁業振興課：中間的なものを含め、調査結果を随時漁業者に情報提供

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．生産物（鮮魚）の売上高を伸ばすための戦略　　（１）生産物の量の確保、             
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆★３年間の集中取締

◆★地域防犯組織の設立・
      活動支援

○

◆燃油単価の増大が漁
業経営を圧迫

◆国、県ともにソフト面
（省エネ手法の定着等）
の対策や融資制度による
支援を実施
（ソフト事業）
　　・省燃油操業実証事
業（国）
　　・船底清掃支援及び
省エネ研修会開催（県）

◆漁業者の設備投資へ
の意欲低下

◆省エネ手法の定着は
進みつつあるがハード面
の転換は進んでいない

これからの対策
改革の方向

現状

（４）就業者の減少・高齢
　　 化を踏まえた漁業秩
     序の確立による資源
     の確保と効率的漁獲

○

１．生産量、品揃えの確保
　　漁獲物の安定確保

　　　　（３）燃油高騰への対策

（漁業取締）

◆漁業違反の頻発

◆県外漁船による越境違
反操業

◆県警、海保との連携が
不十分

◆違法な漁獲が存在す
るため漁業者が資源を有
効活用できない

◆取締船３隻の機能向上
と同船を活用した取締

◆県警ＯＢアドバイザー
の配置で取締職員育成と
県警との捜査協力関係
強化

◆芸東地区での磯根密
漁防止連絡会議の開催

◆悪質巧妙化する違反
への対応不足

◆漁業者への遵法意識
醸成のための啓発の不
足

◆他の捜査機関との連
携不足

◆取締経費の確保

◆燃油高騰に強い漁業経営
　 の確立
　○省エネ機器等の情報提
     供と国の研究開発への要
     望
　★ハード面の経営構造改善
     を進めるための誘導策

Ｐ３２７

別図（水２）参照

（５）コスト計算に基づく効
　　 果的な栽培漁業の推
     進

◆栽培漁業基本計画の
目標（大型種苗の放流）
達成が遅れている

◆マダイ、ヒラメ、エビ
類、イサキ（いずれも小
型種苗）の生産と放流を
実施

◆県による小型種苗の生
産と配付及び効果調査
の実施

◆市町村による中間育成
の実施

◆新規対象魚種の種苗
生産技術開発

◆大型種苗の育成、放流
のための中間育成が一
部の市町村を除き定着し
なかった

◆クエ、アマダイ等の高
級魚は費用対効果、生産
技術の問題で対象魚種と
するには至らず

◆★大型種苗の集中放流と
　　　効果の検証

○

※これからの対策の ★は新規事業

○

（漁業調整）
◆漁業制度と漁業実態
が部分的に不調和

◆各種漁業間の紛争が
存在

◆漁業の効率化に制約

◆協議会等の場で双方
の意見調整による紛争未
然防止

◆調整の整った地域から
規制緩和を推進

◆利害関係の対立を地
元で調整する漁協の指
導力の低下

◆相互理解による合意形
成が進まない

◆紛争の解消と規制緩和の
   推進

　◎紛争当事者間の協議の
     場の設定
　◎紛争の防止
　◎規則改正、規制緩和等に
     よる実態に適合した制度
     の構築

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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        質の向上及び市場競争性の導入を通じた産地入札価格の向上　】 【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆違反摘発の強化

◆県外漁船の検挙

◆啓発活動による違反防
止

◆ソフト施策による省エネ
操業の定着

◆ハード対策（省エネ機器
の普及等）による燃油高騰
に強い漁業経営への構造
改革

◆漁業違反通報の減少

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２２

省エネ機器等の情報提供と国の研究開発への要望

県水産振興課（H21～漁業振興課）：省エネの最新技術を情報収集し漁業者に提供

省エネ機器、機関、船体に関する研究開発を国に要望

ハード面の経営構造改善を進めるための誘導策

３年間の集中取締

漁業者・漁協・市町村：機動的な違反情報の提供

県漁業管理課：取締船による違反の抑止

地元漁民やフェリー会社等からの効果的な情報収集

（用船や協力漁船の利用）

県警・海保との連携の充実（連絡会議等）

地域防犯組織の設立・活動支援
室戸地区へ防犯

ソフト対策による省エネ操

業の定着
漁業者：支援制度の積極的活用による構造改善

漁協、市町村：支援制度の仕組みへの関与、漁業者への指導

県水産政策課：ハード面での構造改善への支援

県漁業振興課：ハード面での構造改善への支援

省エネ機関・機器、省エネソフト対策に関する情報収集と提供

通常取締り

Ｐ３２６

別図（水１）参照

◆県による大型種苗の生
産、放流と効果調査への着
手

◆市町村等が実施する中
間育成技術のレベルアップ

◆大型種苗の放流が定着
した状態

◆漁業者の相互理解によ
る紛争解消

◆漁業紛争の解消

◆規制緩和による漁業生
産活動の効率化

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）

防犯組織：巡視、啓発、情報提供

県の財政支援と会費徴収による自主運営

室戸地区へ防犯

組織の設立 漁業者：相互牽制による法令の遵守

漁業者・漁協・市町村：防犯組織の設立と参加、モラル向上への取組

県漁業管理課：違反未然防止に向けた啓発方法の改善

防犯組織の設立支援

漁業者・漁協：

・必要に応じ新たな協議の

場の設定・参加

・規制緩和等の検討

県漁業管理課：

・協議の場づくりの働きか

け

県漁業管理課：

・紛争の解決等協議の整った案件につき着手

・地元関係者、周辺地区調整

・試験操業等の実施

・調整の整ったものから順次制度の見直し

漁業者・漁協：

・業者間の紛争防止協議の推進

・積極的な紛争防止、解決

・自主的なルール作りとその成文化

・規制緩和の推進

県漁業管理課：

・第３者的立場での参加、意見の対立を調整

・協議結果のルール化、法令遵守の指導・支援

紛争当事者間の協議の

場の設定

規則改正、規制緩和等による実態に適合した制度の構築

紛争の防止

漁業者、漁協：効果調査への協力と放流資源の管理

市町村：中間育成技術のレベルアップ、効果調査への協力

県漁業振興課：大型種苗の生産、計画的な施設の維持管理

効果調査結果の広報と大型種苗放流の有利性の普及啓発

県漁業指導所、水産試験場：効果測定、効果調査、中間育成の技術指導

大型種苗の集中放流と効果の検証

小型種苗の放流

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．生産物（鮮魚）の売上高を伸ばすための戦略　　（１）生産物の量の確保、             
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

２．高品質な生産物の確保（鮮魚
    の商品化）
　
　　　　（１）ソフト面

◆鮮度保持、衛生管理に
関する意識や技術に、漁
業者間での濃淡がある
（特に一部の網漁業では
改善が必要）

◆一部のブランド魚種
（キンメダイ、清水サバ）
や漁業種類（定置網漁
業）については鮮度保持
に関する取組を実践

◆品質保持への努力量
と魚価反映への金銭的
因果関係がわかりづらい

◆一部のブランド魚種を

◆★鮮度保持・衛生管理・規
      格選別に対する意識・行
      動の改革

１．生産量、品揃えの確保
　　漁獲物の安定確保

　　　　（６）広く「漁業の担い手」を
　　　　　　 確保

◆漁業就業者数はH5か
らの10年間で約30％減
少

◆新規漁業参入者はH15
年19名、H16年23名、
H17年22名、H18年25
名、H19年41名

◆過去３年間の新規就業
者の前職は、サラリーマ
ンからの転職なども多い
（40歳以上49名、30歳台
19名、30歳未満20名）

◆支援事業で確保した漁
業者12名（平均年齢34
歳）は中堅漁業者として
定着

◆若齢者の確保に重点

◆漁業就業支援事業の
実施（生活費と技術指導
への支援）

◆新規就業時の支援（制
度資金による支援）

◆漁業の魅力が大きく低
下（魚価安、資源減少、
3Kイメージ）

◆新規就業時のハードル
（漁労技術、初期投資、
漁村環境）の高さ

◆一部の地域を除き、市
町村、漁協の受入体制の
不備

◆漁業の担い手の確保
　◎新規参入を促進する仕組
     みの充実
　★幅広い世代からの漁業就
     業者の確保
  ◎新規就業者が住みやす
     く、働きやすい環境づくり

これからの対策
改革の方向

現状

○

Ｐ３２８

別図（水３）参照

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

（２）ハード面 ◆高度衛生管理型市場
は田ノ浦市場のみ

◆主な市場には製氷装
置や冷海水製造装置な
どの鮮度･衛生管理施設
を整備済み

◆主要な市場以外の一
部で海水殺菌装置の新
たな需要がある

◆上記施設の老朽化な
どによる更新需要がある

◆地域の要望に応じて施
設整備を実施

◆分散した産地市場での
取扱量に応じた整備を行
なっており、規模が小さ
い

◆市場の統廃合や販売
計画を見据えた整備に
なっていない

◆新たなハード整備に必
要な漁協の自己資金の
調達

◆行政側の財源の確保

◆高度衛生管理に対応した
   市場の施設整備を促進
　 ○拠点市場の計画的整備

◆○拠点市場への重点投資
      及び必要性の高い市場
      への鮮度保持・衛生管理
      施設の更新などによる高
      品質な生産物の確保

○

○ ○

改善が必要）

◆市場搬入後から搬出ま
での鮮度保持、衛生管理
は市場による格差が大き
い

◆規格選別は、市場によ
りバラバラである

に関する取組を実践 ◆ 部のブランド魚種を
除き、意識の統一が未実
施

◆漁業者や漁協職員の
意識が低い

◆魚種ごとの規格は、産
地任せ

Ｐ３２９

別図（水４）参照
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        質の向上及び市場競争性の導入を通じた産地入札価格の向上　】 【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆市場からの高い評価と信
頼を得ての浜値の向上

◆漁業者による、より質の
高い鮮度保持の実施

◆特別な鮮度保持ニーズ
（沖〆など） 対応できる技

Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１

◆幅広い世代から就業者を
確保
　（後継者確保から担い手
の確保へ）

◆「年間22名程度（H15～
H18平均）の新規就業者を
確保

◆年間22名以上の新規就
業者を確保

漁業者、漁協：新規就業者が自立するための支援、指導

地域住民による精神面での支援

市町村：若者の定住促進、ＵＩターン者の確保のための住環境整備

県漁港漁場課：市町村による生活環境整備への支援

幅広い世代からの漁業就業者の確保

新規就業者が住みやすく、働きやすい環境づくり

新規参入を促進する仕組みの充実

漁業者、漁協：地域内での働きかけや地域外からの勧誘の積極的な実施

市町村：漁協と一体となった担い手確保活動の実施やＵＩターン者情報の収集

県漁業振興課：就業意欲を高めるための情報提供やＰＲ

新規漁業就業者の確保

若者を対象とした漁業研

修や生活支援

鮮度保持・衛生管理・規格選別に対する意識・行動の改革

漁協：指導者の確保、中古船取得制度の仕組みへの関与、准組合員制度の活用

市町村：中古船取得制度の仕組みへの関与と財政支援

県水産政策課：制度資金の拡充

県漁業振興課：研修制度の充実・生活支援・技術指導、中古船取得支援

Ｐ３２６

別図（水１）参照

◆高度衛生管理に対応可
能な市場の整備計画策定
（１地区）

◆鮮度保持、衛生管理施
設の更新需要への対応

◆高度衛生管理に対応可
能な市場の整備(完了１地
区、計画策定１地区）

◆鮮度保持、衛生管理施
設の更新需要への対応

（沖〆など）へ対応できる技
術習得

◆市場における鮮度保持、
衛生管理の統一実施

◆規格選別の普及

◆上記取組による適正な価
格の確保

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

漁業者・漁協：鮮度保持、衛生管理、規格選別に対する意識・行動改革と販売実践（ク

レーム対応）等を通じた技術の高度化とその継続

県水産振興部、工業技術センター：

・鮮度保持、衛生管理に関する意識・行動改革の取組支援

・価格バランスを踏まえた規格選別の理解促進（学習会の開催など）

・鮮度保持、衛生管理に関する技術的支援（普及・定着）

県水産試験場・漁業指導所・工業技術センター：鮮度保持技術に関する日常的支援

拠点市場への重点投資及び必要性の高い市場への鮮度保持、衛生管理施

設の更新などによる高品質な生産物の確保

県漁協：清水市場の具体的な整備計画を策定

県合併・流通支援課：整備計画の策定を支援

拠点市場の計画的整備

漁協：市場統合や販売戦略を見据えた鮮度保持・衛生管理施設の整備（更新）、荷

揚げ､荷捌きの省力化、自動化

県漁業振興課：上記取組への支援

宿毛市田ノ浦市場の整

備
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戦略の柱【１．生産物（鮮魚）の売上高を伸ばすための戦略　　（１）生産物の量の確保、             
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆市場統合に向けた関係者
　 との協議の場づくり
　　★情報の収集と意識の醸
       成
　　★清水市場整備検討委
　　　員会の設置

◆○市場統合を見据えたハ
　　　ード整備

（２）産地市場のオープン
　　 化（新規参入）

◆★既存の仲買人との信頼
　　　関係の構築

３．産地市場での競争性の向上
　

　　　　（１）分散化した市場の集
　約（拠点化）

◆産地市場拠点化計画
を策定し、県内に７つの
拠点市場を位置付け

◆県漁協は５つの拠点市
場と２１のサブ市場を運
営
（取扱高の減少等に伴
い、８市場が休止）

◆近年の市場統合の実
績は、清水地区で漁協合
併に伴い３つの市場を統
合した事例のみ

◆県主導での総論的な
議論に止まり、市場関係
者の主体的な議論が欠
如

◆市場統合の必要性に
ついての、サブ市場に水
揚げする組合員の理解
不足

○

これからの対策現状
改革の方向

◆仲買人は市場ごとに固
定化し、かつ減少傾向

◆市場ごとに参入条件等
に関するルールがまちま

◆市場ルールの見直し
や仲買人との協議に着
手（Ｈ20）

◆仲買人の既得権益を
背景とした市場の排他性

◆仲買人と漁業者との協
議不足

◆オープン化に伴う運営リス
　 クの管理
　　○電算システムの整備
　　★取引情報の迅速な把握

◆市場ルールの統一と販売
　 力を有する新たな仲買人の
　 誘致
　★市場ルールの統一と普及
　★新たな仲買人の誘致

（３）漁協自らも入札に参
     加

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

継続事業

○

○

◆直販施設の開設に向
け、試験的に入札参加
（Ｈ20）

◆入札担当職員の育成
　　◎市場入札への参入
　　◎販路拡大の段階に応じ
　　　 たレベルアップ

に関するル ルがまちま
ち

◆市場取引に関する排
他的な因習の存在

議不足

◆多くの漁協は受託販売
業務に止まり、市場への
参入実績なし

                 　　　    ○は継続事業
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        質の向上及び市場競争性の導入を通じた産地入札価格の向上　】 【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆市場統合に向けた漁協
内部での議論を喚起

Ｈ２３
目指すべき姿

◆オープンな産地市場の実
現

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

◆漁協による市場統合計
画の策定と実行

◆市場のオープン化の仕組
みづくり（市場ルールの統
一等）

◆新規参入の促進

情報の収集と意識の醸成

県漁協：重点地区を選定し統合に向けた具体的な協議を

開始

県漁協：市場統合の先進

事例等を調査

県合併・流通支援課：県漁

協の市場統合に向けた活

動を支援

市場統合を見据えたハード整備

県漁協・市町村・県漁業振興課・県漁港漁場課：既存の事業を活用し、市場統合を見

据えたハード整備を実施

清水市場整備検討委員会の設置

県漁協：清水市場の整備

に向けた意見交換を実施

県漁協：清水市場整備検討委員会を設置し、具体的な整備計画を策定

県合併・流通支援課・土佐清水市：協議会の運営と市場整備計画の策定を支援

既存の仲買人との信頼関係の構築

県漁協：仲買人との協議会を設置し、定期的な意見交換を継続県漁協：仲買人との意見

Ｐ３２６

別図（水１）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

新 戦 産 担 育成 産 づ 新産 創

◆主要な市場で入札・仕
立・配送システムを構築

◆全ての拠点市場で入札・
仕立・配送システムを構築

◆新規参入の促進
議

県合併・流通支援課：仲買人との協議会の運営を支援

電算システムの整備

県漁協：取引情報の管理

に必要な電算システムを

整備

市町村・県海洋政策課：

県漁協の電算システムの

整備を支援

取引情報の迅速な把握

県漁協：電算システムの

稼働により名寄せ管理が

可能となり、運営リスクが

解消

市場ルールの統一と普及

県漁協：仲買人からの受

入保証金や決済サイト等

の統一と新規参入に係る

ガイドラインの策定

県漁協：市場関係者に対

する新たな市場ルールの

周知、徹底

新たな仲買人の誘致

県漁協：新規参入を希望

する仲買人の受け入れ

交換を開始

県漁協：販売力を有する新たな仲買人の誘致活動

を展開

販路拡大の段階に応じたレベルアップ

県漁協：販路拡大に伴う主要な市場への参入と品揃えの確保等が可能な現場の人

員・体制の整備、本所販売担当職員と入札担当職員の連携強化

県合併・流通支援課：入札担当職員の能力向上に資する取組を支援

市場入札への参入

県漁協：拠点市場等への

入札に参入

県海洋政策課：拠点市場

等への入札参入を支援

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．生産物（鮮魚）の売上高を伸ばすための戦略　　（２）県漁協による                      
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆◎県漁協の流通販売事業
      に関する取組強化

○ ○

これからの対策

◆多くの漁協は受託販売
業務にとどまり、市場へ
の参入実績なし

◆一部、小規模な消費者
への直接販売、業務筋と
の直接取引、消費地市場
出荷がなされている

◆営業力、交渉力を持っ
た人材が少ない

◆有利販売のノウハウが
ない
（あらゆる有利販売チャ
ネルでの販売実績の積
み重ねが必要）

◆県漁協の財務基盤は
弱く、リスクの引き受けや
必要人員確保の余裕が
ない

改革の方向

【今後３年間の取組】
○様々なチャネルを通じての販
売の実施
・有利販売先、販売方法の模索、
検討
・有利販売に向けた人材育成、ノ
ウハウの習得外

【総括・評価を踏まえた取組】
○販売子会社の設立も含めた、
以後の販売戦略の構築
○販売戦略に基づく取扱量の拡
大による、漁協収益の向上と漁
業者への収益還元

現状

Ｐ３３０

別図（水５）参照

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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       「土佐の魚」への付加価値向上】 【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆有利販売のできる取引先
の選択と拡大

◆市場信用力の獲得と産
地としての認知度向上、ブ
ランド化の実現

◆漁業者への収益還元（手
数料の引き下げ等）の実施

◆多くの漁業者が実感でき
る浜値向上への寄与（実
現）

◆取引先に応じた集出荷体
制整備と販売ノウハウの獲
得

◆営業担当職員（プロ）の
養成

◆有利販売先の見極め(３
年間の総括・評価）と以後
の販売戦略の構築

Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２２
目指すべき姿

Ｈ２０

県内外業務筋・消費地市

場への展開

県漁協の流通販売事業に関する取組強化

アンテナショップ

のオープン

総括・評価

県漁協：

・集出荷体制や販売事業のノウハウ確立

・多様な有利販売チャネルの開拓

・販売体制と財務基盤の強化

・販売に関する人材の効果的な育成（プロの育成）

・外部アドバイザーの意見の活用や民間販売会社との連携による漁業者､漁協職員の育成

・浜への情報のフィードバックによる一層の高品質化

・３年後の総括と販売戦略の構築

市町村：県と連携した県漁協への取組支援、地域での独自の取組

県合併・流通支援課：

・県漁協の流通販売事業に対する支援

・本県水産物のＰＲ、ブランド化

・地産地消など消費拡大の取組

・健全経営早期実現への支援

直販店を中心とした販売

事業の展開

県内量販店との直接取引

の展開

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

311



戦略の柱【　１．生産物（鮮魚）の売上高を伸ばすための戦略　　（３）養殖生産物の流通・           
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆景気の低迷、過剰生産
等により養殖魚の価格が
下落

◆近年の燃油価格の高
騰により資材・飼料費が
影響を受け、養殖生産費
用が増大

◆養殖生産物は、産地市
場（漁協）を通さず、民間
業者等により消費地市場
へ流通

◆県外企業依存型の生
産割合が高い
　
◆グループ活動型（大谷
マダイグループ）のマダイ
が消費地市場で優先的
に取扱われている
　　　　　　　（５．５億円）

◆グループ活動型（浦の
内の土佐鯛工房）のマダ
イ（海援鯛）は大手量販
店の定番商品として定着
　　　　　　　　　　（１億円）

【生産】
　◆魚病診断・漁場環境
　　　調査・赤潮調査など
　　　養殖技術の指導

　◆コスト削減に向けた
　　技術・経営指導

　◆品質向上へ向けた
　　技術指導

　◆魚病診断を漁協へ
　　OSすることで漁協の
　　信用と指導力向上

【流通】
　◆産地のグループ化・
　　流通販売への支援

　◆前処理加工の事業
　　化推進に向けた適正
　　モデル作成

【経営】
　◆共同利用施設整備
　　への支援

　◆養殖共済の加入推
　　進

　◆新たな保証制度に
　　よる金融支援

◆漁業者の担保力の脆
弱化

◆経営体間で養殖技術
の格差が拡大

◆出荷価格、原料（種
苗、飼料など）価格の乱
高下による不安定な経営
体質

◆産地・生産者のまとま
り不足

◆多くの養殖生産者が実
質的な経営を県外企業に
依存している構造

◆○養殖生産の安定に向けた
      漁場環境調査や魚病対策
      の継続

◆○既存養殖生産者グループ
      の育成
　　　・養殖生産のコストダウン
　　　・均質な養殖魚の安定確
        保
　　　・消費地への販売促進

◆養殖生産物の流通・販売対
   策の強化
　　★養殖生産者の販路開拓
       支援

　　★県内民間企業と連携した
　　　養殖生産者のグループ化
　　　・養殖業者、民間企業、行
        政の協議の場の設置
　　　・新たな養殖生産者
　　　　グループの育成
　　　・生産経費の削減の取組
　　　・販売力の強化

現状 これからの対策
改革の方向

１．養殖生産物の流通・販売
　　の強化

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

よる金融支援
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             販売の強化】 【水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆養殖魚の有利販売の実
現

◆養殖生産物の系統出荷
体制の構築

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆グループ化による生産者
のまとまりの形成

◆グループ化による経営体
間の養殖技術の格差縮小

◆養殖生産物の有利販売
に向けた生産・販売体制の
構築

◆漁協による養殖生産者
への指導・支援体制の強化
　　　　（すくも湾漁協）

既存養殖生産者グループの育成

漁協・県水産振興課（H21～漁業振興課）：養殖生産者グループづくりや養殖技術の向上、新たな販売活動等を支援

県内民間企業と連携した養殖生産者のグループ化

県漁業振興課：養殖生産者が県内民間業者を通じて出荷する養殖生産物

に関して、新たな養殖生産者グループの育成とともに、生産経費削減の取

組、ポスター、チラシなどの販促グッズの作成や販売促進活動等を支援

養殖生産の安定に向けた漁場環境調査や魚病対策の継続

県水産振興課（H21～漁業振興課）水産試験場、漁業指導所：漁場環境（水温・酸素濃度等）・赤潮調査と調査結果の

早期の通報、魚病診断と治療方法指導を実施

養殖生産者の販路開拓支援

県漁業振興課：養殖生産者への商談会、商品相談会への参加働きかけ、

養殖魚の消費拡大活動の支援

Ｐ３３１

別図（水６）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．生産物（鮮魚）の売上高を伸ばすための戦略　（４）土佐の魚の消費拡大】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆魚離れの進行
・H18には、国民一人が１
日に消費する肉の量が
魚介類の量を逆転
・共働き世帯の増加等に
より調理時間が減少（調
理に手間のかかる魚を敬
遠する傾向）
・消費者の低価格志向の
高まり（魚の割高感）

◆高知市中央卸売市場
での水産物の取扱高が
大幅に減少
　H 4：293億円
    →H20：144億円

◆国産志向の高まり
・消費者の安心・安全志
向の高まり

◆水産物を購入する際に
県内産を意識する県民の
割合が高い(76.4%)
「かなり意識する」：38.5%
「やや意識する」：37.9%
（Ｈ２０県民世論調査）

◆魚の料理方法、旬や生
産者の情報提供、量販店
での販売拡大を求める県
民が多い

○

◆県内向けの消費拡大対策
　◎一般消費者向け対策
　・量販店等とタイアップした消
   費拡大キャンペーンの実施
　・テレビを活用した県産水産
   物のPR
　・のぼり、レシピなどPR資材
   の作成
　
　◎子ども及び家庭向け対策
　・卸売市場関係者とタイアップ
    した料理教室等の開催
　・教育委員会と連携した食育
    授業の実施
　・学校給食会と連携した学校
    給食への県産水産物の利
    用促進

　◎観光客向け対策
　・県産魚にこだわった飲食店
    等の情報収集と「土佐・龍
    馬であい博推進協議会」等
    を通じた観光客への情報提
    供
　・観光客への中央卸売市場
    の開放など、市場の活性化
    策について関係者と検討

　◎県産水産物を総合的にPR
     するホームページの制作

◆清水さばや室戸のきん
めだいなど、ブランド化の
推進

◆県漁連が行う消費拡
大事業への支援（県産水
産物の料理パンフレット
の作成など）

◆ふるさと雇用再生基金
事業を活用した消費拡大
事業の実施（県漁協に委
託）

◆漁協女性部などが行う
小学校等での料理教室
開催への支援

◆消費者の購買行動を
県産水産物に向けさせる
だけのインパクトをもった
取り組みでなかった（規
模・期間）

◆県民の多くが鮮魚を購
入する量販店や鮮魚流
通の中核を担う市場関係
者との連携が不十分で
あった

◆流通販売対策と連動し
た取組でなかった

◆消費拡大対策を担うべ
き県漁連の経営が悪化
し、取組が低調

◆県内水産加工業者等
の県外マーケットへの販
路拡大が低調

◆消費地市場における
県産魚の評判は必ずしも
高くない

○

１．県産水産物の消費拡大対策

現状 これからの対策
改革の方向

民 多
＜水産物の消費拡大に
何が必要か？＞との問
いに対して
「魚の料理方法や旬など
の情報提供」：39.2%
「量販店での販売拡大」：
34.3%
「生産者側の情報の積極
的な紹介」：23.0%
との回答結果。
（Ｈ２０県民世論調査）

◆大日本水産会の調査
によると、８割以上の母
親が子どもに魚を食べさ
せる機会を増やしたいと
考えている

◆「土佐・龍馬であい博」
の開催（H22.1～H23.1）
「土佐・龍馬であい博」の
開催という消費拡大対策
を講じる好機

◆県外向けの消費拡大対策
　◎県外で実施する見本市・商
　　談会情報の県内水産加工
　　業者・流通業者への提供

　◎地産外商公社及び首都圏
　　アンテナショップを活用した
　　県産水産物の販売拡大

　◎県外消費地市場の関係者
　　と産地買受人との交流会
　　促進

○

     と運営

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆県産魚の料理方法や旬
情報が県民に伝わる仕組
みの確立

◆本県漁業や県産魚に関
する情報が子どもに伝わる
仕組みの確立

◆量販店における県産水
産物の取扱シェアの増加

◆学校給食における県産
魚の使用割合の増加

◆観光客への県産水産物
のＰＲと情報提供の仕組み
の構築

◆県産魚の料理方法や旬
情報の県民への浸透

◆本県漁業や県産魚に関
する情報の子どもへの普及

◆量販店における県産水
産物の取扱シェアの更なる
増加

Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２３Ｈ２１
目指すべき姿

県内消費者、子どもや家庭、観光客を対象とした県内向

け消費拡大対策の実施

県合併・流通支援課：県内消費者等を対象とする量販店や市場関係

者等と連携した県産水産物のＰＲ事業の実施

高知市中央卸売市場の

活性化に向けた検討

食育授業（体験学習）の実施、学校給食における県産水産物の利用促進

県漁業指導所：教育委員会と連携し、漁協女性部等が行う食育授業（体験学習）の実施支援

県水産振興課（H21～合併・流通支援課）：高知県学校給食会が行う地場産物を使用した食品開発への参画

市場関係者、高知市、県：

中央卸売市場の活性化に

向けた検討会の実施

◆県内水産加工業者、流
通業者の外販機会の増加
と販売額の増加

◆県外における県産水産
物の認知度の向上

県合併・流通支援課：

・地産外商公社や首都圏アンテナショップの活用

・県外向け見本市・商談会情報の水産加工業者、流通業者への

提供

・県外消費地市場と産地買受人との交流会の実施などによる県産

水産物の県外における消費拡大の推進

首都圏アンテナショップや県外向け見本市・商談会等の活用、

県外消費地市場関係者と産地買受人の交流等による県産水産

物の県外向け消費拡大対策の実施

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【２．県１漁協による漁業費用を削減するための戦略】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆県漁連の事業承継
　　○電算システムの整備
　　★県漁連の事業承継

◆★中間マージンの還元

◆事業承継（漁連の組織改
　 編）に伴う影響の緩和
　　★資金調達を支援
　　★不参加漁協への軽油供
       給の仕組みづくり

★不参加漁協への軽油の

◆17漁協が県1漁協合併
を否決し、県漁連の包括
承継は困難化

これからの対策

◆県漁連の包括承継を
前提とした漁協合併の推
進

◆系統３段階制が燃油・
資材の供給価格引下げ
の足枷

◆25漁協が合併し
Ｈ20．4．1、県漁協を設
立

◆県漁連総会で県漁協
へのＨ22年度末までの事
業移管を決議
（Ｈ20．10．1）

○

改革の方向
現状

１．供給価格引下げの仕組改善

　　　　（１）県漁連の事業承継に
　　　　　　 よる中間マージンの圧
            　縮

　★不参加漁協 の軽油の
　　　 供給

 

（２）事業コスト（手数料
     等）の削減

◆合併前は、漁協経営の
悪化に伴い各種手数料
が増加

◆県漁協は支所別、市場
別に手数料率を設定

※条件整備
（合併時の参画基準の設
定、欠損金を持込む漁協
に対し経営改善計画の
策定・実行を義務付け）

◆５億円の欠損金を抱え
てスタートした県漁協は
欠損金の計画的な圧縮
を最優先に位置付け

◆県漁協の経営基盤の強化
　 と経営の合理化
　　○収支管理の徹底
　　○借入金の圧縮を支援

○

（３）需要（漁協利用）の
     拡大

◆合併前は、組合員の漁
協離れが進み、民間との
取引が伸長

◆民間に比べ総じて割高
でサービスの質も低水準

◆組合員に対し漁協の
購買事業を利用するよう
要請

◆サービス業としての意
識と行動の欠如

◆★ニーズ調査に基づくサー
　　　ビス改善と人材育成

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆すべての取扱手数料の
支所間の平準化による組
合員への還元の実施

Ｈ２１
目指すべき姿

Ｈ２０

◆県漁連からの事業承継
による2段階制への移行

Ｈ２２ Ｈ２３

県漁連の事業承継

資金調達を支援

県漁協：取引情報を一元

管理するための電算シ

ステムの整備

市町村・県海洋政策課：

県漁協の電算システム

の整備を支援

県漁協：県漁連から軽油

購買事業を承継し、全漁

連との直接取引を開始

電算システムの整備

県合併・流通支援課：事業承継に伴う新たな県漁協の運転資金等の調達を支援

県漁協：県漁連の全ての

購買事業を承継し、２段

階制が完了

県漁協：軽油購買事業を

承継し、中間マージンを

組合員に還元

中間マージンの還元

県漁協：重油、資材購買

事業を承継し、中間マー

ジンを組合員に還元

◆最高7.5％（一部を除く）
の販売手数料率を６％以下
に引下げ

◆燃油供給価格の支所間
の平準化
（最大差21円／Ｌ、Ｈ19実
績）

◆燃油購買事業の組合員
利用率を５％引上げ
（78％→83％）

◆燃油購買事業の組合員
利用率を90％以上に引上
げ

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

不参加漁協への軽油供給

の仕組みづくり

県合併・流通支援課：軽

油購買の業務提携に係

る県漁協と不参加漁協と

の協議の場を設定

県合併・流通支援課：免

税軽油の取引情報を一

元管理するため、県漁協

と不参加漁協とのシステ

ムの接続を支援

不参加漁協への軽油の

供給

県漁協：不参加漁協との

本格的な軽油取引を開始

収支管理の徹底

県漁協：支所別・ブロック別に収支管理を徹底

系統団体・県海洋政策課（H21～合併・流通支援課）：経営の健全性・透明性の確保を指導

借入金の圧縮を支援

県海洋政策課（H21～合併・流通支援課）：長期借換資金制度を創設し支援

ニーズ調査に基づくサービス改善と人材育成

県漁協：アンケート調査で把握した組合員のニーズに基づきサービス内容を見直す

とともに、サービス業としての人材を育成

県合併・流通支援課：サービスの改善や人材育成を支援
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戦略の柱【２．県１漁協による漁業費用を削減するための戦略】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆漁業制度資金による資
金調達を支援

◆燃油高騰緊急対策に
よる支援

◆漁業者の担保力の脆
弱化

◆漁業不振や後継者不
在により、設備投資意欲
が減退

◆養殖技術の指導 ◆経営体間で養殖技術
の格差が拡大

◆○養殖生産者グループの
　　　育成

○

（２）経営の近代化 ◆経営体の多くは零細
で、いわゆるドンブリ勘定

◆延滞債務の増加が漁
業経営を圧迫

◆一部の漁業者を対象と
した漁業経営指導協会等
による経営指導

◆漁業者の希薄な経営
意識

◆経営指導を担う漁協職
員が不在

◆組合員に対する経営指導
　 体制を整備
　　◎経営指導を担う相談員
　　　 の配置
　　◎相談員のレベルアップ

これからの対策

２．個別経営体への指導
　　　　　（１）生産性の向上に向
　　　　　　　けた漁業費用の削減

◆近年の燃油価格の高
騰により費用が増大

◆漁業不振に伴い積極
的な設備投資が大幅に
減少

◆★漁業の構造改善に資す
　　　る取組を支援

◆◎漁業金融制度を見直し
　　　零細な漁業者の資金調
　　　達を支援

○

現状
改革の方向

◆漁協に経営指導の意
識が欠如

◆従来の経営指導は対
象や効果が限定的

      を支援
○

◆赤潮や魚病等による被
害が養殖経営を圧迫

◆養殖共済制度の普及
と掛金の助成
（3年間限定）

◆養殖業者の共済掛金
に対する割高感

◆養殖共済の加入を推進
　　★重点的な普及啓発活動
       の実施
　　○異常な赤潮による被害
       の緩和

○

　

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆燃油消費量をピーク時よ
り概ね１０％削減

◆グループ化による経営体
間の養殖技術の格差縮小

◆記帳を行うモデル経営体
の選定と実践

◆記帳を行うモデル経営体
の拡大

◆漁業経営の構造改善

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

経営指導を担う相談員の配置

県漁協：組合員の指導を

養殖生産者グループの育成

漁協・県水産振興課（H21～漁業振興課）：養殖生産者のグループづくりや養殖技術の向上、新たな販売活動等を支援

県漁協：相談員を27名に

漁業の構造改善に資する取組を支援

漁業金融制度を見直し零細な漁業者の資金調達を支援

漁業者：支援制度の積極的活用による構造改善

漁協、市町村：支援制度の仕組みへの関与、漁業者への指導

県水産政策課：ハード面での構造改善への支援と構造改善を可能にする金融制度の見

直し

県漁業振興課：ハード面での構造改善への支援

省エネ機関・機器、省エネソフト対策に関する情報収集と提供

◆養殖共済の加入率を全
国平均まで引上げ
（３６％→５６％）

◆企業的な漁業経営への
移行

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

担う相談員5名を配置

重点的な普及啓発活動の実施

系統団体・県水産政策課：経営意識の啓発や養殖共済制度の普及に関する地区別の

説明会を実施

異常な赤潮による被害の緩和

県海洋政策課(H21～水産政策課)：赤潮特約掛金の一部を助成

県水産試験場、漁業指導所：赤潮発生状況の監視、対策指導

増員し、指導体制を強化

相談員のレベルアップを支援

県海洋政策課（H21～合併・流通支援課）：相談員の研修等を通じたレベルアップを支援
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戦略の柱【３．水産加工の産業化（１．５次産業化）に向けた戦略】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

（２）既存グループなどの
     経営的視点を持った
　　 取組とその発展

◆規模拡大の潜在的な
意欲はあるものの、現状
に満足している

◆★零細な加工事業者の意識
　　　と行動の経営的視点への
　　　誘導
　
◆★零細な加工事業者への商
　　　品開発から販売までの取
　　　組を総合的に支援

○◆ビジネス感覚の欠如
（家事優先、おつきあい
意識、どんぶり勘定等）

◆新商品開発の技術が
不足

◆販路が限定されている

◆営業のノウハウがない

◆商品の品質管理、衛生
管理が不十分

改革の方向
現状

○

これからの対策

○

１．零細規模での加工による高
　　付加価値化
　
　　　（１）経営的視点に立った新
　　　　　 たな加工経営体の育成

◆県において、意欲を
持った漁業者などの把握
ができていない

◆意欲のあるリーダーな
どの人材が不足

◆グループ育成のコンセ
プトに経営的視点までが
視野になかった

◆製造設備等生産資源
の不足

◆地域活性化的な取組
や活動に対する支援を中
心に実施

◆試験研究機関による製
品開発試験等による支援

◆県内の漁獲物のほと
んどが鮮魚での出荷

◆学校給食での県産魚
の使用率約32%（農産物
使用率約50%）

◆消費者、業務筋の｢魚
をさばく」省力化志向の
強まり

◆漁獲物が少量多品種
で加工に不向き

◆釣もの中心でほとんど
が鮮魚流通

◆県内に前処理加工事
業を行うものがなく、ノウ
ハウがない

◆県内事業者の財務基
盤が弱く、事業への投資
意欲が低調

◆前処理加工・冷凍保管事業
   の事業化推進

　★事業の適正規模モデル作
     成
　
　★実証試験の実施

  ★事業の早期実現

　★施設整備

◆★地域の加工施設・冷凍
　　　保管庫の整備

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

２．前処理加工・冷凍保管による
    供給

管理が不十分

◆グループ育成のコンセ
プトに営利追求までの視
野がなかった

◆製造設備が不十分

○ ○ ○

Ｐ３３２

別図（水７）参照
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【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２

目指すべき姿
Ｈ２３Ｈ２１Ｈ２０

◆他の地区のモデルとなる
起業グループを複数育成

◆儲けを実感し、経営的視
点を持った（少なくとも２団
体が転換）取組に着手

◆高付加価値化起業の条
件を備えた漁村地域には、
少なくとも各１グループを育
成

浜加工グループへの商品開発から販売までの取組を総合的に支援

浜加工グル－プの意識と行動の経営的視点への誘導

浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノ

ウハウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）

漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進

県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育

成）、経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導による支援

浜加工グループ：衛生管理体制・品質管理体制の確立、営業活動の強化による新たな

販路開拓、売れる商品づくり

県合併・流通支援課：浜加工グループの行なう商品開発から販売までの取組を支援

県漁業指導所・工業技術センター：ビジネス転換に必要な新商品開発等に関する技術

指導による支援

浜加工への技術支援

◆事業化の可能性及び適
正規模に関する調査の実
施

◆地域の特性や事業者の
事情に応じた前処理加工・
冷凍保管事業の事業化

◆小規模なものから多数事
業化し、段階的に規模を拡
大

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓の挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

事業の早期実現のための働きかけ・事業化支援

事業者：加工施設の整備

市町村・県漁業振興課：施設整備への支援

事業実施主体（候補）：事業実施の計画策定、施設の設置、事

業開始

市町村：必要に応じた支援

県合併・流通支援課：事業化への働きかけ、事業主体の事業

参入への支援（地域ＡＰへの位置付けなど）

地域の加工施設整備

事業の適正規模モデル作成

前処理加工事業等実証試験

地域の冷凍保管庫整備

市町村：冷凍保管庫の整

備

県水産振興課：財政支援

県合併・流通支援課：前処

理加工・冷凍保管事業の

事業化に役立つ基本調査

（マーケット、投資規模、採

算性等）

321



戦略の柱　【４．滞在型・体験型観光の誘客に向けた戦略】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○

◆漁村・地域での受入基盤
   の整備

　○漁村住民のための生活
     環境の改善

1.滞在型・体験型観光機能づくり

　　　　（１）漁村・地域での受入
　　　　　　 体制の強化
　　　　　　（ソフト施策）

改革の方向
現状 これからの対策

（２）漁村・地域での受入
     基盤の整備
　　（ハード整備）

◆漁村住民の生活環境
の立遅れ

◆来訪者の視点からは
受入基盤が脆弱

◆漁村住民の生活改善
のための公共施設の整
備に取り組んできた

◆漁村住民の生活改善
事業に対する財源確保
が不十分であり、進捗率
が低い

◆来訪者向けの環境改
善として別枠の財源がな

◆地域全体としての取組
となっていない

◆一部の住民が独自の
営業活動を行っている
(専業･兼業)

◆メニューに多様性が乏
しく、夏場にメニューが集
中している

◆地域の活性化の視点
での取組を行ってきた

◆所得に結びつけていく
発想がなかった

◆漁村・地域での受入体制
   の整備

　★意識改革・組織づくりなど
　　 の取組のための地域
     診断

　◎住民による組織・体験メ
     ニューづくりなど地域活動
     の実践

　○来訪者受入れに必要な
     施設整備

Ｐ３３３

別図（水８）参照

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○は継続事業

◆一部の地域ではＨＰを
開設

◆他団体主催のイベント
への出店

◆地元マスコミを使った
独自の広報活動や口コミ
に頼った営業活動

◆単発的なイベントの開
催

（３）情報発信・商品売込 ◆全県的な情報の一元化
　 共同販売体制の構築

　◎情報発信・商品販売力の
     強化

○

◆情報発信力が弱い

◆商売という発想がなく、
販売能力に乏しい

　◎来訪者受入れのための
     環境整備

○

善として別枠の財源がな
い

                 　　　    ○は継続事業
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【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆漁村住民のための生活
環境の計画的な改善

◆上記ソフト施策と連動し
た施設整備の実施

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２
目指すべき姿

◆県内40箇所で滞在型・体
験型観光メニューづくりに着
手

◆県内10箇所で体験メ
ニュー等の拡充による滞在
体験・通年型の観光活動を
実施

Ｈ２３

県漁港漁場課：観光商品となる地域の特性・資源の開

発するため、旅行者の視点で専門業者

による地域診断を実施

意識改革・組織づくりなどの取組のための地域診断

漁業者(地域住民) ：来訪者受入れのための施設整備 への取組

県漁港漁場課(市町村）：上記に対する支援

漁業者(地域住民)：組織化と活動への取組

サービス業としてのノウハウや資格の取得

体験メニューの開発、試行（改善）などへの取組

県関係課(市町村）：上記に対する支援

活動に伴う法規制に係る許認可の指導・支援

住民による組織・体験メニューづくりなど地域活動の実践

県漁港漁場課(市町村）：計画的な漁村住民の生活環境の整備

来訪者受入れに必要な施設整備

漁村住民のための生活環境の改善

◆狙いの顧客に対し、的確
な商品情報が届く仕組みづ
くり

◆アンテナショップ等での
一元化募集５箇所

◆来訪者の見つけやすい
情報づくり

◆アンテナショップ等での
一元化募集１０箇所

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

足腰を強め 新分野 挑戦（生産地 足腰 強化と担 手 育成 中山間地域 産業づくり 新産業 創出）

来訪者受入れのための環

境整備

漁業者（地域住民）：

来訪者の増加に向けた取

組

県漁港漁場課(市町村）：

来訪者の増加に合わせた

公共施設の整備

漁業者(地域住民)：全県的な仕組みへの参画

独自の売込み

情報発信手段（パソコン・パンフ等）の整備

リピータ増に向けた働き掛け

県関係課(市町村）：全県的な品揃え・情報発信に取組める

体制づくり

情報発信手段・商品販売に対する支援

情報発信・商品販売力の強化

新アンテナ

ショップ

体験型観光商品のテスト

マーケティング

漁業者(地域住民)：

モニターツアーの受入れ

県関係課(市町村）：

上記に対する支援

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【中山間地域に賑わいを取り戻すための資源豊かな河川づくりに向けた戦略】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

　

○○

（１）河川資源の種苗放流
     と増殖

（２）資源の自然再生産が
     可能な河川づくり

（３）環境保全と適正利用
     のための関係者の連
     携

◆漁業生産としての河川
利用の衰退

◆人工構造物・河川改修
や渇水・濁水などにより
魚類等の生息適地が減
少し、健全な生息や再生
産に悪影響

◆河床の変化や山林荒
廃による土砂流出などに
よりアユなどの産卵適地
が減少

◆温暖化による異常な気
象の影響が内水面資源
に悪影響

◆冷水病がアユ資源に
悪影響を与えていたが、
関係者の努力により徐々
に成果が得られつつある

◆カワウ、外来魚などの
食害により内水面資源に
悪影響

◆漁協の遊漁料収入減

現状

◆○種苗放流や産卵場造成
　　　などの人工的対策による
　　　資源増殖

◆○自然再生産による資源
　　　増殖につながる取組

◆アユ・モクズガニ等の
種苗生産施設の整備と
再生産に適した種苗の供
給

◆県営うなぎ放流

◆産卵場整備などアユ資
源を守る取組

◆落ちアユ漁期の変更と
弾力的な運用による産卵
親魚の保護

◆物部川をモデルに、流
域が連携した森林整備な
ど河川環境保全へ向け
た取組

◆放流種苗やおとりアユ
について冷水病を保菌し
ていないアユの使用徹底

◆カワウ、外来魚などの
外的要因への対策と取
組

◆河川整備などに対する

◆資源の減少には多くの
要因が考えられ、決定的
な対策を取りえない

◆温暖化など地域では解
決できない問題もある

◆古くからの慣習である
落ちアユ漁を制限するこ
とが困難な河川がある

◆生息環境の整備や森
川海の連携など河川環
境を保全する活動には漁
協や行政の取組だけで
は限界がある

◆利水関係者等の利害
が一致せず、内水面資源
の保護だけを強要するこ
とはできない

改革の方向

１．河川資源の増強

これからの対策

Ｐ３３４

別図（水９）参照

◆アユ漁期は６～10月と
12月、アマゴ漁期は３～
９月であり、冬季は河川
が利活用されていない

◆仁淀川中流域での冬
季のアマゴ釣り場の試行

◆冬季のアマゴ釣を規制
している調整規則の改正

◆アマゴ釣り場を冬季に河川
　 中流域に設け、誘客資源と
　　 して活用する
　★規制解除のための調査と
　　　 規則改正
　★他河川への取組拡大

○

◆四万十川が全国ブラン
ドとして通用しているが、
県内には天然アユが遡
上するまだまだ自然豊か
な河川が多く存在する

◆四万十川以外につい
てはPR不足

◆◎関係機関(部署)との連携
      による県外への情報発
      信

◆◎誘客受入れ体制の整備

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

２．冬季における河川の利活用

３．全国から人を呼ぶことのでき
    る情報発信

◆漁協の遊漁料収入減
少と組合員減少による資
源増殖や環境保護活動
の制限

◆内水面資源を守るため
の利水調整・庁内連携
が、一部河川については
図られ一定の成果が得ら
れつつある

◆河川整備などに対する
意見照会に対して、河川
資源を守る立場から発言
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【　水産業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆種苗放流や産卵場造成
など人工的な対策により資
源の維持が図られている状
態

◆種苗放流や産卵場造成
などの人工的な対策に加
え、資源の自然再生産も
徐々に拡大しつつある状態

◆魚たちを豊かに育む河川
の復活を目指して関係者が
一丸となって取組を続けて
いる状態

Ｈ２０
目指すべき姿

Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２１

種苗放流や産卵場造成などの人工的対策による資源増殖

県民：自然保護意識の醸成と環境保全・資源保護活動への参画

新たな病気や外来魚を持ち込まないなど、本来の河川の姿を守るための理解と協力

漁協：防疫や遺伝的多様性などに配慮した責任ある種苗放流

産卵場造成や禁漁期設定などによる資源保護の取組推進

行政や海面漁協など他団体との連携や流域住民を巻き込んだ環境保全や資源保護の取組推進

市町村：流域住民への啓発

地域の利害関係者間の調整と連携の促進

県漁業振興課：内水面資源増強や河川環境に応じた放流技術などの調査研究の一層の推進

（財）内水面種苗センターによる防疫・健苗性確保のための取組への支援

漁協などが行う資源増強の取組に対する支援

魚類等の生態に適した河川改修や魚道整備などへの協力

河川環境を保全するための森川海の連携の推進

県民への啓発

広域的視点からの利害調整

利水関係者等の協力を得るための庁内外の連携

自然再生産による資源増殖につながる取組

◆３河川にて冬季のアマゴ
釣場を整備

◆概ね10河川においてアマ
ゴの冬季釣り場を設定

◆全国に誇る清流を維持し
情報を発信

◆情報の発信により全国か
ら人が訪れ地域に賑わい
がもたらされている

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

漁協：調査協力と地元調整

県内水面漁業センター：河川での調査

県漁業管理課：調整規則の改正へ向けた国との調整

県漁業振興課：取組の紹介

規制解除のための調査と規則改正（３河川）

他河川への取組拡大

漁協・市町村・県関係課：

仕組みづくり

関係機関（部署）との連携による県外への情報発信

漁協・市町村・県関係課：関係機関が連携した情報発信

漁協・市町村・県関係課：

準備協議

誘客受入体制の整備

漁協・市町村・県関係課：受入体制の整備と支援
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自
ら
も
入
札
に
参
加

入
札

価
格

（
魚

価
）
の

向
上

漁
業

者
の

売
上

増
、
漁

協
の

手
数

料
増

、
「
土
佐
の
魚
」
の
評
価
の
高
ま
り

県
漁
協
に
よ
る

付
加

価
値

向
上

へ
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藻
場

造
成

燃
油

高
騰

、
高

齢
化

へ
の

対
応

漁
業

者
間

の
調

整
に

よ
る

規
制

緩
和

沈
設

型
魚

礁

近
場

の
資

源
を

増
や

す
取

組

地
域

防
犯

組
織

の
設

立

◎
漁

業
違

反
集

中
取

締
対

策
事

業
　

●
巡

視
に

よ
る

監
視

活
動

　
　

①
情

報
収

集
・
「
県

、
協

力
機

関
」
へ

の
違

反
通

報
　

　
②

現
場

で
の

注
意

・
指

導
　

●
啓

発
活

動
　

　
①

看
板

の
設

置
・
防

犯
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

配
布

　
　

②
広

報
活

動
（
広

報
車

等
の

活
用

）
　

●
研

修
活

動
　

　
①

「
県

、
協

力
機

関
」
と

の
連

絡
会

議
の

開
催

　
　

②
法

令
等

に
関

す
る

研
修

会
開

催
　

　
③

講
演

会
の

開
催

◎
規

制
緩

和
促

進
事

業
　

●
関

係
漁

業
協

議
の

場
の

設
定

・
参

加
　

●
紛

争
解

決
の

た
め

の
話

し
合

い
　

●
自

主
的

な
ル

ー
ル

づ
く
り

　
●

規
則

改
正

・規
制

緩
和

等
に

よ
る

実
態

に
適

合
し

た
制

度
の

構
築

通
常

の
漁

業
取

締

３
年

間
の

集
中

取
締

◎
漁

業
違

反
集

中
取

締
対

策
事

業

＋

◎
種

苗
生

産
委

託
事

業
　

●
放

流
効

果
を

向
上

さ
せ

る
た

め
、

よ
り

大
き

く
育

成
し

た
ヒ

ラ
メ

、
エ

ビ
類

の
放

流
を

推
進

種
苗

放
流

タ
イ

、
ア

ジ
、

イ
サ

キ
等

の
定

着
資

源
◎

磯
焼

け
対

策
等

沿
岸

域
機

能
回

復
支

援
事

業
　

●
ウ

ニ
駆

除
に

よ
る

磯
焼

け
対

策
　

●
事

前
調

査
及

び
追

跡
調

査
の

実
施

藻
場

回
復

の
取

組

放
流

種
苗

の
大

型
化

県
に

よ
る

対
策

漁
業

者
に

よ
る

対
策

紛
争

防
止

の
た

め
の

規
制

別
図

（
水

２
）

【
※

１
】
 漁

業
資

源
を

確
保

す
る

取
組

造
成

水
産

試
験

場
に

よ
る

資
源

調
査

研
究

カ
ツ

オ
、

マ
グ

ロ
等

の
回

遊
資

源
（
黒

潮
と

と
も

に
回

遊
）

浮
魚

礁
（
黒

潮
牧

場
）

漁
獲

の
効

率
を

高
め

る
取

組

漁
違

　
●

県
外

違
反

船
の

取
締

強
化

　
　

①
用

船
取

締
の

実
施

　
  

②
哨

戒
活

動
の

強
化

　
  

③
定

期
船

か
ら

の
情

報
収

集
　

  
④

水
産

庁
、

近
隣

県
と

の
連

携
強

化
　

  
⑤

漁
業

者
か

ら
の

情
報

収
集

体
制

の
強

化

漁
　

業
　

資
　

源

◎
沈

設
型

魚
礁

現
況

調
査

　
●

2
1
～

2
3
年

度
：
実

態
調

査
　

●
2
4
年

度
～

：
実

態
調

査
を

踏
ま

え
た

設
置

に
向

け
た

検
討

沈
設

型
魚

礁
の

再
評

価

◎
広

域
漁

場
整

備
事

業
　

●
漁

獲
効

果
の

高
ま

る
位

置
へ

再
配

置
　

●
1
2
基

体
制

を
維

持
す

る
た

め
の

整
備

の
低

コ
ス

ト
化

黒
潮

牧
場

の
整

備

密
漁
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【※２】　　　新　規　就　業　者　確　保　対　策

漁業就業支援フェア

（国の事業）
漁協と希望者のﾏｯﾁﾝｸﾞ

↓
実践研修

情報発信

と

情報収集

県庁のホームページ

漁師になりませんか？（漁業振興課）

高知で暮らす。（地域づくり支援課）

高知仕事ネット（雇用労働政策課）

漁業体験研修事業

短期間（３～７日）漁村に滞在し、

漁業、漁村生活を体験

相談窓口

漁業振興課

各漁業指導所

市町村

漁協

新規漁業就業者支援事業
対 象 者：自営の沿岸漁業者として自立しようとする者

相談体制

体験研修

長期研修

ふるさと雇用再生新規漁業就業者確保対策事業

漁村地域への巡回員を配置（委託）

その他のホームページ

漁師.jp（全国漁業就業確保育成センター）

情報の発信 情報の収集と勧誘

東京・大阪・名古屋の

県事務所との連携

別図（水３）

新規漁業就業者漁船リース事業
対 象 者：新規漁業就業者支援事業修了者

支援内容：漁協を通じて中古漁船をリース

自己負担の80％まで融資を受けることが可能

支援内容：研修・生活費を支援(15万円/月＝2年間）

ベテラン漁業者による技術指導で技術を習得（指導者報償費5万／月＝１年間）

金融支援制度
・沿岸漁業改善資金（無利子）

経営等改善資金（近代的な漁業技術や安全確保のために必要な経費）

青年漁業者等養成確保資金（沿岸漁業の経営を開始するするために必要な経費）

魚価向上や流通販売の支援による漁業者所得の向上
雇用の場づくりの推進による漁家族の所得を確保

技術習得

機器・漁具

整備

沿岸漁業者として自立

漁船取得

漁業就業者漁船リース事業（H22新規）
対 象 者：雇用型漁業従事者や親子船からの自立をしようとする者

支援内容：漁協を通じて中古漁船をリース

自己負担の80％まで融資を受けることが可能

魚価向上や流通販売の支援による漁業者所得の向上
・県漁協が実施する浜値向上の取組を支援

・県漁協による様々なチャネルでの有利販売の取組を支援

・地域加工に対する支援

・前処理加工に対する支援

・滞在型、体験型観光の推進に対する支援
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【※３】 鮮 魚 の 商 品 化 に 向 け た 取 組

○ 販売の実践

・ 量販店への高知県漁協販売コーナーの設置

・ 量販店との直接取り引きを通じた四定条件の

実現

○漁業者・漁協職員の意識・行動の改革

鮮魚の商品化
（鮮度保持・衛生管理・規格選別）

高知県１漁協流通販売強化事業

○ 産地市場での鮮度保持・衛生管理の実践

・ 品質向上や衛生管理の実践に向けた専任

職員の主要市場への配置

ふるさと雇用再生

水産物品質向上推進事業

○ 専門家による実践的な学習会の開催と実践評価

・ 県内22ヶ所で実施（H21～H23）

※ 一部では量販店で販売実習

鮮魚商品力向上推進事業

○適正な氷の使用による品質向上の実証（H21)

○H21に実施した実証事業の成果を事例として

他地区へ普及

水産物鮮度向上実証事業の活用

別図（水４）

日常的・継続的

支援

○より高品質で特別な商品化への取組

（沖〆、神経抜き等）

○ 高度な衛生管理ができる市場の整備計画策定

○ 市場統合に向けた取組（市場関係者との協議）

○ 高付加価値化への支援

・ 地域アクションプランで位置付けられた、地域

漁業者の主体的な取組を支援

○ 県産水産物の消費拡大

・ 直販所や量販店での消費者への旬・産地・

料理方法の情報提供、業務筋への情報提

供による消費の拡大推進

土佐の魚

＝ 高鮮度･高品質･安心･安全のイメージ定着

○産地市場の機能面での強化
県１漁協市場流通再編推進事業

産業振興推進総合支援事業

（産業振興推進部所管）
地域漁業者の主体的取組

ふるさと雇用再生

水産物消費拡大事業

●各漁業指導所

●水産試験場

●工業技術センター

目指す姿

高鮮度 高品質 安心 安全のイメ ジ定着

「 土 佐 の 魚 」 全 体 と し て の ブ ラ ン ド 化
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（
２
）

県
漁

協
に
よ
る
「
土

佐
の

魚
」
へ

の
付

加
価

値
向

上

県
漁

協
に
よ
る
落

札
産
地
買
受
人
の
落
札

電
算
ｵ
ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ
ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ
の
活
用

影
響

別
図

（
水

５
）

「
土

佐
の

魚
」
の

品
質

向
上

、
ﾌ
ﾞﾗ

（
４
）

土
佐

の
魚

の
消

費
拡

大

県
漁

協
に
よ
る
落

札
産
地
買
受
人
の
落
札

ﾃ
ﾑ
の
活
用

鮮
魚
流
通

鮮
魚
流
通

加
工
用
流
通

浜
へ

の
情

報
の

ﾌ
ｨｰ

ﾄﾞ
ﾊ
ﾞｯ
ｸ
ﾞに

よ
る
一

層
の
高
品

質
化

、
集

出
荷

体
制

の
整
備

、
４
定

条
件
の
確
保

ﾝ
ﾄﾞ
力

獲
得

、
付

加
価

値
向

上

鮮
魚
流
通

鮮
魚
流
通

加
用
流
通

様
々

な
チ
ャ
ネ
ル

を
通

じ
て
の

販
売

の
実

施

H
20
～

直
販
店
を
中
心
と
し
た
販
売
事
業
の
展
開

3 年

【
高

知
県

１
漁

協
流

通
販
売
強
化
事
業
】

水
産
加
工
業
者

産
地
買
受
人

支
支

支

H
21
～

県
内
量
販
店
と
の
直
接
取
引
の
展
開

H
22
～

県
内
外
業
務
筋
・
消
費
地
市
場
へ
の
展
開

年 間( Ｈ 21 ～ ）

支
援

○
集
出
荷
体
制
構
築

○
販
路
開
拓

○
人
材
育
成
の
支
援

支 援
支 援

支 援

消
費
地
市
場

関
係

者
と
の

交
流
促
進

見
本
市
・
商
談
会
情
報
の

提
供

加
工

用
流

通

３
年

間
の

総
括
・
評
価

H
22

県
内
外
業
務
筋

消
費
地
市
場
へ
の
展
開

）
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
活
用

３
年

間
の

総
括

評
価

「
今
後
の
販
売
戦
略
づ
く
り
」
「
販
売
子
会
社
の
設
立
」
「
加
工
流
通
へ
の
対
応
」
の
結
論

漁
協
と
民
間
加
工
事
業
者
の
協

同
に
よ
る
前

処
理

加
工
・
冷
凍

【
効

果
】

・
魚

価
安

定

・
安

定
供

給

・
付

加
価

値

取
扱

量
の

拡
大

参
画

同
に
よ
る
前

処
理

加
冷

凍

保
管
の
事
業
化
【
※

４
】

・
付

加
価

値

・
定

規
格

化
【
鮮

魚
流

通
の

流
通

量
拡

大
】

・
有

利
販

売
の

出
来

る
取

引
先

の
選

択
と
拡

大

地
域
に
お
け
る

前
処
理
加
工

連
携

県
漁

協
の

収
益

拡
大

漁
業

者
へ

の
還

元
（
手

数
料

の
引

き
下

げ
、
配

当
等

）
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○
県
内
養
殖
生
産

物
の

出
荷

の
状

況

●
県

内
民

間
企

業
と
連

携
し
た
養

殖
生

産
者

の
グ
ル

ー
プ
化

・
養
殖
業
者
、
民
間
企
業
、
行
政
の
協
議
の
場
の
設
置

〔
生
産
者
グ
ル
ー
プ
づ
く
り
の
可
能
性
、
取
組
な
ど
を
協
議
〕

・
養
殖
生
産
者

の
グ
ル

ー
プ
化

○
グ
ル

ー
プ
化

に
よ
る

生
産
者
の
ま
と
ま
り
の
形
成

経
営

体
間

の
養

殖
技

術
格

差
縮

小

→
品

質
の

安
定
と
量
の
ま
と
ま
り

県
外

企
業

に
依

存

県
内

企
業

に
依
存

県
内

養
殖

生
産

額
は

1
2
0億

円
カ
ン
パ
チ
3
7
億

ハ
マ
チ
2
6
億

マ
ダ
イ
4
6
億

そ
の
他
1
0
億

養
殖

生
産

物
の
流
通
・
販
売
対
策

の
強

化

養
殖

生
産

物
の

流
通

・
販

売
の

強
化

○
生
産
者
の
ま
と
ま
り

○
経
営
体
間
の
養
殖
技
術
格
差
縮
小

○
生
産
者
に
よ
る
販
売
力
の
強
化

課
題

短
期

的
な
視

点

目
指

す
べ

き
姿

こ
れ

か
ら
の

対
策

現
状

5
2
億

2
6
億

別
図

（
水
６
）

消
費
地
市
場
、
小
売
な
ど
へ
出
荷

○
養

殖
業

を
取

り
巻

く
環

境

景
気

の
低

迷

過
剰

生
産

燃
油

価
格

の

高
騰

養
殖

生
産

物
価

格
の

下
落

養
殖

生
産

費
用

の
増

大

（
資

材
、
飼

料
価

格
の

ア
ッ
プ
）

●
養

殖
生

産
者

の
販
路
開

拓
支
援

・
養
殖
生
産
者
の
商
談
会
、
商
品
相
談
会
へ
の
参
加
促
進

・
養
殖
魚
の
消
費
拡
大
活
動
の
支
援

●
既

存
養

殖
生

産
者

グ
ル

ー
プ
の

育
成

・
養
殖
技
術
の
向
上
支
援

〔
養
殖
生
産
の
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
、
均
質
な
養
殖
魚
の
安
定
生
産
な
ど
〕

・
販
売
活
動
支
援

〔
消
費
地
へ
の
販
売
促
進
、
直
接
取
引
の
展
開
な
ど
〕

養
殖
生
産
者

の
グ
ル

プ
化

○
養

殖
生

産
の
安
定
に
向
け
た
取
組
の

継
続

・
環
境
調
査
、
赤
潮
調
査
、
魚
病
診
断

・
養
殖
共
済
へ
の
加
入
推
進

・
新
た
な
保
証
制
度
に
よ
る
金
融
支
援

・
制
度
資
金
、
施
設
整
備
等
へ
の
支
援

・
漁
協
の
指
導
力
向
上
に
対
す
る
支
援

○
養

殖
生

産
物

の
有

利
販

売
に
向

け
た

生
産

・
販

売
体

制
の

構
築

→
品

質
の

安
定
と
量
の
ま
と
ま
り

○
養

殖
生

産
物

の
系

統
出

荷
体

制
の

構
築

・
民
間
企
業
へ
の
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却

○
養

殖
魚

の
有

利
販

売
の

実
現

・
消
費
者
の
視
点
に
立
っ

た
養
殖
魚
の
生
産

・
所
得
の
向
上

系
統

出
荷

・
個

人
出

荷

養
殖

業
界
の

長
期

低
迷

長
期

的
な
視
点

1
5
億

※
出

荷
状

況
不

明
：
2
7
億
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【
※

４
】
前

処
理

加
工

・
冷

凍
保

管
事

業
の

事
業

化
に
向

け
た
取

組

・
量
販
店

・
外
食
・
中
食
業

・
宿
泊
業

・
給
食
業

・
食
品
加
工
業

チ
ル
ド
出

荷

冷
凍

保
管

・
出

荷

生
産
者
（
漁
協
）
と
加
工
事
業
者
と
の
共
同
・
連
携
に
よ
る
事
業
化

前
処

理
加

工

安
定
販
売
（
供
給
）

別
図

（
水

７
）

・
消
費
者
の
簡
便

化
志
向

・
国
産
（
県
産
）
魚

志
向

・
高
齢
化
の
進
行

・
景
気
低
迷
に
よ
る
産
地
加
工
ニ
ー
ズ

et
c

現
状

前 処 理 加 工 品

へ の ニ ー ズ の

高 ま り

前
処

理
加

工
・
冷

凍
保

管
事

業

県
産
水
産
物
の
付
加
価
値
向
上

＜
漁
業
特
性
に
よ
る
課
題
＞

＜
流

通
上
の

課
題

＞
＜

事
業

主
体
に
関

す
る
課

題
＞

Ｈ
２
１

○
地

域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

○
漁

協
等

の
加

工
事

業

○
漁

協
等

と
連

携
し
た
民

間
企

業
の

参
入

Ｈ
２
２
～

Ｈ
２
３

早
期
の

事
業
化

＜
漁
業
特
性
に
よ
る
課
題
＞

○
漁

獲
物

が
少

量
多

品
種

で
加

工
に
は
不

向
き

○
釣
も
の
主
体
で
ほ
と
ん
ど
が
鮮
魚
流
通

＜
流

通
上
の

課
題

＞

○
先
行
す
る
大
手
企
業
・
有
力
産
地
・輸

入
品
と
の
厳
し
い
競
争

○
後
発
で
事
業
参
入
す
る
こ
と
に
よ
る
不
利

＜
事

業
主

体
に
関

す
る
課

題
＞

○
県

内
に
前

処
理

加
工

事
業

を
行

う
事

業
者
が

な
く
、
ノ
ウ
ハ
ウ
も
な
い

○
県

内
事

業
者

の
財

務
基

盤
が

弱
く
、
新

規
事

業
へ
の

投
資
意

欲
が
低

調

◆
前
処
理
加
工
・
冷
凍
保
管
事
業
適
正
規
模
モ
デ

ル
の
作
成

◆
前
処
理
加
工
等
事
業
実
証
試
験
の
実
施

【
前

処
理

加
工
・
冷

凍
保

管
事

業
適

正
規

模
モ
デ
ル

の
概

要
】

＜
全

体
考

察
の

概
要
＞

・
前
処
理
加
工
の
主
要
対
象
魚
種
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
検
討
委
員
会
の
意
見
等
を
参
考
に
ニ
ー
ズ
の
高
い
主
要
魚
種
を
８
魚
種
に
絞
り
込
ん
だ
。

・
先
行
す
る
大
手
企
業
、
輸
入
品
等
と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
天
然
魚
・チ

ル
ド
流
通
を
中
心
に
、
施
設
の
周
年
稼
動
・安

定
供
給
の
観
点
か
ら
養
殖
魚
や
冷
凍
品

も
取

扱
う
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
ニ
ッ
チ
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
べ
き
。

・
事
業
リ
ス
ク
の
軽
減
や
早
期
の
事
業
化
を
実
現
す
る
た
め
小
規
模
な
も
の
か
ら
事
業
化
し
、
徐
々
に
規
模
を
拡
大
す
べ
き
。

＜
地

域
別

特
色

＞

・
芸
東
地
域
：
ｺ
ﾞﾏ
ｻ
ﾊ
ﾞ、
ﾏ
ｱ
ｼ
ﾞ等

の
天

然
魚

を
中
心
に
設
備

投
資

を
抑
え
、
小
規
模
施
設
で
人
的

加
工

を
中

心
に
運
営

す
れ
ば
事
業
化
が
可
能
。

・
中
央
地
域
：
ﾏ
ﾀ
ﾞｲ
、
ｶ
ﾝ
ﾊ
ﾟﾁ
等
の
養
殖
魚
を
中
心
に
天
然
魚
を
組
み
合
わ
せ
て
運
営
す
れ
ば
事
業
化
が
可
能
。

・
幡
多
地
域
：
天
然
魚
・養

殖
魚
と
も
に
調
達
が
容
易
で
、
採
算
性
が
高
く
、
他
の
地
域
と
比
べ
最
も
事
業
化
が
図
り
や
す
い
。

【
前

処
理

加
工
等

実
証

試
験

の
概

要
】

適
正
規
模
モ
デ
ル

で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

対
象

と
な
っ
た
８
魚
種
を
含
め
、
前
処
理
加
工
品
の
試
作
品
の
製
造
、
原
価
計
算
、
商
品

評
価

等
を
行
い
、
前
処
理
加
工

等
事

業
の

具
体

的
な
採
算
分
析

を
行
う

前
処
理
加
工
の
事
業
化
に
前
向
き
な
企

業
等

の
動

き
（
事

業
化

の
芽

）

調
査
結

果
の

活
用

事
業

化
働

き
か

け
○

地
域

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
へ

の
位

置
付

け
、
産

業
振

興
推
進
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
(産

業
振
興
推
進

部
所
管
）
の
活
用
に
よ
る
初
期
投
資
の
軽
減
が
図
ら
れ

る
よ
う
支
援

等
事

業
の

具
体

的
な
採
算
分
析

を
行
う
。
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漁村における『滞在型・体験型観光の誘客に向けた戦略』

第

Ⅰ

期

◎滞在型・体験型観光推進事業補助金
○事業主体

①地域住民組織 ②漁業協同組合

○補助率
県：事業費の50％以内

活動の補助金上限：100万円

補助期間は、最大3ヶ年間

○事業内容（補助対象）

① 受入れのための技術取得活動
サービス業としてのノウハウや資格の取得

（講習会，講演会，勉強会開催，講師派遣）

指導者の発掘，人材育成 など

（インストラクター，コーディネーター講習）

◎地域住民参加の意見交換会
・地域住民への説明と意見交換

・地域コンセプトの提示

・活動計画素案の提示

◎漁村地域資源調査委託
○地域の現状把握（コンサルタント調査）

・現地調査(地域資源)

（歴史･景観･伝統料理･食材 など）

・実情の聴取(関係者)

（専門家･地域支援企画員･市町村･漁協･住民代表 など）

地域住民の意識改革

地域における協力体制の構築

顧客満足度を高めるメニューづくり

【顧客ニーズのアドバイス】

県内40ヶ所の診断

レベルアップ

Ｐ

(計画)

◎活動内容の評価･検証
・コンサルタント(専門家)

Ｄ

(実行)

Ｃ

(評価)

Ａ

●地域活動への着手
・活動計画づくり

・体験メニューづくり

・地域特産品づくり

・接客技術の取得

・イベントの開催

・来客アンケート

など

●活動内容の改善

住

民

参

加

型

の

組

織

づ

く

り

地

域

住

民

の

意

識

改

革

●市町村(仮申請者)募集
現
在
活
動
中

支 援
(第Ⅰ期)

◎漁村の現状評価
・診断

・助言

滞

在

型

・

体

験

型

観

光

推

地域資源の何が商品になるか分からない

所得に結びつけていく発想がない

情報発信力が弱く販売能力に乏しい

収入の確保

雇用の場の確保
【課題】【目標】【現状】

地域支援

企画員

（例）

別図（水８）

地域の特性や資源を活かしながら、地域が一体となって、滞在型・体験型観光推進地域を構築

第

Ⅲ

期

② 組織づくりに向けた活動
地域住民参加による協議会の設立･運営

（協議会議の運営に係る費用）

協議会による定期的な活動と評価 など

（アドバイザーの派遣，モニターツアー）

③ メニューづくり・情報発信活動
商品販売のイベント開催

（イベント資材，安全･衛生対策機材）

情報発信能力の強化･機能向上 など

（ＨＰ製作、パンフレット作成、更新）

◎旅行業界専門家等による審査

◎漁村コミュニティ基盤整備事業
○事業内容

来訪者受入施設の整備に対する助成
(例) 総合交流施設，宿泊･体験施設，直販施設，漁家レストラン

情報基盤施設(津波警報) など

○補助率
国・県：事業費の60%以内

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

事業計画の認定

レベルアップＡ

(改善)

●活動内容の改善
・次年度計画(案)づくり

り革

第

Ⅱ

期

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ａ
●体験メニュー(商品)の改善

・観光商品の販売計画(案)づくり

●地域活動のレベルアップ
・活動意識の向上

（民泊勉強会 など）

・体験メニューの実施・拡充

（観光商品の業界への売込み）

・情報発信能力の向上 など

●体験活動に必要な施設計画

◎活動内容の評価･検証

◎漁業集落環境整備事業
○事業内容

来訪者受入環境の整備に対する助成
(例) 防災安全施設（津波避難施設）

漁業集落道路，集落排水施設，緑地・広場 など

○補助率
国・県：事業費の70%以内

施
設
整
備

支 援
(第Ⅱ期)

支 援

推

進

事

業

●地域･産業間連携による取組
・全国的な展示会・見本市への出展支援

・観光業界と連携した商談会の開催

・子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

・広域観光周遊ルートづくり など

レベルアップ

レベルアップ

レベルアップ

地域支援

企画員

（例）

漁業外収入及び雇用機会の増加により漁家所得の向上
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河 川 の 資 源 量【
中

山
間

地
域

に
賑

わ
い
を
取

り
戻

す
た
め
の

資
源

豊
か

な
河

川
づ
く
り
に
向

け
た
戦

略
】

人
工
的
対
策
に
よ
り
資
源
を
維
持

自
然

の
再

生
産

に
よ
る
資
源

増

殖
を
徐
々
に
拡
大

年

現 在

河
川
資
源
の
極

端
な
減
少

◆
漁
業
生
産
と
し
て
の
河
川
利
用
の
衰
退

◆
人
工
構
造
物
・
河
川
改
修
に
よ
る
生
息
適
地
の
減
少

◆
淵
や
瀬
の
減
少
な
ど
河
川
の
荒
廃
に
よ
る
環
境
収
容
力
の
低
下

◆
山

林
の

荒
廃

に
よ
る
土
砂

流
出
・
崩
壊

な
ど
の

影
響

◆
土

砂
流

出
な
ど
に
よ
る
河

床
変
化

で
産

卵
適

地
が
減

少

ア
ユ
を
は

じ
め
と
す
る
河

川
資

源
減

少
の

要
因

資
源

豊
か

な
河

川
の

復
活

県
内

漁
獲

量
の

推
移

単
位
：
ト
ン

ア
ユ

1,
8
07

1
,1
5
3

84
9

1
87

ウ
ナ
ギ

1
68

1
2
9

5
9

25

2
00

6
年

1
9
76

年
19

86
年

19
9
6年

◎
内

水
面

漁
業

振
興

事
業

●
防

疫
や

遺
伝

的
多

様
性

に
配

慮
し
た
責
任

あ
る
種

苗
放
流

●
産

卵
場

造
成

●
禁

漁
期

禁
漁

区
の

設
定

人
工

的
対

策
に
よ
る
資

源
増

殖

こ
れ
か
ら
の
対
策

資

別
図

（
水

９
）

◆
土

砂
流

出
な
ど
に
よ
る
河

床
変
化

で
産

卵
適

地
が
減

少

◆
温

暖
化

に
よ
る
異

常
な
気

象
に
よ
る
濁

水
や
渇

水

◆
海

水
温

の
上

昇
に
よ
る
仔

魚
の
生

残
率

低
下

◆
河
床
低
下
や
海
水
面
の
上
昇
に
よ
る
産
卵
場
面
積
の
減
少

◆
冷
水
病
な
ど
の
疾
病
の
影
響

◆
カ
ワ
ウ
や
外
来
魚
な
ど
に
よ
る
食
害
の
影
響

◆
漁

具
の

進
化

に
よ
る
漁
獲

圧
力
の

高
ま
り

◆
産

卵
親

魚
の

漁
獲

◆
漁

協
の

遊
漁

料
収

入
・組

合
員
減

少
に
よ
る
増
殖

活
動
等

の
制
限

◆
内

水
面

資
源

を
守

る
た
め
の
利
水
調
整
の
難
し
さ

et
c・
・
・

◆
冬
季
は
河
川
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い

河
川
の
利
用
の
制
限
（
現
行
の
漁
期
）

◎
河

川
利

用
中

山
間

地
域

活
性

化
事
業

冬
季
の
ア
マ
ゴ
釣
を
可
能
に
す
る
規
制
解
除
の
た
め
に

●
ア
マ
ゴ
の
自
然
増
殖
に
支
障
の
な
い
水
域
の
科
学
的
証
明

●
規

則
の

改
正

（
農

水
大

臣
の

認
可
）

周
年
利
用
の
た
め
の
対
策

一 年 中 楽 し め る 河 川

◆
四
万
十

川
が

全
国

ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
通

用
し
て
い
る
が
、
他

の
河
川
に
つ
い
て
は
P
R
が
不

足

県
内
河
川
の
知
名
度

○
河
川
の
資
源
状
況
と
釣
の
情
報

○
周
辺
施
設

宿
食

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
地
域
情
報

中 山 間 地 域 の 賑 わ い

庁
内
外
の
連
携

流
域
の
団
体
・
住
民
の
連
携

●
禁

漁
期
・
禁

漁
区

の
設

定

●
冷

水
病

等
の

疾
病

対
策

●
カ
ワ
ウ
・
外
来
魚
へ
の
対
策

○
資

源
増

殖
へ

の
試

験
研

究
の

取
組

○
自
然
保
護
意
識
の
醸
成
と
活
動
へ
の
参
画

○
流

域
住

民
な
ど
森

川
海

連
携

に
よ
る
環
境

保
全

○
魚
類
等
の
生
態
に
配
慮
し
た
河
川
改
修
な
ど

○
河
川
利
用
を
巡
る
利
害
関
係
者
の
連
携

自
然

の
再

生
産

を
復

活
さ
せ

る
取

組

○
資
源
増
殖
へ
の
調
査
研
究
（
内
水
面
漁
業
セ
ン
タ
ー
)

○
鳥
獣
被
害
対
策
（
文
化
生
活
部
）

○
森

林
の

適
正

管
理

・
県

民
参

加
の

森
づ
く
り
・
温

暖
化

対
策

・
協

働
の
森
づ
く
り
・
清
流
保
全
な
ど
（
林
業
振
興
・
環
境
部
）

○
濁
水
対
策
・
住
民
団
体
と
連
携
し
た
河
川
管
理
な
ど
（
土
木
部
)

○
森
林
整
備
の
支
援
（
公
営
企
業
局
）

資 源 豊 か な 河 川

他
河
川
へ
の
取
組
拡
大

活 用

情
報
発
信

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

ア
ユ
釣

ア
マ
ゴ
釣

国
ラ

通
用

、
他

足
○
周
辺
施
設

､宿
､食

､イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
地
域
情
報
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Ⅱ 専門分野の成長戦略 

 
 

４ 商工業分野 
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地
域

の
資
源
や
強
み
を
活
か
し
て
力
強
く
発
展
す
る
商
工
業

～
外

貨
の

獲
得

を
目

指
し
て
～

商
工

業
の

振
興

に
向

け
た

成
長

戦
略

概
念

図
～

商
工

業
部

会
ま

と
め

～

現
状

・
こ
れ

ま
で
の

取
組

【
現

状
】

○
製

造
品

出
荷

額
等

は
平

成
７
年

を
ピ

ク
に
減

少
こ
こ

4
5年

は
ほ

横
ば

い

こ
れ

か
ら
の

対
策

（
★

新
規

事
業

、
◎

拡
充
事

業
）

今
後

の
展

開
イ
メ
ー
ジ

地
場
企
業
の
振
興

★
成
長
が
期
待
さ
れ
潜
在
力
の
あ
る
分
野
や

企
業
へ

の
重
点

的
支
援

・
食

品
な
ど
テ
ー
マ
ご
と
に
研
究
会
を
設
置
し
、
事

業
化
に
向

け
た
プ
ラ
ン
づ

く
り
を
促
進

地
場
企
業
の
振
興

１
．
５
次

産
品

の
販

売
促

進
地

域
経

済
に
貢
献
す
る

商
業

の
活
性
化

地
域

経
済
を
牽
引
す
る

工
業

の
活
性
化

○
製

造
品

出
荷

額
等

は
平

成
７
年

を
ピ
ー
ク
に
減

少
。
こ
こ

4～
5年

は
ほ

横
ば

い
○

県
経

済
を
支

え
て
き
た
産

業
（
窯
業
・
土
石

、
木
材
・
木
製

品
、
衣

服
な
ど
）
が
低
迷

○
落

ち
込

み
を
カ
バ

ー
す
る
産

業
が

育
っ
て
い
な
い

○
世

界
的

シ
ェ
ア
を
持

つ
キ
ラ
リ
と
光

る
企

業
も
あ
る

【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
○
新
分
野
へ
の
進
出
な
ど
経
営
革
新

へ
の
取

り
組
み

の
推
進

○
相

談
受

付
型

の
個

別
企

業
へ

の
支
援

対
応

【
現

状
】

○
県

内
の

製
造

品
出

荷
額

の
50

％
従

業
員
数

の
30

％
を
占
め
る

企
業
立
地
の
推
進

食
品
な
ど
テ

マ
ご
と
に
研
究
会
を
設
置
し
、
事

業
化
に
向

け
た
プ
ラ
ン
づ

く
り
を
促
進

・
県
と
中
核
企
業
と
の
緊
密
な
連
携
確
保
と
迅

速
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
仕
組

み
づ

く
り

★
「
中

核
企

業
を
目

指
す
企

業
の

育
成

」
と
「
小

規
模

事
業

者
の

連
携

等
に
よ
る
体

質
強

化
」
を

目
指

し
、
県

の
専

任
チ
ー
ム
の

定
期

的
な
企

業
訪

問
、
全

て
の

産
業

支
援

機
関

が
連

携
し
た

支
援
体
制
を
構
築
し
、
企

業
支
援
を
充

実
★

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活

用
し
た
企

業
情

報
の

発
信

と
販

路
拡

大
の

支
援

★
県

内
に
需

要
が

あ
る
機

械
や

設
備

を
県

内
で
製

造
す
る
「
も
の

づ
く
り
の

地
産

地
消

」
の

推
進

○
本

県
の

強
み

で
あ
る
地

域
固

有
の

技
術

や
資

源
を
活

用
し
た
誘

致
★

核
と
な
る
企

業
や

不
足

業
種

の
誘

致
を
進

め
地

域
内

で
完

結
す
る
生

産
体

制
の

構
築

企
業
立
地
の
推
進

１ 次 産 業 と の 連 携

（ １ ． ５ 次 産 業 の 推 進

企 業 立 地 の 推 進

新 た な 産 業 の 創

地 場 企 業 の 振 興

商 業 の 振 興
商 店 街 の

全
国
で
も

○
県

内
の

製
造

品
出

荷
額

の
50

％
、
従

業
員
数

の
30

％
を
占
め
る

○
昭

和
５
８
年

以
降

新
設

１
３
０
件

、
増

設
４
０
件

【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
○

本
県

の
強

み
で
あ
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
対
策
を
基
本

に
、
地
縁
血

縁
と
地

元
の

熱
意

を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
企

業
立

地
の

推
進

【
現

状
】

○
研

究
開

発
の

成
果

が
製

品
化

・
事

業
化

ま
で
結

び
つ
く
も
の

が
少

な
い

【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
○

大
学

等
と
の

産
学

官
連

携
に
よ
る
研
究
開

発

新
た
な
産
業
の
創
出

★
核

と
な
る
企

業
や

不
足

業
種

の
誘

致
を
進

め
、
地

域
内

で
完

結
す
る
生

産
体

制
の

構
築

（
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
化
）

○
企
業
立
地
基
盤
（
工
業
団
地
等
）
の
整
備
の
推
進

・
県
市
町
村
共
同
開
発
型
の
団
地
開
発

、
工

業
用
水

道
、
情

報
基
盤
の
整
備

★
産
学
官
連
携
の
仕
組
み
作
り
を
行

い
、
食
品

分
野
な
ど
の

共
同
研

究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

大
学

の
持

つ
研

究
成

果
と
企

業
の

ニ
ー
ズ
の

マ
ッ
チ
ン
グ
を
促

進
★

ま
ん
が

に
代

表
さ
れ

る
県

内
に
潜

在
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
発

掘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を

ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
な
げ
て
い
く
仕

組
み

づ
く
り
を
支

援
★
健
康
福
祉
分
野
の
ニ
ー
ズ
や
市
場
情
報
、
専

門
家
の

助
言
等

に
よ
る
具
体
的
な
プ
ラ
ン

づ
進

提
供

複
福

ビ
提
供

援

新
た
な
産
業
の
創
出

建
設
業
の

新
分
野
進
出

）
進

創 出
興

製
造

業
の

高
度

化

工
業
の
振
興

の 振 興

商
業
の
振
興

他
の

産
業

と
の

連
携

農
業

水
産

森
林

観
光

下
位
に
低
迷
す
る

高
知
県
工
業

工 業 の 振 興

海
外

全
国

関
西

圏
四

国
内

県
内

地
域

内産
業

人
材

の
育

成
と
確

保

○
大

学
等

と
の

産
学

官
連

携
に
よ
る
研
究
開

発
○

県
内

の
研

究
機

関
や

企
業

の
技

術
シ
ー
ズ
を
生

か
し
た
研

究
開

発
の

支
援

【
現

状
】

○
一

次
産

品
の

生
産

者
は

、
加

工
用

よ
り
生

鮮
で
の

高
値

出
荷

を
目

指
す
傾

向
○

県
内

の
一

次
産

品
を
活

用
す
る
食

品
加

工
の

取
組

が
弱

い
○

県
外

へ
の

販
売

力
や

流
通

ノ
ウ
ハ

ウ
を
持

つ
企

業
が

少
な
い

【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
＜

生
産

・
加

工
＞

○
地

域
産

品
を
活

用
し
た
商

品
の
開

発
支
援

１
．
５
次
産
業
の
推
進

づ
く
り
を
進
め
る
場
の

提
供

や
、
複

合
的
な
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
支

援

★
生
産
技
術
の
専
門
家
や
流
通
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
外
部
人
材

の
活
用

に
よ
る
戦
略
的
な

企
業
経
営
を
支
援

★
地
域
で
生
産
者
や
商
工
業
者
等
が
連
携

し
て
、
地

域
資
源

の
発
掘

や
原
材

料
確
保
を

協
議

す
る
場

を
７
つ
の

ブ
ロ
ッ
ク
に
設

置
★

生
産

者
・
関

係
団

体
と
の

連
携

調
整

に
よ
る
原

材
料

処
理

や
加

工
用

設
備

の
整

備
へ

の
財

政
的

な
支

援
★

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の

設
置

に
よ
る
販

路
開

拓
拠

点
、
観

光
情

報
発

信
拠

点
等

の
整

備
※

物
産
だ
け
で
な
く

生
産
者

団
体
と
も
連

携
し
た
外
食
や
中

食
卸

小
売
業
者

等
の

１
．
５
次
産
業
の
推
進

今
後
の
施
策
の
展
開
方
向

新
分
野
進
出

高
知
県
の
強
み
で

あ
る
一
次
産
品
を

活
か
し
き
れ
て
い

興

【
現

状
】

○
小

売
販

売
額

は
平

成
9年

か
ら
、
事
業

所
数
・
従
業

者
数
は

平
成

11
年

か
ら
減

少
が

続
く

○
卸
売
業
売
上
高
、
事

業
所
数

、
従
業
員

数
は
平

成
11

年
を
ピ
ー
ク
に
減

少
傾

向

商
業
の
振
興
（
全
般
）

○
地

域
産

品
を
活

用
し
た
商

品
の
開

発
支
援

○
流
通
側
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
商

談
会
の
開

催
＜

流
通

・
販

売
＞

○
商
工
会
な
ど
を
通
じ
た
経
営
指
導

、
企

業
体
質

の
強
化

○
商

品
計

画
機

構
や

企
業

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
に
よ
る
販

路
開

拓
支

援

※
物

産
だ
け
で
な
く
、
生
産
者

団
体
と
も
連

携
し
た
外
食
や
中

食
、
卸
・
小

売
業
者

等
へ

の
県
産
品
の
売
り
込
み
拠
点
と
す

る
・
新

た
な
首

都
圏

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
設

置
★

県
や

地
産

外
商

公
社

主
催

の
商

談
会

な
ど
に
よ
る
県

産
品

の
売

り
込

み
の

支
援

★
海
外
展
開
の
推
進
に
向
け
た
新
た
な
取

組

今
後
の
施
策
の
展
開
方
向

＜
地
場
企
業
の
振
興
＞

・
地
場
企
業
の
競
争
力
強
化
と
産
業
集
積
の
向
上

・
も
の
づ
く
り
の
地
産
地
消
の
推
進

１
地

域
経

済
を
牽

引
す
る
工

業
の

活
性

化
～
外

貨
の
獲

得
目
指

し
て
～

（
１
）
も
の

づ
く
り
企

業
の

強
化

活
か
し
き
れ
て
い

な
い
食

品
加

工

◎
既
存
産
業
界
と
の
連
携
に
よ
る
販
路

拡
大
の

支
援

◎
新
分
野
へ
の
利
用
拡
大
に
向

け
た
研

究
開
発

の
推
進

海
洋
深
層
水
の
利
用
拡
大

○
卸
売
業
売
上
高
、
事

業
所
数

、
従
業
員

数
は
平

成
11

年
を
ピ

ク
に
減

少
傾

向
○

人
口

減
少

・
高

齢
化

に
よ
る
地

域
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

縮
小

【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
○

商
工

会
等

を
通

じ
た
小

規
模
企
業

者
の
経

営
改
善

指
導

○
経

営
者

の
経

営
力

向
上

等
へ

の
支

援
、
経

営
革

新
塾

や
各

種
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催

【
現

状
】

○
大

規
模

量
販

店
進

出
に
よ
る
個
店
の

活
力
低

下
○

商
店

街
の

活
力

低
下

【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
○

国
の

間
接

補
助

金
、
高

度
化

融
資

に
よ
る
ア
ー
ケ
ー
ド
カ
ラ
ー
舗
装
等

の
ハ

ー
ド
整

備

◎
個
店
の
経
営
改
善
へ
の
取
組
を
促
進

・
魅
力
あ
る
個
店
づ
く
り
や
外

貨
の
獲

得
に
重
点
を
置
い
た
経
営

改
善
の
指
導

・
経
営
改
善
に
取
り
組
む
商
業
者
に
、
経
営
内

容
の
診
断
・
指

導
の
た
め
専

門
家
を
派

遣
★
地
域
外
へ
の
販
路
拡
大

・
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
や

産
直

シ
ョ
ッ
プ
の
設

置
を
支

援
★

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活

用
し
た
ｅ
-
コ
マ
ー
ス
の

展
開

を
支

援

商 業 の 振 興

商
業
の
振
興
（
全
般
）

商
店
街
の
振
興

・
も
の
づ
く
り
の
地
産
地
消
の
推
進

＜
企
業
立
地
の
推
進
＞

・
地

域
の
特

性
を
生

か
し
た
企

業
誘

致
の
推

進
＜
新
た
な
産
業
の
創
出
＞

・
研
究
開
発
成
果
の
県
内
で
の
事
業
化

「
お

い
し
さ
」
や

「
高

品
質

」
「
安

全
安

心
」
な
ど
を
キ
ー

ワ
ー

ド
に
高

知
県

ブ
ラ
ン
ド
を
確

立

（
２
）
第

１
次
産

業
と
の

連
携
（
１
．
５
次

産
業

の
連
携

）

商
店

街
の

振
興

大
規
模
量
販
店
の

進
出
や
人
口
減
少

に
よ
り
商
業
が
衰
退

装

【
現

状
】

○
若

者
の

失
業

率
が

高
く
、
近

年
は

高
校

生
の

県
外

流
出

も
増

加
○

企
業

で
は

中
核

的
な
人

材
が

不
足

し
確

保
が

難
し
い
状

況
【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
○

新
規

高
卒

者
の

就
職

促
進

（
就
職

率
の
向

上
）

○
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
こ
う
ち
を
中

心
に
若

年
者

の
就

業
促

進

産
業

人
材

の
育

成
と
確

保

興

◎
商
店
街
の
活
性
化
の
取
組

・
商
業
者
と
住
民
団
体
が
一
体
と
な
っ
た
商
店
街
活

性
化
イ
ベ

ン
ト
の
実

施
・
新
し
く
商
売
を
始
め
た
い
人
の
た
め
に
空
き
店
舗
活

用
を
支
援

★
中
心
市
街
地
活
性
化
に
取
り
組

む
市
町

村
を
支
援

★
観

光
と
の

連
携

に
よ
り
地

域
の

商
業

の
活

性
化

◎
学
校
・
企
業
の
連
携
の
強
化

★
就

職
支

援
相

談
セ
ン
タ

（
ジ

ブ
カ
フ

）
の

機
能

充
実

産
業

人
材

の
育

成
と
確

保

働
く
場
が
あ
っ
て
も

就
職
に
結
び
つ
か

な
い
雇

用
の

ミ
ス

マ
ッ
チ
が
存
在

人 材 育

２
地
域
経
済
に
貢
献
す
る
商
業
の
活
性
化

新
た
な
発
想
で
商
店
づ
く
り
や
商
店
街
の
活
性
化
に
取
り
組
む

（
３
）
海

洋
深

層
水
の

利
用
拡

大

販
路
拡
大
支
援
と
研
究
開
発
の
推
進

【
現

状
】

○
公
共
事
業
の
減
少
に
伴

い
、
就

業
者
の

減
や
経

営
環
境

の
悪
化

○
農

林
や

林
業

、
介

護
や

福
祉
な
ど
を
担
う
人
材

不
足

【
こ
れ

ま
で
の

取
組

】
○

新
分

野
進

出
説

明
会

の
実

施
○

フ
ァ
ン
ド
等

に
よ
る
新

分
野

進
出

支
援

建
設
業
の
新
分
野
進
出

★
就

職
支

援
相

談
セ
ン
タ
ー
（
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
）
の
機
能

充
実

◎
地

域
で
行

う
人

材
育

成
の

普
及

拡
大

★
機
械
・
金
属
、
食
品
加
工
企
業
等

に
対
す
る
技
術

人
材
の

育
成

◎
中

核
的

な
人

材
の

誘
致

★
求
人
求
職
情
報
の
利
便
性
の
向
上

★
新

分
野

進
出

に
係

る
様

々
な
課

題
を
解

決
す
る
た
め
、
地

域
で
の

支
援

体
制

を
構

築
◎

新
分

野
進

出
を
促

進
す
る
環

境
づ
く
り

建
設
業
の
新
分
野
進
出

３
産

業
人

材
の

育
成

と
確

保

４
建
設
業
の
新
分
野
進
出

公
共
事
業
の
減
に
伴

い
働

く
場

が
減

少

育 成 ・ 建 設 業 支 援

ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消
に
よ
る
円
滑
な
人
材
の
確
保

新
分
野
進
出
に
よ
る
地
域
で
の
働
く
場
の
確
保

337



戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆分野や規模を問わな
い一律の中小企業施策
の展開に留まっている

◆企業間の連携等が薄
く、総じて個々の企業体
力を強化できず、成長に
限界があった

◆成長が期待され潜在力のあ
　 る分野や企業への重点的支
   援
　★テーマごと（例：食品加工
     等）の研究会方式による企
     業支援
　★企業との緊密な連携確保と
　   迅速なバックアップ

○ ○ ○

◆総合的な支援体制の構築
　 （産業支援機関の連携によ
    る具体的支援策の検討）
　★地域経済を牽引する中核
　   企業を目指す企業の育成
　★小規模事業者の連携等に
　   よる体質強化

○

◆★販路の拡大（インターネッ
　  ト利用、県主催の商談会の
　  開催等）

○

１．地域経済を牽引する工業の活
性化
　（１）ものづくり企業の強化
　　・地場企業の競争力強化と産
　　　業集積の向上
　　・地域の特性を生かした企業
　　　誘致の推進
　  ・研究開発成果の県内での
　 　 事業化

          ①地場企業の振興

◆製造品出荷額等は、
H7年（7,055億円）をピー
クに減少し、ここ4～5年
はほぼ横ばい
・H18年　5,498億円
　　（全国46位）
・45位(鳥取)1兆346億
円、
　47位(沖縄)5,280億円
※H19年工業統計（速
報）

◆県内製造業の約半数
は小規模事業者であり、
地域製造業の牽引役とな
る大規模事業者が少な
い
　・従業員数4～9人
　　    　全体の47％
　　 　〃　　 100人以上
    　     全体の 3%

＜製造品出荷額＞
　・従業員数4～9人
      　　全体の 6%
　　　　〃　　100人以上
           全体の49%

◆新分野への進出など
経営革新への取組の推
進（一般公募型の財政支
援制度）
・頑張る企業総合支援事
業
・こうち産業振興基金ほ
か

◆相談受付型の個別企
業への支援対応

現状 これからの対策
改革の方向

◆◎機械・金属、紙産業、食品
加工企業等に対する技術人材
の育成

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業

○○○

◆★第１次産業と工業団体と
　　 の連携を推進し、ニーズに
　　 基づく研究開発を促進

　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆複数の中核的な企業と、
それを支えるグループ企業
群の形成

◆研究会発の事業化件数
　　 H23： 30件（累計）

◆経営革新等認定企業数
　 H20： 160社（累計）
　    　　　↓
　 H23： 220社（累計）

◆電子商取引普及率
　　（BtoB）
　 H18：10.8％
　    　　↓
　 H23：13.2％

◆地場企業と誘致企業の
連携による高い技術力を
持った産業群の形成
◆本県の特性を生かした新
たな産業の育成と活発な事
業展開

◆研究会発の事業化件数
　　H29： 90件（累計）

◆経営革新等認定企業数
　　H29： 340社（累計）

◆電子商取引普及率
　　（BtoB）
　　H29： 16.1％

Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２１Ｈ２０
目指すべき姿

県工業振興課、新産業推進課：

・テーマ別研究会設置・運営

・研究会発事業化支援補助制度の創設

テーマごとの研究会方式による企業支援

企業との綿密な連携確保と迅速なバックアップ

地域経済を牽引する中核企業を目指す企業の育成

県工業振興課：

・中核企業等育成支援会議の設置

技術者の養成、ビジネスマッチング、生産性向上

・専任チームの定期的な企業訪問

小規模事業者の連携等による体質強化

県工業振興課：

・インターネットを活用した企業情報の発信と受注の確保

インターネット利用、県主催の商談会の開催等

食品、天然素材、環境、健康福祉

Ｐ３６２

別図（商工１）参照

Ｐ３６３、３６４

別図（商工２・３）参照

Ｐ３６５

◆技術研修受講者数
 H20：
　　9コース 75人(年間)
        ↓
 H21～H23：
 14コース 400人(年間)

◆技術、技能の向上や資格
取得率アップ

◆企業の求める多様な人
材を確保

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進 すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

インタ ネットを活用した企業情報の発信と受注の確保

・展示会への参加助成

産業振興センター：

・県外商談会の開催

Ｐ３６５

別図（商工４）参照

機械・金属、紙産業、食品加工企業等に対する技術人材の育成

県工業技術センター：

・専門的技術研修の実施

県工業技術センター：

・専門的技術研修の実施

・食品加工特別技術支援員の配置

・技術指導アドバイザーの派遣

県工業技術センター：

・機械金属加工特別技術支援員の配置

県紙産業技術センター：

・技術指導アドバイザーの派遣

Ｐ３６６

別図（商工５）参照

第１次産業と工業団体との

連携強化

意見交換会の実施

県商工政策課：第１次産

業と工業団体との意見交

換会の実施

県工業振興課：ものづくりの地産地消（機械系）を促進するための助成制

度の創設・展開

ものづくりの地産地消の仕組みづくり

工業団体：

機械装置の

発注案件窓

口の設置

Ｐ３６７

別図（商工６）参照

県計画推進課・工業振興課・工業技術センター等：

ものづくりの地産地消（機械系）に向けた情報収集と交

流機会の拡大、新分野進出や研究開発型企業への転

換を図るための技術的な支援

工業団体等：第１次産業の弱点や問題点を、新しい発想

案提の方法する解決によって工業技術と

県計画推進課、工業振興課、地産地消・外商課：

・第１次産業者・各地域本部・工業団体・食品加工団体等による情報共有

の体制構築

・タイムリーな情報提供と情報フローの確立

　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆◎本県の強みを生かした誘
　 致（地域固有の技術・資源・
　 企業等の活用)

〇

◆◎県内製造業の高度化に繋
　 がる誘致

〇

◆◎不足する事務系職場の誘
　 致

現状 これからの対策
改革の方向

◆製造品出荷額の50％
　従業員数30％を占める

◆58年以降、新設130件
　増設40件、出荷額
　3,500億円(H17企業
　ヒアによる実績　＋
　18年度以降の新増
　設分）
　※18年度以降分
　新12、増20、出荷額
　870億円

◆高度化に資する表面
　処理等の誘致；
　　金型４、熱処理１
　　プラスチック成型３
　　アルミ鋳込２
　　同ダイカスト１、鍛造１
　　研磨２（ﾌﾞﾗｽﾄ、ｶﾞﾗｽ
　　研磨）

◆成長が期待できる研究
　開発型企業の立地

◆中央部での工業団地
　の在庫が2haとなってい
　ること

◆アフターケア対策トップ
　クラスの評価

◆本県の強みであるアフ
　ターケア対策を基本に
　地縁血縁と地元の熱意
　をモットーにした企業立
　地の推進

　　・大型立地は２社
　　・基盤技術関係企業
　　　14社
　　・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ等の誘致
　　 を本格的に開始(H
　　 16年)し、６社640人
　　 の新規雇用
　　・ｱﾌﾀｰｹｱ対策
　　　大型立地を除き、
　　　２社の工場が出荷
　　　額200億円を超す
 　・基盤整備関係
　　　流通系やｵﾌｨｽﾊﾟ
　　　ｰｸ関連を重視した
　　　ことから、工業団
　　　地の開発等が十
　　　分でなかった

◆中央部での計画的な
　団地開発等ができなか
　ったことから、工業団地
　の在庫が不足、工業用
　水や情報基盤面で課題

◆立地優遇策の強化競
　争や立地環境で他県に
　力負けする

◆工業集積が脆弱なこと
　から、表面処理等の企
　業の不足と熟練工など
　の層が薄い

１．地域経済を牽引する工業の活
性化
　（１）ものづくり企業の強化
　　・地場企業の競争力強化と産
　　  業集積の向上
　　・地域の特性を生かした企業
　　　誘致の推進
　　・研究開発成果の県内での
 　　 事業化

　　　　　②企業立地の推進

〇

◆◎既存立地企業へのアフタ
　 ーケア対策の充実（増設の
　 促進)
　★既存工場を拠点工場として
　　いくための取組

〇

◆企業立地基盤（工業団地等）
　 の整備の推進
　〇工業団地の開発
　　　・県市町村共同型開発の
　　　候補地の掘り起こし
　　　・民間との協働による開発
　○その他基盤整備事業 〇

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

 

  地域固有の技術や成長分
　野等の誘致企業を活用し
　た誘致

  地域資源を活用した誘致

　県内で不足する業種の誘
　致と企業間でのマッチング
　機能強化による地域で一
　貫した生産体制（ＳＣＭ化）
　の拡大

　
　コールセンター等の誘致

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆固有技術や資源などを
　活用した誘致や、不足す
　る業種の誘致が進み、
　地域で一貫した生産体制
　（ＳＣＭ化）の拡大

◆企業立地件数
　　（新増設件数）
 　H21～H23： 8件

◆地場企業と誘致企業の
連携による高い技術力を
持った産業群の形成
◆本県の特性を生かした新
たな産業の育成と活発な事
業展開

◆企業立地件数
　　（新増設件数）
　 H24～H29： 15件

Ｐ３６８

別図（商工７）参照

　重点対策企業へのフォロー
　アップ対策

　増設の見込みが高い企業
　へのフォローアップ

　
　これまでの新増設計画の
　着実な実現

◆新たに分譲を開始する
　工業用地面積（中央部）
　 H20：　2ha（在庫）
　    　　　↓
　 H23：　5ha（累計）

◆新たに分譲を開始する
　工業用地面積（中央部）
　 H29： 45ha（累計）

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進 すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

県企業立地課：県市町村共

同開発の推進

工業団地の開発

その他基盤整備事業
市町村：国の交付金事業を活用し、工業団地等への光回

線の整備を実施

南国工業団地 用地取得 造成工事 分譲

香南工業団地 測量設計 用地取得 造成工事

第二段階の団地 ３箇所程度ピックアップし適地調査

※工場用地整備事業費補助金のうち、

用地調査の内容を充実

第
一
段
階

開発着手

制度の検討 開発着手民間との協働による団地

開発

情報基盤の整備

拠点工場へとしていくための取組

制度の検討

　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆幅広い企業、大学が研
究開発を行ったが研究開
発の成果が製品化・事業
化まで結びつくものが少な
い

改革の方向

○

◆★コンテンツ産業（まんが、
　 デザイン等）、健康福祉産
　 業の事業化に向けた取組
　 の推進

１．地域経済を牽引する工業の活
性化
　（１）ものづくり企業の強化
　
　　・地場企業の競争力強化と産
　　  業集積の向上
　　・地域の特性を生かした企業
　　　誘致の推進
　　・研究開発成果の県内での
　　  事業化

　　　　 ③新たな産業の創出

現状 これからの対策

◆大学等との産学官連
携による研究開発に取り
組み、また県内の研究機
関や企業の技術シーズを
生かした研究開発を支援

◆研究開発成果を新製
品などに結びつける開発
力や技術力、企業体力を
持つ企業が少ない

◆コンテンツ開発や、高
齢者比率の上昇に伴う新
商品の 開発、新サービ
ス展開ニーズへの対応 Ｐ３６９

別図（商工８）参照

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆複数の中核的な企業と、
それを支えるグループ企業
群の形成

◆クリエイターの収入増加

Ｈ２０

◆地場企業と誘致企業の
連携による高い技術力を
持った産業群の形成
◆本県の特性を生かした新
たな産業の育成と活発な事
業展開

◆地域クラスターの形成に
よる新たなコンテンツビジネ
スの創出

Ｈ２１
目指すべき姿

Ｈ２３Ｈ２２

県関係課：検討チーム

を設置し、具体の事業

化展開を検討

産業振興センター：勉

強会事業の実施（経済

産業省事業）

※Ｈ２１～は、コンテン

ツビジネス検討の研究

会を実施予定

コンテンツビジネスの事業

化

県新産業推進課：クリエ

イター実態調査の実施

コンテンツビジネスの

推進について検討

県新産業推進課：県内コ

ンテンツ産業関係者・クリ

エイター・行政関係者で

構成する高知県コンテン

ツ産業推進会議を設置

県内クリエイターの実態

把握

コンテンツ産業振興の取

り組み方針、到達目標、

支援の在り方を決定

まんが・コンテンツ課：

高知県コンテンツ産業

推進会議に設置する人

材育成研究会、ビジネ

ス推進研究会の報告・

提案を元に決定

事業等のPDCAサイクル

に基づく検証

まんが・コンテンツ課：クリエイターＤＢシステムの構築、運

営、コンテンツの地産地消の推進、高知コンテンツコンテ

ストの開催、著作権等講習会の開催

クリエイター実態調査結果を反映した事業の実施

◆研究会発の事業化件数
　【再掲】
　　H23： 30件（累計）

◆研究会発の事業化件数
　【再掲】
　　H29： 90件（累計）

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

事前検討会の実施

県新産業推進課：分野ごと

の事前検討会の実施

国の事業の導入

県産業振興センター、県新

産業推進課：高知まんが・

コンテンツビジネス創出セ

ミナー＆創出塾を開催

企業等の具体的な事業化に向けた取り組みを一貫し

て支援

県工業振興課、新産業推進課：

・テーマ別研究会設置・運営

・研究会発事業化支援補助制度の創設

テーマごとの研究会方式による企業支援

企業との綿密な連携確保と迅速なバックアップ

食品、天然素材、環境、健康福祉
Ｐ３６２

別図（商工１）参照

まんが・コンテンツ課：コンテンツビジネス支援チームを

設置し、事業化を支援

県地域福祉政策課：ふるさと雇用再生あったかふれあいセンター事業の創設

・地域ニーズに即した預かり･見守り等の福祉サービスの展開を支援

Ｐ３７０

別図（商工９）参照
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戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

◆幅広い企業、大学が研
究開発を行ったが研究開
発の成果が製品化・事業
化まで結びつくものが少な
い

◆大学等との産学官連
携による研究開発に取り
組み、また県内の研究機
関や企業の技術シーズを
生かした研究開発を支援

◆研究開発成果を新製
品などに結びつける開発
力や技術力、企業体力を
持つ企業が少ない

◆コンテンツ開発や、高
齢者比率の上昇に伴う新
商品の 開発、新サービ
ス展開ニーズへの対応

◆★産学官連携による新産業
   の創出

○

１．地域経済を牽引する工業の活
性化
　（１）ものづくり企業の強化
　　・地場企業の競争力強化と産
　　  業集積の向上
　　・地域の特性を生かした企業
　　　誘致の推進
　　・研究開発成果の県内での
　 　 事業化

　　　　 ③新たな産業の創出

Ｐ３７１

別図（商工１０）参照

◆★情報関連の研究開発や組
　 込みソフトなど新たな分野の
　 取組に向けた人材育成・確
   保を支援

○

◆★研究開発から事業化ま
　 で、一貫した支援体制の構
　 築による新産業の推進

○

○

◆★第１次産業と工業団体と
　　 の連携を推進し、ニーズに
     基づく研究開発を促進

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１

目指すべき姿
Ｈ２３Ｈ２２

◆食料品製造業における
県際収支の改善

◆科学技術を活かした新産
業の創出
◆産業振興に寄与する人
材の輩出

産学官連携の仕組みづくり

県新産業推進課：産学官連携会議の設置

・産業界・県内大学・県等の実務トップで組織し、産学官連携方針を検討

産業界・県内大学・県等：食品加工等の産業振興計画

の推進につながる共同研究やイノベーション創出につな

がる共同研究を実施

産学官共同研究の推進

産業界・県内大学・県等：大学等の持つ研究情報を一元

化して企業ニーズとのマッチングを促進、また産学官交

流によって情報の共有化を促進する

情報集約・交流促進

産業界・県内大学・県等：食品やものづくりの分野で中核

となる人材や、中長期的な視点で産業振興に寄与する人

材の育成

人材育成・普及啓発

◆研究会発の事業化件数
　【再掲】
　　H23： 30件（累計）

◆研究会発の事業化件数
　【再掲】
　　H29： 90件（累計）

県新産業推進課：クラウド

時代に向けた情報サービ

スに関する国と連携した勉

強会や、関係団体との意

見交換会の実施

事業化までを一貫して支

援する体制の整備

県新産業推進課：新事

業創出支援事業の創設

（支援チームの設置）

新産業推進を支援する

体制の検討

県新産業推進課：高知Ｃ

ＯＥ推進本部の改編強

化

IT人材の育成

県関係機関：組み込みソ

フトウェアに関する勉強会

の実施

Ｐ３７２

別図（商工１１）参照

県内情報関連企業、県新産業推進課：クラウド時代に

向けた新たなビジネスモデルの検討

県新産業推進課：新事業創出支援チームによる事業化

支援

第１次産業と工業団体との

連携強化

意見交換会の実施

県商工政策課：一次産業

と工業団体との意見交換

会の実施

県工業振興課：ものづくりの地産地消（機械系）を促進するための助成制

度の創設・展開

ものづくりの地産地消の仕組みづくり

工業団体：

機械装置の

発注案件窓

口の設置

Ｐ３６７

別図（商工６）参照

今後、需要が見込れる高

度ＩＴ人材の育成を促進し、

県内ＩＴ産業の競争力を強

化

県計画推進課・工業振興課・工業技術センター等：

ものづくりの地産地消（機械系）に向けた情報収集と交

流機会の拡大、新分野進出や研究開発型企業への転

換を図るための技術的な支援

工業団体等：第１次産業の弱点や問題点を、新しい発想

と工業技術によって解決する方法の提案

県計画推進課、工業振興課、地産地消・外商課：

・第１次産業者・各地域本部・工業団体・食品加工団体等による情報共有

の体制構築

・タイムリーな情報提供と情報フローの確立

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

345



戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆第１次産業との連携に向け
　 た新たな仕組みづくり
　★生産者と連携した地域資
　　 源の商品化を促進
　★地域資源活用共有会議
　　 の設置 ○ ○

　 ◆公設試験研究機関が行う
　 技術支援の充実
　★食品加工特別技術支援
　　 員等の配置

○

◆食品加工体制の構築
　★生産者や関係団体と連携
　　 した原材料の確保対策
　★食品の生産施設（前処理

施設等）の整備支援 ○ ○

１．地域経済を牽引する工業の活
性化
　（２）1次産業との連携
       （１．５次産業の推進）
　　　・１．５次産品の販売促進
　
　　　　　＜生産・加工分野＞

◆新たな地域資源の活
　用の取組が少ない
　・地域団体商標登録
　　数：４件
　　全国：４０６件
　・計画認定
　　　本県　１０件
　　　全国　４５２件
　　　本県の認定地域
　　　資源数　２０４

◆一次産品の生産者は
　生鮮での有利販売を
　志向する傾向

◆企画の弱さなどから
　市場ニーズに合った
　商品の提供力が弱い

◆食品企業の出荷額の
　低迷
　・零細企業が多く企業
   体力が弱い

◆地域産品を活用した
　商品の開発支援

◆流通側とタイアップし
　た商談会の開催

◆有名小売店の協力に
　よる商品ブラッシュアッ
　プ

◆法令等の規制や基準
　などの情報提供

◆見本市などへの出展
　補助

◆モニター制度による消
　費者情報の収集提供

◆アンテナショップでの
　試験販売などニーズ
　調査支援

◆原材料の安定確保、
　品質のバラツキ

◆優位性を発揮する素材
や技術の優位

◆物流方法や所要時間
　を考慮した品質・衛生
　安全性の確保

現状 これからの対策
改革の方向

　 施設等）の整備支援

◆マーケットインのものづくり
　★総合的に情報を発信する
　　 アンテナショップの展開等

○ ○

◆第１次産業者と工業会等と
　 の連携強化
　★第１次産業の生産現場の
　　 省力化に向けた取組の推
     進

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業

◆マーケティング力（差
　別化・ターゲット・価格）
　の強化

◆パッケージ形態やデザ
　イン開発能力

◆消費者ニーズに関す
　る情報収集

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿

◆「おいしさ」「高品質」「安
　全・安心」などをキーワー
　ドにした高知県ブランドの
　確立

◆農商工連携ファンドの
　認定件数
　 H23： 12件（累計）

◆生産、加工から流通、販
　売を、関係者が力を合わ
　せて取り組む、県内ネット
　ワーク、産業間の連携に
　よる販売の促進

◆農商工連携ファンドの
　認定件数
　H29： 30件（累計）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

県外販路獲得を目指す事業者の育成

県工業振興課

食品等テーマごとの研究会方式による企業支援

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場

産品の発掘、商品化を協議（県内７ブロックに設置）

商工会等：事務局を設置

県産業振興推進地域本部が対応

地域資源活用共有会議の設置

県工業技術センター：

・食品企業への商品開発等の支援

・技術指導アドバイザーの派遣

食品加工特別技術支援員等の配置

Ｐ１１０ 地産外商

別図（外７）参照

Ｐ３６６

別図（商工５）参照

Ｐ３６２

専門家：事業者への助言（既存商品のブラッシュアップ）

県地産地消・外商課：専門

家を活用した商品相談会、

セミナーの開催

高知県地産外商公社：専門家を活用した商品相談会、

セミナーの開催

◆新アンテナショップの
　来店者数
　 H23：100万人（年間）

◆新アンテナショップの
　来店者数
　 H29：100万人（年間）

※改革の方向 １ 足下を固め 活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底 地産外商の推進 海外販路開拓への挑戦）

意見交換会の実施 意見交換の場づくり

県新産業推進課：企業

等ネットワーク構築支援

事業の創設

県商工政策課：第１次産

業と工業団体との意見

交換会の実施

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援県産品ブランド課：地域

が一体となって取り組む

県産品のブランド化構想

の策定やマーケティング

の実践に対する支援

マーケットインのものづくり

県工業振興課：

・テーマ別研究会設置・運営

・研究会発事業化支援補助制度の創設

意見交換の場から出され

た課題解決支援（研究開

発等）

工業会等の技術力を生か

した事業化の展開

Ｐ３６２

別図（商工１）参照

総合的に情報を発信するアンテナショップの展開等（機能整備）

県地産地消・外商課：

土佐のいい物おいしい

物発見コンクールの開

催

県地産地消・外商課：地産外商商品ブラッシュアップ支援

事業費補助金により、地産外商公社が実施するテスト

マーケティングを通じて事業者が行う商品の改良等の取

組等を支援

高知県地産外商公社：新アンテナショップの物販・飲食機

能の運営や外商活動を通じて収集した首都圏の消費者

やバイヤー等の情報を県内の生産者・事業者にフィード

バックするとともに、県や産業振興センター、金融機関と

の連携により、商品の磨き上げを支援

地産外商推進協議会：新アンテナショップの出店地、各機能の配置及び内容、運営方式

等の基本計画、実施設計、アンテナショップ開設後の評価・改善等に関する協議を実施

県地産地消・外商課：高知県地産外商推進協議会の運営

高知県地産外商公社：アンテナショップの運

営

想定する機能：①仲介・あっせん機能②物販

機能③飲食機能④観光情報発信機能⑤ふる

さと情報発信機能
Ｐ１０４ 地産外商

別図（外１）参照

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆販売エリア拡大に向
　けた生産・物流チャン
　ネルの充実

◆流通販売機能の強化
　◎商談会等の開催
　

　★全国的なフェアへの県とし
　　 ての出展
　
　

○

　

１．地域経済を牽引する工業の活
性化
　（２）1次産業との連携
       （１．５次産業の推進）
　　　・１．５次産品の販売促進
　
　　　　　＜流通・販売分野＞

◆新たな地域資源の活
　用の取組が少ない
　・地域団体商標登録
　　数：４件
　　全国：４０６件
　・計画認定
　　　本県　１０件
　　　全国　４５２件
　　　本県の認定地域
　　　資源数　２０４

◆一次産品の生産者は
　生鮮での有利販売を
　志向する傾向

◆企画の弱さなどから
　市場ニーズに合った
　商品の提供力が弱い

◆食品企業の出荷額の
　低迷
　・零細企業が多く企業
   体力が弱い

◆商工会などを通じた経
　営指導、企業体質の強
　化

◆商品計画機構や企業
　コーディネータによる販
　路開拓支援

◆ＩＴ技術講習会の開催

◆海外事務所での営業
　サポート

現状 これからの対策
改革の方向

◆無店舗販売のノウハ
ウの獲得（eコマース）

　★ｅコマースによるビジネス
　　 の拡大

◆海外へのアプローチ
　　　◎専門家や海外事務所を
     活用した貿易の振興

◆営業活動力の強化
・専門家の活用

◆県産品を扱う流通の
確保
・全国的な流通業者と
の取引確保

◆マーケットインのものづくり
　★総合的に情報を発信する
　　 アンテナショップの展開等
　　 （再掲）

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○は継続事業                 　　　    ○は継続事業

348



【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿

◆「おいしさ」「高品質」「安
　全・安心」などをキーワー
　ドにした高知県ブランドの
　確立

◆生産、加工から流通、販
　売を、関係者が力を合わ
　せて取り組む、県内ネット
　ワーク、産業間の連携に
　よる販売の促進

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

商談会の開催等

全国的なフェアへの県としての出展

専門店：バイヤーによる

商品へのアドバイス、商

品改良の実施、売り出し

イベントの実施

県地産地消・外商課：複

数の専門店のバイヤーを

招いた商談会の開催、売

り出しイベントの実施

専門店、高知県地産外商公社：バイヤーによる商品へ

のアドバイス、商品改良の実施、売り出しイベントの実

施

県地産地消・外商課：外食等の団体の産地訪問等、県

産品のＰＲ等の実施

県内事業者：セミナーの

受講、展示会への商品出

品、人員派遣

県地産地消・外商課：スー

パーマーケットトレード

ショーへの出展、出展商

品の募集、出展効果を高

めるためのセミナーの開

催

県内事業者：展示会への

商品出品、人員派遣

県地産地消・外商課：「’０

食博覧会 大阪 出

県内事業者：セミナーの受講、展示会への商品出品、

人員派遣

高知県地産外商公社：展示・商談会への出展、出展

商品の募集、出展効果を高めるためのセミナーの開

催

県地産地消・外商課：高知県地産外商公社の活動へ

の支援

◆新アンテナショップの
　来店者数
　 H23：100万人（年間）

◆新アンテナショップの
　来店者数
　 H29：100万人（年間）

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

３ 足腰を強め 新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成 中山間地域の産業づくり 新産業の創出）

ｅ-コマースを展開する

県内商業者の支援

県経営支援課：インター

ネットショッピングモール

業者等と連携した県内

商業者の情報発信を行

うサイトの構築（「まち楽

高知」など）

県経営支援課：「ｅ-コマー

スセミナー開催事業」によ

るセミナーの実施

セミナー等を通じた商業

者のＩＴ活用技術の向上

e-コマースを始めるにあ

たって、必要な知識や環

境など基礎となる内容の

セミナーを開催

H23年度以降は参加する

商業者の知識・技術習得

レベルに応じてレベルの高

い内容のものも検討

９食博覧会・大阪」への出

展、出展商品の募集

県大阪事務所、観光ｺﾝﾍﾞﾝ

ｼｮﾝ協会：観光情報の発信

県地産地消・外商課：貿易促進コーディネーターの設置による海外展開に向けた 県

内企業の発掘等、貿易セミナー等の開催、海外での販売促進活動等（上海、シンガ

ポール、香港等）、輸出商談会（県内、海外で開催）、海外市場調査等

食品系を中心に輸出促進を支援

総合的に情報を発信するアンテナショップの展開等（施設整備）

県県産品ブランド課：基

本構想の策定、物件調

査

高知県地産外商公社・県地産地消・外

商課：アンテナショップ設置に向けた取

組の実施（物件確定・賃貸借契約締結、

商品計画・イベント計画策定、店舗の

実施設計・内外装工事 等）

↓

新アンテナショップのオープン（22年7

月予定）

高知県地産外商公社：アンテナショップの運

営

想定する機能：①仲介・あっせん機能②物販

機能③飲食機能④観光情報発信機能⑤ふ

るさと情報発信機能

民間団体・市町村・県：地産外商を担う官民協働型の新組織(高知県地産外商公社)の設

置(再掲)

Ｐ１０４ 地産外商

別図（外１ ）参照

Ｐ３７３

別図（商工１２）参照

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】  

取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆海洋深層水のブランド力の強化
　◎深層水マーケットの底上げに
　　向けた他の取水地との連携

　★全国連携の推進組織の設置

　★深層水関連商品の発信箇所
　　（深層水ショップ）の開設

○ ○

◆観光・物産事業者との連携強化に
よる販売促進

現状 これからの対策
改革の方向

１．地域経済を牽引する工業の
　　活性化
　（３）海洋深層水の利用拡大
　　　①既存産業界との連携に
　　　　よる販路拡大の支援

◆海洋深層水のブーム
が終焉し、かつての勢
いがなくなったことで売
り上げが伸び悩み

◆首都圏をはじめとす
る大消費地への情報発
信力が弱く、売込みが
十分できていない

◆大消費地における海
洋深層水フェアへの出展
支援や、量販店主体の販
売活動への支援

◆事業者等の展示会や
見本市等への出展に対
する補助

◆中国（上海・青島等）の
市場開拓への支援

◆県や国の補助金等に
よる商品開発・販路拡
大・施設整備等への支援
を実施

◆企業誘致による室戸海
洋深層水関連企業群の
形成

◆海洋深層水ブームが
去った後の戦略的な取り
組みが不十分

◆規模の小さい企業が
多いことから、県外への
販売力が弱く、販路が確
保できていない

◆販路の開拓・拡大のた
めには卸売業や流通専
門家を活用する必要があ
るが、十分できていない

◆新たな需要の創出と販路の開拓

　★深層水を利用した新商品の
　　提案・開発

　◎専門家や商談会等を活用した
　　国内外への販路の拡大

　○新たな海洋深層水利用企業
　　の開拓 ○ ○

　★観光事業者と連携した新商品
　　の開発

○ ○

◆新たな利用分野への展開

　★健康・医療・美容、環境・エネ
　　ルギー等の新たな研究分野の
　　芽出しと展開支援

　★海洋深層水の各種効果の
    メカニズムの解明

◆未知なる活用法の探索

　★手つかずの有機質解明

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○ ○

　　　②新分野への利用拡大
　　　　 に向けた研究開発

◆産学官が個別テーマ
に基づき連携しながら
共同研究の実施

◆既存利用分野内での
新規利用拡大の取り組
みが中心

◆水産・農業・食品加工
などの分野で、研究開発
成果を事業化（スジアオ
ノリ、野菜栽培利用ほか）

◆健康・医療の分野での
効果実証（アトピー治療
効果や免疫力アップな
ど）

◆無機質の栄養塩類中
心の研究

◆総合的な体系を構築
する途上

◆エビデンスの積み上げ
が不足

◆研究・開発の分野が特
定されており、未知なる
活用展開に向けた広がり
や自由な発想の視点が
脆弱

◆基礎的研究の再チャレンジ
　◎産学官連携による基礎的研
　　究の体制整備
　
　★エビデンスの充実に向けた
　　基礎的研究

○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆第2次深層水ブームの呼
び起こし

Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１
目指すべき姿

Ｈ２３

◆商品企画から流通・販売
にいたるまで、トータルに海
洋深層水関連商品の販売
を支援する県の体制が構
築され、事業が実施されて
いる

◆深層水関連商品売上額
　　155億円

◆室戸海洋深層水を活かし
た消費者ニーズに基づく商
品づくりや多様な販路の確
保が進められている

　

◆海洋深層水関連商品の
販売が拡大している

◆雇用が創出され、所得が
向上している

観光 物産事業者との連携強化による販路拡大

県工業振興課：

・テーマ別研究会の設置・運営（参加企業…食品：8社、天然素材：1社）

・研究会発事業化支援補助制度の適用

・海洋深層水利用企業へのテーマ別研究会への参加呼びかけ

・高知海洋深層水企業クラブとの綿密な連携確保と迅速なバックアップ

・新たな海洋深層水利用企業の開拓強化

・県内外への商談会やイベントでの広報活動

深層水関連商品の商品化と販路拡大

Ｐ３７４

別図（商工１３）参照

事業者：テーマ別研究会に参加し、事業化のプランづくり・商品化

地産外商公社や国内外のアンテナショップ等を活用した

販路拡大戦略の実践

県工業振興課：全国の取水地と連携を進め、共同で深層水の情報を発信

他の取水地との連携によるブランド力の強化

関係自治体への

連携の呼び掛け

関係自治体と「連携

協議会」を立ち上げ
・共同ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟの開設

・共同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの開催

・「連携協議会」の拡大

◆さらなるエビデンスの積
み重ねにより、海洋深層水
の魅力が向上し、新たな商
品群の形成が始まっている

◆新たな活用方法の方向
性を明らかにし、海洋深層
水の将来的な布石が敷か
れている

※改革の方向 　１　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

事業者：道の駅や土産物店との連携による関連商品のＰＲ・販売

観光・物産事業者との連携強化による販路拡大

県工業振興課・室戸市・観光団体等：

ディープシー・ワールド（ウトコ・シレストむろと)を活用した交流人口の

拡大を図るため、 室戸市や観光事業者等との情報交換・連携

基礎的研究の再チャレンジ

（室戸海洋深層水のすばらしさ再発見）［短期的な研究開発］

県海洋深層水研究所：

・産学官連携による基礎的研究の体制を整備

・健康・美容・医療分野関連の企業訪問、商品素材としての利用の要請

・農水産物生産者のニーズや、研究シーズの把握

県海洋深層水研究所：

・高付加価値が見込まれる商品やサービスなど、新利用分野の開拓支援

健康・美容・医療分野、環境・エネルギー産業

・公設試・大学・企業等と連携し、各種効果のメカニズムの解明や、有機質

解析への取り組みを開始

・研究項目の検討準備

・外部資金の活用準備 新たな利用分野の研究

研究項目の検討準備、外部資金の活用準備

研究開発の着手

成果の事業化

未知なる活用法の探索 （中長期的な研究開発）

ＰＲ戦略の検討 映像情報等を活用して、室戸を丸ごと売り出すＰＲを展開

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野 挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆消費者ニーズに応じた商業
   の展開・促進
　◎商業者の経営革新への取
　　 組の推進

○

　

◆ネット市場への出店支援
　★インターネットを活用した
　　 eコマースの展開を支援
　★セミナー等を通じた商業者
　　 のＩＴ活用技術の向上

○

２．地域経済に貢献する商業の
活性化

　　・商業振興

◆小売り販売額は平成9
年から、事業所数、従業
者数は平成11年から減
少が続いている

◆卸売り業売上高、事業
所数、従業員数は平成
11年をピークに減少傾向

◆高知市勤労世帯の可
処分所得は平成13年以
降減少傾向

◆商工会等を通じた小規
模企業者の経営改善指
導

◆経営者の経営力向上
等への支援・経営革新塾
や各種セミナーの開催

◆過疎化・高齢化による
消費購買力の低下

◆消費行動の広域化に
よる地元離れ

◆新商品の開発や新た
な販売手法の導入など域
外への販路拡大の推進

◆潜在的な地域資源などの活
   用による商材開発
　★地域資源活用共有会議
　　 の設置

現状 これからの対策
改革の方向

◆アンテナショップや産直
   ショップの出店支援
　★中心商店街の空き店舗
　　 の活用

○

＜商店街の振興＞ ◆郊外大型店への消費
の流出
（消費者ニーズの変化へ
の対応の遅れ）

◆中心商店街の衰退傾
向に歯止めがかからない
状況

◆商業者の意欲減退

◆国の間接補助金、高度
化融資によるアーケー
ド、カラー舗装などの
ハード整備

◆中山間地域等商業振
興総合支援事業による街
路灯などの小規模なハー
ド整備や商店街活性化
の為のソフト事業の支援

◆商店街の取組が共同
施設整備などハード事業
に偏り、消費者ニーズへ
の対応が遅れ、大規模量
販店に顧客が流れた

◆ソフト事業も商工会等
や商業者が企画したもの
で、必ずしも地域住民の
ニーズなどを満たすもの
でなかった

◆消費者ニーズに応じた商業
   の展開・促進（再掲）
　◎商業者の経営革新への取
　　 組の推進

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業

○

                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿

◆地域資源を活かした商品
の販売ルートの拡大

◆消費者ニーズに対応して
魅力向上に取り組む商店
の増加

◆電子商取引の普及率
　　（BtoC）
　　H18：　7.5％
　　　　　↓
　　H23： 11.3％

◆外貨獲得に取り組む商
業者や消費者に支持される
商業者が増加し、地域商業
が活性化

◆電子商取引の普及率
　　（BtoC）
　　H29： 14.5％

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

重点指導事業の充実

商工会等：経営革新等

に取り組む意欲ある商

業者に対し、重点的な

指導支援を実施

県経営支援課：連合会

等と連携し、商工会等

に対し、指導助言を実

施

県経営支援課：小規模事

業経営支援事業費補助金

制度の拡充

商工会連合会等が実施す

る経営指導員の資質向上

を図る研修会を支援

研修会の実施

e-コマースを展開する県

内商業者の支援

県経営支援課：インター

ネットショッピングモール業

者等と連携した県内商業

者の情報発信を行うサイト

の構築（「まち楽高知」な

ど）

セミナー等を通じた商業

者のＩＴ活用技術の向上

県経営支援課：「e-コマー

スセミナー開催事業」によ

る啓発セミナーの実施

e-コマースを始めるにあ

たって、必要な知識や環

境など基礎となる内容の

セミナーを開催

Ｐ３７３

別図（商工１２）参照
地域資源活用共有会議の

設置

H23年度以降は参加する

商業者の知識・技術習得

レベルに応じてレベルの

高い内容のものも検討

◆活性化に前向きに取り組
む商店街では、個々の商店
の魅力が向上し、売上が増
加

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

空き店舗を活用した出店

支援

県経営支援課：商店街にぎ

わい再生推進事業費補助

金制度の創設

空き店舗を活用した出店に

対し支援

重点指導事業の充実

商工会等：経営革新等

に取り組む意欲ある商

業者に対し、重点的な指

導支援を実施

県経営支援課：連合会

等と連携し、商工会等に

対し、指導助言を実施

研修会の実施

県経営支援課：小規模事

業経営支援事業費補助

金制度の拡充

商工会連合会等が実施

する経営指導員の資質向

上を図る研修会を支援

Ｐ１１０ 地産外商

別図（外７）参照

地域資源活用共有会議：

商工業者や生産者等を中

心に構成し、地域資源や

地場産品の発掘、商品化

を協議

（県内各ブロックに設置）

県地産地消・外商課：産業

振興推進アドバイザー事

業による地域資源活用共

有会議へのアドバイザー

の派遣

地域資源発掘アドバイザー

の設置

県経営支援課：こうち商業

振興支援事業費補助金制

度に統合

空き店舗を活用した出店に

対し支援

Ｐ３７５

別図（商工１４）参照

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【１．外貨を稼ぐ商工業】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

＜商店街の振興＞

　

　 ◆商店街の機能向上支援
　★空店舗活用による新規
　　 出店者への支援
　 ★新たな顧客（高齢者など）
　　 の獲得に向けた宅配サー
　　 ビスなどへの支援

○

◆商店街の環境対応への支援
　○リサイクル活動、エコポイ
　　 ント導入への支援

現状 これからの対策
改革の方向

◆郊外大型店への消費
の流出
（消費者ニーズの変化へ
の対応の遅れ）

◆中心商店街の衰退傾
向に歯止めがかからない
状況

　高知市中心商店街の
　例では、商品販売額
　約40％減
　（Ｈ6→19）
　休日歩行者通行量
　約60％減
　（Ｈ10→Ｈ19）
　空店舗率約12％
　（Ｈ10→Ｈ19で
　　８ポイント増）

◆商業者の意欲減退
　→後継者の不在、
　売上の減少、商店街
　の将来への不安など

◆国の間接補助金、高度
化融資によるアーケー
ド、カラー舗装などの
ハード整備

◆中山間地域等商業振
興総合支援事業による街
路灯などの小規模なハー
ド整備や商店街活性化
の為のソフト事業の支援

◆商店街の取組が共同
施設整備などハード事業
に偏り、消費者ニーズへ
の対応が遅れ、大規模量
販店に顧客が流れた

◆ソフト事業も商工会等
や商業者が企画したもの
で、必ずしも地域住民の
ニーズなどを満たすもの
でなかった
　　　　　↓
　快適で楽しく買物が
　できる商店街の環境
　づくり

２．地域経済に貢献する商業の
活性化
　　・商業振興

◆人を呼び込む賑わいの仕組
   みづくり
　◎商業者と地域住民が一緒
　　 に取り組む商店街活性化
　　 イベントの開催

○ ○

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                 　　　    ○は継続事業

◆中心商店街の活性化
　○中心市街地活性化基本
　　 計画（コンパクトシティ）
　　 への支援
　○市町村との連携による
　　 支援

○

◆観光との連携による地域商
   業の活性化
　★観光客を呼び込むための
　　 ルートマップ作りや商品
　　 開発
　★空き店舗を活用した観光
　　 案内拠点を整備

○

                 　　　    ○は継続事業

354



【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆活性化に前向きに取り組
む商店街では、個々の商店
の魅力が向上し、売上が増
加

◆高知市中心商店街の
　空き店舗率
　　H20：15.3％
　　　　　 ↓
　　増加傾向に歯止めを
　　かける

◆高知市商店街の歩行者
　通行量
　　H20：休日56,341人
　　　　　 ↓
　　減少傾向に歯止めを
　　かける

◆外貨獲得に取り組む商
業者や消費者に支持される
商業者が増加し、地域商業
が活性化

商工団体と住民団体の協

働

県経営支援課：こうち商業

振興支援事業費補助金制

度

商工団体と住民団体が協働

で取り組む商業の活性化事

業を支援

空き店舗を活用した出店

支援

県経営支援課：商店街にぎ

わい再生推進事業費補助

金制度の創設

・商店街への新規出店等

への支援

・コミュニティ・ビジネスへの

支援

商工団体と住民団体の協

働

県経営支援課：こうち商業振

興支援事業費補助金制度

商工団体等が取り組む商業

の活性化事業を支援

県経営支援課：こうち商業

振興支援事業費補助金制

度に統合

空き店舗を活用した出店に

対し支援

商工団体等が取り組む商

業の活性化事業を支援

Ｐ３７５

別図（商工１４）参照

Ｐ３７５

別図（商工１４）参照

商工団体等による活性化

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）

３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

県経営支援課：こうち商業振

興支援事業費補助金制度に

より支援

空き店舗を活用した出店支援

県経営支援課：商店街にぎ

わい再生推進事業費補助金

制度の創設 空き店舗を活

用し、商店街に人を呼び込

むための商店街観光施設整

備を支援

商工団体と住民団体の協働

働

県経営支援課:こうち商業

振興支援事業費補助金

制度により商店街の活性

化につながるエコ・リサイ

クル活動を支援

県経営支援課：計画認定済

又は策定中の市町村との連

携による支援

県経営支援課：こうち商業

振興支援事業費補助金制

度に統合

商工団体等が商店街に人

を呼び込むための仕組み

をつくったり、空き店舗を活

用した商店街観光施設整

備を支援

Ｐ３７５

別図（商工１４）参照

県経営支援課:こうち商業

振興支援事業費補助金制

度により商店街の活性化に

つながるエコ・リサイクル活

動を支援

Ｐ３７５

別図（商工１４）参照

活性化基本計画認定済又

は策定中の市町村との連

携

市町村との連携

県経営支援課：中心商店街

の活性化に取り組む市町村

との連携による支援

　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【２．産業人材の育成】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆就業者は減少し失業
率も高い
　(国勢調査7年→17年）
・人口816千人→796千人
　（▲20千人）
・就業者410千人
　→370千人（▲40千人）
・失業率(17年)
　県7.9％、全国6.0％
・若年者の失業率(17年)
　県11.7％、全国8.5％

◆新規高卒者の就職促
進（就職率の向上）

　　13年度：69.9%
　　→19年度：88.0%

◆新規高卒者の県外流
　出の増加

　産業界、行政、学校の
連携した県内就職への取
組が十分でない

◆本県産業や事業者に対する
再認識に向けた保護者等の意
識啓発

　○地域産業担い手人材育成
事業
　○ふるさと雇用再生キャリア
教育推進事業

　　　企業実習や企業研修等を
　　通じた学校と産業界、企業
　　との連携強化

〇

　

◆有効求人倍率は低く雇
用情勢は厳しい

　19年度平均
　　県0.50倍　全国1.02倍

◆ジョブカフェこうちを中
心とする若年者の就業促
進

　利用促進、相談機能充
実と就職支援
　19年度： 来所10,561人
　　　　　　　相談4,072人
　　　　　　　就職385人

◆若年離職者の就業支
　援の強化

　ジョブカフェの認知度
が不足
　国、県、市町村や各支
援機関の連携が弱い

◆若年者への県内企業への就
職促進

　◎就職支援相談センター事業
費
　　　ジョブカフェの機能強化と
　　自立支援機関や国との連
    携による就職促進

〇

　★平成２２年３月新規高等学
　　校卒業者の未就職者対策

１．県内産業界が求める人材の
　育成と確保

   ・産業人材の育成と確保

現状 これからの対策
改革の方向

◆ニート、フリーターが多
く存在
　ニート　3,230人
　　（17年国勢調査）
　ﾌﾘｰﾀｰ12,400人（14年
就業構造基本調査）

◆市町村が行う地域密
着型の人材育成の取組
を支援

  ○新パッケージ事業
   国の制度（新パッケージ事
業）を活用し、地域で行う人材
育成の取組みを支援すること
で、地域の雇用創造を図る

〇

◆雇用情勢が厳しい中、
せっかく求人があっても
就職に結びついていない
雇用のミスマッチも生じて
いる
　
　20年4月
　　有効求人数　8,521人
　　→就職件数　1,371人

◆在職者訓練の支援
　
　認定職業訓練校への助
成や高等技術学校での
在職者訓練

◆企業在職者の技術、
　技能の向上

　中小零細企業では施設
や資金面での制約があ
り、質的･量的に訓練が
十分できていない

◆在職者訓練の充実
　
　○認定職業訓練
　利用者拡大のための事業主
団体への助成充実

〇

◆若年者の県外流出が
増加
　
　新規高卒者の就職率は
向上するなかで、県外就
職者は増加し20年3月に
は52％と半数を超過
　　15年3月：24.8％
　→20年3月：52.0％

　◎在職者訓練(高等技術学
校）
高等技術学校を活用した計画
的な在職者訓練の実施

〇

　★人材育成研修事業
企業が行う人材育成のための
研修事業を支援

※これからの対策の ★は新規事業※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

目指すべき姿

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆高校生の県内就職割合
　H20：48.0％
　　　　  ↓
　H23：60.0％

◆ジョブカフェこうち利用
　者の就職者数
　H19：385人（年間）
　　　　  ↓
　H23：800人（年間）

◆新パッケージ事業実施
　市町村数
　H20：  8（累計）
　　　　  ↓(H21：13(累計））

　H23： 15（累計）

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業が求
める多様な人材を確保

◆高校生の県内就職割合
　  H29： 75.0％

◆ジョブカフェこうち利用
　者の就職者数
　　H29： 800人（年間）

地域産業担い手人材育成

事業の創設

産業界：指導者の派遣、

実習受入れ等

県雇用労働政策課（高

等学校課）：地域産業担

い手人材育成事業の実

施（10校）

県雇用労働政策課（高等

学校課）：対象校の拡大

と事業の充実(10校→23

校）

ジョブカフェの機能強化

県雇用労働政策課（生

涯学習課）：ジョブカフェ

と若者サポートステー

ションとの連携

県雇用労働政策課：幡多

地域へジョブカフェこうち

のサテライト設置

地域産業担い手人材育成

事業の充実

若者自立支援機関との

連携

未就職者対策

県雇用労働政策課（高等

学校課）：職業訓練から

職場体験や直接雇用な

ど就職までの 貫した支

Ｐ３７６

別図（商工１５）参照

地域産業担い手人材育成

事業の充実

県雇用労働政策課（：事

例集の作成や企業情報

等を発信するポータルサ

イト

「まなともネット」の拡充

等により実施校の拡大

を図る

Ｐ３７７

別図（商工１６）参照

ジョブカフェの機能強化

県雇用労働政策課：しごと

体験枠の拡充やキャリア

カウンセラーの増員等

Ｐ３７８

別図（商工１７）参照

◆技能検定受検者数
　H20：885人（年間）
　　　　  ↓
　H23：950人（年間）

◆技能検定受検者数
　  H29： 1,000人（年間）

◆研修受講者数
　　H22：
　 　360人（年間）
         ↓
 　 H23：
　   500人（年間）

※改革の方向 １ 足下を固め 活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底 地産外商の推進 海外販路開拓への挑戦）

県全域への普及

県雇用労働政策課：国の制度を活用した

取組の県全域への普及

在職者訓練の実施

高等技術学校：在職者訓

練の実施

市町村の人材育成の

支援

市町村：新パッケージ事

業による人材育成、就業

促進

県雇用労働政策課：市町

村の人材育成の支援

事業主団体への助成充実

事業主団体：在職者訓

練の充実

県雇用労働政策課：認

定職業訓練費補助金

の拡充

高等技術学校：年間計画

に基づく在職者訓練の実

施による受講者の拡大

在職者訓練の充実

事業主団体への助成

事業主団体：在職者訓

練の実施

県雇用労働政策課：認

定職業訓練費補助金

ど就職までの一貫した支

援の実施

県雇用労働政策課：

・研修会の実施

・企業が行う研修会へ

の講師の派遣

企業の人材育成の支援

在職者訓練の充実・拡大

高等技術学校：在職者

訓練の充実

事業主団体：高等技術

学校と連携した在職者

訓練の推進

別図（商工１７）参照

事業主団体：在職者訓

練の実施

県雇用労働政策課：認

定職業訓練費補助金

事業主団体への助成継続

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【２．産業人材の育成】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆企業内での訓練が質
的・量的に十分できてい
ない

◆在職者訓練の支援 ◆企業在職者の技術、
　技能の向上
　中小零細企業では施設
や資金面での制約があ
る

◆人材の確保
県内では専門的なスキル
を持ち、企業の即戦力と
なる人材が不足している

◆工業技術センター等との連
携による技術研修

　○人材育成事業（工業技術セ
ンター）

　★人材育成事業（紙産業技術
センター）

○

◆Ｕ・Ｉターン就職情報の
提供と無料職業紹介の
実施
　
　求職者と求人企業双方
への情報提供と無料職
業紹介（Ｈ20～）

◆人材の確保

　県内では専門的なスキ
ルを持ち、企業の即戦力
となる人材が不足してい
る

◆本県出身の県外大学生等へ
の県内企業の情報の提供

　★新規大卒者等県内就職支
援事業
　新規大卒者等に対して高知
の就職関連情報等を発信する
ことにより、県内への就職促進
を図る

〇

１．県内産業界が求める人材の
　育成と確保
　
   ・産業人材の育成と確保

現状 これからの対策
改革の方向

　

◆移住・ＵＩＪターン、就業相談
の機能、体制の強化

　◎Ｕ・Ｉターン企業就職等支援
事業

　　　県のＵ・Ｉターン無料職業紹
　　介機能の強化

〇

◆就職支援情報

　国、県、民間等が支援
情報をそれぞれ発信して
いるが、県民には、窓口
が多く情報が十分活用さ
れていない

○「高知しごとネット」
　専用ポータルサイトを設置し
て関係機関とのリンク強化等、
情報の円滑な提供により求人
求職情報の利便性の向上を図
る

〇

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【　商工業分野　】

短期的な視点(平成２３年度末) 中長期的な視点(概ね１０年先)

◆技術研修受講者数
 H20：
　　9コース 75人(年間)
        ↓
 H21～H23：
 14コース 400人(年間)

◆技術、技能の向上や資
格取得率アップ

◆企業の求める多様な人
材を確保

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業が求
める多様な人材を確保

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

大学、企業との連携強化

県雇用労働政策課：イン

ターンシップの促進

大学、企業との連携

県雇用労働政策課：イ

ンターンシップの促進と

大学と企業の交流促進

の支援

県雇用労働政策課：高

校生対象のポータルサ

イト「まなともネット」の

対象を大学生に等に拡

大し、学生と企業とを繋

ぐ取組を促進

県外大学生のＵＩターン

就職の促進

機械・金属、紙産業、食品加工企業等に対する技術人材の育成

県工業技術センター：

・専門的技術研修の実施

・食品加工特別技術支援員の配置

・技術指導アドバイザーの派遣

Ｐ３６６

別図（商工５）参照

県工業技術センター：

・専門的技術研修の実施

県工業技術センター：

・機械金属加工特別技術支援員の配置

県紙産業技術センター：

・技術指導アドバイザーの派遣

無料職業紹介の開始

県雇用労働政策課：ＵＩ

ターン無料職業紹介の

開始、相談会の実施

無料職業紹介の機能強

化

県外事務所：ＵＩターン

無料職業紹介の開始、

相談会の実施、登録企

業・人材の拡充

就職情報の利便性の向上

県雇用労働政策課：「高

知しごとネット」の開設

Ｐ３７９

別図（商工１８）参照

県雇用労働政策課：民

間が実施する就職ガイ

ダンスへの県の直接参

加等による情報発信の

実施

就職の促進

「Ｕ・Ｉターン人材情報シス

テム」の機能強化

県雇用労働政策課：

「Ｕ・Ｉターン人材情報シ

ステム」と「移住・就農

支援ネット」のデータ

ベースの統合化

アクセス件数の増加対策

・就職面接会や県職員採用情報などの新着情報の充実

・県広報誌等による広報

・サイト掲載機関等との相互リンクの増加

・高等学校課及び私学大学支援課と連携して高等学校

や専修学校へ広報

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）
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戦略の柱【３．就労の場づくり】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○

　

◆個別経営指導の充実

　★経営専門家派遣事業の
　　 実施

　★ビジネスプラン作成アド
　　 バイザーの派遣　等 ○

現状
改革の方向

◆地域毎の新分野進出支援
　 体制の構築

　★現場において、ハンズオ
　　 ンでの支援活動を強化す
　　 るための県の人的支援体
　　 制を整備

　★市町村や地域で「建設業
　　 支援協議会」を設置

これからの対策

◆建設業者
　・様々な経験や技能、
   技術を持つ職員、工
   程管理能力、重機等
   建設機械を使った計
   画的な作業能力など、
　 その持つ能力を十分
   活かしきれていない
　・依然として根強い災
    害等公共事業への
    期待
　・地域の中小零細企
    業では、資金面で
    の余力がない
　・建設業が受注型産
    業であったため進
    出分野の選択や地
    域連携、マーケティ
    ング等のノウハウ
    や情報が不足

◆進出が期待される
　 分野
　・農業、林業、福祉・
   介護などの多くの分
   野で参入が期待され
   ているが、分野特有
   の課題も多く、企業
   単独では円滑な進
   出や事業拡大は容
　 易ではなく、支援者
  、協力者が不足

１．建設業の新分野進出の実現

         ・建設業の新分野進出

◆　市町村の産業別総
　　生産に占める高い建
　　設業の割合
　 （H17年度）　建設業
    が上位5位までに入
    る市町村
　　　15市町村（42.9％）

◆公共事業費の減少
　とともに就業者も大
　きく減少

◆多い企業倒産
　　（H18年度）104件
 　 (うち建設業41件
　　（39.4％）)
　　（H19年度） 84件
 　（うち建設業36件
　　（42.9％））

◆建設業者は、近年

◆新分野進出説明会
   の実施
　 ・Ｈ16年度から県内ブ
　　ロック毎に実施
　 ・延べ参加企業490
　　社、
　　相談企業67社
　　（Ｈ19年度）
   　97社参加（うち個別
　　 相談12社）
　　（Ｈ20年度）
     63社参加（うち個別
　　 相談16社）

◆新分野進出の支援
   H16年度から新たな
　事業展開に挑む企業
　を支援
　 ・頑張る企業総合支
　　援事業 12社（H17～
　　H19認定）
　 ・ファンド事業（建設
    業経営革新支援事
    業）3社　（H19～）
　 ・H19年度から県に相
　　談窓口設置

Ｐ１４３ 建設業

別図（建１）参照

（H12年度）

1,700億円

47,313人

（H17年度）

978億円

38,073人

（H17-H12)

▲722億円

▲9,240人

◆進出支援措置の充実

　★職員資格取得促進（受
　　 講料、検定受検料の負
　　 担軽減）

　★初期投資の負担軽減
　　 　　　　　　　　　　　　等

○

◆情報提供の充実

　◎新分野進出の手引きの
　　 作成・配布

　★研修、セミナー、見学会
　　 等

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

、協 者 足

◆県の支援策
　・説明会での制度説
   明に留まり、経営者
   の経営革新の意識
   改革や進出を促す
   支援まで至っていな
   い
　・身近な進出事例が
   進出拡大に活かしき
   れていない
　・個別相談や支援決
    定企業のフォローに
    課題

◆地域支援体制
　・地域で円滑な事業
    展開を図るために
    は、これまでの関
    係機関による支援
    だけでなく、市町村
    を巻き込んだ総合
　　的支援が欠かせ
    ない

建設業者 、近年
　 の公共事業費の急
　 激な減少で厳しい経
　 営環境

◆新分野進出の検討、
   実施に踏み出せな
　 い建設業者が多数
　 存在
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【　商工業分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２１

◆建設業の新分野進出
　 拡大による地域産業
　 の活性化と働く場の確
　 保

◆建設業の新分野進出数
　  H29： 253社（累計)

Ｈ２３Ｈ２２

◆支援体制の構築と進
　 出を促進する環境づく
　 りによる新分野進出事
　 例の拡大

◆建設業の新分野進出数
　 H20：  75社（累計）
　    　　　↓
　 H23： 108社（累計）

目指すべき姿
Ｈ２０

産業振興センター、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会：国の地域力連携拠点事業の活用により、専門

家等の派遣（5回まで無料）

アンケート調査、市町村と

の調整

県雇用労働政策課：建

設業者の新分野進出

に関するアンケート、建

設業支援協議会の設

置に向けて、市町村と

の協議

県職員等によるハンズオンでの支援活動

県職員の地域におけるハンズオンでの支援活動の実施

建設業支援協議会の設置

市町村等の関係機関：「建設業支援協議会」を順次設置し、地域内でのマッチング等の

支援

経営専門家、ビジネスプランアドバイザーの派遣

建設業新分野進出アドバイザーの配置
地域産業振興監オフィスを地域の相談窓口として位置づけ

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

手引きの配布や進出事例の紹介等、情報提供の充実

職員資格取得の促進

産業振興センター：経営革新支援事業の人材育成事業で対応する

県商工政策課：手引きの作成・配布、研修・セミナー・見学会等の開催を通じた身近な進

出事例の紹介等

初期投資の負担軽減

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

産業振興センター：こうち産業振興基金の経営革新支援事業・建設業経営革新事

業での支援
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別図(商工1)

環 境

健康福祉 食 品

天然素材

テーマ別研究会

○ 素材生産者とのマッチング、異業種交流の実施
将来の原料確保に向けた素材生産者とのマッチングやデザ

イン業種などとの交流を図り、活動の幅を拡大

研究会の活動（食品の例）

成長分野育成支援事業
～テーマごとの研究会方式による企業支援の枠組み～

意
欲
・
取
り
組
み
の
促
進
（
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
管
理
）

県（事務局）

・ 事業化に向けたテーマの絞込み

・ 企業等の結び付き（事業体）

○事業化プランの検討
商品ｺﾝｾﾌﾟﾄ、資金計画、販売ﾀｰｹﾞｯﾄ、

市場分析、価格、販売・ＰＲ方法、生産～

販売方法のﾌﾛｰ、体制、課題の洗い出し…

研究会リーダー
事業体での取り組み

研究会テーマ

○企業等プレイヤーの公募
・企業・団体等への参加呼びかけ

・プレーヤーの意向・熟度の把握

↓

研究会の設置

事業化プランの策定（専門家によるアドバイス）

○研究会設置準備
・研究会リーダー、チーフアドバイザーの選定・内定

・リーダー等内定者と運営プラン協議

県が実

施

チーフアドバイザー
（企画・販促、生産技術等）

○ 活動運営プランの発表、セミナーの開催

専門の外部講師を招へいして事業の創出拡大を図るため

のセミナーを開催

○ 食品衛生管理セミナーの開催
安全安心な食品を提供するため、一般的衛生、洗浄及び

殺菌の基礎、食品製造における文書管理などを学ぶセミ

ナーを開催

○ マーケット情報の提供、個別相談会の実施
高知県内や大都市圏の市場動向等のタイムリーな情報を

提供するとともに、個別相談会を開催して事業化に向けた

取り組みを支援

○ 研究会発事業化支援事業費補助金

①事業体（複数の研究会会員が連携)

・ ソフト ： 商品開発、販路開拓、人材育成 → 補助率 2/3（ 4,000千円以内）

・ ハード： 生産設備導入に要する経費 → 補助率 1/10（10,000千円以内）

※１件あたり上限10,000千円として上記の経費を補助（上限内で併用可）

②個別事業者

・ ソフト ： 商品開発、販路開拓、人材育成 → 補助率1/2（3,000千円以内）

・ ハード： 生産設備導入に要する経費 → 補助率 1/10（5,000千円以内）

※１件あたり上限5,000千円として上記の経費を補助（上限内で併用可）

事業体
企業・団体・生産者の参画

具体テーマ例：果実

事業体
企業等…

個別事業者

具体的なテーマごとに企業等が結び付くなど、

事業化に向けたプランづくりを実施

補助金など財政支援措置等の充実

○ こうち産業振興基金（経営革新支援事業、建設業経営革新支援事業）

の特別枠（対象：事業体のみ） ※通常分を次のように拡充

・ 補助率 1/2 → 2/3 

・ 上限 2,000千円 → 3,000千円

事
業
化
の
取
り
組
み
【
生
産
・
販
売
・
開
発
】

○ 事業化プランの認定
研究会内での審査（知事認定）

研究会発

支
援

研究会発の取り組みに対する総合的な支援

単年度で集中的に支援

状況に応じて複数年度にまたがる支援

○ その他研究会発事業に投入できる支援事業（関連施策）
・ ものづくり商談会事業

・ こうち農商工連携基金事業

・ 専門家派遣事業

・ 労働局の各種助成金など国の支援策

・ 企業立地促進法の設備投資

・ 中小企業地域資源活用促進法

・ 農商工等連携促進法

○事業化プラン発表会

事業化に向け、企業の力を引き出す支援

新事業創出支援チームによるハンズオン支援

362



総
合

的
支

援
体

制
の
イ
メ
ー
ジ
図

別
図

（
商

工
２
）

中
核

企
業

等
育

成
支

援
会

議
の

設
置

〈
構

成
メ
ン
バ

ー
〉

商
工
会
議
所
連
合
会

○
県

内
製

造
業

の
約

半
分

を
小

規
模

事
業
者
が
占
め
、
地
域
製
造
業
の
牽

引
役
と
な
る
大
規
模
事
業
者
が
少
な

現
状

全
て
の

産
業

中
核

企
業

の
育

成

小
規

模
事

業
者

の
連

携

・
商
工
会
議
所
連
合
会

・
商

工
会

連
合

会

・
中

小
企

業
団

体
中

央
会

・
産

業
振

興
セ
ン
タ
ー

・
四

国
銀

行

引
役
と
な
る
大
規
模
事
業
者
が
少
な

い
。

・
事

業
者

数
の

割
合

従
業
員
数

４
～
９
人

→
４
７
％

取
組
の
考
え
方

全
て
の

産
業

支
援

機
関

が

総
力

を
挙

げ
て

・
高

知
銀

行

・
高

知
県

○
県
内
に
本
社
機
能
を
置
く
企
業

○
成
長
が
見
込
ま
れ
る
分
野
や
ニ
ッ
チ
分
野
で
事
業
を
展
開
し
て
い
る
企
業

独
自

技
術
を
強

と
製

開
発
力
を
独
自

持
る
企

業

１
０
０
人
以
上

→
３
％

・
製

造
品

出
荷

額
の

割
合

４
～
９
人

→
６
％

１
０
０
人
以
上

→
４
９
％

中
核
企
業
の
育
成

○
独
自

の
技

術
を
強
み
と
し
て
製

品
の
開
発
力
を
独
自
に
持
っ
て
い
る
企
業

以
上
の
よ
う
な
、
特
性
や
強
み
を
持
つ
企
業
を
対
象
に
そ
の
育
成
を
図
る
。

小
規
模
事
業
者
の
連
携

○
平

成
1
8
年

度
地

場
製

造
業

の
規

模

年
商

1
0
0
億

円
以

上
４
社

（
0
.3
％

）

年
商

5
0
億

円
以

上
９
社

（
0
.7
％

）

年
商

3
0
億

円
以

上
２
５
社

（
1
.9
％

）

活
動

の
内

容
・
企

業
情

報
の

収
集

↓
・
育

成
方

針
の

検
討

小
規
模
事
業
者
が
連
携
し
て
、
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
「
強
み
」を

有
効
に

組
み
合
わ
せ
た
り
、
不
足
し
て
い
る
部
分
を
補
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

○
新
商
品
の
開
発
又
は
生
産

○
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
又
は
提
供

○
商

品
の

新
た
な
生

産
又

は
販

売
方
式

年
商

1
0
億

円
以

上
７
２
社

（
5
.4
％

）

＊
（

）
内

は
県

内
事

業
所

数
の

う

ち
、
県

内
地

場
メ
ー
カ
ー
の

当
該

年
商
の
割
合

↓
・
専

門
家

の
派

遣

・
各

種
制

度
の

紹
介

・
斡

旋

・
新

た
な
販

路
開

拓

・
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ

○
商

品
の

新
た
な
生

産
又

は
販

売
方
式

な
ど
の
取
組
を
行
な
う
事
業
者
を
積
極
的
に
支
援
。

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ 情
報
の
提
供

県
の

支
援

チ
ー
ム

に
よ
る
企

業
訪

問
・
対

象
企

業
の

実
態

把
握

・
専

任
の

支
援

チ
ー
ム
に
よ
る
定

期
的

な
訪

問

・
密
接
な
連
携
に
よ
る
迅
速
な
対
応
支
援
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中核企業等育成支援会議

中核企業の育成
商工会議所連合会、商工会連合会、中
小企業団体中央会 産業振興センター

構成
目的

別図（商工３）

全ての産業支援機関が
総力を挙げて

中核 業 育成
小規模事業者の連携

小企業団体中央会、産業振興センター、
四国銀行、高知銀行、高知県

（意思決定の迅速化を図るため各機関
の実務責任者で構成）

○県内に本社機能を置く企業

○成長が見込まれる分野やニッチ分野で事業を展開し
ている企業

小規模事業者が連携して、技術・ノウハウの「強み」を有効に
組み合わせたり、不足している部分を補わせることによって

中核企業の育成 小規模事業者の連携

ている企業

○独自の技術を強みとして製品の開発力を独自に持っ
ている企業

以上のような、特性や強みを持つ企業を対象にその育成
を図る。

○新商品の開発又は生産

○新サービスの開発又は提供

○商品の新たな生産又は販売方式

などの取組を行なう事業者を積極的に支援。

取組の考え方

支援会議の活動

情報収集

支援会議で検討

支援対象企業の入れ替えの検討 ○現状
県内製造業の約半分を小規模な

製造業者が占め、地域製造業の牽
引となる大規模事業者が少ない

産業技術人材の育成

支
援
対
象
企
業
の
絞
り
込 支援会議 検討

支援対象企業決定

○課題
・販路の拡大
・生産コストの削減
○内容

製造技術や品質管理の研修
により産業の担い手となる製
造技術者を育成

専門分野の技術指導アドバ
イザーを企業へ派遣

産業技術人材の育成

経営力向上事業

込
み

県の支援チームによる
企業訪問

○内容

・県外企業とのビジネスマッチング
事業による販路の拡大

・現場に密着した生産性向上対策
の実施
（生産性 規模別全国比約60％～
70％）

連携

中核企業等育成

支援対象企業（３０社程度）
への取り組み

支
援
の

支援活動

支援会議で検証

修正

各種制度、事業の紹介、斡旋

市場調査、信用力調査など

県の専任チームと連携して企
業訪問と随時の相談対応を
行い、企業の体質強化を図る。
（四国銀行・高知銀行へ委託）

中核 業等育成
アドバイザー

の
実
施
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も
の

づ
く
り
企

業
の

販
路

拡
大

に
向

け
た
支

援
体

制
の

構
築

に
つ
い
て

取
組

の
拡

大
と
再

構
築

●
新

規
・
拡

充
の

取
組

○
既

存
の

取
組

別
図

（
商

工
４
）

現
在
ま
で
の
取
組
と
課
題

取
組

の
拡

大
と
再

構
築

○
高

知
よ

さ
こ

い
フ
ァ

ク
ト
リ

ー
の

創イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
営
業
活
動

●
高

知
県

製
造

業
の
受

発
注
ポ

ー
タ
ル

サ
イ
ト

構
築

・
高

知
県

が
前

面
に
立
っ

た
信
用

力
の
付

与
・

検
索

エ
ン

ジ
ン

の
上
位

に
表
示

(S
EO

)さ
せ

る
仕

組
み
の

提
供

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
営
業

、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
協

業
の
促

進
県

内
製

造
業

の
デ

タ
ベ

ス
機
能
を

持
た
す

た
め

ポ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活

用
し
た
受

注
拡

大

営
業

力
の

強
化

（
受
注
拡
大
）

創
設

・
運

営
（

H
13

～
）

・
県

内
製

造
業

の
デ

ー
タ

ベ
ー
ス

機
能
を

持
た
す

た
め

、
ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
へ

の
参
加

を
促
進

当
初

50
社

●
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
か

ら
の
企

業
情
報

発
信

・
県

内
の

ユ
ニ

ー
ク
な
企

業
の
パ

ブ
リ
シ

テ
ィ
を

支
援

●
既

存
受

発
注

サ
イ
ト

の
有
効

活
用

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
営
業

の
促
進

見
本
市
へ
の
出
展

商
談
会
の
開
催

商
談

会
と
ネ
ッ
ト
の

相
乗

効
果

○
受

注
企

業
名

簿
（

H
17

）
の

作
成

○
産

業
振

興
セ

ン
タ
ー

の
専
門

調
査
員

に
よ

る
発

注
開

拓

リ
ア
ル

な
場

で
の

営
業
活

動

高
知

県
製
造
業

県
、

高
知

市
、

産
業
振

興
セ
ン

タ
ー
、

工
業
技

●
受
注
拡
大
検
討
委
員
会
の
設
置

産
振

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

工
技

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

相
乗

効
果

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ

支
援

に
よ

る
発

注
開

拓
○

高
知

県
工
業

会
の
共

同
受
注

部
会
に

よ
る

受
注

開
拓

○
個

別
企

業
へ

の
商
談

会
等
へ

の
参
加

支
援

高
知

県
製
造
業

の
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
運

営

術
セ

ン
タ

ー
、

県
工
業

会
、
よ

さ
こ
い

fa
ct

or
yが

連
携

し
て

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

を
県
全

体
で
活

用
す

る
ト

ー
タ
ル

的
な
支

援
と
受

発
注
商

談
会
と

の
有

機
的

な
連
携

を
促
進

。
＊

公
正

に
幅
広

く
参
画

で
き
る

仕
組
み

づ
く
り

高
知

県

産
振

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

工
業

会
、
よ
さ
こ
い

fa
ct

or
y

受
注
拡
大

検
討
委
員
会

○
県

内
企

業
の

情
報
発

信
力
が

弱
い

○
新

規
受

注
先

開
拓
等

の
た
め

の
営
業

力
に

欠
け

る

○
小

規
模

な
企

業
が
多

く
、
複

数
社
に

よ
る

連
携

し
た

受
注
確

保
が
困

難

課
題

受
注

拡
大

検
討

委
員

会
の

設
置

高
知

市

商
談
会
等
に
よ
る
受
注
拡
大

よ
る

連
携

し
た

受
注
確

保
が
困

難

商
談

会
参

加
情
報
発
信

現
状

受
注

拡
大

の
た
め
の

商
談

会
、
情

報
発

信
の

総
合

的
支

援

●
商

談
会

等
の

開
催

・
信
用
力
付
与
→
県
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
商
談
会

の
開
催

・
連
携
受
注
の
仕
掛
け
→
高
知
県
ブ
ー
ス
の
設
置

●
企

業
デ

ー
タ

ベ
ー
ス

の
作
成

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
注
」
と
「
商
談
会
」
を

販
路
拡
大
た
め
の
両
輪
と
し
て
推
進

販
路
開
拓

の
取
組

商
談

会
参

加

企
業

訪
問

展
示
会
参
加

機
械

金
属

機
械

金
属

木
製

品
木

製
品

製
紙

製
紙

食
品

食
品

ア
パ

レ
ル

ア
パ

レ
ル

・
受
注
企
業
名
簿
を
改
編
し
、
商
談
会
や
営
業
に
活
用

●
産

業
振

興
セ

ン
タ
ー

の
専
門

調
査
員

・
大
手
製
造
業
等
の
訪
問
に
よ
る
発
注
開
拓

木
製

品
木

製
品

情
報
発
信
や
商
談
会
へ
の
参
加
な
ど
、
受
注
拡
大
へ
の
取
組
は
、
個
別
企
業
が
独

自
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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産業技術人材の育成
産業を振興するため、企業の「技術人材」の育成や、商品開発を支援するとともに、地域の

方々が食品加工を行うお手伝いをします。
そのために、工業技術センターを始めとする県の試験研究機関が、外部の専門家も活用して

全力で支援します。

別図（商工５）

いまからは県外へ売らんといかんの～
それにゃ～強みになる技術力が必要やな
商品化まで、もうちっくとながやけんど

経営者
おまかせ下さい！！
技術力を育てる研修や講習を

果物や野菜を加工品にして売
りたいがじゃけんど？

農家・生産組合

技術力を育てる研修や講習を
充実します。
新しい商品開発を応援します

○人材育成研修の充実
１４コース ４００名以上
・食品の安全性及び品質管理
・地域食品加工者研修

ものづくり基幹人材育成

○産業技術人材育成事業
製造技術や品質管理の研修によ

り、産業の担い手となる製造技術
者を養成します。

・ものづくり基幹人材育成
・金属材料、熱処理研修
・溶接技術研修 等

（資格取得や技術レベルアップなど質

的向上を重視した内容の研修を実施）

○食品加工、機械・金属加工分野等の
技術相談、巡回指導の強化

者を養成します。
研修１４コース

○特別技術支援員
（食品加工、機械金属加工）

外部人材を登用し 研修 技術

○特別技術支援員による支援強化
・製品開発や製造技術の向

上への支援
・食品加工、機械金属加工

に関する技術指導及び技
術研修、人材育成研修

外部人材を登用し、研修、技術
相談、商品開発の支援を進めます。

○技術指導ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる
企業活動支援事業
食品加工 機械 金属加工など

○特定の課題に対して集中的に支援
○企業技術者の育成により、企業の技術力

の強化を図る
○新製品（商品）の開発を促進

食品加工、機械、金属加工など
専門分野の技術指導アドバイザー
を企業へ派遣し、企業技術者の育
成、企業の技術力の強化、新製品
（商品）の開発を促進します。
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も
の

づ
く

り
地

産
地

消
推

進
事

業
別

図
（

商
工

６
）

事
業

の
目
的

①
農

林
水

産
品

を
加

工
し

て
付

加
価

値
を

高
め

る
た

め
の

機
械

・
装

置
の

開
発

を
支

援
（
例
：
柑
橘
類
の
搾
汁
ラ
イ
ン
、
鮮
度

を
長

時
間
保

持
で
き
る
装

置
な
ど
）

②
次

産
業

の
生

産
収

穫
作

業
等

の
省

力
化

や
コ

ス
ト

削
減

を
図

る
た

め
の

機
械

装
置

の
開

発
を

支
援

（
例

収
穫

機
械

の
軽

量
化

燃
費

の
低

減
を
図

る
装

置
な
ど
）

開
発
支

援
に
あ
た
っ
て
の
視

点

県
内

に
需

要
が

あ
る

機
械

や
設

備
を

県
内

で
製

造
で

き
る

仕
組

み
を

構
築

す
る

た
め

、
工

業
団

体
と

他
の

産
業

団
体

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

進
め

る
と

と
も

に
、

ニ
ー

ズ
に

即
し

た
試

作
品

の
開

発
を

支
援

し
、

も
の

づ
く

り
の

地
産

地
消

を
促

進
す

る
。

事
業

の
目
的

②
一

次
産

業
の

生
産

･
収

穫
作

業
等

の
省

力
化

や
コ

ス
ト

削
減

を
図

る
た

め
の

機
械

･
装

置
の

開
発

を
支

援
（
例
：
収
穫
機
械
の
軽
量
化
、
燃
費

の
低

減
を
図

る
装

置
な
ど
）

県
に

よ
る

マ
ッ

チ
ン

グ
の

場
の

設
定

（
工

業
団

体
と

他
産

業
団

体
）

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

等
に

よ
る

支
援

（
技

術
支

援
・

分
析

試
験

等
）

完
成
品
の
製
造
･販

売

試
作

品
の

製
作

過
程

実
際

試
作
機
を

製
造
す
る

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
事

業

試
作

開
発

支
援

事
業

市
場
ニ
ー
ズ

製
品
の
発
想

部
品
調
達

（
又
は
部
品
製
造
）

製
品

の
企

画
部

品
レ
ベ
ル

の
検

査
（
強
度
・
材
質
・
性
能
）

試
作
品
の

開
発
・
製
造

試
作
品
の
検
査

（
強
度
・
材
質
・
性
能
）

第
1
ス
テ
ッ
プ
：
企
画
段
階

第
３
ス
テ
ッ
プ
：
事
業
化
段
階

第
２
ス
テ
ッ
プ

：
研
究
開
発
・
試
作
品
開
発
段
階

製
品
の

開
発
・
製
造

市
場
投
入
・

市
場
拡
大

こ
れ
以
降
の
製
品
改
良
や
販
路
開
拓
は
、

他
の
制

度
を
活

用
し
て
実

施

基
本
設
計

試
作
品

の
完
成

実
際

に
試

作
機

を
開

発
・
製
造
す
る

こ
の
段
階
の
取
り
組
み
を
強
力
に
後
押
し

外
部

の
専

門
家

等
で

構
成

す
る

地
産

外
商

（
外

貨
獲

得
）

試
作

品
の

販
売

【
地

域
ｱ
ｸ
ｼ
ｮﾝ

ﾌﾟ
ﾗ
ﾝ関

連
の

情
報

】
地

域
本

部
→

計
画

推
進

課
→

工
業

振
興

課

【
農

林
水

産
業

機
械

関
連

の
情

報
】

農
林

水
各

部
→

計
画

推
進

課
→

工
業

振
興

課

機
械

･
設

備
等

の
「

発
注

情
報

シ
ー

ト
」

に
よ

る
情

報
把

握

試
作

品
の

開
発

支
援

の
流

れ
【

試
作

品
開

発
支

援
】

対
象

：
個

別
事

業
者

又
は

事
業

体

【
ス

テ
ッ

プ
ア

ッ
プ

（
ソ

フ
ト

支
援

）
】

・
市

場
汎

用
性

調
査

費
・

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

経
費

基
本

設
計

費
な

ど

工
業

技
術

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰな

ど
公

設
試

と
の

連
携

（
分

析
試

験
･
技

術
支

援
等

）
地

域
ニ

ー
ズ

に
基

づ
く

地
域

へ
の

導
入

試
作

品
の

試
作

品
の

開
発

開
発

事
業

計
画

申
請

事
業

計
画

申
請

（
公

募
）

（
公

募
）

補
助

金
の

補
助

金
の

交
付

決
定

交
付

決
定

審審
査査

量 産 化

地
域

ニ
ー

ズ
地

域
ニ

ー
ズ

の
把

握
の

把
握

等
構

成
す

審
査

会
の

販
売

完
成

品
の

【
企

業
研

究
会

関
連

の
情

報
】

企
業

研
究

会
→

工
業

振
興

課

地
域

課
題

の
解

決
(省

力
化

･
ｺ
ｽ
ﾄ
削

減
)

補
助

金
の

補
助

金
の

交
付

申
請

交
付

申
請

・
基

本
設

計
費

な
ど

（
分

析
試

験
技

術
支

援
等

）

マ
ッ

チ
ン

グ
マ

ッ
チ

ン
グ

試
作

機
開

発
の

内
容

決
定

地
域
ニ
ー
ズ
の

情
報
収
集

他
地

域
へ

の
売

込
み

地
県 内

試
作

品
の
改
良

完
成

品
の

製
作

販
売

農
業

団
体

波
及
効
果
な
ど

漁
業

団
体

林
業

団
体

＜
採

択
基

準
＞

＜
採

択
基

準
＞

※
応
募
事
業
の
う
ち
経
済
効
果
の
高
い
も
の
を
採
択

○
県

内
で

の
需

要
が

見
込

ま
れ

、
県

内
の

他
地

域
へ

の
波

及
効

果
が

高
い

も
の

○
汎

用
性

が
あ

り
、

今
後

の
新

た
な

開
発

へ
の

足
掛

か
り

と
な

る
も

の
○

地
産

外
商
(外

貨
獲

得
)が

期
待

で
き

る
も

の
○

高
付

加
価

値
化

・
省

力
化

・
コ

ス
ト

削
減

の
実

現
性

な
ど

開
発
力
の

情
報
提
供

地 域 の 事 業 者

内 機 械 製 造 業 者

工
業

団
体

等
（

受
注

拡
大

ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ﾈ
ｰ
ﾀ
）

産
業

振
興

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
に

よ
る

ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ﾈ
ｰ
ﾄ

高
知

県
に

よ
る

情
報

収
集

地
域
の
事
業
者

県
内
の
機
械
製
造
業
者

○
地

域
に

製
造

企
業

が
あ

る
こ

と
で

ﾒ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ﾝ
ｽ
が

容
易

○
付

加
価

値
の

高
い

商
品

づ
く

り
が

可
能

○
人

手
不

足
を

機
械

で
解

決

○
生

産
･
収

穫
作

業
等

の
省

力
化

で
労

働
力

不
足

の
改

善

○
従

前
の

部
品

製
造

（
下

請
け

）
で

は
な

く
完

成
品

を
製

造
す

る
こ

と
で

､
す

そ
野

が
広

が
り

協
力

企
業

が
増

加

○
研

究
開

発
型

企
業

(一
般

的
に

収
益

性
が

高
い

)へ
の

脱
却

○
知

恵
と

技
術

の
集

積

○
新

た
な

需
要

が
生

ま
れ

る
こ

と
に

よ
る

雇
用

の
増

加

大
学

等
に

よ
る

研
究

開
発

支
援

公
設

試
に

よ
る

分
析

試
験

公
設

試
に

よ
る

技
術

支
援

技
術

課
題

を
解

決
す

る
た

め
の

ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｽ
な

ど
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熱
処

理
以

降
の

工
程

Ｓ
Ｃ
Ｍ
（
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
推

進
イ
メ
ー
ジ

別
図

（
商

工
７
）

鍛
造

Ａ
社

熱
処

理
（
無

）

熱
処

理
以

降
の

工
程

全
て
県

外
生

産

熱
処

理
会

社
立

地
県

内
で
生

産
（
５
社

）
⇒

拡
大

売
上

保
証

素 形 材 企

こ
れ

ま
で

増
設

後

従 来
鍛

造
Ｂ

社

親
企

業
の

四
国

調
達

室
親

企
業

企 業
後

今
後

の
展

開

来

今
後

の
展

開

核
的

な
企

業
A

1
生

産
工

程
部

核
的

企
業

A
2

自
動

車
部

品
電

子
部

品
等

生
産

技
術

力
の

高
い
業

界

産
程

部 品 資 材

ア
ル

ミ
鋳

込

a１
社

熱
処

理

b１
社

d１
社

C
１
社

e１
社

成
型

メ
ッ
キ

f１
社

中
核

企
業

等
育

成
支

援
会

議
設

置
事

業
（
工

連
携

誘
致

担
当

：
A
１
、

A
2グ

ル
ー
プ
＋

立
地

課

不
足

す
る
業

種
を
誘

致
し
よ
う

業
振

興
課

）
と
連

携

発
注

等
で
の

協
力

皆
で
協

力
す
れ

ば
出

来
る
。

つ
い
で
に
品

質
保

証
体

制
等

生
産

技
術

の
向

上
も

Ｔ
社

：
コ
ス
ト

1／
4

中
小

企
業

の
副

次
効

果

先
ず
は

、
SC

M
等

の
取

組
が

進
ん
だ
業

界
の

交
流

会
か

ら
Ｔ
社

：
コ
ス
ト

1／
4

Ｍ
社

：
生

産
時

間
1／

2
Ｓ
社

：
生

産
面

積
2／

3
育

成
に
貢

献
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コ
ン
テ
ン
ツ
産

業
振

興
事

業
コ
ン
テ
ン
ツ
産

業
振

興
事

業
別

図
（
商

工
８
）

「
ま
ん
が
」
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
資

源
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
、
人
材
の
情
報
発
信
や
人
材
育
成
な
ど
の
支
援
を
行
い
、
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
振
興
に

向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。

事
業

の
目

的
事

業
の

目
的

○
コ
ン
テ
ン
ツ
産

業
関

係
者

・
ク
リ
エ
イ
タ
ー
・
行

政
関

係
者

等
で
構

成
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
活

用
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

の
企

画
・
推

進
方

法
・
企

業
ク
リ
エ
イ
タ
ー

行
政

間
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形

成

高
知

県
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
推
進
会
議

高
知

県
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
推
進
会
議

現
在
の
推
進
体
制

現
在
の
推
進
体
制

◆
高

知
ま
ん
が
・
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
塾
（
国
費
事
業
）

○
セ
ミ
ナ
ー
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通

じ
て
、
新

た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

プ
ラ
ン
を
検

討

現
在
の
取
組

現
在
の
取
組

・
参
加
者
の
拡
大

・
取
組
方
針
の
共
有
化

・
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
の
提
案

情
報

共
有

・
企

業
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
、
行

政
間

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形

成
・
そ
の

他
の

コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の

推
進

に
関

す
る
こ
と

報
告

提
案

報
告

提
案

ビ
ジ
ネ
ス
推

進
研

究
会

ビ
ジ
ネ
ス
推

進
研

究
会

○
県

内
コ
ン
テ
ン
ツ
関

連
企

業
等
で
構

成

人
材

育
成
研
究
会

人
材

育
成
研
究
会

○
県
内
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
等
で
構
成

連
携

◆
ク
リ
エ
イ
タ
ー
実
態
調
査

○
県

内
の

ク
リ
エ
イ
タ
ー
及

び
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
活

動
を
行
う
企

業
や

団
体

の
実

態
（
年

収
、
活

動
実

態
等

）
を
調

査
＜

困
っ
て
い
る
こ
と
＞

・
仕

事
の

依
頼

が
少

な
い

・
活

動
資

金
が

不
足

・
活

動
の

場
が

少
な
い

行
政

の
取

り
組

み
と
民

間
が

行
う
ビ
ジ
ネ
ス
の

整
理

が
必
要

映
像

や
デ
ザ
イ
ン
・
音
楽
な
ど
複
数
の

コ
ン
テ
ン
ツ
を
組

み
合

わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
新

た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
創

出

回
答

者
の

７
０
％

が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ

の
登

録
を
希

望
回

答
者

の
７
０
％

が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ

の
登

録
を
希

望

ク
リ
エ
イ
タ
ー
の

情
報

発
信

展
示
会
等
の
施
設
利
用
料

の
減

額
（
活

動
の

支
援

）
受

発
注

者
の

マ
ッ
チ
ン
グ

著
作
権
等
の
知
識
の
向
上

希
望
す
る
行
政
の
サ
ポ
ー
ト
（
実
態
調
査
）

希
望
す
る
行
政
の
サ
ポ
ー
ト
（
実
態
調
査
）

課課
題題

行
政
の
取
り
組
み

民
間

ビ
ジ
ネ
ス
の

推
進

２
２
年

度
２
２
年

度

②
コ
ン
テ
ン
ツ
の

地
産

地
消

の
推

進
・
企

業
と
ク
リ
エ
イ
タ
ー
と
の

商
談
会
の
開
催

③
高

知
コ
ン
テ
ン
ツ

コ
ン
テ
ス
ト
の

開
催

・
県

内
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
よ
る

デ
ザ

イ
ン
等

の
コ
ン
テ
ス
ト

①
ク
リ
エ
イ
タ
ー
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の

構
築

・
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の

得
意

分
野

、
作

品
、
実

績
等

を
デ
ー

④
著

作
権
等
講
習
会

の
開

催
・
著

作
権

や
契

約
に
関

す
る
講

習
会

を
開

催

○
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
を
推

進
す
る
た
め
の

具
体

的
な
取

り
組

み
に
つ
い
て
検

討
・
先

進
事

例
の

学
習

○
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
を
推

進
す
る
た
め
の

人
材

育
成

な
ど

に
つ
い
て
検

討
・
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催

人
材

育
成
研
究
会

人
材

育
成
研
究
会

○
具

体
的

な
事

業
化

に
向

け
た
取

り
組

み
を
一

貫
し
て
支

援

・
事

業
化

プ
ラ
ン
の

作
成
か

ら
、
そ
の

実
現

ま
で
を
支

援

新新
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
支

援
チ
ー
ム

コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
支

援
チ
ー
ム

ビ
ジ
ネ
ス
推

進
研

究
会

ビ
ジ
ネ
ス
推

進
研

究
会

２
２
年

度
県

事
業

２
２
年

度
県

事
業

２
２
年

度
２
２
年

度

・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活

用
し
て
の

人
材

の
Ｐ
Ｒ

を
開

催

・
入

賞
者

は
全

国
展

示
会

へ
の

出
展

を
支

援

、
、
実

タ
化

・
全

国
コ
ン
テ
ン
ツ
マ
ー

ケ
ッ
ト
等

で
情

報
発

信

・
個

別
相

談
会

の
開

催
を

検
討

・
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

プ
ラ
ン
の

事
業
化

・
コ
ン
テ
ン
ツ
の

地
産

地
消

事
業

の
推
進
方
法

・
国

の
事

業
等

の
活

用

・
分

野
（
映

像
、
イ
ラ
ス
ト
、
音

楽
等

）
ご
と
の

組
織

化

・
ク
リ
エ
イ
タ
ー
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
内
容

の
充

実
や

、
活

用
方
法

、
管
理
シ
ス
テ
ム
等

・
高

知
コ
ン
テ
ン
ツ
コ
ン
テ
ス
ト

の
開
催

方
法

ド
バ

ザ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に

よ
る
支
援

リ
ー
ダ
ー

事
業
体
Ｃ

事
業
体

B

チ
ー
フ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

（
企

画
・
経

営
指

導
等

）

事
業
体

A

タ
実

価
ブ

期
待
さ
れ
る
効
果

期
待
さ
れ
る
効
果

よ
る
支
援

事
業
化
プ
ラ
ン

補
助

金
等

を
活

用
し
て

コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
へ
チ
ャ
レ
ン
ジ

審
査
・
認
定

・
県

内
で
の

生
産

と
消

費
に
よ
る
地

域
経

済
の

活
性

化
・
ク
リ
エ
イ
タ
ー
同

士
の

連
携

の
促
進

・
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の
実

力
評
価

・
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
の

動
機
づ
け

・
本

県
の

コ
ン
テ
ン
ツ
の

PR
・
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の

拡
大

・
受

注
機

会
の

増
大

・
コ
ン
テ
ン
ツ
の

地
産
地

消
、

地
産
外
商
の
推
進

・
受

発
注

に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル

の
回

避
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
対

す
る
意
識

の
向

上
・
各

分
野

の
取

り
ま
と
め
役

（
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
を
育
成

・
N

PO
や
協
議
会
等
が
担
う

・
各

分
野

を
束

ね
ビ
ジ
ネ
ス
化

を
図

る
者
（
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）
を
育
成

・
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
民

間
事

業
者

が
担

う

中
期

的
な
取

り
組

み
（
地

域
ク
ラ
ス
タ
ー
の

形
成
）

◇◇
地

域
ク
ラ
ス
タ
ー
の

形
成

に
よ
る
新

た
な
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の

創
出

地
域

ク
ラ
ス
タ
ー
の

形
成

に
よ
る
新

た
な
コ
ン
テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の

創
出

◇
県

内
コ
ン
テ
ン
ツ
の

地
産

地
消

及
び
地

産
外

商
の

推
進

◇
県

内
コ
ン
テ
ン
ツ
の

地
産

地
消

及
び
地

産
外

商
の

推
進

◇
県

内
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の

レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の

拡
大

◇
県

内
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の

レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の

拡
大

○
コ
ン
テ
ン
ツ
産

業
を
振

興
す
る
た
め
方

針
や

支
援

の
在

り
方
な
ど
を
取

り
ま
と
め
る
。

・
取

り
組

み
方

針
、
到

達
目

標
の

設
定

、
支

援
対

象
の

絞
り
込

み
、
支

援
の

在
り
方

な
ど
を
検

討

高
知

県
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
推
進
会
議

高
知

県
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
推
進
会
議
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福
祉

保
健

所

協 議

市
町

村
市

町
村

社
協

住
民

Ｎ
Ｐ
Ｏ

自
治

会
事

業
者

な
ど

・
実
態
把
握

・
企
画
支
援

・
取
組
支
援

地
域
づ
く
り

支
援

課

高
齢
者

福
祉
課

障
害
保

健

福
祉

課
地

域
福

祉

政
策

課

連
携

・
協

働

●
地
域
の
拠
点

・
高
齢
者
、
障
害
者
、
子
ど
も
、
子
育
て
中
の
母
親
な
ど
支
援
が

必
要
な
方
は
誰
で
も
利
用

●
地
域
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
小
規
模
多
機
能
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

機
能
例

・
集
う
（
必
須
）
…
サ
ロ
ン
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
放
課
後
の
児
童
の

居
場
所

・
泊

ま
る

…
緊
急
時
の
宿
泊

・
預
か
る

…
緊
急
時
の
一
時
預
か
り

・
訪
ね
る

…
配
食
サ
ー
ビ
ス
、
見
守
り
、
買
い
物
代
行

・
働

く
…
生
活
訓
練
、
就
労
支
援

・
送

る
…
送
迎
サ
ー
ビ
ス
、
外
出
支
援

等

●
運
営
体
制

・
住
民
参
画
に
よ
る
地
域
に
開
か
れ
た
持
続
可
能
な
運
営
体
制

●
ス
タ
ッ
フ
体
制

・
離
職
者
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
生
活
支
援
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等

●
雇
用
の
創
出
（
離
職
者
等
の
雇
用
・
現
場
訓
練
の
場
）

あ
っ

た
か

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

の
イ

メ
ー

ジ

ふ
る

さ
と

雇
用

再
生

あ
っ

た
か

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

事
業

費
補

助
金

取
組
の
進
め
方

人
・
情
報
・
補
助
金

の
活
用
推
進

子
ど

も
か

ら
高

齢
者

の
方

ま
で

、
年

齢
や

障
害

の
有

無
に

と
ら

わ
れ

ず
、

小
規

模
で

あ
り

な
が

ら
も

一
箇

所
で

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

、
ふ

れ
あ

う
こ

と
の

で
き

る
「

あ
っ

た
か

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

」
の

整
備

促
進

。

目
的

地
域

福
祉

政
策

課
、
福

祉
保

健
所

が
当

初
か

ら
関
わ
り
、
「
あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
の

持
続

可
能
な
運
営
体
制

づ
く
り
を
支

援

あ
っ
た
か

ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー

制
度

事
業

所

型
拠

点

支
え
合

い
型

拠
点

平
成
2
4
年
度
以
降
の
姿

ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
交
付
金
を
活
用

ハ
ー
ド
整
備
は
各

種
補
助
金
・
助
成
金

を
活
用

●
国
補
助
金
：
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
交
付
金
等

●
県
補
助
金
：
住
宅
等
改
造
支
援
事
業
費
補
助
金
等

●
民
間
助
成
金
：
日
本
財
団
、
福
祉
医
療
機
構
等

地 域 の 拠 点 づ く り

【
高

齢
者
】

【
若

者
】

【
子

ど
も
・
親

】

【
障

害
者
】

地
域

住
民
の

交
流
の
場
・
支
え
合
い
の
拠
点

市
町

村
社
協

民
生

・
児
童
委
員

自
治

会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

休
日
や
緊
急
時
の

生
活

訓
練
の
場

日
中

活
動
の
場

閉
じ
こ
も
り
や
虚
弱

な
人
の
活
動
の
場

心
に
悩
み
を
抱
え
る

人
の
活
動
の
場

核
と
な
る
拠

点別
図
（
商
工
９
）

児
童
家

庭
課
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別
図

（
商

工
１

０
）

産
学

官
連

携
に

よ
る

新
産

業
の

創
出

現
状

と
課

題

H
2
0
年

度
高

知
県

産
業

振
興
計

画
策
定

H
2
1
年

度
～

県
産

業
の

振
興

を
強

力
に

推
進

今
後
の
課
題

本
県

の
強

み
を
磨
き

、
余
す

と
こ
ろ

な
く
売

り
出

す
・

多
彩

な
一
次

産
品

・
安

全
で

お
い

し
い
食

等

年
度

高
知

県
産

業
振

興
計

画
策
定

産
業

間
連

携
の
推
進

・
１
次
産
品
の
加
工
を
通
じ
た
第
２
次
産
業
分
野
の
展
開

地
域

素
材

等
を
活
か

し
た
新

産
業
創

出
等

・
今
後
成
長
が
期
待
さ
れ
る
４
分
野
（
食
品
、
天
然
素
材

、
環
境

健
康
福
祉
）
で
企
業
を
中
心
と
す
る
研
究
会
を

年
度

県
産

業
振

興
を

強
力

推
進

産
学

官
が

連
携
し
て

科
学
技

術
を
活

か
し
、

研
究

成
果

を
企

業
へ
展

開
す
る

こ
と
が

必
要

・
産

学
官

連
携

を
県
全

体
で
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー
ト

・
関

係
者

が
交

流
し
情

報
交
換

す
る
場

の
確
保

・
産

学
官

共
同

研
究
の

推
進

今
後
の
課
題

環
境
、
健
康
福
祉
）
で
企
業
を
中
心
と
す
る
研
究
会
を

設
置
し
、
産
学
官
交
流
と
企
業
間
連
携
を
推
進

・
産

学
官

共
同

研
究
の

推
進

・
幅

広
い

視
野

を
持
っ

た
技
術

者
の
育

成

取
り

組
み

方
針

■
生

産
か

ら
流

通
販
売

ま
【

短
中
期
的
研
究
テ
ー
マ
】

■
産

学
官
の
実

務
ト
ッ

プ
に
よ

り
構
成

産
学

官
連
携

会
議
の

設
置

■
大

学
等

の
持

つ
研
究

シ
ー

ズ
の

情
報

を
一
元

化
し

、
効

果
的
に

発
信
す

る
こ

と
に

よ
り
企

業
ニ
ー

ズ
と

の
マ

ッ
チ
ン

グ
を
推

進

■
生

産
か

ら
流

通
販
売

ま
で

を
総

合
的
に

と
ら
え

る
こ

と
の

で
き
る

中
長
期

的
な

視
点

で
本
県

産
業
振

興
に

寄
与

す
る
人

材
を
育

成

■
も

の
づ

く
り

や
食
品

産

■
食

品
加
工
等
、
産
業
振
興

計
画

の
推
進
に
寄
与
す
る

テ
ー

マ

■
産

学
官
の
実

務
ト
ッ

プ
に
よ

り
構
成

し
、

本
県

の
産

学
官
連

携
方
針

を
検
討

（
事

務
局
：

県
新
産

業
推
進

課
）

【
検

討
事

項
】

①
長

期
的

視
点
に

立
た

産
学

官
連
携

■
各

大
学

等
の

特
色
を

活
か

し
異

分
野
の

研
究
内

容
を

融
合

す
る
こ

と
に
よ

っ
て

新
た

な
枠
組

み
で
の

共
同

研
究

を
推
進

■
も

の
づ

く
り

や
食
品

産
業

の
分

野
で
中

核
と
な

る
人

材
を

育
成

■
知

的
財

産
や

科
学
技

術
に

関
す

る
普
及

や
教
育

事

【
長

期
的
研
究
テ
ー
マ
】

■
各

大
学
等
の
特
色
を
活
か

し
た

本
県
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の

創
出
に
つ
な
が
る
テ
ー

マ

①
長

期
的

視
点
に

立
っ

た
産
学

官
連
携

方
針

の
策

定
②

本
県

に
必
要

な
共
同

研
究
テ

ー
マ
の

選
定

、
優

先
順

位
付
け

③
産

学
官

連
携

強
化
の

取
組

業
を

展
開

目
指

す
成

果

マ

短
中
期

長
期

371



新
た

な
事

業
の

創
出

に
向

け
た

支
援

体
制

別
図

（
商

工
１
１
）

テ
ー
マ
別

研
究

会

研
究
会
リ
ー
ダ
ー

県
（
事

務
局

）

■
研

究
会
の
活
動

・
市

場
情

報
等

情
報

提
供

の
た
め
の

講
演

会
ズ

ズ
・
ニ
ー
ズ
、
シ
ー
ズ

の
マ
ッ
チ
ン
グ

・
企

業
間

の
交

流
・
個

別
相

談
会
な
ど

事
業

体
企

業
団
体

生
産

者
の

参
画

事
業

体
企

業
等

事
業
体

企
業
等

専
門
家

（
企

画
・
販

促
・
生
産

技
術
等

）

新
産

業
の

創
出

○
販
売
の
拡
大

○
新
製
品

新
サ

事
業
化
プ
ラ
ン

の
決

定

事
業
化
の
熟
度
が
高
い
も
の

は
、
直
ち
に
販
路
拡
大
の
支
援

を
行
う
な
ど
、
事
業
化
ま
で
の
各

段
階
に
応
じ
て
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
企

援

企
業
・
団
体

・
生

産
者
の

参
画

企
業

等
・
・
・
・・

・
企
業
等

・
・
・
・・

・

○
新
製
品
、
新
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

○
新
規
分
野
へ
の

進
出

業
を
支

援

事
業

化
へ

の
取

組
【
開

発
・
生

産
・
販

売
】

支
援

研
究

会
か

ら
出

た
取

組

研
究
会
に
参
加

支
援

事
業

化
に
向

け
、
企

業
の

力
を
引

き
出

す
支

援

【
新

事
業

創
出

支
援

チ
ー
ム
】

【
支

援
機

関
・
県

】

○
研
究
会
か
ら
出
た
取
組
へ
の
支
援
の

方
向
性
の
検
討
や
取
組
状
況
の
評
価
等

を
行
い

事
業
化
に
向
け
た
取
組

の

■
チ
ー
ム
は

県
に
置

く
（
事

務
局

：
新

産
業

推
進

課
）

○
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
【
民

間
人

材
】

○
チ
ー
ム
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
【
民

間
人

材
】

体
制

活
動
内
容

○
研
究
会
か
ら
の
事
業
化
の
取
組
に

対
す
る
重
点
的
な
財
政
支
援

○
研
究
開
発
資
金
の
獲
得
支
援

○
公
設
試
の
検
査
機
器
等
の
活
用

連
携

支 援 体
を
行
い
、
事
業
化
に
向
け
た
取
組

へ
の

ア
ド
バ
イ
ス
等
を
行
う
。

○
チ
ー
ム
員
：
県
（
商
工
労
働
部
関
係
課
、
工
業
技
術

セ
ン
タ
ー
）
、
産

業
振

興
セ
ン
タ
ー

○
各
取
組
ご
と
に
必
要
な
専

門
ｱ
ﾄﾞ
ﾊ
ﾞｲ
ｻ
ﾞｰ
設

置

○
公
設
試
の
検
査
機
器
等
の
活
用

○
販
路
拡
大
の
支
援

な
ど

制
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「
e
-
コ

マ
ー

ス
セ

ミ
ナ

ー
開

催
事

業
」

ｅ
-
コ
マ
ー
ス
や
Ｉ
Ｔ
に
関
す
る
知
識
を
商
業
者
に
得
て
も
ら
い
出
店
を
支
援
す
る
た
め
、
ｅ
-
コ
マ
ー
ス
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
。

　
ｅ
-
コ
マ
ー
ス
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
必
要
な
知
識
や
環
境
な
ど
基
礎
と
な
る
内
容
の
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
、
県
内
商
業
者
の
ｅ
-
コ
マ
ー
ス
サ
イ
ト

　
へ
の
出
店
を
支
援

消
　

　
費

　
　

者

ｅ
-
コ

マ
ー

ス
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

別
図
（
商
工

12
）

紹
介

登
録

そ
の
他
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取り組みの概要現状／課題 対策

海洋深層水の利用拡大 別図（商工１３）

アウトカム

①既存産業界との連携による販路拡大の支援

①深層水関連商品の商品化と販路拡大
・テーマ別研究会への参加呼びかけ
・海洋深層水を新たに利用する企業の

開拓（企業訪問活動）
・高知海洋深層水企業クラブとの連携
・県内外への商談会やイベントでの広

報活動
・海外への展開支援

ブーム終焉で売上が伸び悩み

新たな
需要の
創出と
販路の
開拓

短期的
な視点

深層水
関連商
品の売
上額が
155

深層水
ブラン
ド力の
強化

② 他の取水地との連携による
ブランド力の強化

・全国の海洋深層水取水地に呼びかけて
「連携協議会」を立ち上げ

・共同実施する事業の検討
（H23キャンペーン、ショップ開設）

ブームが去った後の戦略的な
取り組みが不十分

大消費地への売り込み不十分

155
億円

長期的
な視点

深層水
③観光・物産事業者との連携強化

による販路拡大
・ウトコ／シレストむろとを核にした

交流人口の拡大
・映像戦略の展開
（ビデオクリップ、DVD、ネット）

・販促・ＰＲツールの充実
・山と海の｢ひと･もの｣交流促進支援

首都圏をはじめとする大消費
地への情報発信力が弱く、売
り込みが十分できていない

観光・
物産事
業者と
の連携

深層水
関連商
品の販
売拡大

新たな
雇用創
出と所
得向上

取り組みの概要現状／課題 対策

②新分野への利用拡大に向けた研究開発

アウトカム

短期的な
視点

①医薬品への応用研究

深層水で培養した海洋微生物からの

産学官

連携に

研究素材
としての
魅力向上

将来的な
研究への
基礎形成

深層水で培養した海洋微生物からの

有用化学物質の探索及び生産

②鮮度維持装置開発

深層水を冷海水として利用した漁獲物の

鮮度維持装置の開発・実用化

よる研

究体制

構築

高付加

価値商

品開発

へのシ

取水開始から取水開始から2020年年

日本初の深層水取水地日本初の深層水取水地

産学官が様々な研究実施

新規商品
開発

長期的な
視点

③パウダーソルト製造法開発

深層水から製造するエステ等向けの

パウダー状塩の製造技術開発・商品化

④継続研究

・ミネラル調製液製造及び利活用

海浜植物等農業利用 藻類等水産利用

へのシ

フト

次世代
への研
究課題
探索従来商品の改良等が中心

深層水研究が一段落

研究素材としての魅力低下

深層水利
用産業の
拡大

新たな雇
用創出と
所得向上

⑤研究体制構築及び予備研究

・産業技術総合研究所との連携

・他県取水地との連携

・JST、大学、新規企業との連携

・海浜植物等農業利用、藻類等水産利用

新たな
利用分
野への
展開

新たな切り口の商品開発が不十分
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の
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等
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店
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○
産

業
人

材
の

育
成

と
確

保
　

  
 新

規
高

卒
者

の
県

内
就

職
促

進
別

図
（
商

工
1
5
）

高
知

県
地

域
産

業
担

い
手

人
材

育
成

事
業

【
目

的
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現
状

】
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産
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携

体
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０
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３
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①
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産
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事
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／
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H
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す
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キ
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・
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潮
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ザ
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想
さ

れ
る

未
内

定
（
例

年
よ

り
増

加
）

進
路

変
更

・
進

学
（
大

学
・
専

修
学

校
等

）

・
自

営
業

な
ど

卒
業

時
Ｈ

２
２

．
４

月

職
業

訓
練

緊
急

人
材

育
成

支
援

事
業

に

新
規

高
卒

生
ｺ
ｰ

ｽ
を

新
設

・
定

員
：
１

２
０

名

（
２

０
×

６
ｺ
ｰ

ｽ
）

訓
練

終
了

後

し
ご

と
体

験
（
ジ

ョ
ブ

カ
フ

ェ
）
＜

拡
充

＞

・
定

員
：
延

べ
５

０
名

枠
・
期

間
：
１

０
日

以
内

・
条

件
：
採

用
予

定
の

あ
る

事
業

所
が

実
施

ジ
ョ

ブ
チ

ャ
レ

ン
ジ

＜
新

規
＞

・
定

員
：
延

べ
２

０
名

枠
・
期

間
：
２

週
間

以
内

・
条

件
：
採

用
予

定
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

希
望

す
る

職
種

を
体

験
す

る
た

め
実

施

県

民
間

雇
用

・
直

接
雇

用
に

よ
る

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の

実
施

＜
新

規
＞

・
定

員
：
５

０
名

以
内

就 職

西
部

１
ｺ
ｰ

ｽ
中

部
４

コ
ー

ス

東
部

１
ｺ
ｰ

ｽ

【
背

景
】

◎
就

職
内

定
状

況
（
内

定
率

の
低

い
都

道
府

県
）

◎
進

路
の

状
況

・
訓

練
期

間
：
６

か
月

・
内

容
：
ﾋ
ﾞｼ

ﾞﾈ
ｽ

ﾏ
ﾅ

ｰ
、

ｺ
ﾐｭ

ﾆ

国

県 県

85
％

以
下

85
～

90
％

高
知

県
H1

4（
 3月

末
）

12
16

76
.5%

H2
1（

11
月

末
）

46
1

65
.8%

 〃
 （1

2月
末

）
－

－
68

.8%

＊
Ｈ

２
１

の
ハ

ロ
ワ

ク
登

録
者

数

H1
4（

 3月
末

）
33

9
33

4
67

3
26

1
H2

1（
12

月
末

）
40

1
19

5
59

6
38

0

計
ハ

ロー
ワ

ー
ク

登
録

者
就

職
未

定
進

路
未

定

就
職

活
動

を
継

続

就
職

定
員

：
５

０
名

以
内

・
期

間
：
５

か
月

以
内

の
雇

用
＊

国
の

基
金

事
業

を
活

用

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

を
利

用
し

た
職

業
相

談
・職

業
紹

介

・
新

卒
者

体
験

雇
用

事
業

＜
新

規
＞

等

国

就
職

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置
＜

新
規

＞

・
訓

練
期

間
中

の
生

徒
の

状
況

把
握

と
進

路
の

マ
ッ

チ
ン

グ
等

を
実

施
（配

置
：３

名
）

就
職

【
効

果
】

職
業

訓
練

に
よ

る
未

内
定

者
の

意
識

向
上

と
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
及

び
そ

れ
に

引
き

続
く
「
し

ご
と

体
験

」

な
ど

総
合

的
な

支
援

を
行

う
と

と
も

に
、

就
職

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

に
よ

る
生

徒
の

状
況

把
握

と
進

路
の

マ
ッ

チ
ン

グ
等

一
連

の
取

組
に

よ
り

早
期

就
職

に
繋

げ
る

。

◇
（
新

）
新

規
高

卒
者

就
職

促
進

対
策

事
業

費

・
ジ

ョ
ブ

チ
ャ

レ
ン

ジ
・
民

間
雇

用
・
直

接
雇

用
・
就

職
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

◇
（
拡

）
就

職
支

援
相

談
セ

ン
タ

ー
事

業
費

う
ち

し
ご

と
体

験
分

◎
求

人
倍

率
の

状
況

（
都

道
府

県
の

分
布

状
況

）

１
４

年
全

国
の

進
路

未
定

者
の

状
況

公
立

・
私

立
約

１
３

万
人

（
公

立
の

み
約

９
万

人
）

○
産

業
人

材
の

育
成

と
確

保
・
担

い
手

人
材

の
育

成

・
県

内
就

職
の

促
進

・
キ

ャ
リ

ア
教

育
の

推
進

ｹ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

能
力

、
ﾊ

ﾟｿ
ｺ
ﾝ

の
応

用
操

作
等

高
卒

・
大

卒
就

職
ジ

ョ
ブ

サ
ポ

ー
タ

ー
の

配
備

（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
）

・
支

援
体

制
強

化
の

た
め

、
就

職
支

援
の

専
門

職
を

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

に
配

備
す

る

就
職

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
配

置
＜

拡
充

＞

・
就

職
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

２
名

配
置

す
る

７
名

→
９

名
（
平

成
22

年
1月

～
3月

）
県 国

県

（
11

月
末

）

こ
の

ま
ま

で
は

、
Ｈ

１
４

の
よ

う

な
状

況
に

な
る

恐
れ

。

＊
Ｈ

２
１

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
登

録
者

数

は
、

労
働

局
が

把
握

す
る

未
内

定
者

数
（
登

録
前

）

～
0.4

～
0.7

～
1.0

1.0
～

高
知

県
H1

4
7

14
12

14
0.3

8
H2

1
4

10
18

15
0.4

0

（
全

国
平

均
H
14
:0
.9
0

H
21
:1
.0
5）
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現
 
状

 
 

 
求
人
情
報
を
提
供
す
る
職
業
紹
介
事
業
所
等
は
、
県
内
に
約
７
０
以
上

 

あ
る
が
、
そ
の
情
報
は
各
事
業
所
等
が
独
自
に
提
供
し
て
い
る

 

 

 
 

 
 

 
 

高
知

し
ご

と
ネ

ッ
ト
 （

 ト
ッ

プ
ペ

ー
ジ

 ）
 

  

県
内
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
求
人
情
報
、
求
人
情
報

誌
、
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
情
報
、
派
遣
情
報
な
ど

 

新
着

情
報

！
 

 

  

面
接
の
受
け
方
や
履
歴
書
の
書
き
方
な
ど
を

気
軽
に
相
談
で
き
る
公
的
機
関
な
ど
の
紹
介

  

県
内
に
あ
る
公
立
職
業
訓
練
校
や
私
立
専
修

学
校
な
ど
の
紹
介

 

   （
※
ネ
ッ
ト
接
続
は
、

高
知
し
ご
と
ネ
ッ
ト

 か
、

h
tt

p:
//w

w
w

.p
re

f.
ko

ch
i.l

g.
jp

/~
sh

ig
ot

o 
で
検
索
！

）
 

 

  
課
 
題

 
 

 
各
職
業
紹
介
事
業
所
等
が
独
自
に
提
供
す
る
求
人
情
報
を
、
県
内
就
職

 

希
望
の
求
職
者
は
、
独
力
で
は
、
効
果
的
に
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

 

   
対
 
応

 
 

 
県
内
就
職
希
望
の
求
職
者
が
円
滑
に
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
、
県
庁

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
へ
求
人
情
報
等
を
一
括
集
約
し
た
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

 

（
高
知
し
ご
と
ネ
ッ
ト
）
を
開
設
。
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
情
報
を
検
索

 

   
効
 
果

 
 

・
一
つ
の
サ
イ
ト
で
、
県
内
求
人
情
報
の
ほ
と
ん
ど
を
入
手
で
き
る

 

・
多
様
な
求
人
情
報
等
を
幅
広
く
入
手
す
る
こ
と
で
選
択
の
幅
が
広
が
る

 

・
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消
に
つ
な
が
る

 

・
就
職
面
接
会
等
の
新
着
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
で

就
職
の
機
会
が
増
え
る

 

 

ポ
 
ー

 
タ

 
ル

 
サ

 
イ

 
ト
 
「
 
高

 
知

 
し

 
ご

 
と

 
ネ

 
ッ

 
ト
 
」
 

別
図
（
商
工

18
）

就
職
の
相
談
を
し
た
い
方
へ

 

就
職
に
役
立
つ
資
格
等
を
取
り
た
い
方
へ

 

仕
事
を
探
し
た
い
方
へ

 

合
同
就
職
面
接
会

 

U
I
タ
ー
ン
フ
ェ
ア

県
職
員
○
名
募
集

 

警
察
官
○
名
募
集

 

林
業
就
業
説
明
会

 

無
料
就
職
セ
ミ
ナ
ー

こ
の
枠
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
次
ペ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す

 

今
す
ぐ
働
き
た
い
方
へ
情
報
を
提
供
し
ま
す

 

資
格
等
を
取
っ
た
上
で
、
就
活
に
再
挑
戦
し
た
い
方
へ
情
報
を
提
供
し
ま
す

 

思 う よ う に 就 職 が 決 ま ら な い 方 へ 情 報 を 提 供 し ま す 

379



分
野

見
込

ま
れ

る
ニ

ー
ズ

具
体

的
な

展
開

克
服

す
べ

き
課

題
今

後
の

対
応

策
備

　
　

　
　

　
　

考

　 ○
安

全
な

原
材

料
を

使
用

し
た

食
品

○
 地

場
の

一
次

産
品

を
使

っ
た

加
工

食
品

　
　

の
開

発
・
製

造
（
1
.5

次
産

業
の

推
進

）

○
原

材
料

の
安

定
確

保
　

　
（
時

期
・
量

・
コ

ス
ト

・
集

荷
体

制
の

整
備

）

○
生

産
者

と
商

工
業

者
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

○
商

品
企

画
等

の
専

門
人

材
の

確
保

○
生

産
者

や
関

係
団

体
と

連
携

し
た

原
材

料
の

確
保

対
策

　
　

・
地

域
資

源
活

用
共

有
会

議
（
仮

称
）
の

創
設

【
再

掲
】

○
原

料
ス

ト
ッ

ク
用

の
冷

凍
設

備
や

、
ペ

ー
ス

ト
・
乾

燥
・
粉

末
化

の
た

め
の

　
 原

料
の

前
処

理
設

備
の

整
備

や
企

業
立

地

○
地

場
産

品
フ

ェ
ア

の
開

催
（
商

談
会

・
マ

ッ
チ

ン
グ

に
よ

る
地

域
資

源
の

  
 活

用
促

進
）

○
情

報
収

集
、

専
門

家
助

言
を

活
用

　
　

・
有

力
販

売
先

等
と

連
携

し
た

商
品

ブ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ッ
プ

　
　

・
販

売
戦

略
を

立
て

た
商

品
づ

く
り

○
企

業
立

地
の

促
進

・
首

都
圏

で
の

高
知

県
の

青
果

の
価

格
は

他
県

の
  

2
.4

倍

・
全

国
生

鮮
品

の
6
割

は
業

務
加

工
用

  
（
非

消
用

）

・
食

品
小

売
り

業
界

の
仕

入
れ

ニ
ー

ズ
　

　
1
位

：
安

全
性

の
こ

だ
わ

り
 8

2
％

　
　

2
位

：
原

材
料

の
こ

だ
わ

り
 3

7
％

　
　

3
位

：
お

も
し

ろ
さ

・
話

題
性

＆
有

名
ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

 2
9
％

　
［
H

1
7
中

小
企

業
総

合
研

究
機

構
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ]

・
果

汁
飲

料
マ

ー
ケ

ッ
ト

が
4
0
％

成
長

　
　

［
富

士
経

済
H

2
0
予

測
］

○
天

然
素

材
に

こ
だ

わ
っ

た
商

品
○

竹
や

ア
ロ

エ
、

木
材

、
漆

喰
等

の
天

然
　

　
素

材
を

活
用

し
た

商
品

開
発

○
適

正
素

材
の

不
足

　
 （

量
・
時

期
・
品

位
）

○
天

然
素

材
の

コ
ス

ト
高

○
１

次
産

業
者

と
製

造
技

術
者

の
マ

ッ
チ

ン
グ

の
場

の
創

設
　

　
・
地

域
資

源
活

用
共

有
会

議
（
仮

称
）
の

創
設

　
【
再

掲
】

○
生

産
コ

ス
ト

の
低

減
　

　
・
生

産
性

の
向

上
、

生
産

技
術

の
高

度
化

、
生

産
管

理
シ

ス
テ

ム
の

　
　

　
効

率
化

な
ど

の
取

組
強

化

○
技

術
力

の
向

上

・
天

然
素

材
の

販
売

量
の

増
加

　
　

天
然

由
来

素
材

応
用

製
品

市
場

　
　

　
2
0
0
4
年

 1
兆

7
8
4
4
億

円
　

　
　

2
0
1
0
年

 2
兆

  
 6

2
億

円
　

　
　

［
富

士
経

済
H

2
0
予

測
］

・
エ

コ
商

品
を

約
9
割

の
主

婦
が

選
ん

で
購

入

成
長

が
期

待
さ

れ
る

分
野

と
具

体
的

な
対

応
策

安 心 ・ 安 全 （ 第 1

安
心

･安
全

な
社

会
へ

の
関

心
の

高
ま

り

新

【
参

考
資

料
】

○
技

術
力

の
向

上
　

　
・
加

工
技

術
、

生
産

工
程

の
高

度
化

○
企

業
立

地
の

促
進

エ
コ

商
品

を
約

9
割

の
主

婦
が

選
ん

で
購

入
　

[日
経

Ｂ
Ｐ

社
が

主
婦

を
対

象
に

行
っ

た
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ結

果
]

○
健

康
志

向
へ

対
応

す
る

食
品

○
 産

学
官

に
よ

る
地

域
資

源
を

活
用

し
た

　
　

機
能

性
食

品
の

研
究

開
発

○
成

分
効

果
の

実
証

○
新

た
な

研
究

体
制

の
構

築

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

　
【
再

掲
】

○
高

知
大

（
医

学
部

・
農

学
部

）
や

工
科

大
、

公
設

試
と

の
連

携
強

化
・
健

康
食

品
の

市
場

は
拡

大
し

つ
づ

け
、

 約
1
兆

1
千

億
　

円
強

の
規

模
  

［
富

士
経

済
調

べ
］

○
災

害
に

強
い

建
設

工
法

　
　

新
し

い
免

震
工

法
の

開
発

○
シ

ス
テ

ム
の

構
築

○
有

効
性

の
証

明
○

県
内

公
共

建
築

物
へ

の
展

開
の

検
討

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

　
【
再

掲
】

・
南

海
地

震
が

３
０

年
以

内
に

発
生

す
る

確
率

６
０

％
程

度
（
基

準
日

：
2
0
1
0
年

1
月

1
日

）

○
個

人
の

健
康

維
持

努
力

（
自

己
管

理
）
の

支
援

○
 健

康
測

定
機

器
の

研
究

開
発

○
 健

康
増

進
器

具
の

研
究

開
発

○
新

た
な

研
究

体
制

の
構

築

○
有

効
性

の
証

明

○
高

知
大

（
医

学
部

）
や

工
科

大
、

公
設

試
と

の
連

携
強

化

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

　
【
再

掲
】

・
血

圧
計

、
体

温
計

、
体

重
計

等
の

健
康

管
理

機
器

の
国

内
市

場
は

2
0
0
6
年

度
6
3
3
億

円
・
フ

ィ
ッ

ト
ネ

ス
機

器
や

マ
ッ

サ
ー

ジ
チ

ェ
ア

な
ど

の
健

康
回

復
機

の
国

内
市

場
は

2
0
0
6
年

度
1
,3

8
8
億

円
・
健

康
食

品
（
医

薬
品

形
状

の
も

の
）
の

国
内

市
場

は
2
0
0
5
年

度
7
,0

3
9
億

円
、

2
0
0
6
年

度
6
,8

9
2
億

円

○
ペ

ッ
ト

ビ
ジ

ネ
ス

産
業

　
　

地
域

食
材

を
使

っ
た

ペ
ッ

ト
フ

ー
ド

の
開

発

○
生

産
体

制
、

施
設

の
整

備

○
市

場
で

の
認

知
度

向
上

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

　
【
再

掲
】

○
食

品
団

地
企

業
の

取
組

の
支

援
ペ

ッ
ト

関
連

総
市

場
は

拡
大

基
調

。
2
0
0
7
 年

度
は

前
年

度
比

2
.5

％
増

の
1
 兆

9
5
5
 億

円

○
環

境
に

負
荷

を
か

け
な

い
製

品
や

技
術

○
環

境
対

応
型

機
械

・
部

材
の

研
究

開
発

　
（
圧

入
機

、
真

空
吸

引
車

、
地

盤
改

良
機

等
）

○
生

産
効

率
の

向
上

○
海

外
進

出
の

促
進

○
中

核
企

業
と

し
て

の
位

置
づ

け
と

支
援

策
の

検
討

　
　

・
生

産
規

模
の

拡
大

に
よ

る
生

産
効

率
の

向
上

  
  
・
環

境
関

連
の

新
技

術
の

導
入

に
よ

る
事

業
化

○
環

境
関

連
の

幅
広

い
分

野
で

国
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

導
入

の
検

討

○
３

Ｄ
乾

式
転

写
技

術
の

導
入

に
よ

る
新

た
な

産
業

立
地

○
白

金
を

活
用

し
た

排
ガ

ス
の

触
媒

技
術

の
事

業
化

○
県

外
や

国
外

を
睨

ん
だ

販
路

拡
大

の
仕

組
み

づ
く
り

・
低

騒
音

、
環

境
配

慮
（
性

分
解

性
油

脂
の

利
用

、
ク

リ
　

ー
ン

な
排

ガ
ス

）
の

圧
入

機
の

売
上

増

次 産 業 と の 連 携 ）

新 新 新

地
球

規
模

の
問

題
（
温

暖
化

防
止

や
食

糧

生
活

の
豊

か
さ

が
実

感
で

き
る

社
会

の
新新

380



○
太

陽
光

発
電

○
太

陽
光

発
電

用
部

品
(ｼ

ﾘ
ｺ
ﾝ
ｳ

ｪﾊ
ｰ

)製
造

○
立

地
環

境
の

整
備

○
環

境
関

連
の

幅
広

い
分

野
で

国
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

導
入

の
検

討
【
再

掲
】

○
企

業
立

地
の

促
進

○
太

陽
光

発
電

と
蓄

電
と

の
コ

ラ
ボ

・
世

界
の

太
陽

電
池

生
産

量
2
0
0
7
年

に
前

年
比

5
0
.9

%
　

の
増

加

○
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

○
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

原
料

製
造

（
1
.5

次
）

○
木

質
ﾊ

ﾞｲ
ｵ

ﾏ
ｽ

利
用

機
器

の
開

発
,製

造

○
適

正
素

材
の

不
足

○
原

材
料

輸
送

費
の

低
減

化

○
第

１
次

産
業

者
と

製
造

技
術

者
の

マ
ッ

チ
ン

グ
の

場
の

創
設

　
　

・
地

域
資

源
活

用
共

有
会

議
（
仮

称
）
の

創
設

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

○
原

材
料

コ
ス

ト
削

減
の

た
め

の
合

理
的

輸
送

シ
ス

テ
ム

の
確

立

○
生

産
コ

ス
ト

削
減

の
た

め
の

規
模

拡
大

の
推

進

・
拡

大
す

る
全

国
の

木
質

燃
料

の
需

要
　

（
H

1
8
生

産
量

約
2
万

5
千

ﾄﾝ
、

対
前

年
比

1
6
%
増

）

○
省

エ
ネ

や
水

銀
レ

ス
の

次
世

代
製

品

○
 F

E
L
を

活
用

し
た

次
世

代
ラ

ン
プ

の
開

発
　

（
自

動
車

用
・
野

菜
工

場
等

の
１

次
産

業
用

）

○
量

産
化

に
向

け
た

生
産

体
制

の
確

立
○

「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

 【
再

掲
】

○
企

業
立

地
の

促
進

・
光

源
･照

明
国

内
市

場
  

  
2
0
0
5
年

 7
0
4
6
億

円
  

  
2
0
1
0
年

 1
兆

1
8
6
億

円
・
高

知
県

発
に

よ
る

研
究

開
発

の
知

財
所

有
・
県

外
企

業
と

県
内

企
業

に
よ

る
新

会
社

の
設

立

○
燃

料
電

池
　

　
自

動
車

向
け

燃
料

電
池

、
部

材
の

研
究

開
発

○
研

究
開

発
体

制
の

整
備

○
燃

料
電

池
の

イ
ン

フ
ラ

整
備

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

 【
再

掲
】

○
企

業
立

地
の

促
進

・
経

済
産

業
省

は
燃

料
電

池
車

を
国

内
で

2
0
1
0
年

に
5
万

台
、

2
0
2
0
年

に
は

5
0
0
万

台
に

増
や

す
目

標
を

設
定

○
高

品
質

な
製

造
技

術
・
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
技

術
な

ど
を

活
か

し
た

１
次

産
業

○
 生

産
者

と
工

業
関

係
者

の
連

携
に

よ
る

　
　

省
力

化
機

械
・
装

置
の

開
発

○
研

究
開

発
体

制
の

構
築

○
コ

ス
ト

の
低

減
化

○
第

１
次

産
業

者
と

工
業

会
等

の
連

携
会

議
に

 よ
る

具
体

的
な

研
究

開
発

　
 の

促
進

及
び

基
金

に
よ

る
事

業
化

の
支

援

○
生

産
性

の
向

上
、

生
産

技
術

の
高

度
化

、
生

産
管

理
シ

ス
テ

ム
の

効
率

  
 化

な
ど

の
取

組
強

化

・
2
0
0
5
年

県
内

販
売

農
家

　
6
0
歳

以
上

の
構

成
比

4
3
.8

%
　

（
2
0
0
0
年

4
0
.1

%
）

　
7
5
歳

以
上

の
構

成
比

1
7
.7

%
　

（
2
0
0
0
年

1
3
.0

%
）

○
生

産
コ

ス
ト

削
減

（
次

世
代

ラ
ン

プ
の

開
発

等
）

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

【
再

掲
】

食
品

小
売

り
業

界
の

仕
入

れ
ニ

ー
ズ

環 　 　 　 境 高

地
球

規
模

の
問

題
（
温

暖
化

防
止

や
食

糧
新

石
油

に
代

替
す

る
ク

リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

石
油

に
代

替
す

る
ク

リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

新

第
1
次

産
業

の
技

術
革

新
新 ○

 野
菜

工
場

に
よ

る
高

付
加

価
値

野
菜

の
生

産

○
生

産
ス

ト
削

減
（
次

世
代

ラ
ン

プ
の

開
発

等
）

○
市

場
で

の
認

知
度

向
上

○
新

し
い

産
業

う
ち

推
進

本
部

」
の

活
用

 【
再

掲
】

○
1
次

産
業

者
と

の
開

発
体

制
の

整
備

食 　
　

1
位

：
安

全
性

の
こ

だ
わ

り
 8

2
％

　
　

2
位

：
原

材
料

の
こ

だ
わ

り
 3

7
％

　
　

3
位

：
お

も
し

ろ
さ

・
話

題
性

＆
有

名
ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

 2
9
％

　
［
H

1
7
中

小
企

業
総

合
研

究
機

構
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ]

○
高

齢
者

向
け

の
日

用
品

○
歯

科
材

料
（
歯

科
用

地
金

）
の

研
究

開
発

○
大

人
の

紙
お

む
つ

の
研

究
開

発

○
新

素
材

や
用

途
拡

大
の

生
産

技
術

開
発

○
立

地
環

境
の

整
備

○
国

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
導

入
の

検
討

【
再

掲
】

○
歯

科
部

材
の

生
産

拡
大

○
病

院
、

介
護

施
設

等
と

の
連

携
強

化

・
歯

科
材

料
ﾒ
ｰ

ｶ
ｰ

の
出

荷
額

の
拡

大

○
高

齢
者

の
健

康
志

向
○

 高
齢

者
向

け
健

康
福

祉
･介

護
機

器
の

開
発

○
医

療
機

関
等

と
連

携
し

た
効

果
の

実
証

○
コ

ス
ト

競
争

力
の

強
化

○
「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

　
【
再

掲
】

　
　

・
産

学
連

携
に

よ
る

効
果

実
証

の
取

組
、

研
究

体
制

の
マ

ッ
チ

ン
グ

○
量

産
化

に
つ

な
げ

る
市

場
開

拓
、

コ
ス

ト
の

低
減

・
高

齢
化

率
の

将
来

推
計

【
再

掲
】

　
 　

H
1
7
：
 2

5
.9

％
  

  
 H

2
2
：
 2

8
.4

％
  

  
 H

2
7
：
 3

2
.3

％
　

　
[国

立
社

会
保

障
・
人

口
問

題
研

究
所

の
人

口
推

計
]

○
携

帯
電

話
や

薄
型

T
V

の
新

し
い

部
材

○
  

次
世

代
ﾃ
ﾞｨ

ｽ
ﾌ
ﾟﾚ

ｲ
用

の
液

晶
・
有

機
E
L
等

の
  

  
部

材
(Z

ｎ
O

－
T
F
T
や

透
明

導
電

膜
)の

研
究

○
研

究
成

果
の

事
業

化
○

「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

　
【
再

掲
】

・
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
デ

バ
イ

ス
世

界
市

場
　

　
2
0
0
6
年

　
1
0
兆

4
6
0
9
億

円
　

　
2
0
1
2
年

　
1
3
兆

2
4
9
3
億

円
・
高

知
県

発
に

よ
る

研
究

開
発

の
知

財
所

有

○
電

子
・
デ

バ
イ

ス
部

品
の

生
産

拡
大

○
設

備
の

更
新

○
立

地
企

業
の

新
た

な
事

業
展

開
へ

の
支

援
・
2
0
0
7
年

 世
界

半
導

体
市

場
は

2
5
5
6
億

ド
ル

で
6
年

連
　

続
拡

大
  

 (
米

国
半

導
体

工
業

界
発

表
値

)
・
液

晶
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
世

界
市

場
の

予
測

　
　

2
0
0
6
年

　
8
兆

4
8
7
4
億

円
　

　
2
0
1
2
年

 1
1
兆

 8
6
7
億

円

○
高

機
能

の
特

殊
紙

の
研

究
開

発
　

　
（
二

次
電

池
の

セ
パ

レ
ー

ト
）

○
次

世
代

電
池

等
の

部
品

生
産

○
ま

ん
が

・
ア

ニ
メ

な
ど

の
コ

ン
テ

ン
ツ

○
 高

知
の

強
み

で
あ

る
「
ま

ん
が

」
を

生
か

　
　

し
た

コ
ン

テ
ン

ツ
産

業
の

創
出

○
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

環
境

の
整

備
○

デ
ザ

イ
ン

技
術

力
の

向
上

○
文

化
環

境
部

（
ま

ん
が

を
核

と
し

た
産

業
振

興
及

び
地

域
・
観

光
振

興
）

  
 の

取
組

と
連

携
・
情

報
交

換
し

な
が

ら
、

W
G

に
参

加
し

、
県

内
で

の
コ

ン
  
  
テ

ン
ツ

産
業

振
興

の
取

組
を

検
討

・
世

界
の

テ
レ

ビ
ア

ニ
メ

市
場

の
約

６
割

が
日

本
製

○
情

報
サ

ー
ビ

ス
産

業

○
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
業

の
展

開
（
組

み
込

み
ソ

フ
ト

技
術

、
共

同
利

用
型

ソ
フ

ト
の

開
発

）

○
大

量
退

職
す

る
団

塊
の

世
代

の
能

力
の

活
用

○
多

種
多

様
な

受
注

を
可

能
に

す
る

た
め

の
 　

企
業

間
連

携

○
情

報
処

理
技

術
者

の
育

成
と

確
保

○
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
業

と
他

業
種

の
連

携
強

化

○
情

報
処

理
推

進
機

構
等

と
連

携
し

、
ＩＴ

人
材

の
育

成
支

援
を

行
う

○
工

科
大

学
と

の
連

携
に

よ
る

新
産

業
の

推
進

・
組

み
込

み
ソ

フ
ト

の
市

場
規

模
　

　
約

3
兆

2
7
0
0
億

円
  

  
 （

対
前

年
比

約
2
0
％

増
）

　
　

 ［
2
0
0
7
年

経
済

産
業

省
調

査
］

・
経

済
産

業
省

で
は

S
aa

S
の

利
用

促
進

に
向

け
た

利
用

先 端 技 術 情 　 　 報

・
電

気
自

動
車

等
で

の
燃

料
電

池
の

需
要

増
加

高 齢 化 （ 人 口 減 少 ）

○
次

世
代

電
池

の
需

要
の

拡
大

○
研

究
成

果
の

事
業

化
○

「
新

し
い

産
業

こ
う

ち
推

進
本

部
」
の

活
用

【
再

掲
】

○
企

業
立

地
の

促
進

エ
ン

タ
ー

テ
イ

メ
ン

ト
市

場
の

拡
大

新

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
実

現

高
機

能
家

電
製

品
へ

の
需

要
拡

大

高
齢

者
向

け
の

商
品

・
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

の
需

要
拡

新新

IT
関

連
分

野
の

進
展

や
高

度
化

高
齢

者
向

け
の

商
品

の
需

要
拡

大

新

○
情

報
加

工
型

産
業

○
大

量
退

職
す

る
団

塊
の

世
代

の
能

力
の

活
用

○
情

報
処

理
技

術
者

の
育

成
と

確
保

○
県

の
著

作
権

を
活

用
し

た
行

政
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

他
県

展
開

（
２

県
）

経
済

産
業

省
で

は
の

利
用

促
進

に
向

け
た

利
用

環
境

整
備

施
策

を
平

成
1
9
年

度
か

ら
実

施
中
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「１．５次産業の推進」に関連する具体的な取り組み 

対　　　　　応　　　　　策

①
地産地消－１

（地域から地域内）

　　商工業者や生産者などを中心に
　　地域資源や地場産品の発掘、商品化

②
地産地消－２

（地域から高知都市圏）

　・生産性の向上やコスト圧縮ための技術支援
　　　→工業技術センターの技術指導
　・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
　・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

　・地域資源活用共有会議の設置

③

地産外商－１

（地域から四国） 　
　・ＪＡＳ、ＨＡＣＣＰによる認証の促進
　・こうち産業振興基金の活用

　・食品の生産施設（前処理設備等）の整備対策
　・生産性の向上やコスト圧縮ための技術支援
　・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

　・流通コストを吸収できる生産体制
　・商品の競争力が弱い（パッケージ・価格・品質）
　・原材料の周年安定的な確保
　・消費者の情報不足
　・高知都市圏の消費者のニーズに関する情報不足

　・製品・品質にバラツキがある

　・物流方法や所要時間を考慮した衛生安全性の確保
　・適正表示や空間率などの規制の遵守
　・安定生産のための周年確保
　・地域特性が売りにならない
　・類似商品の中での競争力の強化
　・マーケティングの不足（差別化・ターゲット・価格・
　　パッケージ）
　・四国の消費者のニーズに関する情報不足

　・製品・品質にバラツキがある
　・原材料が安定的に確保できない

生　　　　　産　　　　　・　　　　加　　　　　工

現　　状　　・　　課　　題
分　　類

　・生産直売による値頃感
　・需要が不安定なため少量生産
　・製品・品質にバラツキがある
　・地域外からの来店客ニーズの把握が不十分

当日配送可能な

地方マーケット

①
の
段
階
か
ら
進
む
に
つ
れ
て
ハ
ー
ド

地域資源活用共有会議の設置

食品の生産施設（前処理設備等）の整備
企業誘致、一次産業側との連携

生産技術の指導及び衛生検査
→工業技術センターでの技術指導

菌検査等の公的証明必要性の啓発

加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

④

地産外商－２

（地域から関西・中京圏）

　・関西・中部地区ワンランクアップ戦略(大阪・名古屋事務所
を拠点)を通じた消費者情報の収集提供
　・生産技術の指導及び衛生検査
　・菌検査等の公的証明必要性の啓発
　・ＪＡＳ、ＨＡＣＣＰによる認証の促進
　・食品の生産施設（前処理設備等）の整備対策
　・生産性の向上やコスト圧縮ための技術支援
　・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
　・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

⑤

地産外商－３

（地域から首都圏）

　・絶対的な優位性を発揮する品位（素材や技術の優
　　位性）不足（類似の商品が全国から集められてい
る）
　・物流コストに耐えられる商品開発が弱い
　・情報の質や量が限定的（首都圏２店舗）
　・首都圏の消費者ニーズに関する情報不足

　・製品・品質にバラツキがある
　・原材料が安定的に確保できない

・販売戦略を立てた商品づくり→情報収集、専門家助言を活
用
・物流コストを吸収できる付加価値の高い商品づくり
・各アンテナショップでの売れ筋情報の提供
・地域資源発掘アドバイザーの設置（県外事務所）
・生産技術の指導及び衛生検査
・菌検査等の公的証明必要性の啓発
・ＪＡＳ、ＨＡＣＣＰによる認証の促進
・食品の生産施設（前処理設備等）の整備対策
・生産性の向上やコスト圧縮ための技術支援
・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）
・新たな首都圏アンテナショップでのテストマーケティングによ
る商品のブラッシュアップ

⑥
地産外商－４

（地域から輸出）

　・相手国の事情に合わせた商品づくり

　・海外マーケットの知識不足（ターゲットを定められない）
　・販売チャネルがない
　・貿易商習慣の違い
　・海外の消費者ニーズに関する情報不足

　・翌日販売になるため、在庫管理と見込生産が必要
　・各地域（神戸・大阪・名古屋など）に応じたエリアマー
　　ケティングを活かしたものづくり
　・都市部で評価されるパッケージ形態やデナイン開発
　　能力の不足
　・価格競争の激化
　・関西・中京圏の消費者ニーズに関する情報不足

　・マーケティングの不足（差別化・ターゲット・価格・パッ
　　ケージ）
　・製品・品質にバラツキがある
　・原材料が安定的に確保できない

消費トレンドの

先導役を担う

巨大マーケット

広域的な都市が

形成する価格訴

求型（価格重視

型）マーケット

ル
は
段
段
と
高
く
な
る
（
生
産
性
の
向
上
・
高
付
加
価
値
化
な
ど
の
選
択
）

流通商品開発支援の体制整備
新たな首都圏アンテナショップを通じたテストマーケ

ティ

ングとフィードバックを通じた商品づくりへの支援

専門家を活用した商品ブラッシュアップ

ジェトロや商社等の貿易の専門家の活用

シンガポール、上海の海外事務所の活用

生産性を上げてコスト削減を図るのか、

高付加価値化によりコストを吸収する

のか、いずれかの選択が迫られる。

再掲項目（明朝体文字）自体

も段々とレベルが高くなる
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現　　状　　・　　課　　題 対　　　　　応　　　　　策

　・地域外ニーズの把握が不十分
　・配送可能エリアに限界がある

　・商工会等による地域資源活用共有会議の設置
　　　商品の販売促進

　・個人の出荷体制に限界がある
　・高知都市圏の消費者の情報不足
　・産直販売や量販店インショップ間の競争激化
　　　市内産直販売　店舗数 29軒　売上 16億7,200万円
　・立地条件の良い場所の確保が困難

　・高知市内量販店での販売会の開催
　・アンテナショップでの試験販売での商品力検討の支援
　・アンテナショップでの出荷ノウハウ獲得の支援

　・商工会等による地域資源活用共有会議の設置

　・県産品を扱える卸業者の確保
　・高速道路のストロー効果で卸業者の弱体化
　・営業のための経営資源が弱い
　・ＰＯＳ端末の負担ができない
　・ｅコマースの知識不足
　・四国の消費者のニーズに関する情報不足

　・消費地での競合品情報の収集提供
　　　→流通相談会の開催
　・経営革新、こうち農商工連携基金、こうち産業振興基金の活用
　・ｅコマースの推進
　・商業者と経営指導員のＩＴ技術の向上支援
　　　（ＩＴセミナーの開催・ＩＴアドバイザー派遣など）

流　　　　　通　　　　　・　　　　　販　　　　　売　　　　

地域資源活用共有会議の設置
・販売力の強化

・販売希望商品の相談窓口の一元化

・道の駅等との商談会の開催

産直ショップの高知市出店
中心商店街への直販所の設置

（空き店舗対策、各部局の各種イベントとの連携）

ｅコマースによるビジネスの拡大

【参考資料】

　・多様な流通形態が存在する
　　（大手流通業者・専門小売店、地域に縁故ある取引）
　・関西・中部地区の消費者ニーズに関する情報不足

　・営業のための経営資源が弱い
　・ｅコマースの知識不足

　　・新たな首都圏アンテナショップや県外事務所を拠点とした消費者
ニーズ、流通業者ニーズに即した商品の仲介斡旋、情報提供
　　　→地産外商公社との連携による各地域の物産業者の機能強化
　　　　　（eコマースや商品提案、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業など）

　・消費地での競合品情報の収集提供
　・ｅコマースの推進
　・商業者と経営指導員のＩＴ技術の向上支援

　・大手流通業者との取引は僅少
　・協力小売業者との商品ブラッシュアップ
　・情報発信力が弱い
　・首都圏の消費者ニーズに関する情報不足
　・物流コストに耐えられる商品開発が弱い

　・営業のための経営資源が弱い
　・ｅコマースの知識不足

　・量販店等の多様な流通ルートの確保
　・物流コストを吸収できる付加価値の高い商品づくり

　・消費地での競合品情報の収集提供
　・地場産品フェアの開催（商談会・地域資源の活用）
　・地域資源発掘アドバイザーの設置（県外事務所）
　・地域資源発掘アドバイザーと情報共有会議の連携支援
　・消費者ニーズ、流通業者ニーズに即した商品の仲介斡旋、テストマー
ケティングによるフィードバックや情報提供
　・ｅコマースの推進
　・商業者と経営指導員のＩＴ技術の向上支援

　・海外市場情報、人的ネットワークの不足
　・海外の消費者ニーズに関する情報不足

　・営業のための経営資源が弱い
　・ｅコマースの知識不足

　・商社等とのネットワークづくりの推進
　・ジェトロ等との貿易セミナー開催
　・ミッション派遣
　・海外案件及びマーケット調査等の実施
　・海外商談会の実施
　・海外物産展・展示会の活用
　・ｅコマースの推進

商談会・地域資源の活用

大規模な商談会や見本市（ﾊﾞｲﾔｰ関係）への県としての出展

新たな首都圏アンテナショップの設置

ジェトロや商社等の貿易の専門家の活用

シンガポール、上海の海外事務所の活用
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Ⅱ 専門分野の成長戦略 

 
 

５ 観光分野 
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近
隣

地
頼

み
の

入
込

み

【
基

本
方

向
】
①

県
民

参
加

に
よ
る
、
自

ら
輝

く
状

況
づ
く
り

②
自

然
・
歴

史
・
文

化
を
活

か
し
た
“ま

ち
”
の

魅
力

づ
く
り

③
誘

客
効

果
の

あ
る
イ
ベ
ン
ト
等

の
振

興
④
時
代
に
あ
っ
た
セ
ン
ス
と
統
一
感
の
あ
る
Ｐ
Ｒ
活
動

⑤
首
都
圏
や
海
外
を
睨
ん
だ
広
域
連
携
の
推
進

１
新

規
市

場
の

開
拓

一
策

効
果

的
な

観
光

Ｐ
Ｒ

、
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

活
動

の
展

開
○

ポ
ス

ト
「

龍
馬

博
」

を
見
据
え
、
推
進
委
員
会
を
設
置
し
、
観
光
Ｐ
Ｒ
・

イ
メ

ー

ジ
戦

略
を

確
立

（
※

３
、
※
５
）

○
戦

略
に

基
づ

き
タ

ー
ゲ

ッ
ト
別
の
効
果
的
な
Ｐ
Ｒ
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活

動
を

展

開
（

※
３

）

○
「

龍
馬

伝
」

の
放

送
を

最
大
限
に
活
か
し
、
全
県
的
な
観
光
振
興
に
つ
な

げ
る

た

め
「

土
佐
・
龍
馬
で
あ
い
博
」
を
開
催

○
よ

さ
こ

い
ネ

ッ
ト

の
充

実
や
観
光
・
物
産
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
な
ど
、
ウ

ェ
ブ

サ

イ
ト

を
活

用
し

た
情

報
発
信

○
フ

ィ
ル

ム
コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
に
よ
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
撮
影
の
誘
致

二
策

県
内

の
観

光
地

を
結

ぶ
交

通
手

段
の

確
保

○
「

Ｍ
Ｙ

遊
バ

ス
」

等
周

遊
バ
ス
の
運
行
体
系
の
強
化
（
「
土
佐
・
龍
馬
で

あ
い

博
」

に
関

連
す

る
周

遊
バ
ス
の
運
行
）

○
「

観
光

ガ
イ

ド
タ

ク
シ

ー
」
等
を
活
用
し
た
周
遊
プ
ラ
ン
（
モ
デ
ル
コ
ー

ス
）

の
企

画
・

実
施

○
四

国
ツ

ー
リ

ズ
ム

創
造

機
構
が
旅
行
会
社
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
等
に
よ
り
レ

ン
タ

カ
ー

プ
ラ

ン
を

充
実

○
公

共
交

通
を

使
っ

た
モ

デ
ル
コ
ー
ス
の
設
定
や
案
内
情
報
の
充
実

２ 四
策

地
域

の
自

然
・
歴
史

・
文
化
な

ど
を
活
か

し
た
県
民

参
加
に
よ

る

体
験

型
観
光
資
源

の
発
掘
と

磨
き
上
げ

の
推
進

○
「
龍
馬
伝
」
の
放
送
を
最
大
限
に
活
か
し
、
全
県
的
な
観
光
振
興
に
つ
な
げ
る
た

め

「
土
佐
・
龍
馬
で
あ
い
博
」
を
開
催
（
「
花
・
人
・
土
佐
で
あ
い

博
」
で
芽
出
し

し

た
地
域
資
源
の
継
続
的
な
育
成
と
支
援
も
実
施
）
（
再
掲
）

○
４
０
０
万
人
観
光
推
進
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
回
し
な
が
ら

、
全

国
に
発
信
で
き
る
観
光
施
設
、
地
域
資
源
を
磨
き
上
げ
（
※
１
）

○
観
光
圏
整
備
事
業
の
導
入
実
施
（
※
２
）

○
広
域
観
光
周
遊
ル
ー
ト
づ
く
り
（
フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
整
備
等
）
（
※
２
）

○
ま
ち
歩
き
観
光
の
拡
充
と
情
報
発
信

○
地
域
産
物
を
活
用
し
た
魅
力
づ
く
り

○
教
育
旅
行
の
受
入
態
勢
づ
く
り

○
滞
在
型
・
体
験
型
観
光
推
進
の
気
運
づ
く
り
の
た
め
の
研
修
、
講
演
会
等
の
実
施

○
旅
行
の
動
機
づ
け
と
な
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
企
画
（
ポ
ス
ト
「
龍
馬
博
」
を
見
据
え

た
イ

ベ
ン
ト
等
）
（
※
３
）

五
策

観
光

振
興

に
寄
与
す

る
人
材
の

育
成
と
活

用
○
地
域
で
観
光
を
テ
ー
マ
に
活
動
し
て
い
る
人
材
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
場
の
設
置

○
観
光
ガ
イ
ド
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
の
研
修
の
開
催
と
有
料
ガ
イ
ド
へ
の
移
行

「
観

光
八

策
」
の

推
進
で
、

観
光

分
野

の
成

長
戦

略

滞
在

型
観

光
へ

の
転

換

◆
首
都
圏
か
ら
の
観
光
客

３
６
万

人
→

６
０
万

人

◆
県
内
２
泊
以
上
の
割
合

２
５
％

→
３
０
％

◆
宿
泊
施
設
の
稼
働
率

３
７
％
→
全
国
並
み
の
４
５
％

滞
在

型
・
体

験
型

観
光

の
推

進

足
腰

を
強

め
、
新

分
野

に
挑

戦
足

下
を
固

め
、
活

力
あ
る
県

外
市
場

へ
打

っ
て
出

る

三
策

四
国

４
県

で
の

受
入

態
勢

の
整

備
、

Ｐ
Ｒ

活
動

の
展

開
○

四
国

４
県

と
Ｊ

Ｒ
四

国
、
民
間
で
組
織
す
る
「
四
国
ツ
ー
リ
ズ
ム
創
造
機

構
」

を

設
置

し
、

活
動

を
強

化

○
首

都
圏

で
の

Ｐ
Ｒ

・
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、
旅
行
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
等
と

連
携

し

た
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
事

業
、
東
ア
ジ
ア
を
対
象
と
し
た
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
フ
ォ
ー

ラ
ム

等
の

実
施

○
四

国
ツ

ー
リ

ズ
ム

創
造

機
構
が
旅
行
会
社
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
等
に
よ
り
レ

ン
タ

カ
ー

プ
ラ

ン
を

充
実

（
再
掲
）

○
「
土
佐
・
龍
馬
で
あ
い
博
」
の
企
画
・
運
営
及
び
「
龍
馬
博
」
終
了
後
も
継
続
し

て
Ｐ

Ｒ
戦
略
づ
く
り
・
受
入
態
勢
整
備
等
に
つ
い
て
民
間
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
を
活
用

○
滞
在
型
・
体
験
型
観
光
推
進
の
気
運
づ
く
り
の
た
め
の
研
修
、
講
演
会
等
の
実
施

（
再

掲
）

六
策

地
域

コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

ト
組
織
の

整
備

○
着
地
型
旅
行
商
品
を
め
ざ
し
た
広
域
周
遊
ル
ー
ト
づ
く
り
や
広
域
観
光
情
報
の
発

信
な

ど
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
組

織
の
立
ち
上
げ

及
び

組
織
強
化
を
支
援
（
※
２
）

七
策

国
際

観
光

の
推
進

○
国
際
観
光
推
進
会
議
を
設
置
し
、
官
民
一
体
と
な
っ
た
国
際
観
光
推
進
の
た
め
の

意
識

の
醸
成
と
戦
略
（
海
外
か
ら
の
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
調
査
、
観
光
案

内
板
等
の
多
言

語

化
、
宿
泊
施
設
等
の
従
業
員
研
修
等
）
を
策
定
・
推
進

○
観
光
案
内
板
、
誘
導
標
識
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
多
言
語
化
の
推
進

○
東
ア
ジ
ア
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
外
国
人
観
光
客
誘
致
の
促
進
（
※
４
）

３

八
策

産
業

間
連

携
に
よ
る

新
た
な
可

能
性
へ
の

挑
戦

観
光

策
」

推
進

、

４
０
０
万

人
観

光
の
実

現
、
１
，
０
０
０
億

円
産

業
へ

産
業

間
連

携
の

推
進

◆
１
人

当
た
り
の

観
光

消
費

額

２
３
，
７
８
０
円
→
２
５
，
０
０
０
円

◆
全
体
の
観
光
消
費
額

７
２
５
億
円
→
１
，
０
０
０
億
円

○
地

域
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

組
織

の
整

備
（

再
掲

）

○
「

花
・

人
・

土
佐

で
あ

い
博

」
で

芽
出

し
し

た
地

域

至
言

の
継

続
的
な

育
成

と
支

援
（

再
掲

）

○
「

よ
さ

こ
い

ネ
ッ

ト
」

か
ら

グ
リ

ー
ン

ツ
ー

リ
ズ

ム

や
物

産
情

報
へ
導

く
仕

組
み

の
構

築

○
地

域
産

物
を

体
験

メ
ニ

ュ
ー

に
組

み
入

れ
る

取
組

を

支
援

（
再

掲
）

○
観

光
地

で
地

場
産

品
販

売
所

や
土

産
品

店
、

レ
ス

ト

ラ
ン

な
ど

へ
誘
導

す
る

観
光

ル
ー

ト
の

設
定

を
促

進

○
道

の
駅

や
直

販
所

等
で

の
「

観
光

と
物

産
」

の
一

元

的
な

情
報

発
信
を

支
援

○
グ

リ
ー

ン
ツ

ー
リ

ズ
ム

、
ブ

ル
ー

ツ
ー

リ
ズ

ム
、

森

林
セ

ラ
ピ

ー
、
間

伐
体

験
な

ど
の

体
験

メ
ニ

ュ
ー

の

充
実

と
外

部
ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
活

用
や

イ
ン

ス
ト

ラ

ク
タ

ー
の

養
成

○
農

林
漁

家
民

宿
等

の
開

設
な

ど
受

入
態

勢
づ

く
り

へ

の
支

援

○
全

国
的

な
展

示
会

や
見

本
市

へ
の

出
展

支
援

、
商

談

会
等

の
開

催

○
県

内
の

先
進

地
等

へ
の

視
察

研
修

を
活

用
し

た
観

光

の
商

品
化

○
子

ど
も

農
山

漁
村

交
流

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
推

進

○
生

産
者

と
実

需
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

さ
ら

に
進

め

る
シ

ス
テ

ム
づ
く

り

一
次

産
業

分
野

産
業

間
連

携
の
強
化

○
「

龍
馬

伝
」

と
タ

イ
ア

ッ
プ

し
た

商
品

の
開

発
、

販
売

○
首

都
圏

の
ア

ン
テ

ナ
シ

ョ
ッ

プ
に

よ
る

販
路

開
拓

・
観

光
情

報
発

信
拠
点

の
整

備

○
高

知
の

「
食

」
を

テ
ー

マ
に

し
た

魅
力

づ
く

り
や

土
産

品
づ

く
り

へ
の
支

援
と

販
売

促
進

○
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
活

用
し

た
ｅ

コ
マ

ー
ス

の
展

開
を

支
援

○
観

光
客

を
商

店
街

に
呼

び
込

む
た

め
の

ル
ー

ト
マ

ッ
プ

づ
く

り
や

商
品
開

発
を

支
援

○
空

き
店

舗
を

活
用
し

た
観
光

案
内
の
拠

点
整

備
を

支
援

商
工

業
分

野

観
光

分
野

「
龍

馬
博

」
を

成
功
さ
せ
、
ポ

ス
ト
「
龍
馬

博
」

へ
と

展
開

し
、
４
０
０
万

人
観
光
を
確
か

な
も

の
に

！

１
４

０
０

万
人

観
光

推
進

チ
ー

ム
を

設
置

し
、

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
回

す

２
広

域
ブ

ロ
ッ

ク
（

県
東

部
、

中
部

、
西

部
）

ご
と

に
１

泊
以

上
滞

在
で

き
る

観
光

地
づ

く
り

を
推

進

３
高

知
の

強
み

を
生

か
す

「
歴

史
」

を
中

心
と

し

た
”

プ
ロ

モ
ー
シ

ョ
ン

”
の

展
開

４
「

龍
馬

伝
」

の
海

外
で

の
放

送
や

ス
ポ

ー
ツ

キ
ャ

ン
プ

等
を

活
用
し

た
外

国
人

観
光

客
誘

致
対

策
の

展

開
る

シ
ス

テ
ム

づ
く

り
○

空
き

店
舗

を
活
用
し

た
観
光

案
内
の
拠

点
整

備
を

支
援

５
官

民
あ

げ
た

組
織

体
制

で
の

展
開
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

　★ポスト「龍馬博」のための
　　 推進委員会の設置・開催

◆ポスト「龍馬博」を見据えた
　 観光ＰＲ・イメージ戦略の確
　 立

　★観光情報ネットワーク会
　　 議の設置・開催

　★観光ＰＲ・イメージ戦略の
　　 策定

　★高知観光情報発信館
　　 の継続運営

◆(財)高知県観光コンベ
ンション協会において、情
報発信やプロモーション
を担っている

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会の「よさこい
ネット」のイベントカレン
ダーなど、各団体組織が
直接情報を書き入れて、
県内の情報をタイムリー
に一元化する仕組みを導
入

◆全国各地のエージェン
トへのアプローチや首都
圏・韓国等におけるプロ
モーションを展開

◆高知フィルムコミッショ
ンの枠組みの中での高
知県内でのロケ撮影へ
の協力

◆多様化する旅行形態
や観光ニーズに呼応し、
ターゲットを明確にした観
光情報の発信が不十分

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会は賛助会員
制度で運営しており、未
加入会員の情報が十分
に掲載されていない

◆プロモーションを行う
ターゲットなどを戦略的に
明確にできていない

◆県、（財）高知県観光コ
ンベンション協会、民間
組織の課題の共有化とそ
の対処方法を統一化する
場がない

◆県内でのロケ撮影につ
いてオファーがあった場
合の対応となっており、
積極的な営業誘致活動
が展開されていない

１．効果的な観光ＰＲ、プロモー
ション活動の展開

○ ○

改革の方向
現状 これからの対策

Ｐ４１４、４１５

別図（観１・２）参照

◆観光ＰＲ・イメージ戦略に基
　づくターゲット別のＰＲ、プロ
　モーション活動の展開

　◎効果的なＰＲ、歴史を中心
　　 にしたプロモーション活動
　　 の実施

　★旅行商品造成者向けの旅
　　 行商品素材集の作成

○ ○

○

◆「龍馬伝」を活かしたＰＲ、プ
　 ロモーション活動の展開

　★「土佐・龍馬であい博」の開
　　 催

○

Ｐ４１４、４１５

別図（観１・２）参照

Ｐ４１６

別図（観３）参照
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２

目指すべき姿
Ｈ２１Ｈ２０

◆官民一体となった戦略に
基づくターゲット別の効果的
なＰＲ、プロモーション活動
が展開される

◆映画やテレビ等のロケを
通じた高知県のイメージづ
くりと観光客の誘致

◆本県の観光や物産など
情報発信が一元化され、効
果的・効率的なプロモーショ
ンが実現する

Ｈ２３

観光団体、市町村、(財)高知県観光コンベンション協会、県関係課等：ＰＲ戦略の検討と

情報共有のシステム化

県おもてなし課：龍馬博終了

後、高知観光情報発信館「と

さてらす」の継続運営

高知観光情報発信館の継続

運営

県観光ＰＲチーム、

観光ＰＲプロデュー

サー：ターゲットを明

確にした観光ＰＲ・イ

メージ戦略の策定

観光情報ネットワーク会議の設置・開催

観光ＰＲ・イ

メージ戦略

の策定

ポスト「龍馬博」のための推

進委員会の設置・開催

県観光政策課：推進委員会を設置・開催し、龍馬博

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

効果的なＰＲ、歴史を中心にしたプロモーション活

動の実施

「土佐・龍馬であい博」の開催

市町村、観光団体等：「土

佐・龍馬であい博」の地域

イベントの実施、サテライ

トの運営

土佐・龍馬であい博推進

協議会：プレイベントや

オープニングイベントの開

催，首都圏をはじめとす

る市場へのＰＲ、メイン会

場の運営

県観光振興課：土佐・

龍馬であい博推進協議

会の設置，旅行エー

ジェントによるモニター

ツアーの実施

市町村、観光団体等：

「土佐・龍馬であい博」

の地域イベントの実施、

サテライトの運営

土佐・龍馬であい博推

進協議会：メイン会場

の運営、ＰＲの展開

観光団体、市町村、(財)高知県観光コンベンション協会、

四国ツーリズム創造機構、県外事務所、県関係課等：各

関係団体が連携した効果的なＰＲ、歴史を中心にしたプロ

モーション活動の実施

旅行商品造成者向けの旅行商品素材集の作成

(財)高知県観光コンベンション協会：旅行会社等の旅行商品造成を促進す

るために県内の観光素材を幅広く掲載した素材集を年２回作成

の取組のフォローアップとポスト「龍馬博」の戦略を

検討、方向付け
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会の「よさこい
ネット」のイベントカレン
ダーなど、各団体組織が
直接情報を書き入れて、
県内の情報をタイムリー
に一元化する仕組みを導
入

◆全国各地のエージェン
トへのアプローチや首都
圏・韓国等におけるプロ
モーションを展開

◆高知フィルムコミッショ
ンの枠組みの中での高
知県内でのロケ撮影へ
の協力

◆多様化する旅行形態
や観光ニーズに呼応し、
ターゲットを明確にした観
光情報の発信が不十分

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会は賛助会員
制度で運営しており、未
加入会員の情報が十分
に掲載されていない

◆プロモーションを行う
ターゲットなどを戦略的に
明確にできていない

◆県、（財）高知県観光コ
ンベンション協会、民間
組織の課題の共有化とそ
の対処方法を統一化する
場がない

◆県内でのロケ撮影につ
いてオファーがあった場
合の対応となっており、
積極的な営業誘致活動
が展開されていない

　◎観光と物産の一元的な情
　　 報発信

  ◎広域での観光パンフレット
　　 作成の推進

１．効果的な観光ＰＲ、プロモー
ション活動の展開

◆(財)高知県観光コンベ
ンション協会において、情
報発信やプロモーション
を担っている

現状 これからの対策
改革の方向

  ◎時代の流れに沿ったウェブ
　　 サイトの有効活用への支
　　 援

○ ○
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２０ Ｈ２１

◆官民一体となった戦略に
基づくターゲット別の効果的
なＰＲ、プロモーション活動
が展開される

◆映画やテレビ等のロケを
通じた高知県のイメージづ
くりと観光客の誘致

◆本県の観光や物産など
情報発信が一元化され、効
果的・効率的なプロモーショ
ンが実現する

(財)高知県観光コンベンション協会：観光ＰＲ戦略に基づく情報発信、プロモーション活動

県観光政策課：「本家よさこい・高知」を活用したＰＲ、ＢＳ放送による番組制作・放送

観光と物産の一元的な情報発信（よさこいネットの充実、観光・物産ポータル

サイトの活用）

県観光政策課、東京事務所：首都圏アンテナショッ

プを核にした情報発信、プロモーション活動

広域での観光パンフレット作成の推進

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

市町村、観光団体等：

ウェブサイトを有効活

用した観光と物産の一

元的な情報発信等

県観光振興課：観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金でウェブサイト

活用の取組を支援

市町村、観光団体等：ウェブサイトを有効活用した観光と物産の一元的な情報発信

等

県観光政策課、計画推進課：観光圏整備事業費補助金や産業振興推進総合支援

事業費補助金でウェブサイト活用の取組を支援

ウェブサイトの有効活用を支援

市町村、広域の観光協議会、広域事務組合等：広域で

の観光パンフレットの作成

県観光政策課、計画推進課：観光圏整備事業費補助

金や産業振興推進総合支援事業費補助金で広域パン

フレットの作成の取組を支援

391



戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

１．効果的な観光ＰＲ、プロモー
ション活動の展開

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会において、情
報発信やプロモーション
を担っている

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会の「よさこい
ネット」のイベントカレン
ダーなど、各団体組織が
直接情報を書き入れて、
県内の情報をタイムリー
に一元化する仕組みを導
入

◆全国各地のエージェン
トへのアプローチや首都
圏・韓国等におけるプロ
モーションを展開

◆高知フィルムコミッショ
ンの枠組みの中での高
知県内でのロケ撮影へ
の協力

◆多様化する旅行形態
や観光ニーズに呼応し、
ターゲットを明確にした観
光情報の発信が不十分

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会は賛助会員
制度で運営しており、未
加入会員の情報が十分
に掲載されていない

◆プロモーションを行う
ターゲットなどを戦略的に
明確にできていない

◆県、（財）高知県観光コ
ンベンション協会、民間
組織の課題の共有化とそ
の対処方法を統一化する
場がない

◆県内でのロケ撮影につ
いてオファーがあった場
合の対応となっており、
積極的な営業誘致活動
が展開されていない

◆フィルムコミッションによる
　　ロケーション撮影の誘致

　◎受入態勢の充実、強化

　★マンパワーの充実による
　　積極的な営業活動の実施

○ ○

Ｐ４１７

別図（観４）参照
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２０ Ｈ２１

◆官民一体となった戦略に
基づくターゲット別の効果的
なＰＲ、プロモーション活動
が展開される

◆映画やテレビ等のロケを
通じた高知県のイメージづ
くりと観光客の誘致

◆本県の観光や物産など
情報発信が一元化され、効
果的・効率的なプロモーショ
ンが実現する

（財）高知県観光コンベンション協会：大手映画会社等へのセールス活動

の展開、モニターツアーの実施など

（財）高知県観光コンベンション協会：エキストラ登録の募集拡大、協力者

や支援団体等のネットワーク化など

高知県でのロケ撮影の受入体制の強化

県観光政策課：県内のロケ撮影等に対するインセンティ

ブ制度を創設し、誘致活動を支援

積極的な営業活動の展開

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆周遊バスの運行体系の強化

　◎周遊バスの運行体系の強
　 　化

○ ○

◆観光ガイドタクシー等を活用
　 した周遊観光の推進

　◎観光ガイドタクシーの推進
     等

○ ○

◆旅行会社とのタイアップ等に
　 よるレンタカープランの充実
　
　◎旅行会社とのタイアップ

等によるレンタカープラン

２．県内の観光地を結ぶ交通手
段の確保

◆県外観光客の61％が
自家用車、22％が観光
バスを利用しており、全
体の８割強が県内の移動
手段を持っている

◆公共交通機関を利用し
た、周遊ルートの作成な
どはできていない

◆ＧＷや夏休み期間、週
末などにＭＹ遊バスを運
行している

◆四国観光立県推進協
議会が、JAL・ANAとタイ
アップし、一定の期間四
国周遊バスを運行してい
る

◆来県者の周遊性を確
保するための二次交通
が不十分

◆定期的な周遊バスは
利用者数との費用対効
果から、継続的な運行が
困難である

◆公共交通機関の運行
便数が少なく、効率的な
周遊ルートの作成が困難
である

改革の方向
現状 これからの対策

　 等によるレンタカ プラン
　　 の充実

○ ○

◆公共交通機関の利用促進

　◎公共交通を使ったモデル
　　 コースの設定や案内情報
　　 の充実 ○ ○

◆四国観光の推進組織の体制
　 強化

　◎組織の再編とＰＲ活動等の
　　 拡充

○ ○

◆旅行会社とのタイアップ等に
　 よるレンタカープランの充実
　 （再掲）
　
　◎旅行会社とのタイアップ
　　 等によるレンタカープラン
　　 の充実 ○ ○

３．四国４県での受け入れ態勢の
整備、ＰＲ活動の展開

◆四国観光立県推進協
議会は、Ｈ５年に四国４
県とＪＲ四国の５団体で
設立され、アクションプラ
ンに基づいて、情報発信
事業や誘致推進事業な
どに取り組んでいる

◆他の地域においては、
九州観光推進機構など
のように官民一体となっ
た観光振興組織が設立さ
れており、協議会におい
ても、さらに官民一体と
なった組織再編のための
勉強会を開催し、新たな
組織の早期発足をめざし
ている

◆国のＶＪＣ事業などとタ
イアップしながら取組を進
めている

◆旅行エージェントや航
空会社とのタイアップに
よる、旅行商品造成事業
や四国周遊バスの運行
による誘客事業

◆ＨＰをはじめとする「癒
しの四国」情報発信事業

◆四国の認知度を向上さ
せるためのインバウンド
フォーラムを国とタイアッ
プして開催

◆旅行者の利便性の向
上と、観光施設等の情報
発信のための「四国で得
するパスポート」を発行す
るなどの事業を実施して
きた

◆四国を一体として捉え
た広域観光ルートの設定
やＰＲが不十分

◆広範に民間事業者を
巻き込んだ観光施策を展
開することができていな
い

◆事業はアクションプラン
に基づいて適切に実施し
てきたが、その基となる
観光戦略の再構築が必
要である
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２１Ｈ２０

◆レンタカーや観光タク
シーを中心とした、二次交
通制度が定着する

◆公共交通機関や臨時バ
ス等による周遊観光体系が
整う

◆レンタカーの利用を促進
するため、旅行会社等との
タイアップによるレンタカー
プランを充実させ、ＰＲする
とともに、観光カーナビ情報
が充実され、誘客に寄与す
る

◆観光ガイドタクシー制度
が定着しつつあり、利用者
が徐々に増大する

◆イベント開催時には、官
民一体でＭＹ遊バスなど臨
時バスが運行される態勢が
整う

◆一定のエリアについて
は、公共交通機関を利用し
た周遊観光が行えるよう
に、住民生活と観光客に配
慮した運行体系が整う

Ｈ２２ Ｈ２３

四国４県連携による優待レ

ンタカー制度の導入検討
四国観光立県推進協議

(財)高知県観光コンベ

ンション協会：ＭＹ遊バ

ス、であい博号、四万

十川バスの運行

土佐・龍馬であい博推進

委員会：各地域における

「土佐・龍馬であい博」に

関連する周遊バスの運

行について検討

(財)高知県観光コンベン

ション協会：ＭＹ遊バスの

運行

(財)高知県観光コンベン

ション協会、バス事業者：

各地域の龍馬博周遊バ

スの運行

県観光政策課：(財)高知

県観光コンベンション協

会と「龍馬博」に関連する

周遊バスの運行状況の

分析と次年度以降の運行

について検討

(財)高知県観光コンベン

ション協会、バス事業

者：検討の結果に基づく

周遊バスの運行

周遊バスの運行

(財)高知県観光コンベ

ンション協会：観光ガイ

ドタクシーによる周遊プ

ランの企画実施

ＪＲ四国：「駅から観タク

ン」制度導入の検討

(財)高知県観光コンベン

ション協会：タクシー旅行

商品の導入，観光ガイド

タクシーの態勢強化と周

遊プランの実施

ＪＲ四国：「駅から観タクン」制度の実施

(財)高知県観光コンベンション協会：タクシー旅行商品

の充実，観光ガイドタクシーの態勢強化と周遊プランの

実施

観光ガイドタクシーの

推進等

旅行会社とのタイアップ等によるレンタカープランの

充実

◆四国観光立県推進協議
会（現：四国ツーリズム創造
機構）が組織再編され、官
民一体となった組織で運営
される

◆国際観光推進の機運が
高まり、受入のための課題
を克服する取組が進む

◆四国レベルで官民一体と
なった観光推進組織が確立
され、外国人観光客や首都
圏からの旅行者が増大する

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

四国観光立県推進協議

会：優待レンタカー制度の

導入について検討

県観光政策課：四国観光

立県推進協議会の事業と

して優待レンタカー制度を

高知県がリード

四国観光立県推進協議

会：大手旅行会社とのタ

イアップによる優待レン

タカーの実施

(財)高知県観光コンベンション協会、県おもてなし課、公共交通課：公共交通を使った

周遊モデルコースの設定と情報の提供

公共交通を使ったモデルコースの設定や案内情報の充実

四国観光立県推進協議

会：新組織の検討，これ

までの取組の総括

四国観光立県推進協議会（現：四国ツーリズム創造機構）：官民による新組織への

移行，総括を踏まえたアクションプランの策定と取組強化（首都圏でのＰＲ、プロ

モーション活動、旅行エージェント等と連携したキャンペーン事業、インバウンド

フォーラムの開催など）

組織の再編とＰＲ活動等の拡充

四国観光立県推進協

議会：大手旅行会社と

のタイアップによる優待

レンタカーの実施

四国ツーリズム創造機構：旅行会社とのタイアップ等によ

るレンタカープランの充実

四国４県連携による優待レ

ンタカー制度の導入検討

四国観光立県推進協議

会：優待レンタカー制度の

導入について検討

県観光政策課：四国観光

立県推進協議会の事業と

して優待レンタカー制度を

高知県がリード

旅行会社とのタイアップ等によるレンタカープランの

充実

四国ツーリズム創造機構：旅行会社とのタイアップ等によ

るレンタカープランの充実

395



戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆「花・人・土佐であい博」事業
　 の継承と発展を支援

　◎「花・人・土佐であい博」で
　　 芽出しした地域の取組を支
　　 援

○ ○

◆４００万人観光推進チーム

改革の方向
現状

○ ○

これからの対策

◆「龍馬伝」を契機とした新た
　 な観光戦略の展開

　★「土佐・龍馬であい博」の開
　　 催（再掲）

◆高知県への県外観光
客数は３００万人強で推
移している

◆観光客の約３割は日帰
り客で、１泊２日を含める
と約75％を占める

◆体験型観光の一例で
あるエコツアーに行った
ことがある割合は約3％、
今後、「ぜひ行ってみた
い」、「行ってみたい」を合
わせると50％超にのぼる

◆旅行雑誌の統計でも
「旅先のおいしいものを
求めて」や「未知のものに
ふれたくて」、「感動した
い」の割合が上昇してい
る。なお、高知県への宿
泊旅行目的では「おいし
いものを食べる」や「名
所・旧跡の観光」が上位
になっている

◆「花・人・土佐であい
博」の実施により、地域
のイベントや体験メ
ニューの発掘、商品化を
行っている

◆観光ビジョン実践支援
事業により、地域が観光
を推進するための事業を
支援している

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が、着地型
商品の企画造成や販売
を目的として旅行業の免
許を取得した

◆地域独自の歴史や文
化などの魅力を観光商品
として活かしきれていな
い

◆年代別・旅行形態別な
どのターゲットを明確にし
た商品開発や情報発信
ができていない

◆観光スポットを結ぶ広
域的な周遊ルートづくり
が十分でない

４．地域の自然・歴史・文化などを
活かした県民参加による体験型
観光資源の発掘と磨き上げの推
進

Ｐ４１６

別図（観３）参照

◆４００万人観光推進チーム
　 を設置し、地域資源を磨き
　 上げ

　★４００万人観光推進チーム
　　 を設置し、地域資源を磨き
　　 上げ

○ ○

◆観光圏整備事業の導入実施

　★観光旅客の宿泊に関する
　　サービスの改善及び向上
　　に関する事業

　★観光資源を活用したサー
　　ビスの開発及び提供に関
　　する事業

　★その他付随する事業

○○

Ｐ４１８

別図（観５）参照

Ｐ４１５

別図（観２）参照
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２

目指すべき姿
Ｈ２１

◆県内各地の観光資源が
多彩となり、特長ある体験メ
ニューが勢揃いする

◆地域間・産業間連携によ
る、本県独自の新たな視点
での観光商品が造成される

◆滞在型・体験型観光を実
現するため、官民及び各地
域が連携して推進する態勢
が整う

◆2010年の「龍馬伝」の放
送を契機に、本県の入込み
客数が増える
（H19：305万人→400万人）

Ｈ２０ Ｈ２３

「花・人・土佐であい博」で芽出しした地域の取組を支援
県花・人・土佐であい博

推進課：であい博事業

の実施
市町村、観光団体等：旅行商品となる地域イベントの実施

県観光振興部：龍馬伝に合わせて実施する地域のイベントを支援

市町村、観光団体等：地域アクションプランに基づく取組を実施

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金で地域アクションプランの取組を支

援

「土佐・龍馬であい博」の開催

市町村、観光団体等：「土

佐・龍馬であい博」の地

域イベントの実施、サテラ

イトの運営

土佐・龍馬であい博推進

協議会：プレイベントや

オープニングイベントの開

催，首都圏をはじめとす

る市場へのＰＲ、メイン会

場の運営

県観光振興課：土佐・龍

馬であい博推進協議会

の設置，旅行エージェン

トによるモニターツアー

の実施

市町村、観光団体等：

「土佐・龍馬であい博」

の地域イベントの実施、

サテライトの運営

土佐・龍馬であい博推

進協議会：メイン会場の

運営、ＰＲの展開

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）

観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上に関する事業の推進

幡多地域の観光団体、市町村等：観光圏整備事業による宿泊サービスの改善及び

向上に関する事業を実施

県観光政策課：観光圏整備事業費補助金で宿泊サービスの改善及び向上に関する

取組を支援

幡多地域の観光団体、

市町村等：観光圏整備事

業の申請

県観光振興課：幡多地域

における観光圏整備事

業申請に向けた支援

観光資源を活用したサービスの開発及び提供に関する事業の推進
幡多地域の観光団体、

市町村等：観光圏整備

事業の申請

県観光振興課：幡多地

域における観光圏整備

事業申請に向けた支援

幡多地域の観光団体、市町村等：観光圏整備事業による観光資源を活用したサービ

スの開発及び提供に関する事業を実施

県観光政策課：観光圏整備事業費補助金で観光資源を活用したサービス開発等に

関する取組を支援

幡多地域の観光団体、

市町村等：観光圏整備事

業の申請

県観光振興課：幡多地域

における観光圏整備事

業申請に向けた支援

観光旅客の移動の利便の増進に関する事業等その他付随する事業の推進

幡多地域の観光団体、市町村等：観光圏整備事業による観光旅客の移動の利便の

増進に関する事業、観光に関する情報提供の充実強化に関する事業等を実施

県観光政策課：観光圏整備事業費補助金で観光旅客の移動の利便の増進に関する

取組等を支援

４００万人観光推進チームを設置し、ＰＤＣＡサイクルを回し

ながら、地域資源を磨き上げ

県観光振興部：４００万人観光推進チーム(チーム員：観光振興

部、（財）高知県観光コンベンション協会、産業振興推進地域本

部、メイン会場及びサテライト会場関係者）を設置し、ＰＤＣＡサ

イクルを回しながら、観光施設、地域資源を磨き上げ

　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

○ ○

現状 これからの対策
改革の方向

◆「花・人・土佐であい
博」の実施により、地域
のイベントや体験メ
ニューの発掘、商品化を
行っている

◆観光ビジョン実践支援
事業により、地域が観光
を推進するための事業を
支援している

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が、着地型
商品の企画造成や販売
を目的として旅行業の免
許を取得した

◆地域独自の歴史や文
化などの魅力を観光商品
として活かしきれていな
い

◆年代別・旅行形態別な
どのターゲットを明確にし
た商品開発や情報発信
ができていない

◆観光スポットを結ぶ広
域的な周遊ルートづくり
が十分でない

◆広域観光周遊ルートづくりへ
の支援

　◎広域周遊ルートの新たな
　　 メニューづくり

　◎観光施設の改修及び観光
　　 案内板、誘導標識の整備

４．地域の自然・歴史・文化などを
活かした県民参加による体験型
観光資源の発掘と磨き上げの推
進

◆高知県への県外観光
客数は３００万人強で推
移している

◆観光客の約３割は日帰
り客で、１泊２日を含める
と約75％を占める

◆体験型観光の一例で
あるエコツアーに行った
ことがある割合は約3％、
今後、「ぜひ行ってみた
い」、「行ってみたい」を合
わせると50％超にのぼる

◆旅行雑誌の統計でも
「旅先のおいしいものを
求めて」や「未知のものに
ふれたくて」、「感動した
い」の割合が上昇してい
る。なお、高知県への宿
泊旅行目的では「おいし
いものを食べる」や「名
所・旧跡の観光」が上位
になっている

Ｐ４１９

別図（観６）参照

　★フォトスポットの整備

　★お薦め「フォトスポット」の
　　 選定とＰＲの実施

○ ○

Ｐ４２０

別図（観７）参照
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

◆滞在型・体験型観光を実
現するため、官民及び各地
域が連携して推進する態勢
が整う

◆2010年の「龍馬伝」の放
送を契機に、本県の入込み
客数が増える
（H19：305万人→400万人）

◆県内各地の観光資源が
多彩となり、特長ある体験メ
ニューが勢揃いする

◆地域間・産業間連携によ
る、本県独自の新たな視点
での観光商品が造成される

目指すべき姿

市町村、観光団体等：観光案内板や誘導標識等の設置

県おもてなし課：観光施設等緊急魅力向上事業費補助金や観光案内板等整備事業

費補助金による設置支援

観光案内板、誘導標識等の整備

市町村、観光団体、(財)高知県観光コンベンション協会等：モデルコースの設定と

ウェブサイト、パンフレット等を作成

県観光政策課、計画推進課：観光圏整備事業費補助金や産業振興推進総合支援事

業費補助金でルートづくりを支援

県観光振興課：観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で広域パンフ

レット作成等を支援

広域周遊ルートの新たなメニューづくり

観光施設の改修

市町村、観光団体等：観

光施設の改修

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
２ 産業間連携の強化（１ ５次産業化の推進 観光産業の戦略的展開）

市町村：各地域のフォトスポットの景観整備の実施

県おもてなし課：景観整備事業費補助金で景観整備を支援

フォトスポットの整備

光施設 改修

県観光政策課：観光施設

等緊急魅力向上事業費補

助金による改修支援

お薦め「フォトスポット」の選定とＰＲの実施

県おもてなし課：観光客へのお薦め「フォトスポット」を選

定して、パンフレットやホームページを使って新たな観光

資源として情報発信

　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆まち歩き観光などへの支援

　◎まち歩き観光の拡充と情報
　　 発信

○ ○

◆地域産物を活用した魅力づ
　 くりへの支援

　◎農林漁家民宿、レストラン
　　 等の充実強化

○ ○

改革の方向
現状 これからの対策

４．地域の自然・歴史・文化などを
活かした県民参加による体験型
観光資源の発掘と磨き上げの推
進

◆高知県への県外観光
客数は３００万人強で推
移している

◆観光客の約３割は日帰
り客で、１泊２日を含める
と約75％を占める

◆体験型観光の一例で
あるエコツアーに行った
ことがある割合は約3％、
今後、「ぜひ行ってみた
い」、「行ってみたい」を合
わせると50％超にのぼる

◆旅行雑誌の統計でも
「旅先のおいしいものを
求めて」や「未知のものに
ふれたくて」、「感動した
い」の割合が上昇してい
る。なお、高知県への宿
泊旅行目的では「おいし
いものを食べる」や「名
所・旧跡の観光」が上位
になっている

◆「花・人・土佐であい
博」の実施により、地域
のイベントや体験メ
ニューの発掘、商品化を
行っている

◆観光ビジョン実践支援
事業により、地域が観光
を推進するための事業を
支援している

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が、着地型
商品の企画造成や販売
を目的として旅行業の免
許を取得した

◆地域独自の歴史や文
化などの魅力を観光商品
として活かしきれていな
い

◆年代別・旅行形態別な
どのターゲットを明確にし
た商品開発や情報発信
ができていない

◆観光スポットを結ぶ広
域的な周遊ルートづくり
が十分でない

◆教育旅行の受入態勢づくり
　 への支援

　◎体験メニューの商品化

◆滞在型・体験型観光推進の
　 気運づくり

　◎気運づくりのための研修、
　　 講演会等の実施

○ ○

○ ○
　★子ども農山漁村交流プロ
　　 ジェクトの推進
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿

◆県内各地の観光資源が
多彩となり、特長ある体験メ
ニューが勢揃いする

◆地域間・産業間連携によ
る、本県独自の新たな視点
での観光商品が造成される

◆滞在型・体験型観光を実
現するため、官民及び各地
域が連携して推進する態勢
が整う

◆2010年の「龍馬伝」の放
送を契機に、本県の入込み
客数が増える
（H19：305万人→400万人）

県観光振興課：観光ビ

体験メニューの商品化

(財)高知県観光コンベンション協会：観光と地域産物の一元的な情報発信

県関係課：農林漁家民宿、レストランの開業支援など

県観光政策課、計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金で地域産物を観光

に活かす取組などを支援

県観光振興課：観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で地域産物を活

用した「食」の魅力づく

りなどを支援

農林漁家民宿、レストラン等の充実強化

ガイド組織：研修会等の開催によるまち歩きの拡充

市町村、観光団体：ウェブサイトやマップ等による情報発信、案内板の整備

県観光政策課、計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金でガイド団体育成

やマップづくりなどを支援

県おもてなし課：観光ガイド研修の実施

県観光振興課：観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金でガイド団体育

成やマップづくりなどを

支援

まち歩き観光の拡充と情報発信

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

(財)高知県観光コンベン

ション協会：会員との意見

交換会の開催

県観光振興課：市町村観

光主管課長等会議の開

催（市町村、観光協会、

(財)高知県観光コンベン

ション協会、地域支援企

画員）

(財)高知県観光コンベンション協会：会員との意見交換会

県観光政策課：観光主管課長等会議の内容を見直し、講演会などを実施，成長戦

略や地域ＡＰに基づく情報交換の実施

気運づくりのための研修、講演会等の実施

子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

県観光振興課：観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で教育旅行の

受け入れを行っている

幡多広域観光協議会

の取組を支援

県観光政策課、計画推進課：観光圏整備事業費補助金、産業振興推進総合支援事業

費補助金で教育旅行の受入態勢づくりなどを支援

幡多広域観光協議会：プロジェクトのモデル地区として子どもの受入教育旅行商品の開

発

県関係課：プロジェクト推進の支援と教育旅行誘致のための取組を支援，受け皿となる

地域の拡大の促進

県関係課：受け皿となる

地域の拡大の促進
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆旅行の動機づけとなるイベ
　 ント等の企画

　★核となるイベント等の企画

　★歴史をテーマにした誘客の
　　 取組の強化

　★花をテーマにした誘客の
　　 取組の強化

◆地域独自の歴史や文
化などの魅力を観光商品
として活かしきれていな
い

◆年代別・旅行形態別な
どのターゲットを明確にし
た商品開発や情報発信
ができていない

◆観光スポットを結ぶ広
域的な周遊ルートづくり
が十分でない

○ ○

４．地域の自然・歴史・文化などを
活かした県民参加による体験型
観光資源の発掘と磨き上げの推
進

◆高知県への県外観光
客数は３００万人強で推
移している

◆観光客の約３割は日帰
り客で、１泊２日を含める
と約75％を占める

◆体験型観光の一例で
あるエコツアーに行った
ことがある割合は約3％、
今後、「ぜひ行ってみた
い」、「行ってみたい」を合
わせると50％超にのぼる

◆旅行雑誌の統計でも
「旅先のおいしいものを
求めて」や「未知のものに
ふれたくて」、「感動した
い」の割合が上昇してい
る。なお、高知県への宿
泊旅行目的では「おいし
いものを食べる」や「名
所・旧跡の観光」が上位
になっている

◆「花・人・土佐であい
博」の実施により、地域
のイベントや体験メ
ニューの発掘、商品化を
行っている

◆観光ビジョン実践支援
事業により、地域が観光
を推進するための事業を
支援している

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が、着地型
商品の企画造成や販売
を目的として旅行業の免
許を取得した

現状 これからの対策
改革の方向

Ｐ４２１

別図（観８）参照

　★まち歩きをテーマにした
　　 誘客の取組の強化
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆滞在型・体験型観光を実
現するため、官民及び各地
域が連携して推進する態勢
が整う

◆2010年の「龍馬伝」の放
送を契機に、本県の入込み
客数が増える
（H19：305万人→400万人）

Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

◆県内各地の観光資源が
多彩となり、特長ある体験メ
ニューが勢揃いする

◆地域間・産業間連携によ
る、本県独自の新たな視点
での観光商品が造成される

Ｈ２１

県観光政策課：「長宗我部元親などの高知の歴史を巡

る旅」の企画・実施

歴史をテーマにした誘客の取組の強化

核となるイベント等の企画

観光団体、商工団体、

市町村、県等：官民一

体となって季節ごとのイ

ベントの検討

観光団体、商工団体、市町村、県等：新たなイベント

等の実施及び支援

花をテーマにした誘客の取組の強化

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

県観光政策課：「土佐の花フェア」の企画・実施

牧野植物園、モネの庭、花の見所の地域：連携して「土

佐の花フェア」の実施

まち歩きをテーマにした誘客の取組の強化

県観光政策課：「こうち・まるごと・まちあるき」の企画・実

施

各観光ガイド団体：観光特使と巡るまち歩きの実施など
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆地域で活動する人材のネット
ワークづくり

　★ネットワークの場の設置

○ ○

◆観光ガイドの育成、充実

　◎観光ガイドの育成、充実

○ ○

５．観光振興に寄与する人材の
育成と活用

◆ボランティア観光ガイド
の育成を行ってきた

◆平成１９年度末の県内
観光ガイド団体数は１５
団体である

◆観光ガイドの育成、ス
キルアップをめざした研
修会を開催してきた

◆地域の観光をプロ
デュースし、リードする人
材が少ない

◆体験をサポートする観
光ガイドやインストラク
ターなどが不足している

◆高度な内容のガイドに
は有料化へ移行すること
も念頭におき、新しい雇
用の場づくりを推進する
必要がある

改革の方向
現状 これからの対策

◆ＰＲ戦略づくり等にあたって
　 の専門家（アドバイザー）の
　 活用

　★専門家（アドバイザー）の活
　　 用

○ ○

◆滞在型・体験型観光推進の
　 気運づくり（再掲）

　◎気運づくりのための研修、
　　 講演会等の実施

○ ○
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２１

◆「龍馬伝」を通じて、県民
の観光客をお迎えしようと
する機運が高まる

◆ボランティアガイドをはじ
めとする「おもてなし」の組
織が育成され、官民がそれ
ぞれの役割を果たす

◆「観光産業」を推進する
地域リーダーが生まれる

◆観光ガイド組織が、全市
町村に設立される

◆県民参加のおもてなしの
態勢が確立される

Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２０

参加者：情報交換、ニュービジネスの検討等

県観光政策課：地域観光リーダーネットワーク会議の開

催

県関係課：ニュービジネスの展開に向けた側面的な支援

ネットワークの場の設置

県観光振興課：観光ビ

ジョン実践支援事業費補

助金で観光ガイドのスキ

ルアップなどを支援

県おもてなし課：観光ガイ

ド研修の実施によるスキ

ルアップと交流の促進

ガイド組織：研修会等の開催、有料ガイドへの移行

県観光政策課、計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金で観光ガイド育成

の取組を支援

県おもてなし課：観光ガイド研修の実施によるスキルアップとネットワークの推進

観光ガイドの育成、充実

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

県観光部：「土佐・龍馬で

あい博」のためのアドバイ

ザーの招へい

専門家（アドバイザー）の活用

(財)高知県観光コンベン

ション協会：会員との意見

交換会の開催

県観光振興課：市町村観

光主管課長等会議の開催

（市町村、観光協会、()財)

高知県観光コンベンション

協会、地域支援企画員）

(財)高知県観光コンベンション協会：会員との意見交換会

県観光政策課：観光主管課長等会議の内容を見直し、講演会などを実施，成長戦略

や地域アクションプランに基づく情報交換の実施

気運づくりのための研修、講演会等の実施

専門家（アドバイザー）の活用

県観光政策課：「ポスト龍馬博」を見据えたアドバイザー

の招へい

・観光ＰＲプロデューサー

・地域観光アドバイザー

県観光振興部：「土佐・龍馬であい博」のためのアドバイ

ザーの招へい
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3
現状 これからの対策

改革の方向

６．地域コーディネート組織の整
備

◆幡多広域観光協議会
が、教育旅行誘致などで
地域コーディネート機能
を発揮しているが、旅行
業法登録を持たない任意
組織であり、活動の制限
がある

◆その他の地域において
は、その機能を持つ組織
がなく、情報の提供、問
い合わせなどに一元的に
対応できていない

◆観光ビジョン実践支援
事業により、幡多広域観
光協議会の取組を支援し
てきた

◆広域単位の取組をコー
ディネートするしっかりし
た組織が未確立

◆現状において、幡多広
域観光協議会を除き、組
織を設立するための核と
なる組織が見当たらない

◆旅行手配の手数料収
入などで組織の運営経費
をまかなう見込みが立た
ないことなどにより、関係
者の合意形成が難しい

◆地域コーディネート組織の立
　 ち上げ支援及び組織強化

　★地域コーディネート組織の
　　 立ち上げ支援及び組織強
　　 化

○○
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

◆県域全体をエリアとする
(財)高知県観光コンベンショ
ン協会と、県内３ブロックの
広域観光組織が機能する

◆広域観光組織と各観光
協会や観光・宿泊施設が一
体化し、誘客と受け入れの
役割分担が機能する

◆県内先進事例として、幡
多広域観光協議会が法人
格や旅行業法などの資格
を取得し、地域エージェント
として誘客事業を実施

◆県内３ブロックごとに１泊
以上滞在できる観光地づく
り

Ｈ２２
目指すべき姿

幡多地域の観光団体、

市町村等：観光圏整備

事業の申請

県観光振興課：幡多地

域における観光圏整

備事業申請に向けた

支援

幡多広域観光協議会：法人格の取得、旅行業登録、事務局体制の強化、着地型旅

行商品をめざした広域周遊ルートづくり

幡多地域の観光団体、市町村等：観光圏整備事業の実施

県観光政策課：地域コーディネート組織確立支援事業費補助金で地域コーディネート

組織の確立に向けた取組を支援及び人的支援

地域コーディネート組織の立ち上げ及び組織強化

市町村、県観光政策課：中部地域で地域コーディネー

ト組織の推進について検討

安芸市町村圏事務組合：東部地域でランドオペレー

ター（ワンストップ窓口）の配置、旅行商品の提案、プ

ロモーション及び地域の受入団体の調整

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆国際観光に関する戦
略が構築されていない

◆直前キャンセルなど、
生活習慣の違いによると
まどいが本県受入側施
設にある

◆観光関連業者全体とし
て、外国人観光客を積極
的に誘致しようとする姿
勢に至っていない

◆訪日教育旅行を受け
入れる学校を増加させる
必要がある

◆(財)高知県観光コンベ
ンション協会が、韓国を
中心としてプロモーション
活動を行ってきた

◆観光案内板整備の際
には、多国語標記を行う
取組を推進してきた

◆韓国全羅南道庁に職
員を研修派遣し、現地情
勢の把握や交流を進め
てきた

◆本県への訪日教育旅
行の要請があった場合に
は、個別に受入れのため
の調整に努めた

◆国際観光推進会議の設置及
　 び外国人観光客誘致の促進

　★国際観光推進会議の設置

　◎観光案内板、誘導標識、
　　 パンフレットの多言語化
　　 の推進

改革の方向
現状 これからの対策

７．国際観光の推進 ◆本県での外国人観光
客のH１９年度述べ宿泊
者数は、17,190人で全国
シェアは0.08％、45位で
ある

◆うち東アジア地域が
61.8％を占めており、韓
国は32.6%、台湾は
18.4％を占めている

◆訪日教育旅行の受入
れ希望校が少なく、推進
するための仕組みづくり
が困難

　◎四国４県での外国人観光
　　 客誘客の取組強化

　★東アジアをターゲットにし
　　た外国人観光客誘致の
　　促進

○ ○
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆国際観光を推進するため
官民の協力態勢が確立さ
れる

◆本県として統一的な国際
観光推進の取組が、官民そ
れぞれの立場で展開される

◆外国からの誘客態勢が
確立され、本県への外国か
らの入込み客が増加し、経
済効果を発揮する

Ｈ２２ Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２１Ｈ２０

市町村、観光団体等：観

光案内板や誘導標識の

多言語化を実施

県おもてなし課：観光案

内板等整備事業費補助

金による設置支援

市町村、観光団体等：観光案内板や誘導標識の

多言語化を実施

県おもてなし課：観光施設等緊急魅力向上事業費

補助金や観光案内板等整備事業費補助金による

設置支援

観光パンフレットの多言語化の推進

国際観光推進会議の設置

県観光振興課：国際観光

推進会議(仮称)の設置、

海外マーケット情報等の

講演会、外国人観光客接

客研修の実施

国際観光推進会議：国

際観光推進のための

戦略の検討（海外から

の観光客のニーズ調

査、標識・パンフレット

の多言語化、宿泊・観

光施設従事者向けの

研修等）

国際観光推進会議：戦

略に基づく取組を推進

県観光政策課：研修会

の開催等の実施

観光案内板、誘導標識の多言語化の推進

県おもてなし課：県設置の観光案内板や誘導標識等の多言語化を実施

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

観光パンフレットの多言語化の推進

(財)高知県観光コンベンション協会：英語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語の４ヶ国語でのパンフレット作成

東アジアをターゲットにした外国人観光客誘致の促進

県観光政策課、(財)高知県観光コンベンション協会：東アジアをター

ゲットにチャーター便を活用した外国人観光客の誘致とプロモーション

活動の強化

四国４県での外国人観光客誘客の取組強化

四国ツーリズム創造機構：中国、台湾、韓国、香港のマスコミや旅行

会社を招へいして旅行商談会の開催。韓国をターゲットに現地企画

会社を活用しての観光プロモーション活動の実施。文化遺産としての

四国八十八ヶ所の活用。

409



戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆受入態勢づくりの充実

　◎体験ツーリズムの拠点とな
　　 る農林漁家民宿等の充実

　◎アクセス道路や生活環境、
　　 交流施設の改善など環境
　　 整備を推進

　◎外部アドバイザーの活用や
　　 インストラクターの育成

　★地域コーディネート組織を
　　 強化・新設し、広域的なワ
　　 ンストップ態勢を確立

○ ○

◆農林漁家民宿等はＨ１
８：２９軒 → Ｈ２０：４１軒
と増加傾向

◆教育旅行の受入（幡多
広域観光協議会）年間平
均約2,300人

◆単発的、個人的な取組
は実施されているが連携
が十分進んでいない

◆情報を一元的に管理し
提供していくための情報
共有の場がない

◆「花・人・土佐であい
博」を契機に、漁業体験
やウオーキングツアー等
の取組が拡大してきてい
る

◆農家レストランや農林
漁家民宿等の開業を支
援している

◆新たな体験プログラム
づくりやモニターツアーの
実施、安全管理の徹底な
ど、体験メニューの質の
向上を支援している

◆集落環境や交流施設
整備への支援、森林セラ
ピーロードの整備などを
促進している

◆「花・人・土佐であい
博」により、地域資源の
掘り起こしや受入態勢づ
くりを支援している

◆(財)高知県観光コンベ
ンション協会が旅行業登
録を行い、市町村等の要
請に基づいてモニターツ
アーを主催している

これからの対策

◆体験型メニューの受入
れ容量が小さく、期間限
定などの制約があるため
観光商品になりにくい

テーマ性を持ったツアー
の造成など、旅行者ニー
ズに沿った受入態勢づく
りまで取組が進んでいな
い

◆ノウハウやマーケティ
ングが不足しており観光
商品としての魅力に欠け
ている

◆地域や産業間、同業
者、民間組織との連携が
不十分で、効果的な情報
発信ができていない

◆顧客の満足度を高め
る意識や”業”として取り
組む意識が低い

◆旅行商品化するために
は安全性の確保や補償
問題などの解決が必要

◆中山間や漁村地域ま
での二次交通の整備が
進んでいない

８．産業間連携による新たな可能
性への挑戦

　　　　　（１）ニューツーリズムの
　　　　　推進

改革の方向
現状

◆情報発信の展開

　◎「よさこいネット」からグリー
　　 ンツーリズムや物産情報へ
　　 導く仕組みの構築

○ ○

○ ○

進 で な

◆体験メニューの充実

　◎「花・人・土佐であい博」で
　　 芽出しした地域資源の継
　　 続的育成と新たな資源発
　　 掘の支援

　★子ども農山漁村交流プロ
　　 ジェクトの推進
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿

◆地域資源を活かした体験
メニューや農林漁家民宿等
が拡大している

◆体験メニューや交通アク
セスなど、ニューツーリズム
に関する情報を一元的に、
かつ、タイムリーに提供して
いる

Ｈ２０ Ｈ２１

◆地域資源を活かした体験
メニュー等が旅行商品とし
て定着し、滞在型の観光客
を通年で受け入れしている

◆年間を通じて安定した誘
客により、収入の確保につ
ながっている

Ｈ２３Ｈ２２

アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など環境整備を推進

体験ツーリズムの拠点となる農林漁家民宿等の充実

県関係課：農林漁家民宿等の開業支援など

外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成

県関係課：アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など

市町村、観光団体等：外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成

県観光政策課、計画推進課：観光圏整備事業費補助金や産業振興推進総合支援

事業費補助金でアドバイザー活用等の取組を支援

地域コ ディネ ト組織を強化 新設し 広域的なワンストップ態勢を確立

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で体験型観光

の受入態勢づくりの取

組を支援

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

地域コーディネート組織を強化・新設し、広域的なワンストップ態勢を確立

市町村、観光団体等：地域コーディネート組織に結集して広域観光の取組を推進

県観光政策課：地域コーディネート組織確立支援事業費補助金で広域観光の推進を支

援

市町村、観光団体等：グリーンツーリズムや物産情報の発信を強化

(財)高知県観光コンベンション協会：「よさこいネット」とのリンクなど情報の一元化

の推進

「よさこいネット」からグリーンツーリズムや物産情報へ導く仕組みの構築県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で体験型観光

の受入態勢づくりの取

組を支援

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で体験型観光

の受入態勢づくりの取

組を支援

市町村、観光団体等：地域イベントの実施と観光商品化に向けた取組

県観光振興部：地域イベントや継続できる観光商品化への取組等を支援

「花・人・土佐であい博」で芽出しした地域資源の継続的育成と新たな資源発掘の

支援

子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

幡多広域観光協議会：プロジェクトのモデル地区として子どもの受入教育旅行商品の開

発

県関係課：プロジェクト推進の支援と教育旅行誘致のための取組を支援，受け皿となる

地域の拡大の促進

県関係課：受け皿となる

地域の拡大の促進
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戦略の柱【　滞在型・体験型観光の推進　】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

改革の方向
現状 これからの対策

８．産業間連携による新たな可能
性への挑戦

　　　　　（２）観光への地域産物
　　　　　の活用

◆旅行情報誌によるアン
ケートで本県は”食”の魅
力が全国トップクラス

◆宿泊施設や飲食店、道
の駅などでの地産地消の
取り組みにバラツキがあ
る

◆首都圏などにおいて情
報発信の場が少ない

◆地場産品を活用した土
産物のバリエーションが
少ない

◆スーパーよさこいなど
首都圏をはじめとする地
域で観光ＰＲと物産展を
組み合わせて実施してき
た

◆「花・人・土佐であい
博」で”食”を組み合わせ
た体験メニューづくりを推
進した

◆有名な料理人によるレ
シピの開発と情報発信を
行ってきた

◆「土佐の料理伝承人」
などで食によるもてなしを
担う組織を育成・支援し
てきた

◆生産者と実需者(宿泊
施設など)のマッチング支
援を行ってきた

◆各市町村等の県外で
の観光物産ＰＲや地場産
品の販売促進を県外事
務所が支援してきた

◆観光プロモーション等
において地場産品を使用
した料理や宇宙酒などを

◆観光部門の取組と物
産販売・ＰＲの取組とが
積極的に連携するという
視点が弱い

◆地域食材の安定的、適
正価格での提供態勢が
十分整っていない

◆地域産品を使用した魅
力ある土産品やレシピの
開発などが少ない

◆販売者側に地場産品
を積極的に売ろうとする
意識が薄い

◆地域産物の商品化を促進

　◎地域産物を活かした土産
　　 品づくり、統一メニューづく
　 　り

　◎地域産物を体験メニューに
　　 組み入れる取組を支援

◆地域産物の観光施設等での
　 販売促進

　★生産者と実需者とのマッチ
　　 ングをさらに進めシステム

　 として構築

○ ○

した料理や宇宙酒な を
提供してのＰＲを実施した

構築

　◎観光地で地場産品販売所
　　 や土産品店、レストランな
　　 どへ誘導する観光ルート
　　 の設定を促進

○

◆地域産物の情報発信を促進

　★アンテナショップの役割を
　　 見直し、観光物産情報の
　　 発信とともに都会におけ
　　 るニーズ調査機能を強化

　◎観光と物産の一元的な情
　　 報発信を促進

○ ○

○
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【　観光分野　】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿

◆地域の特色ある”食”を
活かした旅行商品が本県
観光の魅力となり、観光客
の増加につながっている

◆観光客による地場産品
の購入が促進され、高知県
のイメージアップと地域経
済の活性化につながってい
る

◆宿泊施設や道の駅など
での地場産品の使用が拡
大し、観光客へ魅力ある”
地場産品”や”食”の提供が
広がっている

◆観光と物産の一元的な
情報発信がなされている

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で地域産物を

使用したメニューの開

発などを支援

事業者:地域産物を活かした土産品の開発、宿泊施設等での統一メニューづくり

県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

地域産物を活かした土産品づくり、統一メニューづくり

地域産物を体験メニューに組み入れる取組を支援

事業者:一次産業資源などを積極的に活用した体験メニューの開発

県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

生産者と実需者とのマッチングをさらに進めシステムとして構築

県関係課：生産者と実需者とのマッチングシステムの構築による地産地消の推進
県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商）
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化（１．５次産業化の推進、観光産業の戦略的展開）
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め新分野へ挑戦（生産地のまとまりと担い手の育成、地域における多角的・複合的ビジネスの展開、新産業の創出）

県関係課：生産者と実需者とのマッチングシステムの構築による地産地消の推進

地場産品販売所や土産品店、レストランに誘導する観光ルート設定の促進

事業者：地場産品販売所や土産品店、レストラン等の品揃えや販売手法の改善に

よる魅力アップ

県関係課：地場産品販売所等を含む観光周遊ルートの作成や情報発信を支援

首都圏アンテナショップの活用

県観光政策課、東京事務所：アンテナショップを核

にした情報発信

観光と物産の一元的な情報発信を促進

事業者：道の駅などで観光と物産の情報を一元的に発信

県観光政策課、計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金で情報の一元

化の取組を支援

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で地域産物を

使用したメニューの開

発などを支援

県観光振興課：地産地

消課などとの連携によ

る情報の共有，観光ビ

ジョン実践支援事業費

補助金で地域産物を

使用したメニューの開

発などを支援
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行
誘

致
の

強
化

・
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ン
プ
誘

致
の

強
化

・
ス
ポ
ー
ツ
合

宿
の

誘
致

強
化

・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
誘
致

の
強

化

基
礎

票
（
安

定
的

な
観

光
客

）
の

確
保

・
宿

泊
者

へ
の
ﾀ
ｲ
ﾚ
ｸ
ﾄﾒ

ﾙ
の

発
送

な
ど
へ
の

支
援

・
お
も
て
な
し
県

民
運

動
の

推
進
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別
図
（
観
２
）

H
22
.1

H
22
.4

H
23
.4

H
24
.4

「
龍

馬
博

」
の

成
功

と
ポ
ス
ト
「
龍

馬
博

」
の

推
進

～
４
０
０
万

人
観
光
の
確
立
に
向
け
て
～

土
佐

・
龍

馬
で
あ
い
博

の
開

催
（
龍

馬
博
推

進
課
・
お
も
て
な
し
課

）
・
メ
イ
ン
会
場
（
テ
ー
マ
館
）
の
運
営
、
サ
テ
ラ
イ
ト
会

場
の
運

営
支
援

・
高

知
観

光
情

報
発

信
館

「
と
さ
て
ら
す
」
を
中

心
に
、
市

町
村

と
一

体
と

な
っ
た
県

内
各

地
へ

の
県

外
観

光
客

の
誘

導
策

の
実

施

H
22
.1
0

H
23
.1

広
域

ブ
ロ
ッ
ク
（
県

東
部

、
中

部
、
西

部
）
ご
と
に
１
泊

以
上

滞
在

で
き
る
観

光
地

づ
く
り
（
観

光
政

策
課

・
龍

馬
博

推
進

課
・
お
も
て
な
し
課

・
産

業
振

興
推

進
地

域
本
部
）

「
龍

馬
博

」
を
通

じ
た
観

光
資
源

、
地

域
資
源

の
徹

底
し
た
磨

き
上
げ

→
地

域
の

核
と
な
る
観

光
資
源

の
育
成

ポ
ス
ト
「
龍

馬
博

」
と
し
て
、
高

知
の

強
み
を
生

か
す
「
歴

史
」
を
中

心
と
し
た
”
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
”
の

展
開
（
観

光
政

策
課

）
・
「
龍
馬
博
」
で
の
取
組
を
継
続
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

で
育
て
上
げ
て
き
た
観

光
資
源

を
生
か

し
た
戦
略
を
展
開

・
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
を
意
識
し
た
誘
客
対
策
と
し
て
、
「
歴

史
」
や
「
花
」
、
「
ま
ち
あ
る
き
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

・
「
龍

馬
伝

」
の

海
外

で
の

放
送

や
ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ン
プ
等

を
活

用
し
た
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
対

策
を
展

開

受
入

態
勢

を
充

実
さ
せ

る
た
め
の

取
組

・
土

佐
・
龍
馬

で
あ
い
博
総
合

ア
ド
バ

イ
ザ
ー
の
活
用

・
地

域
観

光
担
当
ス
タ
ッ
フ
（
東
部
、
中
部
（
H
22
.4
～

）
、
西

部
）
に
よ
る
支

援

・
産

業
振

興
推

進
地

域
本

部
に
よ
る
地

域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の

推
進

（
産

業
振

興
推

進
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
の

活
用

な
ど
）

H
23
.1
0

Ⓑ

Ⓐ 観
光

地
室

戸
ジ
オ
パ
ー
ク
、
龍

河
洞

、

仁
淀
川
、
四
国
カ
ル
ス
ト
な
ど

観
光

施
設

牧
野

植
物

園
、
森

林
鉄
道
な
ど

体
験

メ
ニ
ュ
ー

ま
ち
あ
る
き
、
漁
業

体
験
な
ど

通
年

イ
ベ
ン
ト

よ
さ
こ
い
祭
り
、
土
佐

の
お
き
ゃ
く
な
ど

食
カ
ツ
オ
、
清
水
サ

バ
な
ど

花
菜

の
花

、
ツ
バ

キ

な
ど

リ
ピ
ー
タ
ー
対

策
（
ガ
イ
ド
の

育
成

、
県

民
お
も
て
な
し
運

動
の

推
進

）
の

実
施

（
お
も
て
な
し
課

）

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト

横
浪
ス
カ
イ
ラ
イ

ン
な
ど

幡
多

地
域

や
東

部
地

域
で
取

り
組

ん
で
き
た

広
域

観
光

推
進

の
エ
ン
ジ
ン
と
な
る
組
織

づ
く

り
を
県

内
全
域
へ

！

フ
ィ

ド
バ

ク
Ⓒ

①
旅

行
商

品

（
H
22
.1
0～

H
23
.3
）

・
「
龍
馬
博
」
（
終
盤
）

・
戦
略
に
基
づ
く
新
た
な
高
知
県
観
光
の
イ
メ
ー
ジ

・
ポ
ス
ト
「
龍
馬
博
」
イ
ベ
ン
ト

・
磨
き
上
げ
た
県
内
の
観
光
素
材
を
セ
ッ
ト
で

旅
行

商
品

（
H
22
.4
～

H
22
.9
）

・
「
龍
馬
博
」
（
中
盤
）

・
サ

テ
ラ
イ
ト
会
場
中
心
に
磨
き
上
げ
た
県
内
の
観
光
素

材
を
セ
ッ
ト
で

②
旅

行
商

品

（
H
23
.4
～

H
23
.9
）

・
戦
略
に
基
づ
く
新
た
な
高
知
県
観
光
の
イ
メ
ー
ジ

・
ポ
ス
ト
「
龍
馬
博
」
イ
ベ
ン
ト

・
磨
き
上
げ
た
県
内
の
観
光
素
材
を
セ
ッ
ト
で

③
旅

行
商

品

（
H
23
.1
0～

H
24
.3
）

・
戦
略
に
基
づ
く
新
た
な
高
知
県
観
光
の
イ
メ
ー
ジ

・
磨
き
上
げ
た
県
内
の
観
光
素
材
を
セ
ッ
ト
で

「
龍

馬
博

」
中

心
の

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活

動

【
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
向

け
】
（モ

ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
、

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
訪
問
な
ど
）

（
龍

馬
博
推
進

課
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
な
ど
） 観

光
Ｐ
Ｒ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ

ー
の

設
置

・
観

光
振

興
部

内
に
観

光
Ｐ
Ｒ
チ
ー
ム
を
設

置
・
観

光
イ
メ
ー
ジ
・
Ｐ
Ｒ
戦

略
の

レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
（
観

光
政

策
課

）

４
０
０
万

人
観

光
推

進
チ
ー
ム

の
継

続
設

置
（
チ
ー
ム
長

：
副

部
長

、
チ
ー
ム
員

：
観

光
政

策
課

ス
タ
ッ
フ
（
地

域
観

光
担

当
ス
タ
ッ
フ
含
む
）
、
お
も
て
な
し
課

ス
タ
ッ
フ
な
ど
）

⇒
ポ
ス
ト
「
龍
馬
博
」
の
取
組
に
つ
い
て
引
き
続
き
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
視
点

で
チ
ェ
ッ
ク
＆
修
正

Ⓒ

ポ
ス
ト
「
龍

馬
博

」
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
別

の
Ｐ
Ｒ
活

動
【
一

般
向

け
】
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
、
雑
誌

、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
よ
さ
こ
い
関

連
イ
ベ
ン
ト
な
ど
）

（
観

光
政

策
課

・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協

会
を
中

心
に
県

外
事

務
所

・
市

町
村
・
四
国

ツ
ー
リ
ズ
ム
創

造
機

構
・
広

域
観

光
協

議
会
・
観
光

協
会

な
ど
が
連

携
し
て
）

観
光

Ｐ
Ｒ
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動

「
龍

馬
博

」
中
心

の
Ｐ
Ｒ
活

動
【
一
般

向
け
】
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
雑
誌

、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、

メ
イ
ン
、
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
な
ど
）

（
龍

馬
博

推
進
課
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
・
県
外
事
務

所
な
ど
）

Ⓐ

Ⓑ
Ⓐ

ポ
ス
ト
「
龍

馬
博

」
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
別

の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活

動
【
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
向
け
】
（
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
訪
問

な
ど
）

（
観

光
政

策
課

・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協

会
を
中

心
に
県

外
事

務
所

・
市

町
村

・
四

国
ツ
ー
リ
ズ
ム
創

造
機

構
・
広

域
観

光
協

議
会

・
観

光
協

会
な
ど
が

連
携

し
て
）

Ⓑ

②
H
23

.4
～
の
旅
行

商
品
に
向
け
て

③
H
23

.1
0～

の
旅

行

商
品

に
向

け
て

H
24

.4
～

の
旅

行

商
品

に
向

け
て

①
H
22

.1
0～

の
旅
行

商
品
に
向
け
て

Ⓑ

旅
行

商
品

（
H
21
.1
0～

H
22
.3
）

・
「
龍

馬
博

」
（
序

盤
）

・
サ

テ
ラ
イ
ト
会
場
中
心
に
磨
き
上
げ
た
県
内
の
観
光
素

材
を
セ
ッ
ト
で

①
H
22

.1
0～

の
旅
行

商
品
に
向
け
て

フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク

（
Ｐ
Ｒ
活

動
等

の
強

化
）

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
会
議
で
の
検

討
な
ど
戦
略
づ
く
り
の
準

備
（
観
光
政
策
課
）

Ⓑ

※
体
験
メ
ニ
ュ
ー
、

イ
ベ
ン
ト
情
報
の
提

供

４
０
０
万

人
観

光
推

進
チ
ー
ム

の
設

置
（
チ
ー
ム
長

：
副

部
長

、
チ
ー
ム

員
：
龍

馬
博

推
進

課
ス
タ
ッ

フ
、
観

光
政

策
課

ス
タ
ッ
フ
（
地

域
観

光
担
当

ス
タ
ッ
フ
含
む
）
、
お
も
て
な
し
課

ス
タ
ッ
フ
な
ど
）

⇒
メ
イ
ン
会

場
や

サ
テ
ラ
イ
ト
会

場
を
中

心
に
主

要
な
観

光
施

設
等

へ
の

観
光

客
の

周
遊
状

況
や

ニ
ー
ズ
等
を
把

握
、
分

析
し
、
更

な
る
誘

客
や

県
内

で
の

周
遊

の
活

性
化
等

を
図

る
た
め
に
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の

視
点

で
チ
ェ
ッ
ク
＆

修
正

・
メ
イ
ン
会
場
（
テ
ー
マ
館
、
と
さ
て
ら
す
）
、
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
、
主
要
な
観
光
施
設
の
入
込
客
数
な
ど
の
把
握

・
観

光
客

へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の

実
施

（
満

足
度

、
県

内
で
の

動
き
な
ど
）

・
定
期
的
に
推
進
チ
ー
ム
会
議
（
チ
ー
ム
員
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
、
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
の
市
町
村
担
当
者
な
ど
）
を
開
催

Ⓒ

Ⓒ
ポ
ス
ト
「
龍
馬
博
」
の
た
め
の
推
進
委

員
会
の
設
置
（
官

民
あ
げ
た
組

織
体
制
で
の

展
開
）

「
龍
馬
博
」
の
取
組
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
ポ
ス
ト
「
龍
馬
博
」
の
戦
略
を
検
討
、
方
向
付
け

フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク

（
磨

き
上

げ
等

の
強

化
）

Ⓒ

H
22
.1

H
22
.4

H
23
.4

H
24
.4

H
22
.1
0

H
23
.1

H
23
.1
0

備
（
観
光
政
策
課
）
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別
図
（
観
３
）

「
土

佐
･龍

馬
で
あ
い
博

」
～

大
河

ド
ラ
マ
「
龍

馬
伝

」
の
放

送
を
と
ら
え
て
観

光
産

業
の
飛

躍
へ

～
①
一
過
性
に
終
わ
ら
せ
な
い

②
４
会
場
を
拠
点
に
県
内
全
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る

③
観
光
客
と
交
流
す
る
体
験
型
観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り

全
国
へ
の
情
報
発
信

・
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
等

を
活
用
し
た
首
都

圏
な
ど
新
規
市
場
へ
の
広
報
活
動

・
龍

馬
ゆ
か
り
の
府

県
等
と
連
携
し
た

Ｐ
Ｒ
と
相
互
交
流
の
推
進

・
観

光
ツ
ア
ー
販
売

拡
大
に
向
け
た
旅

行
会
社
へ
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
実
施

・
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
等

広
報
物
を
活
用
し

た
Ｐ
Ｒ
や
キ
ャ
ラ
バ
ン
活
動
の
実
施

総
合
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
全
国
的
な
視
点
か
ら
の
企
画
や
助
言
に
よ
る
効
果
的
な
事
業
の
実
施

高
知
観
光
情
報

発
信
館

「
と
さ
て
ら
す
」

高
知
・
龍
馬

ろ
ま
ん
社
中

話
題
性

ド
ラ
マ
の
ラ
イ
ブ
感

〔
旅
行
者
の
ニ
ー
ズ
〕

行
っ
て
み

た
い

体
験
し
た
い

食
べ

て
み

た
い

買
っ
て
み

た
い

ま
た
来
た
い

⇒
「
感
動
と
発
見
・リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
」

滞
在
期

土
佐
・
龍
馬
で
あ
い
博
終
了
後
も
情
報
発
信
機
能
を
継
続

サ
テ
ラ
イ
ト
会

場
か
ら

さ
ら
に
”も

う
一
歩
”地

域
へ

観
光
情
報
発
信
機
能
の
強
化

観
光

に
よ
る
産

業
と
地

域
の

振
興

県
全

域
の

に
ぎ
わ

い
･活

力
向

上

サ
テ
ラ
イ
ト

会
場

(地
域

の
核

)

観
光

ス
ポ
ッ
ト

地
域

イ
ベ
ン
ト

食
と
物
販

ゆ
か

り

の
地

・
サ

テ
ラ
イ
ト
会

場
で
の

広
域

の
観

光
情

報
の

提
供

・
地

域
イ
ベ
ン
ト
、
周
遊
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

・
ま
ち
歩

き
観

光
の

拡
充

、
体

験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

充
実

・
海

・
山
・
川
の
豊
か
な
自

然
の
活
用

・
土

産
品

、
物

産
販

売
、
郷

土
の

食
の

提
供

・
観

光
ガ
イ
ド
の

養
成

誘
導

連
携

二
次

交
通
の
整
備

（
周

遊
バ

ス
、
観

光
ガ
イ
ド
タ
ク
シ
ー
等
）

文
化

施
設

と
連

携
し
た
イ
ベ
ン
ト
の
実

施
・
幕

末
の
偉
人
に
関
す
る
特
別
企
画
展

・
高

知
の
歴
史
や
偉
人
に
関
す
る
県
民
向
け
講
座

【
観

光
・
物
産

の
一
元
的

情
報
発

信
】

・
旅

行
者

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
旅
巡
り
の
エ
ス
コ
ー
ト

・
観

光
ス
ポ
ッ
ト
や

旬
の

食
と
特

産
品

、
体

験
型

観
光

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

案
内

・
特

産
品

や
郷

土
芸

能
、
龍

馬
博

関
連

商
品

の
展

示
と
販

売

・
観

光
客

の
様

々
な
リ
ク
エ
ス
ト
に
応

じ
た
観

光
プ
ラ
ン
の

提
供

・
二

次
交
通
の
詳
細
な
情
報
提
供

・滞
在
期

間
の
延

長

・
リ
ピ
ー
タ
ー
の
増

加

・
高

知
県

の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

補
助

金
に
よ
る
支

援
・
地
域
支
援
事
業

地
域
の
取
組
の
磨
き
上
げ

・
サ
テ
ラ
イ
ト
会

場
支

援
事

業

展
示
物
関
係

総
合

ア
ド
バ

イ
ザ
ー
に
よ
る

支
援 ・
地
域
の
実
践
者
へ
の

研
修
等
（
人
材
育
成
）

展
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○
高

知
Ｆ

Ｃ
の

新
た

な
展

開
　

・
県

内
ロ

ケ
地

情
報

な
ど

の
提

供
〈
受
入
態
勢
の
充
実
〉

　
・
各

種
撮

影
許

可
申

請
へ

の
協

力
　

・
エ

キ
ス

ト
ラ

登
録

の
募

集
（
拡

大
）

　
・
ロ

ケ
隊

の
宿

泊
、

弁
当

、
機

器
レ

ン
タ

ル
等

手
配

先
の

紹
介

　
・
協

力
者

や
支

援
団

体
な

ど
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

（
例

：
Ｆ

Ｃ
皆

援
隊

）
　

・
地

元
エ

キ
ス

ト
ラ

の
紹

介
　

・
ロ

ケ
地

デ
ー

タ
の

収
集

と
発

信
　

・
そ

の
他

撮
影

に
関

す
る

各
種

相
談

　
・
関

連
業

者
や

エ
キ

ス
ト

ラ
等

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

　
・
担

当
職

員
の

専
門

性
の

向
上

（
課

題
）

　
・
ロ

ケ
地

情
報

の
蓄

積
量

の
不

足
 
◎
マ
ン
パ
ワ
ー
の
充
実
に
よ
る
新
た
な
取
組
<
観
光
政
策
課
>

　
・
マ

ン
パ

ワ
ー

の
不

足
（
ロ

ケ
等

が
重

な
っ

た
際

の
対

応
）

　
・
協

力
業

者
の

育
成

、
エ

キ
ス

ト
ラ

を
含

む
撮

影
資

源
の

　
　

・
専

任
職

員
（
2
名

）
配

置
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

・
映

画
会

社
等

へ
の

誘
致

活
動

現
地

案
内

○
高

知
フ

ィ
ル

ム
コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
(
以

下
｢
Ｆ

Ｃ
｣
)
の

取
組

映
像

コ
ン

テ
ン

ツ
撮

影
誘

致
事

業
　

～
映

像
コ

ン
テ

ン
ツ

誘
致

の
新

た
な

展
開

～

　
☆

ふ
る

さ
と

雇
用

再
生

映
像

コ
ン

テ
ン

ツ
撮

影
誘

致
委

託
料

◎
高

知
県

の
観

光
資

源
の

露
出

◎
新

し
い

観
光

地
を

生
み

出
す

◎
地

域
の

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ

別
図

（
観

４
）

　
　

デ
タ

ベ
ス

化
　

映
画

会
社

等
へ

の
誘

致
活

動
、

現
地

案
内

　
・
撮

影
許

可
等

が
必

要
な

官
公

署
の

手
続

の
煩

雑
さ

  
  
・
県

内
ロ

ケ
ー

シ
ョ

ン
、

ロ
ケ

支
援

情
報

の
収

集
、

提
供

　
・
Ｆ

Ｃ
設

置
目

的
と

映
像

製
作

側
の

思
惑

の
違

い
　

  
・
ロ

ケ
を

活
用

し
た

観
光

情
報

発
信

◎
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

制
度

の
創

設
〈

観
光

政
策

課
〉

　
☆

映
像

コ
ン

テ
ン

ツ
撮

影
誘

致
補

助
金

　
　

　
（
目

的
）

　
　

　
（
補

助
率

）
　

　
　

　
・
テ

レ
ビ

ド
ラ

マ
、

Ｃ
Ｍ

：
補

助
率

1
/
2
　

上
限

5
0
0
千

円
　

　
　

　
・
映

画
：
補

助
率

1
/
2
　

上
限

5
,0

0
0
千

円

　
　

　
　

映
画

や
テ

レ
ビ

な
ど

の
映

像
を

通
じ

て
、

本
県

の
観

光
資

源
の

紹
介

や
　

　
　

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
を

図
り

、
誘

客
に

つ
な

げ
る

た
め

、
県

内
で

の
ロ

ケ
に

要
　

　
　

す
る

経
費

を
支

援
す

る
。

高
知

県
の

ブ
ラ

ン
ド

化

オ
フ

ァ
ー

が
あ

っ
た

場
合

の
み

の
対

応

積
極

的
に

営
業

活
動

を
展

開
す

る
待

ち
攻

め

Ｆ
Ｃ

(
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

)と
は

映
画

、
テ

レ
ビ

ド
ラ

マ
、

Ｃ
Ｍ

な
ど

、
あ

ら
ゆ

る
ジ

ャ
ン

ル
の

ロ

ケ
ー

シ
ョ

ン
撮

影
を

誘
致

し
、

実
際

の
ロ

ケ
を

ス
ム

ー
ズ

に
進

め
る

た
め

の
非

営
利

の
公

的
機

関
。

地
方

公
共

団
体

か
、

観
光

協
会

の
一

部
署

が
事

務
局

を
担

当
し

て
い

る
こ

と
が

多
く
、

映
画

撮
影

な
ど

を
誘

致
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
地

域
活

性
化

、
文

化
振

興
、

観
光

振
興

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

Ｈ
１

３
．

８
月

全
国

フ
ィ

ル
ム

・
コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
連

絡
協

議
会

設
立

、
１

０
３

団
体

が
加

盟

〈
Ｆ

Ｃ
の

３
原

則
〉

①
非

営
利

の
公

的
機

関
で

あ
る

こ
と

。

②
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

。

③
作

品
の

内
容

は
問

わ
な

い

観
光

客
の
増

加

③
作

品
の

内
容

は
問

わ
な

い
。

（
全

国
フ

ィ
ル

ム
・
コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
連

絡
協

議
会

）
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四
万

十
・
足

摺
エ
リ
ア
（
幡

多
地

域
）
観

光
圏

四
万
十
の
恵
み
と
黒
潮
の
か
お
り

～
で
っ
か
い
探
検
フ
ィ
ー
ル
ド
〝
は
た
〟
～

【
観

光
圏

の
区

域
】

高
知

県
四

万
十

市
、
宿

毛
市

、
土

佐
清

水
市

、
黒

潮
町

、
大

月
町

、
三

原
村

の
６
市

町
村

【
観
光
圏
整
備
計
画
の
期
間
】

平
成

21
年

5月
1日

～
平
成

26
年

3月
31

日
国
の
支
援

別
図

（
観

５
）

人
材

育
成

受
態

勢

【
観
光
圏
整
備
計
画
の
期
間
】

平
成

21
年

5月
1日

～
平
成

26
年

3月
31

日

【
数
値
目
標
】
観
光
入
込
客
数
：
18

8万
人
＜

H
20

年
＞
→

22
0万

人
＜

H
25

年
＞

（
四
万
十
市
・
宿
毛
市
・
土
佐
清
水
市
の

3市
合
計

）

宿
泊
者
数

：
53

万
人
＜

H
20

年
＞
→

  6
6万

人
＜

H
25

年
＞

（
四

万
十

市
・
宿
毛

市
・
土

佐
清

水
市
の

3市
合

計
）

・
観

光
圏

整
備

事
業

補
助 な
ど

四
万

十
・

足
摺

エ
リ

ア
（

幡
多

地
域

）
観

光
圏

協
議

会

四
万

十
市

、
宿

毛
市

、
土

佐
清

水
市

、
黒

潮
町

、
大

月
町

、
三

原
村

観
光

団
体

、
商

工
団

体
、
旅

館
組

合
、
運

輸
事

業
者

N
P

O
法
人
等

人
材

育
成

・
受

入
態

勢

・
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
育
成

（
Ｈ
２
１
・
Ｈ
２
２
観

光
圏

人
材

育
成

事
業

）

・
ガ
イ
ド
組
織
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

「
観

光
コ
ン
シ
ェ
ル

ジ
ュ
」
の

確
立

四
万
十
川

高
知
市

圏
域

内
2
泊

3
日

以
上

の
周

遊
ル

ー
ト

観
光

コ
ン

テ
ン

ツ
・

観
光

資
源

の
活

用

・
体
験
型
観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発

（
Ｈ
２
１
観
光
圏
体
験
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発

受
発
注

観
光

案
内

・
情

報
提

供
の

充
実

・
観

光
案

内
所

、
案

内
板

の
整

備

・
「
観

光
コ
ン
シ
ェ
ル

ジ
ュ
」
の

確
立

か
つ

お
タ

タ
キ

づ
く

り
完

全
天

日
塩

づ
く

り
体

験
川

漁
師

体
験

ｶ
ﾇ
ｰ
・

川
遊

び
体

験

松
山

・
道

後
エ
リ
ア
か
ら
の
周
遊

高
知
市

エ
リ
ア
か
ら
の
周
遊

（
Ｈ
２
１
観
光
圏
体
験
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
・
受
発
注

シ
ス
テ
ム
開

発
事
業
）

・
着
地
型
旅
行
商
品
の
開
発

（
Ｈ
２
２
観

光
圏

商
品

販
売

促
進

事
業

）

・
広
域
周
遊
ル
ー
ト
の
作
成

（
Ｈ
２
１
・
Ｈ
２
２
観

光
圏

広
域

周
遊

ル
ー
ト
作

成
事
業
）

観
光

案
内

所
、
案

内
板

の
整

備

（
Ｈ
２
１
観

光
圏

観
光

案
内

板
設

置
事

業
）

・
案
内
板
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
多
言
語
化

・
w

eb
サ

イ
ト
情

報
の

充
実

（
Ｈ
２
１
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
等

を
利

用
し
た
観

光
圏

情
報

提
供

シ
ス
テ
ム

開
発
事
業
）

滞
在
促
進
地
区

宿
毛

市
街

地
・
片

島
・

大
島
地
区

滞
在
促

進
地

区
中
村
市

街
地

農
家

レ
ス

ト
ラ

ン
ど

ぶ
ろ

く
づ

く
り

だ
る

ま
夕

日
大

型
客

船
寄

港

沈
下

橋
四

万
十

川
観

光
遊

覧
船

（
Ｈ
２
１
・
Ｈ
２
２
観

光
圏

広
域

周
遊

ル
ト
作

成
事

業
）

・
そ
の
他

（
Ｈ
２
１
・
Ｈ
２
２
観

光
圏

ク
ー
ポ
ン
付

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作

成
事

業
）

（
Ｈ
２
１
観

光
圏

地
産

地
消

メ
ニ
ュ
ー
開

発
・
販

売
ロ
ゴ
作

成
事

業
）

（
Ｈ
２
１
・
Ｈ
２
２
観

光
博

覧
会

等
出

展
事

業
）

移
動

の
利

便
性

の
向

上

・
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル

等
の

有
効

活
用

・
観
光
周
遊
バ
ス
の
運
行

滞
在
促
進

地
区

あ
し
ず
り
温

泉
郷

地
区

ス
キ

ュ
ー

バ
ダ

イ
ビ

ン
グ

環
境

学
習

イ
カ

釣
り

体
験

シ
ュ

ノ
ー

ケ
リ

ン
グ

シ
ー

カ
ヤ

ッ
ク

グ
ラ

ス
ボ

ー
ト

マ
ン

ボ
ウ

ス
イ

ミ
ン

グ
ジ

ン
ベ

エ
ザ

メ
ス

イ
ミ

ン
グ

足
摺
岬

教
育

旅
行

の
誘

致
と

一
般

観
光

旅
客

へ
の

拡
が

り

・
教
育
旅
行
誘
致
の
実
績
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し

圏
域

内
で
２
泊

３
日

以
上

の
「
滞

在
型

・
体

験
型

観
光

」
の

推
進

・
地

域
食

材
統

一
メ
ニ
ュ
ー
の

提
供

泊
食
分
離
ク

ポ
ン
発
行

・
観

光
ガ
イ
ド
タ
ク
シ
ー
の

充
実

・
公

共
交

通
機

関
と
の

連
携

（
Ｈ
２
２
観

光
圏

二
次

交
通

シ
ス
テ
ム
開

発
事

業
）

（
Ｈ
２
２
観

光
圏

広
域

周
遊

バ
ス
運

行
事

業
）

あ
し
ず
り
温

泉
郷

地
区

連
携

事
業

の
実

施

宿
泊

（
連

泊
）

の
魅

力
の

向
上

（
滞

在
促

進
地

域
）

・
泊
食
分
離
ク
ー
ポ
ン
発
行

・
連
泊
優
待
サ
ー
ビ
ス

連
携

事
業

の
実

施

・
観

光
地

域
づ
く
り
実

践
プ
ラ
ン
に
よ
る
社

会
資

本
整

備

・
子
ど
も
農
山
漁
村
交

流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

モ
デ
ル

地
域
指

定

・
み

な
と
振

興
交

付
金

事
業

に
よ
る
お
も
て
な
し
施

設
整

備

・
竜

串
自

然
再

生
事

業
に
よ
る
観

光
資

源
の

保
護

な
ど

・
そ
の
他
の
事
業

（
Ｈ
２
２
観
光
圏
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及

び
入

込
客
等

推
計
調

査
事
業
）
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世
界

ジ
オ

パ
ー

ク
を

め
ざ

し
て

～
高

知
か

ら
四

国
へ

そ
し

て
世

界
へ

～

別
図

（
観

６
）

～
ジ
オ
パ

ー
ク
～

地
質
や
地
形
、
そ
れ
に
影
響
を
受
け
る
自
然
、
文
化
資
源
な
ど
を
見
ど
こ
ろ
と
す
る
自
然
公
園
。

世
界

ジ
オ
パ

ー
ク

世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
を
中
心
に
1
9
ヶ
国
6
3
ヶ
所
が
認
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
は

3ヶ
所
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
（
H
2
2
.2
.1
現
在
）

日
本

ジ
オ
パ

ー
ク

H
2
0
1
2
8
日

本
ジ
オ
パ

ク
委

員
会

が
室

戸
地

域
を
は

じ
め
国

内
７
ヶ
所

を
認

定
H
2
1
1
0
2
8
新
た
に
4
ヶ
所

を
認

定
し

現
在
1
1
ヶ
所

(H
2
2
2
1
現
在
)

H
2
0
.1
2
.8
：
日

本
ジ
オ
パ

ー
ク
委

員
会

が
室

戸
地

域
を
は

じ
め
国

内
７
ヶ
所

を
認

定
。

H
2
1
.1
0
.2
8
：
新
た
に
4
ヶ
所

を
認

定
し
、
現
在
1
1
ヶ
所

(H
2
2
.2
.1
現
在
)

H
2
0
の

取
り
組

み
○
四
国
広
域
協
議
会
の
立
ち
上
げ

(H
2
0
.1
1
.7
)

・
四
国
全
体
の
ビ
ジ
ョ
ン
や
基
本
計
画
な
ど
の
検
討

○
各

県
2
ヶ
所

の
モ
デ
ル

地
域

調
査

実
施

・
高
知
県
内
：
足
摺
竜
串
地
域
、
四
国
カ
ル
ス
ト
（
天
狗
高
原
）
地
域

高
知

県
ジ
オ
パ

ー
ク
連

絡
協

議
会

の
設

立
（
H
2
1
.2
.1
3)

構
成

：
県

、
室

戸
市

、
土

佐
清

水
市

、
仁

淀
川

町
、

佐
川

町
、
越

知
町

、
梼

原
町

、
日

高
村

、
津
野
町

H
2
1
の

取
り
組

み
○
県
職
員
を
室
戸
市
に
駐
在
(H
2
1
.1
2
.1
)

・
室
戸
の
取
組
促
進
を
支
援

○
高
知
県
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
チ
ー
ム
を
設
置
(H
2
1
.1
2
.2
1
)

・
観
光
振
興
部
を
は
じ
め
5
部
局
8
課
9
名
で
組
織

○
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

・
ジ
オ
パ
ー
ク
に
取
り
組
む
地
域
の
指
針
と
す
る

滞
在

型
・
体

験
型
観

光
の
推

進
〈
観

光
八

策
〉

四
策

地
域
の
自
然

歴
史

文
化
な
ど
を
活
か
し
た
県

民
参

加
に
よ
る
体

験
型

観
光

資
源

の
発

掘
と
磨

き
上

げ
の
推

進

津
野
町

○
先
進
地
視
察
(H
2
2
.2
.4
～
5
)

・
今
後
の
参
考
と
す
る
た
め
、
推
進
チ
ー
ム
が
山
陰
海
岸
を
訪
問

〈
仁

淀
川

・
四

国
カ
ル

ス
ト
地

域
〉

・
仁
淀
川
・
四
国
カ
ル
ス
ト
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
の

設
立
(H
2
1
1
2
1
)

ジ
オ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

実
施

交
流

人
口

拡
大

四
策

：
地
域
の
自
然

・
歴
史
・
文
化
な
ど
を
活
か
し
た
県

民
参

加
に
よ
る
体

験
型

観
光

資
源

の
発

掘
と
磨

き
上

げ
の
推

進
ガ
イ
ド
養

成
観

光
案

内
板

の
充

実
推

進
組

織
の

強
化

な
ど

〈
室

戸
地

域
〉

・
室
戸
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
の
設
立
(H
2
0
.6
.1
2
)

・
日

本
ジ
オ
パ

ー
ク
の

認
定
(H
2
0
.1
2
.8
)

・
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
室
の
設
置
(H
2
1
.1
1
.1
)

･･
･地

学
･英

語
専

門
職

員
の

雇
用

設
立
(H
2
1
.1
.2
1
)

交
流

人
口

拡
大

地
域

の
活
性

化
四
国
カ
ル
ス
ト
は
石
灰
石
と
す
り
鉢
状
の
窪
み
（
ド
リ
ー
ネ
）

が
点

在
し
、
仁

淀
川

地
域

は
日

本
最

古
の

化
石

産
地

で
、

「
日
本
地
質
学
発
祥
の
地
」
と
言
わ
れ
る
。

・
天
狗
高
原
、
安
居
渓
谷
、
中
津
渓
谷
な
ど
の
景
勝
地

＋

〈
土

佐
清

水
市

〉

魅
力
の
向
上

天
狗
高
原
、
安
居
渓
谷
、
中
津
渓
谷
な
ど
の
景
勝
地

・
横

倉
山

自
然

の
森

博
物

館
、
佐

川
地

質
館

室
戸
岬
で
は
、
巨
大
地
震
に
よ
っ
て
引
起
こ
さ
れ
た
台
地
の

一
目
で
隆
起
が
見
ら
れ
る
。

・
海
洋
深
層
水
を
活
用
し
た
ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム

・
四

国
霊

場
８
８
ヶ
所

巡
り

＋

魅
力
の
向
上

〈
土

佐
清

水
市

〉
・
元
ユ
ネ
ス
コ
部
長
の
現
地
調
査
(H
2
1
.2
.1
)

・
竜

串
や
見
残
し
海
岸
な
ど
は
、
奇
岩
・
奇
勝
が
点
在
し
、
地

学
教
材
の
宝
庫
と
言
わ
れ
て
お
り
、
足
摺
岬
な
ど
の
景
勝

地
も
豊

富
。

四
国

霊
場

８
８
ヶ
所

巡
り

・
吉
良
川
の
町
並
み
散
策
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候
補

地
分

野
別

イ
メ
ー
ジ

景
観
整
備
推
進
事
業
費
～

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
選
定
事
業
～

「
土

佐
・
龍

馬
で
あ
い
博

」
、

高
知

観
光

情
報

発
信

館
「と

さ
て
ら
す
」
で
の

Ｐ
Ｒ

～
旅

行
先

の
情

報
が

手
に
入

る
～

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
の

展
示

Ｐ
Ｒ

ポ ス ト 「 龍 馬 博 」

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
発
信

～
手

軽
に
情

報
が

手
に
入

る
～

候
補

地
の
募
集

名
所

・
旧

跡
（
例

）
高
知
城

応
募

地
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

応
募

地
整

理

（
事

務
局

）

応
募

地
の
選
定

応
募

地
の

公
表著

名
人

に
よ
る

権
威

付
け

ﾌ
ｫ
ﾄｽ

ﾎ
ﾟｯ
ﾄの

公
表

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト

の
決

定
公

表

観
光

客
等

へ
の
Ｐ
Ｒ

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
の

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
化

一
般

公
募

等

に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
化

で
の

事
業
Ｐ
Ｒ

ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の

普
及
・構

築

別
図
（
観
７
）

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
に
お
け
る
展

望
台

の
整
備

等
景

観
整

備
事
業

の
実

施

（
市

町
村

事
業

を
県

が
支
援
（
景
観
整

備
事
業
費
補
助

金
）
）

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
の

展
示

Ｐ
Ｒ

県
外

物
産

展
で
の

展
示

Ｐ
Ｒ

～
観

光
情

報
の

提
供
～

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
旅

行
会

社
・情

報
誌

）

商
談

会
で
の

ア
ピ
ー
ル

」 に 向 け て の

観 光 客 の 誘 引

新
規
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
へ
の
掲
載
を
推
進

フ ォ ト ス ポ ッ ト 地 図

・ 写 真 版 下 の 提 供

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
へ

の
提

供

高
知

フ
ィ
ル

ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
の

共
有

～
ロ
ケ
地

の
売

り
込

み
～

景
勝

地
（
例

）
室
戸
岬

季
節

性
ｽ
ﾎ
ﾟｯ
ﾄ

（
例

）
だ
る
ま
夕
日

新
規

ス
ポ
ッ
ト

当
該

事
業

実
施

地
等

１
．
公

募
方

法

市
町

村
か

ら
推

薦
、
新
聞

雑
誌

で
の

広
告

Ｈ
Ｐ
で
の

広
報

２
．
募

集
期

間
年

２
回

予
定

（
4月

～
5月

、
10

月
～
11

月
）

応
募

地
撮

影

（
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
）

写
真

整
理

（
事

務
局

）

１
．
撮

影
方

法

県
内

プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
に
依

頼

２
．
撮

影
期

間
6月

～
12

月

３
．
選

定
委

員
会

の
開
催

7月
、
1月

一
般

投
票

委
員

会
選

考

１
．
一

般
投

票
の

方
法

新
聞

雑
誌

へ
の
掲

載
Ｈ
Ｐ
へ

の
掲

載

２
．
投

票
時

期
7月

、
1月

３
．
選

定
委

員
会

開
催

8月
、
2月

展
示

会
開

催

１
．
公

表
方

法

新
聞

雑
誌

へ
の

掲
載

Ｈ
Ｐ
で
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
公
表

写
真

パ
ネ
ル

作
成

、
展

示
会

の
開

催

２
．
公

表
時

期
8月

、
2月

デ
ー

タ
ベ
ー
ス

作
成

写
真

パ
ネ
ル

作
成

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
で
の

磨
き
上

げ
事
業
の

提
案

翌
年

度
で
の

旅
行
商

品
化

商
品

化
期

間

・
上

半
期

選
定
箇

所
⇒

Ｈ
２
３
．
４
～
９

・
下

半
期

選
定

箇
所
⇒

Ｈ
２
３
.１
０
～
Ｈ
２
４
.３

上
半

期
分

公
表

の
効

果

Ｈ
２
２
年

度
後

半
へ
の
呼

び
水

Ｈ
２
３
年

度
上

半
期

へ
の
誘

客

下
半

期
分

公
表

の
効

果

Ｈ
２
３
年

度
下

半
期

へ
の
誘

客

Ｈ
２
４
年

度
上

半
期

へ
の
誘

客

継
続
効
果
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高
知

城

歴
史

民
俗

資
料

館

牧
野

植

龍
河

洞
梼

原

脱
藩

の
道

四
国

カ
ル

ス
ト

日
曜

市
森

林
セ
ラ
ピ
ー

ア
ン
パ

ン
マ
ン

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

生
ま
れ
た
ま
ち

記
念

館

観
光

遊
覧

船

弥
太

郎
ガ
イ
ド

ガ
イ
ド

仁 淀 川

ラ
フ
テ
ィ
ン
グ

カ
ヌ紙
す
き
体

験

～
龍

馬
か

ら
始

ま
る
土

佐
物

語
（
仮

称
）
～

龍
馬

の
ふ
る
さ
と
土
佐
は
、
坂
本
龍
馬
を
は
じ
め
と
す
る
幕
末
の
志
士
以
外
に
も
、
戦

国
の
武
将
「長

宗
我
部
元

親
」

や
自

由
民

権
運

動
の

父
「
板

垣
退

助
」
と
い
っ
た
多

く
の

偉
人

を
輩

出
す
る
な
ど
、
歴

史
上

の
人

物
を
育

ん
で
き
た
風

土

や
豊

か
な
自

然
の

恵
み

が
あ
り
ま
す
。

四
国

８
８
ヶ
所
の
遍
路
文
化
で
育
ま
れ
た
「お

も
て
な
し
の
心
」
で
皆
様
を
お
迎
え
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
「
龍
馬
か
ら
始
ま
る

土
佐

物
語
」
を
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

【
龍

馬
・
歴

史
の
巻

】

「
土

佐
の

歴
史

を
巡

る
旅

」
（
長

宗
我

部
元

親
を
巡

る
旅

）

「
龍

馬
伝

」
で
盛
り
上

が
っ
た
「
土
佐

の
歴

史
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
、
引

き
続

き
、
龍

馬
、

長
宗

我
部

元
親

を
中

心
に
戦

国
時

代
～

明
治

の
時

代
の

偉
人

を
テ
ー
マ
に
商

品

開
発

を
行

い
、
継

続
し
た
観

光
客

の
誘

致

を
進

め
る
。

龍
馬

伝
で
の
盛
り
上
が
り
を
継

続
し
て
誘
客
に
活
か
す
よ
う
な
コ

ン
セ
プ
ト
で
イ
メ
ー
ジ
戦
略
を
展

開
。

【
花

の
巻

】

「
土

佐
の

花
フ
ェ
ア
」

別
図
（
観
８
）

桂
浜

龍
馬

像

龍
馬

記
念

館

牧
野

植

物
園

足
摺

岬

四 万 十 川

屋
形

船
ト
ン
ボ

自
然

公
園

世
界

ジ
オ
パ

ー
ク

室
戸

岬

カ
ヌ
ー

カ
ツ
オ
の
た

た
き
づ
く
り

体
験

竜
串

海
岸

（
奇

岩
）

柏
島

グ
ラ
ス

ボ
ー
ト

シ
ュ
ノ
ー

ケ
リ
ン
グ

ジ
ョ
ン
万

ハ
ウ
ス

漁
業

体
験

ホ
エ
ー
ル
ウ

オ
ッ
チ
ン
グ

沈
下

橋

慎
太

郎
館 森
林

鉄
道

吉
良

川
及

び
奈

半
利

町
並

み

イ
ル

カ
触
れ

合
い
体
験

室
戸

デ
ィ
ー
プ

シ
ー
ワ
ー

ル
ド

ガ
イ
ド

ガ
イ
ド

安
芸

武
家

屋
敷 ガ

イ
ド

弥
太

郎

生
家

ガ
イ
ド

YA
SU

シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク

ホ
エ
ー
ル
ウ

オ
ッ
チ
ン
グ

久
礼

大
正

町
市

場カ
ヌ
ー

モ
ネ
の

庭

【
体

験
の

巻
】

「
四

万
十

・
足
摺

エ
リ
ア
観
光

圏
」

四
万

十
川

、
柏

島
の

海
な
ど
の

豊
か

な
自

然
を
生

か
し
た
体

験
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
食

を
中
心

に
圏

域
内

で
２
泊

３
日
以

上
滞
在

で
き
る
魅

力
あ
る
観

光
地

づ
く
り
を
行

う
。

ガ
イ
ド

【
ガ
イ
ド
の

巻
】

「
こ
う
ち
・
ま
る
ご
と
・
ま
ち
歩

き
」

脱
藩

の
道

、
町

並
み

、
歴

史
遺

産
な
ど
ガ
イ
ド
の

案
内

を
魅

力
ア
ッ
プ
。
観

光
特
使

○
○

○
○
氏

と
歩

く
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展

開
。

佐
花

ア
」

高
知

県
の

強
み

で
あ
る
「
食
」
、
魅

力
で
あ
る
「
花

」
を
テ
ー
マ
に
、
牧

野

植
物

園
、
モ
ネ
の

庭
を
核

と
し
、
地

域
の

花
イ
ベ
ン
ト
と
コ
ラ
ボ
し
て
誘

客
の

取
組

を
展

開
す
る
。

【
周

遊
ル

ー
ト
例
】

▼
１

牧
野

植
物

園

▼
２

か
が

み
花

フ
ェ
ス
タ

▼
３

岩
崎

弥
太

郎
生

家

▼
４

内
原

野
公

園
（
ツ
ツ
ジ
）

▼
５

モ
ネ
の

庭

▼
６

中
岡

慎
太

郎
館

【
番

外
編

】

「
土

佐
東

方
見
聞

録
」
～
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
ひ
た
る
旅

～

魚
梁

瀬
森

林
鉄

道
遺

産
、
吉
良

川
の
町

並
み
や

室
戸
ジ
オ
パ

ー

ク
な
ど
、
東

部
の

魅
力

を
広
域

で
売

り
出

す
取

組
を
展
開

。
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アルファベット

用語 解　説

ＢｔｏＢ
「Business to Business」の略 (B2B と表記されることもある)。企業対企業の電子商取引を表

す。広義には、従来の電話や FAX に変わり、Web や電子メールなどを利用して、人間が受発注を
行うような比較的原始的なものも含む。

ＣＯＰ１０（コップテン）

「COP（Conference of the Parties）」とは、国際条約を結んだ国が集まる会議（締約国会議）
の略称である。本計画（農業分野）へ掲載している「COP10」とは、2010年10月に愛知県名古屋市
で開催される、多様な生き物や生息環境を守り、その恵みを将来にわたって持続的に利用するため
に結ばれた生物多様性条約の10回目の締約国会議（議長国は日本）である。

ＣＳＲ活動
　ＣＳＲとは、「Ｃorporate Ｓocial Ｒesponsibility」の略で、 企業の社会的責任を意味す
る。収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、消費者への適切な対応、環境問題への
配慮、地域社会への貢献などのために行う企業の活動。

ＤＩＹショップ 日曜大工のように自ら修理や物作りをするために必要な物を販売している店（ホームセンター）。

e-コマース
インターネットや専用線のようなコンピュータネットワーク上での電子的な情報交換によって、

商品やサービスを分配したり売買したりすること。

ＧＡＰ
　「Good Agricultural Practice」の略。農作物の生産において、農産物の食品安全性や品質確
保、環境負荷低減、労働安全の確保等を目的に、農業生産工程を点検し、記録し、見直し改善して
いく管理手法。

ＨＡＣＣＰ
「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略。日本語では「危険分析重要管理点」と

訳されており、「ハサップ」と呼ばれている。製造における重要な工程を連続的に監視・記録する
ことによって、一つひとつの製品の安全性を保証しようとする食品の衛生管理手法のこと。

ＩＰＭ

　ＩＰＭ（Integrated Pest Management　総合的病害虫・雑草管理）とは、病害虫や雑草防除にお
いて、化学農薬だけにたよるのではなく天敵、防虫ネット、防蛾灯など様々な防除技術を組み合わ
せ、農作物の収量や品質に経済的な被害が出ない程度に発生を抑制しようとする考え方。これに基
づく防除技術は安全・安心な農産物の安定生産と、環境への負荷を軽減した持続可能な農業生産を
両立するために有効である。

ＩＳＯ１４００１

  環境に配慮した組織運営を行うための国際規格をいう。企業などが環境問題に取り組んでいくた
め「仕組み」を定めて、実行していくための様々な事柄が要求されており、ＩＳＯ１４００１を取
得するためには、求められている事柄を満たす仕組みを確立し、維持して、審査登録機関による審
査を受けることが必要である。

ＪＡＳ制度
　ＪＡＳとは、「Japanese Agricultural Standard」の略で、日本農林規格を意味する。農林水産
物やその加工品につけられる品質保証のための規格を定めている制度。

ＪＡ出資型法人
　ＪＡが出資して設立された法人。県内で設立を進めようとするＪＡ出資型法人は、担い手が不足
している地域などで、地域農業の振興のために、ＪＡが経営を主導して事業（農作業の受託、農業
経営など）を行う農業生産法人のことで、産業振興計画ではこの法人のことを指している。

ＮＰＯ
「NonProfit of Organization」の略。政府・自治体や私企業とは独立した存在として、市民・

民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体。特定非営利活動法人、非営利組織、非営
利団体、市民活動法人、市民事業体をいう。

ＯＦＦ－ＪＴ
「Off-the-Job Training」の略。知識やスキルを習得させるため、仕事の場を離れて学習させる

能力開発手法。

ＯＪＴ
「On-the-Job Training」の略。仕事の現場等で、業務に必要な知識や技術を日々の仕事を通じ

て習得させる能力開発手法又は習得させる研修、教育訓練。

ＰＤＣＡ（サイクル）
　計画（Ｐlan）を実行（Ｄo）し、評価（Ｃheck）して改善（Ａction）に結びつけ、その結果を
次の計画に活かすプロセスのこと。

ＳＣＭ
「Supply Chain Management」（サプライチェーンマネージメント）の略。サプライチェーンマ

ネージメントの解説を参照。

ＶＪＣ事業
　ビジット・ジャパン・キャンペーン事業の略称。2010年に訪日外国人旅行者数を1,000万人とす
る目標を掲げ、日本の観光情報を海外に発信するとともに日本の魅力的な旅行商品の造成等を官民
一体で推進するため国が提唱している事業。

Ⅰ 用語の解説
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用語 解　説

アクセシビリティ アクセスのしやすさの度合い。

あったかふれあいセンター
高齢者や子ども、障害者など誰もが集い活動し、子育てや生活支援、介護などのサービスを一体

的に提供する場所。（いろいろな補助金などを活用し、住民、事業者、専門家、行政の協働によっ
て設置される。）

アテンダント
受付係。この計画では、ジョブカフェこうちの受付係を指し、単なる受付業務を行うだけでな

く、来所者の悩みや相談内容等、来所目的に応じてキャリアコンサルタント等の担当者に対応を引
き継ぐ。

荒茶(あらちゃ)
　収穫した茶の葉を蒸して揉む工程の後乾燥させたもので、含有水分が多く、大きさも不揃いな状
態のお茶。

アンテナショップ
企業や自治体などが自社（当該地方）の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的として開設

する店舗のこと。

移住コンシェルジュ
移住や中長期滞在等を希望される方の相談窓口として、さまざまな情報を提供する民間の案内

人。

磯焼け
海藻類が繁茂している水域を「藻場（もば）」と呼び、これが大規模に消失し焼け野原のように

なった状態を「磯焼け」という。磯焼けの原因は、海水温の上昇などの環境変化や藻食性魚類、ウ
ニ類による食害などが考えられている。

イニシャルコスト 施設や設備を新規導入する際に必要となる経費のこと。初期費用。

稲発酵粗飼料
　稲の子実が完熟する前に刈り取り、ロール状にしたものを、長期保存を可能とするために乳酸菌
を加え、ビニールフィルムで包みサイレージ（発酵）化した牛の飼料のこと。

インキュベータ機能
インキュベータとは、卵を人工的に孵化させる孵卵器を意味する。この計画では、地域資源の情

報の収集と共有を図り、商品化等の検討を行う地域資源活用共有会議の果たす役割について例えた
もの。

インバウンドフォーラム

四国観光立県推進協議会と四国運輸局がタイアップして国のビジット・ジャパン・キャンペーン
の一環として取り組んでいる事業。東アジア地域の旅行会社やマスコミを四国に招いて、観光・宿
泊施設の視察や商談会を開催し、四国への旅行商品の造成や現地の雑誌等への四国の情報の掲載な
どを促進している。

エージェント 代理業者のこと。代理人。

駅から観タクン
駅のタクシーを利用して、周辺の観光地を格安料金で楽しんでいただくためのタクシー観光プラ

ン。ＪＲが中心となって展開しており、二次交通対策の一つとして県内での導入を目指している。

エコシステム栽培（認証）

　園芸連が、生産者の取組を認証し表示する制度。化学合成農薬の使用だけに頼らず、生態系や生
産物への影響を少なくする、人と環境にやさしい栽培方法として、総合的病害虫・雑草管理技術
（ＩＰＭ技術）を取り入れた栽培管理の基準や高知県版GAP、土づくり等の要件を設け、審査し登
録する。

エコツーリズム
地域の自然や文化への理解を深め、より良い保全とゆとりある活用により、観光と産業を持続的

に発展させる活動。

エコファーマー
　「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、都道府県知事から、たい肥
等による土づくりと化学肥料や化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産方式を導入する
計画について認定を受けた農業者の愛称。

エコポイント
公共交通機関の利用によるＣＯ2削減やマイバックの使用など、環境にやさしい行動への対価と

してポイントが付き、それを地域の社会貢献活動などに還元できる仕組みのこと。
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用語 解　説

（高知県)園芸戦略推進会
議

　輸入野菜の増加、国内競合産地との競争激化、量販店のバイイングパワーの増大などにより、危
機的な状況に置かれている本県園芸農業の立て直しを図るため、平成１２年９月に設置された「園
芸こうちパワーアップ戦略会議」を発展的に改組し、農業団体（中央会、園芸連、全農高知県本
部、県内の全農協）と県が一体となって園芸振興の課題解決を進めていくために平成１５年９月に
設置された県域の会議。
　この会議の中に、本県園芸農業の抱える課題を①系統共販、②共同計算、③輸送、④安全・安
心、⑤資材コスト、⑥営農対策の６つのテーマに区分し、それぞれプロジェクトチームを設置し、
具体的な課題解決に取り組んでいる。

おいしい風土こうちサポー
ター

　地産地消を県内全域に広げていくために、地産地消の取組に賛同し、率先して実践される方々の
こと。県への申込みによって、「生産」、「医療・福祉施設」、「観光施設等」、「食品加工」、
「量販店等」及び「消費者」の区分ごとに登録されている。

オフセット・クレジット
(Ｊ－ＶＥＲ)制度

カーボン・オフセットに用いられることを主眼に、国内における温室効果ガス排出削減・吸収量を
市場流通型のオフセット・クレジット（J-VER）として認証・発行する制度。環境省が策定した認
証基準に従い、オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会により、オフセット・クレジッ
ト（J-VER）が認証・発行される。

オランダウェストラント市

　オランダは１０，３００ｈａものガラス温室を有し（高知県の園芸施設総面積は約１，６００ｈ
ａ）、天敵利用を主とするＩＰＭ技術や施設園芸において農薬や化学肥料の環境への負荷を極力抑
える技術で世界のトップランナーの国として認知されている。その中でもウェストラント市は、
４，３００ｈａのガラス温室が集中しており、パプリカ、トマト、ナス等の野菜類や花き類等、オ
ランダの中でも最も施設園芸農業の盛んな市であり、全域で先進的な環境保全型による園芸農業が
営まれている。

温存ハウス
　土着天敵を安定的に利用するために、農家が野外で採取した土着天敵を維持・温存するためのハ
ウス。生産用のハウスとは別の育苗用のハウスや利用されていないハウス等を主に活用する。

か行

用語 解　説

カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずで
きるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量
に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わ
せるという考え方。

海外事務所 この計画では、高知県シンガポール事務所と高知県上海事務所のこと。

皆伐 一定範囲の樹木を一時的に全部又は大部分伐採すること。

価格安定制度

　野菜の作柄は天候に影響を受けやすく、短期間に価格が大きく変動することから、野菜の生産・
出荷の安定を図ることで、野菜農業の健全な発展と国民の消費生活を安定させることを目的とした
国の制度。対象とする期間・市場に出荷した野菜価格が低下したとき、一定の要件を満たす産地の
生産者に対して補給金が支払われる。

活餌
　生きている餌。この計画では、かつお一本釣り漁業で、かつおの群を船に引き寄せるために撒か
れる活きたかたくちいわし、まいわしなどのこと。

環境保全型農業
　農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学
肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業をいう。

環境保全型農業のトップラ
ンナー

　平成１９年に高知県が策定した「高知県環境保全型農業総合推進プラン」の中で示された、高知
県の農業が目指し、その地位を築いていくべき姿。全国のトップレベルにある取組として、天敵昆
虫や交配昆虫等の利用によるＩＰＭ技術、国際規格である環境ＩＳＯ１４００１を農家段階まで実
践した環境に配慮した取組、県内全域で確立している廃ビニール等の適正処理体制、ＪＡグループ
全体による残留農薬の自主検査体制等がある。

観光ガイドタクシー
この計画では、高知県観光ガイドタクシー認定制度実行委員会が認定した、高知の観光の知識と

優れた接客マナーをもつドライバーの運転するタクシー。地域を巡るタクシープランを設定して利
用促進などに努めている。

観光圏整備事業
観光地が広域的に連携した「観光圏」を整備することで、国内外の観光客が２泊３日以上滞在で

きるエリアの形成を目指す観光庁の補助事業。県内では幡多地域で、Ｈ21年度からの事業導入を目
指している。

乾燥材 建築用材などとして使用する前に、あらかじめ乾燥させた木材。
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用語 解　説

間伐
育成段階にある森林において、樹木の混み具合に応じて樹木の一部を伐採（間引き）すること。

残存木の利用価値の向上と森林の有する諸機能の維持増進を図るために行う。

企業コーディネーター
この計画では、（財）高知県産業振興センターが東京と大阪に配置し、ビジネスマッチングや販

路拡大のサポート、情報収集などを行う人。

企業的経営体 高い経営・生産管理能力を備え、雇用労働力を有効活用し、高所得を目指す大規模経営体。

木と人出会い館 林業・木材関係団体と建築士の団体が連携し、木造住宅等の情報を提供する施設。

機能診断マニュアル
　耐用年数を経過し、老朽化が進む取水堰や排水機場など基幹的農業水利施設について、長寿命化
のために行う部分的な補修工事など、最適な予防保全手法の検討に必要な調査手順書で、施設の点
検・診断方法や余寿命の推定方法などを内容とするものをいう。

キャリアコンサルタント
求職者等が、適性や職業経験等に応じて自らが職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職

業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、相談業務を行う人。ジョブカ
フェこうちに常駐する。

牛群検定
　酪農家が飼っている乳牛１頭１頭の乳量や牛乳の成分、体重などを毎月１回（晩と朝で１セッ
ト）測定し、そのデータを集計して遺伝能力の改良や飼養管理の改善に活用するシステム。

共同計算制度

  県産主要野菜の出荷販売において、①農協・農家間の過当競合の抑止と個々に生じるリスク緩和
と分散、経費コストの低減、②統一した規格・ブランドによる顧客への供給力と取引力の強化、販
路の確保と開拓、③農協や品目の調整・組合せによる計画出荷の充実と信頼の向上、県益の拡大と
適正分配、などの目的達成と販売メリットを高めるため、全農協による県域共同販売をもとにした
販売代金のプール計算を行う方法。

業務筋（中食・外食） ホテル、レストラン、居酒屋等の外食関係業者及び惣菜、弁当チェーンなどの中食関係業者。

魚礁
　海底の隆起部で魚が集まり好漁場となる場所。自然の海底地形によるものは天然礁と呼ばれ、人
工的に構造物を設置したものは人工魚礁と呼ばれる。人工魚礁は形態により沈設型、中層型、表層
型に分けられる。

拠点ビジネス
農協や第三セクターなど、地域の中核となる組織を拠点にして、野菜や加工品などの製造販売

や、グリーンツーリズムなど観光交流のサービスなどを多角的、複合的に組み合わせたビジネス。

窪川アグリ体験塾

　就農を予定している方や農業体験を希望する方を対象に、高知県立農業大学校が実施する研修の
こと。 Ｕ・Ｉターンによる就農予定者を対象の実習を中心とした長期研修、インターネットによ
る通信講座と農場実習（スクーリング）を組み合わせた新いなかビジネススクール、農業実践者を
対象とした営農大学講座や女性農業者講座などのほか、様々な研修・講座を開設している。

クラインガルテン
ドイツ語で「小さな庭」という意味の簡易宿泊施設のある滞在型市民農園。1 区画ごとに休憩や

簡易宿泊が可能な小屋（ラウベ）が設けられる。日本では1990年代から全国各地で整備されてい
る。

グリーン・ツーリズム
　農山漁村地域の豊かな自然に親しみ、そこに息づく暮らしや文化、人々との交流を楽しむ滞在型
の余暇活動のこと。

クリーンエネルギー
　太陽光、太陽熱、地熱、風力、水力などの自然エネルギー及び水素エネルギーなど、環境に負荷
のかからないエネルギー。

クリエイター
デジタルコンテンツの制作者、デザイナー、イラストレーター、漫画家、作家、作曲家、画家な

ど創造的な活動を行う人。

グレーディング機器 製材品等をグレード（等級、品等）区分するために用いる機器。

黒潮牧場 かつおやまぐろ類を対象に土佐湾に設置（現在12基）されている表層型浮魚礁。
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用語 解　説

経営革新塾
国からの委託を受け、商工会議所等が実施している新事業展開等を目指す若手後継者の方などを

対象に経営戦略、組織マネージメント等の知識、ノウハウ等、経営革新に役立つ知識を20～30時間
で習得する講座。

経営革新等認定企業
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく経営革新計画を策定し、承認された

企業等。

経営診断システム
　この計画では、農家の経営改善や経営発展を図るために、農家個人の経営実績を栽培作物毎に分
析するシステムのことで、ＪＡグループ高知が平成２１年度中の稼働を目指している。

系統（販売） 農家が、農協、園芸連を通じて農産物を販売すること。

系統共販
  農家が、園芸連が定める選果選別規格に基づき、農協を通じて園芸連経由で、県内外の園芸連取
引会社において一元的に販売する方法。

県漁協
高知県漁業協同組合。県内２５の海面漁協が合併して平成20年４月１日に発足した。組合員数１

万３千人（県内シェア55％、H19)、販売取扱高116億円（県内シェア：70％、H19）で四国最大の規
模を有する。

県認証

　この計画では、「高知県無農薬・減農薬栽培農産物認証」の略称で、県が農産物の栽培方法を認
証し表示する制度。農薬を使用しない栽培、又は節減対象農薬の成分回数を慣行栽培の５割以上あ
るいは８割以上減らした栽培を認証する。栽培計画が認証された農産物には、県の環境保全型農業
の統一キャラクター「エコタン」を貼付することができる。

コールセンター
　企業において、オペレーターが集約的に、電話等を利用して顧客へのサービス提供を専門に行う
応対センターのこと。こうした業務は、社内に部署を設置するほか、近年は、専門会社に委託する
傾向にある。

耕作放棄地
　以前は耕地であったが、実際の土地状況からみて、現状では耕作できないものと市町村等が判断
した土地。

高性能林業機械
従来のチェーンソーや集材機等に比べ、作業の効率化や労働強度の軽減等の面で優れた性能を持

つ林業機械。

こうち型集落営農
　過疎化・高齢化が進行する中山間地域を中心に、集落内の合意形成により、有望な園芸品目等を
導入し、農業で生活できる所得を確保する仕組み。

こうち環境・安全・安心点
検システム

　高知県版ＧＡＰと同義。ＧＡＰという概念を、農業者にとってより親しみやすい形で取り組んで
もらえるよう工夫したもの。

高知県食品衛生管理認証制
度

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた、県独自の衛生管理基準に適合する食品関連施設を認証する制
度。平成１５年に創設し、食品関係営業者の自主衛生管理の向上を図り、消費者に安全性の高い食
品を提供することを目的としている。

平成２０年度末で「魚肉練り製品製造業」や「鰹のたたき製造業」等の８業種で、業種ごとに基
準が定められている。

高知県版ＧＡＰ

　高知県では、園芸農業を主とする産地の状況に合わせて、独自に高知県版GAPとして、農業者自
らが主体的に生産から出荷までのそれぞれの工程管理を点検し、必要に応じて内容の改善に役立て
る「こうち環境・安全・安心点検シートその１」と、農業団体や集出荷場が主体的に流通段階での
工程管理を点検し、必要に応じて内容の改善に役立てる「こうち環境・安全・安心点検シートその
２」とを作成し推進している。（「ＧＡＰ」参照）

高知県木材情報センター
消費者や木材関係者に最新の木材関係の情報を提供している（財）日本木材総合情報センターの

支部組織として、各県に配置されている木材に関する相談所のこと。高知県では（社）高知県木材
協会内に設置されている。

こうち産業振興基金
（財）高知県産業振興センターに100億円の基金を造成し、平成19年度から10年間にわたり運用

益を活用することにより、地域経済の活性化を支援している。

高知COE推進本部
県内の産学官の連携による研究開発の推進と研究成果の事業化の支援を行うため、(財)高知県産

業振興ｾﾝﾀｰに設置した本部（平成18～19年度）。【※COE：ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｴｸｾﾚﾝｽ（卓越した科学技術
振興の拠点）】

高知しごとネット
県庁のホームページ内に開設した国や県、民間の職業紹介事業所等の就職支援の情報を一元的に

集約した専用ポータルサイト。
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用語 解　説

高知ジュニア博士

　学校給食への地域特産物の供給や、生産者の食農教育により、高知県の特産物の味を知り、農業
や生産者のことをより深く理解する子ども達を育てることで、家庭や地域の中で特産物についての
伝達ができ、将来の高知県の農産物の応援団になってもらおうとする事業の中で指す子どものこ
と。

高知野菜１１人きょうだい
　「アンパンマン」でおなじみの漫画家やなせたかし先生による１１種類の高知やさいをきょうだ
いに見立てたキャラクター。１１品目は、高知の基幹品目みょうが、オクラ、なす、きゅうり、シ
シトウ、こねぎ、ピーマン、しょうが、メロン、米ナス、にら。

高知やさい体操

　園芸こうち販売促進事業実行委員会（園芸連、高知県、ＪＡグループ高知)の取組の一貫。高知
県で採れる野菜や、野菜の大切さを、多くの方々に知っていただくきっかけづくりとするため、Ｎ
ＨＫおかあさんと一緒でおなじみの「佐藤ひろみち」さんと「谷口くにひろ」さんのご協力により
「高知やさい体操」と「高知やさい体操　おひさまの味」の楽曲が平成２０年２月に完成。県内外
のイベント時に生産者、農業関係者等が実演し、高知やさいのＰＲを行っている。

高知よさこいファクトリー
平成13年度に、県、産業振興センターの支援により、県内製造業者の受注拡大等を目的として、

インターネット上に設立されたポータルサイトの名称。現在は、ポータルサイトへの登録企業等で
組織する高知よさこいfactory推進協議会により運営されている。

高等技術学校
職業能力開発促進法に基づき設置された県立の公共職業能力開発施設で、高知・中村の２校があ

る。職業に必要な技術･知識を習得するための訓練を実施している。

合法木材
世界中で横行している違法伐採を防止するため、それぞれの国の森林関係の法令において、合法

的に伐採されたことを証明された木材のこと。

子ども農山漁村交流プロ
ジェクト

Ｈ20年度からの５年間に、農山漁村で１週間程度の宿泊体験活動（農林漁家での宿泊体験を含
む）を全国２万３千校の小学生（５年生）に経験してもらう事業。総務省、文部科学省、農林水産
省の連携施策事業として実施している。

コミュニティ・ビジネス
地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決し、また、コミュニティの再生

を通じて、その活動の利益を地域に還元する取組のこと。

コラボ（販売）企画
　この計画では、地域野菜等の販売戦略として、地域の一次産品や観光資源等を活用しながらス
トーリー性を持たせ、販売拡大や生産拡大につなげる企画。

コンシェルジュ機能
　お客さまの求めに応じて、各種の情報を一ヶ所で総合的に案内する機能。案内だけでなく、宿泊
などの手配を含む場合もある。

コンテンツビジネス
漫画や写真、映像、音楽、コンピュータゲームなど創造的活動によって生み出されたものを活用

したビジネス。

コンパクトシティ
様々な機能を中心部に集中させた都市のことで、機能を集めることによって、相乗的な経済交流

活動が活発になり、中心市街地の活性化が期待できるとされている。

さ行

用語 解　説

再生稲
　稲を刈り取った株から再生して出てくる稲のことで、ひこばえ、二番穂とも呼ばれる。牛の飼料
として利用するために、肥料や水を与えて成長させる。収穫量は苗から育てた稲の半分程度である
が、育苗や田植えが必要ないことから栽培コストがかからないというメリットがある。

作業道
林道などから分岐し、立木の伐採、搬出、造林などの林内作業を行うために作設される簡易な構

造の道路。

サテライト
この計画では、ジョブカフェこうちの支所のことで、主にキャリアコンサルタントによる個別の

就職相談や職業適性検査、就職に関する情報などを無料で提供する。高知市本部に対して、衛星
（サテライト）のような施設。

サテライト会場
この計画では、「土佐・龍馬であい博」で、地域への誘客の核として設置するサブ会場。その地

域の情報をきめ細かく発信することで、誘客を図る。

サプライヤー 商品などの供給者。商品製造業者。
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用語 解　説

産地市場
主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のため、その水産物の陸揚地に

おいて開設される市場。

残留農薬基準
　食品衛生法第７条に基づく食品規格で、農産物などに残留しても許容される農薬の最大上限値を
定めたもの。この基準を超えて農薬が残留している農産物は、国産品・輸入品問わず、流通・販売
などが禁止されている。

ジェトロ
  「Japan External Trade Organization」日本貿易振興機構の略称。国際見本市の開催、輸出促
進への協力などを行う。

四国観光立県推進協議会
四国４県とＪＲ四国の５団体で構成する観光協議会。海外や首都圏への情報発信、旅行会社や航

空会社とタイアップした四国のキャンペーンを展開するなど、四国の認知度の向上や誘客促進に取
り組んでいる。

実需者

実際に商品を購入して消費する者。例えば、地産地消の取組で、野菜を作る人を生産者、それを
材料として購入して客に食事を提供する宿泊施設を実需者という。青果物流通の場合の実需者と
は、卸会社、仲卸から先の量販店、量販店の共同仕入れ組織、外食（レストラン等）、中食（惣菜
業者等）、食品加工業者（漬物等）、食品問屋等のこと。

地鶏肉特定ＪＡＳ認定
　地鶏肉の品質に関する表示方法や生産方法等についての基準を定め、その過程等について登録機
関が認定を行うもの。認定製品にはＪＡＳマークを貼付できる。

自伐林家 自己の所有する森林で伐採・搬出などを行い林業を営む林家。

遮光ネット
　減光や日長の調節、温度上昇抑制などを目的として作られた、ポリエステルなどを素材とする資
材。作物の種類や使用する目的により遮光率や色が異なる。

重油代替暖房機
　重油以外のエネルギー源を使用する暖房機。施設栽培用暖房機のエネルギー源として、木質バイ
オマス、電気等が検討されている。

集落営農
　集落単位で農業生産活動の一部又は全部を共同で行う営農形態をいい、この場合において、規約
や収支計画・事業計画に基づいて活動する組織を「集落営農組織」という。

主業農家 農業所得を主とし、６５歳未満で年６０日以上農業に従事している者がいる農家をいう。

種苗（大型・小型）

　放流用や養殖用の魚類などの稚魚のこと。 県では、ヒラメ、エビ類等の種苗を人工的に生産し
放流用として配付している。これまでの放流用種苗のサイズはヒラメ40mm、クマエビ15mmと小型で
あったが、今後は放流効果を向上させるため、より大きく育成したヒラメ（60mm）、クマエビ
（35mm）も放流用種苗として生産する。

商社機能

　・蓄積した情報収集・分析機能や市場開拓機能。
　・事業経営に関わるノウハウ、リスクマネジメント機能。
　・IT（情報技術）、LT（物流技術）、FT（金融技術）、MT（マーケティング技術）
　などの機能のこと。

商品計画機構
県、市町村、産業団体等の出資により設立した「株式会社高知県商品計画機構」のことで、県内

資源を活用した商品開発・改良、販売戦略の確立、販路開拓・拡大の支援を行っている。

食育
　生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図られるよう、自らの食につ
いて考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身につけるための学習等の
取組をいう。

食農教育
　農業分野と教育分野が一体となり、食料と農業に関する学習や農業体験学習等を通じて、食べ物
や食生活、農業・農村について正しい理解を深めるための教育をいう。

ジョブカフェ（こうち）
若年者のための就職支援相談センターで、高知市帯屋町に開設。併設のハローワークと連携し

て、職業相談から職業紹介まで、ワンストップでサービスを提供している。

飼料用米 飼料の原料として生産される米（稲の子実）のこと。

新規需要米
　稲発酵粗飼料(ホールクロップサイレージ)用、飼料用、米粉用、輸出用、バイオエタノール用な
どの用途に用いられる米穀のこと。国内主食用米の需給に影響を及ぼさないと認められたものをい
う。
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用語 解　説

森林施業プランナー
森林を所有する方に、森林の管理などに必要な施業の方法、間伐等に必要な経費、木材販売見込

額などを明らかにした提案書「森林施業プラン」を提示するなど、きめ細かなプランを作成できる
人。

森林セラピー
森林浴、森林レクリエーションを通じ、森林が彩なす風景や香り、音色、肌触りなどによる、森

のいのちや力を感じるような心理的効果や、森林の地形、自然を利用した医療、リハビリテーショ
ン、カウンセリングによる健康回復、維持、増進活動。

森林認証制度
持続可能な森林経営の行われている森林を第三者機関が評価、認証し、そこから生産された木材

などの林産物を区分することにより、消費者がこれらの林産物を選択し、購入できるようにする民
間主体の制度。

森林保全ボランティア
森林の整備・保全に係わるボランティア。森林所有者に代わり、維持管理ができなくなった森林

などの整備を行う。

水源かん養
雨水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を防止したり、土壌を通過することによ

り水を浄化するなど、豊かな水を生みだす森林の働き。

好き好き高知の野菜大好
きっ子宣言チーム

　生産者による食農教育により高知県の農業や野菜についての理解を深めることで、子どもたちが
主体で高知県の主要野菜を使った学校給食へのメニュー提案等、そういった主要野菜を使った学校
又はクラス単位での取組を通じて、高知の野菜好きの子どもたちを育てていく事業の中で指す子ど
もたち（クラス単位など）のこと。

生産工程管理ウォッチャー
システム

　農業者や農業団体、集出荷場が取り組む高知県版GAP等の生産から流通に至る工程管理の実施状
況、記録の保管、取組の改善状況等について、消費者等の第三者を含むメンバーらによって確認し
てもらう仕組み。

生産履歴記帳
　JAグループが実施する「生産履歴記帳運動」で、資材の誤った使用を防ぎ、適正に使用するた
め、主に農薬や肥料の種類、施用時期、使用量などについての記帳、回収、チェックを実施する。

生物多様性

ある場所に生息する生き物の種類の多少や個性の違いを総合的に指す言葉。環境破壊によって多
くの生き物が絶滅し、生物多様性が失われていることから、地球環境保全の程度を測るバロメー
ターとも言われている。生物多様性を守るということは、様々な生き物がお互いの関係を保ちなが
ら、本来の自然環境の中で生きている状態を守るということである。

接着重梁
大スパンの構造の場合に、単一材ではその断面に限度があるため、単一材を重ねて接着し、厚み

を大きくした梁のこと。集成材の一つ。

施肥基準

　気象や土壌等の条件にあった施肥量や施肥の時期を定めたもの。環境保全型農業の進展には、作
物や地域の気象、土壌等の条件にあった過不足のない適正な施肥が重要である。そこで、各都道府
県において、施肥量の目安になる施肥の基準値や方法を策定しており、これらの情報を技術指導者
等を通じて農業者の方に伝えるための目安となる施肥基準を作成している。

た行

用語 解　説

太陽熱消毒
　太陽熱を利用することで環境に負荷をかけることなく、土壌伝染性病原菌や土壌中の害虫、雑草
等を駆除する方法。通常、農地を透明なポリエチレンで覆うことによって行う。

湛水処理

　畑の土壌病原菌は酸素の豊富な条件で生息しやすく、逆に湛水して酸素不足の状態にすると病原
菌は死滅しやすくなる。このような性質を利用して、古くから畑に水をためて水田状態にするなど
の生物的防除法のこと。湛水処理には、病原菌の減少効果のみでなく、作物の残さや残根の分解促
進効果、土壌線虫の減少効果、作物に余分な成分である塩類等の除去効果、雑草の抑制、ほ場の均
一化等の作用があり、低コストな生物的防除法として重要な方法の一つ。

単版工場
丸太から大根の「かつらむき」のように薄くはぎ取った板（貼り合わせると合板になる）を製造

する工場。

地域コーディネート組織
広域的な観光情報の発信や問い合わせへの対応、着地での旅行手配などをワンストップで行う組

織のこと。この組織があると観光客の利便性が格段に向上し、旅行会社も旅行商品を作りやすくな
る。また、広域的に観光振興を図る際に中心的な役割を担うことになる。

地域コンソーシアム 事業を行うことを目的とした地域の企業やNPOなどによる連携体制。

地域支援企画員
市町村と連携しながら、実際に地域に入って、住民と同じ目線で考え、住民とともに活動するこ

とを基本に、それぞれの地域の実情やニーズに応じて支援を行う県職員。（現在６０名が市町村に
駐在）
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用語 解　説

地球温暖化
人間活動による二酸化炭素やメタンなどの放出量が増大し、大気中の温室効果ガスの濃度が高ま

ることによって起こる現象で、地球の気温が気候の自然な変動の範囲を超えて上昇すること。

着地型旅行商品
着地（旅行先）の旅行会社などが企画した現地発着ツアーのこと。例えば、東京で高知への旅行

商品を売る場合は発地型旅行商品というのに対して、着地の高知で「龍馬を巡る旅」などを企画し
て売ることを着地型旅行商品という。

中山間地域等直接支払制度

　農業生産活動の条件が不利な中山間地域等において、農家に対する一定額の交付を通じて農業生
産活動を維持できるようにし、耕作放棄地の発生を防止することによって、農地・農村の有する多
面的機能を確保する制度。この制度では、集落内の農家が協定（集落協定）を結び、農業生産活動
を５年以上継続する必要がある。

中心市街地活性化基本計画
「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ

一体的に推進するため、市町村が策定する基本的な計画のこと。内閣総理大臣が認定を行い、認定
を受けた基本計画に基づく事業に対して、国より集中的かつ効果的な支援が受けられる。

直販店・直販所
　常設店舗であって、生産者又は生産者グループが自らが生産、又は製造したものを直接販売する
ところ。

テストマーケティング
新商品の本格的な市場参入に先立って、試験的に実市場で販売や広告宣伝活動などを行い、その

反応を調査・検証する活動のこと。

出前授業
　この計画では、主に県外消費地の学校等に出向いて、本県園芸品への理解を深めるとともに消費
拡大を図ることを目的として、園芸品の生産に関わる者が、直接本県の園芸農業の概要や環境保全
型農業への取組紹介、本県園芸品を使った調理実習等を行うことをいう。

電子商取引 ｅコマースとも言い、インターネット上で全ての商取引を行う仕組み。

土佐はちきん地鶏
　いずれも高知県原産の土佐九斤と大軍鶏を交配させたクキンシャモの雄と白色プリマスロックの
雌から生まれた高品質肉用鶏。ほど良い歯ごたえと脂質の少ない地鶏本来の旨さが特徴。

特栽ガイドライン

　生産された地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料（窒素
成分）の使用状況のこと）に比べて、節減対象農薬の使用回数が５割以下、かつ化学肥料の窒素成
分量が５割以下で栽培された「特別栽培農産物」に係るガイドライン。平成１６年４月に改正さ
れ、化学合成農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に設定されていた名称（無農薬・無化学肥
料・減農薬・減化学肥料栽培農産物）が「特別栽培農産物」に統一された。

篤農家
　優れた生産技術を持ち、高収量・高品質を実現することで安定した農業経営を行っている、地域
のモデルとなる農家をいう。

特用林産物 林野から産出される木材以外の産物。きのこ、木炭等。

土佐あかうし
　土佐和牛のうち、褐毛和種高知系（土佐褐毛牛）の流通ブランド名。明治時代から高知県内のみ
で改良されてきた貴重な品種であり、美しい褐色の毛色に、毛分けといわれる目や鼻が黒いのが特
徴。程良い霜降りと赤身の美味しさが評価されている。

土佐ジロー
　高知県原産の天然記念物土佐地鶏の雄と米国原産のロードアイランドレッドの雌を交配して生ま
れた卵肉兼用の地鶏。卵は小ぶりながら濃厚な味、肉は適度な歯ごたえがあり深い味わいが特徴。

土佐のいい物・おいしい物
発見コンクール

県内事業者の有する優位性を持つ商品を発掘、ＰＲすることによって、商品改良や販路開拓を支
援することを目的に開催するコンクール。平成１２年度に第１回コンクールを開催して以来、現在
までに７回開催している。

土佐の料理伝承人
　高知の豊かな食文化を伝えるため、地域の郷土料理について卓越した知識・技術をもち、伝承活
動に取り組んでいる、市町村長の推薦により県が選定した５６団体・個人の方々をいう。

土佐・龍馬であい博

2010年のＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」の放送にあわせて開催する博覧会。高知駅前に誘客の核と
してドラマ関連の情報を発信するテーマ館と、観光や物産の情報を一元的に発信する情報発信館を
設置するほか、滞在型・体験型観光の推進に向け、県内各地で「自然」や「食」、「歴史」や「文
化」などの魅力を活かしたイベントを実施する。

土佐和牛
　高知県内で生産された和牛（黒毛和種、褐毛和種）の流通ブランド名。特に黒毛和牛は鮮やかな
霜降りと柔らかさが特徴。褐毛和種高知系は土佐和牛「土佐あかうし」としても流通している。
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用語 解　説

土壌診断処方箋
　作物の収量や品質の向上あるいは養分の過不足による生育障害等を改善していくために、生産者
への①聞き取り、②土壌診断、③理化学性の分析診断、④作物診断等によって、その症状や改善目
的に応じた対策の処方箋を示す。土壌の性質や作物の種類によって基準値は異なる。

土着天敵

　地域に生息している土着の昆虫やクモ等その他生物で、作物に被害を及ぼす害虫の天敵となるも
の。土着天敵は、特定防除資材（特定農薬）として指定されている。天敵を活用した防除には、
メーカー等によって製品資材化されており、農家がいつでも購入できる状態の天敵を利用する場合
と、地域にもともといる土着の天敵昆虫を利用する場合とがある。ハウスなどの閉鎖系空間では購
入天敵中心の利用が多いが、ほ場が周りの自然と連続している露地栽培では土着天敵が比較的利用
しやすい。

土着天敵リレー

　作物の栽培が終了後、ほ場内で自然に増えた土着天敵を、栽培期間が異なる別のほ場の作物等へ
移動させてリレーしていく方法。ほ場内で増えた土着天敵は、作物の栽培が終了してしまうと維持
できなくなり、農家はまた次の栽培の際に天敵を探して捕獲してこなければならないことから、高
知県で始めた方式。同じ地域内でリレーする地域内リレーと、山間部と平野部等の気象条件が異な
る地域間でリレーする地域間リレーがある。（ただし、生態系が異なるため、県をまたぐ土着天敵
のリレーは農薬取締法で禁止されている。）

トップセールス この計画では、知事が、県内製品の特長や優秀性を宣伝し、積極的にセールスを行うこと。

な行

用語 解　説

中食（なかしょく）
レストランなどで食事をする外食と、家庭で料理を作って食べる内食（うちしょく）との中間

で、コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどで販売されている調理・加工済みの弁当やそ
う菜を家庭や職場、学校などで食べること、又はその食品のことをいう。

南国そだち
　平成１８年に県奨励品種に採用された県育成の極早生品種で、７月中の出荷が可能な良食味米。
コシヒカリとのリレー出荷により県外消費地での有利販売を目指している。

肉豚地域保証価格
　豚肉の市場価格が下落したときに、生産者積立金により補てん金の交付を行う基準となる各都道
府県団体が定めた地域保証価格。

ニューツーリズム
テーマ性が強く、人や自然とのふれあいなどの体験的な要素を取り入れた旅行のこと。テーマと

しては産業観光、エコツーリズム、グリーンツーリズムなどがあり、旅行会社主導でなく地域側が
旅行商品を作るという特徴がある。

乳用牛舎快適性改善モデル
　牛舎の暑熱対策や給水施設、飼槽などの改善により乳牛の快適性を向上させることで、個体能力
を今以上に引き出し、乳量や乳質が改善されることを実証するモデル農家。

認定農業者
　農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指して、自ら作成した５年
後の目標とその改善策を内容とする「農業経営改善計画」が市町村長の認定を受けた農業者をい
う。

農業環境規範

　我が国の農業生産全体を環境保全を重視したものに転換するため、農業者自らが取り組むべき規
範として国が平成１７年３月に策定。作物の生産においては、土づくりの励行、適切で効果的・効
率的な施肥、効果的・効率的で適正な防除、廃棄物の適正な処理・利用、エネルギーの節減等、農
業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項をまとめたもの。農業者自らが生産活動を点検
し、改善に努めるためのものである。

農業生産法人
　農業経営を行うため、売買や貸借により農地の権利を取得できる法人。農地法では、原則として
農業生産法人以外の法人は、農地の取得・使用ができないとされている。

農作業受委託組織
　農地の所有者等から農作業の一部又は全て作業の委託を受け、委託者に代わって現実に農作業を
行う組織。

農商工ファンド
中小企業者と農林漁業者が連携して行う新たな取組に助成するために、国の地域中小企業応援

ファンドの仕組みを活用し、県や市町村等も基金の積み増しをして、高知県産業振興センターに設
置した基金。

農林漁家民宿
　農林漁業や田舎の生活が体験できたり、とれたばかりの新鮮な素材を活用した料理を味わうこと
ができる、農家、林家及び漁家等が経営する宿泊施設。

農林漁家レストラン
　農林漁家自ら又は農林漁家との密接な連携の下で、その農林漁家が生産した食材又は地域の食材
を使って調理・提供している、当該地域に立地するレストラン。
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は行

用語 解　説

排液処理装置

　養液栽培から生じる排液に含まれる余剰の硝酸態窒素やリンを処理する装置。水田土壌中の微生
物の力で硝酸態窒素を無害な窒素ガスに変え、またカキ殻によりリンを除去する。栽培期間を通じ
て窒素・リン共に総理府令に定められた排水基準値以下を維持できる。ミョウガの排液については
培地の色素についても分解する必要がありさらに改良が加えられている。

配合飼料価格安定制度
　配合飼料の原料となるトモロコシなどの価格高騰による畜産経営の損失を緩和するための制度を
いう。

排出量取引（制度）
　国や企業ごとに温室効果ガスの排出枠（キャップ）を割り当て、枠を超えて排出した国（企業）
と余っている国（企業）との間で排出枠を取引（トレード）し、結果として全体の排出量を一定量
以下に収める制度。

バイヤー
　商品を買い付ける仕事をする人。商品選定、仕入価格、売買戦略などを卸売業者や生産者等と商
談する担当者。

浜加工
地元で水揚げされる水産物を、漁協の女性グループや青年グループなどが、比較的小さな規模で

干物や練り製品などの水産加工品に加工することをいう。

梁桁ネットワーク
県内の製材業者や木材流通業者がネットワークを組んで、県産の梁桁材を常時一定量ストック

し、消費者ニーズに応えようとする取組。

ハンズオン支援
ハンズオン（Ｈａｎｄｓ－Ｏｎ）とは、直訳で「手を置く（触れる）」との意味。ハンズオン支

援とは、専門家等が直接的に手取り足取り指導することをいう。

ヒートポンプ
　水を低いところから高いところへ押し上げるポンプのような原理で、低温側から高温側へ熱を移
動させる仕組み。低い温度の熱源から冷媒（熱を運ぶための媒体）を介して熱を吸収することに
よって、高い温度の熱源をさらに高くする機器。

光センサー選果機

  光センサー（非破壊糖度センサーともいう）とは、果実の１個１個に光を照射し、果実内部を透
過あるいは、反射してきた光の量を分析して、糖度・酸度・内部障害などを測定する装置。ミカン
やリンゴなどの果実の選果機に導入することで、切ったり、傷をつけることなく内部品質の検査が
可能。本県では、農協の選果場で、温州ミカン、土佐文旦、小夏などの選果・選別に利用されてい
る。

ビジネスマッチング
中小企業やベンチャー企業、起業家の事業展開を支援するため、それらの企業等とビジネスパー

トナーの出会いの場を提供し、ビジネスパートナーとの事業連携や事業提携等を図ろうとするも
の。

非破壊糖度センサー

　光センサーと同義語で、果実の１個１個に光を照射し、果実内部を透過あるいは、反射してきた
光の量を分析して、糖度・酸度・内部障害などを測定する装置。大規模な選果機に導入されるタイ
プや、ポータブルタイプで、生産ほ場や農家の選果場、小売店などでも手軽に糖度を測定すること
ができるタイプがある。

フードビジネスクリエイ
ター

一次産品の高付加価値化のために、食品の加工・製造や品質管理、機能性食品の生産に関する技
術のほか、商品開発や分析、経営にいたる幅広い知識を持った、食品産業の中核を担う人材のこと
を指す。

副業型林家
森林の所有の有無にかかわらず、森林整備や木材の生産活動にかかわって、林業の営みを副業的

に行っている人々の総称。

ブラッシュアップ 商品の特性にみがきをかけ、さらに良くすること。

ブルーツーリズム
漁村に滞在して、漁業体験やその地域の自然や文化に触れ、地元の人々との交流を楽しむ余暇活

動のことをいう。

プレカット
　木造住宅の建設において、従来、大工が手で刻んでいた木材の継手・仕口などを、工場に設置さ
れた自動工作機械で加工すること。

プロダクトアウト
  企業が商品開発・生産・販売活動を行ううえで、企業側の有する技術や優位性などを基本に、そ
れらの事業活動を取り組んでいこうとする経営姿勢。マーケットインの反意語。

ヘルスメイト
地域で食生活改善を主なテーマとして、健康づくりのためのボランティア活動をしている「食生

活改善推進員」の愛称。
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用語 解　説

ポータルサイト インターネットに接続するときに、玄関口となるウェブサイト。

ホームユース調査
お客様に、自宅に商品を持ち帰っていただき、使用後に意見や感想をアンケートにより収集する

こと。

ポジテイブリスト制度

　残留基準が設定されていない農薬が残留する食品の流通・販売等を禁止する制度。食品中に残留
する農薬について食品衛生法第１１条に基づき、残留基準が設定されているが、基準が設定されて
いない農薬が含まれる食品については規制が困難であることから、平成１８年５月から導入され
た。

ま行

用語 解　説

ＭＹ遊バス
土・日・祝日・ＧＷ・夏休みなどに(財)高知県観光コンベンション協会が運行している定額料金

で一日乗り放題のバス。現在は、ＪＲ高知駅～五台山～桂浜のコースを運行している。路面電車も
市内190円区間は乗り放題の特典がある。また、夏休みには、四万十周遊川バスも運行している。

マーケットイン
　企業が商品開発・生産・販売活動を行ううえで、商品・サービスの購買者のニーズを優先し、購
買者の視点で商品開発を行うとともに、購買者が求めている数量だけ提供していこうとする経営姿
勢。プロダクトアウトの反意語。

前処理加工
魚類の場合では、魚類の料理や加工品の材料とするために、魚のうろこを剥ぎ、エラや内臓ある

いは頭部を除いた状態やさらに３枚におろしたり、切り身の状態に加工することをいう。下ごしら
えのことをいう。

まちむら交流機構

  （財）都市農山漁村交流活性化機構の愛称。都市住民の自然・ふるさと志向とこれに対応して豊
かなむらづくりを進めようとする農山漁村の意向を踏まえて、都市と農山漁村の交流を積極的に推
進するとともに、都市と農山漁村が一体となった地域活性化のための国民的規模の運動を展開し、
もって農山漁村の活性化を図り、国土の均衡ある発展及び自然と調和のとれた豊かでうるおいのあ
る社会の実現に資することを目的としている。

マルチ資材
　作物に好適な土壌環境をつくるために、土壌の表面を覆うプラスティックフィルムなどでできた
資材。効果として、乾燥、加湿など土壌の水分調節、地温調節、雑草の発生抑制などがある。

マルチ栽培

　地面をシートフィルム等で被覆し、地温や土壌水分の調節、病害虫、雑草の防除等を図る栽培技
術。ミカンなどの果樹類では株元やほ場全体にシートフィルムを被覆し、雨水の侵入を防ぐことで
適度な水分ストレスを与え、糖度の向上や着色促進などの品質向上に利用。近年、消費者の高品質
嗜好の高まりに対応し導入が進んでいる。

木質バイオマス
バイオマスとは再生可能な生物由来の有機性資源で、樹木からなるバイオマスのことを木質バイ

オマスという。樹木の木部、樹皮、葉などで、林地に残された材や製材工場の残材、建築解体木材
も含む。

木質ペレット
　木材を粉砕、圧縮、成型した固形燃料で、長さは１～２ｃｍ、太さは６～１２ｍｍ程度の円筒状
のもの。

木造住宅指定団地
調和の取れた良好な街並みを形成するため、県産材を使った一団（１０戸以上）の木造住宅を建

築することを条件に県が指定する住宅団地。

モニタリング
　企業等が、実際に商品を使用しているモニターに対し、使用感や感想を収集するリサーチ手法。
また、企業の消費者調査等において、サービス評価などの日常的・継続的な点検のこと。

森の工場
一団の森林を対象に、林業事業体が森林所有者と森林の管理に関する協定や受委託契約を結び、

計画的・効率的に間伐などの森林整備を実施し、収益や安定的な雇用の確保等を図りながら、持続
的な林業経営を行う森林の団地。

や行

用語 解　説

野菜ソムリエ
　野菜や果物の美味しさや楽しさを理解し、伝えることのできるスペシャリストとして日本ベジタ
ブル＆フルーツマイスター協会が認定している人のこと。高知県では、高知県の農業、食文化を学
ぶ講座を受講した野菜ソムリエを「高知の野菜ソムリエ」として登録している。

山元土場（ストックヤー
ド）

木材を山から加工場等へ輸送する際に一時的に利用する木材の集積場所のうち、伐採現場に近い
山元に構える貯木場のこと。必要に応じて木材の太さや長さ、品質に応じた簡易な仕分けを行う機
能を持つ。
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用語 解　説

有機JAS（有機JAS認証制
度）

　農林水産大臣に登録を受けた第三者機関（登録認定機関）が、有機農産物等の生産工程管理者
（農家や農業生産法人等）や製造業者を認定し、認定を受けた者は、有機農産物や有機加工食品に
ついて、有機JAS規格に適合しているかどうかを格付けし、その結果、適合していると判断したも
のに有機JASマークを付すことができる制度。有機ＪＡＳマークがない農産物に「有機」や「オー
ガニック」等の表示を付すことは法律で禁止されている。

有機農業
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、遺伝子組換え技術を利用しないことを基本

として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる
農業をいう。

有機のがっこう

　平成１８年４月、有機農業の実践者を育成し、修了生の県内への定住を図り、有機農業の振興と
地域の活性化を促進するため、ＮＰＯ法人「黒潮蘇生交流会」と県の協働により土佐町に開校した
研修施設。有機農業に関心があり県内での新規就農希望者、又は環境保全型農業の実践希望者を対
象に１年間の研修を実施。

優待レンタカー制度
一般的なレンタカーに特典を付加したレンタカー制度。例えば、四国内での乗り捨て料金を無

料、又は格安にするなどして、公共交通機関を利用しての観光が難しい地域をレンタカーで観光し
てもらうという二次交通整備の試み。

養液栽培

植物の生長に必要な養水分を、液肥として与える栽培方法。培地を用いない水耕栽培、噴霧耕
と、培地を用いた固形培地耕とがある。現在、トマトやナスなどのナス科の野菜、ホウレンソウや
レタスなどの軟弱野菜、メロンやイチゴなどの果物的果菜類、バラなどの花卉に多く用いられてい
る方法である。高知県ではミョウガでも多く普及している。

養殖共済制度
中小漁業者の経営の安定化を図るため、漁業災害補償法に基づき、養殖中の養殖生物が台風、赤

潮、病害虫等により死亡、流失等の損害を受けた場合、その損失を国が最終引受先となり補償する
共済制度。漁業共済に加入すると、法律等にもとづき国や都道府県から掛金の助成も行われる。

よさこいネット
(財)高知県観光コンベンション協会が運営する高知県の観光情報ホームページ。県内の季節ごと

のイベント情報なども掲載しており、年間約380万件のアクセスがある。

４定条件
定時・定量・定規格・定価格のこと。大型量販店や外食産業等は、品質・鮮度・数量等の面で商

品を安定的に供給していく必要があることから、その仕入元に対して、「4定条件」を強く求める
傾向にある。

ら行

用語 解　説

楽天市場「まち楽 高知」

楽天株式会社の運営する日本最大級のｅ－コマースサイト「楽天市場」の、都道府県別、エリア
別に特産品などを販売する「まち楽」のページに、高知県が平成２０年１２月に開設した「まち楽
高知『あったか高知で待ちゆうき』」のこと。地域の特産品や観光情報などを、都道府県や政令指
定都市などの自治体が掲載できるタイアップページが順次開設されている。

林業事業体
森林所有者などからの委託又は立木の購入等により、造林、伐採などの林業作業を行う森林組

合、素材生産業者など。世界農林業センサスでは「林業サービス事業体等」に相当する。

林業労働力確保支援セン
ター

林業労働力の確保の重要性から施行された「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律
第45号)」に定められた、知事が指定した団体で、林業における雇用改善の促進対策、林業就業者
の育成･確保対策、情報の提供相談その他の援助等を総合的な業務としている団体。

冷水病
　ギンザケやアユに発生する細菌感染症で、現在、養殖場や河川で全国的に流行し、最も被害を与
えている病気の一つ。高知県においては、平成４年に養殖場で、平成６年には河川で確認された。
元々は、北米のマスの病気であり、琵琶湖産アユの放流により全国へ広がったと見られている。

れいほくスケルトン 高知県の嶺北地方で生産されたスギ材を１００％使用した、住宅の基本構造体のキット商品。

レンタルハウス
　農協等が整備し、農業者にレンタルするハウスのこと。県のレンタルハウス整備事業では、県、
市町村が補助を一定の割合で行っている。

わ行

用語 解　説

若者サポートステーション
いわゆるニートやひきこもり傾向にある概ね１５歳から４０歳未満までの若者を対象に、個別相

談やソーシャルスキルトレーニング等により、就学や就労に向けた自立支援を行う。
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Ⅱ　計画の策定

　１　策定の経過

2008年 5 月 1 日 産業振興計画検討委員会設置要綱　施行

（平成20年） 6 月 2 日 産業振興計画検討委員会設置要綱　一部改正

6 日 第１回検討委員会

　【主な検討事項】○ 高知県の産業を取り巻く現状と課題

16 日 第１回林業部会

17 日 第１回水産業部会

23 日 第１回商工業部会

25 日 第１回観光部会

27 日 第１回農業部会

7 月 1 日 第２回水産業部会

3 日 第２回林業部会

23 日 第２回商工業部会

第２回観光部会

29 日 第２回農業部会

第３回水産業部会

8 月 1 日 第３回林業部会

4 日 第３回商工業部会

8 日 第３回観光部会

20 日 第４回商工業部会

27 日 第２回検討委員会

　【主な検討事項】○ 産業成長戦略の構成案
　　　　　　　　　○ 今後の検討課題等
　　　　　　　　　　 （分野間連携テーマ、地域アクションプランほか）

9 月 4 日 第３回農業部会

17 日 第４回林業部会

18 日 第４回観光部会

10 月 10 日 第４回農業部会

17 日 第４回水産業部会

19 日 専門部会長会

20 日 第５回林業部会

21 日 第５回商工業部会

24 日 第５回農業部会

28 日 第５回水産業部会

第５回観光部会

11 月 4 日 第３回検討委員会

　【主な検討事項】○ 産業振興計画中間取りまとめ（案）

検討委員会の有識者等の委員による協議

11 月 9 日

2009年 1 月 9 日

（平成21年） 13 日 第６回商工業部会

14 日 第６回観光部会

15 日 第６回農業部会

第６回水産業部会

16 日 第６回林業部会

21 日 第４回検討委員会

　【主な検討事項】○ 産業振興計画（素案）

2 月 6 日 第７回観光部会

9 日 第７回水産業部会

10 日 第７回林業部会

第７回商工業部会

12 日 第７回農業部会

17 日 第５回検討委員会

　【主な検討事項】○ 産業振興計画（案）

3 月 25 日 第６回検討委員会

　【主な検討事項】○ 平成21年度の実践に向けて

産業振興計画の決定〃

～
パブリックコメントの実施
　　　　　　　　　　　　○ 産業振興計画中間取りまとめに対する意見募集
　　　　　　　　　　　　　 を行い、118件の意見をいただいた

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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２　産業振興計画検討委員会の構成等

大山　端 農業 高知県園芸農業協同組合連合会 代表理事会長

山﨑　實樹助 農業 高知県農業協同組合中央会 会長

江口　俊男 林業 高知県森林組合連合会 代表理事会長

北岡　浩 林業 社団法人高知県木材協会 会長

澳本　勝彦 高知県漁業協同組合連合会 代表理事会長

（ 小川　南海男 ）

明神　努 高知県漁業協同組合 代表理事組合長

北村　精男 高知県工業会 会長

竹内　克之 四国経済連合会 副会長

○ 西山　昌男 商工業 高知県商工会議所連合会 会頭

岡内　啓明 観光
財団法人高知県観光コンベンション協会
土佐経済同友会

会長
代表幹事

藤本　正孝 観光 高知県観光誘致連絡協議会 会長

水田　浩二 観光 日本旅行業協会高知地区 会長

青木　章泰 株式会社四国銀行 代表取締役頭取

伊野部　重晃 株式会社高知銀行 代表取締役頭取

有識者等 ◎ 受田　浩之 国立大学法人高知大学 副学長
国際・地域連携センター長

衛藤　公洋 日本銀行高知支店 支店長

（ 渋谷　康一郎 ）

小西　砂千夫 学校法人関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部
（高知県集落活性化アドバイザー） 教授

瀧本　豊 農業 高知県市町村教育委員会連合会 会長
（土佐市教育長）

筒井　康賢 商工業 学校法人高知工科大学
副学長
産学連携本部長

堀口　光 四国経済産業局 地域経済部長

（ 能登　靖 ）

藻谷　浩介
日本政策投資銀行地域振興部
 (高知県集落活性化アドバイザー）

参事役

○ 岡﨑　誠也 高知県市長会 会長
（高知市長）

明神　健夫 高知県町村会  会長
(津野町長）

安藤　保彦 高知市 副市長

計　２４名

※　◎：委員長　　○：副委員長

※　（　）内は人事異動等に伴う前任者

所属及び役職分野 専門部会
委員氏　名

（１） 検討委員会 （敬称略・分野毎に五十音順）

市町村長
の

代表者等

農業

商工業

観光

林業

水産業

地　　　方
金融機関
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伊藤　勝 高知県全国取引会社協議会 会長

大山　端 ○ 高知県園芸農業協同組合連合会 代表理事会長

瀧本　豊 ○ 高知県市町村教育委員会連合会
会長
（土佐市教育長）

土橋  信昭 高知県農業振興部 副部長（総括）

東谷　望史 馬路村農業協同組合 代表理事組合長

戸田　政克 高知県交通株式会社 観光部長

西井　一成 国立大学法人高知大学農学部 教授

野村　有弘 高知県食品工業団地事業協同組合 専務理事

久松　朋水 土佐経済同友会 代表幹事

三谷　英子 学校法人三谷学園ＲＫＣ調理師学校 校長

宮脇　真弓 ＪＡ高知女性組織協議会 会長

部会長 山﨑　實樹助 ○ 高知県農業協同組合中央会 会長

知 農家 宿「 ち う 樹

（２）　専門部会 　（敬称略　部会毎に五十音順）

所属及び役職

部会長

部会 部会長 氏名 検討委
員会委

所属及び役職部会

農業

氏名 検討委
員会委

上田　知子 農家民宿「いちょうの樹」

部会長 江口　俊男 ○ 高知県森林組合連合会 代表理事会長

川田　勲 国立大学法人高知大学農学部 教授

北岡　浩 ○ 社団法人高知県木材協会 会長

楠瀬　路易子 社団法人高知県建築士会
理事
女性部会相談役

国友　昭香 国友商事株式会社 代表取締役

坂本  彰 高知県森林部 副部長

半田　州甫 株式会社とされいほく 代表取締役副社長

伊藤　慶明 国立大学法人高知大学農学部 教授

河原　宜人 すくも湾漁業協同組合 参事

久万　やす 株式会社中央物産 取締役

竹村　由之 高知県漁業協同組合 専務理事

西内　正 株式会社タカビシ食品 代表取締役社長

坂東　隆志 高知県海洋部 部長

部会長 広沢　国昭 高知県漁業信用基金協会 理事長

儘田　靖夫 株式会社きたがわジャルダン 支配人

部会 部会長 所属及び役職氏名 検討委
員会委

林業

水産業

明神　多紀子 黒潮カツオ体験隊 隊長
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関　　 裕司 社団法人高知県貿易協会 会長

高木　省吾 株式会社高知大丸 代表取締役社長

武田　薫 高知県情報産業協会 会長

千頭　邦夫 チカミミルテック株式会社 代表取締役社長

筒井　康賢 ○ 学校法人 高知工科大学
副学長
産学連携本部長

中島　和代 株式会社なかじま企画事務所 代表取締役社長

部会長 西山　昌男 ○ 高知県商工会議所連合会 会頭

浜田　敦夫 高知県商工会連合会 会長

山岡　美和 協同組合帯屋町筋　

山﨑　義文 高知県商工労働部 副部長（総括）

山本　吾一 高知県工業会 副会長

山本　真由美 高知県商工会連合会 女性部長

岡内 啓明 ○
財団法人高知県観光コンベンション協会 会長

（敬称略　部会毎に五十音順）

部会 部会長

商工業

所属及び役職氏名

所属及び役職氏名 検討委
員会委

検討委
員会委

部会 部会長

部会長 岡内　啓明 ○
財団法人高知県観光コンベンション協会
土佐経済同友会

会長
代表幹事

川上　絹子 セブンデイズホテル 常務取締役

川村　晶子
富士通株式会社
  自治体ソリューション事業本部ビジネス推進部

主任
（政府ＩＣＴ施策担当）

小松　加枝 高知県立牧野植物園 普及教育課ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ
（広報担当）

高松　清之 高知県観光部 副部長

藤本　正孝 ○ 高知県観光誘致連絡協議会 会長

松山　正博 ＮＴＴ西日本株式会社高知支店 支店長

水田　浩二 ○ 日本旅行業協会高知地区 会長

観光
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（３） 産業振興計画検討委員会設置要綱 

 

高知県産業振興計画検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 活力を取り戻し、将来に一層の希望を持って暮らせる高知県とするために、県内の各界、各

層が共通の目的を持って共に取り組めるような、県勢浮揚の指針となる高知県産業振興計画（以下

「産業振興計画」という。）を策定するため、高知県産業振興計画検討委員会（以下「検討委員会」

という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 検討委員会の所掌事務は次のとおりとする。 

 (１) 産業振興計画の策定に関すること。 

(２) その他検討委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

 （委員及び組織） 

第３条 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

 (１) 農業、林業、水産業、商工業、流通業、観光業の団体代表者 

 (２) 学識経験者 

 (３) 市町村長の代表者 

 (４) その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は、平成２１年３月３１日までとする。 

３ 検討委員会に委員長及び副委員長２名を置き、委員の互選により定める。 

４ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め、資料の提出、意見の表明、

説明その他の協力を求めることができる。 

 

 （会議） 

第４条 検討委員会の会議（以下「検討会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 検討会議は公開とする。ただし、検討委員会において特に必要と認める場合は、非公開とするこ

とができる。 

４ 第３条第１項第１号および第３号に定める委員が検討会議を欠席する場合、委員長は当該委員の

申し出により代理出席を認めることができる。 

 

 （専門部会） 

第５条 産業振興計画の策定に関し、本県の産業成長戦略について必要な検討をするため、検討委員

会に次の各号に定める専門部会を設置する。 

(１) 農業部会 

(２) 林業部会  

 (３) 水産業部会 

 (４) 商工業部会 

 (５) 観光部会 
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２ 各専門部会の部会員は、検討委員会の委員及び次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱または

任命する。 

 (１) 学識経験者 

 (２) 地域活性化の実践的な活動に実績を有する者 

 (３) 商工・観光に関する実務に識見を有する者 

 (４) 高知県の農業振興部副部長（総括）、森林部副部長、海洋部副部長、商工労働部副部長（総

括）、観光部副部長の職にある者 

３ 前項第４号に掲げる者に欠員のある場合は、知事が指名する者をもって充てる。 

４ 部会員の任期は、平成２１年３月３１日までとする。 

５ 専門部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。 

６ 専門部会の会議（以下「専門会議」という。）は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長と

なる。 

 

 （地域アクションプラン策定委員会） 

第６条 産業振興計画の策定に関し、地域別のアクションプランについて必要な検討を行うため、別

表に定める地域アクションプラン策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

２ 各策定委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

 (１) 市町村長 

 (２) 農業、林業、水産業、商工業、流通業、観光業の団体代表者 

 (３) 地域住民の代表者 

 (４) その他知事が必要と認める者 

３ 委員の任期は、平成２１年３月３１日までとする。 

４ 策定委員会に策定委員長を置き、委員の互選により定める。 

５ 策定委員会の会議（以下「策定会議」という。）は、策定委員長が必要に応じて招集し、策定委員

長が議長となる。 

６ 各策定委員会に、地域アクションプラン検討ワーキンググループを設置する。 

 

 

 （産業成長戦略検討ワーキンググループ） 

第７条 産業振興計画の検討作業を効率的に行うため、検討委員会に産業成長戦略検討ワーキンググ

ループを設置する。 

 

 （外部アドバイザー） 

第８条 産業振興計画の策定にあたり、専門的な立場から助言を得るため、適宜外部アドバイザーを

委嘱し、その意見を聴くことができる。 

 

 （事務局） 

第９条 検討委員会の事務局は、政策企画部政策推進課に置く。 

 

 （雑則） 

第１０条 この要綱に定めるものの他、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会

に諮って定める。 
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   附則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 第４条第１項、第５条第５項又は第６条第５項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後

最初に開かれる検討会議又は専門会議、策定会議は、知事が招集する。 

３ 第４条第４項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる検討会議は、第３

条第１項第１号及び第３号に定める委員の申し出により知事が代理出席を認めることができる。 

 

   附則 

   この要綱は、平成２０年６月２日から施行する。 

 

 

   別表（第６条関係） 

策定委員会の名称 対象市町村 

安芸地域アクションプラン策定委員会 
室戸市 安芸市 東洋町 奈半利町 田野町 

安田町 北川村 馬路村 芸西村 

物部川地域アクションプラン策定委員会 南国市 香南市 香美市  

高知市地域アクションプラン策定委員会 高知市 

嶺北地域アクションプラン策定委員会 本山町 大豊町 土佐町 大川村  

仁淀川地域アクションプラン策定委員会
土佐市 いの町 仁淀川町 佐川町 越知町 

日高村  

高幡地域アクションプラン策定委員会 須崎市 中土佐町 梼原町 津野町 四万十町 

幡多地域アクションプラン策定委員会 
宿毛市 土佐清水市 四万十市 大月町 

三原村 黒潮町   
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Ⅲ 計画のフォローアップ

　１　フォローアップの経過

2009年 4 月 1 日 地産外商推進協議会設置要綱　一部改正

（平成21年） 6 月 16 日 第４回地産外商推進協議会

第４回地産外商の実践を担う新しい組織及び首都圏アンテナショップ検討ＷＧ

17 日 産業振興計画フォローアップ委員会設置要綱　施行

7 月 31 日 第１回食品加工ＷＧ

8 月 21 日 第２回食品加工ＷＧ

9 月 2 日 第５回地産外商の実践を担う新しい組織及び首都圏アンテナショップ検討ＷＧ

7 日 産業振興計画フォローアップ委員会設置要綱　一部改正

8 日 第１回連携テーマ部会

10 日 第１回観光部会

第１回林業部会

15 日 第１回農業部会

第１回水産業部会

第１回商工業部会

25 日 第３回食品加工ＷＧ

第１回フォローアップ委員会

　【主な検討事項】◇ 産業成長戦略の取り組み状況等
　　　　　　　　　◇ 地域アクションプランの取り組み状況等

◇ 計画全体 進捗状況に対する評価等

〃

〃

〃

〃

　　　　　　　　　◇ 計画全体の進捗状況に対する評価等

11 月 20 日 第５回地産外商推進協議会

第６回地産外商の実践を担う新しい組織及び首都圏アンテナショップ検討ＷＧ

12 月 17 日 第２回連携テーマ部会

18 日 第６回地産外商推進協議会

第７回地産外商の実践を担う新しい組織及び首都圏アンテナショップ検討ＷＧ

22 日 第２回林業部会

第２回水産業部会

2010年 1 月 7 日 第２回観光部会

（平成22年） 12 日 第２回農業部会

13 日 第４回食品加工ＷＧ

第７回地産外商推進協議会

14 日 第２回商工業部会

22 日 第８回地産外商の実践を担う新しい組織及び首都圏アンテナショップ検討ＷＧ

25 日 第２回フォローアップ委員会

　【主な検討事項】◇ 産業振興計画の取り組みの成果等
　　　　　　　　　◇ 産業成長戦略の改定
　　　　　　　　　◇ 今後の進め方等

2 月 4 日 第３回観光部会

28 日 第９回地産外商の実践を担う新しい組織及び首都圏アンテナショップ検討ＷＧ

3 月 23 日 第３回フォローアップ委員会

　【主な検討事項】◇ 地域アクションプランの成果と今後の展開
　　　　　　　　　◇ 産業振興計画の改定
　　　　　　　　　◇ 平成22年度の進め方等

23 産業振興計 決定

〃

〃

23 日 産業振興計画 ver.２の決定

※　下線部は、フォローアップ委員会関係
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２　産業振興計画フォローアップ委員会の構成等 

（１）　フォローアップ委員会  （敬称略・分野毎に五十音順）

大山　　 端 農　 業 高知県園芸農業協同組合連合会 代表理事会長

山﨑　實樹助 農　 業 高知県農業協同組合中央会 会長

北岡　　 浩 林　 業 社団法人高知県木材協会 会長

戸田　文友 林　 業
連携テーマ 高知県森林組合連合会 代表理事会長

澳本　勝彦 高知県漁業協同組合連合会 代表理事会長

明神　　 努 高知県漁業協同組合 代表理事組合長

北村　精男 高知県工業会 会長

竹内　克之 四国経済連合会 副会長

西山　昌男 商工業 高知県商工会議所連合会 会頭

岡内　啓明 観　 光
財団法人高知県観光コンベンション協会
土佐経済同友会

会長
代表幹事

藤本　正孝 観　 光 高知県観光誘致連絡協議会 会長

水田　浩二 観　 光 日本旅行業協会高知地区 会長

青木　章泰 株式会社四国銀行 代表取締役頭取

伊野部　重晃 株式会社高知銀行 代表取締役頭取

有識者等 受田　浩之 国立大学法人高知大学 副学長
国際・地域連携センター長

衛藤　公洋 日本銀行高知支店 支店長

小西　砂千夫
関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部
（高知県集落活性化アドバイザー） 教授

瀧本　　 豊 高知県市町村教育委員会連合会 会長
（土佐市教育長）

冨澤　　 治 商工業 公立大学法人高知工科大学 マネジメント学部長

藤田　　 寛 株式会社日本政策投資銀行 四国支店長

堀口　　 光 四国経済産業局 地域経済部長

岡﨑　誠也 高知県市長会 会長
（高知市長）

吉岡　珍正 高知県町村会  会長
（越知町長）

安藤　保彦 高知市 副市長

※ ◎：委員長　○：副委員長

○

所　属　及　び　役　職

林　 業

水産業

地　　　方
金融機関

計　２４名

市町村長
の

代表者等

観　 光

分　 野 専門部会
部会員等氏　　名

農　 業

商工業

○

◎
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（２）　専門部会 （敬称略　部会毎に五十音順）

市川　昌広 ● 国立大学法人高知大学農学部 准教授

大山　　 端 ◎ 高知県園芸農業協同組合連合会 代表理事会長

東谷　望史 馬路村農業協同組合 代表理事組合長

戸田　政克 高知県交通株式会社 観光部長

野村　有弘 高知県食品工業団地事業協同組合 専務理事

久松　朋水 土佐経済同友会 代表幹事

三谷　英子 学校法人三谷学園ＲＫＣ調理師学校 校長

宮本　　 修

（伊藤　勝）

宮脇　真弓 ＪＡ高知女性組織協議会 会長

八百屋　市男 ● 高知県農業振興部 副部長（総括）

部会長 山﨑　實樹助 ◎ 高知県農業協同組合中央会 会長

上田　知子 農家民宿「いちょうの樹」

北岡　　 浩 ◎ 社団法人高知県木材協会 会長

楠瀬　路易子 社団法人高知県建築士会 理事
女性部会相談役

國友　昭香 国友商事株式会社 代表取締役

後藤　純一 国立大学法人高知大学農学部 教授

田岡　秀昭 森昭木材株式会社
嶺北木材協同組合

代表取締役社長
理事長

部会長 戸田　文友 ◎ ● 高知県森林組合連合会 代表理事会長

半田　州甫 株式会社とされいほく 代表取締役副社長

安岡　俊作 ● 高知県林業振興・環境部 副部長（総括）

蔭山　純由 ● 高知県水産振興部 副部長

河原　宜人 すくも湾漁業協同組合 参事

竹村　由之 ● 高知県漁業協同組合 専務理事

西内　　 正 株式会社タカビシ食品 代表取締役社長

浜町　明恵 有限会社土佐佐賀産直出荷組合 代表取締役社長

部会長 広沢　国昭 高知県漁業信用基金協会 理事長

前田　泰昌 高知市中央卸売市場協会活性化委員会
高知市中央市場鮮魚仲卸協同組合

委員長
専務理事

儘田　靖夫 株式会社きたがわジャルダン 支配人

明神　多紀子 黒潮カツオ体験隊 隊長

森岡　克司 国立大学法人高知大学農学部 教授

会長

※　「委員会委員等」・・・　◎：フォローアップ委員会委員　　●：連携テーマ部会部会員
※　（　　）は、役員改選に伴う前任者

氏　　名

所　属　及　び　役　職

部　 会

高知県全国取引会社協議会

部　 会

所　属　及　び　役　職委員会
委員等

部会長 氏　　名 委員会
委員等

部会長

所　属　及　び　役　職所　属　及　び　役　職

林　 業

水産業

部　 会

農　 業

氏　　名 委員会
委員等部会長
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（敬称略　部会毎に五十音順）

白山　早苗 南国市商工会 女性部長

関　　 裕司 社団法人高知県貿易協会 会長

武田　　 薫 高知県情報産業協会 会長

千頭　邦夫 チカミミルテック株式会社 代表取締役社長

冨澤　　 治 ◎ 公立大学法人高知工科大学 マネジメント学部長

中島　和代 株式会社なかじま企画事務所 代表取締役社長

部会長 西山　昌男 ◎ 高知県商工会議所連合会 会頭

浜田　敦夫 高知県商工会連合会 会長

原田　　 悟 高知県商工労働部 副部長（総括）

広末　幸彦 高知市商店街振興組合連合会 理事長

山本　吾一 ● 高知県工業会 副会長

山本　真由美 高知県商工会連合会 女性部長

部会長 岡内　啓明 ◎
財団法人高知県観光コンベンション協会
土佐経済同友会

会長
代表幹事

川村　晶子 ● 特定非営利活動法人とさはちきんねっと 副理事長

久保　博道 ● 高知県観光振興部 副部長

小松　加枝 高知県立牧野植物園 企画・広報課
チームリーダー

東富　直隆 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合 青年部長

藤本　正孝 ◎ 高知県観光誘致連絡協議会 会長

塩村　泰幸 ＮＴＴ西日本株式会社高知支店 支店長

水田　浩二 ◎ 日本旅行業協会高知地区 会長

※　「委員会委員等」・・・　◎：フォローアップ委員会委員　　●：連携テーマ部会部会員

所　属　及　び　役　職

部　 会 部会長

部　 会 部会長

商工業

氏　　名 委員会
委員等

委員会
委員等氏　　名 所　属　及　び　役　職

観　 光

448



（敬称略）

市川　昌広 農　 業 国立大学法人高知大学農学部 准教授

戸田　文友 林　 業 高知県森林組合連合会 代表理事会長

竹村　由之 水産業 高知県漁業協同組合 専務理事

山本　吾一 商工業 高知県工業会 副会長

川村　晶子 観　 光 特定非営利活動法人とさはちきんねっと 副理事長

八百屋　市男 農　 業 高知県農業振興部 副部長（総括）

安岡　俊作 林　 業 高知県林業振興・環境部 副部長（総括）

蔭山　純由 水産業 高知県水産振興部 副部長

松岡　さゆり 高知県商工労働部 副部長
（雇用対策担当）

久保　博道 観　 光 高知県観光振興部 副部長

東　　 好男 高知県教育委員会事務局 教育次長（総括）

部会長 岡﨑　順子 高知県産業振興推進部 副部長（総括）

部会長 氏　　名 専門部
会部会 所　属　及　び　役　職

※　取扱いテーマ
　　　１　中山間地域の産業づくり
　　　２　建設業の新分野進出
　　　３　人材育成・人材確保

（３）　連携テーマ部会
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（４） 産業振興計画フォローアップ委員会設置要綱 

 

高知県産業振興計画フォローアップ委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 県経済に活力を取り戻し、将来に一層の希望を持って暮らすことのできる高知県づくりを目

指して、官民協働で実行する高知県産業振興計画（以下「産業振興計画」という。）の検証等を行

い、より効果的かつ実効性あるものとするため、高知県産業振興計画フォローアップ委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 産業振興計画の進捗状況の検証、評価、修正・追加にかかる検討に関すること。 

 (２) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

 （委員及び組織） 

第３条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

 (１) 農業、林業、水産業、商工業、観光業に関する団体の代表者 

 (２) 学識経験者 

 (３) 市町村長の代表者 

 (４) その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は、平成２２年３月３１日までとする。 

３ 委員会に委員長及び副委員長２名を置き、委員の互選により定める。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め、資料の提出、意見の表明、

説明その他の協力を求めることができる。 

 

 （会議） 

第４条 委員会の会議（以下「委員会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会議は公開とする。ただし、委員会において特に必要があると認めるときは、非公開とする

ことができる。 

４ 第３条第１項第１号及び第３号に定める委員が委員会議を欠席する場合、委員長は当該委員の申

し出により代理出席を認めることができる。 

 

 （専門部会） 

第５条 産業振興計画の産業成長戦略の実行に関し、専門分野の成長戦略について必要なフォローア

ップを行うため、委員会に次の各号に定める専門部会を設置する。 

 (１) 農業部会 

 (２) 林業部会  

 (３) 水産業部会 

 (４) 商工業部会 

 (５) 観光部会 
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２ 各専門部会の部会員は、委員会の委員及び次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任命す

る。 

 (１) 学識経験者 

 (２) 地域活性化の実践的な活動に実績を有する者 

 (３) 商工業・観光に関する実務に識見を有する者 

 (４) 高知県の農業振興部副部長、林業振興・環境部副部長、水産振興部副部長、商工労働部副部

長、観光振興部副部長の職にある者 

３ 前項第４号に掲げる者に欠員のある場合は、知事が指名する者をもって充てる。 

４ 部会員の任期は、平成２２年３月３１日までとする。 

５ 専門部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。 

６ 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。 

 

 （連携テーマ部会） 

第６条 産業振興計画の産業成長戦略の実行に関し、産業間の連携戦略について必要なフォローアッ

プを行うため、委員会に連携テーマ部会を設置する。 

２ 連携テーマ部会の部会員は、専門部会の部会員並びに高知県の産業振興推進部副部長、商工労働

部副部長及び教育委員会事務局の教育次長の職にある者のうちから知事が委嘱又は任命する。 

３ 部会員の任期は、平成２２年３月３１日までとする。 

４ 連携テーマ部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。 

５ 連携テーマ部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。 

 

 （地域アクションプランフォローアップ会議） 

第７条 産業振興計画の地域アクションプランの実行に関し、必要なフォローアップを行うため、地

域アクションプランフォローアップ会議（以下「フォローアップ会議」という。）を設置する。 

２ フォローアップ会議は、次に掲げるとおりとする。 

３ 各フォローアップ会議の構成員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

 (１) 市町村長 

 (２) 農業、林業、水産業、商工業、観光業に関する団体の代表者 

 (３) その他知事が必要と認める者 

名称 対象地域 

安芸地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

室戸市 安芸市 東洋町 奈半利町 田野町 安田町 

北川村 馬路村 芸西村 

物部川地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

南国市 香南市 香美市 

 

高知市地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

高知市 

 

嶺北地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

本山町 大豊町 土佐町 大川村 

 

仁淀川地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

土佐市 いの町 仁淀川町 佐川町 越知町 日高村 

 

高幡地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

須崎市 中土佐町 檮原町 津野町 四万十町 

 

幡多地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

宿毛市 土佐清水市 四万十市 大月町 三原村 黒潮町 
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４ 構成員の任期は、平成２２年３月３１日までとする。 

５ フォローアップ会議に座長を置き、構成員の互選により定める。 

６ フォローアップ会議の会合は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。 

 

 （事務局） 

第８条 委員会の事務局は、産業振興推進部計画推進課に置く。 

 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

 

   附 則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２１年６月１７日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第４条第１項、第５条第６項、第６条第５項、第７条第６項の規定にかかわらず、この要綱の

施行の日以後最初に開かれる委員会議、専門部会の会議、連携テーマ部会の会議、フォローアッ

プ会議の会合は、知事が招集する。 

３ 第４条第４項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会議は、第３

条第１項第１号及び第３号に定める委員の申し出により、知事が代理出席を認めることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年９月７日から施行する。 
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３　地産外商推進協議会の構成等

氏　　名 所 属 及 び 役 職

 ○ 西山　昌男 　高知県商工会議所連合会　会頭

　　浜田　敦夫 　高知県商工会連合会 会長

 食品加工業 　　東谷　望史 　馬路村農業協同組合　代表理事組合長

 小売業 　　高木　省吾 　株式会社 高知大丸　取締役社長

 卸売業 　　竹内　克之 　旭食品株式会社　代表取締役会長

 観光団体 　　田村　　豊 　財団法人高知県観光コンベンション協会　専務理事

 観光業 　　水田　浩二 　社団法人日本旅行業協会高知地区会　会長

　　大山　　端 　高知県園芸農業協同組合連合会　会長

　　尾﨑　眞一 　全国農業協同組合連合会高知県本部　県本部長

　　戸田　文友 　高知県森林組合連合会 代表理事会長

　　北岡 　浩 　社団法人高知県木材協会  会長

　　澳本　勝彦 　高知県漁業協同組合連合会　代表理事会長

　　明神　　努 　高知県漁業協同組合　代表理事　組合長

 食品加工  ◎ 受田　浩之 　高知大学副学長　国際・地域連携センター長

 マーケティング 　　中島　和代 　株式会社なかじま企画事務所　代表取締役社長

 商品づくり 　　白田　典子 　有限会社良品工房　代表取締役

　　岡﨑　誠也 　高知県市長会　会長（高知市長）

　　吉岡　珍正 　高知県町村会　会長（越知町長）

※  ◎：会長　○：副会長

関
連
業
界
・
団
体

有
識
者

（１）　地産外商推進協議会

行政関係

分　　野

 商工団体

 農業団体

 林業団体

 漁業団体
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氏　　名 所 属 及 び 役 職

 ● 高橋　淳一 　高知県商工会議所連合会　専務理事

　　久保田　寿一 　高知県商工会連合会　専務理事

 小売業 　　山下　由子 　株式会社末広　社長

 卸売業 　　西内　　正 　株式会社タカビシ食品　代表取締役社長

 食品加工業 　　濱川　尚明 　有限会社浜川商店　代表取締役社長

 観光団体 　　明神　洋介 　財団法人高知県観光コンベンション協会　誘致受入部長

 観光業 　　稲毛　稔憲 　土佐電気鉄道株式会社　常務取締役

　　青木　厚林 　高知県園芸農業協同組合連合会　流通企画部　部長

　　澤田　章史 　全国農業協同組合連合会高知県本部　農畜産部長

　　山﨑　行雄 　高知県森林組合連合会　参事

　　武市　瑞穂 　社団法人高知県木材協会　専務理事

　　竹村　由之 　高知県漁業協同組合　専務理事

　　河原　宜人 　すくも湾漁業協同組合　参事

　　古味　　勉 　高知県市長会　事務局長（高知市総務部長）

　　恒石　好信 　高知県町村会　事務局長

　　中澤　一眞 　産業振興推進部副部長

　　原田　　悟 　商工労働部副部長（総括）

　　久保　博道 　観光振興部副部長

　　八百屋　市男 　農業振興部副部長（総括）

　　安岡　俊作 　林業振興・環境部副部長（総括）

　　蔭山　純由 　水産振興部副部長

※  ●：グループ長

関
連
業
界
・
団
体

（２）ワーキンググループ

行政関係

高知県
（関係部副部長）

　　◆　地産外商の実践を担う新しい組織及び首都圏アンテナショップ検討ワーキンググループ

分　　野

 商工団体

 農業団体

 林業団体

 漁協
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氏　　名 所 属 及 び 役 職

　　受田　浩之 　高知大学　副学長、国際・地域連携センター長

　　久塚　智明 　株式会社ＦＢＴプランニング　代表取締役

　　日佐　和夫 　東京海洋大学大学院　教授

 ● 福田　善乙 　高知短期大学　名誉教授

　　松﨑　了三 　高知工科大学　地域連携機構　特任教授

　　中澤　敏郎 　トップトレーディング株式会社　代表取締役社長

　　竹内　克之 　旭食品株式会社　代表取締役会長

　　中島　和代 　株式会社なかじま企画事務所　代表取締役社長

 加工団体 　　市川　賢三 　高知県蒲鉾連合協同組合　会長

 農業団体 　　岡田　光章 　高知県園芸農業協同組合連合会　特産事業部　部長

 畜産団体 　　今城　　朗 　全農高知県本部　農畜産部 畜産課長

 加工業 　　中村　孝明 　東洋園芸食品株式会社　代表取締役専務

　　古味　　勉 　高知県市長会　事務局長（高知市総務部長）

　　恒石　好信 　高知県町村会　事務局長

　　森沢　啓明 　健康政策部副部長

　　岡﨑　順子 　産業振興推進部副部長（総括）

　　原田　　悟 　商工労働部副部長（総括）

　　久保　博道 　観光振興部副部長

　　八百屋　市男 　　農業振興部副部長（総括）

　　安岡　俊作 　林業振興・環境部副部長（総括）

　　蔭山　純由 　水産振興部副部長

※  ●：グループ長

関
連
業
界
・
団
体

行政関係

高知県
（関係部副部長）

分　　野

　　◆　食品加工ワーキンググループ

 有識者
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（３） 地産外商推進協議会設置要綱 

 

高知県地産外商推進協議会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 県経済の活性化に向けた指針となる高知県産業振興計画において、各産業が連携して取

り組むテーマとしても位置付けている「地産外商」について、各産業分野間の連携や官民協働

による具体的な地産外商の実践に関する協議を行うため、関連業界の関係者、有識者、行政関

係者で構成する高知県地産外商推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 （目的） 

第２条 本協議会の設置目的は、次のとおりとする。 

(１) 地産外商の取り組みに関する情報を共有したうえで、各産業分野間の連携、また官民協

働による具体的な地産外商の実践方法について協議するとともに、その内容を関連業界及

び行政の間で共有して、それぞれにおける企画・実践に資する。 

(２) 地産外商を実践する官民協働型の組織のあり方について協議し、県に助言するとともに、

その内容を関連業界及び行政との間で共有する。 

(３) その他、地産外商を推進するうえで関連する加工や流通のあり方などについて協議し､

県に助言する。 

 

 （委員及び組織） 

第３条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

(１) 農業、林業、水産業、商工業、流通業、観光業の関係者 

(２) 学識経験者 

(３) 行政関係者 

(４) その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は、平成２２年３月３１日までとする。但し、知事が必要と認める場合は、任期

の延長ができるものとする。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

６ 会長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め、資料の提出、意見の表

明、説明その他の協力を求めることができる。 

 

 （会議） 

第４条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会は公開とする。ただし、協議会において特に必要と認める場合は、非公開とすること

ができる。 

４ 第３条第１項第１号および第３号に定める委員が協議会を欠席する場合、会長は当該委員の

申し出により代理出席を認めることができる。 
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 （ワーキンググループ） 

第５条 協議会における協議内容を具体的なものとしていくため、テーマごとにワーキンググル

ープを設置する。 

２ ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （外部アドバイザー） 

第６条 会長は、協議内容に関して専門的な立場から助言を得るため、協議会に諮ったうえで、

適宜外部アドバイザーを委嘱し、その意見を聴くことができる。 

 

 （事務局） 

第７条 協議会の事務局は、高知県産業振興推進部地産地消・外商課に置く。 

 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

 

 

   附 則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２０年１２月２６日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 第４条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる協議会は、知

事が招集する。 

 ３ 第４条第４項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第３

条第１項第１号及び第３号に定める委員の申し出により知事が代理出席を認めることがで

きる。 

 

  附 則 

  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
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（４） 地産外商推進協議会ワーキンググループ設置要領 

 

高知県地産外商推進協議会ワーキンググループ設置要領 

 

 （設置） 

第１条 高知県地産外商推進協議会設置要綱（以下「要綱」という。）第５条第２項の規定に基

づき、高知県地産外商推進協議会ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

 （目的） 

第２条 ワーキンググループの設置目的は、次のとおりとする。 

 (１) 要綱第２条に定める目的を達成するため、高知県地産外商推進協議会における協議テー

マに応じて、実務者及び専門家等による個別具体的な協議を行い、その結果を高知県地産

外商推進協議会に報告する。 

 

 （組織） 

第３条 ワーキンググループは、高知県の関係部副部長の職にある者、県内の行政関係者、関係

各種業界、関係各種団体の実務者及び有識者で構成する。 

 

 （グループ長） 

第４条 ワーキンググループにグループ長を置く。 

２ グループ長は、構成員の互選により決定する。 

３ グループ長に事故ある時又はグループ長が欠けたときは、あらかじめグループ長が指名した

構成員がその職務を代理する。 

 

 （会議） 

第５条 ワーキンググループの会議は、グループ長が招集し、グループ長が議長となる。 

 

 （庶務） 

第６条 ワーキンググループの庶務は、高知県産業振興推進部地産地消・外商課において処理す

る。 

 

 （その他） 

第７条 この要領は、要綱の施行の日から施行する。 
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